
ご契約の商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」
では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受け
しております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。（ホームページアドレス 
https://www.seiho.or.jp/）
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1カ月
を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命
保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

お電話によるお問い合わせ窓口

コミュニケーションセンター
　 0120-662-332

明治安田生命カードの紛失・盗難のご連絡は24時間受け付けております

月曜～金曜（除く祝日・年末年始）9：00～18：00
　　　土曜（除く祝日・年末年始）9：00～17：00

コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させて
いただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについて
は、ホームページをご覧ください。

　この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認
のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
特に

● 保険契約のお申込みの撤回または解除（クーリング・オフ制度）  9
● 保険の特徴としくみ 14
● 健康状態や職業などの告知 30
● 保障の開始 32
● 保険金などをお支払いできない場合 102
● 保険料の払込回数など 114
● 保険料の払込経路 115
● 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い（解除、失効、復活） 116
● 解約と返戻金 131

などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、わかりにくい点がござい
ましたら下記にお問い合わせください。

しおりの
ページ

説明事項ご確認のお願い

2020.6.2  （2020・9）43250　   募Ⅰ 2000120 商品

本　社   〒100-0005  東京都千代田区丸の内2-1-1   電話  03-3283-8111（大代表）

明治安田生命 検索
明治安田生命ホームページ

https://www.meijiyasuda.co.jp/

お問い合わせは契約者ご本人さま、給付金・保険金のご請求は被保険者さままたは
受取人さまからお願いいたします

↑1810新QRコード

5 年ごと配当付組立総合保障保険

ご契約のしおり 定款・約款
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この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。

内容を十分にご確認のうえ、

ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。

また、ご契約後は、後ほどお送りする保険証券とともに

大切に保管してください。

は じ め に

この冊子は次の部分で構成されています。

冊子の構成

5
ページ

ご契約について知っていただきたい事項を
わかりやすく説明しています。

ご契約のしおり

定　款

当社の組織や事業運営の
基本となる規則などを定めています。
※最新の定款の全文については当社ホームページ（裏表紙参照）から閲覧いただけます。

てい　　  かん

160
ページ

163
ページ

ご契約の内容を記載した、
約款および特約条項を掲載しています。

約款・特約条項
やっ かん

背幅13ミリ

▲参照ページ手入力▲43250



ご契約のしおり
定款・約款
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 1 ご契約にあたって
1  保険契約の締結と生命保険募集人 8
2  ご契約手続きにおけるお申込みと告知 8
3  保険契約のお申込みの撤回または解除（クーリング・オフ制度） 9
4  保障内容の見直しをご検討されている方へ 10
5  ベストスタイルへ転換する場合（契約見直しプラン
 （契約転換制度））のしくみ 12

 
 2 保険の特徴としくみ 14
 3 健康サポート・キャッシュバック 20
 
  4 健康状態や職業などの告知 30
 5 保障の開始 32
 
 6 保険金などのお支払い 34
 7 保険金などをお支払いできない場合 102
 8 保険金などの請求手続き 108
 9 保険金などのお支払期限 110
 10 指定代理請求制度 111

 11 保険料の払込回数など 114
 12 保険料の払込経路 115
 13 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い

（解除、失効、復活） 116
 14 保険料の充当（保険料充当特約の取扱い） 118
 15 保険料の高額割引制度 122
 16 未払込保険料がある場合の保険金などのお取扱い 124
 17 お払込みが困難なときの継続方法 125
 18 保険料払込免除 127

 19 配当金 130
 20 解約と返戻金 131
 21 ご契約者貸付制度 132
 22 死亡保険金受取人の変更 133
 23 ご契約者・住所などの変更にともなう手続き 135
 24 保険金などの受取人による保険契約の継続 136
 25 被保険者によるご契約者への解約の請求 137
 26 生命保険と税金 138
 27 ご契約者が法人の場合のお取扱い 141
 28 保障見直し制度 142
 29 終身保障変更制度 146

ご 契 約 の し お り

ご 契 約 に あ た っ て

保 険 の 特 徴 と し く み

告 知 と 保 障 の 開 始
 

保 険 金 の お 支 払 い

保 険 料 の お 払 込 み

ご 契 約 後 の お 取 扱 い

ページ

もくじ
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 30 生命保険に関するお知らせ
1  個人情報等の取扱い 150
2  犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い 150
3  税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ 151
4  「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に

 基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用  152
5  保険金額などが削減される場合 154
6  生命保険契約者保護機構 154

156
 

160

（次ページをご覧ください）

（次ページをご覧ください）
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生命保険に関するお知らせ

手続きに必要な書類一覧

定 款 ・ 当 社 の 運 営

約 款 ・ 特 約 条 項

別 表
〈参考〉

保 険 の こ と ば

ページ

もくじ
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万一への
備え

就業不能・
介護への

備え

重い病気への
備え

病気・ケガへの
備え

更新への備え

その他の備え

健康増進

定期保険特約［総合保険用］特約条項 184 34
終身保険特約［総合保険用］特約条項 188 36
家計保障年金特約［総合保険用］特約条項 192 37
生活サポート定期保険特約［総合保険用］特約条項 201 40
生活サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 205 42
給与・家計サポート特約［総合保険用］特約条項 212 44
新・介護保障特約［総合保険用］特約条項 219 55
介護サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 223 57
がん保障特約［総合保険用］特約条項 230 60
がん・上皮内新生物保障特約［総合保険用］特約条項 234 62
重度疾病継続保障特約［総合保険用］特約条項 237 64
傷害特約［総合保険用］特約条項 242 66
新・入院特約［総合保険用］特約条項 247 69
終身入院特約［総合保険用］特約条項 252 71
入院治療保障特約［総合保険用］特約条項 258 73
入院時手術保障特約［総合保険用］特約条項 264 76
外来時手術保障特約［総合保険用］特約条項 269 79
退院後通院治療保障特約［総合保険用］特約条項 275 83
退院給付特約［総合保険用］特約条項 282 89
先進医療保障特約［総合保険用］特約条項 285 90
特定損傷給付特約［総合保険用］特約条項 288 93
保険料充当原資積立特約［総合保険用］特約条項 292 94
がん保険料払込免除特約［総合保険用］特約条項 297 128
リビング・ニーズ特約［総合保険用］特約条項 300 96
重度がん保険金前払特約［総合保険用］特約条項 303 96
健康サポート・キャッシュバック特約［総合保険用］特約条項 307 20
更新特約［総合保険用］特約条項 313 17
特別条件特約［総合保険用］特約条項 315 －
保険料充当特約［総合保険用］特約条項 320 118
保険料口座振替特約条項 323 115
集団扱特約条項（Ａ） 328 115
集団扱特約条項（Ｂ） 333 115
契約転換条項［総合保険用］ 337 12
保障見直し特約［総合保険用］特約条項 340 142
終身保障変更特約［総合保険用］特約条項 346 146

ご契約の保障内容は以下のページをご覧ください
◦商品の特徴や特約ごとの「お支払いする場合」などの詳細については、「約款」「特約条項」をお読みください。
　「約款」「特約条項」では、ご契約者と当社との間の取り決めの内容を記載しています。
◦「ご契約のしおり」のページでは、保険金のお支払いなどの概要をわかりやすく説明しています。
　説明にあたっては、各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
◦付加された特約については、「保険設計書（契約概要）」「保険証券」をご確認ください。
　（この冊子には今回付加されない特約も含めて掲載しています）
◦付加できる特約の種類や取扱範囲などは、付加する際の当社の取扱いによります。

₅ 年ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款 164 14約 款

350 －別 表

特 約 付加された特約の にチェックを入れてお使いください

「ご契約の
しおり」

参照ページ

「約款」
「特約条項」
参照ページ

もくじ
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ご契約のしおり
ご契約について知っていただきたい事項を
わかりやすく説明しています。

5



ご
契
約
に
あ
た
っ
て

保
険
料
の
お
払
込
み

こ ん な と き は 　　　以下のページをご覧ください。

11  保険料の払込回数など

12  保険料の払込経路

ページ

ページ

保険料の払込方法を
変えたい

13  猶予期間内に保険料の
 お払込みがない場合の
 お取扱い
 （解除、失効、復活）

ページ

失効した契約を
復活させたい

5  保障の開始
ページ

保障が始まる時を
知りたい

18  保険料払込免除
ページ

保険料の払込みが免除される
場合について
知りたい

3  保険契約のお申込みの
 撤回または解除
 （クーリング・オフ制度） ページ

お申込みを
撤回したい

17  お払込みが困難なときの
 継続方法 ページ

保険料の払込みが
難しくなった

 4  健康状態や職業などの告知
ページ

告知について
知りたい

2  保険の特徴としくみ

3  健康サポート・キャッシュバック

6  保険金などのお支払い

ページ

ページ

ページ

保険のしくみや
保障内容を
知りたい

30

9

114

115
125

127116

32

34
20
14

目的別もくじ
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保
険
金
の
お
支
払
い

ご
契
約
後
の
お
取
扱
い

専門用語の意味については、「保険のことば」（　　　ページ）をご確認ください。

6  保険金などのお支払い
ページ

保険金が支払われる
場合について
知りたい

8  保険金などの請求手続き
ページ

保険金の請求手続きについて
知りたい

10  指定代理請求制度
ページ

本人が請求できない
場合について
知りたい

7  保険金などをお支払い
 できない場合 ページ

保険金が支払われない
場合について
知りたい

28  保障見直し制度

29  終身保障変更制度

ページ

ページ

保障内容の
見直しを
したい

22  死亡保険金受取人の変更

23  ご契約者・住所などの
 変更にともなう手続き

ページ

ページ

受取人変更、改姓、住所変更に
ともなう手続きを
知りたい

26  生命保険と税金
ページ

保険料や保険金の
税金について
知りたい

20  解約と返戻金
ページ

契約を
解約したい

108

142

146

133

135

138

102

111

131

34

390

目的別もくじ
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₁  保険契約の締結と生命保険募集人

保険契約は、当社が承諾したときに成立します。

◉当社の生命保険募集人（代理店を含みます）は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締
結の代理権はありません。

◉したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立し
ます。

◉また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の
承諾が必要になります。

₂  ご契約手続きにおけるお申込みと告知
◉お申込みにあたっては、保険契約者（被保険者欄は被保険者）がご自身でお手続きください。
◉告知にあたっては、当社がおたずねする告知項目について、被保険者がご自身で正確にお答えください。

当社の承諾が必要なお手続き
◆保障見直し制度・終身保障変更制度のご利用　◆保険契約の復活　など

当社の生命保険募集人は、
保険契約締結の「媒介」を行います。

生命保険募集人

明治安田生命

お客さま

承
諾

お
申
込
み

ロ-001-生命保険募-媒介_共-CC.ai

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43006-ドリームプラン
43053-パイオニアE
43091-新定期保険E
43136-年金ひとすじ
43137-Everybody10
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43164-新逓増定期
43183-元気のミカタ
43187-たしかな計画
43200-新養老保険E
43222-介護のささえ
43225-学資のほけん
43226-医療のほけん
43250-ベストスタイル
43260-年金かけはし
43261-3年間災害
43264-メディカルスタイルF
43265-つみたて学資

43266-パイオニアケアプラス
43305-1年更新定期
43316-米ドル建養老保険
43329-生活障害定期

43143-他4冊-Everybody_窓
43156-他3冊_かんプラ・３増_窓
43178-他4冊-堅実ねんきん・羅針盤_窓
43199-他2冊_かんたん未来計画_窓
43227-他3冊_年金果実NEO_窓
43240-他2冊_きずなサポート_窓
43255-他4冊_つかってのこせる_窓
43280-他3冊_やさしさ二重奏-窓
43284-他3冊_しあわせの階段_窓
43298-他4冊_かんプラ・３増Ⅲ_窓
43317-他4冊_外貨建・エブプラ（仮）_窓
43325-50歳からの終身医療

媒　介
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う
場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が
承諾したときに保険契約は有効に成立します。

当社の生命保険募集人は、
保険契約締結の「代理」は行いません。

生命保険募集人

明治安田生命

お客さま

承
諾

お
申
込
み

ロ-002-生命保険募-代理_共-CC.ai

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43006-ドリームプラン
43053-パイオニアE
43091-新定期保険E
43136-年金ひとすじ
43137-Everybody10
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43164-新逓増定期
43183-元気のミカタ
43187-たしかな計画
43200-新養老保険E
43222-介護のささえ
43225-学資のほけん
43226-医療のほけん
43250-ベストスタイル
43260-年金かけはし
43261-3年間災害
43264-メディカルスタイルF
43265-つみたて学資

43266-パイオニアケアプラス
43305-1年更新定期
43316-米ドル建養老保険
43329-生活障害定期

43143-他4冊-Everybody_窓
43156-かんたん持続成長_窓
43178-他4冊-堅実ねんきん・羅針盤_窓
43199-他2冊_かんたん未来計画_窓
43227-他3冊_年金果実NEO_窓
43240-他2冊_きずなサポート_窓
43255-他4冊_つかってのこせる_窓
43280-他3冊_やさしさ二重奏-窓
43284-他3冊_しあわせの階段_窓
43298-他4冊_かんプラ・３増Ⅲ_窓
43317-他4冊_外貨建・エブプラ（仮）_窓
43325-50歳からの終身医療

代　理
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う
場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに
対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。

◦お申込みの際の住所は保険証券をお送りする際のあて名書きになりますので、所番地・アパート名・棟番号・号室等まで
詳しくお知らせください。

◦告知の詳細については、 4 健康状態や職業などの告知をご覧ください。
◦ご契約をお引受けしますと、保険証券などをお送りします。

◆保険証券とお申込みの内容が違っている場合や、お申込みの際の告知に追加、訂正がある場合には、当社コミュニケーショ
ンセンター（裏表紙参照）へご連絡ください。

1 ご契約にあたって

ご契約にあたって
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₃  保険契約のお申込みの撤回または解除（クーリング・オフ制度）

保険契約のお申込みの撤回または解除ができます。

◉ご契約の申込日またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面（「特に重要なお知らせ（注意喚起情
報）」）を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて 8 日以内（土・日・祝日、年末年始の休日を含み
ます。消印有効）であれば、書面により保険契約のお申込みの撤回または解除（以下、「お申込みの撤回等」と
いいます）をすることができます。この場合には、お払込みいただいた金額をお返しいたします。

◉お払込みいただいた金額をお返しするまでには、お申込み内容の確認等のために時間を要する場合があります。
また、すでに保険証券を発送している場合があります。

◉生命保険は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討くださいますようお願いいたします。

■クーリング・オフの例■

申込日

4/5 4/12

クーリング・オフ制度に
関する事項を記載した
書面を受け取った日

いずれか遅い日
‖
4/5

●4/12までの消印のある郵便によ
るお申出であることを要します。
●初日（4/5）を算入します。

4/1

8日間

ロ-004-クーリング・オフ_窓-1511-CC.ai

43143-他4冊-Everybody_窓
43156-他4冊_かんプラ・３増_窓
43178-他4冊-堅実ねんきん・羅針盤_窓
43199-他2冊_かんたん未来計画_窓
43227-他3冊_年金果実NEO_窓
43240-他2冊_きずなサポート_窓
43255-他4冊_つかってのこせる_窓
43280-他3冊_やさしさ二重奏_窓
43284-他2冊_しあわせの階段_窓
43298-他4冊_かんプラ・３増Ⅲ_窓
43317-他4冊_外貨建・エブプラ（仮）_窓
43316-米ドル建養老保険

例えば次のようなときは、クーリング・オフできません
◆当社の指定した医師の診査が終了したとき ◆法人をご契約者とする保険契約であるとき
◆債務履行の担保のための保険契約であるとき ◆保障見直し制度・終身保障変更制度のご利用のとき

お申出方法
◆お申込みの撤回等は、書面の発信時（郵便の消印日付）に効力を生じますので、郵便により当社の支社または本社宛上記

期限内に発信してください。
◆書面には、お申込みの撤回等をする旨の意思を明記し、ご契約者の氏名・住所・電話番号（お申込み内容と同一）・保険種

類・申込日および毎回の保険料などを記載してください。
◆書面は、個人情報保護のため、封書によるお申出をおすすめします。

ロ-005-はがき-自署-1509-CC.ai

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43006-ドリームプラン
43053-パイオニアE
43136-年金ひとすじ
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43222-介護のささえ
43250-ベストスタイル
43260-年金かけはし
43264-メディカルスタイルF
43265-つみたて学資
43325-50歳からの終身医療

■お申込みの撤回等の書面記入例■

切
手

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ 

明
治
安
田
生
命
保
険
相
互
会
社

　○
○
○
○
○
○
○
○
○
支
社
　宛

明治安田生命保険相互会社　　御中

　　私は○月○日に申し込んだ下記契約の申込み
　を撤回します。

　申込者（契約者） ○○○○○
　保険種類 ○○○○○
　毎回の保険料 ○○○,○○○円

　　住所　 ○○県○○市○○町○‐○‐○
　　電話番号　　○○○‐○○○‐○○○○
　　　　　　　　氏名　○○○○○

当社の支社または本社をご記入ください。
支社は当社ホームページまたは当社コミュ
ニケーションセンターにてご確認ください。

（ご契約者が自署してください）

切
手
を
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

〒○○○ｰ○○○○

　申込内容控えから
　転記してください。

ご契約にあたって
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◉現在のご契約の保障内容を見直したいときには、一般的に次の方法がご利用いただけます。
◦転換制度
◦特約の中途付加
◦追加契約

◉保障内容の見直しにあたっては、このほかに、保険金額等を減額する方法や、現在のご契約の保険種類によって
は払済保険へ変更する方法などがあります。

₄  保障内容の見直しをご検討されている方へ

この保険にご契約後の保障内容の見直しについては、保障見直し制度や終身保障変更制度がご
利用いただけます（詳しくは、 28 保障見直し制度 や 29 終身保障変更制度 をご覧ください）。

◉現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利
益となります。
◦多くの場合、返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約され
たときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。

◦一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことになる場合があります。
◦新たなご契約では現在のご契約と比べて保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があります。予定

利率が引き下げられた場合、現在のご契約の保険種類によっては保険料が引き上げられる場合があります。
◦現在のご契約と新たなご契約の保険金などの「お支払いする場合」が異なるために、現在のご契約の保障内容
が新たなご契約では保障されないことがあります。

現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みを 
ご検討されている方へ

◦転換制度は、新たにご契約いただく保険種類によってその取扱い方法が異なりますので、ご注
意ください。

◦この保険への転換については、［5ベストスタイルへ転換する場合（契約見直しプラン（契約転
換制度））のしくみ］をご覧ください。

ご注意

新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお引受けできない場合があ
ります。

ご注意

ご契約にあたって
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◦それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の種類や内容により、所定の条件を満たすことが必
要になります。詳しくは、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社までご相談ください。

◦いずれの方法をご利用いただく場合も改めて診査や告知が必要になりますので、健康状態などに
よっては、ご利用できない場合があります。

ご注意

内  

容
転換制度＊₁ 特約の中途付加 追加契約

特
　
徴

◆保障額の見直しと同時に、保険の種類
や期間、付加する特約などを総合的に
変更することができます。

◆現在の当社のご契約を解約することな
く、その責任準備金や配当金などをも
とに計算した金額（転換価格）を新し
いご契約の一部に充当します。

◆現在のご契約の保障内容や保険期間は
変えずに、保障額等を増やすことがで
きます＊3。

◆現在のご契約はそのまま継続し、その
ご契約とは異なる内容で保障を充実さ
せることができます。

し
　
　
く
　
　
み

◆転換価格を保険料充当特約（充当原資）
に移管し、充当原資を分割して₁0年
間、保険料の一部に充当する方法です。

◆現在の当社のご契約に特約を新たに付
加して保障額を大きくする方法です。

◆現在のご契約に追加して、別の新しい
保険にご契約いただく方法です。

◆ご契約は ₂ 件になります。

現
在
の

ご
契
約

◆消滅します＊₂。 ◆継続します。 ◆継続します。

保
　
　
険
　
　
料

◆制度ご利用時の被保険者の年齢・保険
料率により保険料を計算します。

◆ご契約から₁0年間は充当された部分以
外の保険料をお払込みいただきます。

◆中途付加時の年齢、保険料率により中
途付加する特約の保険料を計算し、現
在のご契約の保険料に加えてお払込み
いただきます。

◆新しい保険のご契約時の年齢、保険料
率により新しい保険の保険料を計算
し、現在のご契約の保険料とあわせて
お払込みいただきます。

◆保障内容見直し後の保険料は、どの方法を利用するかによって異なります。詳しくは、当社の担当者、もよりの営業所、支社
または本社までおたずねください。

＊₁　転換制度のご利用により、保険料計算に用いる予定利率が現在のご契約より引き下げられ保険料が引き上げられる場合や、配当タイプが変更
になる場合があります。

＊₂　転換により新しいご契約をお引受けすることを当社が承諾した場合は、新しいご契約の責任開始時に現在のご契約は消滅します。
＊3　ライフアカウント L.A.の保障見直し制度をご利用いただくことなどで、特約の中途付加のほかに総合的に保障内容を見直すこともできます。

ベストスタイル・メディカルスタイル F
へ転換する場合（契約見直しプラン）

ロ-009-保障内容見直し表123-1904-CC.ai

43091-新定期保険E

転換価格

10年間

保険料
充当特約
（充当原資）

保険料
充当特約
（充当原資）

充当

新しいご契約
現在のご契約

ロ-009-保障内容見直し表123-1904-CC.ai

43091-新定期保険E

中途付加

現在のご契約

ロ-009-保障内容見直し表123-1904-CC.ai

43091-新定期保険E

+

追加契約

現在のご契約

ご契約にあたって
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◉現在の当社のご契約を解約することなく、その責任準備金や配当金などをもとに計算した金額（転換価格＊）を、
保険料充当特約に充当原資として移管します。

＊　転換価格には、責任準備金や配当金のほかに、前納された保険料の残額、積み立てられた祝金、ライフアカウントＬ.Ａ. 
のハッピーＬ.Ａ.ボーナス（特約給付金、長期継続特約給付金、転換給付金）などを含みます。

◉移管された充当原資を分割して、ご契約から10年間、毎回の保険料に充当します。
◉契約見直しプランをご利用の場合、第 ₁ 回保険料の払込方法は、「クレジットカード・デビットカードにより払
い込む方法」または「転換前保険契約の責任準備金などの一部を活用する方法」のいずれかによって払い込んで
ください。

◉「転換前保険契約の責任準備金などの一部を活用する方法」の場合、当社の取扱いの範囲内で、転換後保険契約
の第1回保険料相当額を貸し付けし、転換後保険契約の第1回保険料に充当します（この方法のご利用には、第
₁ 回保険料相当額を充当した後に転換価格があることなどが必要です）。なお、この貸付金に利息はありません。

₅  ベストスタイルへ転換する場合（契約見直しプラン（契約転換制度））のしくみ

■転換前保険契約の責任準備金などの一部を活用する方法（イメージ）■

ロ-013-責任準備金活用-1410-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF

第
1
回
保
険
料

第 1回保険料相当額を貸し付けし※、
転換後保険契約の第 1 回保険料に
充当します。

転換価格

現在のご契約（転換前保険契約） 新しいご契約（転換後保険契約）

充当期間

10年間

契約見直しプラン

第 1回保険料相当額

充当される部分（充当保険料）

保険料をお払い込みいただく部分

保険料充当特約
（充当原資）

第 2回以後の保険料に分割して充当

※　この貸付は、第 ₁ 回保険料相当額を差し引いた残額を転換価格とすることで、ご返済にかえます
　　（したがって、「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」に比べ、転換価格は少なくなります）。

■クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法（イメージ）■

転換価格

現在のご契約（転換前保険契約） 新しいご契約（転換後保険契約）

10年間（充当期間）

契約見直しプラン
（転換価格を
保険料充当特約に
充当原資として移管）

充当される部分（充当保険料）

保険料をお払い込みいただく部分

ロ-012-契約見直しプラン-2010-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF

保険料充当特約
（充当原資）

毎回の保険料に分割して充当

第 1回保険料相当額のうち保険料を
お払い込みいただく部分については、
クレジットカード・デビットカードにより
払い込んでください。

ご契約にあたって
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◦契約見直しプランをご利用いただく際の保険料は、契約見直しプランご利用時の被保険者の年
齢・保険料率・予定利率により計算します。そのため、予定利率が現在のご契約より引き下げ
られる場合があります。また、配当タイプについても変更される場合があります。

◦契約見直しプランをご利用いただく際には、改めて診査や告知が必要です。
◦契約見直しプランのご利用により、転換後保険契約をお引き受けすることを当社が承諾した場

合には、転換後保険契約の責任開始時に転換前保険契約は消滅します。
◦契約見直しプランご利用後、転換前保険契約の契約日から₁0年以内に、保険料充当特約を解約
される場合、充当原資残額から次の①・②を基準として当社の定める方法により計算した金額

（①の金額を上限として、②の期間に応じて減少していきます）を差し引いてお支払いします。
①契約見直しプランご利用時の責任準備金額と返戻金額の差額
②転換日（転換後保険契約の契約日）からの経過期間

ご注意

◉現在のご契約がライフアカウント Ｌ.Ａ.の場合、次回お受取り予定のハッピーＬ.Ａ.ボーナスの精算額を転換価
格に含めます。

ライフアカウント Ｌ.Ａ.から契約見直しプランをご利用の場合

■次回お受取り予定のハッピーＬ.Ａ.ボーナスの精算額の計算について■
◦次回お受取り予定のハッピーＬ.Ａ.ボーナス精算額は、転換日の直前の保険年度末＊₁を基準日として、基準日のポ
イントと基準日から転換日までの期間などに応じて計算します＊₂ 。

◦なお、現在のご契約の年単位の契約応当日が転換日になる場合、現在のご契約の保険年度末におけるハッピー
Ｌ.Ａ.ボーナスの金額が上記の精算額を上回るときは、その差額をご契約者に支払います。

＊₁ 　現在のご契約の年単位の契約応当日が転換日になる場合は、その ₁ 年前の保険年度末とします（保険年度末とは、契約
応当日から起算した ₁ 年ごとの期間を保険年度といい、その末日のことをいいます）。

＊₂ 　ポイントが当社所定のポイント以上であることなどの条件を満たしていない場合などは精算額がないこともあります。

◉明日のミカタ・元気のミカタは低解約返戻金型のため、契約見直しプランご利用時に付加される保険料充当特約
の取扱いが、低解約返戻金型以外のご契約からの契約見直しプランご利用時の取扱いと異なりますのでご留意く
ださい。詳しくは、 14 保険料の充当（保険料充当特約の取扱い）の 契約見直しプラン（契約転換制度）をご利
用の場合で、転換前保険契約に明日のミカタ・元気のミカタが含まれるときにご留意いただきたい事項（₁₂₁ペー
ジ）をご覧ください。

明日のミカタ・元気のミカタから契約見直しプランをご利用の場合

◉現在のご契約と新しいご契約の保険金などの「お支払いする場合」が異なるために現在のご契約の保障内容が新
しいご契約では保障されないことがあります。

契約見直しプランによって保障内容を見直す場合にご留意いただきたい事項

【現在のご契約の保障内容が新しいご契約では保障されない例】

●「新・手術特約」→「入院治療保障特約」の場合
◦現在のご契約の新・手術特約ではお支払いの対象となった手術が、新しいご契約の入院治療保障特約ではお

支払いの対象にならないことがあります。
◦特に「自由診療による手術」や「入院をしないで受けた手術」は、入院治療保障特約のお支払いの対象とな
りませんので、ご留意ください。
　［入院治療保障特約ではお支払いの対象にならない手術の例］
　◦自由診療によるレーシック（エキシマレーザー角膜屈折矯正手術）
　◦入院をしないで受けた大腸ポリープ切除術

※　なお、外来時手術保障特約を付加すること
により、所定の条件を満たした場合は、「入
院をしないで受けた手術」が保障されます。

ご契約にあたって
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1 2 3 4

しくみをちゃんと知って
おかないといけないね。

どんな保険なのかしら？ いざ、という時、
分かっていないと
心配よね。

「保険の特徴としくみ」を
しっかり理解しておこう。

い-001-しくみ.ai
（埋込ファイル名：02-特徴としくみ.psd）

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43006-ドリームプラン
43014-医療プラン
43023-医療保障保険
43042-リ・バイタル_更新
43045-特定疾病_更新
43053-パイオニアE
43057-メディカルE_更新
43122-MYどっく+2012
43136-年金ひとすじ
43137-Everybody10
43151-退職後医療プラン
43153-ひとすじワイド
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43167-個人・集団・歯っぴぃ_更新
43182-PL' EASE_更新
43183-元気のミカタ
43187-たしかな計画
43222-介護のささえ
43225-学資のほけん
43226-医療のほけん
43250-ベストスタイル
43260-年金かけはし
43263-MYどっく_更新
43264-メディカルスタイルF
43265-つみたて学資
43266-パイオニアケアプラス
43307-MYどっくプラス_更新
43308-才色健美_更新用
43316-米ドル建養老保険
43324-かんたん告知（更新用）
43325-50歳からの終身医療保険

43143-他4冊-Everybody_窓
43156-他3冊-かんプラ・３増_窓
43178-他4冊-堅実ねんきん・羅針盤_窓
43199-他2冊-かんたん未来計画_窓
43227-他3冊-年金果実NEOV3_窓
43240-他2冊-きずなサポート_窓
43255-他4冊-つかってのこせる_窓
43280-パイオニアケアプラス_窓
43284-他3冊-しあわせの階段_窓
00000-他4冊_かんプラ・３増Ⅲ_窓
43317-他4冊-外貨建て・エブプラ_窓

28 保障見直し制度
（₁₄₂ページ）

➡参照

29 終身保障変更制
度

（₁₄₆ページ）

➡参照

3 健康サポート・
キャッシュバック

（ ₂0ページ）

➡参照

保険の特徴

◉必要な特約を選択し、ニーズにあわせて保障を組み立てることができます。

◉保障見直し制度のご利用により、ライフサイクルや社会環境などの変化に応じ
て、保障内容を変更することができます。

◉終身保障変更制度のご利用により、保険期間が有期の所定の特約の全部または一
部を終身の特約へ、診査や告知なしで変更することができます。

◉保険料充当原資積立特約を付加することにより、更新により保険料が増加する場
合に備えて、更新後の保険料の一部に充てるための原資を積み立てておくことが
できます。

◉ご契約に健康サポート・キャッシュバック特約を付加することにより、提出いた
だいた健康診断の結果に応じて、保険料の一部をキャッシュバックします。

6 保険金などのお
支払い 保険料充当
原資積立特約

（ 9₄ページ）

➡参照

ニーズにあわせた特約で
保障を組み立てることができ、
ご加入後も変化に応じて見直せる保険です。

（保険証券上は、「ベストスタイル（ ₅ 年ごと配当付組立総合保障保険）」
と表示されます）

2 保険の特徴としくみ

保険の特徴としくみ

14次のページにつづきます

もくじ に戻る



保険のしくみ
◉ ₅ 年ごと配当付組立総合保障保険の契約内容を定める保険約款は、「 ₅ 年ごと配当付組立

総合保障保険普通保険約款」と「特約条項」によって構成されます。ご契約には、普通保
険約款と特約条項の規定が同時に適用されます。

普通保険約款
ご契約に共通して適用される基本的な事項を規定しています。

（保険料のお払込み、ご契約内容の変更など）

特約条項
特約ごとに個別のお取扱いを規定しています。

（保険金などをお支払いする場合など）

この保険における保険金などのお支払いは、付加した特約か
ら行われることになります（普通保険約款には保険金などを
お支払いする場合の規定はありません）。

■ご契約例■

5 年ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款

保険料充当原資積立特約保険料充当原資積立特約

定期保険特約

生活サポート定期保険特約

がん保障特約

終身入院特約

更新

一生涯

ホ-032-ベスト-契約例-1406-CC.ai

43250-ベストスタイル

◉選んだ特約の数や種類によって保障のかたちが決まります。

特約の保障は、主に ₄つの保障カテゴリーで構成されます。

重い病気
　への備え

がん保障特約など

万一
　への備え

定期保険特約など

病気・ケガ
への備え

終身入院特約など

就業不能・介護
への備え

生活サポート定期
保険特約など

※このほかに、更新への備え（保険料充当原資積立特約）、その他の備え（がん保険
料払込免除特約など）、健康増進（健康サポート・キャッシュバック特約）があります。

ホ-031-ベスト-カテ-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル

就業不能・介護

保険の特徴としくみ

15次のページにつづきます
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特約の保障内容
◉主な特約の保障内容は以下のとおりです。
（付加できる特約の種類や取扱範囲などは、付加する際の当社の取扱いによります）

特約名 主な保障内容

万一への
備え

定期保険特約 死亡および高度障害に備えます。

終身保険特約❶ 死亡および高度障害に備えます。

家計保障年金特約 死亡および高度障害に備えます。

就業不能・
介護への
備え

生活サポート定期保険
特約

所定の日常生活制限状態および死亡に備えます。

生活サポート終身年金
特約

所定の日常生活制限状態および死亡に備えます。

給与・家計サポート
特約

所定の就業制限状態に備えます。

新・介護保障特約
所定の要介護状態（公的介護保険制度の要介護 ₂ 以上
など）に備えます。

介護サポート終身年金
特約❶

所定の要介護状態（公的介護保険制度の要介護 3 以上
など）に備えます❷。

重い病気
への備え

がん保障特約
所定の悪性新生物（がん）に備えます。

（再発・転移にも備えます）

がん・上皮内新生物
保障特約

悪性新生物（がん）・上皮内新生物に備えます。

重度疾病継続保障特約

急性心筋梗
こう

塞
そく

・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧
性疾患（高血圧性網膜症）・慢性腎不全・肝硬変・重度
の慢性膵

すい

炎による所定の状態に備えます。
（それぞれの疾病に対して ₁ 回ずつ支払います）

病気・ 
ケガへの
備え

傷害特約
不慮の事故による死亡および所定の障害状態に備えま
す。

新・入院特約 入院に備えます。

終身入院特約❶ 入院に備えます❷。

入院治療保障特約 入院中の療養に備えます。

入院時手術保障特約 入院中の手術および放射線治療に備えます。

外来時手術保障特約 入院を伴わない手術および放射線治療に備えます。

退院後通院治療保障
特約

退院後の通院による療養に備えます。

退院給付特約 退院時やその後にかかる費用のご準備ができます。

先進医療保障特約 先進医療による療養に備えます。

特定損傷給付特約 不慮の事故による特定のケガに備えます。

更新への
備え

保険料充当原資積立
特約

更新後の保険料の増加に備えます❸｡ ❸死亡の備え（死亡
給付金および災害死
亡給付金）もありま
す。

❷保険料払込期間が
有期の場合、死亡の
備え（死亡給付金）
もあります。

❶この特約の保険期
間は終身です。

お支払いする場合な
どについてはしおり
の該当ページをご覧
ください。
➡参照 6 保険金な
どのお支払い（ 3₄
ページ）

保険の特徴としくみ

16次のページにつづきます
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特約の更新
◉特約の保険期間が満了する際に、所定の条件を満たす場合には、診査や告知なしで、その

特約の保障を継続することができます。

◉次の場合は、特約の更新ができません。
◦更新前の最終の保険料について、自動振替貸付❹が行われている場合
◦更新時に当社が特約の付加を取り扱っていない場合❺

◉更新にあたっては、更新のご案内をします。更新をご希望されない場合や、保険金額など
を減額して更新される場合には、特約の保険期間満了日 2カ月前までに、お申し出くださ
い。

❺この場合、その特
約にかえて当社の定
める特約を付加する
ことができます。

❹自動振替貸付
➡参照 17 お払込み
が困難なときの継続
方法（₁₂₅ページ）

特約名 主な保障内容

その他の
備え

がん保険料払込免除
特約

所定の悪性新生物（がん）と診断されたときに、保険
料の払込みを免除します。

リビング・ニーズ特約
余命 ₆カ月以内と判断されるときに死亡保険金額の所
定の範囲内で保険金を請求できます。

重度がん保険金前払
特約

所定の悪性新生物（がん）と診断確定され、治療をす
べて受けたが効果がなかったと判断されるときなどに
死亡保険金額の所定の範囲内で保険金を請求できます。

健康増進
健康サポート･キャッ 
シュバック特約

提出いただいた健康診断の結果に応じて､ 保険料の一
部をキャッシュバックします｡ 3 健康サポート・

キャッシュバック
（ ₂0ページ）

➡参照

保険の特徴としくみ
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❼保険料充当原資積
立特約の付加にあ
たっては、更新可能
な特約が付加されて
いることが必要です。

❽当社がこの特約の
付加を取り扱ってい
ない場合で、この特
約に準じた特約とし
て当社の定める他の
特約があるときは、
その特約とします。

◦終身保険特約、介護サポート終身年金特約、終身入院特約
および保険料充当原資積立特約には更新はありません（た
だし、保険料充当原資積立特約については、保険料充当原
資積立特約以外の特約の更新時に、中途付加することがで
きます❼。その場合、診査や告知は不要です）。

◦健康サポート・キャッシュバック特約はご契約に付加され
ている特約を更新するときに消滅します。当社がこの特約❽

の付加を取り扱っている場合には、再度この特約を付加す
ることができます（更新後の特約に ₁つ以上の「対象特
約」が含まれていることを要します）。

更新後の特約の取扱い

◉更新後の特約の取扱いは、次の表のとおりです。

更新後の特約
について

留意事項

保険期間

・更新後の特約の保険期間は原則として₁0年（保険期間を₁0年とした場
合に、更新後の保険期間満了日が更新限度を超えることになるとき
は、更新限度まで）とします。

・更新限度は、特約の種類などにより異なります。詳しくは、 特約
の更新限度 をご参照ください。

保険金額・給付
金額・年金年額
等および型

・更新前と同一とします。
・ただし、あらかじめお申し出がある場合、当社の定める取扱いの範囲

内で保険金額などの減額や入院治療保障特約・退院後通院治療保障特
約の型を変更して更新することができます。

保険料

・更新日における被保険者の年齢および保険料率によって計算します。
通常、同一の保障内容で更新される場合であっても、更新後の特約保
険料は更新前より高くなります。

・更新前の特約保険料のお払込みが免除されている場合、更新後も保険
料払込免除は継続されます。

給付金などの支
払いの限度

・更新前の特約と更新後の特約で支払われた支払日数、給付割合、給付
倍率、支払回数または給付金額を通算します。

特約条項 ・更新日時点の特約条項を適用します。

特別条件❻
・更新前の特約に特別条件が適用されている場合、更新後の特約に適用
される特別条件は、更新直前の保険年度の条件と同一とします。

❻特別条件
➡参照 4 健康状態
や職業などの告知 

（ 30ページ）

18 保険料払込免除
（₁₂₇ページ）

➡参照

3 健康サポート・
キャッシュバック

（ ₂0ページ）

➡参照

保険の特徴としくみ
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■更新例（イメージ図）■
₄₅歳ご契約、家計保障年金特約の年金支払対象期間₆₅歳、定期保険特約の更新限度の年齢 
90歳の場合

ホ-033-ベスト-更新例-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル

90歳85歳75歳65歳60歳55歳45歳
ご契約

保障は一生涯続きます

60歳まで

保険料充当原資積立特約

定期保険特約 自動
更新

自動
更新

自動
更新

自動
更新

家計保障年金特約 自動
更新

生活サポート終身年金特約 自動
更新

自動
更新

自動
更新

自動
更新

終身入院特約

特定損傷給付特約 自動
更新

65歳まで給与・家計サポート特約 自動
更新

更新はありません
5
年
ご
と
配
当
付
組
立
総
合
保
障
保
険

90歳まで

特約の更新限度
◉特約の更新限度は、次表のとおりです。

特約名 更新限度

定期保険特約
生活サポート定期保険特約

被保険者の年齢が90歳❾となる年単位の契約応当日
の前日まで

家計保障年金特約 家計保障年金特約の年金支払対象期間❿満了日まで

生活サポート終身年金特約
がん保障特約
がん・上皮内新生物保障特約
重度疾病継続保障特約
新・介護保障特約
傷害特約
新・入院特約
入院治療保障特約
入院時手術保障特約
外来時手術保障特約
退院後通院治療保障特約
退院給付特約
先進医療保障特約

被保険者の年齢が90歳となる年単位の契約応当日
の前日まで

給与・家計サポート特約
被保険者の年齢が₆₅歳となる年単位の契約応当日
の前日まで

特定損傷給付特約
被保険者の年齢が₆0歳となる年単位の契約応当日
の前日まで

❾契約見直しプラン
（契約転換制度）を
ご利用の場合、更新
限度の年齢が90歳未
満となることがあり
ます（この場合、終
身保険特約への終身
保障変更制度はご利
用いただけません）。

❿当社の定める取扱
いの範囲内で設定す
ることができます
が、契約見直しプラ
ン（契約転換制度）
をご利用の場合、年
金支払対象期間を短
縮していただくこと
があります（この場
合、終身保険特約へ
の終身保障変更制度
はご利用いただけま
せん）。

29 終身保障変更制
度

（₁₄₆ページ）

➡参照

保険の特徴としくみ
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1 2 3 4

この前受けた健康診断の
結果が出たよ 健康診断の

結果を提出
しないとね

なんで？
提出すると結果に応じて
キャッシュバックが
受け取れるのよ！

これからも定期的に
健康診断を受けないとね！

く-001-健康サポ-CC.ai
（埋込ファイル名：02-健康サポートキャッシュバック反転背景白.psd）

00000-冊子名

健康サポート・キャッシュバック

ご契約に健康サポート・キャッシュバック特約を付加することにより、提出いただい
た健康診断の結果に応じて、保険料の一部をキャッシュバックします。

健康サポート・キャッシュバックのしくみ
◉毎年提出いただく被保険者の健康診断❶の結果を項目ごとにポイント化し、その合計ポイ
ントに基づくキャッシュバックランク（①～③）❷に応じて健康サポート・キャッシュバッ
クをお支払いします。

■健康サポート・キャッシュバックのしくみ■

2020年
8 月 1日

2021年
8 月 1日

2022年
8 月 1日

健康サポート・
キャッシュバックの
お支払いなし

2019年
8 月 1日
〈契約日〉

保険年度 保険年度

提出

健康診断の
結果

提出

健康診断の
結果

未提出

健康診断の
結果

◆ ◆ ◆

◆…年単位の契約応当日

健康サポート・
キャッシュバック
お支払い

（自動積立）

健康サポート・
キャッシュバック
お支払い

（自動積立）
保険年度

テ-001-キャッシュバックのしくみ-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベスト見直し

◦ご契約者は、毎年、当社の定める基準を満たす被保険者の健康診断❶の結果を提出し
てください。

◦健康診断の結果の各項目を当社所定の基準でポイントに換算し、その合計ポイントに
応じてキャッシュバックランク（①～③）を判定します。

◦キャッシュバックランク（①～③）および各保険年度末における「対象特約」（ ₂₅ペー
ジ参照）の特約保険料から算出する基準支払金額に応じて、翌保険年度の年単位の契
約応当日に健康サポート・キャッシュバックをお支払い（自動積立）します❸。

◦当社所定の利率❹で積み立てられた健康サポート・キャッシュバックは、ご契約者か
ら請求があった場合❺などにお支払いします。

◦健康診断の結果の提出がない場合は、健康サポート・キャッシュバックはお支払いで
きません。

❶法令（労働安全衛生
法等）に基づく医師によ
る健康診断、自発的に受
診した医師による健康
診断などをいい、人間
ドックや当社があらかじ
め認めた検査機関で受
診した検査等も含みます。

❷キャッシュバック
ランク（①～③）
➡参照 別表₂3
｢キャッシュバックランク｣

❹この利率は金利水準等
の状況変化により変動す
ることがあります。適用
される利率については当
社ホームページ（裏表紙
参照）でご確認ください。

❸年単位の契約応当日
以降に健康診断の結果
を提出した場合は、そ
の健康診断の結果が当
社に到達した日にお支
払い（自動積立）します。

❺健康診断の結果が当
社に到 達した日から
キャッシュバックランク

（①～③）のいずれかに該
当したと当社が判定す
る日（健康診断の結果が
当社に到達した日の翌
営業日からその日を含
めて₁0営業日以内）まで
の期間は、その健康診断
の結果に基づき積み立
てられる健康サポート・
キャッシュバックを請
求することはできません。

3
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❶法令（労働安全衛
生法等）に基づく医
師による健康診断、
自発的に受診した医
師による健康診断な
どをいい、人間ドッ
クや当社があらかじ
め認めた検査機関で
受診した検査等も含
みます。

❻総合保障見直しに
よる見直後特約の中
途付加日にこの特約
を付加した場合で、
その総合保障見直し
前にも健康サポー
ト・キャッシュバッ
ク特約が付加されて
いた場合には、総合
保障見直しが行われ
た保険年度末が、こ
の特約が保険契約に
付加された日の前日
から ₁ 年を経過して
いるものとみなしま
す。

毎回の健康サポート・キャッシュバックのお支払いのながれ
◉ご契約者は、当社の定める基準を満たす被保険者の健康診断❶の結果を提出してください。
◉提出いただいた健康診断の結果の各項目ごとに、健診結果区分（A～D）を判定します。
◉健康診断の項目ごとの健診結果区分（Ａ～Ｄ）をもとに、キャッシュバックポイント判定

基準により、キャッシュバックポイント（30～ 0 ）を判定します。
◉健康診断の項目ごとのキャッシュバックポイント（30～ 0 ）を合計し、キャッシュバック
ランク判定基準により、キャッシュバックランク（①～③）を判定します。

◉キャッシュバックランク（①～③）および基準支払金額に応じて、健康サポート・キャッ
シュバックの金額を計算し、翌保険年度の年単位の契約応当日にお支払い（自動積立）し
ます❸。

■健康サポート・キャッシュバックのお支払い（イメージ）■

お客さま 明治安田生命

ＳＴＥＰ2
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）

テ-002-お支払い-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベスト見直し

お支払いする場合

健康サポート・
キャッシュバック

次のすべての条件を満たし、「キャッシュバックランク」（①～③）のいず
れかに該当したとき
₁ ．この特約が付加された保険契約の保険年度末において、次のアから
ウをすべて満たすこと 
ア．被保険者が当社の定める基準を満たす健康診断❶を受診している
こと
イ．「対象特約」の当該保険年度末までの保険料が払い込まれている
こと
ウ．当該保険年度末がこの特約が保険契約に付加された日の前日から

₁ 年を経過していること❻

₂ ．当社の定める基準を満たす健康診断の結果が当社に提出されるこ
と。ただし、健康診断の受診日以降、当該保険年度末の翌日から起算
して 3 年を経過するまでの間に当社に到達すること

健康サポート・キャッシュバックをお支払いする場合

❸年単位の契約応当
日以降に健康診断の
結果を提出した場合
は、その健康診断の
結果が当社に到達し
た日にお支払い（自
動積立）します。
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❶法令（労働安全衛
生法等）に基づく医
師による健康診断、
自発的に受診した医
師による健康診断な
どをいい、人間ドッ
クや当社があらかじ
め認めた検査機関で
受診した検査等も含
みます。

❷キャッシュバック
ランク（①～③）
➡参照 別表₂3
｢キャッシュバック
ランク｣

◉キャッシュバック金額は、キャッシュバックランク（①～③）および基準支払金額をもと
に計算します。

お支払い額（キャッシュバック金額） 受取人
キャッシュバックランク（①～③）❷に応じて定まる金額

キャッシュバックランク①  基準支払金額× ₁
キャッシュバックランク② 基準支払金額×0.₅❼

キャッシュバックランク③ 基準支払金額×0.₁❼

ご契約者

◉基準支払金額については、【基準支払金額】（ ₂₅ページ）をご参照ください。
◉「対象特約」については、【対象特約】（ ₂₅ページ）をご参照ください。

◦提出済みの健康診断の結果よりも新しい受診日の健康診断の結果を当社
に提出いただいた場合でも、次のいずれにも該当する場合は、その保険
年度に対する健康サポート・キャッシュバックの金額は変更できません。
◦当該保険年度末を経過した後に、新しい受診日の健康診断の結果が到

達した場合
◦提出済みの健康診断の結果に基づき、キャッシュバックランク（①～

③）のいずれかに該当したと当社が判定した⓫後に、新しい受診日の健
康診断の結果が到達した場合

◦健康診断の結果の当社への到達日が健康診断の受診日以降にはじめて到
来する保険年度末の翌日から起算して 3 年を経過していた場合は、健康
サポート・キャッシュバックをお支払いできません。

ご注意

◉ご契約者は、次の基準をいずれも満たす被保険者の健康診断❶の結果❽を、毎年提出して
ください。
◦健康診断の受診日が当該保険年度末の前₁₂カ月以内❾であること
◦健康診断の項目の必須項目❿（ ₂3ページ参照）をすべて受診していること

◉保険年度中に健康診断の結果が複数提出された場合は、当社は、最も新しい受診日の結果
に基づき、その保険年度に対する健康サポート・キャッシュバックを支払います。

◉健康診断の結果の提出が保険年度末の翌日以降となった場合でも、その保険年度末の翌日
から起算して 3 年を経過するまでに当社に到達したときには、健康サポート・キャッシュ
バックをお支払いします。

STEP ₁　健康診断の結果の提出

❿必須項目
➡参照 別表₂3
｢キャッシュバック
ランク｣ ︵表 ₂また
は表 ₅ ︶

❾勤務先の実施する
健康診断の時期の変
更等のやむを得ない
理由により受診日が
この期間外となった
と当社が認めた場合
は、受診日が当該保
険年度末の前₁₂カ月
以内である健康診断
とみなします。

❽健康診断の項目の
必須項目の結果がす
べて記載されている
ことを要します。

⓫健康診断の結果が
当社に到達した日の
翌営業日からその日
を含めて₁0営業日以
内に判定するものと
します。

❼ ₁ 円未満は切り上
げて計算します。
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22次のページにつづきます

もくじ に戻る



❶法令（労働安全衛
生法等）に基づく医
師による健康診断、
自発的に受診した医
師による健康診断な
どをいい、人間ドッ
クや当社があらかじ
め認めた検査機関で
受診した検査等も含
みます。

⓬被保険者が健康診
断を受診した日を含
む保険年度の契約日
または年単位の契約
応当日時点の被保険
者の満年齢によりま
す。

⓭脂質・肝機能がと
もにＡ判定の場合の
み、キャッシュバッ
クポイントが加算さ
れます。

STEP ₂　キャッシュバックランク（①～③）の判定
◉提出いただいた被保険者の健康診断❶の結果をもとに、健診結果区分判定基準（【表ア】

下記参照）により、健康診断の項目ごとの健診結果区分（Ａ～Ｄ）を判定します。
◉健康診断の項目ごとの健診結果区分（Ａ～Ｄ）をもとに、キャッシュバックポイント判定

基準（【表イ】次ページ参照）により、キャッシュバックポイント（30～ 0 ）を判定します。
◉健康診断の項目ごとのキャッシュバックポイント（30～ 0 ）を合計し、キャッシュバック
ランク判定基準（【表ウ】₂₅ページ参照）により、キャッシュバックランク（①～③）を
判定します。

【表ア】健診結果区分判定基準
【被保険者が40歳未満⓬の場合】

健康診断の項目
健診結果区分

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

必
須
項
目

基礎

ＢＭＩ（注 ₁ ）
＜kg/㎡＞ ₁₈.₅－₂₄.9

₁₅.0－₁₈.₄
または

₂₅.0－₂9.9
30.0－3₄.9

₁₄.9以下
または

3₅.0以上

血圧
（注 ₂ ）

収縮期＜mmHg＞ ₁₂9以下 ₁30－₁39 ₁₄0－₁₅9 ₁₆0以上

拡張期＜mmHg＞ ₈₄以下 ₈₅－₈9 90－99 ₁00以上

尿
尿糖 （－） （±）以上

尿蛋白 （－） （±） （＋） （ ₂ ＋）以上

任
意
項
目
13

血液

脂質（中性脂肪）
＜mg/dL＞ 30－₁₄9 ₁₅0－₂99 300－₄99

₂9以下
または
₅00以上

肝機能
（注 3 ）

GPT（ALT）
＜U/L＞ 30以下 3₁－₄0 ₄₁－₅0 ₅₁以上

γ-GT（γ-GTP）
＜U/L＞ ₅0以下 ₅₁－₈0 ₈₁－₁00 ₁0₁以上

【被保険者が40歳以上⓬の場合】

健康診断の項目
健診結果区分

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

必
須
項
目

基礎

ＢＭＩ（注 ₁ ）
＜kg/㎡＞ ₁₈.₅－₂₄.9

₁₅.0－₁₈.₄
または

₂₅.0－₂9.9
30.0－3₄.9

₁₄.9以下
または

3₅.0以上

血圧
（注 ₂ ）

収縮期＜mmHg＞ ₁₂9以下 ₁30－₁39 ₁₄0－₁₅9 ₁₆0以上

拡張期＜mmHg＞ ₈₄以下 ₈₅－₈9 90－99 ₁00以上

尿 尿蛋白 （－） （±） （＋） （ ₂ ＋）以上

血液

脂質（中性脂肪）
＜mg/dL＞ 30－₁₄9 ₁₅0－₂99 300－₄99

₂9以下
または
₅00以上

肝機能
（注 3 ）

GPT（ALT）
＜U/L＞ 30以下 3₁－₄0 ₄₁－₅0 ₅₁以上

γ-GT（γ-GTP）
＜U/L＞ ₅0以下 ₅₁－₈0 ₈₁－₁00 ₁0₁以上

糖代謝
（注 ₄ ）

HbA₁c＜%＞ ₅.₅以下 ₅.₆－₅.9 ₆.0－₆.₄ ₆.₅以上

血糖＜mg/dL＞ 99以下 ₁00－₁09 ₁₁0－₁₂₅ ₁₂₆以上

➡参照
別表₂3 ｢キャッシュ
バックランク｣

保険の特徴としくみ

23次のページにつづきます

もくじ に戻る



⓬被保険者が健康診
断を受診した日を含
む保険年度の契約日
または年単位の契約
応当日時点の被保険
者の満年齢によりま
す。

【表イ】キャッシュバックポイント判定基準
【被保険者が40歳未満⓬の場合】

キャッシュバックポイント

性別 男性 女性
健診結果区分

健康診断の項目 A B C D A B C D

必
須
項
目

基礎
ＢＭＩ（注 ₁ ） 30 ₂0 0 0 30 ₂0 ₁0 0

血圧（注 ₂ ）
（収縮期・拡張期） 30 ₂0 ₁0 0 30 ₁0 0 0

尿
尿糖 30 0 － － 30 0 － －

尿蛋白 30 ₂0 0 0 30 ₂0 ₁0 0

任
意
項
目
13

血液

脂質
（中性脂肪）

す
べ
て
A
の
場
合
₁0

0

す
べ
て
A
の
場
合
₁0

0肝機能（注 3 ）
（GPT（ALT）・
γ-GT（γ-GTP））

【被保険者が40歳以上⓬の場合】

キャッシュバックポイント

性別 男性 女性
健診結果区分

健康診断の項目 A B C D A B C D

必
須
項
目

基礎
ＢＭＩ（注 ₁ ） 30 ₂0 ₁0 0 30 ₁0 0 0

血圧（注 ₂ ）
（収縮期・拡張期） 30 ₂0 ₁0 0 30 ₂0 ₁0 0

尿 尿蛋白 30 ₂0 0 0 30 ₂0 0 0

血液

脂質
（中性脂肪） 30 ₂0 ₁0 0 30 ₁0 0 0

肝機能（注 3 ）
（GPT（ALT）・
γ-GT（γ-GTP））

30 ₂0 ₁0 0 30 ₁0 0 0

糖代謝（注 ₄ ）
（HbA₁c・血糖） 30 ₁0 0 0 30 ₂0 0 0

◦健診結果区分【表ア】およびキャッシュバックポイント【表イ】の判定にあたっては、以下
の内容を必ずご確認ください。

健康診断の項目

注 1 ＢＭＩ
提出された健康診断の結果にＢＭＩの記載がない場合でも、体重および身長
の記載があるときは、ＢＭＩは体重<kg>÷（身長<m>）₂で計算するものと
します。小数点第二位以下の端数が生じる場合には、端数を四捨五入します。

注 2 血圧

収縮期血圧および拡張期血圧の両方の結果が提出されていることを要しま
す。収縮期血圧と拡張期血圧が異なる健診結果区分（Ａ～Ｄ）となる場合は、
キャッシュバックポイント（30～0）が低い方の健診結果区分（Ａ～Ｄ）と
します。

注 3 肝機能

GPT（ALT）およびγ-GT（γ-GTP）の両方の結果が提出されていることを
要します。GPT（ALT）とγ-GT（γ-GTP）が異なる健診結果区分（Ａ～Ｄ）
となる場合は、キャッシュバックポイント（30～ 0 ）が低い方の健診結果区
分（Ａ～Ｄ）とします。

注 4 糖代謝
HbA₁cまたは血糖のいずれかの結果が提出されていることを要します。
HbA₁cと血糖の両方の結果が提出された場合は、HbA₁cの結果により健診
結果区分（Ａ～Ｄ）およびキャッシュバックポイント（30～ 0 ）を判定します。

（単位：ポイント）

（単位：ポイント）

⓭脂質・肝機能がと
もにＡ判定の場合の
み、キャッシュバッ
クポイントが加算さ
れます。
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【表ウ】キャッシュバックランク判定基準
【被保険者が40歳未満⓬の場合】

キャッシュバックランク キャッシュバックポイントの合計
キャッシュバックランク① ₁₂0以上

キャッシュバックランク② ₁₁0

キャッシュバックランク③ ₁00以下

【被保険者が40歳以上⓬の場合】

キャッシュバックランク キャッシュバックポイントの合計
キャッシュバックランク① ₁₇0以上

キャッシュバックランク② ₁₅0以上₁₆0以下

キャッシュバックランク③ ₁₄0以下

⓬被保険者が健康診
断を受診した日を含
む保険年度の契約日
または年単位の契約
応当日時点の被保険
者の満年齢によりま
す。

STEP ₃　キャッシュバック金額の計算とお支払い

◉キャッシュバックランク（①～③）および基準支払金額に応じて、キャッシュバック金額
を計算します。

キャッシュバックランク お支払い額（キャッシュバック金額）

キャッシュバックランク①  基準支払金額× ₁

キャッシュバックランク② 基準支払金額×0.₅❼

キャッシュバックランク③ 基準支払金額×0.₁❼

（単位：ポイント）

（単位：ポイント）

⓮高額割引制度が適
用されている場合、
割引後の特約保険料
とします。がん保険
料払込免除特約が付
加されている場合、
その特約条項の保険
料率に関する規定に
よる保険料率が適用
される「対象特約」
については、その保
険料率により計算し
た特約保険料としま
す。また、特別条件
特約が付加されてい
る場合、その特約条
項で定める特別保険
料の払込みの特別条
件が適用される「対
象特約」については、
特別保険料を含めず
に計算した特約保険
料とします。

⓯保険金額等が減額
された場合は、保険
金額等が減額された
後の保険料とします。

❼ ₁ 円未満は切り上
げて計算します。

キャッシュバック金額の計算

◉基準支払金額は、保険料払込方法（回数）に応じた各保険年度末における次の金額をいい
ます。

【基準支払金額】

保険料払込方法（回数） 基準支払金額

新年掛  「対象特約」の新年掛保険料⓮⓯の合計額× ₁
₁₂

  ❼

新半年掛  「対象特約」の新半年掛保険料⓮⓯の合計額× ₁
₆

  ❼

月掛 「対象特約」の月掛保険料⓮⓯の合計額

◉「対象特約」とは、ご契約に付加されている特約のうち、以下の特約のことをいいます。
【対象特約】

◦定期保険特約 ◦重度疾病継続保障特約
◦家計保障年金特約 ◦新・入院特約
◦生活サポート定期保険特約 ◦入院治療保障特約
◦生活サポート終身年金特約 ◦入院時手術保障特約
◦給与・家計サポート特約 ◦外来時手術保障特約
◦新・介護保障特約 ◦退院後通院治療保障特約
◦がん保障特約 ◦退院給付特約
◦がん・上皮内新生物保障特約 ◦先進医療保障特約

保険の特徴としくみ
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【事例】保険金などの「お支払いする場合」に該当して「対象特約」が消滅した場合

◉次のいずれかに該当した「対象特約」については、その「お支払いする場合」に該当した
時を含む保険年度末までの特約保険料が払い込まれているものとみなします。
◦保険金などのお支払いにより消滅した「対象特約」
◦年金の「お支払いする場合」⓰に該当したことにより、特約保険料の払込みを要しなく
なった「対象特約」

◦新・介護保障特約は「お支払いする場合」に該当した時点で消滅しますが、その保険
年度の基準支払金額の計算に限り、保険年度末（₂0₂3年 ₇ 月末）までの特約保険料が
払い込まれたものとして、「対象特約」に含んで計算します。
保険年度末（2023年 7 月末）における基準支払金額＝「対象特約」の月掛保険料の合計額

＜3,580円＋466円＝4,046円＞

⓰生活サポート終身
年金特約における第
₁ 回の生活サポート
終身年金または家計
保障年金特約におけ
る第 ₁ 回の高度障害
年金の各お支払いす
る場合をいいます。

2023年 7 月末までの特約保険料が
払い込まれたものとします新・介護保障特約

2022年
8 月 1 日

2022年
10月 1 日

介護保険金の
「お支払いする

場合」に該当
（特約消滅）

2023年
8 月 1 日

2019年
8 月 1 日

〈契約日〉

提出

健康診断の
結果

• 保険料払込方法：月掛、口座振替扱い
• 付加している特約（特約保険料）

定期保険特約 3,580円
新・介護保障特約 466円

◆ ◆

定期保険特約

この保険年度の
基準支払金額の
計算に限り、「対
象特約」に含み
ます。

健康サポート・
キャッシュバック
お支払い

（自動積立）
◆…年単位の契約応当日

テ-003-健康サポート事例-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベスト見直し

◦新・介護保障特約の「お支払いする場合」に該当し、「介護保険金」を受け取った場合

◉健康診断の結果を保険年度末までに当社に提出した場合、健康サポート・キャッシュバッ
クは翌保険年度の年単位の契約応当日にお支払い（自動積立）します❸。

◉ご契約者は、所定の書類を提出して、当社所定の利率❹で積み立てられた健康サポート・
キャッシュバックを請求することができます。ただし、健康診断の結果が当社に到達した
日からキャッシュバックランク（①～③）のいずれかに該当したと当社が判定する日⓫ま
での期間は、その健康診断の結果に基づき積み立てられる健康サポート・キャッシュバッ
クを請求することはできません。

◉保険金などの「お支払いする場合」に該当したことにより、ご契約が消滅したときには、
積み立てられた健康サポート・キャッシュバックは保険金などと一緒にその受取人にお支
払いします。

◉解約などによりご契約が消滅したときには、積み立てられた健康サポート・キャッシュ
バックは返戻金などと一緒にご契約者にお支払いします。

⓫健康診断の結果が
当社に到達した日の
翌営業日からその日
を含めて₁0営業日以
内に判定するものと
します。

❹この利率は金利水
準等の状況変化によ
り変動することがあ
ります。適用される
利率については当社
ホームページ（裏表
紙参照）でご確認く
ださい。

❸年単位の契約応当
日以降に健康診断の
結果を提出した場合
は、その健康診断の
結果が当社に到達し
た日にお支払い（自
動積立）します。

健康サポート・キャッシュバックのお支払い

保険の特徴としくみ
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健康サポート・キャッシュバックのお支払い例

〔ご契約の例〕　40歳・男性の場合
◦保険料払込方法：月掛、口座振替扱い

付加特約 保険金額等 特約保険料 対象特約
① 定期保険特約 ₁,000万円 3,₅₈0円 ○
② 生活サポート終身年金特約 ₁00万円 ₂,990円 ○
③ がん保障特約 300万円 ₁,₄₅₈円 ○
④ 傷害特約 ₅00万円 ₁₈0円 ×
⑤ 特定損傷給付特約 ₁0万円 ₈00円 ×
⑥ 新・入院特約 ₅,000円 ₁,₁₆₅円 ○
⑦ 入院治療保障特約 Ⅲ型 ₁,₇₄3円 ○

合計 ₁₁,9₁₆円

【基準支払金額の計算例】（ 25 ページ参照）

①（3,₅₈0円）＋ ②（₂,990円）＋ ③（₁,₄₅₈円）＋ ⑥（₁,₁₆₅円）＋ ⑦（₁,₇₄3円）＝10,936円

◦基準支払金額は、「対象特約」の特約保険料をもとに計算します。

【キャッシュバック金額の計算例】

健康診断の
各項目を

確認
（　　ページ

参照）

健診項目 ＢＭＩ 血圧 尿蛋白 脂質 肝機能 糖代謝

結果 ₁₈.₄
<kg/㎡>

収縮期
₁₂0<mmHg>

拡張期
₈0<mmHg>

（－） ₁₂0
<mg/dL>

GPT
₁₅<U/L>
γ-GTP

₁0<U/L>

HbA₁c
₄.₅

<％>

健診結果
区分を判定

（　　ページ
参照）

健診結果
区分 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

（単位：ポイント）
キャッシュ
バック
ポイントの

判定
（　　ページ

参照）

キャッシュ
バック
ポイント

₂0 30 30 30 30 30

キャッシュバック
ポイントの合計 ₁₇0

キャッシュ
バック
ランクの

判定
（　　ページ

参照）

キャッシュバック
ポイントの合計 ₁₇0ポイント以上

キャッシュバック
ランク

キャッシュバック
ランク①

※円未満の端数は切り上げて計算
キャッシュ
バック

金額の計算
（　　ページ

参照）

キャッシュバック
ランク

キャッシュバック
ランク①

キャッシュバック
金額

基準支払金額×₁
【₁0,93₆円】

このご契約例のキャッシュ
バック金額は「10,936円」
です。

キャッシュバックポイント
の合計が「170ポイント」
のため、「キャッシュバック
ランク①」に該当

₂₂

₂3

₂₄

₂₅

₂₅

保険の特徴としくみ
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健康サポート・キャッシュバック特約の消滅について
◉次のいずれかに該当したとき、その時点でこの特約は消滅します。

○被保険者が死亡したとき
○すべての「対象特約」が消滅⓱したとき（ただし、「対象特約」、および、「対象特約」

以外の特約のうち保険金などをお支払いする場合について定めている特約が付加されて
いる場合で、すべての「対象特約」が保険金などのお支払いにより消滅し、「対象特約」
以外の特約のみとなったとき⓲を除きます）

○総合保障見直しによる保障見直しが行われるとき、または、「対象特約」が更新される
とき
◦なお、総合保障見直しによる保障見直しまたは「対象特約」の更新により健康サポー
ト・キャッシュバック特約が消滅した場合、当社がこの特約⓳の付加を取り扱ってい
るときには、再度この特約を付加することができます⓴。

◉次のいずれかに該当し、その直後に到来する保険年度末まで保険契約が継続した場合に
は、その直後に到来する保険年度末にこの特約は消滅します。
○ご契約に付加されたいずれかの特約について、特約保険料の払込みが免除される場合に

該当したとき
○「対象特約」、および、「対象特約」以外の特約のうち保険金などをお支払いする場合に
ついて定めている特約が付加されている場合で、すべての「対象特約」が保険金などの
お支払いにより消滅し、「対象特約」以外の特約のみとなったとき⓲

○ご契約に「生活サポート終身年金特約」、「家計保障年金特約」のいずれかまたは両方が
付加されており、かつ、これらの特約以外にもご契約に付加された「対象特約」がある
場合で、次の①および②のいずれにも該当したとき�

①「生活サポート終身年金特約」、「家計保障年金特約」のすべてについて、以下の年金
の「お支払いする場合」に該当したこと

特約 年金
生活サポート終身年金特約 第 ₁ 回の生活サポート終身年金
家計保障年金特約 第 ₁ 回の高度障害年金

②「生活サポート終身年金特約」、「家計保障年金特約」以外にご契約に付加された「対
象特約」のすべてが、保険金などの「お支払いする場合」に該当して消滅したこと

�ただし、「生活サ
ポート終身年金特
約」、「家計保障年金
特約」以外にご契約
に付加された「対象
特約」がない場合は、
①に該当したときと
します。

⓳当社がこの特約の
付加を取り扱ってい
ない場合で、この特
約に準じた特約とし
て当社の定める他の
特約があるときは、
その特約とします。

⓱解約、終身保障変
更、保険金のお支払
いなどによる消滅で
す。

⓲たとえば、新・介
護保障特約と終身入
院特約が付加されて
いる場合で、介護保
険金のお支払いによ
り新・介護保障特約
が消滅したときのこ
とをいいます。

⓴この場合、総合保
障見直しによる保障
見直しをした場合は
見直後特約に一つ以
上の「対象特約」が
付加されていること
を要します。また、
特約更新をした場合
は更新後特約に一つ
以上の「対象特約」
が付加されているこ
とを要します。

その他ご留意いただきたい事項
◉この特約には解約された場合の返戻金はありません。

保険の特徴としくみ
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健康サポート・キャッシュバック特約の付加にともなう同意確認について
◉健康サポート・キャッシュバック特約の付加にあたっては、キャッシュバックランク（①

～③）の判定のために提出いただく被保険者の健康診断の結果により当社が取得する「被
保険者の身体・健康状態に関する情報」の取扱いに関し、下記 ₁から ₄までのすべての事
項についてご契約者・被保険者それぞれの同意が必要となります。

◉下記 ₁から ₄までの事項について一つでも同意いただけない場合は、健康サポート・
キャッシュバック特約を付加することはできません。

�「個人情報の保護
に関する基本方針」
については当社ホー
ムページ（裏表紙参
照）でご確認くださ
い。

1 ．利用目的
○提出いただく被保険者の健康診断の結果により当社が取得する「被保険者の身体・健康状態
に関する情報」は、以下の目的で利用いたします。

健康診断の結果の記載項目 利用目的
ＢＭＩ（身長・体重を含みます）、血圧、尿糖、
尿蛋白、脂質（中性脂肪）、肝機能（GPT

（ALT）、γ-GT（γ-GTP））、糖代謝（HbA₁c、
血糖）

「健康サポート・キャッシュバック」のお支払
いおよび「MY健活レポート」等の提供、保険
契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険
金・給付金等のお支払い

上記を含むすべての項目 医事研究・統計

○なお、お客さまに関する情報は、「個人情報の保護に関する基本方針」�に基づき適切に管理
し、以下の場合を除き、外部に提供することはありません。

◦あらかじめお客さまの同意がある場合
◦人の命、身体または財産の保護のために必要
とされる場合

◦適切な安全管理をしたうえで業務委託を行う
場合

◦法令により必要とされる場合または提供が認
められている場合

◦公共の利益のために必要とされる場合
◦法令に基づき特定の者と共同で利用する場合

2 ．健康診断の結果の提出
○ご契約者と被保険者が異なる場合、健康診断の結果は被保険者の同意を前提に、ご契約者か
ら提出いただきます。

3 ．「MY健活レポート」の提供
○提出いただいた健康診断の結果（「健康サポート・キャッシュバック」のお支払いに利用す
る健康診断の項目）等をもとに、健康関連の情報等を掲載した「MY健活レポート」をご契
約者に提供いたします。

　「MY健活レポート」の掲載内容、および提供方法は以下のとおりです。

主な掲載内容 提供方法（以下のいずれかの方法）

・「健康サポート・キャッシュバック」
のランク判定結果

・統計的に算出した疾病リスク予測、
健康アドバイス　等

・ご契約者専用WEBサイト「MYほけんページ」から
の閲覧

・生命保険募集人の専用端末からの閲覧
※ご希望により、郵送することも可能です。
　ご契約者が法人の場合は、郵送いたします。

※被保険者も、ご契約者の同意を前提に「MY健活レポート」の閲覧が可能です。

4 ．生命保険募集人による閲覧
○生命保険募集人は、利用目的の範囲内で「被保険者の身体・健康状態に関する情報」を閲覧
することがありますが、このうち、健康診断の検査結果（数値等）は、お客さまが同席され
た場合（面前）のみ、閲覧することができます。

保険の特徴としくみ
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1 2 3 4

やっぱり病気かぁ。
保険に加入しておけば
良かったなぁ。

治療中だけど、
バレやしないだろう。 入院給付金 1万円×50日で、

50万円か…。

告知義務違反ですので
ご契約を解除いたします。

ろ-009-契約解除-1606-CC.ai
（埋込ファイル名：02-健康状態や職業などの告知-■●.psd）

43162-かんたん告知
43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF

告知の義務
ご契約者や被保険者には健康状態や職業などについて告知をしていただく義務があり
ます。

◉生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、
初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契
約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。

◉ご契約にあたっては、過去の傷病歴（傷病名・治療期間等）、現在の健康状態、身体の障
害状態、職業など当社がおたずねする告知項目について、事実をありのままに正確にもれ
なくお知らせください。

◉診査医扱いのご契約の場合には、当社指定の医師が口頭で告知を求める場合がありますの
で、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお答え（告知）ください。

◦告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有して
います。生命保険募集人（代理店を含みます）には告知受領権がなく、
生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはな
りませんので、ご注意ください。

◦当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申
込後、ご契約のお申込内容などについて確認❶させていただく場合があり
ます。

ご注意

■傷病歴等がある方への引受対応（特別条件付引受制度）■
◦当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまの健康状態に応じてご契約のお引受け
の判断を行っております。

◦傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることが
あります（お引受けできないことや「特別保険料の払込み」、「保険金の削減支払い」、「給付
金の削減支払い」、「特定部位不担保」、「特定障害状態不担保」の特別な条件をつけてお引受
けすることもあります）。

◦なお、傷病歴等がある方には、後日、所定の診査や追加で告知を求める場合などがあります。

❶確認に際して、事
前のご連絡なしに訪
問させていただく場
合があります。

➡参照
別表₁₇ ｢特定部位不
担保の条件により不
担保とする身体部
位｣

健康状態や職業などの告知4
告知と保障の開始

30次のページにつづきます
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告知の内容
告知していただいた内容が事実と相違する場合には、ご契約または特約が解除された
り、または取消しとなって、保険金などのお支払いや特約保険料のお払込みの免除が
できないことがあります。

生命保険にご加入されるときは、正しい告知をしてく
ださい。

7 保険金などをお
支払いできない場合

（₁0₂ページ）

➡参照

「現在ご契約の保険契約または特約の解約・減額を前提とした新たなご契約」および「契約見
直しプラン（契約転換制度）のご利用」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
◦一般のご契約と同様に告知義務があります。
◦「現在ご契約の保険契約または特約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新
たなご契約の責任開始日」、「契約見直しプラン（契約転換制度）をご利用のご契約」の場合
は「転換後保険契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用
されます。

◦また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約または転換後保険契約の
締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。

◦よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約への加入または契約見直しプラ
ン（契約転換制度）のご利用ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとお
り解除・取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

1 ご契約にあたって
［4保障内容の見直
しをご検討されてい
る方へ］

（ ₁0ページ）
［5ベストスタイル
へ転換する場合（契
約見直しプラン（契
約転換制度））のし
くみ］

（ ₁₂ページ）

➡参照

◉告知いただくことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかっ
たり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日（復活が行われた場合は復活の際の
責任開始日）から ₂ 年以内＊₁であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特
約を解除＊₂することがあります。

＊₁ 　責任開始日（復活が行われた場合は復活の際の責任開始日）から ₂ 年を経過していても、保険
金などをお支払いする事由または特約保険料のお払込みを免除する事由が、解除の原因となる事
実に基づいて、 ₂ 年以内に生じていた場合❷には、ご契約または特約を解除することがあります。

＊₂ 　ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金などをお支払いする事由が発生していて
も、これをお支払いすることはできません。また、特約保険料のお払込みを免除する事由が発生
していても、お払込みを免除することはできません（ただし、「保険金などの支払事由または特約
保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険
金などをお支払いまたは特約保険料のお払込みを免除することがあります）。この場合には、解約
の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。

◉上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況
等により、保険金などのお支払いや特約保険料のお払込みの免除ができないことがあります。
◦たとえば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・
現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な
場合、詐欺による取消しを理由として、保険金などのお支払いや特約保険料のお払込み
の免除ができないことがあります。

◦この場合、告知義務違反による解除の対象外となる 2 年経過後にも取消しとなることが
あります。また、すでにお払込みいただいた特約保険料は払い戻しません。

◉告知にあたり、生命保険募集人❸（代理店を含みます）が、告知をすることを妨げた場合、
または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約
または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がな
かったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を
告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約また
は特約を解除することができます。

❸約款・特約条項に
定める「保険媒介者」
にあたります。

❷責任開始時（復活
が行われた場合は復
活の際の責任開始
時）前に原因が生じ
ていたことにより、
保険金などのお支払
いや特約保険料のお
払込みの免除ができ
ない場合を含みます。

告知と保障の開始
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1 2 3 4

申し込むだけじゃ
だめなの？

保険の申し込み、
もう済んだ？

ああ、済ませたとも！ もちろん、告知はした
わよね……。

と-002-告知-CC.ai
（埋込ファイル名：02-保障の開始-吹き出し小.psd）

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43053-パイオニアE
43136-年金ひとすじ
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43222-介護のささえ
43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43325-50歳からの終身医療

43240-他2冊_きずなサポート_窓
43284-しあわせの階段_窓

◉申し込まれたご契約を当社が承諾した場合には、お申込みと告知がともに完了した時か
ら、ご契約上の保障が開始されます。

保障の開始
お申込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。

承 諾保障の開始お申込み 告 知

リ-001-吹出有_共-1404-CC.ai
（埋め込み画像：図=保障開始のパターン.psd）

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43014-医療プラン
43053-パイオニアE
43091-新定期保険E
43122-MYどっくプラス2012
43136-年金ひとすじ
43153-年金ひとすじワイド
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知

43164-新逓増定期保険
43183-明日のミカタ
43200-新養老保険E
43222-介護のささえ
43225-学資のほけん
43226-医療の保険
43250-ベストスタイル
43261-3年間災害逓増
43264-メディカルスタイルF
43265-つみたて学資
43325-50歳からの終身医療

責任開始時

1 ご契約にあたって
［5ベストスタイル
へ転換する場合（契
約見直しプラン（契
約転換制度））のし
くみ］

（ ₁₂ページ）

➡参照

12 保険料の払込経
路

（₁₁₅ページ）

➡参照

保障の開始5

◉第 ₁ 回保険料のお払込みは以下のとおりとなります。

【契約見直しプラン（契約転換制度）をご利用の場合】
◦「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」または「転換前保険契約
の責任準備金などの一部を活用する方法」のいずれかによって払い込んでください。

【契約見直しプラン（契約転換制度）をご利用にならない場合】
◦口座振替扱いの場合、「口座振替により払い込む方法」または「クレジットカード・
デビットカードにより払い込む方法」のいずれかによって払い込んでください。

◦その他の払込経路の場合、「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」
によって払い込んでください。

◦「口座振替により払い込む方法」および「クレジットカード・デビットカードにより
払い込む方法」をご利用できない場合は、「当社の指定した金融機関の口座に送金す
ることにより払い込む方法」によって払い込んでください。

◉「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」または「当社の指定した金融
機関の口座に送金することにより払い込む方法」の場合❶、当社は、第 ₁ 回保険料相当額
が払い込まれた❷のちに、お申込みを承諾します。

第 ₁ 回保険料のお払込み ❶「口座振替により
払い込む方法」を選
択してお申込みをさ
れた後に、「クレジッ
トカード・デビット
カードにより払い込
む方法」または「当
社の指定した金融機
関の口座に送金する
ことにより払い込む
方法」に変更した場
合を含みます。

❷「クレジットカー
ド・デビットカード
により払い込む方
法」の場合、当社所
定のカードリーダー

（端末機）で決済処
理が完了したとき
を、第 ₁ 回保険料相
当額が払い込まれた
ときとします。

告知と保障の開始

32次のページにつづきます
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●特別条件特約が付加された場合の取扱い
特別条件特約が付加された場合は、特別条件付加承諾書が提
出されたときに、責任開始時にさかのぼってご契約上の保障
が開始されます。

₁ ．「口座振替により払い込む方法」の場合
◦当社が定める日までにご契約が成立しないときは、第 ₁ 回保険料を払込期月の振替日に

指定口座から振替できないため、第 ₁ 回保険料相当額を「クレジットカード・デビット
カードにより払い込む方法」に変更していただくようご案内をさせていただきます。

◦ただし、この変更を希望されない旨のお申出があった場合には、改めてお申込みと告知
をし直していただく必要があります（保障が開始される時期は当初より遅れることとな
ります）。

₂ ．「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」の場合
◦ご契約のお申込みにあたっては、第 ₁ 回保険料相当額をお払い込みいただく必要があり
ます。第 ₁ 回保険料相当額のお払込みがない場合、当社はご契約のお申込みを承諾しま
せん。なお、当社がご契約のお申込みを承諾する前に保険金などをお支払いする場合に
該当しても、お申込みを承諾して保険金などから第 ₁ 回保険料を差し引いてお支払いす
るといったお取扱いはいたしません。

◦「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」は、第 ₁ 回保険料相当額が、
当社が指定する金額、または金融機関もしくはお客さまが設定しているキャッシュカー
ドの上限金額を超える場合は、ご利用いただけません。

3 ．「転換前保険契約の責任準備金などの一部を活用する方法」の場合
◦転換前保険契約の責任準備金が第 ₁ 回保険料相当額以下の場合、この方法はご利用にな
れません。

第 ₁ 回保険料のお払込みに関する留意事項

告知と保障の開始
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₁　死亡保険金

お支払いする場合 お支払い額 受取人

死亡保険金 被保険者が死亡したとき 死亡保険金額 死亡保険金受取人

₂　高度障害保険金

お支払いする場合 お支払い額 受取人

高度障害保険金
被保険者が身体障害表の第 ₁ 級
の障害状態❶に該当したとき

死亡保険金額と
同額

被保険者❷

₃　保険金の支払方法
◉死亡保険金❸は、一時支払いのほか、次の支払方法もお選びいただけます。

◦年金支払い
◦すえ置支払い❹（すえ置期間は、₁0年以下とします）

◦死亡保険金と高度障害保険金は、重複してお支払いしません。
◦死亡保険金と高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、特約は消

滅します。

ご注意

❶身体障害表の第 1
級の障害状態／両眼
の視力を全く永久に
失った状態などです。
➡参照 別表 ₁｢身体
障害表｣

❷ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いします。

❸死亡保険金／以下
の特約の死亡保険金
なども対象となります。
◦終身保険特約
◦生活サポート定期

保険特約
◦生活サポート終身

年金特約
◦介護サポート終身年

金特約（保険料払込
期間が有期の場合）

◦傷害特約
◦終身入院特約（保

険料払込期間が有
期の場合）

◦保険料充当原資積
立特約

お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

死亡したときに、死亡保険金をお支払いします。
身体障害表の第 1級の障害状態に該当したときに、高度障害保険金をお支払いします。

「身体障害表」の等級は、身体障害者福祉法で定められてい
る身体障害の等級、各種公的年金制度から支給されている障
害年金の等級などとは異なります。

定期保険特約 定期保険特約［総合保険用］特
約条項

❹当社所定の利率（こ
の利率は金利水準等
の状況変化により変
動することがありま
す）ですえ置きます。
適用される利率につ
いては当 社ホーム
ページ（裏表紙参照）
でご確認ください。

6 保険金などのお支払い

保険金のお支払い

34次のページにつづきます
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◉身体障害表の第 ₁ 級の障害状態とは、以下のいずれかをいいます。

等級 障害状態

第 ₁ 級

₁ ．両眼の視力を全く永久に失ったもの
₂ ．言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3 ．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
₄ ．両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
₅ ．両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
₆ ． ₁ 上肢を手関節以上で失い、かつ、 ₁ 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った
もの

₇ ． ₁ 上肢の用を全く永久に失い、かつ、 ₁ 下肢を足関節以上で失ったもの

保険金のお支払い
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₁　死亡保険金

お支払いする場合 お支払い額 受取人
死亡保険金 被保険者が死亡したとき 死亡保険金額 死亡保険金受取人

終身保険特約 終身保険特約［総合保険用］特
約条項

死亡したときに、死亡保険金をお支払いします。
身体障害表の第１級の障害状態に該当したときに、高度障害保険金をお支払いします。

お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

₂　高度障害保険金

お支払いする場合 お支払い額 受取人

高度障害保険金
被保険者が身体障害表の第 ₁ 級の
障害状態❶に該当したとき

死亡保険金額
と同額

被保険者❷

◉身体障害表の第 ₁ 級の障害状態については、 3₅ページをご覧ください。

❷ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いします。

❶身体障害表の第 1
級の障害状態／両眼
の視力を全く永久に
失った状態などです。
➡参照 別表 ₁｢身体
障害表｣

◦死亡保険金と高度障害保険金は、重複してお支払いしません。
◦死亡保険金と高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、特約は消

滅します。

ご注意

「身体障害表」の等級は、身体障害者福祉法で定められてい
る身体障害の等級、各種公的年金制度から支給されている障
害年金の等級などとは異なります。

保険金のお支払い

36

もくじ に戻る



お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

死亡したときに、家計保障年金をお支払いします。
身体障害表の第 1級の障害状態に該当したときに、高度障害年金をお支払いします。

家計保障年金特約 家計保障年金特約［総合保険用］
特約条項

₁　家計保障年金

お支払いする場合 お支払い額 受取人

家計保障年金

第 ₁ 回 被保険者が死亡したとき

家計保障年金
年額

死亡保険金
受取人第 ₂ 回

以後

第 ₁ 回の家計保障年金が支払われ
た場合で、年金支払対象期間中
に、第 ₁ 回の家計保障年金のお支
払いする場合に該当した日の年単
位の応当日が到来したとき

◉家計保障年金のお支払いについては、一時支払いのほか、次のお取扱いもします。
₁ ．分割支払い（年 ₄ 回）
₂ ．すえ置支払い❶（すえ置期間は年金支払対象期間中とします）

◉身体障害表の第 ₁ 級の障害状態については、 3₅ページをご覧ください。
◉第 ₁ 回の家計保障年金または高度障害年金をお支払いした場合、その後のこの特約の特約

保険料のお払込みは不要です。

₂　高度障害年金

お支払いする場合 お支払い額 受取人

高度障害年金

第 ₁ 回
被保険者が身体障害表の第 ₁ 級の
障害状態❷に該当したとき

家計保障年金
年額と同額

被保険者❸
第 ₂ 回
以後

第 ₁ 回の高度障害年金が支払われ
た場合で、年金支払対象期間中に、
第 ₁ 回の高度障害年金のお支払い
する場合に該当した日の年単位の
応当日が到来したとき

❸ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いします。

❷身体障害表の第 1
級の障害状態／両眼
の視力を全く永久に
失った状態などです。
➡参照 別表 ₁｢身体
障害表｣

家計保障年金と高度障害年金は重複してお支払いしません。

ご注意

「身体障害表」の等級は、身体障害者福祉法で定められてい
る身体障害の等級、各種公的年金制度から支給されている障
害年金の等級などとは異なります。

❶当社所定の利率
（この利率は金利水準
等の状況変化により
変動することがあり
ます）ですえ置きま
す。適用される利率
については当社ホー
ムページ（裏表紙参
照）でご確認くださ
い。

保険金のお支払い
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年金支払対象期間
◉年金支払対象期間は、当社の定める取扱いの範囲内で設定することができます。
◉設定した年金支払対象期間の満了日までの期間が、第 ₁ 回の年金のお支払いする場合に該

当した日から起算して ₅ 年に満たないときには、第 ₁ 回の年金のお支払いする場合に該当
した日から起算して ₅ 年間とします。

■年金支払対象期間の例（イメージ）■

年金の
お支払いは
ありません。……

……
（死亡）
58歳の
7 月 1 日

59歳の
7 月 1 日

60歳の
7 月 1 日

63歳の
7 月 1 日

64歳の
7 月 1 日

65歳の
7 月 1 日

第 1回
年金
支払

第 2回
年金
支払

第 3回
年金
支払

第 6回
年金
支払

第 7回
年金
支払

（最終）

年金支払
対象期間

246_支払対象例-1-1410-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し／終身保障変更

◦年金支払対象期間を₆₅歳で設定したご契約で、₅₈歳の ₇ 月 ₁ 日に死亡した場合
　年金支払対象期間は、₆₅歳の ₇ 月 ₁ 日の前日までとなります。

年金の
お支払いは
ありません。

（死亡）
63歳の
7 月 1 日

64歳の
7 月 1 日

65歳の
7 月 1 日

66歳の
7 月 1 日

67歳の
7 月 1 日

68歳の
7 月 1 日

第 1回
年金
支払

第 2回
年金
支払

第 3回
年金
支払

第 4回
年金
支払

第 5回
年金
支払

（最終）

年金支払
対象期間
（ 5年間）

246_支払対象例-2-1410-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し／終身保障変更

◦年金支払対象期間を₆₅歳で設定したご契約で、₆3歳の ₇ 月 ₁ 日に死亡した場合
　年金支払対象期間満了日までの期間が ₅ 年に満たないので、年金支払対象期間は、
死亡日から起算して ₅ 年間（₆₈歳の ₇ 月 ₁ 日の前日まで）となります。

年金支払対象期間中の未払年金については、一括払いのご請
求もできます。

➡参照
｢家計保障年金特約
の未払年金現価｣

保険金のお支払い
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家計保障年金特約の未払年金現価
　第 ₁ 回の家計保障年金または高度障害年金の支払事由発生日以後、年金支払対象期間の満了日までの未払年金の現
価は、家計保障年金もしくは高度障害年金の受取人の死亡日または未払年金の一括払いの請求日により定まる支払残
存回数に応じて、家計保障年金年額に下表の率を乗じて得た金額を、家計保障年金もしくは高度障害年金の受取人の
死亡日または未払年金の一括払いの請求日から直後の家計保障年金または高度障害年金支払日の前日までの期間につ
いて年0.₅₅％の率によって割り引いて計算した額とします。

家計保障年金または
高度障害年金の支払残存回数

家計保障年金に
乗ずる率

家計保障年金または
高度障害年金の支払残存回数

家計保障年金に
乗ずる率

₆9回 ₅₈．₁₇9 3₄回 3₁．₄₁₄
₆₈回 ₅₇．₄₈₄ 33回 30．₅₇₁
₆₇回 ₅₆．₇₈₄ 3₂回 ₂9．₇₂₄
₆₆回 ₅₆．0₈₁ 3₁回 ₂₈．₈₇₂
₆₅回 ₅₅．3₇₄ 30回 ₂₈．0₁₅
₆₄回 ₅₄．₆₆3 ₂9回 ₂₇．₁₅₄
₆3回 ₅3．9₄₈ ₂₈回 ₂₆．₂₈₇
₆₂回 ₅3．₂₂9 ₂₇回 ₂₅．₄₁₆
₆₁回 ₅₂．₅0₆ ₂₆回 ₂₄．₅₄₁
₆0回 ₅₁．₇₈0 ₂₅回 ₂3．₆₆0
₅9回 ₅₁．0₄9 ₂₄回 ₂₂．₇₇₅
₅₈回 ₅0．3₁₄ ₂3回 ₂₁．₈₈₄
₅₇回 ₄9．₅₇₅ ₂₂回 ₂0．9₈9
₅₆回 ₄₈．₈3₂ ₂₁回 ₂0．0₈9
₅₅回 ₄₈．0₈₅ ₂0回 ₁9．₁₈₄
₅₄回 ₄₇．33₄ ₁9回 ₁₈．₂₇₄
₅3回 ₄₆．₅₇9 ₁₈回 ₁₇．3₅9
₅₂回 ₄₅．₈₂0 ₁₇回 ₁₆．₄39
₅₁回 ₄₅．0₅₆ ₁₆回 ₁₅．₅₁₄
₅0回 ₄₄．₂₈₈ ₁₅回 ₁₄．₅₈3
₄9回 ₄3．₅₁₆ ₁₄回 ₁3．₆₄₈
₄₈回 ₄₂．₇₄0 ₁3回 ₁₂．₇0₈
₄₇回 ₄₁．9₆0 ₁₂回 ₁₁．₇₆₂
₄₆回 ₄₁．₁₇₅ ₁₁回 ₁0．₈₁₁
₄₅回 ₄0．3₈₆ ₁0回 　9．₈₅₅
₄₄回 39．₅9₂ 9 回 　₈．₈9₄
₄3回 3₈．₇9₅ ₈ 回 　₇．9₂₇
₄₂回 3₇．99₂ ₇ 回 　₆．9₅₅
₄₁回 3₇．₁₈₆ ₆ 回 　₅．9₇₈
₄0回 3₆．3₇₅ ₅ 回 　₄．99₅
39回 3₅．₅₅9 ₄ 回 　₄．000
3₈回 3₄．₇39 3 回 　3．000
3₇回 33．9₁₅ ₂ 回 　₂．000
3₆回 33．0₈₆ ₁ 回 　₁．000
3₅回 3₂．₂₅₂

保険金のお支払い
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お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

死亡したときに、死亡保険金をお支払いします。
所定の日常生活制限状態に該当したときに、生活サポート保険金をお支払いします。

生活サポート定期保険特約 生活サポート定期保険特約［総
合保険用］特約条項

₁　死亡保険金

お支払いする場合 お支払い額 受取人

死亡保険金 被保険者が死亡したとき 死亡保険金額 死亡保険金受取人

₂　生活サポート保険金

お支払いする場合 お支払い額 受取人

生活サポート
保険金

被保険者が所定の日常生活制限
状態に該当したとき

死亡保険金額と
同額

被保険者❶

◉所定の日常生活制限状態❷とは、以下のいずれかをいいます。

₁ ． 身体障害者障害程 
度等級表❸の級別
₁ 級・ ₂ 級

肢体不自由もしくは胸腹部臓器の機能障害のいずれか※または障
害の種類を問わず複数の障害により身体障害者福祉法に基づき、
身体障害者障害程度等級の ₁ 級または ₂ 級の身体障害者手帳の交
付を受けたもの
※身体障害者障害程度等級表で定める身体上の障害のうち、肢体不

自由および胸腹部臓器の機能障害以外の障害（視覚障害や聴覚障
害など）は対象になりません。

₂ ． 公的介護保険制度 
の要介護 3・₄・₅

公的介護保険制度に基づき、要介護 3 、 ₄または ₅の状態に該当
すると認定され、その認定が効力を生じたもの※

※長期の海外渡航や海外への移住などにより、公的介護保険制度の
被保険者資格を喪失した場合には、要介護認定（要支援認定）を
受けることはできません。

3 ．寝たきり
寝たきりによる要介護状態に該当し、その状態が該当した日から
起算して継続して₁₈0日あると医師によって診断確定されたもの

₄ ．認知症
認知症による要介護状態に該当し、その状態が該当した日から起
算して継続して₁₈0日あると医師によって診断確定されたもの

₅ ．高度障害 身体障害表の第 ₁ 級の障害状態❹に該当したもの

₆ ．片側半身の障害 片側 ₁ 上肢および ₁ 下肢の用を全く永久に失ったもの

◉身体障害表の第 ₁ 級の障害状態については、 3₅ページをご覧ください。

❶ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いします。

❸身体障害者障害程
度等級表
➡参照 ｢〖参考〗身体
障害者障害程度等級
表︵抜粋︶｣

❷所定の日常生活制
限状態
➡参照 別表 3 ｢対象
となる日常生活制限
状態｣

❹身体障害表の第1
級の障害状態／両眼
の視力を全く永久に
失った状態などで
す。「１．身体障害
者障害程度等級表」
の1級とは異なりま
す。
➡参照 別表 ₁｢身体
障害表｣

「 ₁ ．身体障害者障害程度等級表の級別 ₁ 級・ ₂ 級」につい
て、複数の障害により 1 級または 2 級の身体障害者手帳の交
付を受けた場合は、障害の種類を問わずお支払いの対象とな
ります。

保険金のお支払い
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■身体障害者手帳とは■
◦身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認

定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となる
ものです。

◦手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体
障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表）により ₁ 級から ₆ 級までの区分が
設けられています。

◦申請の手続きなど、詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。

◦死亡保険金と生活サポート保険金は、重複してお支払いし
ません。

◦死亡保険金と生活サポート保険金のいずれかをお支払い
した場合、特約は消滅します。

その他のご留意いただきたい事項
◉身体障害者福祉法❻および公的介護保険制度の改正が行われた場合には、当社は、主務官

庁の認可を得て、「お支払いする場合」を変更することがあります。「お支払いする場合」
を変更する場合、当社はその旨を改正に関する法令の公布の日から ₆カ月以内にあらかじ
めご契約者にご連絡します。

❻身体障害者福祉法
施行令および身体障
害者福祉法施行規則
等を含みます。

■要介護認定（要支援認定）とは■
◦公的介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態（要介護状態）に
なった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効
果的な状態（要支援状態）になった場合に、介護サービスを受けることができます。

◦介護サービスは、満₆₅歳以上では、原因を問わず要介護状態や要支援状態となったときに、
満₄0歳～満₆₄歳までの被保険者は、加齢に起因する特定の疾病が原因で要介護状態や要支援
状態となったときに受けることができます。

◦要介護状態および要支援状態の区分には、要支援 ₁ 、 ₂および要介護 ₁ ～ ₅の ₇ 段階があり
ます❺（要介護 ₅が最も重い状態です）。

◦要介護認定（要支援認定）の基準については全国一律に客観的に定められています。
◦申請の手続きなど、詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。

公的介護保険制度の被保険者でない場合、要介護認定（要支援認定）を受けることはできません。

❺要介護状態や要支
援状態に該当するか
どうか、該当する場
合どの区分となるか
は、市町村に設置さ
れる介護認定審査会
において判定されま
す。

保険金のお支払い
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₁　生活サポート終身年金

お支払いする場合 お支払い額 受取人

生活
サポート
終身年金

【第 ₁ 回の生活サポート終身年金】
被保険者が所定の日常生活制限状態に該当したとき 生活

サポート
終身年金

年額

被保険者【第 ₂ 回以後の生活サポート終身年金】
第 ₁ 回の生活サポート終身年金が支払われた場合で、被
保険者が第 ₁ 回の生活サポート終身年金のお支払いする
場合に該当した日の年単位の応当日に生存しているとき

◉第 ₁ 回の生活サポート終身年金をお支払いした場合、その後のこの特約の特約保険料のお
払込みは不要です。

◉所定の日常生活制限状態❶とは、以下のいずれかをいいます。

₁ ．身体障害者障害程
度等級表❷の級別
₁ 級・ ₂ 級

肢体不自由もしくは胸腹部臓器の機能障害のいずれか※または障
害の種類を問わず複数の障害により身体障害者福祉法に基づき、
身体障害者障害程度等級の ₁ 級または ₂ 級の身体障害者手帳の交
付を受けたもの
※身体障害者障害程度等級表で定める身体上の障害のうち、肢体不

自由および胸腹部臓器の機能障害以外の障害（視覚障害や聴覚障
害など）は対象になりません。

₂ ．公的介護保険制度
の要介護 3・₄・₅

公的介護保険制度に基づき、要介護 3 、 ₄または ₅の状態に該当
すると認定され、その認定が効力を生じたもの※

※長期の海外渡航や海外への移住などにより、公的介護保険制度の
被保険者資格を喪失した場合には、要介護認定（要支援認定）を
受けることはできません。

3 ．寝たきり
寝たきりによる要介護状態に該当し、その状態が該当した日から
起算して継続して₁₈0日あると医師によって診断確定されたもの

₄ ．認知症
認知症による要介護状態に該当し、その状態が該当した日から起
算して継続して₁₈0日あると医師によって診断確定されたもの

₅ ．高度障害 身体障害表の第１級の障害状態❸に該当したもの

₆ ．片側半身の障害 片側 ₁ 上肢および ₁ 下肢の用を全く永久に失ったもの

◉身体障害表の第 ₁ 級の障害状態については、 3₅ページをご覧ください。

❷身体障害者障害程
度等級表
➡参照 ｢〖参考〗身体
障害者障害程度等級
表︵抜粋︶｣

❶所定の日常生活制
限状態
➡参照 別表 3 ｢対象
となる日常生活制限
状態｣

❸身体障害表の第１
級の障害状態／両眼
の視力を全く永久に
失った状態などで
す。「１．身体障害
者障害程度等級表」
の１級とは異なりま
す。
➡参照 別表 ₁｢身体
障害表｣

お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

所定の日常生活制限状態に該当したときに、生活サポート終身年金を一生涯にわたりお支払いします。
所定の日常生活制限状態に該当する前に死亡したときに、死亡給付金をお支払いします。

生活サポート終身年金特約 生活サポート終身年金特約［総
合保険用］特約条項

「 ₁ ．身体障害者障害程度等級表の級別 ₁ 級・ ₂ 級」につい
て、複数の障害により 1 級または 2 級の身体障害者手帳の交
付を受けた場合は、障害の種類を問わずお支払いの対象とな
ります。

保険金のお支払い
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₂　死亡給付金

お支払いする場合 お支払い額 受取人

死亡給付金 被保険者が死亡したとき
生活サポート終身年金
年額と同額

死亡保険金受取人

第 ₁ 回の生活サポート終身年金をお支払いした場合は、死亡
給付金はお支払いしません。

その他ご留意いただきたい事項
◉身体障害者福祉法❺および公的介護保険制度の改正が行われた場合には、当社は、主務官

庁の認可を得て、「お支払いする場合」を変更することがあります。「お支払いする場合」
を変更する場合、当社はその旨を改正に関する法令の公布の日から ₆カ月以内にあらかじ
めご契約者にご連絡します。

❺身体障害者福祉法
施行令および身体障
害者福祉法施行規則
等を含みます。

■身体障害者手帳とは■
◦身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認

定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となる
ものです。

◦手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体
障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表）により ₁ 級から ₆ 級までの区分が
設けられています。

◦申請の手続きなど、詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。

■要介護認定（要支援認定）とは■
◦公的介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態（要介護状態）に
なった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効
果的な状態（要支援状態）になった場合に、介護サービスを受けることができます。

◦介護サービスは、満₆₅歳以上では、原因を問わず要介護状態や要支援状態となったときに、
満₄0歳～満₆₄歳までの被保険者は、加齢に起因する特定の疾病が原因で要介護状態や要支援
状態となったときに受けることができます。

◦要介護状態および要支援状態の区分には、要支援 ₁ 、 ₂および要介護 ₁ ～ ₅の ₇ 段階があり
ます❹（要介護 ₅が最も重い状態です）。

◦要介護認定（要支援認定）の基準については全国一律に客観的に定められています。
◦申請の手続きなど、詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。

公的介護保険制度の被保険者でない場合、要介護認定（要支援認定）を受けることはできません。

❹要介護状態や要支
援状態に該当するか
どうか、該当する場
合どの区分となるか
は、市町村に設置さ
れる介護認定審査会
において判定されま
す。

保険金のお支払い

43

もくじ に戻る



お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

所定の就業制限状態が30日間継続したときに、給与・家計サポート給付金をお支払いします。

給与・家計サポート特約 給与・家計サポート特約［総合
保険用］特約条項

お支払いする場合 お支払い額 受取人 

給与・家計
サポート給付金

被保険者が所定の就業制限状態
に該当し、その状態が30日間継
続したとき

基準給付金月額×₁₂ 被保険者❶

◉「所定の就業制限状態」とは、以下のいずれかをいいます。

₁ ．入院
ご契約に付加された「新・入院特約」または「終身入院特約」の入院給
付金のお支払いの対象となる入院をしていること❷

₂ ．在宅療養
日本国内の自宅等（病院または診療所❸以外の施設❹を含みます）で、
医師の指示・診療に基づく医師または看護師等の訪問による計画的な治
療を受け、その治療に専念していること❺

◉「新・入院特約」または「終身入院特約」のお支払いの対象となる入院については、「◉
お支払いの対象となる「入院」」（ ₆9ページ）をご参照ください。

◉この特約の「お支払いする場合」に該当したとき、給与・家計サポート給付金として、基
準給付金月額を「給付金支払対象期間」中の各月ごとに合計₁₂カ月分支払います❻。

◉「給付金支払対象期間」は、「お支払いする場合」に該当した日に始まり、その ₁ 年後の
年単位の応当日の属する月の前月₂0日までです。

◉給与・家計サポート給付金（ ₁カ月目）のお支払い後、給与・家計サポート給付金（ ₂カ
月目～₁₂カ月目）は、「お支払いする場合」に該当した月の翌月以後、「給付金支払対象期
間」中の各月₂0日（支払基準日）❼にお支払いします❽。

◉給与・家計サポート給付金の支払回数❾は、「基準給付金月額×₁₂」のお支払いを ₁ 回とし、
通算して 2 回（24カ月分）を限度とします。

◉ ₂ 回目の給与・家計サポート給付金は、 ₁ 回目の「給付金支払対象期間」の満了日の翌日
以降に所定の就業制限状態が30日間継続したとき、お支払いします。

【例】 ◦₂0₂0年 3 月 ₁ 日から ₄ 月₁0日まで入院し、所定の就業制限状態が30日以上継続した場合
◦基準給付金月額：₁0万円

◦給付金支払対象期間：₂0₂0年 3 月30日～₂0₂₁年 ₂ 月₂0日

■給与・家計サポート特約のイメージ■

3 月30日
2020年
3 月 1日
入院

給与・家計
サポート給付金
（１カ月目）

給与・家計
サポート給付金
（ 2カ月目）

給与・家計
サポート給付金
（ 3カ月目）

給与・家計
サポート給付金
（11カ月目）

給与・家計
サポート給付金
（12カ月目）

4月20日 5月20日 2021年
1 月20日

2021年
2 月20日4月10日

退院

10万円 10万円 10万円10万円

給与・家計サポート給付金（ 2カ月目）以降の
給付金は給付金支払対象期間中の
各月20日❼にお支払いします

256_支払例1_43250-CC.ai

43250-ベストスタイル

給与・家計サポート給付金の
「お支払いする場合」に該当

30日間継続

就業制限状態
給付金支払対象期間

10万円

❶ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いします。
死亡保険金受取人が
存在しない契約形態
の場合で、ご契約者
が法人の場合は、ご
契約者である法人に
お支払いします。

❷たとえば、入院が
30日間継続したとき
でも、入院給付金が
支払われない日（お
支払日数の上限を超
えた場合等）がある
場合、所定の就業制
限状態が30日間継続
したことにはならな
いため、給与・家計
サポート給付金の

「お支払いする場合」
に該当しません。

❹❺❻❼❽❾は次の
ページ以降にありま
す。

❸「病院または診療
所」／次のいずれか
に該当したものとし
ます。
⑴　医療法に定める

日本国内にある病
院または患者を入
院させるための施
設を有する診療所

（四肢における骨
折、脱臼、捻挫また
は打撲に関し施術
を受けるため、柔
道整復師法に定め
る施術所に入院し
た場合には、その
施術所を含みます）

⑵　上記⑴と同等の
日本国外にある医
療施設

保険金のお支払い
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■給与・家計サポート給付金における「在宅療養」について■
◦「在宅療養」とは、日本国内の自宅等（病院または診療所❸以外の施設❹を含みます）で、医

師の指示・診療に基づく医師または看護師等の訪問による「計画的な治療」を受け、その治
療に専念していることをいいます。一般的に、診療方針などについての計画書の内容を、治
療を受ける本人（またはそのご家族など）に医師が説明し、同意を得たうえで開始されます。

以下はお支払いの対象となる「在宅療養」には該当しません。
◦退院または通院の際に、医師から「しばらく自宅で静養するように」との指示を受けて、

自宅で静養している場合（ただし、その自宅での静養が「計画的な治療」に該当する場
合を除きます）

◦急な体調の悪化等により患者または患者の親族から要請があり、医師が単発的に自宅等を
訪問した場合

◦海外の自宅等で医師等の訪問による治療を受けた場合

◦「在宅療養」の開始日は、医師の診断書に記載された以下の日などを参考にして判断します。
・被保険者の自宅等への医師または看護師等の初回訪問日
・診療報酬点数表❿の在宅患者診療・指導料の初回算定日
・「在宅療養」開始にあたって被保険者（またはご家族など）が同意書に署名された日

◦「在宅療養」における「計画的な治療」とは、診療報酬点数表❿のうち、下記のいずれかの
算定対象となる診療や管理指導等⓫をいいます。
₁ ．在宅医療に区分される在宅患者診療・指導料（往診料および救急搬送診療料を除きます）
₂ ．精神科在宅患者支援管理料もしくは精神科訪問看護・指導料

◦「在宅療養」による「計画的な治療」を受けた場合に算定される以下の「在宅患者診療・指
導料」（往診料および救急搬送診療料を除きます）は、医療機関が発行する診療明細書で確
認することができます。

≪ご参考≫
「在宅療養」における「計画的な治療」を受けた場合に算定される「在宅患者診療・指導料」
（₂0₂0年 ₇ 月現在）⓬

◦在宅患者訪問診療料（（Ⅰ）・（Ⅱ）） ◦訪問看護指示料

◦在宅時医学総合管理料 ◦介護職員等喀痰吸引等指示料

◦施設入居時等医学総合管理料 ◦在宅患者訪問薬剤管理指導料

◦在宅がん医療総合診療料 ◦在宅患者訪問栄養食事指導料

◦在宅患者訪問看護・指導料 ◦在宅患者連携指導料

◦同一建物居住者訪問看護・指導料 ◦在宅患者緊急時等カンファレンス料

◦在宅患者訪問点滴注射管理指導料 ◦在宅患者共同診療料

◦在宅患者訪問リハビリテーション
指導管理料

◦在宅患者訪問褥瘡管理指導料

◦診療・管理指導等を受けたときでも、往診料や救急搬送診療料のみが算定される場合は、「在
宅療養」には該当しません。

◦領収証の「在宅医療」の欄には往診料や救急搬送診療料のみ算定されている場合でも点数
が記載されるため、領収証だけでは、お支払いの対象となるか判断することができません。
診療明細書も合わせてご確認ください。

❸は前のページにあ
ります。

❹たとえば、障害者
総合支援法に基づく
障害者支援施設等を
いいます。

❺退院後通院治療保
障特約における「在
宅医療」の定義とは
異なります。たとえ
ば、退院後通院治療
保障特約の「在宅医
療」の対象となる往
診は、給与・家計サ
ポート特約における

「在宅療養」にはあ
たりません。

❻給与・家計サポー
ト給付金の「お支払
いする場合」に該当
した後、給付金支払
対象期間中に基準給
付金月額が減額され
た場合でも、その給
付金支払対象期間中
は、減額前の基準給
付金月額をお支払い
します。

❼₂0日が休日等の場
合は、翌営業日のお
支払いとなります。 
また、給与・家計サ
ポート給付金（ ₂カ
月目）以降の給付金
は、給与・家計サ
ポート給付金（ ₁カ
月目）の支払開始以
後にお支払いするた
め、お支払い日が₂0
日よりも遅くなるこ
とがあります。

◦給与・家計サポート給付金を一括で受け取ることはできません。
◦給付金支払対象期間中に被保険者が死亡した場合は、お支払い額（基準

給付金月額×₁₂）からすでにお支払いした給与・家計サポート給付金額
を差し引いて、被保険者の相続人に一時金でお支払いします。

ご注意

❽❾❿⓫⓬は次の
ページにあります。

保険金のお支払い
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　　領収証見本（この領収証見本は一例です。書式や記載内容が異なることがあります。）

　　診療明細書見本（この診療明細書見本は一例です。書式や記載内容が異なることがあります。）

領　　　収　　　証

東京都○○区○○　○－○－○
　　○○○病院　　○   ○      ○   ○ 領収印

保険外
負　担

先進医療 差額室料

（内訳）

その他

円 円

円

○○

保　険

負担額

保険外負担保　険
（食事・生活）

領収額
合　計

円 円 円

円 円 円

円

合　計 ○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

保　険

初・再診料 入院料等 医学管理等 在宅医療 検査 投　　　薬

注　　　射 リハビリテーション 精神科専門療法 処　　　置

病理診断 診断群分類（ＤＰＣ） 食事療養 生活療養

円点 点 円

手　　　術

画像診断

麻　　　酔 放射線治療

○○ ○○ ○○

点 点 点 点 点 点 点○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

点 点 点 点 点点 点○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

○○

患者番号 氏　　　　　　名

　様1234 ○○　○○

受診科 入・外 領収書Ｎｏ． 発　行　日 費　用　区　分 本・家 区　分負担割合

○○ ○○ 012345 ○年○月○日 ○○○○ 3 割 本人
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領収証の「在宅医
療」に点数の記載
があるだけでは、
お支払いの対象と
なるか判断するこ
とができません。

❽給与・家計サポー
ト給付金（ ₁カ月目）
を請求された時点
で、給与・家計サ
ポート給付金（ ₂カ
月目）以降の支払基
準日がすでに到来し
ている場合、支払基
準日が経過している
給付金は給与・家計
サポート給付金（ ₁
カ月目）のお支払い
時に合わせてお支払
いします。

⓫たとえば、労災
（労働者災害補償保
険）が適用される場
合など、「公的医療
保険制度の保険給付
の対象」とならず診
療報酬点数が算定さ
れないときでも、在
宅患者診療・指導料
が算定される場合と
同等の治療が行われ
ていると判断される
場合は「計画的な治
療」とします。

❾「お支払いする場
合」に該当した回数
となります。なお、
この特約の更新前と
更新後で支払われた
支払回数を通算しま
す。

⓬診療報酬点数表の
改正等により、将来
変更される可能性が
あります。

❿診療報酬点数表／
厚生労働省告示に基
づき定められた医療
行為に対する点数な
どが記載されていま
す。

診療明細書

氏名

項目

受診日

点数 回数 合計（点）

患者番号
受診科

区分

在宅医療
【○年○月○日　○回目】
  ＊在宅患者訪問診療料（Ⅰ）
　（同一建物居住者以外）
　 （ 1 日につき）
  ＊訪問看護指示料

○○○

○○○

○○○

○○○

○

○年○月○日

○

○○○ ○○○○

○○ ○○
○○

【○年○月○日　○回目】
  ＊在宅患者訪問診療料（Ⅰ）
　（同一建物居住者以外）
　 （ 1 日につき）

在宅医療

256_診療明細書見本-43250-CC.ai
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　様1234

往診料および救急
搬送診療料以外の

「在宅患者診療・指
導料」が算定され
ているかは、診療
明細書で確認する
ことができます。

保険金のお支払い
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給与・家計サポート給付金のお支払い例
【事例 1】～【事例 7】における入院および「在宅療養」は、いずれも「所定の就業制限状態」
に該当していることを前提として、ご説明しています。

【入院と「在宅療養」を合わせて30日間継続した場合について】
◉次の場合は、入院や「在宅療養」の原因にかかわらず、所定の就業制限状態が継続してい
るものとみなします。（➡事例 ₁ ）

◦ 入院 の退院日またはその翌日⓭に改めて 入院 または「在宅療養」を開始した場合
◦「在宅療養」の終了日またはその翌日⓭に改めて 入院 または「在宅療養」を開始した場合

3 月10日退院
3月11日

「在宅療養」開始

2020年
3 月 1日
入院

3月30日 2021年
2 月20日

30日間継続 給付金支払対象期間
入院 「在宅療養」

給与・家計
サポート給付金
（ 1カ月目）

給与・家計
サポート給付金
（12カ月目）

256_事例1_43250-CC.ai
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【事例 1】 ◦₂0₂0年 3 月 ₁ 日から 3 月₁0日まで入院
 ◦その後、医師の指示のもと、退院日の翌日の 3 月₁₁日から 3 月30日まで

「在宅療養」が継続した場合

この場合、退院日の翌日に「在宅療養」を開始しているため、所定の就業制限状態は、
₂0₂0年 3 月 ₁ 日から 3 月30日までの計30日間継続しているものとみなし、給与・家計サ
ポート給付金をお支払いします。なお、入院の原因と「在宅療養」の原因が異なってい
る場合も、就業制限状態は継続しているものとみなします。

⓭入院の退院日また
は「在宅療養」の終
了日の翌日よりも後
に改めて入院または

「在宅療養」を開始
した場合は、所定の
就業制限状態が継続
しているとはみなし
ません。

保険金のお支払い
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【 2回目の給与・家計サポート給付金のお支払いについて】
◉給与・家計サポート給付金の支払回数❾は、「基準給付金月額×₁₂」のお支払いを ₁ 回とし、

通算して 2 回（24カ月分）を限度とします。（ ₂ 回目の給与・家計サポート給付金の「お
支払いする場合」に該当したとき、この特約は消滅します）。

◉ ₂ 回目の給与・家計サポート給付金は、 ₁ 回目の給付金支払対象期間の満了日の翌日以降
に新たに所定の就業制限状態が30日間継続したときお支払いします。（➡事例 ₂ ）

この場合、 ₁ 回目の給付金支払対象期間の満了日の翌日以降に再び所定の就業制限状態
（入院②）が30日間継続したときに、 ₂ 回目の給与・家計サポート給付金のお支払いを
開始します。

2 回目の給与・家計サポート給付金の
「お支払いする場合」に該当し、この
特約は消滅します。

入院①

30日間継続

退院入院 入院

給付金支払対象期間 給付金支払対象期間30日間継続

入院②

給与・家計
サポート給付金
（ 1カ月目）

給与・家計サポート給付金（ 1回目）

給与・家計
サポート給付金
（12カ月目）

給与・家計
サポート給付金
（ 1カ月目）

給与・家計
サポート給付金
（12カ月目）

給与・家計サポート給付金（ 2回目）
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【事例 2】 ◦ ₁ 回目の給与・家計サポート給付金の給付金支払対象期間満了後に入院②
を開始し、その入院が30日間継続した場合

❾「お支払いする場
合」に該当した回数
となります。なお、
この特約の更新前と
更新後で支払われた
支払回数を通算しま
す。

保険金のお支払い
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入院
入院②

30日間継続 30日間継続

30日間継続 給付金支払対象期間

入院 退院 入院 退院

入院③

入院①

給与・家計
サポート給付金
（ 1カ月目）

給与・家計サポート給付金（ 1回目）

給与・家計
サポート給付金
（12カ月目）

【事例 3】 ◦入院①が30日間継続し、 ₁ 回目の給与・家計サポート給付金をお支払い
 ◦給付金支払対象期間中に再び入院（入院②、入院③）を開始し、それぞれ

30日間継続した場合

【給付金支払対象期間中に新たに所定の就業制限状態が開始した場合について】
◉ ₁ 回目の給付金支払対象期間中に新たに所定の就業制限状態が開始した場合、その状態が

30日間継続しても、「お支払いする場合」には該当していないものとみなし、 ₂ 回目の給
与・家計サポート給付金はお支払いしません。（➡事例 3 ）

◉ただし、 ₁ 回目の給付金支払対象期間中に開始した所定の就業制限状態が、給付金支払対
象期間満了日の翌日から30日間継続した時点で、 ₂ 回目の給与・家計サポート給付金の

「お支払いする場合」に該当したものとみなし、 ₂ 回目の給与・家計サポート給付金をお
支払いします。（➡事例 ₄ ）

給与・家計サポート給付金のお取扱い

入院②
給付金支払対象期間中は、所定の就業制限状態が30日間継続して
も、 ₂ 回目の給与・家計サポート給付金はお支払いしません。

入院③
給付金支払対象期間中に開始した所定の就業制限状態が、給付金支
払対象期間満了時をまたいで30日間継続しても、 ₂ 回目の給与・家
計サポート給付金はお支払いしません。

保険金のお支払い
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入院が継続していた場合でも、入院の途中で入院給付金のお支払いの限度⓮

を超えたことなどにより、入院給付金が支払われなかった期間は、所定の
就業制限状態が継続していないものとして取り扱います。

ご注意

この場合、所定の就業制限状態（入院②）が ₁ 回目の給付金支払対象期間の満了日の翌
日から30日間継続した時点で、 ₂ 回目の給与・家計サポート給付金の「お支払いする場
合」に該当したものとみなし、 ₂ 回目の給与・家計サポート給付金のお支払いを開始し
ます。
また、入院①が ₁ 回目の給付金支払対象期間を超えて継続した場合は、給付金支払対象
期間の満了後の翌日から30日間継続した時点で、 ₂ 回目の給与・家計サポート給付金の

「お支払いする場合」に該当したものとみなします。

2 回目の給与・家計サポート給付金の
「お支払いする場合」に該当し、
この特約は消滅します。

入院入院

30日間継続

入院① 入院②

給与・家計
サポート給付金
（ 1カ月目）

給与・家計サポート給付金（ 1回目）

給与・家計
サポート給付金
（12カ月目）

給与・家計
サポート給付金
（1カ月目）

給与・家計
サポート給付金
（12カ月目）

30日間継続

給与・家計サポート給付金（ 2回目）

給付金支払対象期間給付金支払対象期間
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【事例 4】 ◦ ₁ 回目の給付金支払対象期間中に新たに入院②を開始し、その入院が給付
金支払対象期間の満了日の翌日以降も継続した場合

⓮入院給付金のお支
払いの限度
➡参照 6 保険金な
どのお支払い 新・入
院特約 お支払いの
限 度（ ₆9 ページ）、
終身入院特約 お支
払いの限度（ ₇₁ペー
ジ）

保険金のお支払い
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「お支払いする場合」に複数回該当した場合で、後に該当した「お支払いする場合」（以下、
「後発支払事由」といいます）に対する給与・家計サポート給付金のご請求が先にあり、お
支払いが開始した後に、先に該当していた「お支払いする場合」（以下、「先発支払事由」と
いいます）について請求されたときは、以下のとおり取り扱います。
◉以下の場合に該当するときは、「先発支払事由」は発生していないものとみなし、給与・

家計サポート給付金は重複してお支払いしません。（➡事例 ₅ ）
◦「先発支払事由」の「給付金支払対象期間に相当する期間」⓯中に「後発支払事由」が

発生していた場合
◦「先発支払事由」の「給付金支払対象期間に相当する期間」の満了日の翌日から30日以

内に「後発支払事由」が発生していた場合
◉上記の場合、 ₂ 回目の給与・家計サポート給付金は、「先発支払事由」の「給付金支払対

象期間に相当する期間」の満了日の翌日以降、所定の就業制限状態が30日間継続したとき
にお支払いします。（➡事例 ₆ ）

◉「後発支払事由」に対して ₂ 回目の給与・家計サポート給付金のお支払いを開始し、特約
が消滅した後に、「先発支払事由」について請求をされた場合は、「先発支払事由」に該当
した日が属する月の翌月以降のこの特約の特約保険料を払い戻します。（➡事例 ₇ ）

入院①に対する給与・
家計サポート給付金
はお支払いの対象と
なりません。

2020年
3月 1日
入院

3月30日
退院

（先発支払事由）

6月30日
退院

（後発支払事由）

2021年
5 月20日

後から請求

先に請求し、お支払いを開始

入院①

入院②

2020年
6 月 1日
入院

給付金支払対象期間

2021年
2 月20日

給付金支払対象期間に
相当する期間

30日間継続

30日間継続
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給与・家計サポート給付金（ 1回目）

【事例 5】 ◦₂0₂0年 3 月 ₁ 日から入院①を開始し、 3 月30日に退院
 ◦その後、₂0₂0年 ₆ 月 ₁ 日に入院②を開始し、 ₆ 月30日に退院
 ◦入院②に対する給与・家計サポート給付金を先に請求し、給与・家計サ

ポート給付金のお支払いが開始した後に、入院①について請求をした場合

この場合、入院①の「給付金支払対象期間に相当する期間」⓯中に入院②が「お支払い
する場合」に該当しているため、入院①に対する給与・家計サポート給付金はお支払い
の対象となりません。
なお、入院①、入院②のどちらを先に請求しても、給与・家計サポート給付金の支払回
数（月数）は ₁ 回（₁₂カ月）分で変わりません。

「お支払いする場合」に該当した順に給付金を請求されなかったときの取扱い

⓯「先発支払事由」
に対して給与・家計
サポート給付金が支
払われていたのであ
れば、給付金支払対
象期間となっていた
期間のことをいいま
す。

給与・家計サポート給付金のお取扱い

入院②
給与・家計サポート給付金の給付金額や給付金支払対象期間は変え
ず、お支払いを継続します。

入院① 給与・家計サポート給付金は重複してお支払いしません。

保険金のお支払い
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【事例 6】 ◦上記【事例 ₅ 】で入院②についての給与・家計サポート給付金が支払われ
ている間である₂0₂₁年 ₄ 月 ₁ 日から入院③を開始し、 ₄ 月30日に退院した
場合

【事例 5】

2 回目の給与・家計サポート給付金は、
入院①の「給付金支払対象期間に相当
する期間」の満了日の翌日以降に所定
の就業制限状態が30日間継続したとき
お支払いします。

2021年
2月20日2020年

3 月 1日
入院

30日間継続 給付金支払対象期間に
相当する期間

入院①

2021年
5 月20日2020年

6 月 1日
入院

6月30日
退院

（後発支払事由）

30日間継続 給付金支払対象期間
入院②

2022年
3 月20日2021年

4 月 1日
入院

4月30日
退院

30日間継続 給付金支払対象期間
入院③

3月30日
退院

（先発支払事由） 給与・家計サポート給付金（ 1回目）

給与・家計サポート給付金（ 2回目）
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この場合、 ₂ 回目の給与・家計サポート給付金は、入院①の「給付金支払対象期間に相
当する期間」⓯の満了日の翌日以降に入院③が30日間継続したときにお支払いします（ ₁
回目の給付金支払対象期間中であっても、 ₂ 回目の給付金のお支払いを開始します）。

⓯「先発支払事由」
に対して給与・家計
サポート給付金が支
払われていたのであ
れば、給付金支払対
象期間となっていた
期間のことをいいま
す。

保険金のお支払い
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「お支払いする場合」に該当したときには、すみやかに給付
金をご請求ください。

入院②

6月30日
退院

（後発支払事由）

2020年
6 月 1日
入院

2021年
5 月20日

30日間継続

30日間継続

給付金支払対象期間

すでに払い込まれている 4 月分以降の
特約保険料を払い戻します。

入院①

2020年
3 月 1日
入院

3月30日
退院

（先発支払事由）

2021年
2 月20日

後から請求

特約消滅

先に請求し、お支払いを開始

給付金支払
対象期間

給付金支払対象期間に
相当する期間

給与・家計サポート
給付金（ 1回目）

お支払い済

給与・家計サポート給付金（ 2回目）

256_事例7_43250-CC.ai

43250-ベストスタイル

この場合、すでに開始している ₂ 回目の給与・家計サポート給付金のお支払いは継続し
ます。なお、入院①の「お支払いする場合」に該当した日が属する月の翌月（₂0₂0年 ₄
月）以降のこの特約の特約保険料を払い戻します。

【事例 7】 ◦ ₁ 回目の給与・家計サポート給付金を₁₂カ月分お支払いした後、₂0₂0年 3
月 ₁ 日から入院①を開始し、 3 月30日に退院

 ◦その後、₂0₂0年 ₆ 月 ₁ 日に入院②を開始し、 ₆ 月30日に退院
 ◦入院②に対する給与・家計サポート給付金を先に請求し、 ₂ 回目の給与・

家計サポート給付金のお支払いが開始した（特約が消滅した）後に、入院
①について請求をした場合

給与・家計サポート給付金のお取扱い

入院②
・ ₂ 回目の給与・家計サポート給付金をお支払いし、「お支払いす
る場合」に該当した時点でこの特約は消滅します。

入院①

・すでに入院②に対する給与・家計サポート給付金のお支払いが開
始しているため、重複してお支払いしません。

・なお、入院①が30日間継続した日が属する月の翌月以降のこの特
約の特約保険料を払い戻します。

⓯「先発支払事由」
に対して給与・家計
サポート給付金が支
払われていたのであ
れば、給付金支払対
象期間となっていた
期間のことをいいま
す。

保険金のお支払い
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お支払いの限度
◉給与・家計サポート給付金の支払回数❾は、「基準給付金月額×₁₂」のお支払いを ₁ 回とし、

通算して 2 回（24カ月分）を限度とします（ ₂ 回目の給与・家計サポート給付金の「お支
払いする場合」に該当したとき、この特約は消滅します）。

◉「お支払いする場合」に ₂ 回該当したことにより特約が消滅した後も、 ₂ 回目の給与・家
計サポート給付金のお支払いは継続します。

その他ご留意いただきたい事項
◉給与・家計サポート特約はご契約に付加された「新・入院特約」または「終身入院特約」
がすべて解約、解除等により消滅したときに、同時に消滅します。

◉この特約の更新限度の前 ₁ 年以内に、 ₁ 回目の給与・家計サポート給付金の「お支払いす
る場合」に該当したときは、この特約はその「お支払いする場合」に該当した時にさかの
ぼって消滅します。

❾「お支払いする場
合」に該当した回数
となります。なお、
この特約の更新前と
更新後で支払われた
支払回数を通算しま
す。

2 保険の特徴とし
くみ 特約の更新限度

（ ₁9ページ）

➡参照

保険金のお支払い
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公的介護保険制度に基づき要介護 2 以上の認定を受けたとき、または歩行障害もしくは認知症による当社
の定める要介護状態に該当したときに、介護保険金をお支払いします。

新・介護保障特約 新・介護保障特約［総合保険用］
特約条項

お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

お支払いする場合 お支払
い額 受取人

介
護
保
険
金

被保険者が次のいずれかの条件を満たしたとき
①公的介護保険制度❶に基づき要介護 ₂ 以上の状態❷に該当すると認

定され、その認定が効力を生じたとき
②次のいずれかを満たすことが、医師によって診断確定されたとき
　ア．被保険者が歩行障害による要介護状態❸に該当し、その状態が

該当した日から起算して継続して₁₈0日あり、かつ、回復の見込み
がないこと

　イ．被保険者が認知症による要介護状態❸に該当し、その状態が該
当した日から起算して継続して₁₈0日あること

介
護
保
険
金
額

被
保
険
者
❹

■要介護認定（要支援認定）とは■
◦公的介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態（要介護状態）に
なった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効
果的な状態（要支援状態）になった場合に、介護サービスを受けることができます。

◦介護サービスは、満₆₅歳以上では、原因を問わず要介護状態や要支援状態となったときに、
満₄0歳～満₆₄歳までの被保険者は、加齢に起因する特定の疾病が原因で要介護状態や要支援
状態となったときに受けることができます。

◦要介護状態および要支援状態の区分には、要支援 ₁ 、 ₂および要介護 ₁ ～ ₅の ₇ 段階があり
ます❺（要介護 ₅が最も重い状態です）。

◦要介護認定（要支援認定）の基準については全国一律に客観的に定められています。
◦申請の手続きなど、詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。

公的介護保険制度の被保険者でない場合、要介護認定（要支援認定）を受けることはできません。

お支払いの限度
◉介護保険金のお支払いは 1 回のみです（お支払いにより、この特約は消滅します）。

その他ご留意いただきたい事項
◉公的介護保険制度の改正が行われた場合には、当社は、主務官庁の認可を得て、「お支払
いする場合」を変更することがあります。「お支払いする場合」を変更する場合、当社はそ
の旨を改正に関する法令の公布の日から ₆カ月以内にあらかじめご契約者にご連絡します。

長期の海外渡航や海外への移住などにより、公的介護保険制度の被保険者
資格を喪失した場合には、要介護認定（要支援認定）を受けることはでき
ません。

ご注意

❶公的介護保険制度
➡参照 別表 9 ｢公
的介護保険制度｣

❷要介護 2以上の状
態
➡参照 別表₁0 ｢対
象となる要介護 ₂
以上の状態｣

❸歩行障害による要
介護状態・認知症に
よる要介護状態
➡参照 別表₁₁ ｢対
象となる歩行障害
による要介護状態､
認知症による要介
護状態｣

❹ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いしま
す。死亡保険金受取
人が存在しない契約
形態の場合で、ご契
約者が法人の場合
は、ご契約者である
法人にお支払いしま
す。

❺要介護状態や要支
援状態に該当するか
どうか、該当する場
合どの区分となるか
は、市町村に設置さ
れる介護認定審査会
において判定されま
す。

保険金のお支払い
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◉対象となる歩行障害による要介護状態、認知症による要介護状態とは、以下のとおりです。

歩行障害による
要介護状態

下表のａに該当し、かつ、下表のｂ～ｅのうち ₂ 項目以上に該当していること

認知症による
要介護状態

器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害が日常的かつ継続的に
あり、かつ、下表のｂ～ｅのいずれかに該当していること

（表）
ａ．歩行（歩幅や速度は問わず立った状態から ₅ ｍ以上歩くこと）

次のいずれかに該当すること
①杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしなければ、自分では歩行できない。
②杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしても、自分では歩行できず、他人が体を支える等
の直接的な介護を要する。

ｂ．衣服の着脱（用意された衣服を着たり、脱いだりすること。収納場所からの出し入れ等は含まない）
補助用具を使用したり、衣服を工夫したりしても、自分では衣服の着脱ができず、他人が衣服を着せる等の直接
的な介護を要する。

ｃ．入浴（浴槽を出入りすること。洗身や浴室への移動、衣服の着脱等は含まない）
補助用具を使用したり、浴槽を工夫したりしても、自分では入浴できず、他人が体を支える等の直接的な介護を
要する。

ｄ．食物の摂取（用意された食物を食べること。調理・配膳・後片付け等は含まない）
補助用具を使用したり、食物を選定・工夫したりしても、自分では食物の摂取ができず、他人が食物を口に運ぶ
等の直接的な介護を要する。

ｅ．排泄の後始末（大小便の排泄後の身体の汚れを拭き取ること）
補助用具を使用しても、自分では排泄の後始末ができず、他人が汚れを拭き取る等の直接的な介護を要する。

（注）上記について、時間帯や外的環境によって状況が異なる場合には、より頻回にみられる状況や日頃の状況に
基づくものとします。

保険金のお支払い
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お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

公的介護保険制度に基づき要介護 3 以上の認定を受けたとき、または寝たきりもしくは認知症による当社
の定める要介護状態に該当したときに、介護終身年金を一生涯にわたりお支払いします。
保険料払込期間満了後、所定の要介護状態に該当する前に死亡したときに、死亡給付金をお支払いします。

介護サポート終身年金特約 介護サポート終身年金特約[総
合保険用]特約条項

■要介護認定（要支援認定）とは■
◦公的介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態（要介護状態）に
なった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効
果的な状態（要支援状態）になった場合に、介護サービスを受けることができます。

◦介護サービスは、満₆₅歳以上では、原因を問わず要介護状態や要支援状態となったときに、
満₄0歳～満₆₄歳までの被保険者は、加齢に起因する特定の疾病が原因で要介護状態や要支援
状態となったときに受けることができます。

◦要介護状態および要支援状態の区分には、要支援 ₁ 、 ₂および要介護 ₁ ～ ₅の ₇ 段階があり
ます❹（要介護 ₅が最も重い状態です）。

◦要介護認定（要支援認定）の基準については全国一律に客観的に定められています。
◦申請の手続きなど、詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。

公的介護保険制度の被保険者でない場合、要介護認定（要支援認定）を受けることはできません。

₁　介護終身年金

お支払いする場合 お支払い額 受取人

介護
終身年金

₁ ．第 ₁ 回の介護終身年金は、被保険者が次のいずれか
の条件を満たしたとき
ア．公的介護保険制度❶に基づき、要介護 3 以上の状態❷

に該当すると認定され、その認定が効力を生じたとき
イ．次のいずれかを満たすことが、医師によって診

断確定されたとき
ａ．寝たきりによる要介護状態❸に該当し、その状態
が該当した日から起算して継続して₁₈0日あること

ｂ．認知症による要介護状態❸に該当し、その状態
が該当した日から起算して継続して₁₈0日あること

介護終身
年金年額

被保険者

₂ ．第 ₂ 回以後の介護終身年金は、第 ₁ 回の介護終身
年金が支払われた場合で、被保険者が第 ₁ 回の介護
終身年金のお支払いする場合に該当した日の年単位
の応当日に生存しているとき

◉第 ₁ 回の介護終身年金をお支払いした場合、その後のこの特約の特約保険料のお払込みは
不要です。

長期の海外渡航や海外への移住などにより、公的介護保険制度の被保険者
資格を喪失した場合には、要介護認定（要支援認定）を受けることはでき
ません。

ご注意

❹要介護状態や要支
援状態に該当するか
どうか、該当する場
合どの区分となるか
は、市町村に設置さ
れる介護認定審査会
において判定されま
す。

❶公的介護保険制度
➡参照 別 表 9 ｢ 公
的介護保険制度｣

❷要介護 3以上の状
態
➡参照 別表₂₁ ｢対
象となる要介護 3
以上の状態｣

❸寝たきりによる要
介護状態・認知症に
よる要介護状態
➡参照 別表₂₂ ｢対
象となる寝たきり
による要介護状態
または認知症によ
る要介護状態｣

保険金のお支払い
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₂　死亡給付金（保険料払込期間が有期の場合）

お支払いする場合 お支払い額 受取人

死亡給付金
被保険者が保険料払
込期間満了後に死亡
したとき

介護終身年金年額
×

₁0％❺
死亡保険金受取人

◦この特約の保険料払込期間には、一生涯お払込みいただく
終身と一定期間で満了する有期があります。

◦保険料払込期間が終身の場合、死亡給付金はありません。

第 ₁ 回の介護終身年金をお支払いした場合は、死亡給付金は
お支払いしません。

その他ご留意いただきたい事項
◉公的介護保険制度の改正が行われた場合には、当社は、主務官庁の認可を得て、「お支払い
する場合」を変更することがあります。「お支払いする場合」を変更する場合、当社はその
旨を改正に関する法令の公布の日から ₆カ月以内にあらかじめご契約者にご連絡します。

◉この特約の保険料払込期間中❻は、解約された場合などの返戻金をなくすこと、および、
保険料払込期間満了後に解約した場合などの返戻金の額を死亡給付金額までに抑制するこ
とにより、その分保険料を低めに設定しています。

❺死亡給付金支払い
の際、すでに介護終
身年金の支払事由が
発生していた場合
は、「介護終身年金
年額×₁0％」ではな
く、介護終身年金年
額と同額をお支払い
します。

❻保険料払込期間満
了後でも未払込保険
料がある場合は、保
険料払込期間中とし
て取り扱います。

保険金のお支払い
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◉対象となる寝たきりによる要介護状態または認知症による要介護状態とは、以下のとおりです。

寝たきりによる
要介護状態

常時寝たきり状態で、下表のａに該当し、かつ、下表のｂ～ｅのうち ₂ 項目以上に該当してい
ること

認知症による
要介護状態

器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害が日常的かつ継続的に
あり、かつ、下表のｂ～ｅのいずれかに該当していること

（表）

ａ．歩行（歩幅や速度は問わず立った状態から ₅ ｍ以上歩くこと）
杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしても、自分では歩行できず、他人が体を支える等の
直接的な介護を要する。

ｂ．衣服の着脱（用意された衣服を着たり、脱いだりすること。収納場所からの出し入れ等は含まない）
補助用具を使用したり、衣服を工夫したりしても、自分では衣服の着脱ができず、他人が衣服を着せる等の直接
的な介護を要する。

ｃ．入浴（浴槽を出入りすること。洗身や浴室への移動、衣服の着脱等は含まない）
補助用具を使用したり、浴槽を工夫したりしても、自分では入浴できず、他人が体を支える等の直接的な介護を
要する。

ｄ．食物の摂取（用意された食物を食べること。調理・配膳・後片付け等は含まない）
補助用具を使用したり、食物を選定・工夫したりしても、自分では食物の摂取ができず、他人が食物を口に運ぶ
等の直接的な介護を要する。

ｅ．排泄の後始末（大小便の排泄後の身体の汚れを拭き取ること）
補助用具を使用しても、自分では排泄の後始末ができず、他人が汚れを拭き取る等の直接的な介護を要する。

（注） 上記について、時間帯や外的環境によって状況が異なる場合には、より頻回にみられる状況や日頃の状況に
基づくものとします。

保険金のお支払い
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お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

所定の悪性新生物（がん）と診断確定されたとき（再発したときや転移したときを含みます）に、がん保
険金をお支払いします。

がん保障特約 がん保障特約［総合保険用］特
約条項

❸診断確定／病理組
織学的所見（生検）
により医師によって
なされることを要し
ます。ただし、病理
組織学的所見（生検）
が得られない場合に
は、他の所見による
診断確定も認めるこ
とがあります。

❹❺❻❼❽は次の
ページにあります。

❷所定の悪性新生物
（がん）／以下はお
支払いの対象となる
悪性新生物に含みま
せん。
◦上皮内がん（乳房・

膀胱・腎盂・尿管
等の非浸潤がん・
非侵襲がん、大腸
の粘膜内がん等）
および皮膚の悪性
黒色腫以外の皮膚
がん

◦国際対がん連合
（ＵＩＣＣ）の「ＴＮ
Ｍ分類」が「Ｔ0 」
のもの
なお、悪性・上皮内・
良性のいずれの新生
物にあたるかは、診
断確定されたときの

「国際疾病分類－腫
瘍学」をもとに判断
します。
➡参照 別表 ₄ ｢対象
となる悪性新生物｣

お支払いする場合 お支払い額 受取人

が
ん
保
険
金

【第 ₁ 回のがん保険金】
被保険者が次のいずれかに該当したとき
①責任開始日❶からその日を含めて90日を経過した日以

後に、はじめて所定の悪性新生物（がん）❷と診断確
定❸されたとき❹

②第 ₁ 回のがん保険金が支払われていない場合で、この
特約の復活の際の責任開始日からその日を含めて90日
を経過した日以後に、はじめて所定の悪性新生物（が
ん）❷と診断確定❸されたとき❹

がん保険金額 被保険者❼
【第 ₂ 回以後のがん保険金】
直前に支払われたがん保険金の支払事由に該当した日か
らその日を含めて ₂ 年を経過した日以後、次のいずれか
の所定の悪性新生物（がん）❷と診断確定❸されたとき❹

①すでに支払われたがん保険金の対象となった悪性新生
物が、内視鏡検査、画像検査または血液検査等により
認められない状態になった後、再発したもの

②すでに支払われたがん保険金の対象となった悪性新生
物が、別の臓器に遠隔転移❺したもの（同一臓器内❻

での転移は除きます。）
③すでに支払われたがん保険金の対象となった悪性新生

物とは関係のない、新たに生じた悪性新生物

❶復活が行われた場
合は復活の際の責任
開始日とします。

◦所定の悪性新生物（がん）と診断確定された時期が次のと
きは、がん保険金はお支払いしません。

◦この場合、特約を無効とし、次の金額をご契約者に払い戻
します。

診断確定の時期 払い戻す金額
この特約の付加の際の責任開始日か
らその日を含めて90日以内の場合

すでに払い込まれた特約の特約保険料

ご契約が失効した場合で、復活の際
の責任開始日からその日を含めて90
日以内の場合❽

次の ₁および ₂の合計額
₁ ．保険契約が効力を失った日の特約の返戻金
₂ ．保険契約が効力を失った日以後の、すでに

払い込まれた特約の特約保険料

保険金のお支払い
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❼ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いしま
す。死亡保険金受取
人が存在しない契約
形態の場合で、ご契
約者が法人の場合
は、ご契約者である
法人にお支払いしま
す。

❻皮膚や骨などは、
それぞれ「同一臓器」
です。たとえば、手
の皮膚に悪性黒色腫
が発生（診断確定）
した後に、その悪性
黒色腫が足の皮膚に
転移した場合は、同
一臓器内の転移にあ
たります。

❶復活が行われた場
合は復活の際の責任
開始日とします。

お支払いの限度
◉がん保険金にお支払いの限度はありません。

◉直前に支払われたがん保険金について「お支払いする場合」に該当した日から 2 年を経過
した後、新たに所定の悪性新生物（がん）と診断確定されたときは、何回でもがん保険金
をお支払いします。

特約によって、お支払いの対象となる悪性新生物（がん）の
範囲、お支払いの限度などが異なります。詳しくは、「悪性
新生物（がん）・上皮内新生物に関する取扱い」（　　　ページ）
をご覧ください。

₆3

その他ご留意いただきたい事項
◉この特約の更新限度の前 ₂ 年以内に、がん保険金の「お支払いする場合」に該当したとき
は、この特約はその「お支払いする場合」に該当した時にさかのぼって消滅します。

2 保険の特徴とし
くみ
特約の更新限度

（ ₁9ページ）

➡参照

責任開始日❶からその日を含めて90日以内にはじめて「が 
ん」と診断確定された場合

がん診断確定責任開始日
（がん保障特約）

がん保険金はお支払いせず、特約を無効とします。

90日

250_第1回支払いしない例-CC-2010.ai

43290-ベストスタイル見直し

直前のがん保険金のお支払事由に該当した日（①）からその
日を含めて ₂ 年以内に、再び「がん」と診断確定（②）され
た場合

がん診断確定
②

がん診断確定
①

直前の支払事由該当日から
2 年経過した日

がん保険金をお支払い がん保険金はお支払いしません。

2 年

250_第2回支払いしない例-CC-2010.ai

43290-ベストスタイル見直し

【第 1回のがん保険金をお支払いしない例】

【第 2回以後のがん保険金をお支払いしない例】

❹保険期間が効力を
失っている期間中に
診断確定された場合
を除きます。
➡参照 13 猶予期間
内に保険料のお払込
みがない場合のお取
扱い（解除、失効、
復活）（₁₁₆ページ）

❺がん細胞が血液や
リンパの流れに乗っ
て別の臓器で増殖す
ることをいいます。
がん細胞が直接的に
周囲の臓器に広がっ
ていく場合はこれに
含まれません。

❽ご契約が失効する
以前に第 ₁ 回のがん
保険金をお支払いし
ていた場合を除きま
す。

保険金のお支払い
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お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

悪性新生物（がん）・上皮内新生物と診断確定されたときに、がん・上皮内新生物保険金をお支払いします。

がん・上皮内新生物保障特約 がん・上皮内新生物保障特約［総
合保険用］特約条項

❸診断確定／病理組
織学的所見（生検）
により医師によって
なされることを要し
ます。ただし、病理
組織学的所見（生検）
が得られない場合に
は、他の所見による
診断確定も認めるこ
とがあります。

お支払いの限度
◉がん・上皮内新生物保険金のお支払いは、 1 回のみです（お支払いにより、この特約は消

滅します）。

特約によって、お支払いの対象となる悪性新生物（がん）・
上皮内新生物の範囲、お支払いの限度などが異なります。詳
しくは、「悪性新生物（がん）・上皮内新生物に関する取扱い」

（ ₆3ページ）をご覧ください。

❹ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いします。
死亡保険金受取人が
存在しない契約形態
の場合で、ご契約者
が法人の場合は、ご
契約者である法人に
お支払いします。

❷悪性新生物（が
ん）・上皮内新生物／
非浸潤がん・非侵襲
がん、皮膚がんもお
支払いの対象に含み
ます。
ただし、国際対がん
連合（ＵＩＣＣ）の「Ｔ
ＮＭ分類」が「Ｔ 0 」
のものは含みません。
なお、悪性・上皮内・
良性のいずれの新生
物にあたるかは、診
断確定されたときの

「国際疾病分類－腫
瘍学」をもとに判断
します。
➡参照 別表 ₅ ｢対
象となる悪性新生
物 ･ 上皮内新生物｣

お支払いする場合 お支払い額 受取人

がん・
上皮内新生物

保険金

被保険者が責任開始日❶からその日を含めて
90日を経過した日以後に、悪性新生物（が
ん）・上皮内新生物❷と診断確定❸されたとき

がん・
上皮内新生物

保険金額
被保険者❹

◦悪性新生物（がん）・上皮内新生物と診断確定された時期が
次のときは、がん・上皮内新生物保険金はお支払いしません。

◦この場合、特約を無効とし、次の金額をご契約者に払い戻
します。

診断確定の時期 払い戻す金額
この特約の付加の際の責任開始日か
らその日を含めて90日以内の場合

すでに払い込まれた特約の特約保険料

ご契約が失効した場合で、復活の際
の責任開始日からその日を含めて90
日以内の場合

次の ₁および ₂の合計額
₁ ．保険契約が効力を失った日の特約の返戻金
₂ ．保険契約が効力を失った日以後の、すでに

払い込まれた特約の特約保険料

【がん・上皮内新生物保険金をお支払いしない例】

責任開始日❶からその日を含めて90日以内にはじめて「がん」
と診断確定された場合

がん診断確定責任開始日
（がん・上皮内
新生物保障特約） がん・上皮内新生物保険金はお支払いせず、

特約を無効とします。

90日

247-がん_支払いしない例-2010.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

❶復活が行われた場
合は復活の際の責任
開始日とします。
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₁　お支払いの対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新生物の範囲
お支払いの対象となる場合：○　お支払いの対象とならない場合：—

取扱いの異なる保険金
（特約名）などの例

悪性新生物（がん）・
上皮内新生物の種類

がん保
険 金

（がん保
障特約）

がん・上皮
内新生物保
険金（がん・
上皮内新生
物 保 障 特
約）

がんによる
特約保険料
払 込 免 除

（がん保険
料払込免除
特約）

入 院 
給 付 金

（ 新 ・ 入
院 特 約 、
終身入院
特約）

通院治療
給 付 金

（退院後通
院治療保
障特約）

悪性
新生物

（がん）

皮膚がん以外の悪性新生物 ○※ ○ ○※ ○ ○

皮
膚
が
ん

皮膚の悪性黒色腫❶ ○※ ○ ○※ ○ ○

皮膚の悪性黒色腫
以外の皮膚がん ― ○ ― ○ ○

上皮内新生物❷ ― ○ ― ○ ○
※　組織への浸潤（しんじゅん：悪性新生物（がん）の細胞が次第に周囲の組織に入り込み、広がっていくこと）
がある場合、お支払いの対象となります。

₃　お支払いの限度

取扱いの異なる保険金（特約名）などの例 お取扱い

がん保険金
（がん保障特約）

お支払いの限度はありません。
（所定の条件を満たす場合、何回でもお支払いします）

がん・上皮内新生物保険金
（がん・上皮内新生物保障特約）

お支払いは ₁ 回のみです。
（お支払いにより特約は消滅します）

入院給付金
（新・入院特約、終身入院特約）

悪性新生物（がん）・上皮内新生物を原因とする入院
については、お支払いの限度はありません❻。

通院治療給付金
（退院後通院治療保障特約）

悪性新生物（がん）・上皮内新生物を原因とする入院
後の通院については、お支払いの限度がⅠ型は₄0万
円、Ⅱ型は₈0万円、Ⅲ型は₁₂0万円となります。なお、
支払対象期間は₇30日となります❼。

❶皮膚の悪性黒色腫
／皮膚の悪性新生物
の一種で、メラノー
マと呼ばれることも
あります。再発・転
移を起こしやすいも
のです。

❷上皮内新生物／悪
性新生物（がん）の
細胞が、臓器の表層
部分にとどまってい
る初期段階のがんを
いい、たとえば、子
宮の上皮内がん、食
道の上皮内がんなど
があります。

❸復活が行われた場
合は復活の際の責任
開始日とします。

❹診断確定／病理組
織学的所見（生検）
により医師によって
なされることを要し
ます。ただし、病理
組織学的所見（生検）
が得られない場合に
は、他の所見による
診断確定も認めるこ
とがあります。

特約によって、お支払いの対象となる範囲、お支払いの限度などが異なります。

悪性新生物（がん）・上皮内新生物に
関する取扱い

❻入院給付金のお支
払いの限度
➡参照 6 保険金な
どのお支払い 新・入
院特約（ ₆9ページ）、
終身入院特約（ ₇₁
ページ︶

❼通院治療給付金の
お支払いの限度
➡参照 6 保険金な
どのお支払い 退院後
通院治療保障特約

（ ₈3ページ）

❺ご契約が失効する
以前に第 ₁ 回のがん
保険金をお支払いし
ていた場合を除きま
す。

₂　 責任開始日❸から₉₀日以内に対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新
生物と診断確定❹された場合の取扱い

取扱いの異なる保険金（特約名）などの例 お取扱い

がん保険金
（がん保障特約）

保険金のお支払いはできません❺。また、特約は無効
となります。

（払い戻す金額については     ページをご覧ください）

がん・上皮内新生物保険金
（がん・上皮内新生物保障特約）

保険金のお支払いはできません。また、特約は無効と
なります。

（払い戻す金額については     ページをご覧ください）

がんによる特約保険料払込免除
（がん保険料払込免除特約）

特約保険料のお払込みは免除されません。また、特約
は無効となります。

（払い戻す金額については     ページをご覧ください）

入院給付金
（新・入院特約、終身入院特約） 責任開始時以後の発病であれば90日以内に診断確定さ

れた場合でも、お支払いの対象となります。通院治療給付金
（退院後通院治療保障特約）

₆0

₆₂

₁₂₇
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お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

重度疾病（急性心筋梗
こう

塞
そく

、脳卒中、重度の糖尿病、重度の高血圧性疾患（高血圧性網膜症）、慢性腎不全、
肝硬変、重度の慢性膵

すい

炎）により所定の状態に該当したときに、それぞれの重度疾病について重度疾病保
険金をお支払いします。

重度疾病継続保障特約 重度疾病継続保障特約［総合保
険用］特約条項

お支払いする場合 お支払い額 受取人

重度疾病保険金
被保険者が重度疾病に
よる所定の状態に該当
したとき

重度疾病保険金額 被保険者❶

◉重度疾病による所定の状態❷とは、以下のいずれかをいいます。それぞれの重度疾病につ
いて ₁ 回ずつ重度疾病保険金をお支払いします。

重度疾病 所定の状態

₁ ．急性心筋梗
こう

塞
そく

❸
急性心筋梗塞を発病し、初診日からその日をふくめて₆0日以上、労
働の制限を必要とする状態❹が継続したと医師によって診断された
とき、またはその疾病の治療のための手術❺を受けたとき

₂ ．脳卒中
（くも膜下出血、
脳内出血、脳梗塞）

脳卒中を発病し、初診日からその日をふくめて₆0日以上、言語障害、
運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師に
よって診断されたとき、またはその疾病の治療のための手術❺を受
けたとき

3 ．重度の糖尿病
糖尿病を発病し、日常的かつ継続的なインスリン療法❻を₁₈0日間
継続して受けたとき

₄ ．重度の高血圧性
疾患

（高血圧性網膜症）

高血圧性疾患を発病し、その発病により高血圧性網膜症❼であると
医師によって診断されたとき

₅ ．慢性腎不全
慢性腎不全の状態になったと医師によって診断され、永続的な人工
透析療法❽を開始したとき

₆ ．肝硬変
肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見（生検）に
より診断されたとき

₇ ．重度の慢性膵
すい

炎
慢性膵炎であると、医師によって診断されたとき。ただし、特徴的
な画像所見または組織所見が認められる状態❾に限ります

急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、
慢性膵炎になられても、所定の状態に該当しない場合はお支
払いできません。

❶ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いしま
す。死亡保険金受取
人が存在しない契約
形態の場合で、ご契
約者が法人の場合
は、ご契約者である
法人にお支払いしま
す。

❸急性心筋梗塞／慢
性や陳旧性の心筋梗
塞および狭心症など
は含まれません。

❹労働制限を必要と
する状態／軽い家事
等の軽労働や事務等
の座業はできるが、
それ以上の活動は制
限を必要とする状態
をいいます。

❷重度疾病による所
定の状態
➡参照 別表₁₈ ｢対
象となる急性心筋
梗塞､ 脳卒中､ 糖
尿病､ 高血圧性疾
患 ､ 慢 性 腎 不 全 ､
肝硬変､ 慢性膵炎｣

❺❻❼❽❾は次の
ページにあります。
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❻インスリン療法／
妊娠・分娩にかかわる
インスリン療法は含
みません。また経口血
糖降下剤によっては
血糖値上昇を抑制で
きない場合に限ります。

❽人工透析療法／血
液透析法または腹膜
灌流法により血液浄化
を行う療法をいいます。
ただし、一時的な人工
透析療法を除きます。

❼高血圧性網膜症／
キース・ワグナー分
類において 3 群また
は ₄ 群の眼底所見を
示す状態をいいます。
➡参照 別表 ₈ ｢キー
ス ･ワグナー分類
︵Ｋｅｉｔʰ︲Ｗａɡｅｎｅｒ分
類､ ＫＷ分類︶｣

❾特徴的な画像所見
または組織所見が認
められる状態／「慢
性膵炎臨床診断基準
₂009」に規定される

「確診所見」または
「準確診所見」のい
ずれかが認められる
状態をいいます（そ
の診断基準に基づき
早期慢性膵炎と診断
された場合は「お支
払いする場合」に該
当しません）。
➡参照 別表₂0 ｢慢
性膵炎により特徴的
な画像所見または組
織所見が認められる
状態｣

❺手術／開頭術、開
胸術、ファイバース
コープ手術または血
管カテーテル手術を
いいます。吸引、穿

せん

刺
し

、洗浄などの処置
および神経ブロック
は除きます。
➡参照 別表₁9 ｢急
性心筋梗塞または
脳卒中についての
重度疾病保険金の
支払対象となる手
術｣

お支払いの限度
◉「 ₁ ．急性心筋梗

こう

塞
そく

」から「 ₇ ．重度の慢性膵
すい

炎」までのそれぞれの重度疾病についての
重度疾病保険金のお支払いは、保険期間を通じて ₁ 回のみです（この特約が更新される場
合、更新前の保険期間と更新後の保険期間を通じて ₁ 回のみです）。

◉「 ₁ ．急性心筋梗塞」から「 ₇ ．重度の慢性膵炎」までのすべての重度疾病について重度
疾病保険金をお支払いした場合には、この特約は消滅します。

その他ご留意いただきたい事項
◉重度疾病保険金の「お支払いする場合」にかかわる医療技術等が将来変更された場合には、

当社は、主務官庁の認可を得て、「お支払いする場合」を変更することがあります。この
場合、当社はその旨を遅滞なくご契約者にご連絡します。

◉「 ₁ ．急性心筋梗塞」から「 ₇ ．重度の慢性膵炎」までのすべての重度疾病について重度
疾病保険金をお支払いし、この特約が消滅するまでは、引き続き、特約保険料をお払い込
みいただきます（重度疾病保険金のお支払いによる特約保険料の変更（減少）はありませ
ん）。

【お支払いする場合に該当する例・しない例】

責任開始時

重度疾病①
（急性心筋梗塞）

重度疾病②
（急性心筋梗塞）

重度疾病③
（重度の慢性膵炎）

重度疾病④
（重度の糖尿病）

重度疾病①

重度疾病保険金

重度疾病②

重度疾病③

重度疾病④

重度疾病保険金をお支払いしますが、
特約は消滅しません。

すでにお支払いした重度疾病とは別
の重度疾病のため、お支払いします。

すでにお支払いした重度疾病のた
め、お支払いしません。

350_支払い例-1606-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

保険金のお支払い

65

もくじ に戻る



お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

不慮の事故または特定感染症によって死亡したときに災害死亡保険金を、不慮の事故によって所定の障害
状態に該当したときに障害の程度に応じて障害給付金をお支払いします。

₁　災害死亡保険金

お支払いする場合 お支払い額 受取人

災害死亡保険金

被保険者が不慮の事故❶に
より、その事故の日から
₁₈0日以内に死亡したとき 災害死亡保険金額 死亡保険金受取人
被保険者が特定感染症❷に
より死亡したとき

◉同一の不慮の事故によって障害給付金をすでにお支払いしているときやお支払いすること
としたときは、災害死亡保険金額からその障害給付金額を差し引いてお支払いします。

傷害特約 傷害特約［総合保険用］特約条
項

❷特定感染症／コレ
ラ、腸管出血性大腸
菌感染症などです。
➡参照 別表₁₂ ｢対
象となる特定感染
症｣

❶不慮の事故／急激
かつ偶発的な外来の
事故（交通事故など）
をいいます。
➡参照 別表 ₂ ｢対象
となる不慮の事故｣

❹ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いします。

❺更新前と更新後で
支払われた給付割合
を通算します。

お支払いの限度
◉障害給付金のお支払いは、給付割合❺を通算して10割を限度とします。

「身体障害表」の等級は、身体障害者福祉法で定められてい
る身体障害の等級、各種公的年金制度から支給されている障
害年金の等級などとは異なります。

お支払いする場合 お支払い額 受取人

障害給付金

被保険者が不慮の事故によ
り、その事故の日から₁₈0日
以内に身体障害表❸の第 ₁ 級
から第 ₆ 級までの障害状態に
該当したとき

災害死亡保険金額
×

身体障害表に
定める給付割合

被保険者❹

◉障害給付金の「お支払いする場合」となる障害状態は、別表13「身体障害表（障害給付金
の支払対象となる障害状態および給付割合）」の43項目に限ります。この43項目の障害状態
のいずれにも該当しない場合、障害給付金はお支払いできません。

₂　障害給付金

❸身体障害表
➡参照 別表₁3 ｢身
体障害表︵障害給付
金の支払対象となる
障害状態および給付
割合︶｣
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◉障害給付金の支払対象となる障害状態および給付割合は、以下のとおりです。

等級 障害状態 給付割合

第 ₁ 級

₁ ．両眼の視力を全く永久に失ったもの

₁0　割

₂ ．言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3 ．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を

要するもの
₄ ．両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
₅ ．両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
₆ ． ₁ 上肢を手関節以上で失い、かつ、 ₁ 下肢を足関節以上で失ったかまたは
その用を全く永久に失ったもの

₇ ． ₁ 上肢の用を全く永久に失い、かつ、 ₁ 下肢を足関節以上で失ったもの

第 ₂ 級

₈ ． ₁ 上肢および ₁ 下肢の用を全く永久に失ったもの

₇ 　割

9 ．₁0手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
₁0． ₁ 肢に第 3 級の₁3から₁₅までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の ₁

肢に第 3 級の₁3から₁₅までまたは第 ₄ 級の₂₁から₂₅までのいずれかの身体障
害を生じたもの

₁₁．両耳の聴力を全く永久に失ったもの

第 3 級

₁₂． ₁ 眼の視力を全く永久に失ったもの

₅ 　割

₁3． ₁ 上肢を手関節以上で失ったかまたは ₁ 上肢の用もしくは ₁ 上肢の 3 大関
節中の ₂ 関節の用を全く永久に失ったもの

₁₄． ₁ 下肢を足関節以上で失ったかまたは ₁ 下肢の用もしくは ₁ 下肢の 3 大関
節中の ₂ 関節の用を全く永久に失ったもの

₁₅． ₁ 手の ₅ 手指を失ったかまたは第 ₁ 指（母指）および第 ₂ 指（示指）を含
んで ₄ 手指を失ったもの

₁₆．₁0足指を失ったもの
₁₇．脊

せき

柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

第 ₄ 級

₁₈．両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの

3 　割

₁9．言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
₂0．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生

活動作が著しく制限されるもの
₂₁． ₁ 上肢の 3 大関節中の ₁ 関節の用を全く永久に失ったもの
₂₂． ₁ 下肢の 3 大関節中の ₁ 関節の用を全く永久に失ったもの
₂3． ₁ 下肢が永久に ₅センチ以上短縮したもの
₂₄． ₁ 手の第 ₁ 指（母指）および第 ₂ 指（示指）を失ったかまたは第 ₁ 指（母

指）および第 ₂ 指（示指）のうち少なくとも ₁ 手指を含んで 3 手指以上を
失ったもの

₂₅． ₁ 手の ₅ 手指の用を全く永久に失ったかまたは第 ₁ 指（母指）および第 ₂
指（示指）を含んで 3 手指以上の用を全く永久に失ったもの

₂₆．₁0足指の用を全く永久に失ったもの
₂₇． ₁ 足の ₅ 足指を失ったもの

保険金のお支払い
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等級 障害状態 給付割合

第 ₅ 級

₂₈． ₁ 上肢の 3 大関節中の ₂ 関節の機能に著しい障害を永久に残すもの

₁.₅　割

₂9． ₁ 下肢の 3 大関節中の ₂ 関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
30． ₁ 手の第 ₁ 指（母指）もしくは第 ₂ 指（示指）を失ったか、第 ₁ 指（母指）
もしくは第 ₂ 指（示指）を含んで ₂ 手指を失ったかまたは第 ₁ 指（母指）お
よび第 ₂ 指（示指）以外の 3 手指を失ったもの

3₁． ₁ 手の第 ₁ 指（母指）および第 ₂ 指（示指）の用を全く永久に失ったもの
3₂． ₁ 足の ₅ 足指の用を全く永久に失ったもの
33．両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
3₄． ₁ 耳の聴力を全く永久に失ったもの
3₅．鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの
3₆．脊

せき

柱（頸
けい

椎
つい

を除く）に運動障害を永久に残すもの

第 ₆ 級

3₇． ₁ 上肢の 3 大関節中の ₁ 関節の機能に著しい障害を永久に残すもの

₁ 　割

3₈． ₁ 下肢の 3 大関節中の ₁ 関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
39． ₁ 下肢が永久に 3センチ以上短縮したもの
₄0． ₁ 手の第 ₁ 指（母指）もしくは第 ₂ 指（示指）の用を全く永久に失ったか、

第 ₁ 指（母指）もしくは第 ₂ 指（示指）を含んで ₂ 手指以上の用を全く永久
に失ったかまたは第 ₁ 指（母指）および第 ₂ 指（示指）以外の ₂ 手指もしく
は 3 手指の用を全く永久に失ったもの

₄₁． ₁ 手の第 ₁ 指（母指）および第 ₂ 指（示指）以外の ₁ 手指または ₂ 手指を
失ったもの

₄₂． ₁ 足の第 ₁ 指（母指）または他の ₄ 足指を失ったもの
₄3． ₁ 足の第 ₁ 指（母指）を含んで 3 足指以上の用を全く永久に失ったもの

障害給付金の計算に際して用いる給付割合は、次のとおりとします。
⑴　 ₁ 種目の障害状態に該当した場合
　　その障害状態が属する等級の給付割合
⑵　 ₂ 種目以上の障害状態に該当した場合
　　それぞれの障害状態が属する等級の給付割合の合計割合。ただし、それらの障害状態が身体の同一部

位に生じた場合には、最も上位の種目の障害状態が属する等級の給付割合
⑶　すでに障害状態のある身体の同一部位に加重して障害状態が生じた場合
　　加重の結果新たに生じた障害状態が属する等級の給付割合からすでにある障害状態が属する等級の給

付割合を差し引いて得た給付割合
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お支払いする場合 お支払い額 受取人

入院給付金 被保険者が入院したとき
１回の入院につき
入院給付金日額
×入院日数❶

被保険者❷

❶入院日数／暦
こよみ

の上
での日を単位として
数え、入院開始日か
らお支払いします。
たとえば、午前中に
入院し当日の夕方に
退院した場合でも ₁
日として数えます。
また、入院の有無は、
入院基本料の支払い
の有無などを参考に
して判断します。

お支払いの限度
◉入院給付金のお支払いの限度は、以下のとおりです。

₁ 回の入院の限度 支払日数 180日 分（➡事例 ₁ ）

支払日数を通算した限度 支払日数❹を通算して 1,095日 分

◉同じ原因（医学上重要な関係❺があると認められる場合を含みます）により ₂ 回以上の入
院をした場合❻、 1 回の入院とみなして ₁ 回の入院の限度（支払日数₁₈0日分）を適用し
ます。（➡事例 ₂ ）

◉悪性新生物（がん）・上皮内新生物❼の治療を目的とする入院については、支払日数の限
度はなく、入院日数のすべてをお支払いの対象とします。（➡事例 3 ）

お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

入院したときに、入院給付金をお支払いします。

新・入院特約 新・入院特約［総合保険用］特
約条項

お支払いの対象となる「入院」とは、医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みま
す）による治療（柔道整復師による施術を含みます）が必要であり、かつ自宅等での治
療が困難なため、病院または診療所❸に入り、常に医師の管理下において治療に専念す
ることをいいます。

以下はお支払いの対象となる入院には該当しません。
◦美容上の処置のための入院
◦病気を直接の原因としない不妊手術のための入院
◦正常な分娩（自然頭位分娩など）のための入院
◦治療を伴わない人間ドック検査のための入院
◦ 自宅での治療または通院による治療が可能であるに
もかかわらず入院している場合

◦外泊や外出を繰り返し、治療に専念しない場合

◉お支払いの対象となる「入院」

❷ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いしま
す。死亡保険金受取
人が存在しない契約
形態の場合で、ご契
約者が法人の場合
は、ご契約者である
法人にお支払いしま
す。

❹❺❻❼は次のペー
ジにあります。

❸病院または診療所
／次のいずれかに該
当したものとします。
⑴　医療法に定める

日本国内にある病
院または患者を入
院させるための施
設を有する診療所

（四肢における骨
折、脱臼、捻挫ま
たは打撲に関し施
術を受けるため、
柔道整復師法に定
める施術所に入院
した場合には、そ
の施術所を含みま
す）

⑵　上記⑴と同等の
日本国外にある医
療施設
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❺医学上重要な関係
／病名が違っていて
も、医学上特に関連
があるとされる一連
の病気を指します。
たとえば、
◦高血圧とそれに起

因する心臓疾患あ
るいは腎臓疾患

◦胆石症とそれに起
因する胆のう炎あ
るいは胆管炎

◦高
こう

尿
にょう

酸
さん

血
けっ

症
しょう

とそ
れに起因する痛風
などをいいます。

❻入院給付金が支払
われることとなった
前回の入院の退院日
の翌日から₁₈0日経
過後に開始した入院
の場合を除きます。

❹更新前と更新後で
支払われた支払日数
を通算します。

❼悪性新生物（が
ん）・上皮内新生物
➡参照 別 表 ₅ ｢ 対
象となる悪性新生
物 ･ 上皮内新生物｣

事例 1　限度を超過した場合
◦脳梗

こう

塞
そく

で₂00日入院したとき

180日分のみお支払い

180日限度

入院
200日

1回の入院の限度
（支払日数180日分）
を超える20日分はお
支払いできません。

622_事例1-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

【 1回の入院の限度の例】

事例 3　悪性新生物（がん）・上皮内新生物の治療を目的として入院した場合
◦上記事例 ₁ 、事例 ₂で病気が胃がんのとき

事例 2　同じ原因により 2 回以上入院した場合
◦脳梗

こう

塞
そく

で₁00日入院（入院①）した後、退院日の翌日から₁₈0日以内に同じ脳梗塞で₁00
日再入院（入院②）、合計₂00日入院したとき

悪性新生物（がん）・上皮内新生物による入院のため、支払日数の限度はなく、入院
日数のすべてをお支払いの対象とします。

100日分
お支払い

80日分
お支払い

入院①の退院日の
翌日から180日以内
に入院②を開始

入院①と入院②は同じ原因に
よる180日以内の入院のため、
1回の入院とみなし、1回の入
院の限度である180日分のみお
支払い（入院①100日分、入院
②80日分） 180日限度

入院①
100日

入院②
100日

1回の入院の限度
（支払日数180日分）
を超える20日分はお
支払いできません。

622_事例2-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

➡参照
悪性新生物（がん）・
上皮内新生物に関す
る取扱い

（ ₆3ページ）
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❶入院日数／暦
こよみ

の上
での日を単位として
数え、入院開始日か
らお支払いします。
たとえば、午前中に
入院し当日の夕方に
退院した場合でも ₁
日として数えます。
また、入院の有無は、
入院基本料の支払い
の有無などを参考に
して判断します。

❸医学上重要な関係
／病名が違っていて
も、医学上特に関連
があるとされる一連
の病気を指します。
たとえば
◦高血圧とそれに起

因する心臓疾患あ
るいは腎臓疾患

◦胆石症とそれに起
因する胆のう炎あ
るいは胆管炎

◦高
こう

尿
にょう

酸
さん

血
けっ

症
しょう

とそ
れに起因する痛風
などをいいます。

お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

入院したときに、入院給付金をお支払いします。
保険料払込期間満了後に死亡したときに、死亡給付金をお支払いします。

終身入院特約 終身入院特約［総合保険用］特
約条項

お支払いする場合 お支払い額 受取人

入院給付金 被保険者が入院したとき
1回の入院につき

入院給付金日額×入院日数❶ 被保険者❷

◉お支払いの対象となる入院について、「◉お支払いの対象となる「入院」」（ ₆9ページ）を
ご参照ください。

❷ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いしま
す。死亡保険金受取
人が存在しない契約
形態の場合で、ご契
約者が法人の場合
は、ご契約者である
法人にお支払いしま
す。

❹❺は次のページに
あります。

₁　入院給付金

お支払いの限度
◉入院給付金のお支払いの限度は以下のとおりです。

₁ 回の入院の限度 支払日数 180日 分

支払日数を通算した限度 支払日数を通算して 1,095日 分

◉同じ原因（医学上重要な関係❸があると認められる場合を含みます）により ₂ 回以上の入
院をした場合❹、 1 回の入院とみなして ₁ 回の入院の限度（支払日数₁₈0日分）を適用し
ます。

◉悪性新生物（がん）・上皮内新生物❺の治療を目的とする入院については、支払日数の限
度はなく、入院日数のすべてをお支払いの対象とします。

◉お支払いの限度に関する事例は、【 1回の入院の限度の例】（ ₇0ページ）の事例 ₁ ・ ₂ ・ 3
をご参照ください。

お支払いする場合 お支払い額 受取人

死亡給付金
被保険者が保険料払込期
間満了後に死亡したとき

入院給付金日額×₁0
死亡保険金

受取人

₂　死亡給付金（保険料払込期間が有期の場合）

◦この特約の保険料払込期間には、一生涯お払込みいただく
終身と一定期間で満了する有期があります。

◦保険料払込期間が終身の場合、死亡給付金はありません。
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その他のご留意いただきたい事項
◉この特約の保険料払込期間中❻は、解約された場合などの返戻金をなくすこと、および、

保険料払込期間満了後に解約した場合などの返戻金の額を死亡給付金額までに抑制するこ
とにより、その分保険料を低めに設定しています。

❻保険料払込期間満
了後でも未払込保険
料がある場合は、保
険料払込期間中とし
て取り扱います。

❺悪性新生物（が
ん）・上皮内新生物
➡参照 別表 ₅ ｢対
象となる悪性新生
物 ･ 上皮内新生物｣

❹入院給付金が支払
われることとなった
前回の入院の退院日
の翌日から₁₈0日経
過後に開始した入院
の場合を除きます。
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■お支払い額の計算について■
◦診療報酬点数は、通常、病院または診療所が発行する領収証に内訳が記載されています。

　　領収証見本（この領収証見本は一例です。書式や記載内容が異なることがあります。）

◦この例の場合、枠の部分が「入院中の療養に係る診療報酬点数」になり（食事療養費、生活
療養費、保険外負担❹は含まれません）、₄3,9₄₄点ですので、Ⅲ型付加の場合、入院治療給付
金のお支払い額は43,944× 3 円＝131,832円となります。

◦高額療養費の支給がある場合、領収証の負担額欄には支給額を差し引いた金額が表示される
ことがあります。入院治療給付金は、高額療養費の支給の有無にかかわらず、診療報酬点数
に応じた金額をお支払いします。

お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

入院中の療養に係る診療報酬点数に応じて、入院治療給付金をお支払いします。

入院治療保障特約 入院治療保障特約［総合保険用］
特約条項

お支払いする場合 お支払い額 受取人型

入
院
治
療
給
付
金

被保険者が公的医療保
険制度❶の保険給付の
対象となる入院をした
とき

Ⅰ型 入院中の療養に係る診療報酬点数❷ × ₁ 円
被
保
険
者
❸

Ⅱ型 入院中の療養に係る診療報酬点数❷ × ₂ 円

Ⅲ型 入院中の療養に係る診療報酬点数❷ × 3 円

❷診療報酬点数／厚
生労働省告示に基づ
き定められた医療行
為に対する点数で、
₁ 点の単価を₁0円と
して医療費を計算し
ます（そのうちの一
定割合を患者が自己
負担します）。

❸ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いしま
す。死亡保険金受取
人が存在しない契約
形態の場合で、ご契
約者が法人の場合
は、ご契約者である
法人にお支払いしま
す。

❶公的医療保険制度
／健康保険、国民健
康保険などがありま
す。
➡参照 別表₁₄｢公的
医療保険制度｣

❹保険外負担／たと
えば、差額ベッド代
などです。

領　　　収　　　証

患者番号

受診科

保　険

保険外
負　担

入・外 領収書Ｎｏ．

初・再診料 入院料等 医学管理等 在宅医療 検査 投　　　薬

注　　　射 リハビリテーション 精神科専門療法 処　　　置

保　険

東京都○○区○○　○－○－○
　　○○○病院　　○   ○      ○   ○

負担額

保険外負担

領収印

保　険
（食事・生活）

領収額
合　計

病理診断

先進医療 差額室料

（内訳）

その他

診断群分類（ＤＰＣ） 食事療養 生活療養

発　行　日 費　用　区　分 本・家 区　分

氏　　　　　　名

点 点 点 点 点 点 点

点

円
円 円 円

円 円 円

円

点 点 点

円点 点 円

点

円

円

　様

手　　　術

合　計

画像診断

麻　　　酔

点

負担割合

放射線治療

点

外科 入院 012345

0

27,000 131,830

439,440

7,020

17,280

27,000

165,850

27,000

822

0

13,280

0

0

0

0

17,280

0

1,804

2,235

22,890

348

1,046

1,519

0

0

1234

○年○月○日 ○○○○ 3 割

○○　○○

本人

624_領収証見本-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

入院された
場 合 に は

「入院」と表
示されます。 診療報酬

点数の合計
₄3,9₄₄点

●領収証を保管してください
入院治療給付金のご請求の際、診療報酬点数が記載された
領収証が必要となりますので、病院または診療所が発行し
た領収証を大切に保管してください。

保険金のお支払い

73次のページにつづきます

もくじ に戻る



◦入院を伴わない療養はお支払いの対象になりません。お支払いの対象と
なる入院について、「◉お支払いの対象となる「入院」」（ ₆9ページ）をご
参照ください。

◦自由診療や労災（労働者災害補償保険）・自賠責（自動車損害賠償責任保
険）・公的介護保険が適用された場合、公的医療保険の保険給付が差し止
められた場合などで、「公的医療保険制度の保険給付の対象」とならない
ときは、入院治療給付金はお支払いできません。

◦長期の海外渡航や海外への移住などにより、公的医療保険制度の被保険
者資格を喪失した状態で入院した場合には、入院治療給付金はお支払い
できません。

●診療報酬点数が算定される場合でもお支払いの対象にならないこ
とがあります。
◦免責事由❺に該当する入院中の療養や、入院中に入院の原因とは関係の
ない療養（虫歯の通院療養など）を受けた場合は、それらの療養に係
る診療報酬点数はお支払いの対象とはなりません。

◦免責事由に該当する入院中に、免責事由に該当しない疾病が見つかり、
その療養を受けた場合は、その療養に係る診療報酬点数はお支払いの
対象となることがあります。（➡事例）

ご注意

❺免責事由
➡参照 7 保険金な
どをお支払いできな
い場合（₁0₂ページ）

【免責事由に該当する入院中に、他の疾病が見つかり、お支払いの対象となる場合の具体例】

事例　酒気帯び運転中の全身打撲により入院したが、入院中の検査で胃がんが見つかり、がん
の治療を受けた場合

がんの入院はお支払いの対象とな
るので、がん治療に係る診療報酬
点数については入院治療給付金を
お支払いします。

酒気帯び運転は免責事由❺に該当し、そ
れによる入院についてはお支払いの対象
とはなりません。

胃がんの治療

酒気帯び運転中の全身打撲の治療

入院期間

624_具体例-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

海外で入院した場合などで、入院治療給付金のお支払い対象
となる入院をしたにもかかわらず、診療報酬点数が算定され
ない場合は、入院日数×所定の金額（Ⅰ型₁,₇00円、Ⅱ型3,300
円、Ⅲ型₅,000円）をお支払いします。

保険金のお支払い

74次のページにつづきます
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❼医学上重要な関係
／病名が違っていて
も、医学上特に関連
があるとされる一連
の疾病を指します。
たとえば、
◦高血圧とそれに起

因する心臓疾患あ
るいは腎臓疾患

◦胆石症とそれに起
因する胆のう炎あ
るいは胆管炎

◦ 高
こうにょうさんけっしょう

尿 酸 血 症と
それに起因する痛
風
などをいいます。

お支払いの限度
◉入院治療給付金のお支払いの限度は、それぞれ以下のとおりです。

型 1回の入院のお支払い限度 お支払い金額❻を通算した限度

Ⅰ型 30万円

600万円Ⅱ型 60万円

Ⅲ型 90万円

※同じ原因（医学上重要な関係❼があると認められる場合を含みます）により ₂ 回以上の入
院をした場合❽、 1 回の入院とみなして ₁ 回の入院の限度を適用します。

◉入院治療給付金のお支払いの累計が、₆00万円の限度に達したとき、この特約は消滅します。

その他のご留意いただきたい事項
◉公的医療保険制度の改正が行われた場合には、当社は、主務官庁の認可を得て、「お支払
いする場合」を変更することがあります。「お支払いする場合」を変更する場合、当社はそ
の旨を改正に関する法令の公布の日から ₆カ月以内にあらかじめご契約者にご連絡します。

型の変更
◉所定の範囲内で、以下のとおり変更することができます。

変更前 変更後 変更の際の取扱い

Ⅰ型

Ⅲ型

◦被保険者の公的医療保険制度の自己負担割合が変更とな
る場合に取り扱います｡ 型の変更に際しては､ 当社の定
める方法によって計算した金額のお払込みおよび告知が
必要です｡

◦当社が承諾した場合、告知があった日の属する月の翌月
の契約応当日から、変更後の型による保障が開始します。

Ⅱ型

Ⅱ型 Ⅰ型 ◦ご契約者は、いつでも変更することができます。
◦当社が承諾した場合、承諾した日から、変更後の型によ
る保障が開始します。Ⅲ型

Ⅰ型または
Ⅱ型

◉公的医療保険制度における自己負担割合が変更となる場合でも、型は自動的に変更になり
ません。型の変更を希望される場合には、当社までお申し出ください。

◦付加されている入院治療保障特約と退院後通院治療保障特約の型は変更
後も同一とします。

◦当社の定める方法によって計算した金額のお払込みがない場合には、型
の変更のお申込みはなかったものとします。

ご注意

❽入院治療給付金が
支払われることと
なった前回の入院の
退院日の翌日から
₁₈0日経過後に開始
した入院の場合を除
きます。

❻更新前と更新後で
支払われたお支払い
金額を通算します。

保険金のお支払い

75

もくじ に戻る



入院時手術保障特約 入院時手術保障特約［総合保険
用］特約条項

お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

入院中に手術を受けたときに、入院時手術給付金をお支払いします。
入院中に放射線治療を受けたときに、入院時放射線治療給付金をお支払いします。

お支払いする場合 お支払い額 受取人

入院時手術
給付金

被保険者が入院中に公的医療保険制度❶の保
険給付の対象となる手術を受けたとき

₁ 回の手術
または放射線
治療につき

基準給付金額

被保険者
入院時放射線
治療給付金

被保険者が入院中に公的医療保険制度❶の保
険給付の対象となる放射線治療を受けたとき

◉診療報酬点数表❷によって「手術料」または「放射線治療料」が算定される手術または放
射線治療がお支払いの対象となります。

◉「診療報酬点数表において、一連の治療過程に複数回の手術または放射線治療を受けた場
合に手術料または放射線治療料が１回のみ算定されるものとして定められている手術また
は放射線治療」❸は、第 1 回目の手術または放射線治療のみを受けたものとして取り扱い
ます。

❶公的医療保険制度
／健康保険、国民健
康保険などがありま
す。
➡参照 別表₁₄｢公的
医療保険制度｣

❷診療報酬点数表／
厚生労働省告示に基
づき定められた医療
行為に対する点数な
どが記載されていま
す。手術または放射
線治療を受けた時点
の診療報酬点数表に
定められている手術
または放射線治療が
お支払いの対象とな
ります。

●領収証を保管してください
入院時手術給付金または入院時放射線治療給付金のご請求の
際、手術料または放射線治療料が記載された領収証が必要と
なりますので、病院または診療所が発行した領収証を大切に
保管してください。

■手術または放射線治療について■
◦手術または放射線治療を受けたときは、通常、診療報酬点数表による手術料または放射線治

療料が算定され、病院または診療所が発行する領収証に記載されます。

　　領収証見本（この領収証見本は一例です。書式や記載内容が異なることがあります。）

◦海外における入院中の手術または放射線治療であっても、公的医療保険制度の給付対象とな
るときは、お支払いの対象になります。

領　　　収　　　証

患者番号

受診科

保　険

保険外
負　担

入・外 領収書Ｎｏ．

初・再診料 入院料等 医学管理等 在宅医療 検査 投　　　薬

注　　　射 リハビリテーション 精神科専門療法 処　　　置

保　険

東京都○○区○○　○－○－○
　　○○○病院　　○   ○      ○   ○

負担額

保険外負担

領収印

保　険
（食事・生活）

領収額
合　計

病理診断

先進医療 差額室料

（内訳）

その他

診断群分類（ＤＰＣ） 食事療養 生活療養

発　行　日 費　用　区　分 本・家 区　分

氏　　　　　　名

点 点 点 点 点 点 点

点

円
円 円 円

円 円 円

円

点 点 点

円点 点 円

点

円

円

　様

手　　　術

合　計

画像診断

麻　　　酔

点

負担割合

放射線治療

点

外科 入院 012345

0

27,000 136,000

453,340

7,020

17,280

27,000

165,850

27,000

822

0

13,280

0

0

0

0

17,280

0

1,804

2,235

22,890

348

1,046

1,519

1,390

0

1234

○年○月○日 ○○○○ 3 割

○○　○○

本人

623-領収証見本-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

入院された場
合には「入院」
と表示されま
す。

手術料または
放射線治療料
として、点数
が記載されま
す❹。

❹は次のページにあ
ります。

❸診療報酬点数表に
おいて、一連の治療
過程に複数回の手術
または放射線治療を
受けた場合に手術料
または放射線治療料
が１回のみ算定され
るものとして定めら
れている手術または
放射線治療／₂0₂0年
₇ 月現在、たとえば、
◦超音波骨折治療法
◦網膜光凝固術
◦体外衝撃波胆石破

砕術
◦直線加速器による

放射線治療
などがあります。
手術または放射線治
療を受けた時点の診
療報酬点数表に定め
られている手術また
は放射線治療が対象
となります。

保険金のお支払い

76次のページにつづきます
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【一連の治療過程に複数回の手術を受けた場合の例】

上の例で第 ₁ 回目の手術は入院
しないで、第 ₂ 回目以降は入院
中に手術を受けた場合

▶

第 1回目の手術は入院中の手術
ではないため、入院時手術給付
金はお支払いできません。
第 ₂ 回目以降の手術に対しても、
入院時手術給付金はお支払いで
きません。

入
院

退
院

手術 1 回目 2 回目 3 回目
お支払い × × ×

623-お支払いできない-下-矢印.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

入院中、一連の治療過程に 3 回
の超音波骨折治療法（手術）を受
けた場合

▶

「お支払いする場合」の要件を満
たしている場合、第 ₁ 回目の手
術に対しては入院時手術給付金
をお支払いします。
第 2回目以降の手術に対しては、
入院時手術給付金はお支払いで
きません。

入
院

退
院

手術 1 回目 2 回目 3 回目
お支払い 〇 × ×

623-お支払いできない-上-矢印.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

【お支払いする場合に該当しない例】

輸血用血液に対して放射線照射
（血液照射）を行った場合 ▶

血液照射は、放射線治療料が算
定されますが、輸血用血液に対
して行う放射線照射で、被保険
者が受ける放射線治療ではない
ため、入院時放射線治療給付金
はお支払いできません。

手首を骨折して手術を受けたが、
その日のうちに帰宅し、入院を
していない場合

▶
入院中の手術ではない（外来診
療扱い）ため、入院時手術給付
金はお支払いできません。

◦入院を伴わない手術や放射線治療は、お支払いの対象になりません。ま
た、手術または放射線治療の直接の原因が入院の原因と同一でない場合
や、「◉お支払いの対象となる「入院」」（ ₆9ページ）に該当しない場合も、
お支払いの対象になりません。

◦自由診療や労災（労働者災害補償保険）・自賠責（自動車損害賠償責任保
険）・公的介護保険が適用された場合、公的医療保険の保険給付が差し止
められた場合などで、「公的医療保険制度の保険給付の対象」とならない
ときは、入院時手術給付金または入院時放射線治療給付金はお支払いで
きません。

◦長期の海外渡航や海外への移住などにより、公的医療保険制度の被保険
者資格を喪失した状態で手術または放射線治療を受けた場合には、入院
時手術給付金および入院時放射線治療給付金はお支払いできません。

ご注意 ❹骨髄移植などを
行った際に算定され
る「輸血料」などが、
領収証の手術料欄に
記載されることがあ
りますが、これらは、
診療報酬点数表にお
ける「手術料」にあ
たらないため、お支
払いの対象になりま
せん。

保険金のお支払い

77次のページにつづきます
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お支払いの限度
◉入院時手術給付金および入院時放射線治療給付金のお支払いは、施術の部位・内容・種類

等を問わず、それぞれ、施術の開始日から60日の間に 1 回の給付を限度とします。
　（なお、給付金支払回数の限度はありません）

その他ご留意いただきたい事項
◉この特約の更新限度の前₆0日以内に、入院時手術給付金の「お支払いする場合」と入院時

放射線治療給付金の「お支払いする場合」の両方に該当したときは、この特約はその「お
支払いする場合」に該当したいずれか遅い時にさかのぼって消滅します。

◉公的医療保険制度の改正が行われた場合には、当社は、主務官庁の認可を得て、「お支払
いする場合」を変更することがあります。「お支払いする場合」を変更する場合、当社はそ
の旨を改正に関する法令の公布の日から ₆カ月以内にあらかじめご契約者にご連絡します。

事例　白内障で手術を受けた後、複数回手術を受けた場合
◦白内障で右眼の手術「水晶体再建術（単焦点眼内レンズを挿入）」を受けた後、手術を

受けた日から₂0日後に左眼の手術を受けた場合

60日

手術
お支払い

右眼手術
（ 1回目）

20日後
左眼手術
( 2 回目)

60日経過後
手術

施術の部位・内容・種類を問わず、
施術の開始日から60日の間に 1回
の給付を限度とし、60日の間に受け
た 2 回目以降の施術に対しては、
お支払いできません。

施術の開始日から60日経過後
の施術に対してはお支払いの
対象となります。

623_白内障-B-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベスト見直し

【入院時手術給付金における60日の間に 1 回の給付の限度の例】

2 保険の特徴とし
くみ
特約の更新限度

（ ₁9ページ）

➡参照
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お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

入院を伴わない手術を受けたときに、外来時手術給付金をお支払いします。
入院を伴わない放射線治療を受けたときに、外来時放射線治療給付金をお支払いします。

外来時手術保障特約 外来時手術保障特約［総合保険
用］特約条項

お支払いする場合 お支払い額 受取人

外来時手術
給付金

被保険者が、公的医療保険制度❶の保険給
付の対象となる手術（ただし、悪性新生物
（がん）・上皮内新生物❷を直接の原因とし
ない歯、歯肉および歯槽骨の治療に伴う手
術を除く）を、入院を伴わずに受け、かつ、
手術を受けた日の療養に係る診療報酬点 
数❸の合計が2︐000点以上であるとき

₁ 回の手術に
つき

基準給付金額
被保険者❺

外来時放射線
治療給付金

被保険者が、公的医療保険制度❶の保険給
付の対象となる放射線治療❹を、入院を伴
わずに受けたとき

₁ 回の放射線
治療につき

基準給付金額
× ₂

◉診療報酬点数表❻によって「手術料」または「放射線治療料」が算定される手術または放
射線治療がお支払いの対象となります。

◉海外で入院を伴わない手術を受けた場合などで、診療報酬点数が算定されないことのみを
理由に、「お支払いする場合」に該当しないときは、その手術が、手術を受けた日時点の
診療報酬点数表において手術料が1︐000点以上である手術のときには、外来時手術給付金
の「お支払いする場合」に該当したものとみなします。

❶公的医療保険制度
／健康保険、国民健
康保険などがありま
す。
➡参照 別表₁₄｢公的
医療保険制度｣

❷悪性新生物（が
ん）・上皮内新生物
➡参照 別表 ₅ ｢対
象となる悪性新生
物 ･ 上皮内新生物｣

❹お支払いの対象と
なる「放射線治療」
とは、治療を直接の
目的とした放射線治
療のことをいいます。

❸手術を受けた日の
療養に係る診療報酬
点数／手術の直接の
原因となった疾病ま
たは傷害に対する手
術を受けた日の療養
に係る診療報酬点数

（厚生労働省告示に
基づくもの）としま
す。

❺ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いしま
す。死亡保険金受取
人が存在しない契約
形態の場合で、ご契
約者が法人の場合
は、ご契約者である
法人にお支払いしま
す。

❻❼は次のページに
あります。

◉お支払いの対象となる「手術」

お支払いの対象となる「手術」とは、治療を直接の目的とした手術のことをいいます。

治療を直接の目的としない手術は、お支払いの対象となる手術
には該当しません。

（例）◦美容上の処置のための手術
◦病気を直接の原因としない不妊手術

治療を直接の目的とした手術でも、悪性新生物（がん）・上皮
内新生物❷を直接の原因としない歯、歯肉、歯槽骨の治療に伴う
手術については、お支払いの対象となる手術には該当しません。

（例）◦虫歯の治療のための抜歯術

◉「診療報酬点数表において、一連の治療過程に複数回の手術または放射線治療を受けた場
合に手術料または放射線治療料が ₁ 回のみ算定されるものとして定められている手術また
は放射線治療」❼は、第 1 回目の手術または放射線治療のみを受けたものとして取り扱い
ます。

保険金のお支払い
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■入院を伴わない手術または放射線治療について■
◦手術または放射線治療を受けたときは、通常、診療報酬点数表による手術料または放射線

治療料が算定され、病院または診療所が発行する領収証に記載されます。

　　領収証見本（この領収証見本は一例です。書式や記載内容が異なることがあります。）

　　①病院または診療所から発行された領収証

　　②薬局から発行された領収証

領　　　収　　　証

患者番号

受診科

保　険

保険外
負　担

入・外 領収書Ｎｏ．

初・再診料 入院料等 医学管理等 在宅医療 検査 投　　　薬

注　　　射 リハビリテーション 精神科専門療法 処　　　置

保　険

東京都○○区○○　○－○－○
　　○○○病院　　○   ○      ○   ○

負担額

保険外負担

領収印

保　険
（食事・生活）

領収額
合　計

病理診断

先進医療 差額室料

（内訳）

その他

診断群分類（ＤＰＣ） 食事療養 生活療養

発　行　日 費　用　区　分 本・家 区　分

氏　　　　　　名

点 点 点 点 点 点 点

点

円
円 円 円

円 円 円

円

点 点 点

円点 点 円

点

円

円

　様

手　　　術

合　計

画像診断

麻　　　酔

点

負担割合

放射線治療

点

外科 外来 012345

194

65,940

19,782

65,940

0

1,010

0

0

0

225

0

0

0

30

5,000

0

0

135

0

1234

○年○月○日 ○○○○ 3 割

○○　○○

本人

202_領収証見本-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し●領収証を保管してください

外来時手術給付金をお支払いする場合の「手術を受けた日
の療養に係る診療報酬点数」には、病院または診療所に通
院した際に発行された処方せんに基づき、薬局にて薬を処
方された場合の調剤報酬点数も含まれます。
外来時手術給付金および外来時放射線治療給付金のご請求
の際、診療報酬点数が記載された領収証が必要となります
ので、病院・診療所および薬局が発行した領収証を大切に
保管してください。

❻診療報酬点数表／
厚生労働省告示に基
づき定められた医療
行為に対する点数な
どが記載されていま
す。手術または放射
線治療を受けた時点
の診療報酬点数表に
定められている手術
または放射線治療が
お支払いの対象とな
ります。

❽骨髄移植などを
行った際に算定され
る「輸血料」などが、
領収証の手術料欄に
記載されることがあ
りますが、これらは、
診療報酬点数表にお
ける「手術料」にあた
らないため、お支払い
の対象になりません。

202_調剤領収証-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

東京都○○区○○　○－○－○
　　○○○薬局　　○   ○      ○   ○ 領収印

保険外
負　担

評価療養・選定療養

（内訳） （内訳）

その他 保　険

負担額

保険外負担

領収額
合　計

円

円

円円

合　計

患者番号 氏　　　　　　名
　様1234 ○○　○○

保　険
調剤技術料 薬学管理料 薬剤料 特定保健医療材料料

領収書Ｎｏ． 発　行　日 費　用　区　分 本・家負担割合
012345 ○年○月○日 ○○○○ 3 割 本人

領　　　収　　　証

円7,010

円2,103

点40 点41 点620 点0

外来時手術給付金をお支払いする場合
の「手術を受けた日の療養に係る診療
報酬点数の合計が₂,000点以上」の点
数は枠の部分の合計で判定します。

❼診療報酬点数表に
おいて、一連の治療
過程に複数回の手術
または放射線治療を
受けた場合に手術料
または放射線治療料
が 1回のみ算定され
るものとして定めら
れている手術または
放射線治療／₂0₂0年
₇ 月現在、たとえば、
◦皮膚腫瘍冷凍凝固

摘出術
◦下肢静脈瘤手術
（硬化療法）

◦鼓膜穿孔閉鎖術
◦唾石摘出術
などがあります。
手術または放射線治
療を受けた時点の診
療報酬点数表に定め
られている手術また
は放射線治療が対象
となります。

手術または放射線治
療を受けた場合、手
術料または放射線治
療料として、点数が
記載されます❽。

「入院を伴わない場
合」には、「外来」と
表示されます。

保険金のお支払い
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【お支払いする場合に該当しない例】

輸血用血液に対して放射線照射
（血液照射）を行った場合 ▶

血液照射は、放射線治療料が算
定されますが、輸血用血液に対
して行う放射線治療で、被保険
者が受ける放射線治療ではない
ため、外来時放射線治療給付金
はお支払いできません。

骨折して入院し、入院中に手術
を受けた場合 ▶

入院を伴わない手術ではないた
め、外来時手術給付金はお支払
いできません。

【一連の治療過程に複数回の手術を受けた場合の例】

上の例で第 ₁ 回目の手術は入院
中に、第 ₂ 回目以降は入院を伴
わないで手術を受けた場合

▶

第 1回目の手術は入院を伴わな
い手術ではないため、外来時手
術給付金はお支払いできません。
第 ₂ 回目以降の手術に対しても、
外来時手術給付金はお支払いで
きません。

入
院

退
院

手術 1 回目 2 回目 3 回目
お支払い × × ×

202_複数回の手術-2-1406-CC.ai

43226-医療のほけん
43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

入院を伴わない一連の治療過程
に 3 回の下肢静脈瘤手術（硬化
療法）を受けた場合

▶

「お支払いする場合」の要件を満
たしている場合、第 ₁ 回目の手
術に対しては外来時手術給付金
をお支払いします。
第 2回目以降の手術に対しては、
外来時手術給付金はお支払いで
きません。

手術 1 回目 2 回目 3 回目
お支払い 〇 × ×

202_複数回の手術-1-1406-CC.ai

43226-医療のほけん
43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

◦自由診療や労災（労働者災害補償保険）・自賠責（自動車損害賠償責任保
険）・公的介護保険が適用された場合、公的医療保険の保険給付が差し止め
られた場合などで、「公的医療保険制度の保険給付の対象」とならないとき
は、外来時手術給付金または外来時放射線治療給付金はお支払いできません。

◦長期の海外渡航や海外への移住などにより、公的医療保険制度の被保険
者資格を喪失した状態で手術または放射線治療を受けた場合には、外来
時手術給付金および外来時放射線治療給付金はお支払いできません。

◦入院中に他の病院または診療所で受けた手術または放射線治療の診療報
酬点数が、入院中の病院または診療所において算定される場合、外来時
手術給付金および外来時放射線治療給付金はお支払いできません。

ご注意

保険金のお支払い
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お支払いの限度
◉外来時手術給付金および外来時放射線治療給付金のお支払いは、施術の部位・内容・種類

等を問わず、それぞれ、施術の開始日から60日の間に 1 回の給付を限度とします。
　（なお、給付金支払回数の限度はありません）

その他のご留意いただきたい事項
◉この特約の更新限度の前₆0日以内に、外来時手術給付金の「お支払いする場合」と外来時

放射線治療給付金の「お支払いする場合」の両方に該当したときは、この特約はその「お
支払いする場合」に該当したいずれか遅い時にさかのぼって消滅します。

◉公的医療保険制度の改正が行われた場合には、当社は、主務官庁の認可を得て、「お支払い
する場合」を変更することがあります。「お支払いする場合」を変更する場合、当社はその
旨を改正に関する法令の公布の日から ₆カ月以内にあらかじめご契約者にご連絡します。

事例　白内障で手術を受けた後、複数回手術を受けた場合
◦白内障で右眼の手術「水晶体再建術（単焦点眼内レンズを挿入）」を受けた後、手術を

受けた日から₂0日後に左眼の手術を受けた場合

60日

手術
お支払い

右眼手術
（ 1回目）

20日後
左眼手術
( 2 回目)

60日経過後
手術

施術の部位・内容・種類を問わず、
施術の開始日から60日の間に 1回
の給付を限度とし、60日の間に受け
た 2 回目以降の施術に対しては、
お支払いできません。

施術の開始日から60日経過後
の施術に対してはお支払いの
対象となります。

202_白内障-B-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベスト見直し

【外来時手術給付金における60日の間に 1 回の給付の限度の例】

2 保険の特徴とし
くみ
特約の更新限度

（ ₁9ページ）
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お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

退院後の通院時の療養に係る診療報酬点数に応じて、通院治療給付金をお支払いします。
退院後の初回の通院をしたときには、あわせて通院治療一時金をお支払いします。

退院後通院治療保障特約 退院後通院治療保障特約［総合
保険用］特約条項

❶公的医療保険制度
／健康保険、国民健
康保険などがありま
す。
➡参照 別表₁₄ ｢公
的医療保険制度｣

❹悪性新生物（が
ん）・上皮内新生物
➡参照 別表 ₅ ｢対
象となる悪性新生
物 ･ 上皮内新生物｣

❺柔道整復師法に定
める柔道整復師を含
みます。

❻柔道整復師による
施術を含みます。

❷診療報酬点数／厚
生労働省告示に基づ
き定められた医療行
為に対する点数で、
₁ 点の単価を₁0円と
して医療費を計算し
ます（そのうちの一
定割合を患者が自己
負担します）。

❸ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いします。
死亡保険金受取人が
存在しない契約形態
の場合で、ご契約者
が法人の場合は、ご
契約者である法人に
お支払いします。

❼❽は次のページに
あります。

お支払いする場合 お支払い額 受取人型

通
院
治
療
給
付
金

被保険者が、退院後、
支払対象期間中に、入
院と同一の原因の治療
を目的とした公的医療
保険制度❶の保険給付
の対象となる通院をし
たとき

Ⅰ型
1回の通院につき
通院時の療養に係る診療報酬点数❷ × ₁ 円

被
保
険
者
❸

Ⅱ型
1回の通院につき
通院時の療養に係る診療報酬点数❷ × ₂ 円

Ⅲ型
1回の通院につき
通院時の療養に係る診療報酬点数❷ × 3 円

◉「支払対象期間」は、 ₁ 回の入院につき、それぞれ次の期間をいいます。

入院を開始した原因 支払対象期間
悪性新生物（がん）・上皮内新生物❹以外の
場合

入院の退院時から、退院日の翌日を起算日
として180日が経過するまでの期間

悪性新生物（がん）・上皮内新生物の場合
入院の退院時から、退院日の翌日を起算日
として730日が経過するまでの期間

◉「お支払いする場合」の「入院」は、ご契約に付加された「新・入院特約」または「終身
入院特約」の入院給付金が支払われる入院に限ります。「お支払いする場合」の「入院」
については、「◉お支払いの対象となる「入院」」（ ₆9ページ）をご参照ください。

◉「通院」とは、医師❺による治療❻が必要であり、病院または診療所❼において、入院に
よらないで治療を受けること（「在宅医療❽」を含みます）をいいます。

₁　通院治療給付金

◉同一の日に ₂ 回以上の「お支払いする場合」に該当する通院をしたときは、 ₁ 回の通院と
みなして、それぞれの「通院時の療養に係る診療報酬点数」を合計して通院治療給付金額
を計算します。

たとえば、以下の通院はお支払いの対象になりません。
◦美容上の処置のための通院
◦治療を伴わない人間ドック検査のための通院
◦薬剤などの購入・受取りのみを目的とした通院

保険金のお支払い
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■お支払い額の計算について■
◦診療報酬点数は、通常、病院・診療所および薬局が発行する領収証に内訳が記載されていま
す。

　　領収証見本（この領収証見本は一例です。書式や記載内容が異なることがあります。）

　　①病院または診療所から発行された領収証

　　②薬局から発行された領収証

●領収証を保管してください
「通院時の療養に係る診療報酬点数」には、病院または診
療所に通院した際に発行された処方せんに基づき、薬局に
て薬を処方された場合の調剤報酬点数も含まれます。
通院治療給付金のご請求の際、診療報酬点数が記載された
領収証が必要となりますので、病院・診療所および薬局が
発行した領収証を大切に保管してください。

領　　　収　　　証

患者番号

受診科

保　険

保険外
負　担

入・外 領収書Ｎｏ．

初・再診料 入院料等 医学管理等 在宅医療 検査 投　　　薬

注　　　射 リハビリテーション 精神科専門療法 処　　　置

保　険

東京都○○区○○　○－○－○
　　○○○病院　　○   ○      ○   ○

負担額

保険外負担

領収印

保　険
（食事・生活）

領収額
合　計

病理診断

先進医療 差額室料

（内訳）

その他

診断群分類（ＤＰＣ） 食事療養 生活療養

発　行　日 費　用　区　分 本・家 区　分

氏　　　　　　名

点 点 点 点 点 点 点

点

円
円 円 円

円 円 円

円

点 点 点

円点 点 円

点

円

円

　様

手　　　術

合　計

画像診断

麻　　　酔

点

負担割合

放射線治療

点

外科 外来 012345

194

19,782

65,940

65,940

0

1,010

0

0

0

225

0

0

0

30

5,000

0

0

135

0

1234

○年○月○日 ○○○○ 3 割

○○　○○

本人

542-入院治療-領収証-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

542-調剤領収証-点数入-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

東京都○○区○○　○－○－○
　　○○○薬局　　○   ○      ○   ○ 領収印

保険外
負　担

評価療養・選定療養

（内訳） （内訳）

その他 保　険

負担額

保険外負担

領収額
合　計

円

円

円円

合　計

患者番号 氏　　　　　　名
　様1234 ○○　○○

保　険
調剤技術料 薬学管理料 薬剤料 特定保健医療材料料

領収書Ｎｏ． 発　行　日 費　用　区　分 本・家負担割合
012345 ○年○月○日 ○○○○ 3 割 本人

領　　　収　　　証

円7,010

円2,103

点40 点41 点620 点0

枠の部分の合計
が「通院時の療
養に係る診療報
酬点数」になり
ます。

通院をした場合
には、「 外 来 」
と表示されます。

◦1回の通院で、①および②の領収証が発行された場合、「通院時の療養に係る診療報酬点数」
が₇,₂9₅点ですので、Ⅲ型付加の場合、通院治療給付金のお支払い額は₇,₂9₅× 3 円＝₂₁,₈₈₅
円となります。

◦高額療養費の支給がある場合、領収証の負担額欄には支給額を差し引いた金額が表示される
ことがあります。通院治療給付金は、高額療養費の支給の有無にかかわらず、診療報酬点数
に応じた金額をお支払いします。

❼病院または診療所
／次のいずれかに該
当したものとします。
⑴　医療法に定める

日本国内にある病
院または診療所

（四肢における骨
折、脱臼、捻挫ま
たは打撲に関し施
術を受けるため、
柔道整復師法に定
める施術所で施術
を受ける場合に限
り、その施術所を
含みます）

⑵　上記⑴と同等の
日本国外にある医
療施設

❽在宅医療／医師に
よる治療が必要であ
り、かつ、病院また
は診療所における治
療が困難なため、医
師または医師の指示
により病院または診
療所から訪問した者
による治療を受ける
ことをいいます。な
お、給与・家計サポー
ト特約における「在
宅療養」の定義とは
異なります。たとえ
ば、給与・家計サポー
ト特約の「在宅療養」
の対象となる、訪問
看護ステーションに
よる訪問看護は、退
院後通院治療保障特
約における「在宅医
療」にあたりません。

保険金のお支払い
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【お支払いする場合に該当する例・しない例】

入院日 退院日

骨折による入院の支払対象期間＊

骨折による入院

542-該当するしない例-1504-CC.ai

43250-ベストスタイル
43226-医療のほけん
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

＊退院時から、退院日の翌日を起算日として180日が経過するまで

通院①

通院治療給付金

通院②

通院③

通院②は入院と同一の原因
でないため、通院③は支払
対象期間外のため、お支払
いしません。

通院①
（骨折）

通院②
（糖尿病）

通院③
（骨折）

◦自由診療や労災（労働者災害補償保険）・自賠責（自動車損害賠償責任保
険）・公的介護保険が適用された場合、公的医療保険の保険給付が差し止
められた場合などで、「公的医療保険制度の保険給付の対象」とならない
ときは、通院治療給付金はお支払いできません。

◦長期の海外渡航や海外への移住などにより、公的医療保険制度の被保険
者資格を喪失した状態で通院した場合には、通院治療給付金はお支払い
できません。

●診療報酬点数が算定される場合でもお支払いの対象にならないこ
とがあります

◦免責事由❾に該当する通院時の療養や、通院時に入院の原因とは関係の
ない療養を受けた場合は、それらの療養に係る診療報酬点数はお支払
いの対象とはなりません。

ご注意

❾免責事由
➡参照 7 保険金な
どをお支払いできな
い場合（₁0₂ページ）

●次のときには、 1回の通院における「通院時の療養
に係る診療報酬点数」を500点とみなして通院治療
給付金を計算します。
◦ ₁ 回の通院における「通院時の療養に係る診療報酬点

数」が500点未満のとき
◦海外で通院した場合などで、通院治療給付金のお支払対

象となる通院をしたにもかかわらず、診療報酬点数が算
定されないとき

◦ただし、次のいずれかに該当する通院をした場合は、通
院治療給付金はお支払いできません。
・他の通院時にまとめて「通院時の療養に係る診療報酬

点数」が算定されている通院をした場合
・入院中に他の病院または診療所に通院し、その「通院

時の療養に係る診療報酬点数」が入院中の病院または
診療所でまとめて算定されている場合

保険金のお支払い
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お支払いする場合 お支払い額 受取人型

通院治療
一時金

被保険者が、１回の入院の支払対象期間
中に、通院治療給付金の支払われる初回
の通院をしたとき

Ⅰ型

1万円 被保険者❸Ⅱ型

Ⅲ型

₂　通院治療一時金

❸ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いしま
す。死亡保険金受取
人が存在しない契約
形態の場合で、ご契
約者が法人の場合
は、ご契約者である
法人にお支払いしま
す。

【１回の入院の支払対象期間中の通院についてのお支払い限度の例】

入院日 退院日

通院①

通院治療給付金

（ 8万点× 3円）
24万円

（ 8万点× 3円）
24万円

12万円

1万円

通院治療一時金

通院②

通院③

入院①の支払対象期間＊

1回の入院の支払対象期間中の通院とみなします。

入院②の支払対象期間＊

入院日
入院①の退院日の翌日から
180日以内に入院②を開始

退院日

入院①
（脳梗塞）

入院②
（脳梗塞）

1 回の入院の支払対象期間中の
通院とみなされるため、お支払い
の対象となりません。

1回の入院の支払対象期間中の
通院についての限度（60万円）を
超える分はお支払いできません。

＊退院時から、退院日の
翌日を起算日として
180日が経過するまで

通院①
（脳梗塞）

通院③
（脳梗塞）

通院②
（脳梗塞）

542-支払い限度-1504-CC.ai

43250-ベストスタイル
43226-医療のほけん
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

Ⅲ型に加入されていた場合で、脳梗塞で入院①をした後、脳梗塞の治療のため通院①をし、退院日
の翌日から₁₈0日以内に同じ脳梗塞で再入院（入院②）し、脳梗塞の治療のため通院②、通院③を
したとき（ ₁ 回の通院時の療養における診療報酬点数はすべて ₈ 万点とします）

⓫医学上重要な関係
／病名が違っていて
も、医学上特に関連
があるとされる一連
の病気を指します。
たとえば
◦高血圧とそれに起

因する心臓疾患あ
るいは腎臓疾患

◦胆石症とそれに起
因する胆のう炎あ
るいは胆管炎

◦高
こう

尿
にょう

酸
さん

血
けっ

症
しょう

とそ
れに起因する痛風
などをいいます。

お支払いの限度
◉通院治療給付金のお支払いの限度は以下のとおりです。

型

₁ 回の入院の支払対象期間中の通院についてのお支払い限度
お支払い金
額❿を通算
した限度

入院を開始した原因が
悪性新生物（がん）・上皮内新
生物以外の場合

入院を開始した原因が
悪性新生物（がん）・上皮内新
生物の場合

Ⅰ型 20万円  40万円
600万円Ⅱ型 40万円  80万円

Ⅲ型 60万円 120万円

※「新・入院特約」または「終身入院特約」の入院給付金の「お支払いする場合」に該当す
る入院を同じ原因（医学上重要な関係⓫があると認められる場合を含みます）により ₂ 回
以上した場合⓬、それぞれの支払対象期間中の、入院と同じ原因による通院は、 ₁ 回の入
院の支払対象期間中の通院についての限度を適用します。この場合、通院治療一時金の支
払いは、１回のみとします。

　➡参照【１回の入院の支払対象期間中の通院についてのお支払い限度の例】

◉通院治療給付金のお支払いの累計が、₆00万円の限度に達したとき、この特約は消滅します。

⓬入院給付金が支払
われることとなった
前回の入院の退院日
の翌日から₁₈0日経
過後に開始した入院
の場合を除きます。

❿更新前と更新後で
支払われたお支払い
金額を通算します。

保険金のお支払い
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【事例】貧血で入院したが、入院中の検査で胃がんが見つかり、がんの治療を受けた場合

がんの治療による
初回通院時には、
通院治療一時金も
お支払いします。入院①

（貧血）

入院②
（がん）

退院日入院日

入院①の支払対象期間＊1

＊1　退院時から、退院日の翌日を起算日として180日が経過するまで
＊2　退院時から、退院日の翌日を起算日として730日が経過するまで

入院②の支払対象期間＊2

貧血の治療による
初回通院時には、
通院治療一時金も
お支払いします。通院①

（貧血）

通院②
（がん）

542-事例-貧血と胃がん-1406-CC.ai

43250-ベストスタイル
43226-医療のほけん
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

「悪性新生物（がん）・上皮内新生物」と「悪性新生物（がん）・上皮内新生
物以外の疾病または傷害」の両方が入院の原因となった場合の取扱い

◉「悪性新生物（がん）・上皮内新生物」と「悪性新生物（がん）・上皮内新生物以外の疾病
または傷害」の両方が入院の原因である場合、入院日と退院日を同一とした「悪性新生物

（がん）・上皮内新生物」による入院と「悪性新生物（がん）・上皮内新生物以外の疾病ま
たは傷害」による入院の ₂つの別の入院があったものとみなして、通院治療給付金および
通院治療一時金のお支払いをします。なお、「悪性新生物（がん）・上皮内新生物」と「悪
性新生物（がん）・上皮内新生物以外の疾病または傷害」の両方の治療のための通院は、「悪
性新生物（がん）・上皮内新生物」による入院の支払対象期間中の通院とみなして取り扱
います。

直前の入院である入院②の通院とみなして、脳梗塞の
分も含めてお支払いの対象となります。

入院日 退院日

入院①の支払対象期間＊

入院①
（脳梗塞）

入院日 退院日

入院②
（骨折）

＊退院時から、退院日の翌日を起算日として180日が経過するまで

入院②の支払対象期間＊

通院
（骨折と
脳梗塞）

542-事例-脳梗塞と骨折-1410-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

異なる原因により複数の入院をしている場合で、複数の治療を目的と
した ₁ 回の通院をしたときの取扱い

◉被保険者が ₂ 回以上の入院をした後、それぞれの入院の支払対象期間が重複している期間
中に、「お支払いする場合」に重複して該当する通院をした場合、通院治療給付金および
通院治療一時金のお支払いにあたっては、その通院は、直前の支払対象期間中の通院とみ
なします。

【事例】脳梗
こう

塞
そく

で入院（入院①）した後、入院①の支払対象期間中に骨折で入院（入院②）し、
その後、両入院の支払対象期間中に脳梗

こう

塞
そく

および骨折の両方の治療を目的とした通院をした
とき

保険金のお支払い
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その他のご留意いただきたい事項
◉退院後通院治療保障特約はご契約に付加された「新・入院特約」または「終身入院特約」
がすべて解約、解除等により消滅したときに、同時に消滅します。

◉公的医療保険制度の改正が行われた場合には、当社は、主務官庁の認可を得て、「お支払
いする場合」を変更することがあります。「お支払いする場合」を変更する場合、当社は
その旨を改正に関する法令の公布の日から ₆カ月以内にあらかじめご契約者にご連絡しま
す。

型の変更
◉所定の範囲内で、以下のとおり変更することができます。

変更前 変更後 変更の際の取扱い

Ⅰ型

Ⅲ型

◦被保険者の公的医療保険制度の自己負担割合が変更とな
る場合に取り扱います。型の変更に際しては、当社の定
める方法によって計算した金額のお払込みおよび告知が
必要です。

◦当社が承諾した場合、告知があった日の属する月の翌月
の契約応当日から、変更後の型による保障が開始します。

Ⅱ型

Ⅱ型 Ⅰ型 ◦ご契約者は、いつでも変更することができます。
◦当社が承諾した場合、承諾した日から、変更後の型によ
る保障が開始します。Ⅲ型

Ⅰ型または
Ⅱ型

◉公的医療保険制度における自己負担割合が変更となる場合でも、型は自動的に変更になり
ません。型の変更を希望される場合には、当社までお申し出ください。

◦付加されている入院治療保障特約と退院後通院治療保障特約の型は変更
後も同一とします。

◦当社の定める方法によって計算した金額のお払込みがない場合には、型
の変更のお申込みはなかったものとします。

ご注意

保険金のお支払い
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お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

5 日以上の入院をしたのち退院したときに、退院給付金をお支払いします。

退院給付特約 退院給付特約［総合保険用］特
約条項

お支払いする場合 お支払い額 受取人

退院給付金
被保険者が、継続した ₅ 日以
上の入院をしたのち生存して
退院したとき

１回の入院につき
基準退院給付金額

×
給付倍率

被保険者

お支払いの限度
◉退院給付金のお支払いは、給付倍率❹を通算して140倍を限度とします（お支払いの累計
が、₁₄0倍の限度に達したとき、この特約は消滅します）。

その他ご留意いただきたい事項
◉退院給付特約はご契約に付加された「新・入院特約」または「終身入院特約」がすべて解

約、解除等により消滅したときに、同時に消滅します。

◉「お支払いする場合」の「入院」は、ご契約に付加された「新・入院特約」または「終身
入院特約」の入院給付金が支払われる入院に限ります。

◉給付倍率は以下のとおりです。

◉「新・入院特約」または「終身入院特約」の入院給付金の「お支払いする場合」に該当す
る入院を同じ原因（医学上重要な関係❷があると認められる場合を含みます）により ₂ 回
以上した場合❸、 1 回の入院とみなして退院給付金をお支払いします。

❶入院日数／暦
こよみ

の上
での日を単位として
数えます。たとえば、
午前中に入院し当日
の夕方に退院した場
合でも ₁ 日として数
えます。また、入院
の有無は、入院基本
料の支払いの有無な
どを参考にして判断
します。

入院日数❶が継続して ₅ 日以上₁0日未満のとき ₁ 倍

入院日数が継続して₁0日以上₂0日未満のとき ₂ 倍

入院日数が継続して₂0日以上のとき ₄ 倍

❷医学上重要な関係
／病名が違っていて
も、医学上特に関連
があるとされる一連
の病気を指します。
たとえば
◦高血圧とそれに起

因する心臓疾患あ
るいは腎臓疾患

◦胆石症とそれに起
因する胆のう炎あ
るいは胆管炎

◦高
こう

尿
にょう

酸
さん

血
けっ

症
しょう

とそ
れに起因する痛風
などをいいます。

❸入院給付金が支払
われることとなった
前回の入院の退院日
の翌日から₁₈0日経
過後に開始した入院
の場合を除きます。

❹更新前と更新後で
支払われた給付倍率
を通算します。

保険金のお支払い
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お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

厚生労働大臣が認める「先進医療」による療養に対して、先進医療給付金をお支払いします。

先進医療保障特約 先進医療保障特約［総合保険用］
特約条項

お支払いする場合 お支払い額 受取人

先進医療給付金
被保険者が先進医療❶による
療養を受けたとき

先進医療の技術に係る費
用❷と同額

被保険者❸

◉お支払いの対象となる「先進医療」は、厚生労働大臣が「先進医療」として認める医療技
術・適応症❹・実施する医療機関❺に該当している場合に限ります。

◦医療技術名が厚生労働大臣が「先進医療」として認めるも
のと同じでも、適応症または実施する医療機関のいずれか
でも「先進医療」として認められるものに該当しない場合
は、お支払いの対象となる「先進医療」にはあたりません
ので、「先進医療給付金」のお支払いはできません。

◦たとえば、「患者申出療養❻」として身近な医療機関で先
進的な医療を受けられた場合でも、「先進医療給付金」の
お支払いはできません。

◉お支払いの対象となる「先進医療」は、被保険者が治療を受けた時点のもの❼となります。

ご契約時点ではお支払いの対象となる「先進医療」に該当し
た治療でも、その後に医療技術・適応症・実施する医療機関
が見直され、治療を受けた時点で「先進医療」に該当しない
場合は、「先進医療給付金」のお支払いはできません。

◉医療技術名が同じでも、その治療方法や症例等によっては「先進医療」に該当しない場合
がありますので、「先進医療」に該当するか否かは、治療を受ける前に実施する医療機関
にご確認ください。

「先進医療」は、一般的な治療を受けるなかで、患者が希望
し、医師がその必要性と合理性を認め、患者に説明した場合
に行われます。
患者は説明内容について十分に納得したうえで、同意書に署
名し、治療を受けることとなります。

❶先進医療
➡参照 別表₁₅｢先進
医療｣

❷診察・投薬・入院
料等、公的医療保険
制度の給付対象とな
る費用などは含みま
せん。
➡参照 別表₁₄｢公的
医療保険制度｣

❹適応症／対象とな
る病気・ケガ・それ
らの症状をいいます。

❺実施する医療機関
／所定の基準を満た
して届出をしている
か、厚生労働大臣が
個別に認めた医療機
関をいいます。

❻患者申出療養／患
者の申出により、先
進的な医療を身近な
医療機関で迅速に受
けられるようにする
制度です。

❸ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いします。
死亡保険金受取人が
存在しない契約形態
の場合で、ご契約者
が法人の場合は、ご
契約者である法人に
お支払いします。

❼は次のページにあ
ります。

保険金のお支払い
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■先進医療の技術に係る費用について■
◦先進医療を受けると、患者は、先進医療の技術に係る費用、一般的な治療と共通する部分に
ついての一部負担金、食事についての標準負担額などを支払い、医療機関が発行するそれぞ
れの金額を記載した領収証を受け取ります。

領　　　収　　　証

患者番号

受診科

保　険

保険外
負　担

入・外 領収書Ｎｏ．

初・再診料 入院料等 医学管理等 在宅医療 検査 投　　　薬

注　　　射 リハビリテーション 精神科専門療法 処　　　置

保　険

東京都○○区○○　○－○－○
　　○○○病院　　○   ○      ○   ○

負担額

保険外負担

領収印

保　険
（食事・生活）

領収額
合　計

病理診断

先進医療 差額室料

（内訳）

その他

診断群分類（ＤＰＣ） 食事療養 生活療養

発　行　日 費　用　区　分 本・家 区　分

氏　　　　　　名

点 点 点 点 点 点 点

点

円 円 円

円 円 円

円

点 点 点

円点 点 円

点

円

円

　様

手　　　術

合　計

画像診断

麻　　　酔

点

負担割合

放射線治療

点

外科 入院 012345

0

27,000円2,600,000 131,830

439,440

7,020

17,280

2,627,000

2,765,850

2,627,000

822

0

13,280

0

0

0

0

17,280

0

1,804

2,235

22,890

348

1,046

1,519

0

0

1234

○年○月○日 ○○○○ 3 割

○○　○○

本人

412-413-419_領収証見本-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

一般的な治療と共
通する部分の費用

（公的医療保険制
度の給付対象）

この例の場合、「先進医療給付金」の
お支払い額は₂₆0万円となります

領収証見本 （先進医療の技術に係る費用の₂₆0万円を全額患者が支払った場合の例です。
書式や記載内容が異なることがあります。　　　　　　　　　　　　　 ）

■「先進医療」とは■
◦「先進医療」とは、公的医療保険制度の給付対象となっていない先進的な医療技術のうち、

厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定さ
れています。

◦厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直しされます。
◦「先進医療」による治療のうち、一般的な治療と共通する部分の費用（診察・投薬・入院料

等）は、公的医療保険制度の給付対象となりますが、「先進医療」の技術に係る費用は公的
医療保険制度の給付対象とならず、全額自己負担となります。

❼「先進医療」とし
て厚生労働大臣が認
める医療技術・適応
症・実施する医療機
関は、随時見直しさ
れますので、詳しく
は厚生労働省のホー
ムページでご確認く
ださい。当社ホーム
ページ（裏表紙参照）
からもご覧いただけ
ます。

❽記載の内容は₂0₂0
年 ₇ 月現在の取扱い
であり、今後、取扱
いを変更・終了する
ことがあります。

◦「先進医療給付金」のご請求の際、先進医療の技術に係る
費用が記載された領収証が必要となりますので、医療機関
が発行した領収証を大切に保管してください。

◦「陽子線治療」または「重粒子線治療」を当社所定の医療
機関で受ける場合、先進医療給付金を当社が医療機関へ直
接お支払いするサービスがあります❽。

　このサービスの利用には、所定の条件を満たすことが必要
になりますので、サービスの利用を希望される場合は、必
ず治療開始前に当社の担当者、もよりの営業所、支社また
は本社までご相談ください。

保険金のお支払い
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お支払いの限度
◉先進医療給付金のお支払いは、給付金額❾を通算して2,000万円を限度とします（お支払い
の累計が、₂,000万円の限度に達したとき、この特約は消滅します）。

その他ご留意いただきたい事項
◉公的医療保険制度の改正が行われた場合には、当社は、主務官庁の認可を得て、「お支払
いする場合」を変更することがあります。「お支払いする場合」を変更する場合、当社はそ
の旨を改正に関する法令の公布の日から ₆カ月以内にあらかじめご契約者にご連絡します。

❾更新前と更新後で
支払われた給付金額
を通算します。

保険金のお支払い
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お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

不慮の事故による骨折、関節脱臼、腱の断裂、熱傷または永久歯の喪失の治療を受けたときに、特定損傷
給付金をお支払いします。

特定損傷給付特約 特定損傷給付特約［総合保険用］
特約条項

お支払いする場合 お支払い額 受取人

特定損傷給付金
被保険者が不慮の事故❶の日から
₁₈0日以内に特定損傷❷に対する治
療を受けたとき

特定損傷給付金額 被保険者❸

◉特定損傷❷とは、骨折、関節脱臼、腱の断裂、熱傷または永久歯の喪失のことをいいます。

❶不慮の事故／急激
かつ偶発的な外来の
事故（交通事故など）
をいいます。
➡参照 別表 ₂ ｢対象
となる不慮の事故｣

❷特定損傷
➡参照 別表₁₆ ｢対
象となる骨折､ 関節
脱臼､ 腱の断裂､ 熱
傷､ 永久歯の喪失｣

❸ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いしま
す。死亡保険金受取
人が存在しない契約
形態の場合で、ご契
約者が法人の場合
は、ご契約者である
法人にお支払いしま
す。

以下の損傷は、お支払いの対象となる特定損傷には該当しま
せん。
◦軟骨（鼻軟骨・肋軟骨・半月板等）の損傷（軟骨は医学上
の骨組織ではないため、特約条項に定める支払事由の「骨
折」には該当しません）

◦筋、靱
じんたい

帯の損傷（筋、靱帯と腱は医学上別の組織のため、
特約条項に定める支払事由の「腱」には該当しません）

◦ギプスもしくはシーネ❹による固定または腱形成術❺を要
さない腱の断裂（腱が断裂した状態のうち、ギプスもしく
はシーネ❹による固定または腱形成術❺を要するものが、
特約条項に定める支払事由の「腱の断裂」に該当します）

◦直径 2㎝未満の熱傷（直径 ₂ ㎝以上の重度（深達性Ⅱ度お
よびⅢ度）の熱傷が、特約条項に定める支払事由の「熱傷」
に該当します）

❹シーネ／患部を固
定する板状の道具を
いいます。

❺腱の移植術、移行
術、交換術および縫
合術を含みます。

お支払いの限度
◉特定損傷給付金のお支払いは、 ₁ 回の不慮の事故につき 1 回のみ、給付金支払回数❻を通

算して10回を限度とします（お支払いの累計が、₁0回の限度に達したとき、この特約は消
滅します）。

同一の不慮の事故を直接の原因として、 ₂ 回以上「お支払いする場合」に
該当する治療を受けたとき、または、特定損傷の種類もしくは損傷を受け
た部位が ₂ 以上の場合でそれぞれの損傷に対して治療を受けたとき、特定
損傷給付金は重複して支払いません。

ご注意

❻更新前と更新後で
支払われた給付金支
払回数を通算します。
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所定の条件を満たす場合には、更新時にこの特約を診査や告
知なしで、中途付加することができます。

お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

保険期間満了時に生存しているときには、保険料充当金額を充当原資として保険料充当特約に移管します。
不慮の事故または特定感染症で死亡したときには災害死亡給付金を、それ以外で死亡したときには死亡給
付金をお支払いします。

保険料充当原資積立特約 保険料充当原資積立特約［総合
保険用］特約条項

₁　保険料充当金

お支払いする場合 取扱い

保険料
充当金

被保険者がこの
特約の保険期間
満了時に生存し
ているとき

【この特約以外の特約の全部または一部が更新されるとき】
保険料充当金額を充当原資として保険料充当特約に移管し
ます

【この特約以外の特約がいずれも更新されないとき】
保険料充当金額を保険契約者にお支払いします

■保険料充当原資積立特約と保険料充当特約のしくみ（イメージ）■

保険料充当原資積立特約の保険料充当金を
保険料充当特約の充当原資として移管

　　   積立金
（保険料充当原資積立特約）

充当原資   
（保険料充当特約）

保険料払込みのつど
積み立てます。

充当原資が分割され
て毎回の保険料に充
当されます。

711_特約のしくみ-1406-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

保
険
料
充
当
金

移管

更新
充当

定期保険特約などの保険料 お払い込みいただく保険料

◉ご契約者からあらかじめ保険料充当金の全部または一部を保険料充当特約に移管しない旨
のお申し出があった場合、移管しない保険料充当金については、ご契約者にお支払いしま
す。

この特約に更新はありません。この特約は保険期間が満了した場合、消滅
します。

ご注意

14 保険料の充当
（保険料充当特約の
取扱い）

（₁₁₈ページ）

➡参照

更新後の保険料の増加に備え、事前に保険料を積み立てておくことを主な目的とした特約
です。

保険金のお支払い
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お支払いする場合 お支払い額 受取人

災害死亡
給付金

被保険者が不慮の事故❶

により、その事故の日か
ら₁₈0日以内に死亡した
とき

被保険者が死亡した日の積立金
相当額×1.1倍

死亡保険金受取人

被保険者が特定感染症❷

により死亡したとき

₂　災害死亡給付金

お支払いする場合 お支払い額 受取人

死亡給付金
被保険者が、災害死亡給付金
のお支払いする場合に該当し
ない事由で、死亡したとき

被保険者が死亡した日の
積立金相当額

死亡保険金受取人

₃　死亡給付金

災害死亡給付金と死亡給付金は重複してお支払いしません。

ご注意

その他のご留意いただきたい事項
◉この特約の保険期間が満了になった場合やこの特約の給付金が支払われた場合以外にも、

次の場合には、この特約は消滅します。
◦更新可能な特約がすべて消滅したとき
◦この特約のほかに付加されているすべての特約の特約保険料のお払込みが不要となった
とき

❶不慮の事故／急激
かつ偶発的な外来の
事故（交通事故など）
をいいます。
➡参照 別表 ₂ ｢対象
となる不慮の事故｣

❷特定感染症／コレ
ラ、腸管出血性大腸
菌感染症などです。
➡参照 別表₁₂ ｢対
象となる特定感染
症｣

保険金のお支払い
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お支払いする場合 「保険金などをお支払いできない場合（102ページ）」もお読みください。

被保険者が次の場合に、死亡保険金などの全部または一部を特約保険金としてお支払いします。
　・リビング・ニーズ特約………余命 6カ月以内と判断されるとき
　・重度がん保険金前払特約……がんの治療をすべて受けたが、効果がなかったと判断されるとき

リビング・ニーズ特約

重度がん保険金前払特約 重度がん保険金前払特約［総合
保険用］特約条項

および

リビング・ニーズ特約

お支払いする場合 受取人

特約保険金 被保険者の余命が ₆カ月以内と判断されるとき 被保険者❶ ❶ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いします。

リビング・ニーズ特約［総合保
険用］特約条項

◦余命 ₆カ月以内とは、特約保険金請求の際に、日本で一般
的に認められた医療による治療を行っても余命が ₆カ月
以内であることを意味します。

◦余命の判断は、医師の診断に基づき、特約保険金の請求時
における被保険者の状態について当社が行います。なお、
次の場合などは「被保険者の余命が ₆カ月以内と判断され
るとき」に該当しません。
①被保険者の余命が ₆カ月以内と医師により診断された

後、身体の状態が回復した等の理由によって、特約保険
金の請求時においては余命が ₆カ月以内ではなくなっ
たと判断される場合

②被保険者の余命が ₆カ月以内と医師により診断された
後、特約保険金の請求の前に被保険者が死亡した場合

保険金のお支払い
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重度がん保険金前払特約

お支払いする場合 受取人

特約保険金

被保険者が所定の悪性新生物（がん）❷と診断確定❸され、
次のいずれかに該当すると判断されるとき
₁ ．治療をすべて受けたが、効果がなかった
₂ ．被保険者の身体的状態では、いかなる治療も受けら
れる見込みがない

3 ．効果が期待できる治療がない

被保険者❶

◉重度がん保険金前払特約の「お支払いする場合」における「治療」と「効果」について

■悪性新生物（がん）に対する標準的な治療■
主な治療法には、手術、抗がん剤治療、放射線治療があり、これらを単独で、または ₂つ以上
を組み合わせて実施します。なお、悪性新生物（がん）の種類、進行度などにより最適な治療
が複数あると判断されることもあります。

◦「治療」とは、公的医療保険制度において保険給付の対象となる治療のうち、日本で
一般に開示されている標準的な治療の指針（「診療ガイドライン」など❹）に基づく治
療をいいます。そのような指針がない場合は、医師が有効と認めた治療をいいます。
ただし、いずれの場合も、治

ち

癒
ゆ

を目的としない、痛みを和らげることなどを目的とし
た「対症療法」は除きます。

◦「効果」とは、悪性新生物（がん）が縮小すること（腫
しゅ

瘍
よう

縮小効果）をいいます。た
だし、腫瘍縮小効果で判定できない白血病などは、それ以外の評価方法により判定し
ます。また、腫瘍縮小効果のほかに効果を判定できる評価方法が標準的となった場合、
その評価方法により判定することがあります。

◦【重度がん保険金前払特約の「お支払いする場合」に該当する例・しない例】（次ペー
ジ）もご参照ください。

❸診断確定／病理組
織学的所見（生検）
により医師によって
なされることを要し
ます。ただし、病理
組織学的所見（生検）
が得られない場合に
は、他の所見による
診断確定も認めるこ
とがあります。

❹がんの種類、進行
状況などに応じた標
準的な治療を、がん
診療の指針として、
悪性新生物（がん）
の専門学会などがま
とめたものです。
₂0₂0年 ₇ 月現在では
胃がん、大腸がん、
乳がん、肺がんなど
について作成されて
います。

上記 ₁ ～ 3に該当するかの判断は、医師の診断に基づき、特
約保険金の請求時における被保険者の状態などについて当
社が行います。

❶ご契約者および死
亡保険金受取人が法
人の場合は、死亡保
険金受取人である法
人にお支払いします。

❷所定の悪性新生物
（がん）／以下はお
支払いの対象となる
悪性新生物に含みま
せん。
・上皮内がん（乳房・

膀胱・腎盂・尿管
等の非浸潤がん・
非侵襲がん、大腸
の粘膜内がん等）
および皮膚の悪性
黒色腫以外の皮膚
がん

◦国際対がん連合
（ＵＩＣＣ）の「ＴＮ
Ｍ分類」が「Ｔ0 」
のもの
なお、悪性・上皮内・
良性のいずれの新生
物にあたるかは、診
断確定されたときの

「国際疾病分類－腫
瘍学」をもとに判断
します。
➡参照 別表 ₄ ｢対象
となる悪性新生物｣

保険金のお支払い
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【重度がん保険金前払特約の「お支払いする場合」に該当しない例】

「非浸潤性乳管がん」は（お支払い対象
の）「対象となる悪性新生物（がん）」に
該当しないため、お支払いできません。

治療の効果（「腫瘍縮小効果」）が認めら
れている間は、お支払いできません。

白血病などは「腫瘍縮小効果」以外の評
価方法により治療の効果が判定されま
す。この例の場合、「寛解」していると
きはお支払いできません。

特約保険金の請求の際に、他の治療が
残っているため、お支払いできません。

◦ 「非浸潤性乳管がん」と診断確定され
た

◦ 胃がんで、胃を全部摘出し、がんが認
められなくなった場合

◦ 抗がん剤治療を受け、がんが縮小した
場合

◦ 白血病に対する抗がん剤治療を受け
「寛
かん

解
かい

❻」している場合

◦ 放射線治療を受け、効果がなかったが、
今後抗がん剤治療を受ける予定がある
場合

◦ 「公的医療保険制度」の保険給付の対
象外となる治療（先進医療等）を受け
た結果、「公的医療保険制度」の保険
給付の対象となる放射線治療が受けら
れるようになった場合

【重度がん保険金前払特約の「お支払いする場合」に該当する例】

❺腫
しゅ

瘍
よう

マーカー／悪
性新生物（がん）に
特徴的な物質。腫瘍
マーカーの値のみで
悪性新生物（がん）
の悪化および回復を
判断できるものでは
ありません。

❻寛
かん

解
かい

／末梢血液中
や骨髄中の白血病細
胞が一定水準以下に
減少し、白血病によ
る自覚症状や他覚症
状がなくなった状態
をいいます。

▶

▶

▶

▶

◦ 胃がんで、「診療ガイドライン」などに基づく手術や抗がん剤治療をすべて受けたが、
がんの進行が止まらず、治療の効果がなかったと診断されている場合

◦ 大腸がんで、「診療ガイドライン」などに基づく手術や抗がん剤治療などをすべて受
けた結果、腫

しゅ

瘍
よう

マーカー❺は下降したものの、リンパ節、肝臓や肺への転移などがん
の進行が止まらず、治療の効果がなかったと診断されている場合

◦ 『「公的医療保険制度」において保険給付の対象となる治療のうち、「診療ガイドライ
ン」などに基づく治療をすべて受けたが効果がなかった』と診断されているが、「公
的医療保険制度」において保険給付の対象外となる治療（先進医療等）を受ける予定
がある場合

◦ 肺がんになったが、他の疾患などにより重度の臓器障害があるために、手術、抗がん
剤治療、放射線治療その他いかなる治療も受けることができない場合

保険金のお支払い
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お支払い額

リビング・ニーズ特約および重度がん保険金前払特約のお支払い額は、それぞれ以下
のとおりです。

リビング・ニーズ特約 〔指定保険金額〕－〔 6カ月分の利息＋ 6カ月分の保険料相当額〕
重度がん保険金前払特約 〔指定保険金額〕－〔 3年分の利息＋ 3年分の保険料相当額〕

◉「指定保険金額」「利息」「保険料相当額」について

指
定
保
険
金
額

「指定保険金額」は、リビング・ニーズ特約および重度がん保険金前払特約のそれ
ぞれについて、以下の範囲内で設定できます。

対象となる死亡保険金額の範囲内、かつ、3,000万円以内

「対象となる死亡保険金額」は、次の特約の死亡保険金額などの合計額とします。

・定期保険特約
・終身保険特約
・家計保障年金特約❼❽

・生活サポート定期保険特約

ただし、特約保険金の請求日から起算した以下の期間内に保険期間が満了する特
約の死亡保険金額などは、対象になりません（特約が更新されるときは対象にな
ります）。
◦リビング・ニーズ特約…… ₁ 年以内　◦重度がん保険金前払特約…… 3 年以内

利
息

「利息」とは、「指定保険金額」と「指定保険金額を当社所定の利率で以下の期間
分割り戻して計算した現価」との差額です。
◦リビング・ニーズ特約…… ₆カ月間　◦重度がん保険金前払特約…… 3 年間

保
険
料
相
当
額

「保険料相当額」とは、「特約保険金の請求日から起算した以下の期間に対応する
指定保険金額に対する保険料」を当社所定の利率で割り戻して計算した現価です。
◦リビング・ニーズ特約…… ₆カ月間　◦重度がん保険金前払特約…… 3 年間
対象となる特約の特約保険料のお払込みが終了または免除されているときなどは、

「保険料相当額」はありません。

❼換算保険金額（被
保険者が死亡した場
合に第 ₁ 回家計保障
年金の支払事由発生
日において支払うべ
き第 ₁ 回家計保障年
金年額と未払年金の
現価を合算した金
額）とします。

❽リビング･ニーズ
特約の場合、特約保
険金の請求日から 6
カ月後の換算保険金
額、重度がん保険金
前払特約の場合、特
約保険金の請求日か
ら 3年後の換算保険
金額とします。

保険金のお支払い
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お支払いの限度
◉リビング・ニーズ特約および重度がん保険金前払特約の特約保険金のお支払いは、 ₁ 契約
についてそれぞれ 1 回限りとします。

◉複数のご契約にリビング・ニーズ特約または重度がん保険金前払特約が付加されている場
合、同一被保険者の指定保険金額を通算して、それぞれ3,000万円を限度とします。

特約保険金をお支払いした後の取扱い

【死亡保険金額などの全額が指定保険金額として指定された場合】
◉死亡保険金額などの全額が指定保険金額として指定され、特約保険金をお支払いした場合
には、指定保険金額の対象となったすべての特約は請求日にさかのぼって消滅します。

【死亡保険金額などの一部が指定保険金額として指定された場合】
◉死亡保険金額などの一部が指定保険金額として指定され、特約保険金をお支払いした場合
には、指定保険金額の対象となった特約は、指定保険金額の分、死亡保険金額などが減額
されます。また、死亡保険金額などの減額に応じて高度障害保険金額なども減額されます。

❾リビング・ニーズ
特約の特約保険金を
お支払いした場合は
₆カ月以内、重度が
ん保険金前払特約の
特約保険金をお支払
いした場合は 3 年以
内。

◦特約保険金のお支払いによって特約が消滅しまたは減額された場合、返
戻金はありません。

◦お支払い後早期❾に死亡した場合でも「利息」および「保険料相当額」は
返金しません。

ご注意

● リビング・ニーズ特約と重度がん保険金前払特約の「お支
払いする場合」に同時に該当した場合には、以下の事項を
ご確認いただきご請求ください。

◦ お支払いの際、リビング・ニーズ特約は「 ₆カ月分の利息と ₆カ月分の保険料相
当額の合計」が控除され、重度がん保険金前払特約は「 3 年分の利息と 3 年分の
保険料相当額の合計金額」が控除されるため、それぞれの特約の指定保険金額が
同額の場合、リビング・ニーズ特約のお支払い額のほうが大きくなります。

◦ ただし、リビング・ニーズ特約の特約保険金をお支払いした場合には、重度がん
保険金前払特約は同時に消滅しますので、重度がん保険金前払特約の特約保険金
はご請求できなくなります。

◦ なお、重度がん保険金前払特約の特約保険金をお支払いした場合でも、リビン
グ・ニーズ特約はそのまま継続しますので、あらためてリビング・ニーズ特約の
特約保険金をご請求いただくことができます。

保険金のお支払い
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その他ご留意いただきたい事項
◉重度がん保険金前払特約の付加にあたっては、リビング・ニーズ特約の付加が必要です。

◉重度がん保険金前払特約は、リビング・ニーズ特約が解約、解除またはリビング・ニーズ
特約の特約保険金のお支払いなどにより消滅したときに、同時に消滅します。

◉公的医療保険制度の改正が行われた場合には、当社は、主務官庁の認可を得て、重度がん
保険金前払特約の「お支払いする場合」を変更することがあります。「お支払いする場合」
を変更する場合、当社はその旨を改正に関する法令の公布の日から ₆カ月以内にあらかじ
めご契約者にご連絡します。

⓫自動振替貸付およ
び契約者貸付制度の
貸付金がある場合、
さらに貸付金の元利
合計額を差し引きま
す。

❿当社所定の利率が
年0.₅₅％、指定保険
金額に対する月掛保
険料が₄,₆90円の場合
の例です。
実際の計算結果は、
ご請求の対象となる
契約の内容（指定保
険金額、当社所定の
利率、特約保険料）
などにより異なりま
す。

【お支払い例】

お支払い額

死亡保険金の
お支払い

重度がん保険金前払特約の
指定保険金額  1,000万円

契約 ①がんで治療を受けたが
効果がなかった

②余命6カ月以内と
診断された

③死亡

リビング・ニーズ特約の
指定保険金額  1,000万円

お支払い額

908_348_お支払い例-1406-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し

■両方の特約を付加した場合■

①「がんで治療を受けたが効果がなかった」とき
【重度がん保険金前払特約　特約保険金の計算例❿】

指定保険金額₁,000万円　 3 年分の利息₁₆3,₂0₁円　 3 年分の保険料相当額₁₆₇,₄₅9円
　　　　　　　　　　　　　　　指定保険金額　　₁0,000,000円
　－　（ 3 年分の利息＋ 3 年分の保険料相当額） 330,₆₆0円
　　　　　　　　　　　　　　　　お支払い額⓫ 9,669,340円

◦お支払い後、死亡保険金額は、重度がん保険金前払特約の指定保険金額分減額さ
れて₁,₅00万円になり、その分、保険料も減額されます。

②「余命 6カ月以内と診断された」とき
【リビング・ニーズ特約　特約保険金の計算例❿】

指定保険金額₁,000万円 ₆カ月分の利息₂₇,3₈₇円 ₆カ月分の保険料相当額₂₈,₁0₂円
　　　　　　　　　　　　　　　　　指定保険金額　　₁0,000,000円
　－　（ ₆カ月分の利息＋ ₆カ月分の保険料相当額） ₅₅,₄₈9円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　お支払い額⓫ 9,944,511円

◦お支払い後、①の際と同様に、死亡保険金額はリビング・ニーズ特約の指定保険
金額分減額されて₅00万円になり、その分、保険料も減額されます。

③被保険者が死亡したとき
◦②で減額後の死亡保険金額₅00万円を死亡保険金受取人にお支払いします。

〔ご契約の例〕
◦ご契約時の死亡保険金額：₂,₅00万円
◦重度がん保険金前払特約の指定保険金額：₁,000万円
◦リビング・ニーズ特約の指定保険金額：₁,000万円

保険金のお支払い
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以下の ₁ ～ ₆のいずれかに該当するときは、保険金などのお支払いや特約保険料のお払込み
の免除はできません。

₁ 「お支払いする場合」や「特約保険料のお払込みが免除される場合」に 
該当しない場合（責任開始時前の病気・ケガを原因とする場合など）

◉各特約について、 6 保険金などのお支払い の「お支払いする場合」や 18 保険料払込
免除 の「特約保険料のお払込みが免除される場合」に該当しない場合、保険金などのお
支払いや特約保険料のお払込みの免除はできません。

◉責任開始時❶前の病気・ケガを原因とする場合には、原則として保険金など❷のお支払い
や特約保険料のお払込みの免除はできません。

◉ただし、責任開始時❶前の病気・ケガを原因とする場合であっても、ご契約の際の告知な
どにより当社がその原因の発生を知っていた場合などには、保険金などのお支払いをする
ことや特約保険料のお払込みの免除をすることがあります。

6 保険金などのお
支払い

（ 3₄ページ）
18 保険料払込免除

（₁₂₇ページ）

➡参照

❶復活が行われた場
合は復活の際の責任
開始時とします。

1 2 3 4

でも、保険金が
支払われるには、いろいろ
条件があるらしいわよ…。

特約をいろいろ付けたし、
これで安心！

えっ、加入しておけば、必ず
もらえるんじゃないの？ ちゃんと

確認しないとね！

ち-011-特約-1406.ai
（埋込ファイル名：02-保険などをお支払いできない場合.psd）

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

❷対象となるのは、
特約条項の「支払事
由」で「責任開始時
以後に発病した疾病

（または発生した不
慮の事故など）」を
原因とすることを規
定している保険金な
どで、高度障害保険
金、入院給付金など
です。

がん保険金、がん・上皮内新生物保険金のお支払いなどについては、責任
開始時以後の原因による場合であってもお支払いできないことがあります。
詳しくは「悪性新生物（がん）・上皮内新生物に関する取扱い」「 2　責任
開始日から90日以内に対象となる悪性新生物（がん）・上皮内新生物と診断
確定された場合の取扱い」（ ₆3ページ）をご覧ください。

ご注意

7 保険金などをお支払いできない場合

保険金のお支払い
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₂ 免責事由に該当する場合
◉免責事由に該当した場合、「お支払いする場合」や「特約保険料のお払込みが免除される

場合」などに該当していても、保険金などのお支払いや特約保険料のお払込みの免除はで
きません。

◉免責事由は「保険金など」の種類によって下表のとおりになります。

❼被保険者の薬物依
存／次の給付金の免
責事由です。
・給与・家計サポー
ト給付金

・入院給付金
・入院治療給付金
・入院時手術給付金
・入院時放射線治療

給付金
・外来時手術給付金
・外来時放射線治療

給付金
・通院治療給付金
・先進医療給付金

❻受取人／次の給付
金の免責事由です。
・災害死亡保険金
・災害死亡給付金

❸精神の障害によっ
て心
しん

神
しん

喪
そう

失
しつ

の状態と
なり、自己の生命を
絶つ認識が全くな
かったときは、保険
金などをお支払いす
る場合があります。

❹支払事由に該当し
た被保険者の数に
よっては、保険金な
どをお支払いする場
合があります。

❺次の給付金は「被
保険者の犯罪行為」
と読み替えます。
・災害死亡保険金
・災害死亡給付金
・障害給付金
・特定損傷給付金

❽頸部症候群（いわ
ゆる「むちうち症」）
または腰痛でいずれ
も他覚所見のないも
の／次の給付金の免
責事由です。
・給与・家計サポー
ト給付金

・入院給付金
・入院治療給付金
・通院治療給付金

保険金など 免責事由

死亡保険金
死亡給付金
家計保障年金

₁ ．責任開始時の属する日から、 3 年以内における被保険者
の自殺❸

₂ ．保険契約者または受取人の故意
3 ．戦争その他の変乱❹

高度障害保険金
高度障害年金

₁ ．被保険者の自殺行為❸または犯罪行為
₂ ．保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
3 ．戦争その他の変乱❹

生活サポート保険金
生活サポート終身年金
介護保険金
介護終身年金

₁ ．被保険者の自殺行為❸または犯罪行為
₂ ．保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
3 ．戦争その他の変乱❹

₄ ．被保険者の薬物依存

給与・家計サポート給付金
災害死亡保険金
災害死亡給付金
障害給付金
入院給付金
入院治療給付金
入院時手術給付金
入院時放射線治療給付金
外来時手術給付金
外来時放射線治療給付金
通院治療給付金
先進医療給付金
特定損傷給付金

₁ ．被保険者の自殺行為❸または犯罪行為❺

₂ ．保険契約者、被保険者または受取人❻の故意または重大
な過失

3 ．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
₄ ．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
₅ ．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転して
いる間に生じた事故

₆ ．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当
する運転をしている間に生じた事故

₇ ．地震、噴火または津波❹

₈ ．戦争その他の変乱❹

9 ．被保険者の薬物依存❼

₁0．頸
けい

部
ぶ

症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛でい
ずれも他覚所見のないもの❽

リビング・ニーズ特約の
特約保険金

₁ ．被保険者の自殺行為❸または犯罪行為
₂ ．保険契約者または被保険者の故意
3 ．戦争その他の変乱

◉がん保険金、がん・上皮内新生物保険金、重度疾病保険金、通院治療一時金、退院給付金、
保険料充当金、がんによる特約保険料のお払込みの免除（がん保険料払込免除特約）、重
度がん保険金前払特約の特約保険金、健康サポート・キャッシュバックには免責事由はあ
りません。

特約の保険金などの免責事由

保険金のお支払い
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【免責事由に該当する場合　災害死亡保険金の例】

お酒で軽く酔っていたが普通に
横断歩道を横断中に、車にはね
られ死亡した場合

▶
災害死亡保険金の免責事由に該
当しないので、お支払いします。

泥酔状態になって道路に寝込ん
でいたところ、車にはねられ死
亡した場合 ▶

災害死亡保険金の免責事由の「被
保険者の泥酔の状態を原因とす
る事故」に該当するので、お支
払いできません。

免責事由

身体障害表の第 ₁ 級
の障害状態による特
約保険料払込免除

₁ ．被保険者の自殺行為❿

₂ ．被保険者の犯罪行為
3 ．保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
₄ ．戦争その他の変乱⓫

身体障害表の第 ₂ 級
または第 3 級の障害
状態による特約保険
料払込免除❾

₁ ．被保険者の犯罪行為
₂ ．保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
3 ．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
₄ ．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
₅ ．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している

間に生じた事故
₆ ．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する

運転をしている間に生じた事故
₇ ．地震、噴火または津波⓫

₈ ．戦争その他の変乱⓫

特約保険料のお払込みの免除の免責事由

❾「被保険者の自殺
行為」は不慮の事故
ではないので、身体
障害表の第 ₂ 級また
は第 3 級の障害状態
による特約保険料の
お払込みの免除の払
込免除事由には該当
しません。

❿精神の障害によっ
て心
しんしんそうしつ

神喪失の状態と
なり、自己の生命を
絶つ認識が全くな
かったときは、特約
保険料のお払込みを
免除する場合があり
ます。

⓫払込免除事由に該
当した被保険者の数
によっては、特約保
険料のお払込みを免
除する場合がありま
す。

保険金のお支払い
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₃ 告知義務違反による解除の場合
◉ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、ご契約時や復活時に告知いた
だいた内容が事実と相違し、普通保険約款に定める告知義務⓬違反による解除となった場
合は、保険金などのお支払いや特約保険料のお払込みの免除はできません（ただし、ご請
求原因と解除の原因となった事実との間に全く因果関係が認められない場合には、保険金
などのお支払いや特約保険料のお払込みの免除をします）。

◉この場合に、当社は、すでに保険金などをお支払いしていたときにはその返還を請求する
ことができ、また、すでに特約保険料のお払込みを免除していたときには免除した特約保
険料のお払込みがなかったものとして取り扱います。

◉告知義務違反による解除をした場合に、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。

【告知義務違反による解除の場合　死亡保険金の例】

定期保険特約の付加に際し、被
保険者が「高血圧」での通院に
ついて、正しく告知せず、その
後 ₂ 年以内に「高血圧」を原因
とする「脳出血」で死亡した場合

▶

定期保険特約は告知義務違反の
ため解除となります。さらに、
ご請求原因（「脳出血」）と解除
の原因となった事実（「高血圧」）
との間に因果関係があるため死
亡保険金はお支払いできません。

定期保険特約
は解除となり、
お支払いでき
ません。

⓬告知義務
➡参照 4 健康状態
や職業などの告知

（ 30ページ）

責任開始日から 2 年間「高血圧」で通院 お申込み
・告知

「高血圧」での通院について告知なし

「高血圧」を原因とする
「脳出血」で死亡責任開始日 死亡保険金は

お支払いできません

解除

コ-001-告知義務違反.ai

43005-個人定期･集団定期

保険金のお支払い
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■重大事由とは、次の場合をいいます■
₁ ．以下の保険金などを詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が

事故招致（未遂を含みます）をした場合

給付の種類 事故招致をした者

被保険者の死亡により支払われる保険金等⓭（他
のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および給
付の名称のいかんを問いません）

ご契約者
死亡保険金受取人

このご契約の上記以外の保険金など
ご契約者
被保険者
当該保険金などの受取人

このご契約の特約保険料のお払込みの免除 ご契約者
被保険者

₂ ．このご契約の以下の給付の請求に関し、以下の者に詐欺行為（未遂を含みます）があった
場合

給付の種類 詐欺行為を行った者

保険金など 当該保険金などの受取人

特約保険料のお払込みの免除 ご契約者

3 ．他のご契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額などの合計額が著しく過大で
あって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

₄ ．ご契約者、被保険者または保険金などの受取人が、次のいずれかに該当する場合⓮

ア．反社会的勢力⓯に該当すると認められること
イ．反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると

認められること
ウ．反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ．ご契約者または保険金などの受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支

配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ．その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

₅ ．次のアまたはイなどにより、当社のご契約者、被保険者または保険金などの受取人に対す
る信頼を損ない、このご契約を継続することを期待し得ない上記 ₁から ₄と同等の事由があ
る場合
ア．このご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由によって解除されること
イ．ご契約者、被保険者または保険金などの受取人が他の保険者との間で締結したご契約ま
たは共済契約が重大事由により解除されること

₄ 重大事由による解除の場合
◉重大事由によりご契約または特約が解除される場合には、重大事由が生じた後に、保険金
などの支払事由または特約保険料のお払込みの免除事由が生じても、保険金などのお支払
いまたは特約保険料のお払込みの免除はできません。

◉この場合に、当社は、すでに保険金などをお支払いしていたときにはその返還を請求する
ことができ、また、すでに特約保険料のお払込みを免除していたときには免除した特約保
険料のお払込みがなかったものとして取り扱います。

◉重大事由による解除をした場合、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。

⓮この事由にのみ該
当した場合で、複数
の保険金などの受取
人のうちの一部の受
取人だけが該当した
ときに限り、保険金
などのうち、その受
取人にお支払いする
こととなっていた保
険金などを除いた額
を、他の受取人にお
支払いします。

⓯反社会的勢力／暴
力団、暴力団員（暴
力団員でなくなった
日から ₅ 年を経過し
ない者を含みます）、
暴力団準構成員、暴
力団関係企業その他
の反社会的勢力をい
います。

⓭死亡保険金、死亡
給付金および家計保
障年金です。

保険金のお支払い

106次のページにつづきます

もくじ に戻る



₅ 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
◉詐欺または保険金などの不法取得目的によりご契約を締結した場合、ご契約はそれぞれ取

消しまたは無効となり、保険金などのお支払いまたは特約保険料のお払込みの免除はでき
ません。この場合はすでにお払込みいただいた特約保険料は払い戻しません。

₆ 保険料のお払込みがないことによる解除、失効の場合
◉保険料のお払込みがないことによりご契約が解除となった場合または失効した場合には、
その後に保険金などの支払事由または特約保険料のお払込みの免除事由が発生しても、保
険金などのお支払いまたは特約保険料のお払込みの免除はできません。

■転換後の特別取扱について■
◦転換後のご契約の場合には、「 3 年以内の自殺により免責事由に該当する場合」「責任開始時

前の病気やケガを原因とする場合」「告知義務違反による解除の場合」などであっても、転
換前から続いている保障の範囲内で、保険金などのお支払いまたは特約保険料のお払込みの
免除をすることがあります。

◦この場合、ご契約内容を変更（保険金額などの減額または特約の解約など）していただいた
り、転換前のご契約に戻していただくことがあります。

13 猶予期間内に保
険料のお払込みがな
い場合のお取扱い
（解除、失効、復活）
（₁₁₆ページ）

➡参照

1 ご契約にあたって
［5ベストスタイル
へ転換する場合（契
約見直しプラン（契
約転換制度））のし
くみ］

（ ₁₂ページ）

➡参照

保険金のお支払い
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1 2 3

やっと退院できたよ。

よかったわ～。

あっ、 保険から
入院給付金が
出るんだよね。

そうそう ！
ねえ、手続きは
どうすれば
いいのかしら。

よし、問い合わせて
 みよう。

り-001-入院給付金-1406-CC.ai
（埋込ファイル名：07-保険金などの請求お手続き.psd）

43162-かんたん告知
43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し
43324-かんたん告知_更新

保険金などの請求および特約保険料の払込免除の請求
◉保険金などのご請求および特約保険料の払込免除のご請求手続きは以下のとおりです。

●もれなくご請求いただくために、次の項目もご確認
ください。
◦複数のご契約にご加入されていませんか？
◦がんなど、特定のご病気ではありませんか？
◦通院をされたときに給付金をお支払いするご契約では
ありませんか？

◦障害状態または要介護状態にあたりませんか？
◦死亡する前に、入院や手術を受けていた、または障害状

態や要介護状態に該当していたということはありませ
んか？

❶死亡の原因または
入院などの原因によ
り、確認させていた
だく項目が異なるこ
とがあります。

◉各特約について、 6 保険金などのお支払い の「お支払いする場合」や 18 保険料払込
免除 の「特約保険料のお払込みが免除される場合」に、該当したときまたは該当する可
能性があると思われるときには、幅広くご案内するため、以下の内容などをお伺いするの
で事前にご確認ください。
◦ご契約内容によってはお支払いできる保険金などがないことがあります。

死亡した場合❶ 病気・ケガをした場合❶❷

◦保険証券番号（ご契約が複数
ある場合は、全件）

◦死亡した方のお名前・生年月日
◦死亡した日
◦死亡の原因（事故・病気）
◦受取人のお名前とご連絡先
◦死亡する前の入院などの有無

◦保険証券番号（ご契約が複数ある場合は、全件）
◦入院・手術・通院・放射線治療などをした方、障害

状態になった方のお名前・生年月日
◦入院などの原因（事故・病気）
◦事故日（事故を原因とする場合）
◦入院の期間（入院日・退院日）、通院日
◦手術名および手術日（手術を受けた場合）
◦放射線治療名および実施日（放射線治療を受けた場合）
◦治療に対する公的医療保険制度の適用有無

手順 ₁ 　ご連絡をいただく前にご確認ください

❷障害の状態および
原因によっては特約
保険料のお払込みが
免除される場合があ
ります。

8 保険金などの請求手続き

6 保険金などのお
支払い

（ 3₄ページ）
18 保険料払込免除

（₁₂₇ページ）

➡参照

保険金のお支払い

108次のページにつづきます
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ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、ご契
約者のご住所を変更された場合や死亡保険金受取人の変更が
必要となった場合には、変更手続きをお早めにしてください。

当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、保険金などのご
請求および特約保険料の払込免除のご請求の際、ご請求内容などについて
確認❹させていただく場合があります。また、被保険者を診療した医師など
に対し、症状などについて照会や確認をさせていただく場合があります。

ご注意

22 死亡保険金受取
人の変更

（₁33ページ）

➡参照

23 ご契約者・住所
などの変更にともな
う手続き

（₁3₅ページ）

➡参照

❹確認に際して、事
前のご連絡なしに訪
問させていただく場
合があります。

◉ご案内した所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備いただ
き、当社へご提出ください。

手順 ₄ 　必要書類をご提出ください

◉当社からお支払金額などを記載した明細書を郵送しますので、内容をご確認ください。
◦保険金などのお支払いや特約保険料のお払込みの免除ができない場合、その理由をご説

明しています。

手順 ₆ 　お支払明細書をご確認ください

◉ご連絡いただいた内容にもとづき、ご請求の詳しいご案内と必要書類をお届けします。
◦このご契約のほかに、ご請求いただけるご契約がある場合には、あわせて必要書類をご

案内します。

手順 ₃ 　ご請求のご案内と必要書類をお届けします

9 保険金などのお
支払期限

（₁₁0ページ）

➡参照◉請求書類の不足などがある場合には、ご連絡をさしあげます。
◉保険金などは、ご指定いただいた口座へ送金します。
◉ご提出いただいた書類（診断書など）にもとづいてお支払いした保険金などのほかに、お

支払いできる可能性がある場合などには、あらためてご案内します。

手順 ₅ 　ご提出書類の内容を確認し、保険金などのお支払いや
特約保険料のお払込みの免除をします

◉受取人から当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡ください❸。
◉被保険者がお受け取りになる保険金などや、ご契約者と被保険者が同一人である場合の特

約保険料払込免除のご請求について、被保険者ご自身にご請求できない特別な事情がある
ときは、指定代理請求人が被保険者に代わってご請求できる場合があります。

◉受取人は保険金などによって異なります。

手順 ₂ 　担当者へご連絡ください

10 指定代理請求制
度

（₁₁₁ページ）

➡参照

❸特約保険料の払込
免除のご請求は、ご
契約者からご連絡く
ださい。

6 保険金などのお
支払い

（ 3₄ページ）
18 保険料払込免除

（₁₂₇ページ）

➡参照

保険金のお支払い
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1 2 3

あ～、退院できてよかったよ。
家はいいなぁ。

ねえ…

保険で入院給付金が出るのよね。
いつ支払われるのかしら？

どれ、どれ…

あ、ここに期限が
書いてあるよ。

そうね、しっかり
読んでおきましょ。

ぬ-001-入院給付金-CC.ai
（埋込ファイル名：02-保険金などのお支払期限.psd）

43014-医療プラン
43023-医療保障保険
43057-メディカルE_更新
43151-退職後医療プラン
43162-かんたん告知
43167-個人・集団・歯っぴぃ_更新
43182-PL' EASE_更新
43250-ベストスタイル
43263-MYどっく_更新
43264-メディカルスタイルF
43207-MYどっくプラス_更新
43324-かんたん告知-更新

お支払期限について

◉ただし、保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合は、お支払期限を
以下のとおりとします。

保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合 お支払期限
₁ ．保険金の支払事由などの発生の有無の確認が必要な場合
₂ ．保険金の免責事由などに該当する可能性がある場合
3 ．告知義務違反に該当する可能性がある場合
₄ ．普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当
する可能性がある場合

請求日の翌営業
日からその日を
含めて45日以内
にお支払いしま
す。

上記 ₁ ～ ₄の確認を行うために次の特別な照会や調査が必要な場合
◦ 弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会
◦ 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別
の調査、分析または鑑定

◦ 刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所
に対する照会

◦ 日本国外における調査

請求日の翌営業
日からその日を
含めて180日以
内にお支払いし
ます。

保険金のお支払いなどのための上記の確認などに際し、ご契約者・被保険
者・保険金などの受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確
認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間
の遅滞の責任を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。

ご注意

■お支払期限の例■

請求書類到達 お支払期限

請求日 1営業日目 2営業日目 3営業日目 4営業日目 5営業日目

4/1
（水）

4/2
（木）

4/3
（金）

4/4
（土）

4/5
（日）

4/6
（月）

4/7
（火）

4/8
（水）

ル-001-お支払期限の例_共-CC.ai

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43006-ドリームプラン
43014-医療プラン
43023-医療保障保険
43042-リ・バイタル_更新
43045-特定疾病_更新
43053-パイオニアE
43057-メディカルE_更新
43091-新定期保険Ｅ
43136-年金ひとすじ
43137-Everybody10
43151-退職後医療プラン
43153-ひとすじワイド
43161_ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43164-新逓増定期
43167-個人・集団・歯っぴぃ_更新
43182-PL' EASE更新用
43183-明日のミカタ
43187-たしかな計画
43200-新養老保険E
43222-介護のささえ

43225-学資のほけん
43226-医療のほけん
43250-ベストスタイル
43260-年金かけはし
43261-3年間災害逓増
43263-MYどっく_更新用
43264-メディカルスタイルF
43265-つみたて学資
43266-パイオニアケアプラス
43305-1年更新定期
43307-MYどっくプラス_更新
43308-才色健美_更新
43316-米ドル建養老保険
43323-1年更新定期-更新用
43324-かんたん告知_更新
43325-50歳から
43329-生活障害定期

43143-Everybody_窓
43178-堅実ねんきん・羅針盤_窓
43199-かんたん未来計画_窓
43227-年金果実NEOV3_窓
43240-きずなサポート_窓
43255-つかってのこせる_窓
43280-やさしさ二重奏-窓
43284-しあわせの階段-窓
43298-３増Ⅲ・かんプラ_窓
43317-他4冊-外貨建・エブプラ（仮）_窓

◉保険金などのご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日（請求日）❶の
翌営業日❷からその日を含めて 5 営業日❷以内にお支払いします。

❶請求書類が当社に
到達した日（請求日）
とは、完備された請
求書類が当社に到達
した日をいいます。

❷この営業日とは、
以下の日を除く日を
いいます。（₂0₂0年 ₇
月現在のお取扱いで
す。）
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関
する法律」に規定
する休日

・₁₂月3₁日から翌年
₁ 月 3 日まで

◉お支払期限を過ぎて保険金などをお支払いすることとなった場合には、お支払期限の翌日
以降の期間について所定の利息を保険金などと併せてお支払いします。

9 保険金などのお支払期限

保険金のお支払い
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1 2 3 4

意識不明で入院給付金の
請求ができないわ。

そうだ、代理請求を
すればいいんだわ。

指定代理請求制度を使って
夫に代わって
入院給付金を請求
したいのですが……

被保険者に代わって
ご請求いただけます。

助かったわ。

る-002-指定代理請求-1406-CC.ai
（埋込ファイル名：02-代理請求特約.psd）

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-ディカルスタイルF見直し

指定代理請求制度とは
被保険者がお受取りになる保険金などについて、被保険者本人がご請求できない特別
な事情がある場合に、ご契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者に代
わって保険金などをご請求できる制度です。

₁　代理請求できる場合
◦被保険者本人が、事故や病気で寝たきりなどの状態になり、保険金などのご請求を行う

意思表示が困難な場合
◦被保険者本人が、がんなどの病名や余命 ₆カ月以内であることを知らされていないた
め、保険金などをご請求できない場合

₂　代理請求の対象となる保険金など
◉代理請求の対象となる保険金などは、次のとおりです。

18 保険料払込免除
（₁₂₇ページ）

➡参照

◦高度障害保険金、高度障害年金、生活サポート保険金、生活サポート終身年金、給与・
家計サポート給付金、がん保険金、がん・上皮内新生物保険金、重度疾病保険金、介
護保険金、介護終身年金、障害給付金、入院給付金、入院治療給付金、入院時手術給
付金、入院時放射線治療給付金、外来時手術給付金、外来時放射線治療給付金、通院
治療給付金、通院治療一時金、退院給付金、先進医療給付金、特定損傷給付金、リビ
ング・ニーズ特約または重度がん保険金前払特約の特約保険金

◦ご契約者と被保険者が同一人である場合の特約保険料のお払込みの免除

指定代理請求制度10
保険金のお支払い

111次のページにつづきます
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■代理請求できる方の範囲例■

配偶者

配偶者

配偶者

直系血族

祖父・祖母

父・母

祖父・祖母

父・母

被保険者戸籍上の
配偶者

配偶者

配偶者

子

孫

兄弟姉妹 兄弟姉妹

おじ・おば

おい・めい

おじ・おば

おい・めい

（※）一定の条件のもと、
当社が認めた場合に
限ります。

内縁関係（事実
婚）の配偶者、
同性パートナ
ーなど（※）

ヌ-001-範囲例-1708-CC.ai

39164-特約中途付加用(Y)
43001-養老保険
43003-シニアプ
43005-個人定期・集団定期
43023-医療保障保険
43042-リ・バイタル_更新
43045-特定疾病_更新
43047-リビニ中途付加
43053-パイオニアE
43057-メディカルE_更新
43091-新定期保険Ｅ
43095-LA見直し
43105-m.a.見直し
43136-年金ひとすじ
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん
43164-新逓増保険E

43167-個人・集団・歯っぴぃ_更新
43182-PL' EASE更新用
43200-新養老保険E
43207-明日のミカタ特約変更
43222-介護のささえ
43250-ベストスタイル
43261-3災逓増定期
43263-MYどっく_更新用
43264-メディカルスタイルF
43266-パイオニアケアプラス
43290-ベストスタイル見直し
43305-1年更新
43307-MYどっくプラス_更新
43308-才色健美_更新
43311-メディカルスタイルF_更新
43323-1年更新型_更新
43324-かんたん告知_更新
43325-50歳から
43329-生活障害定期

指定代理請求人
◉ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した、保険金などのご請求時における、

次のいずれかの者です。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系血族（祖父・祖母・父・母・子・孫など）
③被保険者の兄弟姉妹
④被保険者の 3 親等内の親族（配偶者の父母・おじ・おば・おい・めいなど）
⑤次のいずれかの者で、保険金などの受取人のために保険金などを請求する適切な関係が
あると当社が認めた者❶

ア．上記の①から④までの者以外の者で、被保険者と同居している者 
（内縁関係（事実婚）の配偶者、同性パートナー❷など）
イ．被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行っている者 
（会社等の団体（団体の代表者を含みます）を除きます）

◉指定代理請求人は被保険者の同意を得て変更することができます。

❶当社の定める書類
の提出により、ア．
イ．いずれかの者に
あたること、および、
適切な関係があるこ
とが確認できる者に
限ります。

❷男女の婚姻関係と
異ならない程度の実
質を備える、戸籍上
の性別が同一である
社会生活関係の相手
方をいいます。

保険金のお支払い

112次のページにつづきます
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ご請求・お支払いについて
◉お支払いした保険金などは、指定代理請求人にではなく、被保険者本人に帰属します。

◉保険金などを指定代理請求人にお支払いした場合には、その後重複して保険金などをご請
求いただいてもお支払いできません。

◉ご契約内容について指定代理請求人からお問い合わせがあった場合、当社は、ご契約者ま
たは被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求人に回答する
ことがあります。

◉指定代理請求人に保険金などをお支払いした後または特約保険料のお払込みを免除した
後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその保険金などのお
支払いまたは特約保険料のお払込みの免除の状況について事実に基づき回答いたします。
この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。

要介護状態などに該当し、被保険者本人からのご請求が困難
となった場合でも、保険金などを確実にご請求いただくため
に、ご契約者は、指定代理請求人となられる方へあらかじめ

「ご契約の内容」および「代理請求できること」を必ずお知
らせください。

●指定代理請求人の取扱いが受けられない場合
指定代理請求人が保険金などのご請求時において、次のいずれかに該当す
る場合は、指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
　①未成年者❸

　②成年被後見人❸

　③破産者で復権を得ない者
また、保険金などの支払事由または特約保険料の払込免除事由を故意に生
じさせた者、または被保険者がその保険金などをご請求できない特別な事
情を故意に招いた者も指定代理請求人としての取扱いを受けることはでき
ません。

ご注意

1 ご契約にあたって
［5ベストスタイル
へ転換する場合（契
約見直しプラン（契
約転換制度））のし
くみ］

（ ₁₂ページ）

➡参照◦契約見直しプラン（契約転換制度）をご利用の場合、転換
前保険契約の代理請求特約などは適用されなくなります。

◦ご契約者および死亡保険金受取人が法人のときまたは、死
亡保険金受取人が存在しない契約形態の場合でご契約者
が法人のときは、指定代理請求人を指定することはできま
せん。

❸指定代理請求人と
しての取扱いを受け
ることができない未
成年者や成年被後見
人の親権者や後見人
も、請求手続きはで
きません。

保険金のお支払い
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保険料の払込回数
◉保険料の払込回数には、次の方法があります。

払込回数 払込期月

新 年 掛 ₁ 年に ₁ 回
₁ 年分の保険料は、年単位の契約応当日❶が属する
月の ₁ 日から末日までにお払込みください。

新半年掛 半年に ₁ 回
半年分の保険料は、半年単位の契約応当日が属す
る月の ₁ 日から末日までにお払込みください。

月 掛 毎月 ₁ 回
毎月の保険料は、その月の ₁ 日から末日までにお
払込みください。

❶契約応当日／契約
日に対応する日のこ
とで年単位、半年単
位、月単位の 3つの
契約応当日がありま
す。
たとえば契約日が
₂0₂0年 ₅ 月 ₁ 日の場
合、年単位の契約応
当日は₂0₂₁年以降毎
年 ₅ 月 ₁ 日となりま
す。

❷ご契約または付加
されている特約の解
約・減額、保険金な
どのお支払いによる
消滅などです。

❸すでに払い込まれ
た保険料／保険料の
一部のお払込みを要
しなくなった場合
は、そのお払込みを
要しなくなった部分
に限ります。

解約などにより保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い
◉新年掛または新半年掛のご契約の場合、保険料をお払込みいただいた後に、ご契約の消滅
など❷や特約保険料の払込免除により、保険料のお払込みが不要となった場合は、次の額
を払い戻します。

すでに払い込まれた保険料❸のうち、
保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日か
らその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数

に対応する保険料

【払い戻す額】

保険料の払込回数が月掛のご契約については、この「解約などにより保険
料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。

ご注意

■新年掛契約のご契約例■

12月7 月6 月5 月1 月

月単位の
契約応当日保険料払込 解約契約応当日

1/1 6/11/20 5/25

保険料期間
の末日

12/31

7カ月分

1 月20日に新年掛保険料を払い込まれた後、5月25日にご契約を解約された場合
⇒ご契約を解約された 5 月25日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は 6
月 1 日となります。したがって、 6月 1日から12月31日（保険料期間の末日）まで
の 7カ月分に対応する保険料を払い戻します。

契約応当日：1月 1日（月単位の契約応当日：毎月1日）
保険料期間：1月 1日～12月31日

レ-001-ご契約例_共-CC.ai

43001-養老保険
43005-個人定期･集団定期
43014-医療プラン
43053-パイオニアE
43091-新定期保険Ｅ
43122-Myどっく+2012
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43164-新逓増定期
43167-個人・集団・歯っぴぃ_更新
43183-明日のミカタ
43200-新養老保険E
43222-介護のささえ

43225-学資のほけん
43226-医療のほけん
43250-ベストスタイル
43261-3年間災害逓増
43264-メディカルスタイルF
43265-つみたて学資
43305-1年更新定期
43307-MYどっくプラス_更新
43308-才色健美_更新
43323-1年更新定期-更新用
43324-かんたん告知-更新用
43325-50歳からの終身医療保険
43329-生活障害定期

保険料の払込回数など11
保険料のお払込み
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1 2 3 4

転職が決まったけど、
保険料は
どうなるんだろう？

これまでは給与天引きで
会社まかせだった
もんなぁ……。

新しい職場でも
これまでと同じように
できるのかなぁ?

よしっ、
問い合わせてみよう。

わ-001-経路-CC.ai
（埋込ファイル名：02-保険料払込みの経路.psd）

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43042-リ・バイタル_更新
43045-特定疾病_更新
43053-パイオニアE
43057-メディカルE_更新
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43167-個人・集団・歯っぴぃ_更新
43182-PL' EASE_更新
43222-介護のささえ
43250-ベストスタイル
43263-MYどっく_更新
43264-メディカルスタイルF
43307-MYどっくプラス_更新
43324-かんたん告知-更新
43325-50歳からの終身医療保険

保険料の払込経路
◉保険料の払込経路には、次の方法があります。

払込経路 お取扱い

口座振替扱い❶ 口座振替による
お払込み

当社提携の金融機関などに保険料振替に利用する口座
をご指定いただき、その口座から保険料振替日（払込
期月の₂₇日）❷に自動的に保険料が振り替えられます。

集団扱い❶ 団体を通じての
お払込み

お勤め先などの団体を経由して保険料をお払込みい
ただきます。

送金扱い
払込取扱票によ
るお払込み

お届けした払込取扱票により、ゆうちょ銀行・郵便
局、当社指定の金融機関またはコンビニエンススト
ア等からお払込みください。

店頭扱い
店頭持参による
お払込み

原則として新たな払込経路に変更されるまでの期間
に限りお取り扱いします。もよりの支社または本社
に持参してお払込みください。

❶口座振替扱いまた
は集団扱いをご希望
の場合、保険料口座
振替特約または集団
扱特約（Ａ）もしく
は集団扱特約（Ｂ）
の付加を要します。

❷その日が金融機関
の休業日にあたる場
合は、翌営業日とし
ます。

払込経路の変更
◉第 ₂ 回以後の保険料について、払込経路を変更することができます。
◉以下の場合など、払込経路を変更する際は、当社の担当者、もよりの営業所、支社または

本社までお申し出ください。
◦払込経路の変更をご希望する場合
◦お勤め先などの団体から脱退する場合

◉新たな払込経路に変更されるまでの間の保険料は、もよりの支社または本社でお払込みく
ださい。

・払込経路を変更された場合、保険料が変更されることがあります。
・払込経路が集団扱いの場合、お勤め先などの団体におけるご契約者の人

数の増減などにより保険料が変更されることがあります。

ご注意

保険料の払込経路12
保険料のお払込み
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ここ最近忙しくて、
銀行に行く暇が
全然ないよ。

あっ、保険料も
払い忘れてる！ 
未払いだと、もしもの時
どうなっちゃうの？

所定の猶予期間が
あります。

払い忘れないように
気をつけないとね！

1 2 3 4

か-001-猶予期間.ai
（埋込ファイル名：02-保険料払込みの猶予期間.psd）

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43023-医療保障保険
43042-リ・バイタル_更新
43045-特定疾病_更新
43053-パイオニアE
43057-メディカルE_更新
43136-年金ひとすじ
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43167-個人・集団・歯っぴぃ_更新
43182-PL' EASE_更新
43222-介護のささえ
43246-特定疾病への変更
43250-ベストスタイル
43260-年金かけはし
43263-Myどっく_更新
43264-メディカルスタイルF
43307-MYどっくプラス_更新
43324-かんたん告知-更新
43325-50歳からの終身医療保険

43199-他2冊_かんたん未来計画_窓
43240-他2冊_きずなサポート_窓
43284-他3冊_しあわせの階段_窓

払込期月と猶予期間
保険料は払込期月内にお払込みください。
猶予期間内にお払込みがない場合、保障はなくなります。

◉保険料を払い込んでいただく月の１日から末日までを「払込期月」といいます。
◉保険料のお払込みには猶予期間があります。猶予期間は払込期月の翌月 ₁ 日から末日まで
です。

◉第 ₁ 回保険料が猶予期間内に払い込まれない場合、ご契約は、猶予期間の満了日の翌日に、
将来に向かって解除となります。

◉第 ₂ 回以後の保険料が猶予期間内に払い込まれない場合、ご契約は、猶予期間の満了日の
翌日から効力を失います（失効）。その後、保険契約の復活日の前に支払事由が発生して
も、保険金などのお支払いはできません。

17 お払込みが困難
なときの継続方法

（₁₂₅ページ）

➡参照

第 ₁ 回保険料のお払込みがないままご契約が解除となった後、解除となっ
た日の翌日から 3 年以内に改めてご契約をお申し込みいただく場合は、第
₁ 回保険料のお払込みを「口座振替により払い込む方法」以外の方法でお
申し込みください。

ご注意

❶翌月の保険料振替
日／保険料の払込回
数が、新年掛または
新半年掛の場合は、
保険料振替日の翌月
の応当日になります。

13 猶予期間内に保険料のお払込みがない
場合のお取扱い（解除、失効、復活）

◦口座振替扱いのご契約は保険料振替日に保険料の振り替
えができなかった場合、翌月の保険料振替日❶に再度口座
振替を行います。なお、払込期月の翌月の保険料振替日に
保険料の振り替えができなかった場合は、当社の担当者、
もよりの営業所、支社または本社へご連絡ください。

◦第 2回以後の保険料について猶予期間内にお払込みがな
い場合、保険料の自動振替貸付が可能なときは、自動的に
当社が保険料を貸し付けてご契約を有効に継続させます。
ただし、ご契約者からあらかじめ希望されない旨のお申出
があった場合には、この取扱いはしません。

保険料のお払込み
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4 健康状態や職業
などの告知

（ 30ページ）

➡参照

❷特別な条件を付け
てご契約いただいた
場合は、ご契約の失
効後 ₂ 年以内となり
ます。

ご契約の復活
◉第 2回以後の保険料が猶予期間内に払い込まれないためにご契約の効力を失った場合、失
効後 3年以内❷であれば、復活を申し込むことができます。

◉復活のお申込みに際しては、改めて告知していただきます。告知にあたっては当社がおた
ずねする告知項目について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせください。告知
内容などによっては、診査を必要とする場合があります。

◉健康状態などによっては復活できないこともあります。
◉ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知と延滞保険料およびその利息のお払込みが
ともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。

■月掛契約の例■

払込期月 解除猶予期間

契約日

払込期月 失効猶予期間

契約応当日

［第 2回以後の保険料の場合］

［第 1回保険料の場合］

自動振替貸付および復活の取扱いはありません。

復
活

3 年以内❷であれば復活を
申し込むことができます。
（健康状態などによっては復
活できないこともあります）

自動振替貸付が行われる場合は
ご契約は継続します。

4/1 5/1 6/14/30 5/31

9/1 10/1 11/19/30 10/31

ナ-001-月掛契約-1610-CC.ai

43001-養老保険
43053-パイオニアE
43161-ハッピーバルーン
43200-新養老保険E
43222-介護のささえ
43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF

※見出しあり
※自動振替貸付
※黒丸数字❷

保険料のお払込み
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保険料の充当
◉契約見直しプラン（契約転換制度）をご利用の場合の転換価格や保険料充当原資積立特約
の保険料充当金などは保険料充当特約に充当原資として移管します。

◉移管された充当原資は充当期間中、分割して毎回の保険料に充当します。
◉充当原資の残額は当社所定の利率❶で積み立てておき、充当期間中にご契約が消滅する場

合などにお支払いします❷。

❸転換時に、契約転
換条項に定める貸付
金を第 ₁ 回保険料に
充当する場合、第 ₁
回保険料の保険料期
間を除きます。

■保険料の充当イメージ■

タ-001-保険料充当-1406-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF

充当期間

充当原資として
移管

①転換価格
契約見直しプラン（契
約転換制度）のご利用
の際に発生した金額

④保険料充当金
保険料充当原資積立
特約で積み立てられ
た金額

②見直価格
保障見直し制度のご
利用の際に発生した
金額

③変更価格
終身保障変更制度の
ご利用の際に発生し
た金額

毎回の保険料に分割して充当

充当される部分（充当保険料）

保険料をお払い込みいただく部分

保険料充当特約
（充当原資）

充当期間
◉充当期間は次のとおりです。

充当原資に移管する対象 充当期間

①
契約見直しプラン（契約転換
制度）をご利用の場合

転換価格
転換日（転換後保険契約の
契約日）から₁0年間❸

②
保障見直し制度をご利用の場
合

見直価格
見直後特約の中途付加日ま
たは変更後特約の変更日か
ら、中途付加日または変更
日後に到来する₁0回目の年
単位の契約応当日の前日❹

までの期間
③

終身保障変更制度をご利用の
場合

変更価格

④
特約更新時に保険料充当原資
積立特約の保険料充当金を移
管した場合

保険料充当金および保険
料充当原資残額❺

更新日から更新したすべて
の特約の保険料払込期間が
満了するまでの期間

1 ご契約にあたって
［5ベストスタイル
へ転換する場合（契
約見直しプラン（契
約転換制度））のし
くみ］

（ ₁₂ページ）
28 保障見直し制度

（₁₄₂ページ）
29 終身保障変更制度
︵₁₄₆ページ）

➡参照

❶この利率は金利水
準等の状況変化によ
り変動することがあ
ります。適用される
利率については当社
ホームページ（裏表
紙参照）でご確認く
ださい。

保険料の充当
（保険料充当特約の取扱い）

❷契約見直しプラン
（契約転換制度）を
ご利用の場合で、転
換前保険契約に明日
のミカタ・元気のミ
カタが含まれるとき
は、契約見直しプラ
ン（契約転換制度）
をご利用の場合で、
転換前保険契約に明
日のミカタ・元気の
ミカタが含まれると
きにご留意いただき
たい事項（₁₂₁ペー
ジ）を参照ください。

❹❺は次のページに
あります。

14
保険料のお払込み
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❹これより前にすべ
ての特約の保険料払
込期間が満了する場
合には最後の特約の
保険料払込期間満了
日までの期間としま
す。

❺既に付加されてい
る保険料充当特約に
残っている金額のこ
とをいいます。

■充当期間の例（イメージ）■

①契約見直しプラン（契約転換制度）をご利用の場合

②保障見直し制度または③終身保障変更制度をご利用の場合

④特約更新時に保険料充当原資積立特約の保険料充当金を移管した場合
　（定期保険特約（保険期間・保険料払込期間：₁0年）、家計保障年金特約（保険期間・保険料

払込期間： ₅ 年）を更新する場合）

 2022年
7 月 1 日

…年単位の契約応当日

保険料充当特約

 2018年
7 月 1 日

〈契約日〉

 2022年
11月 1 日

〈中途付加日〉
または

〈変更日〉

見直後特約（変更後特約）

充当期間
（ 9年 8カ月）  2032年

6 月30日
〈充当期間満了〉

タ-003-充当期間の例-2-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

保険料充当特約

 2028年
7 月 1 日

〈更新日〉

定期保険特約

家計保障年金特約

充当期間（10年）

 2033年
6 月30日

 （家計保障年金特約
 の保険期間・保険料
 払込期間満了）

 2038年
6 月30日

〈充当期間満了〉
 （定期保険特約の保険期
 間・保険料払込期間満了）

タ-004-充当期間の例-3-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

移管

更新

 2018年
7 月 1 日

〈契約日〉

保険料充当特約

2018年
7 月 1 日
〈契約日〉
（転換日）

2028年
6 月30日

〈充当期間満了〉

定期保険特約等

充当期間
（10年）

タ-002-充当期間の例-1-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
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充当期間が満了しても充当原資残額がある場合や特約保険
料のお払込みが免除になった場合などでも、保険料充当特約
は消滅しません。保険料充当特約を解約する場合は、当社の
担当者、もよりの営業所、支社または本社にご連絡ください。

この特約の解約
◉この特約を解約❻した場合、充当原資残額をお支払いします。ただし、次のとき❼には、

充当原資残額からそれぞれ①と②を基準として当社の定める方法により計算した金額❽を
差し引きます。
◦契約見直しプラン（契約転換制度）をご利用の場合で、転換前保険契約の契約日から₁0

年以内の解約のとき❾

　①転換前保険契約の転換時の責任準備金と返戻金額の差額
　②転換日からの経過期間
◦保障見直し制度をご利用の場合で、契約日（見直前特約が中途付加された特約の場合は、

見直前特約の中途付加日）から₁0年以内の解約のとき
　①見直前特約の保障見直し時における責任準備金と返戻金額の差額
　②見直後特約の中途付加日からの経過期間
◦終身保障変更制度をご利用の場合で、契約日（変更前特約が中途付加された特約の場合
は、変更前特約の中途付加日）から₁0年以内の解約のとき

　①変更前特約の変更時の責任準備金と返戻金額の差額
　②変更日からの経過期間

充当期間中にこの特約を解約した場合、以後充当される保険料がなくなる
ため、お支払いいただく保険料は増加します。

ご注意

特約の消滅
◉次のような場合などには、この特約は消滅します。

◦保障見直し制度の総合保障見直しをしたとき
◦終身保障変更制度をご利用のとき
◦保険料充当原資積立特約の保険料充当金が充当原資として新たな保険料充当特約に移管
されたとき

◦すべての特約の保険期間が満了または消滅したとき

❻一部解約はできま
せん。

❼重複して該当する
場合があります。そ
の場合、それぞれに
ついて計算した金額
を合計して差し引き
ます。

❽①の金額を上限と
して、②の期間に応
じて減少していきま
す。

❾転換前保険契約に
明日のミカタ・元気
のミカタが含まれる
場合は、契約見直し
プラン（契約転換制
度）をご利用の場合
で、転換前保険契約
に明日のミカタ・元
気のミカタが含まれ
るときにご留意いた
だきたい事項の保険 
料充当特約を解約し
た場合について（₁₂₁
ページ）を参照くだ
さい。

保険料のお払込み
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転換価格などが同じである場合、転換日から₁0年以内に保険
料充当特約を解約したときにお支払いする金額は、転換前保
険契約に明日のミカタ・元気のミカタが含まれるときの方
が、含まれないときに比べて、通常、少なくなります。

契約見直しプラン（契約転換制度）をご利用の場合で、転換前保険契約に
明日のミカタ・元気のミカタが含まれるときにご留意いただきたい事項

明日のミカタ・元気のミカタの主契約および終身入院買増特約❿は低解約返戻金型の
ため、以下の取扱いとなりますのでご留意ください。

充当原資残額について

◉移管された充当原資は充当期間中、分割して毎回の保険料に充当します。
◉充当原資残額は、当社所定の利率❶で積み立てておくほか、当社の定める方法により、転

換日から₁0年間、経過期間に応じて増加します⓫⓬。この当社の定める方法により増加し
た部分は保険料には充当されません。

保険料充当特約を解約した場合について

◉保険料充当特約を解約❻した場合、充当原資残額をお支払いします。ただし、次のとき❼

には、充当原資残額からそれぞれ①と②を基準として、当社の定める方法により計算した
金額❽を差し引きます⓫。
◦転換前保険契約の契約日から10年以内の解約のとき

①明日のミカタ・元気のミカタの主契約および終身入院買増特約❿以外の主契約および
特約の転換時の責任準備金と返戻金額の差額

②転換日からの経過期間
◦転換日から10年以内の解約のとき

①明日のミカタ・元気のミカタの主契約および終身入院買増特約❿の転換時の責任準備
金と返戻金額の差額

②転換日からの経過期間

❻一部解約はできま
せん。

❽①の金額を上限と
して、②の期間に応
じて減少していきま
す。

❼重複して該当する
場合があります。そ
の場合、それぞれに
ついて計算した金額
を合計して差し引き
ます。

❶この利率は金利水
準等の状況変化によ
り変動することがあ
ります。適用される
利率については当社
ホームページ（裏表
紙参照）でご確認く
ださい。

❿明日のミカタ・元
気のミカタの終身特
約充当制度または特
約変更制度のご利用
により付加された終
身入院買増特約（特
約充当用）を除きま
す。

⓫転換日以後に保障
見直し制度または終
身保障変更制度をご
利用の場合で、新た
に保険料充当特約が
付加される場合を含
みます。

⓬転換日から₁0年以
内に保険料充当特約
を解約し、その後新
たに保険料充当特約
が付加された場合、
当社の定める方法に
よる増加はありませ
ん。

保険料のお払込み
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❶適用される判定ラ
ンクにおいて、Ａラ
ンクの方がＢランク
よりも割引額は多く
なります。

1 2 3 4

子供も生まれたし、
責任も大きくなるなぁ。

一定額を超えたら
保険料が安くなるからね。

よし、保険に加入しよう！ 保障は大きくして
おきますよー。

よ-001-高額割引制度-1406-CC.ai
（埋込ファイル名：02-保険料の高額割引制度-××→□□-1406.psd）

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF

保険料の高額割引制度

高額割引制度
◉ご契約内容が所定の条件を満たす場合、保険料の高額割引制度が適用され、対象となる特

約の特約保険料が割安となります。

割引の対象となる特約

適用される判定ランク❶

総合保険金額
4,000万円以上

総合保険金額
3,000万円以上
4,000万円未満

総合保険金額
3,000万円未満

定期保険特約
終身保険特約
家計保障年金特約
生活サポート定期保険特約
生活サポート終身年金特約
給与・家計サポート特約
がん保障特約
重度疾病継続保障特約
新・介護保障特約
介護サポート終身年金特約

Ａランク Ｂランク Ｃランク

割引となります 割引となりません

15
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◉総合保険金額は、付加した特約ごとに下表に基づいて計算した金額の合計額とします。

特約 金額
定期保険特約
終身保険特約
がん保障特約
重度疾病継続保障特約
新・介護保障特約

保険金額

家計保障年金特約
家計保障年金年額

×
保険期間中の家計保障年金受取回数の平均値❷

生活サポート定期保険特約 死亡保険金額×₁.₂

生活サポート終身年金特約
介護サポート終身年金特約

年金年額×₈

給与・家計サポート特約 基準給付金月額×₁₂

がん・上皮内新生物保障特約
傷害特約
新・入院特約
終身入院特約
入院治療保障特約
入院時手術保障特約
外来時手術保障特約
退院後通院治療保障特約
退院給付特約
先進医療保障特約
特定損傷給付特約

特約保険料❸×₁,000 ❸月掛の口座振替料
率により計算される
保険料とします。

❷家計保障年金特約
が更新される場合、
平均値は小さくなり
ます。

保障見直し制度・終身保障変更制度のご利用、保険金などのお支払いによ
る特約の消滅、特約の非更新・解約・減額または家計保障年金特約の更新
などにより、総合保険金額が下がり、適用される判定ランクが変更となっ
た場合は、割引額が少なくなります（適用される判定ランクが変わること
により、払込保険料が高くなることもあります）。

ご注意

保険料のお払込み
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1 2 3

でも保険金額が
ちょっと少ない
みたい？

今月の保険料を払って
ないから、差し引かれて
支払われたんだね。

保険金、支払われたよ。

た-001-保険金.ai
（埋込ファイル名：02-保険金支払いの際の保険料.psd）

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43014-医療プラン
43023-医療保障保険
43042-リ・バイタル_更新
43045-特定疾病_更新
43053-パイオニアE
43057-メディカルE_更新
43161-ハッピーバルーン
43167-個人・集団・歯っぴぃ_更新
43182-PL' EASE_更新
43250-ベストスタイル

43240-他2冊_きずなサポート_窓
43284-他3冊_しあわせの階段_窓

未払込保険料がある場合の保険金などのお取扱い
◉未払込保険料がある場合、下表のとおり取り扱います。

保険金などを支払うとき 未払込保険料を差し引いてお支払いします

特約保険料のお払込みの免除のとき 未払込保険料をお払込みいただきます

死亡保険金 ₅,000万円　　　月掛保険料₂0,000円
₄ 月分の保険料が払い込まれないまま、契約応当日である ₄ 月 ₁ 日より後の ₄ 月₂0日に死亡した
場合

　　　死亡保険金 ₅0,000,000円
　－　未払込保険料（ ₄ 月分） ₂0,000円
　　　お支払い額 ₄9,9₈0,000円

■未払込保険料がある場合のお支払い額の例■

■払込期月と保険料期間■
◦保険料を払い込んでいただく月の ₁ 日から末日までを「払込期月」といいます。
◦払い込まれた保険料が充当される期間を「保険料期間」といいます。保険料期間は、毎払込

期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間です。

4 月分保険料
の払込期月

5月分保険料
の払込期月

6月分保険料
の払込期月

契約応当日 契約応当日 契約応当日

4/1 5/1 6/14/30 5/31 7/16/30

4 月分保険料の
保険料期間

5月分保険料の
保険料期間

6月分保険料の
保険料期間

［月掛契約の場合］

ネ-001-保険料の充当期間-1410.ai

43001-養老保険
43005-個人定期･集団定期
43014-医療プラン
43042-リ・バイタル_更新
43045-特定疾病_更新
43053-パイオニアE
43057-メディカルE-更新
43091-新定期保険E
43136-年金ひとすじ
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43164-新逓増定期
43167-個人・集団・歯っぴぃ_更新
43182-PL' EASE_更新用
43200-新定期保険E

43222-介護のささえ
43250-ベストスタイル
43260-年金かけはし
43261-3年間災害逓増
43263-MYどっく-更新
43264-メディカルスタイルF
43265-つみたて学資
43305-1年更新定期
43307-MYどっくプラス_更新
43308-才色健美_更新
43323-1年更新定期-更新用
43324-かんたん告知-更新
43325-50歳からの終身医療
43329-生活障害定期

43199_かんたん未来計画_窓
43240_きずなサポート_窓
43284_しあわせの階段_窓

未払込保険料がある場合の
保険金などのお取扱い
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1 2 3 4

今月は、どうしても
保険料が払えないの。
どうしよう？

未払いの期間にもしもの
ことがあると心配だなぁ。

保障が続いてよかったわ。自動振替貸付が
ありますよ。

れ-001-困難-CC.ai
（埋込ファイル名：02-お払込みが困難なとき.psd）

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43053-パイオニアE
43136-年金ひとすじ
43161-ハッピーバルーン
43222-介護のささえ
43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF

43240-他2冊_きずなサポート_窓
43284-他3冊-しあわせの階段_窓

保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、次の 2つの方法などでご契約を有効
に続けることができます。

このようなときに このような方法

一時的に保険料のご都合がつかないときに 自動振替貸付

保険料の負担を軽くしたいとき 保険金額などの減額

◉猶予期間の満了日に保険料相当額を貸し付け、未払込み分の保険料に充当❸します。
◉利息などの取扱いは次のとおりです。

₁ 自動振替貸付
◉第 ₂ 回以後の保険料のお払込みがないまま猶予期間を経過した場合でも、次の保険料相当

額とその利息の合計額が返戻金の額❶を超えない間は、ご契約の効力を失うことがないよ
うに、当社が保険料を自動的に貸し付けます。ただし、ご契約者からあらかじめ希望され
ない旨のお申出があった場合には、この取扱いはしません。

保険料の払込回数 保険料相当額❷

新年掛、新半年掛 払い込むべき保険料

月掛 払い込むべき月以後 ₆カ月分の保険料

利息 当社所定の利率❹（複利）で計算します。

利息の
計算始期

新年掛
新半年掛

猶予期間の満了日の翌日

月掛
₆カ月分の保険料のうち ₂カ月分は猶予期間の満了日の翌日、
残り ₄カ月分は ₁カ月分ずつ以後毎月 ₁ 日

利息の元本
組み入れ
時期

新年掛 払い込むべき保険料の払込期月中の契約応当日から ₁ 年が経過するごと

新半年掛 払い込むべき保険料の払込期月中の契約応当日から ₆カ月が経過するごと

月掛
₆カ月分の保険料のうち最初の保険料の払込期月の ₁ 日から ₆
カ月が経過したとき、以後 ₁ 年が経過するごと

返済方法 貸付金の元利合計額の全額返済のほか一部返済もお取扱いします。

精算 保険金支払いなどの場合には、貸付金の元利合計額が差し引かれ精算されます。

❶返戻金の額／特約
の返戻金の合計額を
いいます。ただし、
保険料充当原資積立
特約の返戻金と保険
料充当特約の充当原
資残額は、この合計
額に含みません。

❷保険料の払込経路
が送金扱いまたは店
頭扱いの場合に適用
される保険料率に
よって計算します。

❸保険料の払込回数
が月掛の場合は、猶
予期間の満了日に ₂
カ月分の未払込保険
料に充当し、以後毎
月 ₁ 日が到来するご
とにその月の保険料
に充当します。

❹この利率は金融情
勢の変化およびその
他相当の事由がある
場合に変動すること
があります。適用さ
れる利率については
当社ホームページ

（裏表紙参照）でご
確認ください。

お払込みが困難なときの継続方法17
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◉所定の期間内に、ご契約を解約された場合や保険料に充当した貸付金相当額❺をお払込み
いただいた場合などは、自動振替貸付をしなかったものとします。この場合、利息はかか
りません。

■保険料の払込回数が月掛の場合の例■
「利息の計算期間」「解約などによる自動振替貸付取消し可能期間」は、それぞれ以下のとおりです。

11月
お払込み

12月
お払込み

1 月
未払込み

2 月
未払込み

3 月 4 月 5 月 6 月

翌年の
7 月 1日に
その間の
利息を元本
に組み入れ

1 月－3月分

4月分

5月分

6月分

利息の計算期間

1月 1日

7 月 1日
利息を
元本に
組み入れ

2 月末日

2月末日が 1 月分の
猶予期間満了日

最初の保険料の
払込期月の 1 日

解約などによる
自動振替貸付取消し可能期間

貸付金相当額のお払込みによる
自動振替貸付取消し可能期間

ヲ-016-払込回数が月掛_共-CC.ai

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43053-パイオニアE
43136-年金ひとすじ
43153-ひとすじワイド
43161_ハッピーバルーン
43183-明日のミカタ
43200-新養老保険E
43222-介護のささえ
43225-学資のほけん
43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43265-つみたて学資

43240-きずなサポート_窓
43284-しあわせの階段_窓

❺保険料の払込経路
に基づいて計算しま
す。

❶返戻金の額／特約
の返戻金の合計額を
いいます。ただし、
保険料充当原資積立
特約の返戻金と保険
料充当特約の充当原
資残額は、この合計
額に含みません。

自動振替貸付および契約者貸付の貸付金の元利合計額が、この保険の返戻
金の額❶を超える場合には、ご契約者にその旨をご通知します。この場合に
は、当社の定める方法によって計算した金額をお払込みいただきます。こ
のお払込みがなかったときには、ご契約は当社の指定した期日の翌日から
効力を失います（その後の復活もできません）。

ご注意

自動振替貸付による貸付金は、このご契約の保険料に自動的
に充当されるため、ご契約者が現金として受け取ることはで
きません。

₂ 保険金額などの減額
◉保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、保険金額などを減額して払込保険料を少
なくすることでご契約を有効に続けることができます。

◉保険金額などが減額された場合、ご契約は減額分だけ解約されたものとします。
◉この場合、返戻金があるときは、返戻金を受け取ることができます。

◦いったん減額されたあとで、保険金額などを元に戻すことはできません。
◦減額後の保険金額などが当社の定める金額に満たない場合はお取扱いで
きません。

ご注意

◉自動振替貸付の貸付金がある場合、ご契約者に貸付金の元利合計額等を年 ₁ 回ご通知しま
す。

20 解約と返戻金
（₁3₁ページ）

➡参照

保険料のお払込み
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特約保険料のお払込みが免除される場合

被保険者が保険料払込期間中に身体障害表の第 ₁ 級の障害状態❶に該当したとき

被保険者が不慮の事故❷を直接の原因として、その事故の日から₁₈0日以内の保険料払
込期間中に身体障害表の第 ₂ 級または第 3 級の障害状態❸に該当したとき

特約保険料のお払込みが免除される場合
被保険者が所定の障害状態に該当したときは、該当日の直後に到来する月単位の契約
応当日以降の特約保険料のお払込みは免除され、特約保険料のお払込みがあったもの
として保障は継続されます。
なお、特約保険料のお払込みが免除された特約の保険期間が満了する場合でも、更新
限度まで更新されます（更新後も保険料の払込免除は継続されます）。

❶身体障害表の第１
級の障害状態／両眼
の視力を全く永久に
失った状態などです。
➡参照 別表 ₁ ｢身体
障害表｣

❸身体障害表の第 2
級または第 3級の障
害状態／片足を足関
節以上で失った状態
などです。
➡参照 別表 ₁ ｢身体
障害表｣

❷不慮の事故／急激
かつ偶発的な外来の
事故（交通事故など）
をいいます。
➡参照 別表 ₂ ｢対象
となる不慮の事故｣

「身体障害表」の等級は、身体障害者福祉法で定められてい
る身体障害の等級、各種公的年金制度から支給されている障
害年金の等級などとは異なります。

保険料払込免除

2 保険の特徴とし
くみ

（ ₁₄ページ）

➡参照
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【がん保険料払込免除特約を付加した場合の取扱い】

特約によって、対象となる悪性新生物（がん）の範囲な
どが異なります。詳しくは、「悪性新生物（がん）・上皮
内新生物に関する取扱い」（ ₆3ページ）をご覧ください。

❺診断確定／病理組
織学的所見（生検）
により医師によって
なされることを要し
ます。ただし、病理
組織学的所見（生検）
が得られない場合に
は、他の所見による
診断確定も認めるこ
とがあります。

❻免除対象特約／特
約保険料の払込みが
必要な特約（がん・
上皮内新生物保障特
約および保険料充当
原資積立特約を除き
ます）をいいます。

❼復活が行われた場
合は復活の際の責任
開始日とします。

❹所定の悪性新生物
（がん）
➡参照 別表 ₄ ｢対象
となる悪性新生物｣

◉前記に加えて、次の状態に該当したときにも、該当日の直後に到来する月単位の契約
応当日以降の特約保険料のお払込みは免除され、特約保険料のお払込みがあったもの
として保障は継続されます。

特約保険料のお払込みが免除される場合
被保険者が保険料払込期間中に、所定の悪性新生物（がん）❹と診断確定❺されたと
き
（注）以下は保険料払込免除の対象となる悪性新生物に含みません。

・上皮内がん（乳房・膀胱・腎盂・尿管等の非浸潤がん・非侵襲がん、大腸の粘
膜内がん等）および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん

・国際対がん連合（ＵＩＣＣ）の「ＴＮＭ分類」が「Ｔ 0 」のもの
なお、悪性・上皮内・良性のいずれの新生物にあたるかは、診断確定されたとき
の「国際疾病分類－腫瘍学」をもとに判断します。

◉免除対象特約❻の特約保険料は、所定の保険料率で計算され、付加しない場合に比べ
て高くなります。

◉がん保険料払込免除特約は、免除対象特約すべてについて適用されます。一部の特約
についてがん保険料払込免除特約を適用しないことはできません。

◉「特約保険料のお払込みが免除される場合」に該当し、かつ、がん保険金のご請求が
あったときは、特約保険料払込免除についてご契約者からご請求があったものとして
取扱います。

◉「特約保険料のお払込みが免除される場合」に該当していても、責任開始日❼からその
日を含めて90日以内に所定の悪性新生物（がん）と診断確定されたときは、特約保険
料のお払込みを免除しません。この場合、がん保険料払込免除特約は無効となります。
また、次の金額をご契約者に払い戻します。

診断確定の時期 払い戻す金額

がん保険料払込免除特約の付加
の際の責任開始日からその日を
含めて90日以内の場合

すでに払い込まれた特約保険料のうち、がん保
険料払込免除特約の付加によって割り増されて
いた分

ご契約が失効した場合で、復活
の際の責任開始日を含めて90日
以内の場合

次の ₁および ₂の合計額
₁ ．保険契約が効力を失った日の特約の返戻金
のうち、がん保険料払込免除特約の付加に
よって割り増されていた分

₂ ．保険契約が効力を失った日以後の、すでに
払い込まれた特約の特約保険料のうち、がん
保険料払込免除特約の付加によって割り増さ
れていた分

保険料のお払込み
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◉保険料の払込免除の対象となる障害状態とは、以下のとおりです。

等級 障害状態

第 ₁ 級

₁ ．両眼の視力を全く永久に失ったもの
₂ ．言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3 ．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
₄ ．両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
₅ ．両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
₆ ． ₁ 上肢を手関節以上で失い、かつ、 ₁ 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った
もの

₇ ． ₁ 上肢の用を全く永久に失い、かつ、 ₁ 下肢を足関節以上で失ったもの

第 ₂ 級
・

第 3 級

₁ ．両耳の聴力を全く永久に失ったもの
₂ ． ₁ 眼の視力を全く永久に失ったもの
3 ． ₁ 上肢を手関節以上で失ったかまたは ₁ 上肢の用もしくは ₁ 上肢の 3 大関節中の ₂ 関節の用を全く永

久に失ったもの
₄ ． ₁ 下肢を足関節以上で失ったかまたは ₁ 下肢の用もしくは ₁ 下肢の 3 大関節中の ₂ 関節の用を全く永

久に失ったもの
₅ ． ₁ 手の ₅ 手指を失ったかまたは第 ₁ 指（母指）および第 ₂ 指（示指）を含んで ₄ 手指を失ったもの
₆ ．₁0手指の用を全く永久に失ったもの
₇ ．₁0足指を失ったもの
₈ ．脊

せき

柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

保険料のお払込み
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配当金
◉配当金は決算により剰余金が生じた場合、ご契約者に公平に分配され、ご契約後 ₆ 年目か
ら ₅ 年ごと応当日にお支払いします。ただし、決算実績によってはお支払いできない場合
もあります。

◉また、次のような場合には、 ₅ 年ごと応当日を経過する前でも、配当金をお支払いするこ
とがあります。
◦すべての特約の保険期間が満了した場合
◦保険金などのお支払事由に該当または被保険者が死亡したことによりご契約が消滅する

場合
◦ご契約から ₂ 年経過後に解約した場合

◦ご契約から ₂ 年以内に解約した場合、配当金はありません。
◦解約した場合にお支払いする配当金は、保険金などのお支払事由に該当
したことによりご契約が消滅する場合よりも少なくなります。

◦定期保険特約、終身保険特約、家計保障年金特約、生活サポート定期保険
特約、生活サポート終身年金特約および介護サポート終身年金特約を除く
特約には配当金はありません。

ご注意

特別配当
◉上記の配当金とは別に、特約について特別配当をお支払いすることがあります。

配当金のお支払方法
◉配当金は当社所定の利率❶で積み立てておき、次の場合にお支払いします。
　 ₁ ．ご契約者から請求があった場合
　 ₂ ．保険金などをお支払いする場合
　 3 ．ご契約を解約した場合

◉配当金はご契約者にお支払いします。ただし、保険金などをお支払いする場合は、その保
険金などの受取人に併せてお支払いします。

❶この利率は金利水
準等の状況変化によ
り変動することがあ
ります。適用される
利率については当社
ホームページ（裏表
紙参照）でご確認く
ださい。

配当金19
ご契約後のお取扱い
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ご契約の解約
◉ご契約者は、いつでもご契約を解約することができます。
◉解約を請求するときは、当社所定の請求書類をご提出ください。
◉ご契約を解約して返戻金があるときは、返戻金を受け取ることができます。

返戻金
◉生命保険では、保険料の一部は保険金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結や維

持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額が解約の際に払い戻されます。
このため、多くの場合、返戻金はお払込保険料の合計より少ない金額になります。

◉返戻金の額は、特約の種類、被保険者の年齢・性別、ご契約の経過年月数、特別条件特約
の「特別保険料の払込み」の有無などによって異なりますが、通常、お払込みいただいた
保険料の合計額よりも少ない金額になります。また、期間の経過により減少することもあ
ります。

◉介護サポート終身年金特約および終身入院特約は、保険料払込期間中❶の返戻金をなくす
こと、および、保険料払込期間満了後の返戻金の額を死亡給付金額までに抑制することに
より、その分保険料を低めに設定しています。

◉傷害特約、特定損傷給付特約、健康サポート・キャッシュバック特約には返戻金はありま
せん。なお、その他の特約でも解約の時期によっては、返戻金がないことがあります。

1 2 3

そうか……、
よく考えないといけないね。

苦しいなぁ。
保険を
解約しようかな。

えっ？
ちょっと待って！

加入したばかりだから
いま解約すると、
返戻金は少しなのよ。

つ-002-新加入-CC.ai
（埋込ファイル名：02-解約と返戻金.psd）

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43053-パイオニアE
43136-年金ひとすじ
43250-ベストスタイル
43260-年金かけはし
43264-メディカルスタイルF

43199-他2冊_かんたん未来計画_窓
43240-他2冊_きずなサポート_窓
43284-他3冊-しあわせの階段_窓

保険料のお払込みがないため効力を失ったご契約について
も、返戻金をお支払いできる場合があります。

❶保険料払込期間満
了後でも未払込保険
料がある場合は、保
険料払込期間中とし
て取り扱います。

解約と返戻金20
ご契約後のお取扱い
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ご契約者貸付制度
◉終身保険特約を付加した場合、お金がご入用のときは、次のとおりご契約者に対する貸付

制度をご利用いただけます。

貸付金額
₁,000円以上、終身保険特約の返戻金の90％まで。

（終身保険特約の特約保険料が払込済みの場合は、終身保険特約の返
戻金の₈0％まで）

利息 当社所定の利率❶（複利）で計算します。

返済方法 全額返済のほか一部返済もお取扱いします。

精算
保険金支払いなどの場合には、貸付金の元利合計額が差し引かれ精算
されます。

1 2 3

給料日前に友だちの
結婚式か……。
お金ないよ、どうしよう。

あ、このまえA君が
保険会社から
お金を借りてたな。

そうか、生命保険でも
お金が借りられるんだ！

○
△

カ
ード

ね-001-貸付制度.ai
（埋込ファイル名：02-ご契約者貸付制度.psd）

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43053-パイオニアE
43136-年金ひとすじ
43161-ハッピーバルーン
43222-介護のささえ
43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43266-パイオニアケアプラス

43280-やさしさ二重奏（窓）
❷返戻金の額／特約
の返戻金の合計額を
いいます。ただし、
保険料充当原資積立
特約の返戻金と保険
料充当特約の充当原
資残額は、この合計
額に含みません。

❶この利率は金融情
勢の変化およびその
他相当の事由がある
場合に変動すること
があります。適用さ
れる利率については
当社ホームページ

（裏表紙参照）でご
確認ください。

ご契約者貸付制度

◦貸付金の利息は ₁ 年を経過するごとに元本に組み入れられます。また、
追加して貸付けを利用される場合は、追加貸付日時点の利息が元本に組
み入れられます。

◦自動振替貸付および契約者貸付の貸付金の元利合計額が、この保険の返
戻金の額❷を超える場合には、ご契約者にその旨をご通知します。この場
合には、当社の定める方法によって計算した金額をお払込みいただきま
す。このお払込みがなかったときには、ご契約は当社の指定した期日の
翌日から効力を失います（その後の復活もできません）。

ご注意

21
ご契約後のお取扱い
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死亡保険金受取人の変更
◉ご契約者は被保険者が死亡するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更
することができます。

◉死亡保険金受取人を変更される場合には、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本
社へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。

遺言による死亡保険金受取人の変更
◉ご契約者は被保険者が死亡するまでは、法令上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変

更することができます。この場合、ご契約者が死亡した後、ご契約者の相続人から、当社
の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出く
ださい。

◉死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。

◦特約ごとに死亡保険金受取人を変更することはできません。
◦当社が死亡保険金受取人変更のご通知を受ける前に変更前の受取人に死

亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の受取人から
死亡保険金のご請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。

◦保険金などの受取人が「被保険者」と定められている場合、その他の者
に変更することはできません。

ご注意

1 2 3 4

保険に加入しているから
安心だからね。

う～ん、まだすることが　
　あったような…

どうしたの?

いや、ちょっと
思い出したことがあってさ…

そうだ、保険金の受取人を
妻に変えなきゃ。

な-001-保険金-CC.ai
（埋込ファイル名：02-保険金受取人の変更.psd）

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期・集団定期
43014-医療プラン
43023-医療保障保険（個人型）
43042-リ・バイタル_更新
43045-特定疾病保障_更新
43053-パイオニアE
43057-メディカルE
43137-Everybody10
43161-ハッピーバルーン
43167-個人・集団・歯っぴぃ_更新
43182-PL' EASE_更新
43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル保障見直し
43316-米ドル建養老保険

43143-他4冊-Everybody_窓
43240-他2冊-きずなサポート_窓
43255-他4冊-つかってのこせる_窓
43284-他3冊-しあわせの階段_窓
43298-他4冊_かんプラ・３増Ⅲ_窓
43317-他4冊_外貨建・エブプラ_窓

死亡保険金受取人の変更

以下の内容は、被保険者が死亡したときに保険金などをお支
払いする特約が付加されている場合にご覧ください。

22
ご契約後のお取扱い
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死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い
◉新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
◉死亡保険金受取人が死亡した時以後、死亡保険金受取人の変更手続きが行われていない間
は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。

ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、死亡
保険金受取人が「法定相続人」のご契約は、受取人を指定す
る変更手続きをお早めにしてください。

■死亡保険金受取人が死亡し、変更手続きが行われていない場合■

C
（子）

D
（子）

A
（夫）

B
（妻）

◆Ｂさん（死亡保険金受取人）が死亡し、死亡保険金
受取人の変更手続きが行われていない間は、Ｂさん
の死亡時の法定相続人であるＡさん、ＣさんとＤさ
んが死亡保険金受取人となります。

◆その後、Ａさん（ご契約者、被保険者）が死亡した
場合は、ＣさんとＤさんが死亡保険金受取人となり
ます。この場合、ＣさんとＤさんの死亡保険金の受
取割合は均等（それぞれ 5 割ずつ）となります。

• 死亡保険金受取人となった人が 2 人以上いる場合
は、その受取割合は均等となります。

ご契約者・被保険者　Aさん
死亡保険金受取人　Bさん

ウ-001-死亡保険金1406-CC.ai

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期・集団定期
43014-医療プラン
43042-リ・バイタル_更新
43045-特定疾病_更新
43053-パイオニアE
43057-メディカルE_更新
43137-Everybody10
43151-退職後医療プラン
43161-ハッピーバルーン
43167-個人・集団・歯っぴい（更新）
43182-PL'EASE（更新）
43250-ベストスタイル
43261-3年災害逓増定期
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル保障見直し

43143-Everybody_窓
43240-きずなサポート_窓
43255-つかってのこせる_窓
43284-しあわせの階段_窓
43298-３増Ⅲ・かんプラ_窓
00000-米ドル建養老保険
43317-他4冊_外貨建・エブプラ（仮）_窓
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1 2 3 4

実は、転勤が決まったんだ。 急ねえ。引越とか役所への
届出が大変だわ。

それ以外にも、何か
忘れているような……

保険会社にも
新しい住所をちゃんと
連絡しておかなくちゃ！

ら-002-住所変更-1704-CC.ai
（埋込ファイル名：02-受取人･住所などの変更.psd）

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43023-医療保障保険
43042-リ・バイタル_更新
43045-特定疾病_更新
43053-パイオニアE
43057-メディカルE_更新
43136-年金ひとすじ
43137-Everybody10
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43167-個人・集団・歯っぴぃ_更新
43182-PL' EASE_更新
43222-介護のささえ
43250-ベストスタイル
43263-MYどっく（更新用）
43264-メディカルスタイルF
43266-パイオニアケアプラス
43207-MYどっくプラス_更新
43208-才色健美_更新
43316-米ドル建養老保険
43324-かんたん告知医療保険_更新
43325-50歳からの終身医療

43199-他2冊-かんたん未来計画_窓
43240-他2冊-きずなサポート_窓
43317-他4冊_外貨建・エブプラ_窓

手続きについて
◉次のようなときは、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社にご連絡ください。

◦ご契約者、死亡保険金受取人を変えたいとき ◦町名や番地が変わったとき
◦保険料の払込方法を変えたいとき ◦改姓や改名をされたとき
◦住所を変更されたとき

◉ご連絡いただく際には、保険証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご住所および電話
番号をお知らせください。

● 住所を変更された際はただちにご連絡ください。当社から
お送りする郵便物などを確実にお届けしたり、引き続き変
わらぬサービスをご提供するためにもお願いいたします。

◦住所変更のご連絡がない場合、当社は変更前の住所に通知しますので、変更後の
住所に届かないことがあります。

◦この場合でも、通常到達するために要する期間を経過した時に当社からの通知は
到達したものとみなします。

ご契約者・住所などの 
変更にともなう手続き

◦被保険者が死亡した場合には必ず当社の担当者、もよりの営業所、支社
または本社までご連絡ください。なお、定期保険特約等❶を付加していな
い場合、死亡時の給付はありません。

◦未払いの給付金があるときは、相続財産として受取人の相続人にお支払
いします（被保険者の死亡や相続関係を証明する書類、相続代表者選定
届、相続人の印鑑証明書などをご提出いただくことがあります）。

◦未払いの給付金がないときでも、配当金や充当原資残額、積み立てられ
た健康サポート・キャッシュバックなどをお支払いすることがあります。

ご注意

❶定期保険特約等／
次の特約です。
◦定期保険特約
◦終身保険特約
◦家計保障年金特約
◦生活サポート定期

保険特約
◦生活サポート終身

年金特約
◦介護サポート終身

年金特約（保険料
払込期間が有期の
場合）

◦傷害特約
◦終身入院特約（保

険料払込期間が有
期の場合）

◦保険料充当原資積
立特約

23
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保険金などの受取人による保険契約の継続
◉通常、解約のお手続きはご契約者のお申出によって行われますが、これ以外に、債権者な
ど（差押債権者や破産管財人）がご契約を解約することがあります。この場合に、保険金
などの受取人は、ご契約を継続させることができる場合があります。

◉債権者などによるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から ₁カ月を経過した
日に効力を生じます。

◉債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下の
すべてを満たす保険金などの受取人はご契約を継続させることができます。
₁ ．ご契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
₂ ．ご契約者でないこと

◉保険金などの受取人がご契約を継続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から
1カ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
₁ ．ご契約者の同意を得ること
₂ ．解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支

払うべき金額を債権者などに対して支払うこと
3 ．上記 ₂について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること

保険金などの受取人による
保険契約の継続
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◉被保険者とご契約者が異なる場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約
者に対し、保険法の規定に基づき、ご契約または特約の解約を請求することができます。
₁ ．ご契約者または保険金などの受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保

険金などのお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
₂ ．保険金などの受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行っ
た、または行おうとした場合

3 ．上記 ₁または ₂の他、被保険者のご契約者または保険金などの受取人に対する信頼を
損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合

₄ ．ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約
のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合（契約締結時
に夫婦であったご契約者と被保険者が契約締結後に離婚された場合など）

◉この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約または特約を解約する必
要があります。

被保険者の解約のご請求は、当社にではなく、ご契約者に対して行ってく
ださい。

ご注意

被保険者によるご契約者への解約の請求

被保険者による
ご契約者への解約の請求
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1 2 3

保険金って、大きな
額になるわよね。

税金は
どうなるのかな？

契約の内容によって、
税金の種類も違うらしいわよ。

税金のことも、しっかり
分かっておかないとね。

う-001-生命保険と税金.ai
（埋込ファイル名：02-生命保険と税金.psd）

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43023-医療保障保険
43042-リ・バイタル_更新
43045-特定疾病_更新
43053-パイオニアE
43057-メディカルE_更新
43137-Everybody10
43151-退職後医療プラン
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43167-個人・集団・歯っぴぃ_更新
43182-PL' EASE_更新
43250-ベストスタイル
43263-MYどっく_更新
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43307-MYどっくプラス_更新
43311-メディカルスタイルF見直し
00000-米ドル建養老保険

43143-他4冊-Everybody_窓
43156-他3冊-かんプラ・３増_窓
43240-他2冊-きずなサポート_窓
43255-他4冊-つかってのこせる_窓
43284-他3冊-しあわせの階段_窓
43298-他4冊_かんプラ・３増Ⅲ_窓
43317-他4冊_外貨建・エブプラ（仮）_窓

以下の内容は₂0₂0年 ₇ 月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変
更にともない取扱いが変わることがあります。個別の取扱いにつきまして
は、所轄の税務署等にご確認ください。

ご注意

生命保険料控除
生命保険料控除は、ご契約者（保険料負担者）を対象に、お払込みいただいた保険料
に応じて、一定の金額が所得税・住民税計算の上でのその年の所得から差し引かれる
制度です。生命保険料控除を受けることで所得税、住民税の負担が軽減されます。
◉生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控

除の 3 区分があります。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除は、保険金などの受取
人がご契約者（保険料負担者）あるいは配偶者またはその他の親族、個人年金保険料控除
は、年金受取人がご契約者（保険料負担者）あるいは配偶者で、かつ被保険者と同一人の
ご契約を対象とします。

◉生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、 ₁ 月から₁₂月までにお払込みになった保険
料の合計額から控除の対象外となる保険料およびその年に支払われた配当金や健康サポー
ト・キャッシュバックを差し引いた額です。

◉生命保険料控除を受けるには申告が必要です。毎年₁0月以降に、生命保険料のお払込状況
に応じて「生命保険料控除証明書」を発行いたします❶ので、次の要領で申告してください。
①給与所得者
「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、毎年₁₂月
の給与の支払われる前までに勤務先を経由して、税務署に提出してください。ただし、
集団扱契約の場合は、原則として、団体の担当者の証明でよいことになっておりますの
で「生命保険料控除証明書」は発行いたしません。

②申告納税者
確定申告の際、「確定申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、税務署に提出
してください。

◉「生命保険料控除証明書」の発行時期や方法等については、その年によって変更する場合
があります。

◉詳細については、当社コミュニケーションセンター（裏表紙参照）にお問い合わせくださ
い。

生命保険と税金26

❶「生命保険料控除
証明書」の発行後に
当年支払分の健康サ
ポート・キャッシュ
バックの判定に使用
する健康診断の結果
を提出されたときに
は、すでに発行され
ている「生命保険料
控除証明書」に記載
されている生命保険
料控除の対象となる
保険料の金額が変更
となる場合がありま
す。
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◉このご契約の保険料は、次のとおり区分されます。

区分 特約名

一般生命保険料
◦定期保険特約 ◦生活サポート定期保険特約
◦終身保険特約 ◦保険料充当原資積立特約
◦家計保障年金特約

介護医療保険料

◦生活サポート終身年金特約 ◦終身入院特約
◦給与・家計サポート特約 ◦入院治療保障特約
◦がん保障特約 ◦入院時手術保障特約
◦がん・上皮内新生物保障特約 ◦外来時手術保障特約
◦重度疾病継続保障特約 ◦退院後通院治療保障特約
◦新・介護保障特約 ◦退院給付特約
◦介護サポート終身年金特約 ◦先進医療保障特約
◦新・入院特約

個人年金保険料 ――

（保険料控除対象外
となる保険料）

◦傷害特約 ◦特定損傷給付特約

控除の区分
◉保険料は、特約ごとに、次のいずれかに区分されます。

一般生命保険料
生存または死亡に対して保険金や給付金などを
お支払いする特約の保険料

個人年金保険料
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人
年金保険契約などの保険料

保険料控除対象外となる保険料
身体の傷害のみに対して保険金や給付金などを
お支払いする特約の保険料

介護医療保険料
入院・通院などに対して保険金や給付金などを
お支払いする特約の保険料

控除額
◉「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、それぞれ計算し
た控除額が所得税・住民税計算の上での所得から控除されます。

■所得税■
年間正味払込保険料❷

（「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用） 控除額＊

₂0,000円以下のとき 全額

₂0,000円をこえ₄0,000円以下のとき （年間正味払込保険料×　）＋₁0,000円

₄0,000円をこえ₈0,000円以下のとき （年間正味払込保険料×　）＋₂0,000円

₈0,000円をこえるとき 一律₄0,000円
＊他の契約も含めて、 3つの区分の控除額の合計が₁₂0,000円をこえる場合には、控除額は₁₂0,000円となります。

■住民税■
年間正味払込保険料❷

（「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用） 控除額＊

₁₂,000円以下のとき 全額

₁₂,000円をこえ3₂,000円以下のとき （年間正味払込保険料×　）＋　₆,000円

3₂,000円をこえ₅₆,000円以下のとき （年間正味払込保険料×　）＋₁₄,000円

₅₆,000円をこえるとき 一律₂₈,000円 
＊他の契約も含めて、 3つの区分の控除額の合計が₇0,000円をこえる場合には、控除額は₇0,000円となります。

₁
₂

₁
₂

₁
₄

₁
₄

❷年間正味払込保険
料／配当金などがあ
る場合、「一般生命
保険料」「介護医療
保険料」「個人年金
保険料」「保険料控
除対象外となる保険
料」の各保険料で配
当金などを按分し、
差し引きます。
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❸復興特別所得税が
併せて課税されます。

保険金などを受け取られたときにかかる税金

₁　死亡保険金、死亡給付金、災害死亡保険金、災害死亡給付金の場合
◉ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。

契約例
税の種類ご契約者

︵保険料負担者︶ 被保険者 受取人

ご契約者と被保険者
が同一人の場合

夫 夫 妻
相続税

夫 夫 子

受取人がご契約者自
身の場合

夫 妻 夫 所得税❸

（一時所得）
住民税夫 子 夫

ご契約者､ 被保険者､
受取人がそれぞれ異
なる場合

夫 妻 子
贈与税

夫 子 妻

◉ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。

課税方法

ご契約者と被保険者が
同一人の場合

◦被保険者の死亡時に、相続税法上の年金受給権評価額に対し
て相続税が課税されます。

◦毎年の家計保障年金受取時に、年金の課税部分に対して所得
税❸（雑所得）および住民税が課税されます。

受取人がご契約者自身
の場合

◦毎年の家計保障年金受取時に、年金の課税部分に対して所得
税❸（雑所得）および住民税が課税されます。

ご契約者、被保険者、
受取人がそれぞれ異な
る場合

◦被保険者の死亡時に、相続税法上の年金受給権評価額に対し
て贈与税が課税されます。

◦毎年の家計保障年金受取時に、年金の課税部分に対して所得
税❸（雑所得）および住民税が課税されます。

◉第 ₁ 回の家計保障年金と未払年金の現価とを一時に受け取る場合、一時に受け取る金額に
ついては、ご契約者・被保険者と受取人の関係によって相続税、所得税❸（一時所得）、
贈与税のいずれかが課税されます。

◉第 ₁ 回の家計保障年金支払後に、未払年金の全部をご請求されたときは所得税❸（一時所
得）が課税されます。

₂　家計保障年金の場合

◉入院給付金、高度障害保険金、高度障害年金、リビング・ニーズ特約または重度がん保険
金前払特約の特約保険金などは、その受取人が被保険者本人あるいはその配偶者もしくは
その直系血族または生計を一にするその他の親族のとき税金はかかりません。

₃　病気・ケガを原因として支払う保険金などの場合

ご契約者および受取人が個人の場合で、保険金などを受け取られたときにかかる税金は次の
とおりです。

ご契約後のお取扱い
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ご契約者が法人の場合のお取扱い

ご契約者が法人である場合は以下のとおり取り扱います。

保険契約のお申込みの撤回または解除（クーリング・オフ制度）
◉法人をご契約者とする保険契約は、保険契約のお申込みを撤回または解除することができ
ません。

保険金などのお支払いについて
◉ご契約者および死亡保険金受取人が法人である場合は、被保険者を受取人とする保険金な
どを死亡保険金受取人である法人にお支払いします。この場合、リビング・ニーズ特約お
よび重度がん保険金前払特約による特約保険金の受取人も同様に死亡保険金受取人である
法人となります。

◉死亡保険金受取人が存在しない契約形態の場合で、ご契約者が法人であるときは、被保険
者を受取人とする保険金などを、法人にお支払いします。

◉従業員を被保険者とする保険契約の保険金などをご請求の際は、ご遺族などのご了解を要
します。

指定代理請求制度について
◉死亡保険金受取人が法人のときまたは、死亡保険金受取人が存在しない契約形態の場合で
ご契約者が法人のときは、法人から保険金などを請求することができるため、指定代理請
求人を指定することはできません。

◉すでに指定代理請求人を指定していたときでも、死亡保険金受取人を法人に変更された場
合、指定代理請求人を指定をすることができなくなります。

経理処理について
◉ご契約者が法人の場合の税法上の取扱いにつきましては、所轄の税務署などにご確認くだ
さい。

27
ご契約後のお取扱い
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保障見直し制度

付加されている特約を新たな特約に見直すことなどができる制度です。

❶終身保険特約、介
護サポート終身年金
特約および終身入院
特約を除きます。

◉保障見直しには次の方法があります。

総合保障見直し

（既に付加されている全ての特約❶に代えて、）新たな特約を中途付加する方法

追加保障見直し

（既に付加されている特約はそのままで、）新たな特約の中途付加のみを行う方法

見直後特約

見直後特約

見直後特約

▲保障見直し
既に付加されている特約の保険期間

新たに付加する
特約の保険期間

見直前特約

見直前特約

見直後特約

▲保障見直し
既に付加されている特約の保険期間

新たに付加する
特約の保険期間

見直前特約

見直後特約

ヰ-006-制度表内図-1406-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

■保障見直し制度のことば■

ことば 意　味

見直前特約
保障見直しにより、消滅する特約のことをいいます（複数ある場合は消滅す
る特約すべてを合わせたものをいいます）。

見直後特約
保障見直しにより、新たに付加される特約のことをいいます（複数ある場合
は新たに付加される特約すべてを合わせたものをいいます）。

中途付加日
見直後特約の保障が開始する日をいい、告知と保障見直しのお申込みのあっ
た日により定まります。

中途付加起算日
中途付加日の直前の年単位の契約応当日（中途付加日と年単位の契約応当日
が同じときは、その中途付加日）をいいます。

1 2 3

それなら介護保障の
特約もつけて
おきましょうよ。

老後のことを考えると、
医療保障だけじゃちょっと
心配だね。

そうだな、第二の人生を
考えると、要介護状態に
なった時のことも考える
必要があるな。

長生きの時代。
いつ、どんなことが起こるか
分からないからね。

に-001-特約変更制度-CC.ai
（埋込ファイル名：02-特約変更制度制度.psd）

43095-LA見直し
43105-m.a.見直し
43183-元気のミカタ
43207-明日のミカタ特約変更
43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

保障見直し制度28
ご契約後のお取扱い
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保障見直し制度のご利用に際して
◉保障見直し制度のご利用は、契約締結時、前回の保障見直し時、終身保障変更時、特約❷

の解約（減額）時または特約更新時❸から ₁ 年以上経過している場合に限ります。
◉新たな特約の中途付加を伴わない、既に付加されている特約の解約（減額）は、保障見直
し制度の取扱いにあたりません。

◉保障見直し制度をご利用いただく際には、改めて健康状態などについて診査や告知❹が必
要です。

◉見直後特約の種類や取扱範囲などは、制度ご利用の際の、当社の取扱いによります。
◉見直後特約は、中途付加日時点の特約条項を適用し、特約保険料は、中途付加起算日の被

保険者の年齢および中途付加日の保険料率により計算します。

被保険者の健康状態などによっては、保障見直し制度をご利用いただけな
い場合もあります。

ご注意

❹診査や告知
➡参照 4 健康状態
や職業などの告知 

（ 30ページ）

見直後特約の保険期間
◉見直後特約の保険期間は、中途付加起算日から起算します。

【保険期間の計算例】
契約日が₂0₁₈年 ₇ 月 ₁ 日のご契約に、中途付加日を₂0₂₂年₁₁月 ₁ 日とする保障見直しに
よって保険期間₁0年の特約を中途付加する場合は、次のとおりとなります。
◦見直後特約の保障が開始する日：中途付加日の₂0₂₂年₁₁月 ₁ 日です。
◦中途付加起算日：年単位の契約応当日は毎年 ₇ 月 ₁ 日なので、中途付加日（₂0₂₂年₁₁

月 ₁ 日）の直前の年単位の契約応当日である₂0₂₂年 ₇ 月 ₁ 日が中途付加起算日になり
ます。

◦見直後特約の保険期間満了日：中途付加起算日の₂0₂₂年 ₇ 月 ₁ 日から₁0年間なので、
₂03₂年 ₆ 月30日が特約の保険期間満了日です。

 2032年
6 月30日

〈特約の保険期間満了日〉

 2018年
7 月 1 日

〈契約日〉

 2023年
7 月 1 日

 2021年
7 月 1 日

 　　　2022年
   7 月 1 日

〈中途付加起算日〉

2022年
11月 1 日

〈中途付加日〉

見直後特約
（保障見直しにより新たに付加される特約）

…年単位の契約応当日

ヰ-007-計算例図-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

見直後特約の保障の開始は中途付加日からですが、特約の保険期間満了日
は中途付加起算日から起算します。

ご注意

定期保険特約などを終身保険特約に、生活サポート終身年金
特約を介護サポート終身年金特約に、新・入院特約を終身入
院特約に変更する方法として終身保障変更制度もあります。
終身保障変更制度の内容は、29 終身保障変更制度（₁₄₆ペー
ジ）をご覧ください。

❷保険料充当原資積
立特約および保険料
充当特約を除きます。

❸特約を更新しない
場合でも特約更新時
とみなします。

ご契約後のお取扱い
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見直前特約の精算額・見直後特約の調整額
◉中途付加日における見直前特約の責任準備金などを「見直前特約の精算額❺」といいます。
◉特約の保険期間は、中途付加起算日から計算します。このため、中途付加日がこの保険の

年単位の契約応当日と異なる場合などには、中途付加日時点で積み立てられていなければ
ならない責任準備金などが不足します。この中途付加日における責任準備金相当額などを

「見直後特約の調整額❻」といいます。
◉保障見直し制度ご利用の際に発生する「見直前特約の精算額」と「見直後特約の調整額」
との差額を「見直価格」または「必要補充額」といい、次のとおり取り扱います。

取扱い

「見直前特約の精算額」が「見直後特約の
調整額」を上回る場合（見直価格が発生）

見直価格を保険料充当特約の充当原資とし
て移管します。

「見直前特約の精算額」が「見直後特約の
調整額」を下回る場合（必要補充額が発生）

必要補充額をお払込みください。

❺「見直前特約の精
算額」は見直前特約
の責任準備金に次の
金額を加えた合計額
とします。
・見直し時に消滅す
る保険料充当特約
の充当原資残額

・保険料の払込回数
が、新年掛または
新半年掛のご契約
の場合、中途付加
日が年・半年単位
の契約応当日と異
なるときは次の
年・半年単位の契
約応当日までに対
応する特約保険料

❻「見直後特約の調
整額」は見直後特約
の責任準備金相当額
に次の金額を加えた
合計額とします。
・保険料の払込回数
が、新年掛または
新半年掛のご契約
の場合、中途付加
日が年・半年単位
の契約応当日と異
なるときは次の
年・半年単位の契
約応当日までに対
応する特約保険料
相当額

■「見直前特約の精算額」が「見直後特約の調整額」を上回る場合（イメージ）■

見直価格を保険料充当特約の
充当原資として移管します。

中途付加起算日 保障見直し
（中途付加日）

見直前特約の精算額 見直後特約の調整額

見直前特約の
責任準備金

見直後特約の
責任準備金

保険料充当特約

ヰ-008-上回る場合図-1406-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

■「見直前特約の精算額」が「見直後特約の調整額」を下回る場合（イメージ）■

必要補充額をお払込み
いただきます。

見直前特約の
責任準備金

見直後特約の
責任準備金

中途付加起算日 保障見直し
（中途付加日）

見直前特約の精算額 見直後特約の調整額

ヰ-009-下回る場合図-1406-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

14 保険料の充当
（保険料充当特約の
取扱い）

（₁₁₈ページ）

➡参照

・見直前特約の返戻金はお支払いしません。
・必要補充額のお払込みがない場合には、保障見直しのお申込みはなかっ
たものとします。

ご注意

ご契約後のお取扱い
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■責任準備金について■

【イメージ図】

保険期間

この部分を「責任準備金」
として積み立てます

後半の不足

自然保険料（逓増）

平準保険料（一定）

前半の余剰

保
険
期
間
始

保
険
期
間
末

ヰ-010-責任準備金図-1406-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

　生命保険契約では、一般に、「責任準備
金」を積み立てています。
　一般に、年齢が増すほど死亡率等は上昇
するので、自然に保険料を計算すると、お
払込みいただく保険料が毎回上昇すること
となり、長期にわたるご契約を継続する上
で非常に不便です。
　そこで、生命保険契約では、保険期間の
後半で不足する分の保険料を、保険期間の
前半に保険料の中から「責任準備金」とし
て積み立てることにより、保険料を平準化
しています。

保障見直し制度ご利用後の保険料充当特約の解約時のお取扱い
◉保障見直し制度ご利用後、この保険契約の契約日（見直前特約が中途付加された特約の場

合は、見直前特約の中途付加日）から₁0年以内に保険料充当特約を解約❼した場合、充当
原資残額からそれぞれ①と②を基準として当社の定める方法により計算した金額❽を差し
引きます❾。

　　①見直前特約の保障見直し時における責任準備金と返戻金額の差額
　　②見直後特約の中途付加日からの経過期間

❽①の金額を上限と
して、②の期間に応
じて減少していきま
す。

❼一部解約はできま
せん。

❾保障見直しを複数
回した場合、各々に
ついて計算した金額
を合計して差し引き
ます。

ご契約後のお取扱い
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終身保障変更制度

診査や告知❶なしで、保険期間が有期の所定の特約の全部または一部を保険期間が終
身の特約に変更することができる制度です。

■終身保障変更制度のことば■

ことば 意　味

変更前特約
終身保障変更によりその全部または一部が消滅する特約のことをいいます（複数
ある場合は全部または一部が消滅する特約すべてを合わせたものをいいます）。

変更後特約
終身保障変更により、新たに付加される特約のことをいいます（複数ある場合は
新たに付加される特約すべてを合わせたものをいいます）。

変更日
変更後特約の保障が開始する日をいい、終身保障変更のお申込みのあった日によ
り定まります。

変更起算日
変更日の直前の年単位の契約応当日（変更日と年単位の契約応当日が同じときは、
その変更日）をいいます。

対象となる特約の組み合わせ
定期保険特約
家計保障年金特約
生活サポート定期保険特約

終身保険特約

生活サポート終身年金特約 介護サポート終身年金特約

新・入院特約 終身入院特約

❶診査や告知
➡参照 4 健康状態
や職業などの告知 

（ 30ページ）

終身保障変更

1 2 3

来年更新がきますね。

そうだねぇ。

更新もいいけど、
一生涯続く保障もいいかもなぁ…

そうだ！！
今なら終身保障に
変更することが
できるそうだよ。

それは
いいわ
　  ねぇ。

ゐ-003-終身保障-1606-CC.ai
（埋込ファイル名：02-終身保障変更制度-1606.psd）

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

終身保障変更制度

◉終身保障変更には次の ₂つがあります。

終身保険特約への変更 介護サポート終身年金特約・終身入院特約への変更❷

変更後特約

▲終身保障変更

既に付加されている特約の保険期間

変更後特約の保険期間（終身）

変更前特約

変更前特約

消滅

消滅

ラ-001-終身表内1-1606-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

変更後特約

変更前特約

▲終身保障変更

既に付加されている特約の保険期間

変更後特約の保険期間（終身）

消滅

ラ-002-終身表内2-1606-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

❷生活サポート終身
年金特約、新・入院
特約の一部のみを変
更することはできま
せん。

29
ご契約後のお取扱い
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終身保障変更制度のご利用に際して
◉終身保障変更制度のご利用は、契約締結時から ₁ 年以上経過している場合に限ります。
◉終身保障変更制度の取扱範囲などは、制度ご利用の際の、当社の取扱いによります。
◉終身保障変更制度をご利用いただく際には、改めて健康状態などについて診査や告知は必

要ありません。
◉変更後特約は、変更日時点の特約条項を適用し、特約保険料は、変更起算日の被保険者の

年齢および変更日の保険料率により計算します。
◉変更後特約の死亡保険金額、年金年額または入院給付金日額は変更前特約の死亡保険金

額❸、年金年額または入院給付金日額の範囲内とします。
◉新・入院特約から終身入院特約への変更の場合、入院給付金の支払限度について、新・入
院特約における支払日数を終身入院特約の支払日数に通算します。

◉変更前特約以外の特約はそのまま継続します。

変更後特約の保険期間
◉変更後特約の保険期間は、変更起算日から起算します。

【保険期間の計算例】

契約日が₂0₁₈年 ₇ 月 ₁ 日のご契約について、変更日を₂0₂₂年₁₁月 ₁ 日とする終身保障変
更をする場合は、次のとおりとなります。
◦変更後特約の保障内容に変更される日：変更日の₂0₂₂年₁₁月 ₁ 日です。
◦変更起算日：年単位の契約応当日は毎年 ₇ 月 ₁ 日なので、変更日（₂0₂₂年₁₁月 ₁ 日）
の直前の年単位の契約応当日である₂0₂₂年 ₇ 月 ₁ 日が変更起算日になります。

 2018年
7 月 1 日

〈契約日〉

 2023年
7 月 1 日

 2021年
7 月 1 日

 2022年
7 月 1 日

〈変更起算日〉

 2022年
11月 1 日

〈変更日〉

変更後特約
（終身保障変更により新たに付加される特約）

…年単位の契約応当日

ラ-003-変更後計算例図-1806-CC.ai

43250-ベストスタイル
43290-ベストスタイル見直し

❸終身保険特約に対
する変更前特約が複
数ある場合、消滅す
る部分の死亡保険金
額の合計額としま
す。なお、家計保障
年金特約について
は、消滅する部分の
年金年額の ₅ 倍を死
亡保険金額とします。

対象となる特約に特別条件が適用されているときや、対象となる特約の付
加時に更新限度を短縮する内容変更を行ったとき❹など、終身保障変更制度
をご利用できない場合があります。

ご注意

❹家計保障年金特約
の年金支払対象期間
を短縮する内容変更
を行ったときを含み
ます。終身保険特約、介護サポート終身年金特約および終身入院特

約の付加は、保障見直し制度のご利用でも可能です。保障見
直し制度の内容は、 28 保障見直し制度 （₁₄₂ページ）をご
覧ください。

ご契約後のお取扱い
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・変更前特約の返戻金はお支払いしません。
・必要補充額のお払込みがない場合には、終身保障変更のお申込みはなかっ
たものとします。

ご注意

■「変更前特約の精算額」が「変更後特約の調整額」を上回る場合（イメージ）■

変更価格を保険料充当特約の
充当原資として移管します。

変更起算日 終身保障変更
（変更日）

変更前特約の精算額 変更後特約の調整額

変更前特約の
責任準備金

変更後特約の
責任準備金

保険料充当特約

ラ-004-上回る場合図-1406-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

■「変更前特約の精算額」が「変更後特約の調整額」を下回る場合（イメージ）■

変更後特約の
責任準備金

必要補充額をお払込み
いただきます。

変更前特約の
責任準備金

変更起算日 終身保障変更
（変更日）

変更前特約の精算額 変更後特約の調整額

ラ-005-下回る場合図-1406-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

変更前特約の精算額・変更後特約の調整額
◉変更日における変更前特約の責任準備金などを「変更前特約の精算額❺」といいます。
◉特約の保険期間は、変更起算日から計算します。このため、変更日がこの保険の年単位の契

約応当日と異なる場合などには、変更日時点で積み立てられていなければならない責任準備
金などが不足します。この変更日における責任準備金相当額などを「変更後特約の調整額❻」
といいます。

◉終身保障変更制度ご利用の際に発生する「変更前特約の精算額」と「変更後特約の調整額」
との差額を「変更価格」または「必要補充額」といい、次のとおり取り扱います。

取扱い

「変更前特約の精算額」が「変更後特約の
調整額」を上回る場合（変更価格が発生）

変更価格を保険料充当特約の充当原資とし
て移管します。

「変更前特約の精算額」が「変更後特約の
調整額」を下回る場合（必要補充額が発生）

必要補充額をお払込みください。

❺「変更前特約の精
算額」は変更前特約
の責任準備金に次の
金額を加えた合計額
とします。
・変更時に消滅する

保険料充当原資積
立特約の責任準備
金

・変更時に消滅する
保険料充当特約の
充当原資残額

・変更前特約の特約
保険料の払い戻し
がある場合は、そ
の額

❻「変更後特約の調
整額」は変更後特約
の責任準備金相当額
に次の金額を加えた
合計額とします。
・保険料の払込回数
が、新年掛または
新半年掛のご契約
の場合、変更日が
年・半年単位の契
約応当日と異なる
ときは次の年・半
年単位の契約応当
日までに対応する
特約保険料相当額

14 保険料の充当
（保険料充当特約の
取扱い）

（₁₁₈ページ）

➡参照

ご契約後のお取扱い
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■責任準備金について■

【イメージ図】

保険期間

この部分を「責任準備金」
として積み立てます

後半の不足

自然保険料（逓増）

平準保険料（一定）

前半の余剰

保
険
期
間
始

保
険
期
間
末

ラ-006-責任準備金図-1406-CC.ai

43250-ベストスタイル
43264-メディカルスタイルF
43290-ベストスタイル見直し
43311-メディカルスタイルF見直し

　生命保険契約では、一般に、「責任準備
金」を積み立てています。
　一般に、年齢が増すほど死亡率等は上昇
するので、自然に保険料を計算すると、お
払込みいただく保険料が毎回上昇すること
となり、長期にわたるご契約を継続する上
で非常に不便です。
　そこで、生命保険契約では、保険期間の
後半で不足する分の保険料を、保険期間の
前半に保険料の中から「責任準備金」とし
て積み立てることにより、保険料を平準化
しています。

終身保障変更制度ご利用後の保険料充当特約の解約時のお取扱い
◉終身保障変更制度ご利用後、この保険契約の契約日（変更前特約が中途付加された特約の

場合は、変更前特約の中途付加日）から₁0年以内に保険料充当特約を解約❼した場合、充
当原資残額からそれぞれ①と②を基準として当社の定める方法により計算した金額❽を差
し引きます❾。

　　①変更前特約の終身保障変更時における責任準備金と返戻金額の差額
　　②変更後特約の変更日からの経過期間

❽①の金額を上限と
して、②の期間に応
じて減少していきま
す。

❼一部解約はできま
せん。

❾終身保障変更を複
数回した場合、各々
について計算した金
額を合計して差し引
きます。

ご契約後のお取扱い
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₁  個人情報等の取扱い

◉お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスをご提供するために、ご契約のお申込みな
どに際して、お客さま情報を取得させていただきます。なお、当社は取得したお客さま情報を、必要に応じ、以
下の目的で利用させていただきます。
◦各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
◦子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
◦当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
◦その他保険に関連・付随する業務

◉ただし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める個人番号（マイ
ナンバー）については、保険取引に関する支払調書の作成・提出に関する事務、その他法令等に定める個人番号
関係事務等の目的に限定して利用させていただきます。

個人情報等の利用目的

再保険の取扱いへの利用
◉お申込みいただきました保険契約について、再保険を行うことがあり、必要なお客さま情報を再保険会社に提供
させていただく場合がございます。

◉再保険会社に提供させていただくお客さま情報は、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険証券番号の
ほか、保険契約者様・被保険者様のお名前・性別・生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健
康状態に関する情報などです。

◉再保険会社においては、提供させていただくお客さま情報は、当該保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保
険金・給付金等のお支払いに利用させていただきます。

保険料口座振替の取扱いへの利用
◉お客さま（口座名義人様）に関する個人情報は、保険料口座振替申込欄に記載の金融機関および明治安田生命保

険相互会社間で保険料収納等、保険契約のご継続・維持管理のために利用させていただきます。

身体・健康状態に関する情報の取扱い
◉お客さまの身体・健康状態に関する情報は、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたします。
◉また、取得いたしました情報は、保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、およ
び医事研究・統計の目的に限定して利用させていただきます。

◉なお、保健医療等の機微（センシティブ）情報につきましては、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の
確保、その他必要と認められる目的に利用目的が限定されております。

個人情報等の留意事項

当社における個人情報等・取引時に確認した情報の取扱いについては、当社ホーム
ページ（裏表紙参照）に掲載していますので、ご覧ください。

₂  犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い
◉当社では、犯罪収益移転防止法に定められた各種取引の際、お客さまの本人特定事項（氏名、住所、生年月日等）、

職業または事業の内容等の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、
金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを
防ぐことを目的としたものです。

　なお、本人特定事項等に変更が生じた場合は、当社までご連絡ください。

生命保険に関するお知らせ30
生命保険に関するお知らせ
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₃  税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ

◉Ｆ
フ ァ ト カ

ＡＴＣＡ（外国口座税務コンプライアンス法）は、米国納税義務者が米国外の金融口座等を利用して租税を回
避することを防ぐことを目的とする米国の法律です。

◉当社は、同法に関する日米当局間の合意に従い、ご契約者などが所定の米国納税義務者に該当するか否かを確認
し、該当する場合には、米国内国歳入庁に契約情報等を報告します。

◉確認する場合および対象となる方は以下のとおりです。対象となる方が「米国納税義務者に該当する可能性があ
るとき」＊は、所定の方式によって当社に申告してください。

確認する場合 対象となる方
ご契約のお申込み ご契約者

ご契約者の変更 変更後のご契約者

満期保険金・年金等のご請求（受取人がご契約者と異なる場合） 受取人

＊　「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」は、次のとおりです。
◦上表の「確認の対象者」が個人の場合：その個人が、米国市民（米国籍を有している者）のとき、または米国居住者（永住権所有者お
よび直近 3 年間に₁₈3日以上米国に滞在する者）のとき

◦上表の「確認の対象者」が法人の場合：その法人が、米国設立の法人もしくは事業体であるとき、または米国設立以外の投資事業体で
その実質的支配者が米国納税義務者のとき

◉ご契約等の後に米国納税義務者に該当することとなった場合は、改めて申告してください。

特定米国人申告について

◉「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人
税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、金融機関（当社を含みます）のお客さまに居住地国の届け
出を義務づける制度です。

◉以下の場合、対象となる方の居住地国を当社に届け出てください。
（お届けいただけない場合、法律上の罰則がかかることがあります）

届け出が必要となる場合 対象となる方
ご契約のお申込み ご契約者

ご契約者の変更 変更後のご契約者

満期保険金・年金等のご請求（受取人がご契約者と異なる場合） 受取人

上記は代表的な例です。これ以外に届け出が必要となる場合もあります。

◉法律上の定めに従い、当社は、ご契約者の契約情報等を国税庁に報告することがあります。
◉海外渡航等によって居住地国が変更となる場合は、あらかじめ当社にご連絡ください。

税務上の居住地国の届け出について

以下の内容は₂0₂0年 ₇ 月現在の情報に基づくものであり、今後、制度等の変更にともない取扱いが
変わることがあります。

ご注意

特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出の詳細については、当社ホームページ
（裏表紙参照）に掲載していますので、ご覧ください。

特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出に関するお願い

生命保険に関するお知らせ
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₄   「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、
他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用

　当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、
「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険
契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。

◉お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」について

登録事項
①保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所（市・区・郡までとします）
②死亡保険金額および災害死亡保険金額
③入院給付金の種類および日額
④契約日、復活日、復旧日、増額日および特約の中途付加日
⑤取扱会社名

その他、正確な情報把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。

◉当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業
協同組合連合会（以下、「各生命保険会社等」といいます）とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付
加（以下、「保険契約等」といいます）のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等（以下、「保
険金等」といいます）のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」（全国共済農業協
同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます）に基づき、当社の保険契約等に関する上記の登録事
項を共同して利用しております。

◉保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する上記の登録事
項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去さ
れます。

◉一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合また
は保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会
社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために
利用されることがあります。

◉なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、復
旧日、増額日または特約の中途付加日（以下、「契約日等」といいます）から ₅ 年間（被保険者が₁₅歳未満の保
険契約等については、「契約日等から ₅ 年間」と「契約日等から被保険者が₁₅歳に到達するまでの期間」のいず
れか長い期間）とします。

◉各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払い
の判断の参考とする以外に用いることはありません。

◉また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。

◉当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当
社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出るこ
とができます。また、個人情報の保護に関する法律に遵守した対応がされずに登録事項が取り扱われている場合、
当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。

◉上記各手続きの詳細については、当社コミュニケーションセンター（裏表紙参照）にお問い合わせください。

生命保険に関するお知らせ
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◉保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
「支払査定時照会制度」について

相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 ₅ 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所（市・区・郡までとします）
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故（左記の事項は、照会を受けた日から ₅ 年以内のものと
します）

③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保
険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、
共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替え
ます。

◉当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合
連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会（以下、「各生命保険会
社等」といいます）とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等（以下、「保険契約等」とい
います）の解除もしくは無効の判断（以下、「お支払い等の判断」といいます）の参考とすることを目的として、

「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する上記の相互照会
事項記載の情報を共同して利用しております。

◉保険金、年金または給付金（以下、「保険金等」といいます）のご請求があった場合や、これらに係る保険事故
が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、
一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提
供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること（以下、「相互照会」といいます）
があります。相互照会される情報は上記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会される
ことはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保
険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用さ
れることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったと
きは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他
に公開いたしません。

◉当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または
保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違
している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に遵守した対応がされ
ずに相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるい
は第三者への提供の停止を求めることができます。

◉上記各手続きの詳細については、当社コミュニケーションセンター（裏表紙参照）にお問い合わせください。

「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に参加 
している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ

（https://www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。
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◉保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減さ
れることがあります。

◉なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構に
より、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付
金額等が削減されることがあります。生命保険契約者保護機構の詳細については、生命保険契約者保護機構まで
お問い合わせください。

　詳しくは、次の［ 6 生命保険契約者保護機構］をご覧ください。

₅  保険金額などが削減される場合

◉当社は、「生命保険契約者保護機構」（以下、「保護機構」といいます）に加入しております。保護機構の概要は、
以下のとおりです。
◦保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場

合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等に
おける資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び
保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維
持することを目的としています。

◦保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難
になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支
援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。

◦保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定❶に係る部分を除いた国
内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約❷を除き、責任準備金等❸の90％とすることが、
保険業法等で定められています（保険金・年金等の90％が補償されるものではありません❹）。

◦なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するた
めに、契約条件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）の変更が行われる可能性
があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度（保険集
団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度）
が設けられる可能性もあります。

❶特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等）のない保険契
約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成するこ
とが可能です（実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります）。

❷破綻時に過去 ₅ 年間で常に予定利率が基準利率＊₁を超えていた契約を指します＊₂ 。当該契約については、責任準備金等
の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。

　　高予定利率契約の補償率 ＝ 90％ －｛（過去 ₅ 年間における各年の予定利率－基準利率）の総和 ÷ ₂ ｝

＊₁ 　基準利率は、生保各社の過去 ₅ 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現

在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。

＊₂ 　一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約

とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出

している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定

利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出

しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。

❸責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準
備金等をいいます。

❹個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90％が補償されるものではありません。

₆  生命保険契約者保護機構
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破綻保険会社

会員保険会社

会員保険会社

破綻保険会社

破綻保険会社

救済保険会社

承継保険会社

民間金融機関等

民間金融機関等

国

国

補償対象保険金支払い
に係る資金援助

補償対象保険金支払い
に係る資金援助

保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得

補
償
対
象
保
険
金

の
支
払
い
＊
2
　
　
　
　
　
　
　

補
償
対
象
保
険
金

の
支
払
い
＊
2

保険金請求権等の買取り＊2         

保険金請求権等の買取り＊2

保険金等の支払い

資
金
援
助

負担金の拠出

負担金の拠出

資金貸出

資金貸出

保険契約の引受け

保険契約の承継

保険金等の支払い

財政措置＊１　　

財政措置＊１　　

保険契約者等

保険契約者等

保 護 機 構

保 護 機 構

● 救済保険会社が現れた場合● 

●救済保険会社が現れない場合●

保険契約者等

保険契約者等

■救済の仕組み（概略）■

オ-001-救済の仕組み_共-CC.ai

43001-養老保険
43003-シニアプラン
43005-個人定期･集団定期
43006-ドリームプラン
43044-特約更新のしおり
43053-パイオニアE
43091-新定期保険E
43136-年金ひとすじ
43137-Everybody10
43161-ハッピーバルーン
43162-かんたん告知
43164-新逓増定期
43187-たしかな計画
43192-206-LA更新用
43200-新定期保険E
43222-介護のささえ
43250-ベストスタイル

43260-年金かけはし
43261-3年間災害逓増
43264-メディカルスタイルF
43265-つみたて学資
43266-パイオニアケアプラス
43290-ベストスタイル見直し
43305-1年更新定期
43311-メディカルスタイルF見直し
43143-Everybody_窓
43178-堅実ねんきん-窓
43199_かんたん未来計画_窓
43227_年金果実NEOV3_窓
43240_きずなサポート_窓
43255_つかってのこせる_窓
43280_やさしさ二重奏-窓
43284-しあわせの階段_窓
43298_３増Ⅲ・かんプラ_窓
43316-米ドル建養老保険
43325-50歳からの終身医療
43317-他4冊_外貨建・エブプラ（仮）_窓
43329-生活障害定期

■救済の仕組み（概略）■

＊₁ 　上記の「財政措置」は、₂0₂₂年 3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで

資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。

＊₂ 　破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指

します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります（高予定利率契約については、❷
に記載の率となります）。

◦補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て₂0₂0年 ₇ 月現在の法令に基づいたものであり、
今後、法令の改正により変更される可能性があります（最新の内容は、当社ホームページ（裏表紙参照）でご覧ください）。

生命保険契約者保護機構　電話 03⊖3286⊖2820
月曜～金曜（除く祝日・年末年始）  9：00～12：00､ 13：00～17：00
ホームページアドレス　https://www.seihohogo.jp/

生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先

生命保険に関するお知らせ
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手続きに必要な書類一覧
◉諸手続きの際には、次の書類をご準備いただきます。ただし、下記以外の書類の提出を求め、または、下記の

必要書類のうち一部の省略を認めることがあります。なお、手続きによっては、当社営業端末で行うこともで
きます。

◉詳しくは、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社までご相談ください。
◉当社の窓口で諸手続きをされる際には、ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご了承くだ
さい。また、代理人の方が手続きされる場合は、委任状が必要です。

注・書類のご準備に関わる費用等はご負担ください。
　・ご提出いただいた請求書類は返却いたしませんのでご了承ください。

必要書類

項　目

当 社 所 定
の 書 類

保

険

証

券

印鑑証明書 戸籍抄本 被
保
険
者
の
住
民
票

当
社
所
定
の
診
断
書
・

入
院
証
明
書
・
治
療
証
明
書

受
傷
状
況
報
告
書
・

事

故

証

明

書

備　　考
保
険
契
約
者

受

取

人

被
保
険
者

受

取

人

（解約）返戻金・積立金の請求 請 求 書 ○ ○

復活の請求 復活請求書
告 知 書

◦ほかに当社の指定した医師の診査等が必要
となる場合があります。

社員配当金の請求 請 求 書 ○

積み立てられた
健康サポート・キャッシュバックの請求 〃 ○ ○

保険料払込方法（回数）の変更 〃 ○ ○

保険金額などの減額 〃 ○ ○

保険契約者に対する貸付け 〃 ○ ○

死亡保険金受取人の変更 〃 ○ ○ ◦受取人が被保険者と異なる場合は、ほかに
被保険者の印鑑証明書が必要

保険契約者の変更 〃 ○

（
旧
保
険
契
約
者
）

＊
○

＊ 旧保険契約者の死亡の場合
₁.  旧保険契約者の戸籍抄本
₂.  相続人代表者選定届と署名押印者の印鑑証

明書・戸籍謄本

特約保険料の払込免除の請求 〃 ○ ○ ○ ○
＊
○ ＊疾病による場合は不要

定期保険特約
終身保険特約

死亡保険金の請求 〃 〇 ○ ○ ○
＊
○ ＊医師の死亡診断書または検案書とします。

高度障害保険金の
請求 〃 〇

（
被
保
険
者
）

○ 〇
＊₁
○ ○

＊₂
○ ＊₁. 被保険者と受取人が同一の場合は不要

＊₂. 疾病による場合は不要

家計保障年金
特約

家計保障年金の請求 〃
＊₁
○ 〇 〇 〇

＊₂
○

＊₁.  第 ₂ 回の家計保障年金支払日以降の年金
の支払いについては年金証書

＊₂.  第 ₁ 回の家計保障年金の支払いについて
は、医師の死亡診断書または検案書とし
ます（第 ₂ 回の家計保障年金支払日以降
の年金の支払いについては不要）。

高度障害年金の請求 〃
＊₁
○

（
被
保
険
者
）

○ 〇
＊₂
○

＊3
○

＊₄
○

＊₁.  第 ₂ 回の高度障害年金支払日以降の年金
の支払いについては年金証書

＊₂.  被保険者と受取人が同一の場合は不要
＊3.  第 ₂ 回の高度障害年金支払日以降の年金

の支払いについては不要
＊₄.  疾病による場合は不要

手続きに必要な書類一覧
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必要書類

項　目

当 社 所 定
の 書 類

保

険

証

券

印鑑証明書 戸籍抄本 被
保
険
者
の
住
民
票

当
社
所
定
の
診
断
書
・

入
院
証
明
書
・
治
療
証
明
書

受
傷
状
況
報
告
書
・

事

故

証

明

書

備　　考
保
険
契
約
者

受

取

人

被
保
険
者

受

取

人

生活サポート
定期保険特約

死亡保険金の請求 請 求 書 〇 〇 〇 〇
＊
○ ＊医師の死亡診断書または検案書とします。

生活サポート保険金
の請求 〃 〇

（
被
保
険
者
）

○ 〇 ○
＊
○ ＊疾病による場合は不要

生活サポート
終身年金特約

生活サポート
終身年金の請求 〃

＊₁
○

（
被
保
険
者
）

○ ○
＊₂
○

＊3
○

＊₁.  第 ₂ 回の生活サポート終身年金支払日以
降の年金の支払については年金証書

＊₂.  第 ₂ 回の生活サポート終身年金支払日以
降の年金の支払いについては不要

＊3.  疾病による場合は不要

死亡給付金の請求 〃 ○ ○ ○ ○
＊
○ ＊医師の死亡診断書または検案書とします。

給与・家計
サポート特約

給与・家計サポート
給付金の請求 〃 ○

（
被
保
険
者
）

◦ ◦ ◦ ◦
＊
◦ ＊疾病による場合は不要

がん保障特約 がん保険金の請求 〃 ◦
（
被
保
険
者
）

◦ ◦ ◦ ◦ほかに病理組織検査報告書が必要

がん・上皮内 
新生物保障特約

がん・上皮内新生物
保険金の請求 〃 ◦

（
被
保
険
者
）

◦ ◦ ◦ ◦ほかに病理組織検査報告書が必要

重度疾病継続
保障特約

重度疾病保険金の 
請求 〃 ◦

（
被
保
険
者
）

◦ ◦ ◦ ◦ほかに病理組織検査報告書が必要

新・介護保障
特約 介護保険金の請求 〃 ○

（
被
保
険
者
）

○ ○
＊₁
○

＊₂
○

＊₁.  ほかに要介護認定を受けている場合は要
介護認定の結果について記載された介護
保険被保険者証

＊₂.  疾病による場合は不要

介護サポート
終身年金特約

介護終身年金の
請求 〃

＊₁
○

（
被
保
険
者
）

○ 〇

＊₂
＊3
○

＊₄
○

＊₁.  第 ₂ 回の介護終身年金支払日以降の年金
の支払については年金証書

＊₂.  ほかに要介護認定を受けている場合は、
要介護認定の結果について記載された介
護保険被保険者証

＊3.  第 ₂ 回の介護終身年金支払日以降の年金
の支払いについては不要

＊₄.  疾病による場合は不要

死亡給付金の請求 〃 ○ ○ ○ ○
＊
○ ＊医師の死亡診断書または検案書とします。

傷害特約

災害死亡保険金 
の請求 〃 ○ ○ ○ ○

＊
○ ○ ＊医師の死亡診断書または検案書とします。

障害給付金の請求 〃 ○
（
被
保
険
者
）

○ ○ ○ ○ ○

新・入院特約 入院給付金の請求 〃 ○
（
被
保
険
者
）

○ ○ ○ ◦
＊
◦ ＊疾病による入院の場合は不要

終身入院特約
入院給付金の請求 〃 ○

（
被
保
険
者
）

○ ○ ○ ◦
＊
◦ ＊疾病による入院の場合は不要

死亡給付金の請求 〃 ○ ○ ○ ○
＊
○ ＊医師の死亡診断書または検案書とします。

入院治療保障 
特約

入院治療給付金の
請求 〃 ◦

（
被
保
険
者
）

◦ ◦ ◦ ◦
＊
◦

＊疾病による入院の場合は不要
◦ほかに診療報酬点数が記載された領収証（コ
ピー）が必要

型の変更 請 求 書
告 知 書 ◦ ○

◦ほかに「Ⅰ型またはⅡ型」から「Ⅲ型」へ
変更の場合は公的医療保険制度の自己負担
割合の変更が確認できる書類の写しが必要

入院時手術保障
特約

入院時手術給付金、
入院時放射線治療 
給付金の請求

請 求 書 ○
（
被
保
険
者
）

○ ○ ○ ○
＊
○

＊疾病による入院の場合は不要
◦ほかに診療報酬点数が記載された領収証（コ
ピー）が必要

外来時手術保障
特約

外来時手術給付金、
外来時放射線治療給
付金の請求

〃 ○
（
被
保
険
者
）

○ ○ ○ ○
＊
○

＊疾病による手術の場合は不要
◦ほかに診療報酬点数が記載された領収証（コ
ピー）が必要

退院後通院治療
保障特約

通院治療給付金、 
通院治療一時金の
請求

〃 ○
（
被
保
険
者
）

○ ○ ○ ○
＊
○

＊疾病による通院の場合は不要
◦ほかに診療報酬点数が記載された領収証（コ
ピー）が必要

型の変更 請 求 書
告 知 書 ○ ○

◦ほかに「Ⅰ型またはⅡ型」から「Ⅲ型」へ
変更の場合は公的医療保険制度の自己負担
割合の変更が確認できる書類の写しが必要

手続きに必要な書類一覧
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必要書類

項　目

当 社 所 定
の 書 類

保

険

証

券

印鑑証明書 戸籍抄本 被
保
険
者
の
住
民
票

当
社
所
定
の
診
断
書
・

入
院
証
明
書
・
治
療
証
明
書

受
傷
状
況
報
告
書
・

事

故

証

明

書

備　　考
保
険
契
約
者

受

取

人

被
保
険
者

受

取

人

退院給付特約 退院給付金の請求 請 求 書 ○
（
被
保
険
者
）

○ ○ ○ ○
＊
○ ＊疾病による入院の場合は不要

先進医療保障
特約

先進医療給付金の
請求 〃 ◦

（
被
保
険
者
）

◦ ◦ ◦ ◦
＊
◦

＊疾病による場合は不要
◦ほかに先進医療の技術に係る費用が記載さ
れた領収証（コピー）が必要

特定損傷給付
特約

特定損傷給付金の
請求 〃 ○

（
被
保
険
者
）

○ ○ ○
＊
○ ○ ＊歯の治療については、歯科医師による証明

書

保険料充当原資
積立特約

災害死亡給付金の
請求 〃 ○ ○ ○ ○

＊
○ ○ ＊医師の死亡診断書または検案書とします。

死亡給付金の請求 〃 ○ ○ ○ ○
＊
○ ＊医師の死亡診断書または検案書とします。

がん保険料払込
免除特約

がん保険料払込免除
特約による特約保険
料の払込免除の請求

〃 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ほかに病理組織検査報告書が必要

リビング・ 
ニーズ特約
重度がん 
保険金前払特約

特約保険金の請求 〃 ○
（
被
保
険
者
）

○ ○ ○
＊
○ ＊ 疾病による場合は不要

指定代理請求
制度

保険金などの
代理請求

◦ 保険金な
どの請求
書

◦ 代理請求
に関する
確認書

○

（
指
定
代
理
請
求
人
）

○ ○

（
指
定
代
理
請
求
人
）

○ ○
＊
○

＊ 疾病による場合は不要
◦  ほかに指定代理請求人の住民票、「指定代理

請求人としての取扱いを受けることができ
ない場合」に該当していないことを証する
書類、被保険者または指定代理請求人の健
康保険被保険者証の写しが必要

手続きに必要な書類一覧
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ご契約者と相互会社との関係
◆保険会社の会社形態には株式会社と相互会社があり、当社は保険業法に基づいて設立された相互会社です。
◆相互会社では、ご契約者お一人おひとりが会社の構成員である社員※となります。社員が総代会やお客さま	
懇談会等を通じ会社運営に参加する保険会社独自の会社形態です。

当 社 の 運 営
（定款第 1 章、第 3 章、第 4 章、第 5 章）

ご契約者お一人おひとりが
会社の構成員である社員です。

定 款

会　　　　社

総代候補者選定

審議事項報告

評議員の承認

選
任

意
見･

要
望

意
見･

要
望

意
見

諮
問

⑥ 

情
報
開
示

事
業
報
告

意見･要望等報告

重要事項の決定事業報告、決議事項の付議

意見･要望等報告

傍
聴

出
席

■相互会社制度運営の仕組み■

社
員
投
票

（
総
代
選
出
）

● ❶ 社員（ご契約者）

❺ 評議員会 ❸ 総 代 会 ❹ お客さま懇談会

総代候補者選考委員会

事務局
❷ 総 代

　※　剰余金の分配のない保険（無配当保険）のみにご加入のご契約者は除きます（定款第 8 条第 1 項）

定款では、当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めています。
最新の定款の全文については、当社ホームページ（裏表紙参照）でご覧ください。

◆保険業法、保険約款なら
びに定款等の定めにより、
社員には主に右の権利・
義務があります。

社員の主な権利
• 保険金等の支払請求権
•剰余金分配を受ける権利（社員配当金請求権）
•総代選出にあたっての社員投票権
•一定数以上の社員による臨時総代会の招集請求
権や総代会の議案提案権　等

社員の主な義務
• 保険料の払込義務

❶社　員

当社の運営は、2020年 7 月時点の定款の内容に基づいて記載しています。定款の変更に伴って今後変更の	
可能性があります。
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相互会社の基金	（定款第 5条、第 6条、第 7条、第53条、第56条）

◆基金とは、株式会社の資本金に相当する性格を持つ資金で、相互会社における財産的基礎となるものであり、
会社清算時には債務の弁済が基金の払戻しに優先されることなどが保険業法に規定されています。

◆基金については、1996年以来これまで追加募集（増額）を行って、自己資本の充実による経営基盤の更なる強
化と支払能力（ソルベンシー）の一層の向上を図ってきました。

◆なお、定款に定める当社の基金の総額（基金償却積立金を含む）は、9,800億円となっています。

◆社員の代表として選出される総代の定数は定款におい
て222名と定めています。
◆このうち200名は地域別選出による120名と地域別選出に
よらない80名に配分し、地域、職業、年齢等を考慮し、
幅広く選ばれた総代構成となるようにしています。
◆また、22名は総代選出プロセスの多様化と透明性の強化
を目的に導入した立候補制により選出される総代です。

社員投票
◇総代候補者選考委員会で選定された候補者について
は、社員お一人おひとりによる社員投票を実施し、総
代として選出することに同意しないとする投票（不信
任投票）数が、有権者（全社員）の10分の 1に満たな
い場合は、総代に就任することが確定します。

❷総代

◆総代会は社員の代表として選出された総代で構成され、
株式会社の株主総会に相当する最高意思決定機関とし
て決算書類の報告、また剰余金処分や取締役の選任な
ど、経営に関する重要な事項の審議と決議を行います。

総代会傍聴制度
◇社員のみなさまに当社経営に対するご理解を深めてい
ただくために、総代会を傍聴いただける制度を設けて
います。
◇お申込方法等については、開催日前の一定期間、本社、
支社、営業所等の店頭にポスターを掲示するとともに、
当社ホームページでもご案内しています。

総代会議事録の閲覧
◇総代会の議事録は、本社、法人部、支社に備え置いて
あり、社員のみなさまは閲覧いただくことができます。
また、議事内容および質疑応答の要旨は当社ホーム
ページに掲載しています。

総代報告会
◇総代に会社の経営情報を提供するとともに、会社への
ご提言等をいただく機会として、原則として毎年12月
に総代報告会を開催しています。

❸総代会

◆ご契約者に当社の事業活動を報告し、ご理解を深めて
いただくとともに、ご契約者のご意見・ご要望等を直接
伺い、ご契約者の声を経営に反映させることを目的とし
て、お客さま懇談会を全国の支社で毎年開催しています。
◆ご契約者から寄せられたご意見・ご要望のうち改善を要
するものについては、担当部が対応を検討し、「お客さ
まの声」検証委員会を通じフォローを実施しています。
◆お申込み方法等については、開催日前の一定期間、支
社、営業所等の店頭にポスターを掲示するとともに、当
社ホームページでもご案内しています。詳しくは、お近
くの支社、営業所等にお問い合わせください。

❹お客さま懇談会

◆会社からの諮問事項や経営上の重要事項および社員か
らのご意見・ご要望等のうち経営に関する重要事項を審
議する機関として評議員会を設置しています。評議員会
は年 3回開催し、審議事項を総代会において報告してい
ます。
◆評議員は、社員または学識経験者のなかから総代会の
承認を経て選出されます。なお、評議員数は定款で20名
以内と定められています。

❺評議員会

◆会社の経営情報をより多くのお客さまにご覧いただける
よう努めています。
◆業界に先駆けて1979年から、ディスクロージャー資料を
作成しています。保険業法第111条に定める「業務およ
び財産の状況に関する説明書類」として、本社、支社、
営業所等に備え置いており、閲覧いただけるようにして
います。
◆ディスクロージャー資料は当社ホームページ（裏表紙参
照）でもご覧いただけます。

❻情報開示
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約款・特約条項
ご契約の内容を記載した、約款および
特約条項を掲載しています。
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5 年ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款

もくじ

1．用語の定義について
第 1条　用語の定義

2 ．総則
第 2条　総則

3 ．保障の開始について
第 3条　保障の開始
第 4条　保険証券の発行

4 ．保険金等の支払い・請求手続きに
　　ついて
第 5条　保険金等の支払い
第 6条　保険金等の請求手続き
第 7条　保険金等の支払いの場所と時期

5 ．保険料について
第 8条　保険料の払込み
第 9条　保険料払込方法（経路）
第10条　保険料が払い込まれない間に
	 保険金等の支払事由等が
	 発生した場合の取扱い
第11条　猶予期間内に保険料の払込みが
	 ない場合の取扱い
第12条　保険契約の復活
第13条　保険料の自動振替貸付
第14条　特約保険料の払込免除

6 ．社員配当（保険契約者への配当）に
　　ついて
第15条　社員配当金の計算
第16条　社員配当金の支払い

7 ．告知義務と重大事由による解除に
　　ついて
第17条　告知義務
第18条　告知義務違反による解除
第19条　保険契約または特約を
	 解除できない場合
第20条　重大事由による解除

8 ．取消し・無効について
第21条　詐欺による取消し、
	 不法取得目的による無効

9 ．解約について
第22条　保険契約または特約の解約
第23条　返戻金の支払い

10．保険契約の消滅について
第24条　保険契約の消滅

11．内容の変更について
第25条　保険料払込方法（回数）の変更
第26条　保険金額等の減額

12．保険契約者に対する貸付けについて
第27条　保険契約者に対する貸付け
第28条　貸付金の返済および差引き

13．保険契約者・死亡保険金受取人の
　　変更などについて
第29条　当会社への通知による
	 死亡保険金受取人の変更
第30条　遺言による死亡保険金受取人の
	 変更
第31条　死亡保険金受取人の死亡
第32条　保険契約者の変更
第33条　保険契約者または死亡保険金
	 受取人の代表者
第34条　保険契約者の連帯責任
第35条　保険契約者の住所等の変更

14．その他
第36条　保険金等の受取人による保険契約
	 または特約の存続
第37条　年齢の計算
第38条　年齢または性別の誤りが
	 あった場合の取扱い
第39条　時効
第40条　契約内容の登録
第41条　法人契約特則の適用
第42条　電磁的方法による保険契約の
	 申込み手続き等に関する特則
第43条　保険契約の内容変更等の効力

法人契約特則
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5 年ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款 1

	1 	用語の定義について

第 1条 用語の定義

　この普通保険約款において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。

用語 定義

保険金等
特約条項に定める支払事由に該当した場合に支払われる保険金、
給付金、年金などの給付のことをいいます。

特約保険料 この保険契約に付加される特約ごとの保険料のことをいいます。
保険料 この保険契約の保険料をいい、特約保険料の合計額とします。

	2 	総則

第 2条 総則

①　この普通保険約款は、この保険契約の保険約款の一部を構成するものであり、特約
条項とあわせてこの保険契約の保険約款とします。
②　この普通保険約款の規定は、特約条項に特に規定のない限り、特約にも適用される
ものとします。
③　この保険契約の締結にあたっては、当会社の定める特約を 1つ以上付加することを
要します。

	3 	保障の開始について

第 3条 保障の開始

①　当会社が保険契約の申込みを承諾した場合、この保険契約の保障が開始する時（責
任開始時）は、保険契約の申込みを受けた時または告知（第17条）の時のいずれか遅
い時とします。
②　第①項の責任開始時の属する月の翌月 1日を契約日とします。
③　被保険者が責任開始時の属する日から契約日の前日までの間に、死亡したことによ
り保険金等が支払われることとなる場合には、当会社は、責任開始時の属する日を契
約日とみなして、保険金等を死亡保険金受取人に支払います。この場合、期間の計算
および年齢の計算は、責任開始時の属する日を基準として再計算します。この場合、
すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、当会社は、これを保険契約者に払
い戻します。また、不足分があるときは、保険契約者は、当会社が指定した期日まで
にこれを当会社に払い込んでください。

第 4条 保険証券の発行

①　当会社は、保険契約の申込みを承諾したときには、保険証券を発行します。
②　保険証券には保険契約を締結した日を記載せず、第 3条第②項に定める契約日を記
載します。
③　当会社は、復活（第12条）の請求または保険契約の締結後の特約の付加に対して承
諾したときには、保険証券を発行しません。

5 年ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款
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	4 	保険金等の支払い・請求手続きについて

第 5条 保険金等の支払い

　当会社は、特約条項に定める保険金等の支払事由が発生したとき❶、普通保険約款お
よび特約条項の規定により保険金等を支払います。

第 6条 保険金等の請求手続き

①　保険契約者または保険金等の受取人は、特約条項に定める保険金等の支払事由また
は特約保険料の払込免除事由が発生したことを知ったときには、当会社に通知してく
ださい。
②　保険金等の受取人❶は、特約条項に定める保険金等の支払事由または特約保険料の
払込免除事由が発生したときには、すみやかに当会社の定める書類❷を提出して保険
金等または特約保険料の払込免除を請求してください。
③　第 1号に定める対象給付等の請求にあたって、対象給付等の受取人❶が対象給付等
を請求できない第 2号に定める特別な事情があると当会社が認めるときは、第④項の
規定により指定された指定代理請求人が、その事情を示す書類その他所定の書類を提
出して、対象給付等の受取人の代理人として対象給付等を請求することができます。

号

1 対象給付等

特約条項に定める保険金等および特約保険料の払込免除のう
ち、次に定めるもの
ア．被保険者が受取人として定められている保険金等❸

イ．被保険者と保険契約者が同一人である場合の特約保険料の
払込免除

ウ．本号で対象とする保険金等を支払う場合および特約保険料
の払込免除をする場合に、その保険金等の受取人および保
険契約者が受け取るべきもの

2 特別な事情
ア．対象給付等の請求を行なう意思表示が困難である場合
イ．傷病名や余命についての告知を受けていない場合
ウ．その他ア、イに準じる場合

④　保険契約者は、被保険者の同意を得て、当会社の定める書類を提出して、指定代理
請求人を指定し変更することができます。指定代理請求人は、対象給付等の請求時に
おいて、第 1号に定めるいずれかの者であることを要します。ただし、第 2号のいず
れかに該当する場合は、指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。

号

1

ア．被保険者の戸籍上の配偶者
イ．被保険者の直系血族
ウ．被保険者の兄弟姉妹
エ．被保険者の 3親等内の親族
オ．次のいずれかの者。ただし、当会社の定める書類により、その事実が確認で
き、かつ、対象給付等の受取人のために対象給付等を請求する適切な関係が
あると当会社が認めた者に限ります。
ａ．ア．からエ．までの者以外の者❹で、被保険者と同居している者
ｂ．被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なって
いる者（会社、官公署等の団体❺を除く）

	第 5 条	 備考

❶　特約条項に定める保険金等
の支払いの免責事由に該当し
たときを除きます。

	第 6 条	 備考

❶　特約保険料の払込免除の場
合は、保険契約者とします。

❷　当会社所定の保険金等の請
求書、請求権者であることを
証明する書類（被保険者の住
民票等）、保険金等の支払事
由が生じたことを証する書類
（医師による診断書等）、その
他の請求手続きに必要な書類
のうち、当会社が提出を求め
るものとします。

❸　次の保険金等は含まれませ
ん。
　⑴ 　被保険者と保険契約者が
同一人である場合の保険契
約者が受取人となる保険金
等

　⑵　保険契約者によって被保
険者が受取人として指定さ
れている保険金等

❹　婚姻の届出をしていない
が、事実上婚姻関係と同様の
事情にある者などです。

❺　団体の代表者を含みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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号

2

ア．未成年者
イ．成年被後見人
ウ．破産者で復権を得ない者
エ．対象給付等の支払事由または払込免除事由を故意に生じさせた者
オ．対象給付等の受取人❶がその対象給付等を請求できない特別な事情を故意に
招いた者

⑤　第③項に基づき対象給付等の請求があった場合には、当会社は対象給付等の受取
人❶の代理人である指定代理請求人に対し、対象給付等を支払うことができます。

⑥　第③項の請求に基づき、当会社が指定代理請求人に対し対象給付等を支払った場合
には、その後重複して対象給付等の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

第 7条 保険金等の支払いの場所と時期

①　保険金等は、第 6条第②項および第③項に定める請求書類が当会社に到達した日の
翌営業日からその日を含めて 5営業日以内に当会社の本社で支払います。この請求書
類が当会社に到達した日を、当会社が請求を受けた日とします（以下「請求日」とい
います。）。
②　保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の
締結時から保険金等の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができない
ときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認❶を行ないます。この場合には、第①
項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日
を含めて45日を経過する日とします。

号 確認が必要な場合 確認する事項

1
特約条項に定める保険金等の支払事由
発生の有無の確認が必要な場合

保険金等の支払事由発生の有無

2
特約条項に定める保険金等の支払いの
免責事由に該当する可能性がある場合

保険金等の支払事由が発生した原因

3
告知義務違反に該当する可能性がある
場合

当会社が告知を求めた事項および告知義
務違反に至った原因

4
この普通保険約款に定める重大事由、
詐欺または不法取得目的に該当する可
能性がある場合

次のア〜エの事項
ア．第 2号および第 3号に定める事項
イ．第20条（重大事由による解除）第①
項第 4号アからオまでに該当する事
実の有無

ウ．保険契約者、被保険者または保険金
等の受取人の保険契約締結の目的に
関する保険契約の締結時から保険金
等の請求時までにおける事実

エ．保険金等の受取人の保険金等の請求
の意図に関する保険契約の締結時か
ら保険金等の請求時までにおける事
実

❶　特約保険料の払込免除の場
合は、保険契約者とします。

	第 7 条	 備考

❶　当会社の指定した医師によ
る診断および当会社指定の検
査を含みます。

	第 6 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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③　第②項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不
可欠な場合には、第①項および第②項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、
請求日の翌営業日からその日を含めてそれぞれ次の各号に定める日数❷を経過する日
とします。

号 確認する事項 特別な照会や調査の内容 日数

1
第②項第 2号から第 4号
に定める事項

弁護士法（昭和24年法律第205号）にもとづ
く照会その他の法令にもとづく照会

180日

2
第②項第 1号、第 2号ま
たは第 4号に定める事項

研究機関等の専門機関による医学または工学
等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑
定

180日

3
第②項第 1号、第 2号ま
たは第 4号に定める事項

保険契約者、被保険者または保険金等の受取
人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事
手続が開始されたことが報道等から明らかで
ある場合における、第②項第 1号、第 2号ま
たは第 4号に定める事項に関する、送致、起
訴、判決等の刑事手続の結果についての警
察、検察等の捜査機関または裁判所に対する
照会

180日

4 第②項各号に定める事項 日本国外における調査 180日

④　第②項および第③項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者また
は保険金等の受取人❸が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった
とき❹は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わ
ず、その間は保険金等を支払いません。
⑤　第②項または第③項の確認を行なう場合には、当会社は、保険金等を請求した者に、
その旨を通知します。

	5 	保険料について

第 8条 保険料の払込み

①　この保険契約の保険料払込の保険料期間、払込期月、および猶予期間は、保険料払
込方法（回数）に応じて、次表のとおりとします。

保険料払込方法
（回数） 保険料期間 払込期月 猶予期間

新年掛
契約日または年単位の契
約応当日から次の年単位
の契約応当日の前日まで

契約日または年単位の契
約応当日の属する月の 1
日から末日までの期間

払込期月の翌
月 1日から末
日まで

新半年掛

契約日または半年単位の
契約応当日から次の半年
単位の契約応当日の前日
まで

契約日または半年単位の
契約応当日の属する月の
1日から末日までの期間

月掛
契約日または月単位の契
約応当日から次の月単位
の契約応当日の前日まで

契約日または月単位の契
約応当日の属する月の 1
日から末日までの期間

②　保険料は、第①項の保険料期間に対応する保険料として、特約条項に定める保険料
払込期間中、保険料払込方法（経路）（第 9条）にしたがい、第①項の払込期月内に	

❷　第 1号から第 4号のうち複
数に該当する場合であって
も、180日とします。

❸　指定代理請求人が代理人と
して対象給付等を請求する場
合には、その指定代理請求人
を含みます。

❹　当会社の指定した医師によ
る必要な診断および当会社指
定の検査に応じなかったとき
を含みます。

	第 7 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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払い込んでください❶。
③　払い込んだ保険料に対応する保険料期間中に、保険契約もしくは特約が消滅したと
きまたは保険料もしくは特約保険料の払込みを要しなくなったときには、保険料払込
方法（回数）に応じて、次のとおり取り扱います。

保険料払込方法
（回数） すでに払い込まれた保険料の取扱い

新年掛
保険契約もしくは特約が消滅した日または保険料もしくは特約保険
料の払込みを要しなくなった日後、最初に到来する月単位の契約応
当日から保険料期間の末日までの月数に対応する、当会社の定める
方法により計算した保険料もしくは特約保険料を保険契約者❷に払
い戻します。なお、特約保険料の払込みが免除された後に保険契約
または特約が消滅したときは、この取扱いはありません。

新半年掛

月掛 払い込まれた保険料は払い戻しません。

第 9条 保険料払込方法（経路）

①　保険契約者は、次のいずれかの保険料払込方法（経路）を選択することができます。
ただし、特約ごとに保険料払込方法（経路）を選択することはできません。

保険料払込方法（経路）
店頭扱い 当会社の本社または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法

送金扱い
金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む
方法

口座振替扱い❶ 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法

集団扱い❶
所属団体（その事業所を含みます。以下同じ。）を通じ払い込む方
法（所属団体と当会社との間に集団扱いに関する契約等が締結され
ている場合に限ります。）

②　保険契約者は、第 2回以後の保険料の保険料払込方法（経路）を変更することがで
きます。
③　口座振替扱いまたは集団扱いの保険契約の場合、その保険料払込方法（経路）に
よって保険料を払い込むことができなくなったときには、保険契約者は、保険料払込
方法（経路）を他の方法に変更してください。変更を行なうまでの間の保険料につい
ては、当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。

❶　一部の特約の特約保険料の
みを払い込むことおよび特約
ごとに異なる保険料払込方法
（回数）により特約保険料を
払い込むことはできません。

❷　保険金等を支払うときはそ
の保険金等の受取人とします。

	第 9 条	 備考

❶　口座振替扱いまたは集団扱
いを選択する場合、当会社の
定める特約の付加を要します。

	第 8 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第10条 保険料が払い込まれない間に保険金等の支払事由等が発生した	
場合の取扱い

　保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日❶以後、猶予期間（第 8条
第①項）の満了する日までに特約条項に定める保険金等の支払事由または特約保険料の
払込免除事由が発生したときには、次のとおり取り扱います。

取扱い

保険金等の支払
事由が発生した
とき

当会社は、保険金等からすでに到来している保険料期間に対応する
未払込保険料を差し引きます。ただし、保険金等が差引くべき未払
込保険料より少額のときには、保険契約者は、その未払込保険料を
払い込んでください。その未払込保険料が猶予期間の満了する日ま
でに払い込まれない場合には、当会社は、保険金等を支払いません。

特約保険料の払
込免除事由が発
生したとき

保険契約者は、すでに到来している保険料期間に対応する未払込保
険料を払い込んでください。その未払込保険料が猶予期間の満了す
る日までに払い込まれない場合には、当会社は、特約保険料の払込
みを免除しません。

第11条 猶予期間内に保険料の払込みがない場合の取扱い

①　第 1回保険料がその払込期月（第 8条第①項）内に払い込まれなかった場合、当会
社は、次の各号に定める事項を保険契約者に通知します。
1．猶予期間（第 8条第①項）の満了日までに第 1回保険料の払込みを要すること
2．猶予期間の満了日までに第 1回保険料が払い込まれなければ猶予期間の満了日の
翌日に保険契約が解除となること

②　第 1回保険料が払い込まれないまま、その猶予期間（第 8条第①項）が経過したと
きには、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日に、将来に向かって解除となります。
③　第 2回以後の保険料が払い込まれないままで猶予期間（第 8条第①項）が経過した
ときには、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
④　第②項および第③項の場合、保険契約者は、返戻金（第23条）を請求することがで
きます。

第12条 保険契約の復活

①　保険契約者は、第11条（猶予期間内に保険料の払込みがない場合の取扱い）第③項
の規定によって保険契約が効力を失った日から 3年以内であれば、被保険者の同意を
得て、保険契約の復活を請求することができます。この場合、被保険者に関する告知
を要し、次の規定を適用します。ただし、保険契約者が返戻金（第23条）を請求した
後は、保険契約の復活を請求することはできません。
1．第17条（告知義務）
2．第18条（告知義務違反による解除）
3．第19条（保険契約または特約を解除できない場合）

②　保険契約者は、保険契約の復活を請求する場合には、当会社の定める書類を提出し
てください。
③　当会社が保険契約の復活を承諾したときには、保険契約者は、延滞保険料に当会社
の定める率の利息を付けた金額を当会社の指定した期日までに当会社の本社または当
会社の指定した場所に払い込んでください。

	第10条	 備考

❶　第 1回保険料が払い込まれ
ないときは契約日とします。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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④　復活した保険契約の保障が開始する時は、当会社が第③項に定める金額を受け取っ
た時❶とします。この場合、保障が開始する日を復活日とします。

	「当会社の定める書類」「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

	
「当会社の定める率の利息」
お取扱いの際の率によります

第13条 保険料の自動振替貸付

①　第 2回以後の保険料が払い込まれないままで猶予期間（第 8条第①項）が経過した
場合でも、次表の貸付金額と利息との合計額が特約条項において「保険料の自動振替
貸付」に関して規定している特約の返戻金（第23条）の合計額❶をこえない間は、当
会社は、次表に定めるところによる自動振替貸付を行ない、保険契約を有効に継続さ
せます。ただし、保険契約者からあらかじめ反対の申出があった場合には、この取扱
いはしません。

貸付金額

【保険料払込方法（回数）が新年掛および新半年掛の場合】
払い込むべき保険料相当額

【保険料払込方法（回数）が月掛の場合】
払い込むべき月以後 6カ月分の保険料相当額

貸し付けの時期 払い込むべき保険料❷の猶予期間の満了日

保険料への充当
貸付金は払込期月が到来するごと❸に保険料の払込みに充当
します

利
息

利率 年 8％以下の当会社の定める率（複利）

計算方法
保険料に充当した貸付金額に対して、充当した時から、当会
社の定める方法によって計算します

元本への組み入れ

【保険料払込方法（回数）が新年掛の場合】
払い込むべき保険料の払込期月中の契約応当日から起算して
1年が経過する毎に利息を元本に組み入れます

【保険料払込方法（回数）が新半年掛の場合】
払い込むべき保険料の払込期月中の契約応当日から起算して
6カ月が経過する毎に利息を元本に組み入れます

【保険料払込方法（回数）が月掛の場合】
6カ月分保険料のうちの最初の保険料の払込期月の 1日から
起算して 6カ月が経過したときに利息を元本に組み入れま
す。以後、 1年が経過する毎に利息を元本に組み入れます

②　次表に定める起算日から 6カ月以内に、保険料に充当した貸付金相当額が払い込ま
れた場合は、自動振替貸付をしなかったものとします。

保険料払込方法（回数） 起算日
新年掛および新半年掛 払い込むべき保険料の払込期月中の契約応当日

月掛 6カ月分保険料のうちの最初の保険料の払込期月の 1日

	第13条	 備考

❶　第①項の保険料が払い込ま
れたものとして計算し、ま
た、すでに貸付金（本条・第
27条）がある場合には、その
元利合計額を差し引いた残額
とします。

❷　保険料払込方法（回数）が
月掛の場合は、 6カ月分保険
料のうちの最初の保険料とし
ます。

❸　貸し付けたときにすでに払
込期月が到来している未払込
保険料については、貸し付け
たときと同時とします。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

	第12条	 備考

❶　当会社の指定するデビット
カードにより第③項に定める
金額を払い込む場合は、当会
社所定のカードリーダー（端
末機）で決済処理が完了した
時をいいます。
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③　本条の自動振替貸付が行なわれた場合でも、払い込むべき保険料❷の猶予期間の満
了日の翌日から 3カ月以内であれば、保険契約者は、次のいずれかを選択することが
できます。この場合には、当会社は、自動振替貸付をしなかったものとしてその選択
による取扱いをします。
1．第22条（保険契約または特約の解約）
2．第26条（保険金額等の減額）

	
「当会社の定める率」
お取扱いの際の率によります

第14条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、特約条項に定める特約保険料の払込免除事由が発生したとき❶、普通保
険約款および特約条項の規定により、払込免除事由に該当した日後到来する契約応当
日の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとに特約保険料の払
込みがあったものとして取り扱います。
②　特約保険料の払込免除については、第 7条（保険金等の支払いの場所と時期）の規
定を準用します。
③　特約保険料の払込みが免除された後は、次の規定は適用しません。
1．第25条（保険料払込方法（回数）の変更）
2．第26条（保険金額等の減額）

	6 	社員配当（保険契約者への配当）について

第15条 社員配当金の計算

　当会社は、毎事業年度末に、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちか
ら、保険業法および同法にかかる命令にもとづき、主務官庁に報告した方法により、支
払うべき社員配当金を計算します。

	第14条	 備考

❶　特約条項に定める「払込免
除事由に該当しても特約保険
料の払込みを免除できない場
合」に該当したときを除きま
す。

	第13条	 備考

❷　保険料払込方法（回数）が
月掛の場合は、 6カ月分保険
料のうちの最初の保険料とし
ます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第16条 社員配当金の支払い

①　当会社は、社員配当金を次表のとおり支払います。この場合、第 4号に該当する保
険契約については、第 3号に該当する保険契約より下回る金額とします。

号 対象となる保険契約 支払いの方法

1

社員配当金の計算を行なった次の事業年度中
に契約日から 5年ごとの年単位の契約応当日
（以下「 5年ごと契約応当日」といいます。）
が到来しその日に継続している保険契約。た
だし、保険料払込中の保険契約については、
その契約応当日の前日までの保険料が払い込
まれている場合に限ります。

社員配当金の計算を行なった次の
事業年度の 5年ごと契約応当日か
ら、当会社の定める率の利息を付
けて積み立てておき、保険契約者
から請求があったときまたは保険
契約が消滅したときにその元利合
計額を現金で支払います。

2

社員配当金の計算を行なった次の事業年度中
に保険金等の支払事由を定めているすべての
特約の保険期間が満了した保険契約❶。ただ
し、保険期間の満了日までの保険料が払い込
まれている場合に限ります。

現金で支払います。3

契約日から 1年をこえて継続し、かつ、社員
配当金の計算を行なった次の事業年度中に保
険金等の支払いまたは被保険者の死亡により
消滅した保険契約。ただし、直前の 5年ごと
契約応当日から起算して 1年以内に発生した
保険金等の支払いまたは被保険者の死亡によ
り消滅した保険契約は除きます。

4

契約日から 2年をこえて継続し、かつ、社員
配当金の計算を行なった次の事業年度中に第
3号以外の事由により消滅した保険契約。た
だし、直前の 5年ごと契約応当日から起算し
て 1年以内に消滅した保険契約は除きます。

②　社員配当金❷は、保険契約者❸に支払います。
③　社員配当金❷の受取人は、当会社の定める書類を提出して、社員配当金を請求して
ください。
④　社員配当金❷の支払いの場所と時期については、第 7条（保険金等の支払いの場所
と時期）第①項の規定を準用します。

	
「当会社の定める率の利息」
お取扱いの際の率によります

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

	第16条	 備考

❶　一部の特約でも更新される
場合は除きます。

❷　特約の社員配当金を含みま
す。

❸　保険金等を支払うときには
その保険金等の受取人としま
す。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

173

5 年ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款 もくじ に戻る



5 年ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款 10

	7 	告知義務と重大事由による解除について

第17条 告知義務

　当会社が、保険契約の締結、復活（第12条）または特約の付加もしくは型の変更の際、
特約条項に定める保険金等の支払事由および特約保険料の払込免除事由の発生の可能性
に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または
被保険者❶は、その書面で告知してください。ただし、当会社の指定する医師が口頭で
質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。

第18条 告知義務違反による解除

①　保険契約者または被保険者❶が、故意または重大な過失によって、第17条（告知義
務）の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは
事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約または特約を解
除することができます❷。

②　当会社は、特約条項に定める保険金等の支払事由または特約保険料の払込免除事由
が発生した後においても、第①項の規定により保険契約または特約を解除することが
できます。この場合には、保険金等の支払いまたは特約保険料の払込みの免除をしま
せん。また、すでに保険金等を支払っていたときにはその返還を求めることができ、
すでに特約保険料の払込みを免除していたときには払込みを免除した特約保険料の払
込みがなかったものとして取り扱います。ただし、保険契約者、被保険者または保険
金等の受取人が、保険金等の支払事由または特約保険料の払込免除事由の発生が解除
の原因となった事実に基づかないことを証明したときには、保険金等を支払い、また
は特約保険料の払込みを免除します。
③　本条の規定による保険契約または特約の解除は、保険契約者に対する通知によって
行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、
またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者また
は保険金等の受取人に通知し、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保険
金等の受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人❸に通知します。

④　死亡保険金受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1人に対し
て行なった通知はその他の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとしま
す。
⑤　当会社は、保険契約または特約を解除した場合に、返戻金（第23条）があるときは
これを保険契約者に支払います。

	第17条	 備考

❶　満15歳未満のときはその親
権者を含みます。

	第18条	 備考

❶　満15歳未満のときはその親
権者を含みます。

❷　特約の解除によって保険金
等の支払事由を定めている特
約がすべて消滅する場合に、
保険契約を解除するものとし
ます。

❸　指定代理請求人が代理人と
して対象給付等を請求した場
合に限ります。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第19条 保険契約または特約を解除できない場合

①　当会社は、次のいずれかの場合には、第18条（告知義務違反による解除）の規定に
よる保険契約または特約の解除をすることができません。
1．当会社が、保険契約の締結、復活（第12条）または特約の付加もしくは型の変更
の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかった
とき
2．保険媒介者が、保険契約者または被保険者❶が告知（第17条）をすることを妨げ
たとき
3．保険媒介者が、保険契約者または被保険者❶に対し、告知（第17条）をしないこ
とを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4．当会社が、保険契約の締結、復活（第12条）または特約の付加もしくは型の変更
後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から 1カ月が経過したとき
5．保険契約または特約が責任開始時❷の属する日から 2年をこえて有効に継続した
とき。ただし、次のいずれかに該当した場合を除きます。
ア．責任開始時の属する日から 2年以内に解除の原因となる事実に基づいて特約条
項に定める保険金等の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じていた
場合
イ．責任開始時前に発生した解除の原因となる事実が責任開始時以後に発生してい
たのであれば、責任開始時の属する日から 2年以内に特約条項に定める保険金	
等の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じていた場合

②　第①項第 2号および第 3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がな
かったとしても、保険契約者または被保険者❶が、第17条（告知義務）の規定により
当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを
告げたと認められるときは、適用しません。

第20条 重大事由による解除

①　当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約また
は特約を将来に向って解除することができます。
1．以下の給付を詐

さ

取
しゅ

する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者
が事故招致❶をした場合

給付の種類 事故招致した者

ア
被保険者の死亡により支払われる保険金等（災害死亡
保険金および災害死亡給付金を除きます。）❷

保険契約者
死亡保険金受取人

イ
この保険契約の保険金等（アに定める保険金等は除き
ます。）

保険契約者
被保険者
保険金等の受取人

ウ この保険契約の特約保険料の払込免除
保険契約者
被保険者

2．この保険契約の以下の給付の請求に関し、以下の者に詐欺行為❸があった場合

給付の種類 詐欺行為を行なった者
保険金等 保険金等の受取人
特約保険料の払込免除 保険契約者

3．他の保険契約との重複によって被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過
大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4．保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、次のいずれかに該当する場合

	第19条	 備考

❶　満15歳未満のときはその親
権者を含みます。

❷　第 3条（保障の開始）の規
定により保障が開始する時を
いいます。復活が行なわれた
場合は、第12条（保険契約の
復活）の規定により保障が開
始する時をいい、また、保険
契約の締結後に特約の付加が
行なわれた場合、その特約に
ついては「見直後特約の責任
開始時」に関する保障見直し
特約［総合保険用］特約条項
の規定により保障が開始する
時をいいます。

	第20条	 備考

❶　事故招致の未遂を含みます。

❷　他の保険契約の死亡保険金
を含み、保険種類および給付
の名称の如何を問いません。

❸　詐欺行為の未遂を含みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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ア．暴力団、暴力団員❹、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること
イ．反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし
ていると認められること
ウ．反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ．保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の
経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるこ	
と
オ．その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
こと

5．次のアまたはイなどにより、当会社の保険契約者、被保険者または保険金等の受
取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第 1号か
ら第 4号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
ア．この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由により解除
されること
イ．保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が他の保険者との間で締結した
保険契約または共済契約が重大事由により解除されること

②　当会社は、特約条項に定める保険金等の支払事由または特約保険料の払込免除事由
が発生した後においても、第①項の規定によりこの保険契約または特約を解除するこ
とができます。この場合には、第①項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事
由または特約保険料の払込免除事由による保険金等❺の支払いまたは特約保険料の払
込みの免除をしません。また、この場合に、すでに保険金等を支払っていたときには
その返還を求めることができ、すでに特約保険料の払込みを免除していたときには払
込みを免除した特約保険料の払込みがなかったものとして取り扱います。
③　本条の規定によるこの保険契約または特約の解除は、保険契約者に対する通知に
よって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であ
るとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保
険者または保険金等の受取人に通知し、正当な理由によって保険契約者、被保険者ま
たは保険金等の受取人のいずれにも通知できないときには、指定代理請求人❻に通知
します。
④　死亡保険金受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1人に対し
て行なった通知はその他の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとしま
す。
⑤　当会社は、この保険契約または特約を解除した場合に、返戻金（第23条）があると
きはこれを保険契約者に支払います。
⑥　第⑤項の規定にかかわらず、当会社は、第①項第 4号の規定によりこの保険契約ま
たは特約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第②項の規定を適用し
保険金等を支払わないときは、この保険契約または特約のうち支払われない保険金等
に対応する部分については第⑤項の規定を適用し、その部分の返戻金（第23条）を保
険契約者に支払います。

	8 	取消し・無効について

第21条 詐欺による取消し、不法取得目的による無効

①　保険契約者、被保険者または保険金等の受取人の詐欺により保険契約を締結、復活
（第12条）または特約の付加もしくは型の変更をしたときには、当会社は、保険契約	
または特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い
戻しません。
②　保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得さ

❹　暴力団員でなくなった日か
ら 5年を経過しない者を含み
ます。

❺　第①項第 4号のみに該当し
た場合で、第①項第 4号アか
らオまでに該当した者が、保
険金等の受取人のみであり、
その受取人が保険金等の一部
の受取人であるときは、保険
金等のうち、その受取人に支
払われるべき保険金等をいい
ます。

❻　指定代理請求人が代理人と
して対象給付等を請求した場
合に限ります。

	第20条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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せる目的で保険契約を締結、復活（第12条）または特約の付加もしくは型の変更をし
た場合には、保険契約または特約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻し
ません。

	9 	解約について

第22条 保険契約または特約の解約

①　保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約または特約を解約することができま
す。この場合、当会社は、返戻金（第23条）があるときはこれを保険契約者に支払い
ます。
②　保険契約者は、保険契約または特約を解約する場合には、当会社の定める書類を提
出してください。

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

第23条 返戻金の支払い

①　この保険契約における返戻金は、特約ごとに、特約条項に定めるところにより計算
されます。
②　保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、返戻金を請求してください。
③　返戻金の支払いの場所と時期については、第 7条（保険金等の支払いの場所と時期）
第①項の規定を準用します。

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

	10	保険契約の消滅について

第24条 保険契約の消滅

　保険金等の支払事由を定めている特約がすべて消滅したとき、この保険契約は消滅し
ます。

	11	内容の変更について

第25条 保険料払込方法（回数）の変更

①　保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、保険料払込方法（回数）を変更
することができます。ただし、特約ごとに保険料払込方法（回数）を変更することは
できません。
②　第①項の場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
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第26条 保険金額等の減額

①　保険契約者は、特約条項に定めるところにより特約の保険金額等を減額することが
できます。
②　保険金額等が減額された場合には、減額分だけ解約されたものとして取り扱いま
す。この場合、当会社は、減額分に対応する返戻金（第23条）があるときはこれを保
険契約者に支払います。
③　第①項の場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

	12	保険契約者に対する貸付けについて

第27条 保険契約者に対する貸付け

①　保険契約者は、特約条項において「保険契約者に対する貸付け」に関して規定して
いる特約を付加した場合、当会社の定める取扱いにより、それらの特約の返戻金（第
23条）の額❶の所定の範囲内で、当会社の定める利率で貸付けを受けることができま
す。
②　保険契約者は、第①項の貸付けを受ける場合には、当会社の定める書類を提出して
ください。

	
「当会社の定める利率」
お取扱いの際の率によります

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

第28条 貸付金の返済および差引き

①　保険契約者は、いつでも貸付金（第13条・第27条）の元利金の全部または一部を返
済することができます。
②　当会社は、次の場合に、貸付金（第13条・第27条）があるときには、それぞれの支
払うべき金額または保険契約の内容の変更に際して充当すべき金額から、その元利合
計額を差し引きます。
1．保険契約が消滅したとき
2．特約条項において「保険契約者に対する貸付け」に関して規定している特約が保
険金等の支払いにより消滅したとき
3．特約条項において「特約の型の変更」に関して規定している特約が特約の型を変
更したとき
4．第18条（告知義務違反による解除）または第20条（重大事由による解除）の規定
により特約が解除されたとき
5．第22条（保険契約または特約の解約）の規定により特約が解約されたとき
6．第26条（保険金額等の減額）の規定により特約の保険金額等が減額されたとき

③　貸付金（第13条・第27条）の元利合計額が特約条項において「保険料の自動振替貸
付」に関して規定している特約の返戻金（第23条）の額をこえる場合には、当会社は、
その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、当会社の指定した期日
までに、当会社の定める方法によって計算した金額を払い込んでください。
④　第③項の払込みがなかったときは、保険契約は、当会社の指定した期日の翌日から
効力を失います。

	第27条	 備考

❶　自動振替貸付（第13条）が
ある場合には、その貸付金の
元利合計額を差し引いた残額
とします。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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	13	保険契約者・死亡保険金受取人の変更などについて

第29条 当会社への通知による死亡保険金受取人の変更

①　被保険者が死亡したときに保険金等を支払うことを規定している特約が付加されて
いる場合、保険契約者は、被保険者が死亡するまでは、被保険者の同意を得た上で、
当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。ただし、
特約ごとに死亡保険金受取人を変更することはできません。
②　保険契約者は、第①項の通知をする場合には、当会社の定める書類を当会社に提出
してください。
③　第①項の通知が当会社に到達する前に、変更前の死亡保険金受取人に保険金等を支
払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から保険金等の請求を受け
ても、当会社はこれを支払いません。

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

第30条 遺言による死亡保険金受取人の変更

①　第29条に定めるほか、保険契約者は、被保険者が死亡するまでは、法令上有効な遺
言により、死亡保険金受取人を変更することができます。ただし、特約ごとに死亡保
険金受取人を変更することはできません。
②　第①項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じ
ません。
③　第①項および第②項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、
保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができ
ません。
④　保険契約者の相続人が第③項の通知をするときは、当会社の定める書類を当会社に
提出してください。

第31条 死亡保険金受取人の死亡

①　被保険者が死亡したときに保険金等を支払うことを規定している特約が付加されて
いる場合、被保険者が死亡する以前に死亡保険金受取人が死亡したときは、その法定
相続人を死亡保険金受取人とします。
②　第①項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定
相続人がいないときは、第①項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存
している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
③　第①項および第②項の規定により死亡保険金受取人となった者が 2人以上いる場
合、その受取割合は均等とします。

第32条 保険契約者の変更

①　保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権
利義務を第三者に承継させることができます。
②　第①項の場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
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第33条 保険契約者または死亡保険金受取人の代表者

①　保険契約について保険契約者が 2人以上あるときには、代表者 1人を定めてくださ
い。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するもの
とします。
②　第①項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約
について当会社が保険契約者の 1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても
効力を有するものとします。
③　第①項および第②項の規定は、死亡保険金受取人またはその相続人が 2人以上ある
保険契約において、それらの者が保険金等を請求する場合に準用します。

第34条 保険契約者の連帯責任

　保険契約について保険契約者が 2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保
険契約上の責任を負うものとします。

第35条 保険契約者の住所等の変更

①　保険契約者が住所または通信先を変更したときには、直ちに当会社の本社または当
会社の指定した場所に通知してください。
②　保険契約者が第①項の通知をしなかったときには、当会社の知った最終の住所また
は通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。

	14	その他

第36条 保険金等の受取人による保険契約または特約の存続

①　差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約または特約の解約
をすることができる者（以下「債権者等」といいます。）による保険契約または特約	
の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から 1カ月を経過した日に効力を生じま
す。
②　第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす
保険金等の受取人が、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、
当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者
等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、
第①項の解約はその効力を生じません。
1．保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2．保険契約者でないこと

③　保険金等の受取人は、第②項の通知をする場合には、当会社の定める書類を当会社
に提出してください。
④　第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第②
項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等の支払いまたは被保険者の死亡
によりこの保険契約または特約が消滅するときは、その支払うべき金額の限度で、第
②項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者
等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金等の受取人に支払います。
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第37条 年齢の計算

①　契約日における被保険者の年齢は満年で計算し、 1年未満の端数は切り捨てます。
②　保険契約締結後の被保険者の年齢は、第①項の年齢に年単位の契約応当日ごとに 1
歳を加えて計算します。

第38条 年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い

①　保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日お
よびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が当会社の契約する
年齢の範囲外のときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、そ
の他のときには当会社の定める方法により実際の年齢に基づいて保険料を変更し、保
険料の差額の精算を行ない、保険契約を継続させるものとします。なお、取り消した
場合には、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
②　保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の
定める方法により実際の性別に基づいて保険料を変更し、保険料の差額の精算を行な
い、保険契約を継続させるものとします。

第39条 時効

　保険金等、返戻金（第23条）その他のこの保険契約にもとづく支払金または特約保険
料の払込免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から 3年間行使しな
い場合には、時効によって消滅します。

第40条 契約内容の登録

①　当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命
保険協会（以下「協会」といいます。）に登録します。
1．保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市、区、郡まで
とします。）
2．死亡保険金、死亡給付金および災害死亡保険金の金額
3．入院給付金の種類および入院給付金の日額
4．契約日（復活または保険契約締結後の特約の付加（以下「特約の中途付加」とい
います。）が行なわれた場合には、最後の復活の日または特約の中途付加日としま
す。以下、第②項において同じとします。）
5．当会社名

②　第①項の登録の期間は、契約日から 5年（契約日において被保険者が満15歳未満の
場合は、契約日から 5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれ
か長い期間）以内とします。
③　協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会（以下「各生命保険
会社等」といいます。）は、第①項の規定により登録された被保険者について、保険	
契約（死亡保険金または入院給付金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金、
災害死亡保険金または入院給付金のある特約を含みます。以下、本条において同じと
します。）の申込み（復活、復旧、保険金額の増額、入院給付金の日額の増額または	
特約の中途付加の申込みを含みます。）を受けたときまたは更新日において被保険者
が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第①項の規定によ
り登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会から
その結果の連絡を受けるものとします。
④　各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に保険契約の申込みがあった場合、第
③項によって連絡された内容を保険契約の承諾（復活、復旧、保険金額の増額、入院
給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同
じとします。）の判断の参考とすることができるものとします。
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⑤　各生命保険会社等は、契約日（復活、復旧、保険金額の増額、入院給付金の日額の
増額または特約の中途付加が行なわれた場合には、最後の復活、復旧、保険金額の増
額もしくは入院給付金の日額の増額の日または特約の中途付加日とします。以下、本
項において同じ。）から 5年（契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約	
日から 5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間）
以内に保険契約について死亡保険金、高度障害保険金または入院給付金の請求を受け
たときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会し、その結
果を死亡保険金、高度障害保険金または入院給付金の支払いの判断の参考とすること
ができるものとします。
⑥　各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とす
る以外に用いないものとします。
⑦　協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないもの
とします。
⑧　保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または
協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知った
ときは、その訂正を請求することができます。
⑨　第③項、第④項および第⑤項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険
金、入院給付金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共
済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、
入院共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。

第41条 法人契約特則の適用

　保険契約者または死亡保険金受取人が会社、官公署等の団体（団体の代表者を含みま
す。）である場合には、法人契約特則を適用します。

第42条 電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則

①　保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法❶に
より、保険契約の申込みおよび告知をすることができるものとします。
②　第①項のほか、当会社は、保険契約者、被保険者、保険金等の受取人または指定代
理請求人が当会社に提出する書類について、書面に代えて電磁的方法❶により提出す
ることを認めることがあります。

第43条 保険契約の内容変更等の効力

①　次の手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の通知を発した時から生じるものと
します。
1．第12条（保険契約の復活）
2．第32条（保険契約者の変更）

②　第①項各号の手続きの請求は、請求後に保険契約者が死亡し、意思能力を有しない
常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、効力を有する
ものとします。

（平成26年 6 月 2 日実施令和 2年 3月 2日改正）

	第42条	 備考

❶　電子情報処理組織を使用す
る方法その他の情報通信技術
を利用する方法をいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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法人契約特則

第 1条 特則の内容
　この特則は、保険契約者または死亡保険金受取人が会社、官公署等の団体（団体の代表者を含みます。以下「団
体等」といいます。）である場合の特別な取扱いについて定めたものです。

第 2条 保険金等の受取人
①　被保険者が死亡したときに保険金等を支払うことを規定している特約が付加されている場合、保険契約者お
よび死亡保険金受取人が団体等であるときには、普通保険約款および特約条項の規定により被保険者に支払わ
れる保険金等は、死亡保険金受取人に支払うこととし、これらの保険金等の受取人を死亡保険金受取人以外の	
者に変更することはできません。
②　被保険者が死亡したときに保険金等を支払うことを規定している特約が付加されていない場合、保険契約者
が団体等であるときには、普通保険約款および特約条項の規定により被保険者に支払われる保険金等は、保険	
契約者に支払うこととし、これらの保険金等の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。

第 3条 保険金等の請求手続き
　団体等を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体等から給与の支払いを受ける従業員を被保険者と
する保険契約の場合、第 1号または第 2号のいずれかおよび第 3号の書類も提出して保険金等を請求してくださ
い。ただし、遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等（以下「死亡退職金等」といいます。）の受給者
が 2人以上であるときは、そのうち 1人についての書類で足りるものとします。
1．被保険者または死亡退職金等の受給者が請求内容について確認した書類
2．団体等が保険金等の全部またはその相当部分を死亡退職金等として被保険者または死亡退職金等の受給者
に支払ったことを証する書類
3．団体等が前 2号の被保険者または死亡退職金等の受給者について本人であることを確認した書類

第 4条 保険金等を支払わない場合等
　保険金等の支払事由または特約保険料の払込免除事由が発生した場合に、保険契約者または死亡保険金受取人
である法人の代表者（法人の代表権を有する者が複数のときは、その各人とします。以下同じ。）に故意または重
大な過失があるときは、これを保険契約者または死亡保険金受取人である法人の故意または重大な過失とみなし、
特約条項の保険金等を支払わない場合の規定または特約保険料の払込みを免除しない場合の規定を適用します。

第 5条 保険契約者の告知義務
　保険契約の締結、復活または特約の付加もしくは型の変更の際、それぞれの申込書または請求書にその法人の	
代表者として記名・押印した者またはその法人の役職員で保険契約者としての法人の職務を代行する権限を与え
られている者が行なう告知は、普通保険約款に定める保険契約者の告知とみなします。
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第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立
総合保障保険普通保険約款（以下、「普通保
険約款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

第 2条 死亡保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって死亡保険金を支払います。

種
類

支払事由
（死亡保険金を支払う場合）

保
険
金
額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても
死亡保険金を支払わない場合）

死
亡
保
険
金

被保険者がこの特約の責任
開始時❶から保険期間の満
了時までに死亡したとき❷

死
亡
保
険
金
額

死
亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかの事由によって被保険者が支
払事由に該当したとき
1．この特約の責任開始時❶の属する日か
ら、 3年以内における被保険者の自殺

2．保険契約者または死亡保険金受取人の
故意

3．戦争その他の変乱❸

②　死亡保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところに
よります。
1．免責事由のうち、次のいずれかの事由によって死亡保険金を支払わない場合に	
は、当会社は、この特約の積立金❹を保険契約者に支払います。
ア．責任開始時❶の属する日から、 3年以内における被保険者の自殺
イ．死亡保険金受取人の故意
ウ．戦争その他の変乱
2．被保険者が死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金
受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、以下のとおり取り扱います。
ア．その死亡保険金受取人には死亡保険金を支払いません。
イ．死亡保険金額の全額からアの支払われない死亡保険金額を差し引いた残額を他

	第 2 条	 備考

❷　被保険者の生死が不明の場
合でも、被保険者が死亡した
ものと当会社が認めたときに
は、死亡保険金を支払います。

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❸　被保険者が戦争その他の変
乱によって死亡した場合で
も、その事由によって死亡し
た被保険者の数の増加がこの
特約の計算の基礎に及ぼす影
響が少ないと当会社が認めた
ときには、当会社は、その影
響の程度に応じ、死亡保険金
の全額を支払いまたはその金
額を削減して支払います。

❹　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

この特約の内容 死亡・高度障害に対する保障

保 険 金 の 種 類 死亡保険金、高度障害保険金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2

定期保険特約［総合保険用］特約条項

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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の死亡保険金受取人に支払います。
ウ．アの支払われない死亡保険金の部分については、その死亡保険金受取人が保険
契約者と同一人である場合を除き、その積立金❹を保険契約者に支払います。

3．当会社は、高度障害保険金（第 3条）が支払われた場合には、その後に死亡保険
金の請求を受けても、これを支払いません。

第 3条 高度障害保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって高度障害保険金を支払います。

種
類

支払事由
（高度障害保険金を

支払う場合）

保
険
金
額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても

高度障害保険金を支払わない場合）

高
度
障
害
保
険
金

被保険者が、この特約の責
任開始時❶以後に発病した
疾病❷または発生した傷害
によってこの特約の責任開
始時から保険期間の満了時
までに身体障害表（別表
1）の第 1級の障害状態に
該当したとき❸

死
亡
保
険
金
額
と
同
額

被
保
険
者
❹

次のいずれかの事由によって被保険者が支
払事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為または犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意また
は重大な過失

3．戦争その他の変乱❺

②　高度障害保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるとこ
ろによります。
1．高度障害保険金が支払われた場合には、この特約は、被保険者が身体障害表（別
表 1）の第 1級の障害状態に該当した時にさかのぼって消滅するものとします。
2．当会社は、高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の請求を受け、死亡保険金が
支払われるときは、高度障害保険金を支払いません。
3．この特約の保険期間の満了する日において、被保険者が身体障害表（別表 1）「備
考」の「回復の見込みのない」状態に該当していないことのみを理由に高度障害保
険金が支払われない場合でも、次のいずれかの事由に該当したときは、この特約の
保険期間の満了時に高度障害保険金の支払事由に該当していたものとみなして、高
度障害保険金を支払います。
ア．この特約の保険期間満了後も引き続きその状態❻が継続し、この特約の保険期
間の満了後180日以内に回復の見込みがないことが明らかになったとき

イ．この特約の保険期間満了後も180日間引き続きその状態が継続したとき
4．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態に該当した場合でも、この特約の付加
または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、ま
たは過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に発
生したものとみなします。

	第 3 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❹　高度障害保険金の受取人を
被保険者以外の者に変更する
ことはできません。

❺　被保険者が戦争その他の変
乱によって身体障害表（別表
1）の第 1級の障害状態に該
当した場合でも、その事由に
よって障害状態に該当した被
保険者の数の増加がこの特約
の計算の基礎に及ぼす影響が
少ないと当会社が認めたとき
には、当会社は、その影響の
程度に応じ、高度障害保険金
の全額を支払いまたはその金
額を削減して支払います。

❻　「回復の見込みのない」状
態に該当していないことのみ
を理由に高度障害保険金が支
払われない状態を指します。

	第 2 条	 備考
❹は前のページにあります。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第 4条 死亡保険金の支払方法の選択

　保険契約者❶は、死亡保険金の一時支払いに代えて、当会社の定める取扱いの範囲内
で、死亡保険金について次のいずれかの支払方法を選択することができます。
1．年金支払い（確定年金・保証期間付終身年金）
2．すえ置支払い

第 5条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

第 6条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❷

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ
れに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❸

8 ．戦争その他の変乱❸

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 2級または第 3級の障害状態に該当した場合でも、この特
約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたと
き、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始時以後に発生した
ものとみなします。

第 7条 特約の社員配当金

①　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とあわせて、この特約の社員配当金
を支払います。
②　第①項の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支払うことがあります。

	第 4 条	 備考

❶　死亡保険金の支払事由発生
後は、死亡保険金受取人とし
ます。

	第 6 条	 備考

❶　第1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❸　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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定期保険特約［総合保険用］特約条項 4

第 8条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 9条 死亡保険金額の減額

　保険契約者は、この特約の死亡保険金額を減額することができます。ただし、当会社
は、減額後のこの特約の死亡保険金額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いま
せん。

第10条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第11条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）
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終身保険特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　この特約は、重複して付加できます。
③　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総合
保障保険普通保険約款（以下、「普通保険約款」
といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険用］
特約条項に定める中途付加日または終身保障変更
特約［総合保険用］特約条項に定める変更日

第 2条 死亡保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって死亡保険金を支払います。

種
類

支払事由
（死亡保険金を支払う場合） 保険金額

受
取
人

免責事由（「支払事由」に該当しても
死亡保険金を支払わない場合）

死
亡
保
険
金

被保険者が死亡したとき❶ 死亡保険
金額

死
亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかの事由によって被保険
者が支払事由に該当したとき
1．この特約の責任開始時❷の属す
る日から、 3年以内における被
保険者の自殺

2．保険契約者または死亡保険金受
取人の故意

3．戦争その他の変乱❸

②　死亡保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところに
よります。
1．免責事由のうち、次のいずれかの事由によって死亡保険金を支払わない場合に
は、当会社は、この特約の積立金❹を保険契約者に支払います。
ア．責任開始時❷の属する日から、 3年以内における被保険者の自殺
イ．死亡保険金受取人の故意
ウ．戦争その他の変乱

	第 2 条	 備考

❶　被保険者の生死が不明の場
合でも、被保険者が死亡した
ものと当会社が認めたときを
含みます。

❷　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❸　被保険者が戦争その他の変
乱によって死亡した場合、そ
の事由によって死亡した被保
険者の数の増加がこの特約の
計算の基礎に及ぼす影響が少
ないと当会社が認めたときに
は、当会社は、その影響の程
度に応じ、死亡保険金の全額
を支払いまたはその金額を削
減して支払います。

❹　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

この特約の内容 死亡・高度障害に対する保障

保 険 金 の 種 類 死亡保険金、高度障害保険金

保 険 期 間 終身

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2

終身保険特約［総合保険用］特約条項

❶ ❷ ❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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終身保険特約［総合保険用］特約条項 2

2 ．被保険者が死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金
受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、以下のとおり取り扱います。
ア．その死亡保険金受取人には死亡保険金を支払いません。
イ．死亡保険金額の全額からアの支払われない死亡保険金額を差し引いた残額を他
の死亡保険金受取人に支払います。

ウ．アの支払われない死亡保険金の部分については、その死亡保険金受取人が保険
契約者と同一人である場合を除き、その積立金❹を保険契約者に支払います。

3．当会社は、高度障害保険金（第 3条）が支払われた場合には、その後に死亡保険
金の請求を受けても、これを支払いません。

第 3条 高度障害保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって高度障害保険金を支払います。

種
類

支払事由
（高度障害保険金を支払う場合）保険金額

受
取
人

免責事由（「支払事由」に該当しても
高度障害保険金を支払わない場合）

高
度
障
害
保
険
金

被保険者が、この特約の責
任開始時❶以後に発病した
疾病❷または発生した傷害
によって身体障害表（別表
1）の第 1級の障害状態に
該当したとき❸

死亡保険
金額と同
額

被
保
険
者
❹

次のいずれかの事由によって被保険
者が支払事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為または犯罪
行為

2．保険契約者または被保険者の故
意または重大な過失

3．戦争その他の変乱❺

②　高度障害保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるとこ
ろによります。
1．高度障害保険金が支払われた場合には、この特約は、被保険者が身体障害表（別
表 1）の第 1級の障害状態に該当した時にさかのぼって消滅するものとします。
2．当会社は、高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の請求を受け、死亡保険金が
支払われるときは、高度障害保険金を支払いません。
3．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態に該当した場合でも、この特約の付加
または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、ま
たは過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に発
生したものとみなします。

❹　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

	第 3 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❹　高度障害保険金の受取人を
被保険者以外の者に変更する
ことはできません。

❺　被保険者が戦争その他の変
乱によって身体障害表（別表
1）の第 1級の障害状態に該
当した場合、その事由によっ
て障害状態に該当した被保険
者の数の増加がこの特約の計
算の基礎に及ぼす影響が少な
いと当会社が認めたときに
は、当会社は、その影響の程
度に応じ、高度障害保険金の
全額を支払いまたはその金額
を削減して支払います。

	第 2 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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終身保険特約［総合保険用］特約条項 3

第 4条 死亡保険金の支払方法の選択

　保険契約者❶は、死亡保険金の一時支払いに代えて、当会社の定める取扱いの範囲内
で、死亡保険金について次のいずれかの支払方法を選択することができます。
1．年金支払い（確定年金・保証期間付終身年金）
2．すえ置支払い

第 5条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、この特約の保険料払込期間を定
めることができます。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

第 6条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開始時❶

以後に発生した不慮の事故（別表 2）
による傷害を直接の原因として、その
事故の日から180日以内に、かつ、こ
の特約の責任開始時から保険料払込期
間の満了時までに、身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の障害状態
に該当したとき❷

次のいずれかの事由によって被保険者が払込
免除事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする
事故

4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持た
ないで運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま
たはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故

7．地震、噴火または津波❸

8 ．戦争その他の変乱❸

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 2級または第 3級の障害状態に該当した場合でも、この特
約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたと
き、または過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後
に発生したものとみなします。

第 7条 特約の社員配当金

①　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とあわせて、この特約の社員配当金
を支払います。
②　第①項の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支払うことがあります。

	第 4 条	 備考

❶　死亡保険金の支払事由発生
後は、死亡保険金受取人とし
ます。

	第 6 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❸　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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終身保険特約［総合保険用］特約条項 4

第 8条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、次のとおりに計算します。

時期 取扱い

保険料払込中
特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年月数により計
算します。

保険料払込済 経過した年月数により計算します。

第 9条 死亡保険金額の減額

　保険契約者は、この特約の死亡保険金額を減額することができます。ただし、当会社
は、減額後のこの特約の死亡保険金額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いま
せん。

第10条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第11条 保険契約者に対する貸付け

　この特約を付加した場合、保険契約者は、「保険契約者に対する貸付け」に関する普	
通保険約款の規定に基づき貸付けを受けることができます。

第12条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）
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家計保障年金特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立
総合保障保険普通保険約款（以下、「普通保
険約款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

第 2条 家計保障年金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって家計保障年金を支払います。

種
類

支払事由
（家計保障年金を支払う場合）

年
金
年
額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても

家計保障年金を支払わない場合）

家
計
保
障
年
金

1 ．第 1回の家計保障年金は、被保険者
がこの特約の責任開始時❶から保険
期間の満了時までに死亡したとき❷

2 ．第 2回以後の家計保障年金は、第 1
号の規定により家計保障年金が支払
われた場合で、第 1号の支払事由発
生日後年金支払対象期間（第 7条）
中に第 1号の支払事由発生日の年単
位の応当日が到来したとき

家
計
保
障
年
金
年
額

死
亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかの事由によって
被保険者が支払事由に該当し
たとき
1．この特約の責任開始時❶

の属する日から、 3年以
内における被保険者の自
殺

2．保険契約者または死亡保
険金受取人の故意

3．戦争その他の変乱❸

	第 2 条	 備考

❷　被保険者の生死が不明の場
合でも、被保険者が死亡した
ものと当会社が認めたときを
含みます。

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❸　被保険者が戦争その他の変
乱によって死亡した場合、そ
の事由によって死亡した被保
険者の数の増加がこの特約の
計算の基礎に及ぼす影響が少
ないと当会社が認めたときに
は、当会社は、その影響の程
度に応じ、家計保障年金年額
の全額を支払いまたはその年
金年額を削減して支払います。

この特約の内容 死亡・高度障害に対する保障

保 険 金 の 種 類 家計保障年金、高度障害年金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2

家計保障年金特約［総合保険用］特約条項

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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家計保障年金特約［総合保険用］特約条項 2

②　家計保障年金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところ
によります。
1．家計保障年金の受取人は、第 1回の家計保障年金の支払事由発生日以後、家計保
障年金の全部または一部の支払いに代えて、年金支払対象期間（第 7条）中の未払
年金の全部または一部の一括払いを請求することができます。この場合、次表のと
おり取り扱います。

未払年金の請求 取扱い
未払年金の全部の一括払
いを請求したとき

この特約はその時に消滅し、当会社は、未払年金の現価を
支払います。

未払年金の一部の一括払
いを請求したとき

当会社は、未払年金の現価の一部を支払い、当会社の定め
る方法により、家計保障年金年額は減額されます。

2．第 1回の家計保障年金の支払事由発生日以後、家計保障年金の受取人が死亡した
ときは、次表のとおり取り扱います。

家計保障年金の請求 取扱い

家計保障年金の継続払い
を請求しないとき

この特約は家計保障年金の受取人が死亡した時に消滅し、
当会社は、家計保障年金の受取人の死亡時の相続人に、未
払年金の現価を支払います。

家計保障年金の継続払い
を請求したとき

この特約は年金支払対象期間（第 7条）が満了するまで消
滅せず、当会社は、年金支払対象期間中の第 1回の家計保
障年金の支払事由発生日の年単位の応当日に、家計保障年
金を継続して支払います。ただし、家計保障年金の受取人
の死亡後の家計保障年金の継続払い中に未払年金の一括払
いの請求があったときは、第 1号の規定を準用します。

3．当会社は、第 1回の高度障害年金（第 3条）が支払われた場合には、その後に家
計保障年金の請求を受けても、これを支払いません。
4．免責事由のうち、次のいずれかの事由によって家計保障年金を支払わない場合に
は、当会社は、この特約の積立金❹を保険契約者に支払います。
ア．責任開始時❶の属する日から、 3年以内における被保険者の自殺
イ．死亡保険金受取人の故意
ウ．戦争その他の変乱
5．被保険者が死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金
受取人が家計保障年金の一部の受取人であるときには、以下のとおり取り扱います。
ア．その死亡保険金受取人には家計保障年金を支払いません。
イ．家計保障年金年額の全額からアの支払われない家計保障年金年額を差し引いた
残額を他の死亡保険金受取人に支払います。

ウ．アの支払われない家計保障年金の部分については、その死亡保険金受取人が保
険契約者と同一人である場合を除き、その積立金❹を保険契約者に支払います。

❹　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

	第 2 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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家計保障年金特約［総合保険用］特約条項 3

第 3条 高度障害年金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって高度障害年金を支払います。

種
類

支払事由
（高度障害年金を支払う場合）

年
金
年
額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても

高度障害年金を支払わない場合）

高
度
障
害
年
金

1 ．第 1回の高度障害年金は、被保険者
がこの特約の責任開始時❶以後に発
病した疾病❷または発生した傷害に
よってこの特約の責任開始時から保
険期間の満了時までに身体障害表
（別表 1）の第 1級の障害状態に該
当したとき❸

2 ．第 2回以後の高度障害年金は、第 1
号の規定により高度障害年金が支払
われた場合で、第 1号の支払事由発
生日後年金支払対象期間（第 7条）
中に第 1号の支払事由発生日の年単
位の応当日が到来したとき

家
計
保
障
年
金
年
額
と
同
額

被
保
険
者
❹

次のいずれかの事由によって
被保険者が支払事由に該当し
たとき
1．被保険者の自殺行為また
は犯罪行為

2．保険契約者または被保険
者の故意または重大な過
失

3．戦争その他の変乱❺

②　高度障害年金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところ
によります。
1．高度障害年金の受取人は、第 1回の高度障害年金の支払事由発生日以後、高度障
害年金の全部または一部の支払いに代えて、年金支払対象期間（第 7条）中の未払
年金の全部または一部の一括払いを請求することができます。この場合、次表のと
おり取り扱います。

未払年金の請求 取扱い
未払年金の全部の一括払
いを請求したとき

この特約はその時に消滅し、当会社は、未払年金の現価を
支払います。

未払年金の一部の一括払
いを請求したとき

当会社は、未払年金の現価の一部を支払い、当会社の定め
る方法により、家計保障年金年額は減額されます。

2．第 1回の高度障害年金の支払事由発生日以後、高度障害年金の受取人が死亡した
ときは、次表のとおり取り扱います。

高度障害年金の請求 取扱い

高度障害年金の継続払い
を請求しないとき

この特約は高度障害年金の受取人が死亡した時に消滅し、
当会社は、高度障害年金の受取人の死亡時の相続人に、未
払年金の現価を支払います。

高度障害年金の継続払い
を請求したとき

この特約は年金支払対象期間（第 7条）が満了するまで消
滅せず、当会社は、年金支払対象期間中の第 1回の高度障
害年金の支払事由発生日の年単位の応当日に、高度障害年
金を継続して支払います。ただし、高度障害年金の受取人
の死亡後の高度障害年金の継続払い中に未払年金の一括払
いの請求があったときは、第 1号の規定を準用します。

3．当会社は、第 1回の高度障害年金を支払った場合には、被保険者が身体障害表	
（別表 1）の第 1級の障害状態に該当した時以後、新たに高度障害年金の支払事由	
が発生したことにより、高度障害年金の請求を受けても、これを支払いません。
4．当会社は、高度障害年金を支払う前に第 1回の家計保障年金の請求を受け、第 1
回の家計保障年金が支払われるときは、高度障害年金を支払いません。

	第 3 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❹　高度障害年金の受取人を被
保険者以外の者に変更するこ
とはできません。

❺　被保険者が戦争その他の変
乱によって身体障害表（別表
1）の第 1級の障害状態に該
当した場合、その事由によっ
て障害状態に該当した被保険
者の数の増加がこの特約の計
算の基礎に及ぼす影響が少な
いと当会社が認めたときに
は、当会社は、その影響の程
度に応じ、高度障害年金年額
の全額を支払いまたはその年
金年額を削減して支払います。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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5 ．この特約の保険期間の満了する日において、被保険者が身体障害表（別表 1）「備
考」の「回復の見込みのない」状態に該当していないことのみを理由に高度障害年
金が支払われない場合でも、次のいずれかの事由に該当したときは、この特約の保
険期間の満了時に高度障害年金の支払事由に該当していたものとみなして、高度障
害年金を支払います。
ア．この特約の保険期間満了後も引き続きその状態❻が継続しこの特約の保険期間
の満了後180日以内に回復の見込みがないことが明らかになったとき

イ．この特約の保険期間満了後も180日間引き続きその状態が継続したとき
6．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態に該当した場合でも、この特約の付加
または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、ま
たは過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に発
生したものとみなします。

第 4条 年金証書の発行

　当会社は、第 1回の年金を支払う際に年金証書を年金の受取人に発行します。

第 5条 年金の受取人によるこの特約上の権利義務の承継

　第 1回の年金の支払事由発生日以後は、年金の受取人は、保険契約者からこの特約上
の一切の権利義務を承継するものとします。

第 6条 家計保障年金の支払方法の選択

　死亡保険金受取人は、家計保障年金の一時支払いに代えて、当会社の定める取扱いの
範囲内で、家計保障年金について次のいずれかの支払方法を選択することができます。
1．分割支払い
2．すえ置支払い

第 7条 年金支払対象期間

　保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、この特約の年金支払対象期間を定
めることができます。ただし、第 1回の年金の支払事由発生日から年金支払対象期間の
満了日までの期間が 5年に満たないときには、第 1回の年金の支払事由発生日から起算
して 5年間とします。

第 8条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。
③　第②項の規定にかかわらず、第 1回の年金の支払事由発生日後、この特約の特約保
険料は払込みを要しません。

❻　「回復の見込みのない」状
態に該当していないことのみ
を理由に高度障害年金が支払
われない状態を指します。

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

	第 3 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第 9条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを

免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責
任開始時❶以後に発生した
不慮の事故（別表 2）によ
る傷害を直接の原因とし
て、その事故の日から180
日以内に、かつ、この特約
の責任開始時から保険料払
込期間の満了時までに、身
体障害表（別表 1）の第 2
級または第 3級の障害状態
に該当したとき❷

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事由
に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転
している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに
相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❸

8 ．戦争その他の変乱❸

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 2級または第 3級の障害状態に該当した場合でも、この特
約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたと
き、または過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後
に発生したものとみなします。

	第 9 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❸　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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家計保障年金特約［総合保険用］特約条項 6

第10条 特約の社員配当金

①　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とあわせて、この特約の社員配当金
を支払います。
②　第①項の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支払うことがあります。
③　第 1回の年金の支払事由発生後のこの特約の社員配当金については、第①項および
第②項の規定にかかわらず、次表のとおり支払います。

号 対象となる保険契約 支払いの方法

1

社員配当金の計算を行なった次の事業年度
中に第 1回の年金の支払事由発生日から 5
年ごとの年単位の応当日（以下「 5年ごと
年金応当日」といいます。）が到来しその
日に継続している特約

社員配当金の計算を行なった次の事
業年度の 5年ごと年金応当日から、
当会社の定める率の利息を付けて積
み立てておき、年金の受取人から請
求があったときまたはこの特約が消
滅したときに年金の受取人にその元
利合計額を現金で支払います。

2

社員配当金の計算を行なった次の事業年度
中に年金支払対象期間の満了日が到来した
特約。ただし、直前の 5年ごと年金応当日
から起算して 1年以内に年金支払対象期間
の満了日が到来した特約は除きます。

年金の受取人に現金で支払います。

3

社員配当金の計算を行なった次の事業年度
中に未払年金の現価を支払い、消滅した特
約。ただし、第 1回の年金の支払事由発生
日または直前の 5年ごと年金応当日から起
算して 1年以内に未払年金の現価を支払
い、消滅した特約は除きます。
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家計保障年金特約［総合保険用］特約条項 7

④　第 1回の年金の支払事由発生以後に次の各号に定める保険契約に該当するときは、
次表のとおり社員配当金を支払います。この場合、年金の受取人は、保険契約者から
この保険契約上の一切の権利義務を承継するものとし、以後、「社員配当金の支払い」
に関する普通保険約款の規定は適用しません。

号 対象となる保険契約 支払いの方法

1
保険金等の支払事由を定める特約がこの特
約のみの場合❶で、第 1回の年金を支払う
べき保険契約❷

第①項および第②項の規定ならびに
「社員配当金の支払い」に関する普
通保険約款の規定にかかわらず、こ
の特約の社員配当金に加えて、保険
契約の社員配当金を年金の受取人に
現金で支払います。

2

社員配当金の計算を行なった次の事業年度
中に、この特約以外の保険金等の支払事由
を定めるすべての特約❸の保険期間が満了
した保険契約❹。ただし、保険期間の満了
日までの保険料が払い込まれている場合に
限ります。

「社員配当金の支払い」に関する普
通保険約款および特約条項の規定に
かかわらず、保険契約または特約の
社員配当金を保険契約者❺に現金で
支払います。

3

契約日から 1年をこえて継続し、かつ、社
員配当金の計算を行なった次の事業年度中
に、この特約以外の保険金等の支払事由を
定める特約❸が保険金等の支払いまたは被
保険者の死亡によりすべて消滅した保険契
約。
ただし、直前の 5年ごとの年単位の契約応
当日から起算して 1年以内に発生した保険
金等の支払いまたは被保険者の死亡により
この特約以外の保険金等の支払事由を定め
る特約が消滅した保険契約は除きます。

4

契約日から 2年をこえて継続し、かつ、社
員配当金の計算を行なった次の事業年度中
に、この特約以外の保険金等の支払事由を
定める特約❸が第 3号以外の事由によりす
べて消滅した保険契約。
ただし、直前の 5年ごとの年単位の契約応
当日から起算して 1年以内にこの特約以外
の保険金等の支払事由を定める特約が消滅
した保険契約は除きます。

	
「当会社の定める率の利息」
お取扱いの際の率によります

第11条 特約の重大事由による解除

　「重大事由による解除」に関する普通保険約款の規定に基づき、第 1回の年金の支払	
事由発生以後にこの特約を解除した場合には、当会社は、未払年金の現価を年金の受取
人に支払います。

	第10条	 備考

❶　保険金等の支払いまたは被
保険者の死亡により他の特約
が消滅したことによりこの特
約のみが付加されていること
になった場合を含みます。

❷　この特約以外に次の各号に
定める特約の全部または一部
が付加されている場合で、そ
の付加されているすべての特
約から、第 1回の高度障害年
金の支払いと同時に年金を支
払うべき保険契約を含みます。
　⑴　生活サポート終身年金特
約［総合保険用］

　⑵　介護サポート終身年金特
約［総合保険用］

❸　生活サポート終身年金を支
払うこととした生活サポート
終身年金特約［総合保険用］
および介護終身年金を支払う
こととした介護サポート終身
年金特約［総合保険用］は除
きます。

❹　一部の特約でも更新される
場合は除きます。

❺　保険金等を支払うときには
その保険金等の受取人としま
す。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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家計保障年金特約［総合保険用］特約条項 8

第12条 特約の解約

　「保険契約または特約の解約」に関する普通保険約款の規定にかかわらず、第 1回の	
年金の支払事由発生以後は、この特約の解約はできません。

第13条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第14条 家計保障年金年額の減額

　保険契約者は、第 1回の年金の支払事由発生前に限り、この特約の家計保障年金年額
を減額することができます。ただし、当会社は、減額後のこの特約の家計保障年金年額
が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。

第15条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第16条 年金の受取人による保険契約の存続

①　債権者等による解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまた
は「保険金等の受取人による保険契約または特約の存続」に関する普通保険約款の規
定により解約の効力が生じなくなるまでに、第 1回の年金の支払事由が生じ、当会社
がその年金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、解約の通知が当会社
に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債
権者に支払い、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額
を、年金の受取人に支払います。
②　第①項の場合において、その支払うべき金額が、解約の通知が当会社に到達した日
に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額に満たないとき
は、当会社は、未払年金の全部の一括払いの請求があったものとみなして第①項の規
定を適用します。

第17条 契約内容の登録

　「契約内容の登録」に関する普通保険約款の規定の適用にあたっては、この特約の契	
約日❶の属する保険年度の年央で第 1回の家計保障年金の支払事由が発生した場合に支
払うべき金額を死亡保険金額として一般社団法人生命保険協会に登録します。

第18条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）

	第17条	 備考

❶　復活または保険契約締結後
の特約の付加が行なわれた場
合には、最後の復活の日また
は特約の中途付加日とします。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

199

家計保障年金特約［総合保険用］特約条項 もくじ に戻る



家計保障年金特約［総合保険用］特約条項 9

TY-246-家計保障年金特約［総合保険用］特約条項 （P1）

家計保障年金特約の未払年金現価

　第 1回の家計保障年金または高度障害年金の支払事由発生日以後、年金支払対象期間の満了日までの未払年金の現
価は、家計保障年金もしくは高度障害年金の受取人の死亡日または未払年金の一括払いの請求日により定まる支払残
存回数に応じて、家計保障年金年額に下表の率を乗じて得た金額を、家計保障年金もしくは高度障害年金の受取人の
死亡日または未払年金の一括払いの請求日から直後の家計保障年金または高度障害年金支払日の前日までの期間につ
いて年0.55％の率によって割り引いて計算した額とします。

家計保障年金または
高度障害年金の支払残存回数

家計保障年金に
乗ずる率

家計保障年金または
高度障害年金の支払残存回数

家計保障年金に
乗ずる率

69回 58.179 34回 31.414
68回 57.484 33回 30.571
67回 56.784 32回 29.724
66回 56.081 31回 28.872
65回 55.374 30回 28.015
64回 54.663 29回 27.154
63回 53.948 28回 26.287
62回 53.229 27回 25.416
61回 52.506 26回 24.541
60回 51.780 25回 23.660
59回 51.049 24回 22.775
58回 50.314 23回 21.884
57回 49.575 22回 20.989
56回 48.832 21回 20.089
55回 48.085 20回 19.184
54回 47.334 19回 18.274
53回 46.579 18回 17.359
52回 45.820 17回 16.439
51回 45.056 16回 15.514
50回 44.288 15回 14.583
49回 43.516 14回 13.648
48回 42.740 13回 12.708
47回 41.960 12回 11.762
46回 41.175 11回 10.811
45回 40.386 10回  9.855
44回 39.592 9 回  8.894
43回 38.795 8 回  7.927
42回 37.992 7 回  6.955
41回 37.186 6 回  5.978
40回 36.375 5 回  4.995
39回 35.559 4 回  4.000
38回 34.739 3 回  3.000
37回 33.915 2 回  2.000
36回 33.086 1 回  1.000
35回 32.252
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生活サポート定期保険特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立
総合保障保険普通保険約款（以下、「普通保
険約款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

第 2条 死亡保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって死亡保険金を支払います。

種
類

支払事由
（死亡保険金を
支払う場合）

保
険
金
額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても
死亡保険金を支払わない場合）

死
亡
保
険
金

被保険者がこの特約の
責任開始時❶から保険
期間の満了時までに死
亡したとき❷

死
亡
保
険
金
額

死
亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかの事由によって被保険者が支払事
由に該当したとき
1．この特約の責任開始時❶の属する日から、
3年以内における被保険者の自殺

2．保険契約者または死亡保険金受取人の故意
3．戦争その他の変乱❸

②　死亡保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところに
よります。
1．免責事由のうち、次のいずれかの事由によって死亡保険金を支払わない場合に	
は、当会社は、この特約の積立金❹を保険契約者に支払います。
ア．責任開始時❶の属する日から、 3年以内における被保険者の自殺
イ．死亡保険金受取人の故意
ウ．戦争その他の変乱

	第 2 条	 備考

❷　被保険者の生死が不明の場
合でも、被保険者が死亡した
ものと当会社が認めたときを
含みます。

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❸　被保険者が戦争その他の変
乱によって死亡した場合、そ
の事由によって死亡した被保
険者の数の増加がこの特約の
計算の基礎に及ぼす影響が少
ないと当会社が認めたときに
は、当会社は、その影響の程
度に応じ、死亡保険金の全額
を支払いまたはその金額を削
減して支払います。

❹　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

この特約の内容
死亡・所定の日常生活制限状態（身体障害者障害程度等級表の級別 1級・2級、
公的介護保険制度の要介護 3・ 4・ 5、寝たきり、認知症、高度障害、片側半
身の障害）に対する保障

保 険 金 の 種 類 死亡保険金、生活サポート保険金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表 3

生活サポート定期保険特約［総合保険用］特約条項

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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生活サポート定期保険特約［総合保険用］特約条項 2

2 ．被保険者が死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金
受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、以下のとおり取り扱います。
ア．その死亡保険金受取人には死亡保険金を支払いません。
イ．死亡保険金額の全額からアの支払われない死亡保険金額を差し引いた残額を他
の死亡保険金受取人に支払います。

ウ．アの支払われない死亡保険金の部分については、その死亡保険金受取人が保険
契約者と同一人である場合を除き、その積立金❹を保険契約者に支払います。

3．当会社は、生活サポート保険金（第 3条）が支払われた場合は、その後に死亡保
険金の請求を受けても、これを支払いません。

第 3条 生活サポート保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって生活サポート保険金を支払います。

種
類

支払事由
（生活サポート保険金を

支払う場合）

保
険
金
額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても

生活サポート保険金を支払わない場合）

生
活
サ
ポ
ー
ト
保
険
金

被保険者が、この特約
の責任開始時❶以後に
発病した疾病❷または
発生した傷害によって
この特約の責任開始時
から保険期間の満了時
までに日常生活制限状
態（別表 3）に該当し
たとき❸

死
亡
保
険
金
額
と
同
額

被
保
険
者
❹

次のいずれかの事由によって被保険者が支払事
由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為または犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重
大な過失

3．戦争その他の変乱❺

4 ．被保険者の薬物依存❻

②　生活サポート保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定める
ところによります。
1．生活サポート保険金が支払われた場合には、この特約は、被保険者が日常生活制
限状態（別表 3）に該当した時にさかのぼって消滅するものとします。
2．当会社は、生活サポート保険金を支払う前に死亡保険金（第 2条）の請求を受け、
死亡保険金が支払われるときは、生活サポート保険金を支払いません。
3．被保険者がこの特約の保険期間満了後に日常生活制限状態（別表 3）「 1．身体	
障害者障害程度等級表の級別 1級・ 2級」の身体障害者手帳の交付を受けた場合で
も、この特約の保険期間の満了する日において、その身体障害者手帳の交付を申請
していたときは、この特約の保険期間の満了時に生活サポート保険金の支払事由に
該当していたものとみなして、生活サポート保険金を支払います。
4．この特約の保険期間の満了する日において、被保険者が日常生活制限状態（別表
3）「 3．寝たきり」の寝たきりまたは「 4．認知症」の認知症による要介護状態	
に該当しているにもかかわらず、その状態が該当した日から起算して継続して180
日ない場合でも、この特約の保険期間満了後もその状態が引き続き継続し、その状
態が該当した日から起算して継続して180日となったときは、この特約の保険期間
の満了時に生活サポート保険金の支払事由に該当していたものとみなして、生活サ
ポート保険金を支払います。

❹　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

	第 3 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て日常生活制限状態（別表
3）に該当したときを含みま
す。

❹　生活サポート保険金の受取
人を被保険者以外の者に変更
することはできません。

❺　被保険者が戦争その他の変
乱によって日常生活制限状態
（別表 3）に該当した場合、
その事由によって日常生活制
限状態（別表 3）に該当した
被保険者の数の増加がこの特
約の計算の基礎に及ぼす影響
が少ないと当会社が認めたと
きには、当会社は、その影響
の程度に応じ生活サポート保
険金額の全額を支払いまたは
その金額を削減して支払いま
す。

	第 2 条	 備考

❻は次のページにあります。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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生活サポート定期保険特約［総合保険用］特約条項 3

5 ．この特約の保険期間の満了する日において、被保険者が身体障害表（別表 1）「備
考」および日常生活制限状態（別表 3）「備考」の「回復の見込みのない」状態に	
該当していないことのみを理由に生活サポート保険金が支払われない場合でも、次
のいずれかの事由に該当したときは、この特約の保険期間の満了時に生活サポート
保険金の支払事由に該当していたものとみなして、生活サポート保険金を支払いま
す。
ア．この特約の保険期間満了後も引き続きその状態❼が継続し、この特約の保険期
間の満了後180日以内に回復の見込みがないことが明らかになったとき

イ．この特約の保険期間満了後も180日間引き続きその状態が継続したとき
6．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に日常生活制限状態（別表 3）に該当した場合でも、この特約の付加または復活の
際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失に
よって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に発生したもの
とみなします。

第 4条 死亡保険金の支払方法の選択

　保険契約者❶は、死亡保険金の一時支払いに代えて、当会社の定める取扱いの範囲内
で、死亡保険金について次のいずれかの支払方法を選択することができます。
1．年金支払い（確定年金・保証期間付終身年金）
2．すえ置支払い

第 5条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

第 6条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❷

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除
事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ
れに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❸

8 ．戦争その他の変乱❸

❼　「回復の見込みのない」状
態に該当していないことのみ
を理由に生活サポート保険金
が支払われない状態を指しま
す。

❶　死亡保険金の支払事由発生
後は、死亡保険金受取人とし
ます。

	第 6 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❸　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❻　「薬物依存」とは、平成 6
年10月12日総務庁告示第75号
に基づく厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害お
よび死因統計分類提要ＩＣＤ－
10（2003年版）準拠」（平成
18年 1月 1日現在）に記載さ
れた分類のうち、Ｆ11.2、Ｆ
12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ
16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ
れる内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、
コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬などを含みます。

	第 3 条	 備考

	第 4 条	 備考

❶は前のページにあります。
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②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 2級または第 3級の障害状態に該当した場合でも、この特
約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたと
き、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始時以後に発生した
ものとみなします。

第 7条 特約の社員配当金

①　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とあわせて、この特約の社員配当金
を支払います。
②　第①項の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支払うことがあります。

第 8条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 9条 死亡保険金額の減額

　保険契約者は、この特約の死亡保険金額を減額することができます。ただし、当会社
は、減額後のこの特約の死亡保険金額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いま
せん。

第10条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第11条 法令の改正等に伴う特約の内容の変更

　身体障害者福祉法❶および公的介護保険制度の改正が行なわれた場合には、当会社は、
主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変
更する場合、当会社はその旨を改正に関する法令の公布の日から 6カ月以内にあらかじ
め保険契約者に通知します。

第12条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）

	第11条	 備考

❶　身体障害者福祉法施行令お
よび身体障害者福祉法施行規
則等を含みます。

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

	第 6 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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生活サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総合保障保険
普通保険約款（以下、「普通保険約款」といいます。）の規
定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険用］特約条項
に定める中途付加日

第 2条 生活サポート終身年金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって生活サポート終身年金を支払います。

種
類

支払事由
（生活サポート終身年金を

支払う場合）

年
金
年
額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても

生活サポート終身年金を支払わない場合）

生
活
サ
ポ
ー
ト
終
身
年
金

1 ．第 1回の生活サポート終身年
金は、被保険者がこの特約の
責任開始時❶以後に発病した
疾病❷または発生した傷害に
よってこの特約の責任開始時
から保険期間の満了時までに
日常生活制限状態（別表 3）
に該当したとき❸

2 ．第 2回以後の生活サポート終
身年金は、第 1号の規定によ
り第 1回の生活サポート終身
年金が支払われた場合で、被
保険者が年金支払日❹に生存
しているとき

生
活
サ
ポ
ー
ト
終
身
年
金
年
額

被
保
険
者
❺

次のいずれかの事由によって被保険
者が支払事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為または犯罪
行為

2．保険契約者または被保険者の故
意または重大な過失

3．戦争その他の変乱❻

4 ．被保険者の薬物依存❼

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て日常生活制限状態（別表
3）に該当したときを含みま
す。

❹　「年金支払日」とは、第 1
回の生活サポート終身年金の
支払事由発生日の年単位の応
当日とします。

生活サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項

この特約の内容
死亡・所定の日常生活制限状態（身体障害者障害程度等級表の級別 1級・2級、
公的介護保険制度の要介護 3・ 4・ 5、寝たきり、認知症、高度障害、片側半
身の障害）に対する保障

年 金 等 の 種 類 生活サポート終身年金、死亡給付金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表 3

❺❻❼は次のページにあります。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

205

生活サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 もくじ に戻る



生活サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 2

②　生活サポート終身年金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定め
るところによります。
1．当会社は、第 1回の生活サポート終身年金を支払った場合には、被保険者が生活
サポート終身年金の支払事由の第 1号に該当した時以後、新たに生活サポート終身
年金の支払事由の第 1号が発生したことにより、生活サポート終身年金の請求を受
けても、これを支払いません。
2．当会社は、生活サポート終身年金を支払う前に死亡給付金（第 3条）の請求を受
け、死亡給付金が支払われるときは、生活サポート終身年金を支払いません。
3．被保険者がこの特約の保険期間満了後に日常生活制限状態（別表 3）「 1．身体	
障害者障害程度等級表の級別 1級・ 2級」の身体障害者手帳の交付を受けた場合で
も、この特約の保険期間の満了する日において、その身体障害者手帳の交付を申請
していたときは、この特約の保険期間の満了時に生活サポート終身年金の支払事由
に該当していたものとみなして、生活サポート終身年金を支払います。
4．この特約の保険期間の満了する日において、被保険者が日常生活制限状態（別表
3）「 3．寝たきり」の寝たきりまたは「 4．認知症」の認知症による要介護状態	
に該当しているにもかかわらず、その状態が該当した日から起算して継続して180
日ない場合でも、この特約の保険期間満了後もその状態が引き続き継続し、その状
態が該当した日から起算して継続して180日となったときは、この特約の保険期間
の満了時に生活サポート終身年金の支払事由に該当していたものとみなして、生活
サポート終身年金を支払います。
5．この特約の保険期間の満了する日において、被保険者が身体障害表（別表 1）「備
考」および日常生活制限状態（別表 3）「備考」の「回復の見込みのない」状態に	
該当していないことのみを理由に生活サポート終身年金が支払われない場合でも、
次のいずれかの事由に該当したときは、この特約の保険期間の満了時に生活サポー
ト終身年金の支払事由に該当していたものとみなして、生活サポート終身年金を支
払います。
ア．この特約の保険期間満了後も引き続きその状態❽が継続し、この特約の保険期
間の満了後180日以内に回復の見込みがないことが明らかになったとき

イ．この特約の保険期間満了後も180日間引き続きその状態が継続したとき
6．生活サポート終身年金の支払事由発生日以後に被保険者が死亡したときは、この
特約はその時に消滅します。
7．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に日常生活制限状態（別表 3）に該当した場合でも、この特約の付加または復活の
際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失に
よって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に発生したもの
とみなします。

❽　「回復の見込みのない」状
態に該当していないことのみ
を理由に生活サポート終身年
金が支払われない状態を指し
ます。

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❼　「薬物依存」とは、平成 6
年10月12日総務庁告示第75号
に基づく厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害お
よび死因統計分類提要ＩＣＤ－
10（2003年版）準拠」（平成
18年 1 月 1 日現在）に記載さ
れた分類のうち、Ｆ11.2、Ｆ
12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ�
16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ
れる内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、
コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬などを含みます。

❻　被保険者が戦争その他の変
乱によって日常生活制限状態
（別表 3）に該当した場合、
その事由によって日常生活制
限状態（別表 3）に該当した
被保険者の数の増加がこの特
約の計算の基礎に及ぼす影響
が少ないと当会社が認めたと
きには、当会社は、その影響
の程度に応じ生活サポート終
身年金年額の全額を支払いま
たはその年金年額を削減して
支払います。

	第 2 条	 備考

❺　生活サポート終身年金の受
取人を被保険者以外の者に変
更することはできません。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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生活サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 3

第 3条 死亡給付金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって死亡給付金を支払います。

種
類

支払事由
（死亡給付金を
支払う場合）

給付金額 受取人
免責事由

（「支払事由」に該当しても
死亡給付金を支払わない場合）

死
亡
給
付
金

被保険者がこ
の特約の責任
開始時❶から
保険期間の満
了時までに死
亡したとき❷

生活サポー
ト終身年金
年額と同額

死亡保険金
受取人

次のいずれかの事由によって被保険者
が支払事由に該当したとき
1．この特約の責任開始時❶の属する
日から、 3年以内における被保険
者の自殺

2．保険契約者または死亡保険金受取
人の故意

3．戦争その他の変乱❸

②　死亡給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところに
よります。
1．免責事由のうち、次のいずれかの事由によって死亡給付金を支払わない場合に	
は、当会社は、この特約の積立金❹を保険契約者に支払います。ただし、積立金の
額が死亡給付金を超えるときには死亡給付金額を限度とします。
ア．責任開始時❶の属する日から、 3年以内における被保険者の自殺
イ．死亡保険金受取人の故意
ウ．戦争その他の変乱
2．被保険者が死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金
受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときには、以下のとおり取り扱います。
ア．その死亡保険金受取人には死亡給付金を支払いません。
イ．死亡給付金額の全額からアの支払われない死亡給付金額を差し引いた残額を他
の死亡保険金受取人に支払います。

ウ．アの支払われない死亡給付金の部分については、その死亡保険金受取人が保険
契約者と同一人である場合を除き、その積立金❹を保険契約者に支払います。

3．当会社は、第 1回の生活サポート終身年金が支払われた場合は、その後に死亡給
付金の請求を受けても、これを支払いません。

第 4条 年金証書の発行

　当会社は、第 1回の生活サポート終身年金を支払う際に年金証書を生活サポート終身
年金の受取人に発行します。

第 5条 生活サポート終身年金の受取人によるこの特約上の権利義務の承継

　第 1回の生活サポート終身年金の支払事由発生日以後は、生活サポート終身年金の受
取人は、保険契約者からこの特約上の一切の権利義務を承継するものとします。

第 6条 死亡給付金の支払方法の選択

　保険契約者❶は、死亡給付金の一時支払いに代えて、当会社の定める取扱いの範囲内
で、死亡給付金について次のいずれかの支払方法を選択することができます。
1．年金支払い（確定年金・保証期間付終身年金）
2．すえ置き支払い

	第 3 条	 備考

❷　被保険者の生死が不明の場
合でも、被保険者が死亡した
ものと当会社が認めたときを
含みます。

❹　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

	第 6 条	 備考

❶　死亡給付金の支払事由発生
後は、死亡保険金受取人とし
ます。

❸　被保険者が戦争その他の変
乱によって死亡した場合、そ
の事由によって死亡した被保
険者の数の増加がこの特約の
計算の基礎に及ぼす影響が少
ないと当会社が認めたときに
は、当会社は、その影響の程
度に応じ、死亡給付金の全額
を支払いまたはその金額を削
減して支払います。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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生活サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 4

第 7条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。
③　第②項の規定にかかわらず、第 1回の生活サポート終身年金の支払事由発生日後、
この特約の特約保険料は払込みを要しません。

第 8条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任
開始時❶以後に発生した不慮
の事故（別表 2）による傷害
を直接の原因として、その事
故の日から180日以内に、か
つ、この特約の責任開始時か
ら保険料払込期間の満了時ま
でに、身体障害表（別表 1）
の第 2級または第 3級の障害
状態に該当したとき❷

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ
れに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❸

8 ．戦争その他の変乱❸

②　被保険者が、この特約の責任開始時前に発生した原因によって責任開始時❶以後に
身体障害表（別表 1）の第 2級または第 3級の障害状態に該当した場合でも、この特
約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたと
き、または過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後
に発生したものとみなします。

	第 8 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❸　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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生活サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 5

第 9条 特約の社員配当金

①　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とあわせて、この特約の社員配当金
を支払います。
②　第①項の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支払うことがあります。
③　第 1回の生活サポート終身年金の支払事由発生後のこの特約の社員配当金について
は、第①項および第②項の規定にかかわらず、次表のとおり支払います。

号 対象となる保険契約 支払いの方法

1

社員配当金の計算を行なった次の事業年度
中に第 1回の生活サポート終身年金の支払
事由発生日から 5年ごとの年単位の応当日
（以下「 5年ごと年金応当日」といいます。）
が到来しその日に継続している特約

社員配当金の計算を行なった次の事
業年度の 5年ごと年金応当日から、
当会社の定める率の利息を付けて積
み立てておき、生活サポート終身年
金の受取人から請求があったときま
たはこの特約が消滅したときに生活
サポート終身年金の受取人❶にその
元利合計額を現金で支払います。

2

社員配当金の計算を行なった次の事業年度
中に消滅した特約。ただし、第 1回の生活
サポート終身年金の支払事由発生日または
直前の 5年ごと年金応当日から起算して 1
年以内に消滅した特約は除きます。

生活サポート終身年金の受取人❶に
現金で支払います。

	第 9 条	 備考

❶　被保険者が死亡した場合は
生活サポート終身年金の受取
人の法定相続人とします。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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生活サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 6

④　第 1回の生活サポート終身年金の支払事由発生以後に次の各号に定める保険契約に	
該当するときは、次表のとおり社員配当金を支払います。この場合、生活サポート終
身年金の受取人は、保険契約者からこの保険契約上の一切の権利義務を承継するもの
とし、以後、「社員配当金の支払い」に関する普通保険約款の規定は適用しません。

号 対象となる保険契約 支払いの方法

1
保険金等の支払事由を定める特約がこの特
約のみの場合❷で、第 1回の生活サポート
終身年金を支払うべき保険契約❸

第①項および第②項の規定ならびに
「社員配当金の支払い」に関する普
通保険約款の規定にかかわらず、こ
の特約の社員配当金に加えて、保険
契約の社員配当金を生活サポート終
身年金の受取人に現金で支払います。

2

社員配当金の計算を行なった次の事業年度
中に、この特約以外の保険金等の支払事由
を定めるすべての特約❹の保険期間が満了
した保険契約❺。ただし、保険期間の満了
日までの保険料が払い込まれている場合に
限ります。

「社員配当金の支払い」に関する普
通保険約款および特約条項の規定に
かかわらず、保険契約または特約の
社員配当金を保険契約者❻に現金で
支払います。

3

契約日から 1年をこえて継続し、かつ、社
員配当金の計算を行なった次の事業年度中
に、この特約以外の保険金等の支払事由を
定める特約❹が保険金等の支払いによりす
べて消滅した保険契約。
ただし、直前の 5年ごとの年単位の契約応
当日から起算して 1年以内に発生した保険
金等の支払いによりこの特約以外の保険金
等の支払事由を定める特約が消滅した保険
契約は除きます。

4

契約日から 2年をこえて継続し、かつ、社
員配当金の計算を行なった次の事業年度中
に、この特約以外の保険金等の支払事由を
定める特約❹が第 3号以外の事由によりす
べて消滅した保険契約。
ただし、直前の 5年ごとの年単位の契約応
当日から起算して 1年以内にこの特約以外
の保険金等の支払事由を定める特約が消滅
した保険契約は除きます。

	
「当会社の定める率の利息」
お取扱いの際の率によります

第10条 特約の解約

　「保険契約または特約の解約」に関する普通保険約款の規定にかかわらず、第 1回の	
生活サポート終身年金の支払事由発生以後は、この特約の解約はできません。

第11条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

❷　保険金等の支払事由の発生
により他の特約が消滅したこ
とによりこの特約のみが付加
されていることになった場合
を含みます。

❸　この特約以外に次の各号に
定める特約の全部または一部
が付加されている場合で、そ
の付加されているすべての特
約から、第 1回の生活サポー
ト終身年金の支払いと同時に
年金を支払うべき保険契約を
含みます。
　⑴　家計保障年金特約［総合
保険用］

　⑵　介護サポート終身年金特
約［総合保険用］

❹　高度障害年金を支払うこと
とした家計保障年金特約［総
合保険用］および介護終身年
金を支払うこととした介護サ
ポート終身年金特約［総合保
険用］は除きます。

❺　一部の特約でも更新される
場合は除きます。

❻　保険金等を支払うときには
その保険金等の受取人としま
す。

	第 9 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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生活サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項

第12条 生活サポート終身年金年額の減額

　保険契約者は、第 1回の生活サポート終身年金の支払事由発生前に限り、この特約の
生活サポート終身年金年額を減額することができます。ただし、当会社は、減額後のこ
の特約の生活サポート終身年金年額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いませ
ん。

第13条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第14条 法令の改正等に伴う特約の内容の変更

　身体障害者福祉法❶および公的介護保険制度の改正が行なわれた場合には、当会社は、
主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変
更する場合、当会社はその旨を改正に関する法令の公布の日から 6カ月以内にあらかじ
め保険契約者に通知します。

第15条 生活サポート終身年金の受取人による保険契約の存続

　債権者等による解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは
「保険金等の受取人による保険契約または特約の存続」に関する普通保険約款の規定に
より解約の効力が生じなくなるまでに、第 1回の生活サポート終身年金の支払事由が生
じ、当会社がその生活サポート終身年金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限
度で、解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者
等に支払うべき金額を債権者に支払い、その支払うべき金額から債権者等に支払った金
額を差し引いた残額を、生活サポート終身年金の受取人に支払います。

第16条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）

	第14条	 備考

❶　身体障害者福祉法施行令お
よび身体障害者福祉法施行規
則等を含みます。

7

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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給与・家計サポート特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 用語の定義

　この特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。

号 用語 定義

1 在宅療養

「在宅療養」とは、被保険者が、日本国内の自宅等（病院または診
療所❶以外の施設❷を含みます。以下同じ。）で、医師の指示・診療
に基づく医師または看護師等の訪問による計画的な治療❸を受け、
その治療に専念していることをいいます。

2
給付金支払
対象期間

「給付金支払対象期間」とは、第 3条に定める給与・家計サポート
給付金の支払事由が発生し、給与・家計サポート給付金を支払うこ
とができる場合において、給与・家計サポート給付金の支払事由発
生日から、当該支払事由発生日の 1年後の年単位の応当日❹の属す
る月の前月20日までの期間をいいます。
また、給付金支払対象期間中、支払事由発生日の属する月を「給付
金支払対象期間 1カ月目」、その翌月を「給付金支払対象期間 2カ
月目」といい（その翌月以降、「給付金支払対象期間 3カ月目」か
ら「給付金支払対象期間11カ月目」まで同様とします。）、給付金支
払対象期間の満了する日の属する月を「給付金支払対象期間12カ月
目」といいます。

第 2条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。この場合、新・入院特約
［総合保険用］または終身入院特約［総合保険用］の付加を要します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総合保障保険普
通保険約款（以下、「普通保険約款」といいます。）の規定に
定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険用］特約条項に
定める中途付加日

	第 1 条	 備考

❶　「病院または診療所」とは、
次の各号のいずれかに該当し
たものとします。
　⑴　医療法に定める日本国内
にある病院または患者を入
院させるための施設を有す
る診療所（四肢における骨
折、脱臼、捻

ねん

挫
ざ

または打撲
に関し施術を受けるため、
柔道整復師法に定める施術
所に入院した場合には、そ
の施術所を含みます。）

　⑵　上記⑴の場合と同等の日
本国外にある医療施設

❷　たとえば、障害者総合支援
法に基づく障害者支援施設等
をいいます。

❸　「計画的な治療」にあたる
かどうかは、診療報酬点数表
のうち、在宅医療に区分され
る在宅患者診療・指導料（往
診料および救急搬送診療料を
除きます。）の算定対象とな
る診療や管理指導等の有無な
どを参考にして判断します。

❹　年単位の応当日がない月の
場合には、その月の末日を応
当日とします。

給与・家計サポート特約［総合保険用］特約条項

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

こ の 特 約の内容 所定の就業制限状態（入院、在宅療養）に対する保障

給 付 金 の 種 類 給与・家計サポート給付金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2
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給与・家計サポート特約［総合保険用］特約条項 2

第 3条 給与・家計サポート給付金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって給与・家計サポート給付金を支払います。

種
類

支払事由
（給与・家計サポート給付金を

支払う場合）
給付総額

受
取
人

免責事由（「支払事由」に
該当しても給与・家計サポート
給付金を支払わない場合）

給
与
・
家
計
サ
ポ
ー
ト
給
付
金

被保険者が次の各号のいずれかの状
態（以下、「就業制限状態」といい
ます。）になり、就業制限状態が30
日間継続したとき
1．次のすべてを満たす入院（以下、
「所定の入院」といいます。）
ア．この特約の責任開始時❶以後
の入院であること

イ．この特約の責任開始時以後に
発病した疾病❷または発生し
た傷害を直接の原因とする入
院であること

ウ．この特約の保険期間の満了時
までに開始した入院であるこ
と

エ．新・入院特約［総合保険用］
特約条項または終身入院特約
［総合保険用］特約条項に規
定する入院給付金が支払われ
る入院であること

2．次のすべてを満たす在宅療養
（以下、「所定の在宅療養」とい
います。）
ア．この特約の責任開始時以後の
在宅療養であること

イ．この特約の責任開始時以後に
発病した疾病または発生した
傷害を直接の原因とする在宅
療養であること

ウ．この特約の保険期間の満了時
までに開始した在宅療養であ
ること

支払事由
発生 1回
につき、
基準給付
金月額
×
12

被
保
険
者
❸

次のいずれかの事由によっ
て被保険者が支払事由に該
当したとき
1．被保険者の自殺行為ま
たは犯罪行為

2．保険契約者または被保
険者の故意または重大
な過失

3．被保険者の精神障害の
状態を原因とする事故

4．被保険者の泥酔の状態
を原因とする事故

5．被保険者が法令に定め
る運転資格を持たない
で運転している間に生
じた事故

6．被保険者が法令に定め
る酒気帯び運転または
これに相当する運転を
している間に生じた事
故

7．地震、噴火または津
波❹

8 ．戦争その他の変乱❹

9 ．被保険者の薬物依存❺

10．頸
けい

部
ぶ

症
しょう

候
こう

群
ぐん

（いわゆ
る「むちうち症」）ま
たは腰痛でいずれも他
覚所見のないもの

②　給与・家計サポート給付金の支払方法は、以下のとおりとします。
1．給与・家計サポート給付金の支払事由に該当し、給与・家計サポート給付金を支
払うこととなった場合、基準給付金月額❻を給付金支払対象期間中の月ごとに合計
12カ月分支払います。
2．給与・家計サポート給付金は、第 1号にしたがって、「給与・家計サポート給付金
（ 1カ月目）」、「給与・家計サポート給付金（ 2カ月目）」、「給与・家計サポート給付
金（ 3カ月目）」の順で、それ以降「給与・家計サポート給付金（12カ月目）」まで、
次のとおり、支払います。
ア．給与・家計サポート給付金（ 1カ月目）は、支払事由の発生による給与・家計
サポート給付金の受取人からの請求により、「保険金等の支払いの場所と時期」に
関する普通保険約款の規定に基づき支払います。

	第 3 条	 備考

❶　第 2条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　給与・家計サポート給付金
の受取人を被保険者以外の者
に変更することはできません。

❹　被保険者が、地震、噴火も
しくは津波または戦争その他
の変乱によって就業制限状態
になった場合、その事由に
よって就業制限状態になった
被保険者の数の増加がこの特
約の計算の基礎に及ぼす影響
が少ないと当会社が認めたと
きには、当会社は、その影響
の程度に応じ、給与・家計サ
ポート給付金の全額を支払い
またはその金額を削減して支
払います。

❺　「薬物依存」とは、平成 6
年10月12日総務庁告示第75号
に基づく厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害お
よび死因統計分類提要ＩＣＤ－
10（2003年版）準拠」（平成
18年 1月 1日現在）に記載さ
れた分類のうち、Ｆ11.2、Ｆ
12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ
16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ
れる内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、
コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬などを含みます。

❻は次のページにあります。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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給与・家計サポート特約［総合保険用］特約条項 3

イ．給与・家計サポート給付金（ 2カ月目）から給与・家計サポート給付金（12カ
月目）までの各給付金は、以下の支払基準日が到来するごとにそれぞれ支払いま
す。ただし、支払基準日が、上記アによる給与・家計サポート給付金（ 1カ月目）
の支払期限よりも前に到来している場合は、上記アによる支払期限までに支払い
ます。

支払基準日
支払事由発生日の属する月の翌月以後、給付金支払対象期間中の各月の20日

3 ．給与・家計サポート給付金の支払事由発生日以後、給付金支払対象期間中に被保
険者が死亡したとき❼は、第 1号および第 2号の規定にかかわらず、当会社は、被
保険者の死亡時の相続人に、第①項に定める給付総額から被保険者死亡時までにす
でに被保険者に支払った給与・家計サポート給付金の額を差し引いた額を一時に支
払います。ただし、被保険者の死亡後に給与・家計サポート給付金として支払った
金額があるときは、当会社は、その金額を差し引いて支払います。

③　給与・家計サポート給付金の支払いにあたっては、第①項および第②項の規定によ
るほか、次に定めるところによります。
1．給与・家計サポート給付金の支払いは、給付金支払回数❽を通算して 2回を限度
とします。
2．被保険者が、次のア〜エのいずれかに該当した場合、所定の入院または所定の在
宅療養をしている期間中就業制限状態が継続しているものとみなして本条の規定を
適用します。
ア．所定の入院の退院日またはその翌日に改めて所定の入院を開始した場合
イ．所定の在宅療養の終了日またはその翌日に改めて所定の在宅療養を開始した場
合
ウ．所定の入院の退院日またはその翌日に所定の在宅療養を開始した場合
エ．所定の在宅療養の終了日またはその翌日に所定の入院を開始した場合
3．被保険者の入院または在宅療養中にこの特約の保険期間が満了したときには、保
険期間の満了時から継続している入院または在宅療養を、この特約が有効中の入院
または在宅療養とみなして、第①項に定める給与・家計サポート給付金の支払事由
の規定を適用します。
4．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に入院または在宅療養を開始した場合でも、次のときは、その原因はこの特約の責
任開始時以後に発生したものとみなします。
ア．この特約の責任開始時の属する日から 2年を経過した後に入院または在宅療養
を開始したとき
イ．この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を
知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

5．給付金支払対象期間中に給与・家計サポート給付金の支払事由が発生しても、当
会社は、その支払事由は発生していないものとみなし、給与・家計サポート給付金
を支払いません。
6．給付金支払対象期間満了の日以前に開始した就業制限状態が30日間継続し、給付
金支払対象期間満了後に支払事由が発生しても、当会社は、その支払事由は発生し
ていないものとみなし、給与・家計サポート給付金を支払いません。ただし、その
就業制限状態が給付金支払対象期間満了の日の翌日から30日間継続した場合は、そ
の時点で支払事由が発生したものとみなします。

❼　被保険者の生死が不明の場
合でも、被保険者が死亡した
ものと当会社が認めたときを
含みます。

❽　給与・家計サポート給付金
の支払事由に該当した場合
で、給与・家計サポート給付
金の支払いの免責事由への該
当や告知義務違反によるこの
特約の解除事由への該当など
がなく、給与・家計サポート
給付金を支払うことができる
回数をいいます。

❶　第 2条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❻　給与・家計サポート給付金
支払事由発生以後、給付金支
払対象期間中に基準給付金月
額が減額された場合でも、当
該給付金支払対象期間中は、
支払事由発生時点の基準給付
金月額を支払います。

	第 3 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

214

給与・家計サポート特約［総合保険用］特約条項 もくじ に戻る



給与・家計サポート特約［総合保険用］特約条項 4

④　給与・家計サポート給付金の支払事由が複数回発生した場合で、かつ、次の第 1号
に該当する場合、当会社は、次の第 2号のとおり取り扱います。
なお、本項において、複数発生した支払事由をそれぞれ次のとおり定義します。

用語 定義

後発支払事由
給与・家計サポート給付金の支払いが、すでに開始してい
る支払事由

先発支払事由 「後発支払事由」よりも先に発生した支払事由

第 1号該当後発支払事由
「後発支払事由」のうち、本項第 1号のアおよびイのいず
れにも該当する「後発支払事由」

第 1号該当先発支払事由

「先発支払事由」のうち、本項第 1号のアおよびイのいず
れにも該当する「先発支払事由」。ただし、先発支払事由
が複数の場合、そのうち最も早く発生した先発支払事由と
します。

1．本項第 2号の取扱いが適用される場合
　次のアおよびイのいずれにも該当する場合
ア．次のａまたはｂに該当する場合

ａ
先発支払事由の給付金支払対象期間に相当する期間（本項において「給付金支払
対象期間相当期間」といいます。）❾中に後発支払事由が発生した場合

ｂ

先発支払事由の給付金支払対象期間相当期間の満了の日以前に開始していた就業
制限状態が30日間継続し、給付金支払対象期間相当期間満了後に後発支払事由が
発生した場合。ただし、その就業制限状態が給付金支払対象期間相当期間満了の
日の翌日から30日間継続した場合❿を除きます。

イ．後発支払事由にもとづく給与・家計サポート給付金が先に請求され、その支払
いの開始後に上記アに該当する先発支払事由にもとづく給与・家計サポート給付
金の請求があった場合

2．本項第 1号に該当する場合の当会社の取扱い
ア．第③項第 5号および第 6号の規定にかかわらず、第 1号該当先発支払事由は発
生しておらず、第 1号該当後発支払事由が発生したものとみなして、本条（第③
項第 5号および第 6号を除きます⓫。）および第 8条第①項第 2号の規定を適用し
ます。
イ．第 1号該当先発支払事由の給付金支払対象期間相当期間中に給与・家計サポー
ト給付金の支払事由が発生しても、当会社は、その支払事由は発生していないも
のとみなし、給与・家計サポート給付金を支払いません。ただし、この場合でも、
第 1号該当後発支払事由は、上記アにもとづき発生したものとみなします。
ウ．第 1号該当先発支払事由の給付金支払対象期間相当期間満了の日以前に開始し
ていた就業制限状態が30日間継続し、給付金支払対象期間相当期間の満了後に支
払事由が発生しても、当会社は、その支払事由は発生していないものとみなし、
給与・家計サポート給付金を支払いません。ただし、この場合でも、第 1号該当
後発支払事由は、上記アにもとづき発生したものとみなします。また、その就業
制限状態が給付金支払対象期間相当期間満了の日の翌日から30日間継続した場合
は、その時点で支払事由が発生したものとみなします。
エ．第 1号該当先発支払事由が次のａおよびｂのいずれも満たす場合は、第 1号該
当後発支払事由発生時にこの特約は消滅します。
ａ．第 1号該当先発支払事由の給付金支払対象期間相当期間中に、この特約の保
険期間が満了すること
ｂ．この特約の保険期間が満了する日の翌日における被保険者の年齢が、この特
約の付加の際に定めた更新限度年齢を超えるため、この特約が更新されないこ

❾　先発支払事由発生日から、
先発支払事由発生日の 1年後
の年単位の応当日（年単位の
応当日がない月の場合には、
その月の末日を応当日としま
す。）の属する月の前月20日
までの期間をいいます。

❿　この場合は、本項の規定の
適用はなく、就業制限状態が
給付金支払対象期間相当期間
満了の日の翌日から30日間継
続した時点で支払事由が発生
します。

⓫　本条の適用にあたっては、
第③項第 5号および第 6号の
規定は適用せず、本号イおよ
びウのとおり取り扱います。

	第 3 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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給与・家計サポート特約［総合保険用］特約条項 5

とになること
オ．上記アまたはエにより、この特約が消滅する場合、第 1号該当先発支払事由発
生日後に到来する契約応当日の特約保険料の払込みは要しないこととします⓬。

第 4条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」および
「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるものとし
ます。

第 5条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由（特約保険料の
払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開始
時❶以後に発病した疾病❷または
発生した傷害によって、この特約
の責任開始時から保険料払込期間
の満了時までに、身体障害表（別
表 1）の第 1級の障害状態に該当
したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除
事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大
な過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開始
時❶以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接の原
因として、その事故の日から180
日以内に、かつ、この特約の責任
開始時から保険料払込期間の満了
時までに、身体障害表（別表 1）
の第 2級または第 3級の障害状態
に該当したとき❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除
事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大
な過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たない
で運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転または
これに相当する運転をしている間に生じた事
故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

第 6条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

⓬　この場合、第 1号該当先発
支払事由発生日後に到来する
契約応当日以降、この特約が
消滅するまでの間、この特約
は、特約保険料の払込みを要
せずに継続します。

	第 5 条	 備考

❶　第 2条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

	第 3 条	 備考

❺は次のページにあります。
❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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給与・家計サポート特約［総合保険用］特約条項 6

第 7条 特約の重大事由による解除

　「重大事由による解除」に関する普通保険約款の規定に定めるほか、次に定めるところ
によります。
1．「重大事由による解除」に関する普通保険約款の規定に基づき、給付金支払対象期
間中に「重大事由による解除」に関する普通保険約款の規定に定める事由が生じた
ことによりこの特約を解除した場合には、第 3条第②項第 1号および第 2号の規定
にかかわらず、当会社は、給与・家計サポート給付金の受取人に、第 3条第①項に
定める給付総額からすでに給与・家計サポート給付金の受取人に支払った給付金の
額を差し引いた額を一時に支払います。
2．第 8条第①項第 2号および第 3号の規定により、この特約が消滅した後、給付金
支払対象期間中に給与・家計サポート給付金の受取人について「重大事由による解
除」に関する普通保険約款の規定に定める事由が生じた場合には、第 3条第②項第
1号および第 2号の規定にかかわらず、当会社は、給与・家計サポート給付金の受
取人に、第 3条第①項に定める給付総額からすでに給与・家計サポート給付金の受
取人に支払った給付金の額を差し引いた額を一時に支払います。

第 8条 特約の消滅

①　この特約は、次の各号にしたがって、消滅します。
1．新・入院特約［総合保険用］および終身入院特約［総合保険用］が解約、解除等
によって消滅したときは、同時にこの特約も消滅します。
2．第 3条第①項に定める支払事由が合計で 2回発生❶した場合、その 2回目の支払
事由発生時に、この特約は消滅します。
3．第 3条第①項に定める支払事由が初めて発生❶した場合で、かつ、次のいずれも
満たすときには、その支払事由発生時にさかのぼって、この特約は消滅します。
ア．当該支払事由の給付金支払対象期間中に、この特約の保険期間が満了すること
イ．この特約の保険期間が満了する日の翌日における被保険者の年齢が、この特約
の付加の際に定めた更新限度年齢を超えるため、この特約が更新されないことに
なること

4．被保険者が死亡❷した時に、この特約は消滅します。
②　当会社は、第①項第 1号および第 3号の場合、この特約の返戻金（第 9条）がある
ときはこれを保険契約者❸に支払います。

③　当会社は、被保険者の死亡により「被保険者が死亡したときに保険金等を支払うこ
とを規定している特約」について積立金を支払う場合、この特約の積立金❹があると
きはこれを保険契約者に支払います。

第 9条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第10条 基準給付金月額の減額

　保険契約者は、この特約の基準給付金月額を減額することができます。ただし、当会
社は、減額後のこの特約の基準給付金月額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱
いません。

	第 8 条	 備考

❶　給与・家計サポート給付金
の支払いの免責事由への該当
や告知義務違反によるこの特
約の解除事由への該当などが
なく、給与・家計サポート給
付金を支払うことができると
きをいいます。

❷　被保険者の生死が不明の場
合でも、被保険者が死亡した
ものと当会社が認めたときを
含みます。

❸　給与・家計サポート給付金
を支払うときは、給与・家計
サポート給付金の受取人とし
ます。

❹　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

	第 5 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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給与・家計サポート特約［総合保険用］特約条項 7

第11条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定め
る特約の返戻金の合計額に含めます。

第12条 給与・家計サポート給付金の受取人による保険契約の存続

①　債権者等による解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまた
は「保険金等の受取人による保険契約または特約の存続」に関する普通保険約款の規
定により解約の効力が生じなくなるまでに、給与・家計サポート給付金の支払事由が
生じ、当会社がその給与・家計サポート給付金（ 1カ月目）を支払うべきときで、か
つ、第 8条第①項第 2号および第 3号の規定によりこの特約が消滅するときは、その
支払うべき金額の限度で、解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたと
すれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、その支払うべき金額
から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、給与・家計サポート給付金の受取
人に支払います。
②　第①項の場合において、その支払うべき金額が、解約の通知が当会社に到達した日
に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額に満たないとき
は、当会社は、給与・家計サポート給付金の給付総額の限度で、解約の通知が当会社
に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債
権者等に支払い、残額があるときはこれを一時に給与・家計サポート給付金の受取人
に支払います。

第13条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

第14条 普通保険約款の法人契約特則が適用される場合の特則

　普通保険約款の法人契約特則が適用される場合で、給与・家計サポート給付金を契約
者または死亡保険金受取人である団体等に支払うときは、第 3条第②項第 3号を以下の
とおり読み替えます。

3 ．給与・家計サポート給付金の支払事由発生以後、給付金支払対象期間中に被
保険者が死亡したとき❼は、第 1号および第 2号の規定にかかわらず、当会社
は、保険契約者または死亡保険金受取人である団体等に、第①項に定める給付
総額から被保険者死亡時までにすでに被保険者に支払った給付金の額を差し引
いた額を一時に支払います。ただし、被保険者の死亡後に給与・家計サポート
給付金として支払った金額があるときは、当会社は、その金額を差し引いて支
払います。

（平成30年 6 月 2 日実施）

	第 3 条（読み替え後）	 備考

❼　被保険者の生死が不明の場
合でも、被保険者が死亡した
ものと当会社が認めたときを
含みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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新・介護保障特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 	 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総
合保障保険普通保険約款（以下、「普通保険約
款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

第 2条 介護保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって介護保険金を支払います。

種
類

支払事由
（介護保険金を支払う場合）

保
険
金
額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても
介護保険金を支払わない場合）

介
護
保
険
金

被保険者が、この特約の責任開始時❶以後
に発病した疾病❷または発生した傷害に
よってこの特約の責任開始時から保険期間
の満了時までに次のいずれかの条件を満た
したとき
1．公的介護保険制度（別表 9）に基づき、
要介護 2以上の状態（別表10）に該当
すると認定され、その認定が効力を生
じたとき

2．次のいずれかを満たすことが、医師に
よって診断確定されたとき
ア．歩行障害による要介護状態（別表
11）に該当し、その状態が該当した
日から起算して継続して180日あり、
かつ、回復の見込みがないこと

イ．認知症による要介護状態（別表11）
に該当し、その状態が該当した日か
ら起算して継続して180日あること

介
護
保
険
金
額

被
保
険
者
❸

次のいずれかの事由によっ
て被保険者が支払事由に該
当したとき
1．被保険者の自殺行為ま
たは犯罪行為

2．保険契約者または被保
険者の故意または重大
な過失

3．戦争その他の変乱❹

4 ．被保険者の薬物依存❺

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　介護保険金の受取人を被保
険者以外の者に変更すること
はできません。

❹　被保険者が戦争その他の変
乱によって介護保険金の支払
事由に規定する所定の条件を
満たした場合、その事由に
よって介護保険金の支払事由
に規定する所定の条件を満た
した被保険者の数の増加がこ
の特約の計算の基礎に及ぼす
影響が少ないと当会社が認め
たときには、当会社は、その
影響の程度に応じ、介護保険
金の全額を支払いまたはその
金額を削減して支払います。

この特約の内容 所定の要介護状態に対する保障

保 険 金 の 種 類 介護保険金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表 9、別表10、別表11

新・介護保障特約［総合保険用］特約条項

❺は次のページにあります。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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新・介護保障特約［総合保険用］特約条項 2

②　介護保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところに
よります。
1．介護保険金が支払われた場合には、この特約は、被保険者が介護保険金の支払事
由に該当した時にさかのぼって消滅するものとします。
2．被保険者が、次のいずれかの事由に該当したときには、この特約の保険期間の満
了する日に介護保険金の支払事由に該当していたものとみなします。ただし、アに
ついては、この特約の保険期間満了後に新たに生じた原因により、回復の見込みが
ないこととなった場合を除きます。
ア．この特約の保険期間の満了する日に、歩行障害による要介護状態（別表11）に
該当しているにもかかわらず、その状態が該当した日から起算して継続して180
日ない場合において、この特約の保険期間満了後もその状態が引き続き継続し、
その状態が該当した日から起算して継続して180日となり、かつ、回復の見込み
がないことが明らかになったとき

イ．この特約の保険期間の満了する日に、認知症による要介護状態（別表11）に該
当しているにもかかわらず、その状態が該当した日から起算して継続して180日
ない場合において、この特約の保険期間満了後もその状態が引き続き継続し、そ
の状態が該当した日から起算して継続して180日となったとき

3．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に介護保険金の支払事由に規定する所定の条件を満たした場合でも、この特約の付
加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、
または過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に
発生したものとみなします。

第 3条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

❺　「薬物依存」とは、平成 6
年10月12日総務庁告示第75号
に基づく厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害お
よび死因統計分類提要ＩＣＤ－
10（2003年版）準拠」（平成
18年 1月 1日現在）に記載さ
れた分類のうち、Ｆ11.2、Ｆ
12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ
16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ
れる内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、
コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬などを含みます。

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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新・介護保障特約［総合保険用］特約条項 3

第 4条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発病した疾病❷ま
たは発生した傷害によって、こ
の特約の責任開始時から保険料
払込期間の満了時までに、身体
障害表（別表 1）の第 1級の障
害状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ
れに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

第 5条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

	第 4 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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新・介護保障特約［総合保険用］特約条項 4

第 6条 積立金の支払い

　当会社は、被保険者の死亡により「被保険者が死亡したときに保険金等を支払うこと
を規定している特約」について積立金を支払う場合、この特約の積立金❶があるときは
これを保険契約者に支払います。

第 7条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 8条 介護保険金額の減額

　保険契約者は、この特約の介護保険金額を減額することができます。ただし、当会社
は、減額後のこの特約の介護保険金額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いま
せん。

第 9条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第10条 法令等の改正に伴う特約条項の変更

　公的介護保険制度の改正が行なわれた場合には、当会社は、主務官庁の認可を得て、
この特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、当会社はそ
の旨を改正に関する法令の公布の日から 6カ月以内にあらかじめ保険契約者に通知しま
す。

第11条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）

	第 6 条	 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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介護サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　この特約は、重複して付加できます。
③　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総合保障保険	
普通保険約款（以下、「普通保険約款」といいます。）の規
定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険用］特約条項
に定める中途付加日または終身保障変更特約［総合保険用］
特約条項に定める変更日

介護サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項

この特約の内容 所定の要介護状態（公的介護保険制度の要介護 3以上、寝たきり、認知症）に
対する保障

年 金 等 の 種 類
保険料払込期間：有期 介護終身年金・死亡給付金

保険料払込期間：終身 介護終身年金

保 険 期 間 終身

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表 9、別表21、別表22
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介護サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 介護終身年金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって介護終身年金を支払います。

種
類

支払事由
（介護終身年金を支払う場合）

年
金
年
額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても

介護終身年金を支払わない場合）

介
護
終
身
年
金

1 ．第 1回の介護終身年金は、被保険者が
この特約の責任開始時❶以後に発病し
た疾病❷または発生した傷害によって
次のいずれかの条件を満たしたとき
ア．公的介護保険制度（別表 9）に基づ
き、要介護 3以上の状態（別表21）
に該当すると認定され、その認定が
効力を生じたとき

イ．次のいずれかを満たすことが、医師
によって診断確定されたとき
ａ．寝たきりによる要介護状態（別表
22）に該当し、その状態が該当し
た日から起算して継続して180日
あること

ｂ．認知症による要介護状態（別表
22）に該当し、その状態が該当し
た日から起算して継続して180日
あること

2．第 2回以後の介護終身年金は、第 1号
の規定により第 1回の介護終身年金が
支払われた場合で、被保険者が年金支
払日❸に生存しているとき

介
護
終
身
年
金
年
額

被
保
険
者
❹

次のいずれかの事由によっ
て被保険者が支払事由に該
当したとき
1．被保険者の自殺行為ま
たは犯罪行為

2．保険契約者または被保
険者の故意または重大
な過失

3．戦争その他の変乱❺

4 ．被保険者の薬物依存❻

②　介護終身年金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところ
によります。
1．当会社は、第 1回の介護終身年金を支払った場合には、被保険者が介護終身年金
の支払事由の第 1号に該当した時以後、新たに介護終身年金の支払事由の第 1号が
発生したことにより、介護終身年金の請求を受けても、これを支払いません。
2．当会社は、介護終身年金を支払う前に死亡給付金（第 3条）の請求を受け、死亡
給付金が支払われるときは、介護終身年金を支払いません。
3．介護終身年金の支払事由発生日以後に被保険者が死亡したときは、この特約はそ
の時に消滅します。
4．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に第①項の介護終身年金の支払事由第 1号に規定する所定の条件を満たした場合	
でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生
を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約
の責任開始時以後に発生したものとみなします。

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病につ
いて医師の診察を受けた時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　「年金支払日」とは、第 1
回の介護終身年金の支払事由
発生日の年単位の応当日とし
ます。

❹　介護終身年金の受取人を被
保険者以外の者に変更するこ
とはできません。

❺　被保険者が戦争その他の変
乱によって介護終身年金の支
払事由に該当した場合、その
事由によって介護終身年金の
支払事由に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、その影響の程度に
応じ、介護終身年金年額の全
額を支払いまたはその年金年
額を削減して支払います。

❻　「薬物依存」とは、平成 6
年10月12日総務庁告示第75号
に基づく厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害お
よび死因統計分類提要ＩＣＤ－
10（2003年版）準拠」（平成
18年 1月 1日現在）に記載さ
れた分類のうち、Ｆ11.2、Ｆ
12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ
16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ
れる内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、
コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬などを含みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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介護サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 3

第 3条 死亡給付金の支払い

①　当会社は、この特約の保険料払込期間が有期の場合、次表に定めるところによって
死亡給付金を支払います（この特約の保険料払込期間が終身の場合、死亡給付金はあ
りません。）。

種
類

支払事由
（死亡給付金を
支払う場合）

給付金額
受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても
死亡給付金を支払わない場合）

死
亡
給
付
金

被保険者が保険
料払込期間満了
後に死亡したと
き❶

介護終身
年金年額
の10％❷

死
亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかの事由によって被保険者が支払事
由に該当したとき
1．この特約の責任開始時❸の属する日から、
3年以内における被保険者の自殺

2．保険契約者または死亡保険金受取人の故意
3．戦争その他の変乱❹

②　死亡給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところに
よります。
1．免責事由のうち、次のいずれかの事由によって死亡給付金を支払わない場合に	
は、当会社は、この特約の積立金❺を保険契約者に支払います。ただし、積立金の
額が死亡給付金額を超えるときには死亡給付金額を限度とします。
ア．責任開始時❸の属する日から、 3年以内における被保険者の自殺
イ．死亡保険金受取人の故意
ウ．戦争その他の変乱
2．被保険者が死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金
受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときには、以下のとおり取り扱います。
ア．その死亡保険金受取人には死亡給付金を支払いません。
イ．死亡給付金額の全額からアの支払われない死亡給付金額を差し引いた残額を他
の死亡保険金受取人に支払います。

ウ．アの支払われない死亡給付金の部分については、その死亡保険金受取人が保険
契約者と同一人である場合を除き、その積立金❺を保険契約者に支払います。

3．当会社は、第 1回の介護終身年金が支払われた場合は、その後に死亡給付金の請
求を受けても、これを支払いません。

第 4条 年金証書の発行

　当会社は、第 1回の介護終身年金を支払う際に年金証書を介護終身年金の受取人に発
行します。

第 5条 介護終身年金の受取人によるこの特約上の権利義務の承継

　第 1回の介護終身年金の支払事由発生日以後は、介護終身年金の受取人は、保険契約
者からこの特約上の一切の権利義務を承継するものとします。

第 6条 死亡給付金の支払方法の選択

　保険契約者❶は、死亡給付金の一時支払いに代えて、当会社の定める取扱いの範囲内
で、死亡給付金について次のいずれかの支払方法を選択することができます。
1．年金支払い（確定年金・保証期間付終身年金）
2．すえ置き支払い

	第 3 条	 備考

❶　被保険者の生死が不明の場
合でも、被保険者が死亡した
ものと当会社が認めたときを
含みます。

❷　第 1回の介護終身年金の支
払事由の発生により支払うべ
き第 1回の介護終身年金があ
る場合で、第 1回の介護終身
年金を支払う前に死亡給付金
の請求を受け、死亡給付金が
支払われるときには介護終身
年金年額相当額とします。

❸　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❹　被保険者が戦争その他の変
乱によって死亡した場合、そ
の事由によって死亡した被保
険者の数の増加がこの特約の
計算の基礎に及ぼす影響が少
ないと当会社が認めたときに
は、当会社は、その影響の程
度に応じ、死亡給付金の全額
を支払いまたはその金額を削
減して支払います。

❺　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

	第 6 条	 備考

❶　死亡給付金の支払事由発生
後は、死亡保険金受取人とし
ます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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介護サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 4

第 7条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、この特約の保険料払込期間を定
めることができます。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。
③　第②項の規定にかかわらず、第 1回の介護終身年金の支払事由発生日後、この特約
の特約保険料は払込みを要しません。

第 8条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発病した疾病❷ま
たは発生した傷害によって、こ
の特約の責任開始時から保険料
払込期間の満了時までに、身体
障害表（別表 1）の第 1級の障
害状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除	
事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除	
事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転または	
これに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

	第 8 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病につ
いて医師の診察を受けた時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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介護サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 5

第 9条 特約の社員配当金

①　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とあわせて、この特約の社員配当金
を支払います。
②　第①項の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支払うことがあります。
③　第 1回の介護終身年金の支払事由発生後のこの特約の社員配当金については、第①
項および第②項の規定にかかわらず、次表のとおり支払います。

号 対象となる保険契約 支払いの方法

1

社員配当金の計算を行なった次の事業年度
中に第 1回の介護終身年金の支払事由発生
日から 5年ごとの年単位の応当日（以下
「 5年ごと年金応当日」といいます。）が到
来しその日に継続している特約

社員配当金の計算を行なった次の事
業年度の 5年ごと年金応当日から、
当会社の定める率の利息を付けて積
み立てておき、介護終身年金の受取
人から請求があったときまたはこの
特約が消滅したときに介護終身年金
の受取人❶にその元利合計額を現金
で支払います。

2

社員配当金の計算を行なった次の事業年度
中に消滅した特約。ただし、第 1回の介護
終身年金の支払事由発生日または直前の 5
年ごと年金応当日から起算して 1年以内に
消滅した特約は除きます。

介護終身年金の受取人❶に現金で支
払います。

	第 9 条	 備考

❶　被保険者が死亡した場合は
介護終身年金の受取人の法定
相続人とします。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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介護サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 6

④　第 1回の介護終身年金の支払事由発生以後に次の各号に定める保険契約に該当する
ときは、次表のとおり社員配当金を支払います。この場合、介護終身年金の受取人は、
保険契約者からこの保険契約上の一切の権利義務を承継するものとし、以後、「社員	
配当金の支払い」に関する普通保険約款の規定は適用しません。

号 対象となる保険契約 支払いの方法

1
保険金等の支払事由を定める特約がこの特
約のみの場合❷で、第 1回の介護終身年金
を支払うべき保険契約❸

第①項および第②項の規定ならびに
「社員配当金の支払い」に関する普
通保険約款の規定にかかわらず、こ
の特約の社員配当金に加えて、保険
契約の社員配当金を介護終身年金の
受取人に現金で支払います。

2

社員配当金の計算を行なった次の事業年度
中に、この特約以外の保険金等の支払事由
を定めるすべての特約❹の保険期間が満了
した保険契約❺。ただし、保険期間の満了
日までの保険料が払い込まれている場合に
限ります。

「社員配当金の支払い」に関する普
通保険約款および特約条項の規定に
かかわらず、保険契約または特約の
社員配当金を保険契約者❻に現金で
支払います。

3

契約日から 1年をこえて継続し、かつ、社
員配当金の計算を行なった次の事業年度中
に、この特約以外の保険金等の支払事由を
定める特約❹が保険金等の支払いによりす
べて消滅した保険契約。
ただし、直前の 5年ごとの年単位の契約応
当日から起算して 1年以内に発生した保険
金等の支払いによりこの特約以外の保険金
等の支払事由を定める特約が消滅した保険
契約は除きます。

4

契約日から 2年をこえて継続し、かつ、社
員配当金の計算を行なった次の事業年度中
に、この特約以外の保険金等の支払事由を
定める特約❹が第 3号以外の事由によりす
べて消滅した保険契約。
ただし、直前の 5年ごとの年単位の契約応
当日から起算して 1年以内にこの特約以外
の保険金等の支払事由を定める特約が消滅
した保険契約は除きます。

	
「当会社の定める率の利息」
お取扱いの際の率によります

第10条 特約の解約

　「保険契約または特約の解約」に関する普通保険約款の規定にかかわらず、第 1回の	
介護終身年金の支払事由発生以後は、この特約の解約はできません。

❷　保険金等の支払事由の発生
により他の特約が消滅したこ
とによりこの特約のみが付加
されていることになった場合
を含みます。

❸　この特約以外に次の各号に
定める特約の全部または一部
が付加されている場合で、そ
の付加されているすべての特
約から、第 1回の介護終身年
金の支払いと同時に年金を支
払うべき保険契約を含みます。
　⑴　生活サポート終身年金特
約［総合保険用］

　⑵　家計保障年金特約［総合
保険用］

❹　生活サポート終身年金を支
払うこととした生活サポート
終身年金特約［総合保険用］
および高度障害年金を支払う
こととした家計保障年金特約
［総合保険用］は除きます。

❺　一部の特約でも更新される
場合は除きます。

❻　保険金等を支払うときには
その保険金等の受取人としま
す。

	第 9 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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介護サポート終身年金特約［総合保険用］特約条項 7

第11条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、次のとおりとします。

時期❶ 取扱い
保険料払込期間中 返戻金はありません。

保険料払込期間満了後
経過した年月数により計算します。ただし、返戻金の額は、
死亡給付金額を限度とします。

第12条 介護終身年金年額の減額

　保険契約者は、第 1回の介護終身年金の支払事由発生前に限り、この特約の介護終身
年金年額を減額することができます。ただし、当会社は、減額後のこの特約の介護終身
年金年額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。

第13条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第14条 法令の改正等に伴う特約の内容の変更

　公的介護保険制度の改正が行なわれた場合には、当会社は、主務官庁の認可を得て、こ
の特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、当会社はその
旨を改正に関する法令の公布の日から 6カ月以内にあらかじめ保険契約者に通知します。

第15条 介護終身年金の受取人による保険契約の存続

　債権者等による解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは
「保険金等の受取人による保険契約または特約の存続」に関する普通保険約款の規定に
より解約の効力が生じなくなるまでに、第 1回の介護終身年金の支払事由が生じ、当会
社がその介護終身年金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、解約の通知
が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金
額を債権者に支払い、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残
額を、介護終身年金の受取人に支払います。

第16条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成28年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）

	第11条	 備考

❶　保険料払込期間満了後でも
未払込保険料がある場合は保
険料払込期間中として取り扱
います。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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がん保障特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および責任開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の責任開始時は、次のとおりと
します。

号 特約付加の時期 責任開始時

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総
合保障保険普通保険約款（以下、「普通保険約
款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

がん保障特約［総合保険用］特約条項

この特約の内容 所定の悪性新生物（がん）と診断されたときの保障

保 険 金 の 種 類 がん保険金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表 4
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がん保障特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 がん保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによってがん保険金を支払います。

種
類

支払事由
（がん保険金を支払う場合） 保険金額 受取人

が
ん
保
険
金

1 ．第 1回のがん保険金
被保険者が、以下のアおよびイのいずれかに該当
したとき
ア．「この特約の付加の際の責任開始時❶の属す
る日からその日を含めて90日を経過した日」
以後「保険期間の満了時」までに、はじめて
悪性新生物（別表 4）と診断確定❷されたと
き❸

イ．アの規定により第 1回のがん保険金が支払わ
れていない場合で、「この特約の復活の際の
責任開始時❹の属する日からその日を含めて
90日を経過した日」以後「保険期間の満了時」
までに、はじめて悪性新生物（別表 4）と診
断確定❷されたとき❸

2 ．第 2回以後のがん保険金
被保険者が、「直前に支払われたがん保険金につ
いて支払事由に該当した日」から 2年を経過した
日以後、「保険期間の満了時」までに以下のアか
らウのいずれかの悪性新生物（別表 4）と診断確
定❷されたとき❸

ア．すでに支払われたがん保険金の対象となった
悪性新生物が、内視鏡検査、画像検査または
血液検査等により認められない状態になった
後、再発したもの

イ．すでに支払われたがん保険金の対象となった
悪性新生物が、別の臓器に遠隔転移❺したも
の（同一臓器内❻での転移は除きます。）

ウ．すでに支払われたがん保険金の対象となった
悪性新生物とは関係のない、新たに生じた悪
性新生物

がん保険金額 被保険者❼

②　被保険者が、この特約の付加の際の責任開始時❶の属する日からその日を含めて90
日以内に悪性新生物（別表 4）と診断確定❷されたときは、第 1回のがん保険金を支
払いません。この場合、この特約を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の特約保
険料を保険契約者に払い戻します。
③　被保険者が、この特約の復活の際の責任開始時❹の属する日からその日を含めて90
日以内に、この特約の付加の際の責任開始時❶の属する日以後はじめて悪性新生物
（別表 4）と診断確定❷されたとき❽は、第 1回のがん保険金を支払いません。この場
合、この特約を無効とし、次の金額を保険契約者に払い戻します。

払い戻す金額
次の 1および 2の合計額
1．保険契約が効力を失った日❾のこの特約の返戻金（第 7条）
2．保険契約が効力を失った日以後の、すでに払い込まれたこの特約の特約保険料

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
責任開始）第②項に定める責
任開始時をいいます。

❷　「診断確定」は、病理組織
学的所見（生検）により医師
によってなされることを要し
ます。ただし、病理組織学的
所見（生検）が得られない場
合には、他の所見による診断
確定も認めることがあります。

❸　保険契約が効力を失ってい
る期間中に診断確定された場
合を除きます。

❹　「保険契約の復活」に関す
る普通保険約款の規定により
保障が開始する時（責任開始
時）をいいます。

❺　がん細胞が血液やリンパの
流れに乗って別の臓器で増殖
することをいいます。がん細
胞が直接的に周囲の臓器に広
がっていく場合はこれに含ま
れません。

❻　皮膚や骨は、それぞれ同一
臓器として取り扱います。

❼　がん保険金の受取人を被保
険者以外の者に変更すること
はできません。

❽　すでに第 1回のがん保険金
が支払われ、その後復活が行
なわれたときには、復活の責
任開始時の属する日からその
日を含めて90日以内に悪性新
生物（別表 4）と診断確定さ
れた場合であっても、この特
約は無効とせず、かつ、第①
項第 2号の規定にしたがって
「第 2回以後のがん保険金」
を支払います。

❾　「保険料の払込み」に関す
る普通保険約款における猶予
期間の満了日の翌日をいいま
す。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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がん保障特約［総合保険用］特約条項 3

第 3条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

第 4条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発病した疾病❷ま
たは発生した傷害によって、こ
の特約の責任開始時から保険料
払込期間の満了時までに、身体
障害表（別表 1）の第 1級の障
害状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ
れに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

第 5条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

	第 4 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
責任開始）第②項に定める責
任開始時をいいます。復活が
行なわれた場合は、「保険契
約の復活」に関する普通保険
約款の規定により保障が開始
する時（責任開始時）をいい
ます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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がん保障特約［総合保険用］特約条項 4

第 6条 特約の消滅

①　がん保険金が支払われた場合で、かつ、次のいずれも満たすときには、その支払事
由発生時にさかのぼって、この特約は消滅します。
1．がん保険金の支払事由発生日から起算して 2年以内に、この特約の保険期間が満
了すること
2．この特約の保険期間が満了する日の翌日における被保険者の年齢が、この特約の
付加の際に定めた更新限度年齢を超えるため、この特約が更新されないことになる
こと

②　当会社は、第①項の場合、この特約の返戻金（第 7条）があるときはこれを保険金
の受取人に支払います。
③　当会社は、被保険者の死亡により「被保険者が死亡したときに保険金等を支払うこ
とを規定している特約」について積立金を支払う場合、この特約の積立金❶があると
きはこれを保険契約者に支払います。

第 7条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 8条 がん保険金額の減額

　保険契約者は、この特約のがん保険金額を減額することができます。ただし、当会社
は、減額後のこの特約のがん保険金額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いま
せん。

第 9条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第10条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施令和 2年 6月 2日改正）

	第 6 条	 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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がん・上皮内新生物保障特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および責任開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の責任開始時は、次のとおりと
します。

号 特約付加の時期 責任開始時

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総
合保障保険普通保険約款（以下、「普通保険約
款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

第 2条 がん・上皮内新生物保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによってがん・上皮内新生物保険金を支払います。

種
類

支払事由
（がん・上皮内新生物保険金を支払う場合） 保険金額 受取人

が
ん
・
上
皮
内
新
生
物
保
険
金

被保険者が、「この特約の責任開始時❶の属す
る日からその日を含めて90日を経過した日」
以後「保険期間の満了時」までに、悪性新生
物・上皮内新生物（別表 5）と診断確定❷さ
れたとき

がん・上皮内新生物
保険金額

被保険者❸

②　被保険者が、この特約の付加の際の責任開始時❹の属する日からその日を含めて90
日以内に悪性新生物・上皮内新生物（別表 5）と診断確定❷されたときは、がん・上
皮内新生物保険金を支払いません。この場合、この特約を無効とし、すでに払い込ま
れたこの特約の特約保険料を保険契約者に払い戻します。
③　被保険者が、この特約の復活の際の責任開始時❺の属する日からその日を含めて90
日以内に悪性新生物・上皮内新生物（別表 5）と診断確定❷されたときは、がん・上
皮内新生物保険金を支払いません。この場合、この特約を無効とし、次の額を保険契
約者に払い戻します。

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
責任開始）第②項に定める責
任開始時をいいます。復活が
行なわれた場合は、「保険契
約の復活」に関する普通保険
約款の規定により保障が開始
する時（責任開始時）をいい
ます。

❷　「診断確定」は、病理組織
学的所見（生検）により医師
によってなされることを要し
ます。ただし、病理組織学的
所見（生検）が得られない場
合には、他の所見による診断
確定も認めることがあります。

❸　がん・上皮内新生物保険金
の受取人を被保険者以外の者
に変更することはできません。

❹　第 1条（特約の付加および
責任開始）第②項に定める責
任開始時をいいます。

❺　「保険契約の復活」に関す
る普通保険約款の規定により
保障が開始する時（責任開始
時）をいいます。

この特約の内容 悪性新生物（がん）・上皮内新生物と診断されたときの保障

保 険 金 の 種 類 がん・上皮内新生物保険金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表 5

がん・上皮内新生物保障特約［総合保険用］特約条項

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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がん・上皮内新生物保障特約［総合保険用］特約条項 2

払い戻す金額
次の 1および 2の合計額
1．保険契約が効力を失った日❻のこの特約の返戻金（第 7条）
2．保険契約が効力を失った日以後の、すでに払い込まれたこの特約の特約保険料

④　がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合には、この特約は、被保険者ががん・
上皮内新生物保険金の支払事由に該当した時にさかのぼって消滅するものとします。

第 3条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

第 4条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発病した疾病❷ま
たは発生した傷害によって、こ
の特約の責任開始時から保険料
払込期間の満了時までに、身体
障害表（別表 1）の第 1級の障
害状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ
れに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

❻　「保険料の払込み」に関す
る普通保険約款における猶予
期間の満了日の翌日をいいま
す。

	第 4 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
責任開始）第②項に定める責
任開始時をいいます。復活が
行なわれた場合は、「保険契
約の復活」に関する普通保険
約款の規定により保障が開始
する時（責任開始時）をいい
ます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

	第 2 条	 備考

❺は次のページにあります。
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がん・上皮内新生物保障特約［総合保険用］特約条項 3

第 5条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

第 6条 積立金の支払い

　当会社は、被保険者の死亡により「被保険者が死亡したときに保険金等を支払うこと
を規定している特約」について積立金を支払う場合、この特約の積立金❶があるときは
これを保険契約者に支払います。

第 7条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 8条 がん・上皮内新生物保険金額の減額

　保険契約者は、この特約のがん・上皮内新生物保険金額を減額することができます。
ただし、当会社は、減額後のこの特約のがん・上皮内新生物保険金額が当会社の定める
限度を下回る減額は取り扱いません。

第 9条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第10条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施令和 2年 6月 2日改正）

	第 6 条	 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

	第 4 条	 備考
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重度疾病継続保障特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総合保障保険
普通保険約款（以下、「普通保険約款」といいます。）の規
定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険用］特約条項
に定める中途付加日

重度疾病継続保障特約［総合保険用］特約条項

この特約の内容
重度疾病（急性心筋梗

こう

塞
そく

、脳卒中、重度の糖尿病、重度の高血圧性疾患（高血
圧性網膜症）、慢性腎不全、肝硬変、重度の慢性膵

すい

炎）による所定の状態に対
する保障

保 険 金 の 種 類 重度疾病保険金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表 8、別表18、別表19、別表20
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重度疾病継続保障特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 重度疾病保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって重度疾病保険金を支払います。

種
類

支払事由
（重度疾病保険金を支払う場合）

保
険
金
額

受
取
人

重
度
疾
病
保
険
金

被保険者がこの特約の責任開始時❶以後に発病した疾病❷を原因として、
この特約の責任開始時から保険期間の満了時までに次のいずれかに該当
したとき
ａ．急性心筋梗

こう

塞
そく

急性心筋梗塞（別表18）を発病❷し、その疾病により初めて医師の診
療を受けた日からその日をふくめて60日以上、労働の制限を必要とす
る状態❸が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病
の治療を直接の目的とした手術❹（別表19）を受けたとき
ｂ．脳卒中
脳卒中（別表18）を発病❷し、その疾病により初めて医師の診療を受
けた日からその日をふくめて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等
の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたと
き、またはその疾病の治療を直接の目的とした手術❹（別表19）を受
けたとき
ｃ．重度の糖尿病
糖尿病（別表18）を発病❷し、医師が必要と認める日常的かつ継続的
なインスリン療法❺を開始し、その開始日から起算して180日間継続
して受けたとき
ｄ．重度の高血圧性疾患（高血圧性網膜症）
高血圧性疾患（別表18）を発病❷し、その疾病により高血圧性網膜症
（キース・ワグナー分類（別表 8）において 3群または 4群の眼底所
見を示す状態）であると医師によって診断されたとき
ｅ．慢性腎不全
慢性腎不全（別表18）の状態になったと医師によって診断され、医師
が必要と認める永続的な人工透析療法❻を開始したとき

ｆ．肝硬変
肝硬変（別表18）の状態になったと医師によって病理組織学的所見
（生検）により診断されたとき❼

ｇ．重度の慢性膵
すい

炎
慢性膵炎（別表18）であると、医師によって診断されたとき。ただし、
特徴的な画像所見または組織所見が認められる状態（別表20）に限り
ます。

重
度
疾
病
保
険
金
額

被
保
険
者
❽

②　重度疾病保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるとこ
ろによります。
1．重度疾病保険金の支払いは、「ａ．急性心筋梗塞」から「ｇ．重度の慢性膵炎」	
までの支払事由ごとに、保険期間を通じて 1回のみとします。
2．「ａ．急性心筋梗塞」から「ｇ．重度の慢性膵炎」までのすべての支払事由につ	
いて重度疾病保険金が支払われた場合には、この特約は、被保険者が最後に支払事
由に該当した時にさかのぼって消滅するものとします。
3．被保険者が、次のいずれかの事由に該当したときには、この特約の保険期間満了
時に重度疾病保険金の支払事由に該当したものとみなします。
ア．次のいずれかの事由に該当することを、この特約の保険期間の満了の日から起
算して60日以内に医師によって診断されたとき

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」「急性心筋
梗塞・脳卒中・糖尿病・高血
圧性疾患の発病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病につ
いて医師の診察を受けた時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　「労働の制限を必要とする
状態」とは、軽い家事等の軽
労働や事務等の座業はできる
が、それ以上の活動では制限
を必要とする状態をいいます。

❹　診断・検査（生検、腹腔鏡
検査など）のための手術など
は、「治療を直接の目的とし
た手術」には該当しません。

❺　「インスリン療法」には、
妊娠・分娩にかかわるインス
リン療法は含みません。また
経口血糖降下剤によっては血
糖値上昇を抑制できない場合
に限ります。

❻　「人工透析療法」とは、血
液透析法または腹膜灌流法に
より血液浄化を行なう療法を
いいます。ただし、一時的な
人工透析療法を除きます。

❼　病理組織学的所見（生検）
が得られない場合には、他の
所見による診断も認めること
があります。

❽　重度疾病保険金の受取人を
被保険者以外の者に変更する
ことはできません。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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重度疾病継続保障特約［総合保険用］特約条項 3

ａ．この特約の保険期間中に別表18に定める急性心筋梗塞を発病し、その疾病に
より初めて医師の診療を受けた日からその日をふくめて60日以上、労働の制	
限を必要とする状態❸が継続したこと

ｂ．この特約の保険期間中に別表18に定める脳卒中を発病し、その疾病により初
めて医師の診療を受けた日からその日をふくめて60日以上、言語障害、運動	
失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したこと

イ．第①項の「ｃ．重度の糖尿病」に規定する「インスリン療法❺」を開始した後
に、第①項の「ｃ．重度の糖尿病」に規定する重度疾病保険金の支払事由に該	
当する前にこの特約の保険期間が満了した場合で、保険期間満了後に、その治	
療を継続して受けた期間が治療開始日から起算して180日に達したとき

4．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発病した疾病を原因として責任開始時
以後に支払事由に規定する所定の状態になった場合でも、次のいずれかのときは、
その疾病はこの特約の責任開始時以後に発病したものとみなします。
ア．その疾病に関して「告知義務違反による解除」に関する普通保険約款の規定に
定める告知義務違反がないとき

イ．この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その疾病の発病の
事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

第 3条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

❸　「労働の制限を必要とする
状態」とは、軽い家事等の軽
労働や事務等の座業はできる
が、それ以上の活動では制限
を必要とする状態をいいます。

❺　「インスリン療法」には、
妊娠・分娩にかかわるインス
リン療法は含みません。また
経口血糖降下剤によっては血
糖値上昇を抑制できない場合
に限ります。

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

	第 2 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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重度疾病継続保障特約［総合保険用］特約条項 4

第 4条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発病した疾病❷ま
たは発生した傷害によって、こ
の特約の責任開始時から保険料
払込期間の満了時までに、身体
障害表（別表 1）の第 1級の障
害状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除	
事由に該当したとき	
1 ．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除	
事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転または	
これに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

第 5条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

	第 4 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病につ
いて医師の診察を受けた時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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重度疾病継続保障特約［総合保険用］特約条項 5

第 6条 積立金の支払い

　当会社は、被保険者の死亡により「被保険者が死亡したときに保険金等を支払うこと
を規定している特約」について積立金を支払う場合、この特約の積立金❶があるときは
これを保険契約者に支払います。

第 7条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 8条 重度疾病保険金額の減額

　保険契約者は、この特約の重度疾病保険金額を減額することができます。ただし、当
会社は、減額後のこの特約の重度疾病保険金額が当会社の定める限度を下回る減額は取
り扱いません。

第 9条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第10条 特約の支払事由の変更

　この特約の重度疾病保険金の支払事由にかかわる医療技術等が将来変更された場合に
は、当会社は、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
この場合、当会社はその旨を遅滞なく保険契約者に通知することとします。

第11条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成28年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）

	第 6 条	 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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傷害特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立
総合保障保険普通保険約款（以下、「普通保
険約款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

この特約の内容 不慮の事故による死亡・所定の障害状態に対する保障

保 険 金 の 種 類 災害死亡保険金、障害給付金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表12、別表13

傷害特約［総合保険用］特約条項
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傷害特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 災害死亡保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって災害死亡保険金を支払います。

種
類

支払事由
（災害死亡保険金を

支払う場合）

保
険
金
額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても

災害死亡保険金を支払わない場合）

災
害
死
亡
保
険
金

1 ．被保険者が、この特
約の責任開始時❶以
後に発生した不慮の
事故（別表 2）によ
る傷害を直接の原因
として、その事故の
日から180日以内に、
かつ、この特約の責
任開始時から保険期
間の満了時までに、
死亡したとき❷

2 ．被保険者が、この特
約の責任開始時❶以
後に発病した特定感
染症❸（別表12）を
直接の原因として、
この特約の責任開始
時から保険期間の満
了時までに死亡した
とき

災
害
死
亡
保
険
金
額

死
亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかの事由によって被保険者が支払
事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者、被保険者または死亡保険金
受取人の故意または重大な過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする
事故

4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持た
ないで運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま
たはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故

7．地震、噴火または津波❹

8 ．戦争その他の変乱❹

②　災害死亡保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるとこ
ろによります。
1．当会社は、災害死亡保険金の支払いに際して、その災害死亡保険金の支払いの原
因となった不慮の事故（別表 2）によりすでに支払った障害給付金（第 3条）また
は支払うこととした障害給付金がある場合には、災害死亡保険金額からその障害給
付金額を差し引きます。
2．被保険者が死亡保険金受取人の故意または重大な過失によって死亡した場合で
も、その死亡保険金受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であるときには、以下
のとおり取り扱います。
ア．その死亡保険金受取人には災害死亡保険金を支払いません。
イ．災害死亡保険金額の全額からアの支払われない災害死亡保険金額を差し引いた
残額を他の死亡保険金受取人に支払います。

3．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に死亡した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、
その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その
原因はこの特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　被保険者の生死が不明の場
合でも、被保険者が死亡した
ものと当会社が認めたときを
含みます。

❸　「発病した特定感染症」の
発病は、次の各号のいずれか
早い時とします。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その特定感染症の症
状を自覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その特定感
染症について医師の診察を
受けた時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❹　被保険者が、地震、噴火も
しくは津波または戦争その他
の変乱によって死亡した場
合、その事由によって死亡し
た被保険者の数の増加がこの
特約の計算の基礎に及ぼす影
響が少ないと当会社が認めた
ときには、当会社は、その影
響の程度に応じ、災害死亡保
険金の全額を支払いまたはそ
の金額を削減して支払います。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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傷害特約［総合保険用］特約条項 3

第 3条 障害給付金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって障害給付金を支払います。

種
類

支払事由
（障害給付金を
支払う場合）

給付金額
受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても
障害給付金を支払わない場合）

障
害
給
付
金

被保険者が、この特約
の責任開始時❶以後に
発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害
を直接の原因として、
その事故の日から180
日以内に、かつ、この
特約の責任開始時から
保険期間の満了時まで
に、身体障害表（別表
13）の第 1級から第 6
級までの障害状態に該
当したとき

災害死亡
保険金額

×

身体障害
表（別表
13）に定
める給付
割合

被
保
険
者
❷

次のいずれかの事由によって被保険者が
支払事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意ま
たは重大な過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因と
する事故

4．被保険者の泥酔の状態を原因とする
事故

5．被保険者が法令に定める運転資格を
持たないで運転している間に生じた
事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運
転またはこれに相当する運転をして
いる間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❸

8 ．戦争その他の変乱❸

②　障害給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところに
よります。
1．障害給付金の支払いは、給付割合を通算して10割をもって限度とします。
2．当会社は、障害給付金を支払う前に災害死亡保険金の請求を受け、災害死亡保険
金が支払われるときは、その災害死亡保険金の原因となった不慮の事故（別表 2）
と同一の事故による障害給付金を支払いません。
3．この特約の保険期間の満了する日において、被保険者が身体障害表（別表13）「備
考」の「回復の見込みのない」状態に該当していないことのみを理由に障害給付金
が支払われない場合でも、次のいずれかの事由に該当したときは、この特約の保険
期間の満了時に障害給付金の支払事由に該当していたものとみなして、障害給付金
を支払います。
ア．この特約の保険期間満了後も引き続きその状態❹が継続しこの特約の保険期間
の満了後180日以内に回復の見込みがないことが明らかになったとき

イ．この特約の保険期間満了後も180日間引き続きその状態が継続したとき
4．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に身体障害表（別表13）の第 1級から第 6級までの障害状態に該当した場合でも、
この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っ
ていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任
開始時以後に発生したものとみなします。

第 4条 災害死亡保険金の支払方法の選択

　保険契約者❶は、災害死亡保険金の一時支払いに代えて、当会社の定める取扱いの範
囲内で、災害死亡保険金について次のいずれかの支払方法を選択することができます。
1．年金支払い（確定年金・保証期間付終身年金）
2．すえ置支払い

	第 3 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　障害給付金の受取人を被保
険者以外の者に変更すること
はできません。

❸　被保険者が、地震、噴火も
しくは津波または戦争その他
の変乱によって身体障害表
（別表13）の第 1級から第 6
級までの障害状態に該当した
場合、その事由によって障害
状態に該当した被保険者の数
の増加がこの特約の計算の基
礎に及ぼす影響が少ないと当
会社が認めたときには、当会
社は、その影響の程度に応
じ、障害給付金の全額を支払
いまたはその金額を削減して
支払います。

❹　「回復の見込みのない」状
態に該当していないことのみ
を理由に障害給付金が支払わ
れない状態を指します。

	第 4 条	 備考

❶　災害死亡保険金の支払事由
発生後は、死亡保険金受取人
とします。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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傷害特約［総合保険用］特約条項 4

第 5条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

第 6条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発病した疾病❷ま
たは発生した傷害によって、こ
の特約の責任開始時から保険料
払込期間の満了時までに、身体
障害表（別表 1）の第 1級の障
害状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ
れに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

第 7条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

第 8条 特約の返戻金

　この特約には返戻金はありません。

	第 6 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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傷害特約［総合保険用］特約条項 5

第 9条 災害死亡保険金額の減額

　保険契約者は、この特約の災害死亡保険金額を減額することができます。ただし、当
会社は、減額後のこの特約の災害死亡保険金額が当会社の定める限度を下回る減額は取
り扱いません。

第10条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）
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新・入院特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立
総合保障保険普通保険約款（以下、「普通保
険約款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

この特約の内容 病気・ケガによる入院に対する保障

給 付 金 の 種 類 入院給付金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表 5

新・入院特約［総合保険用］特約条項
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新・入院特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 入院給付金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって入院給付金を支払います。

種
類

支払事由
（入院給付金を支払う場合） 給付金額

受
取
人

免責事由（「支払事由」に該当しても
入院給付金を支払わない場合）

入
院
給
付
金

被保険者が次のすべて
を満たす入院❶をした
とき
1．この特約の責任開
始時❷以後に発病
した疾病❸または
発生した傷害を直
接の原因とする入
院であること

2．この特約の責任開
始時以後の入院で
あること

3．この特約の保険期
間の満了時までに
開始した入院であ
ること

4．治療を目的とした
入院❹であること

5．病院または診療
所❺への入院であ
ること

6．入院日数❻が 1日
以上であること

入院 1回
につき、

入院給付
金日額

×

入院日数❻

被
保
険
者
❼

次のいずれかの事由によって被保険者が
支払事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為または犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意ま
たは重大な過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因と
する事故

4．被保険者の泥酔の状態を原因とする
事故

5．被保険者が法令に定める運転資格を
持たないで運転している間に生じた
事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運
転またはこれに相当する運転をして
いる間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❽

8 ．戦争その他の変乱❽

9 ．被保険者の薬物依存❾

10．頸
けい

部
ぶ

症
しょう

候
こう

群
ぐん

（いわゆる「むちうち
症」）または腰痛でいずれも他覚所
見のないもの

	第 2 条	 備考

❶　「入院」とは、医師（柔道
整復師法に定める柔道整復師
を含みます。以下同じ。）に
よる治療（柔道整復師による
施術を含みます。以下同じ。）
が必要であり、かつ自宅等で
の治療が困難なため、備考❺
の病院または診療所に入り、
常に医師の管理下において治
療に専念することをいいます。

❷　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❸　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❹　美容上の処置、疾病を直接
の原因としない不妊手術、正
常な分娩（自然頭位分娩な
ど）、治療を伴わない人間
ドック検査などのための入院
は、「治療を目的とした入院」
には該当しません。

❺　「病院または診療所」とは、
次の各号のいずれかに該当し
たものとします。
　⑴　医療法に定める日本国内
にある病院または患者を入
院させるための施設を有す
る診療所（四肢における骨
折、脱臼、捻挫または打撲
に関し施術を受けるため、
柔道整復師法に定める施術
所に入院した場合には、そ
の施術所を含みます。）

　⑵　上記⑴の場合と同等の日
本国外にある医療施設

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
❻❼❽❾は次のページにありま
す。
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新・入院特約［総合保険用］特約条項 3

②　入院給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところに
よります。
1．入院給付金の支払いの限度は、次表のとおりとします。ただし、悪性新生物・上
皮内新生物（別表 5）の治療を目的とする入院の入院給付金は、支払いの限度の対
象外とします❿。

1 回の入院⓫についての限度 支払いを通算した限度
支払日数⓬　180日分 支払日数　1,095日分

2．被保険者が入院給付金の支払事由に該当する入院を 2回以上し、かつ、それぞれ
の入院を開始した直接の原因となった疾病または傷害が同一かまたは医学上重要	
な関係⓭があると当会社が認めたときは、それらの入院を 1回の入院とみなし、各
入院について支払われる支払日数を合算して第 1号に定める「 1回の入院について
の限度」を適用します。
3．第 2号の規定にかかわらず、入院給付金が支払われることとなった前回の入院の
退院日の翌日から180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなし、	
第 1 号に定める「 1回の入院についての限度」の適用にあたっては、支払日数を合
算する取扱いはしません。
4．当会社は、疾病または傷害が併発している期間について入院給付金を重複して支
払いません。
5．被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したときには、保険期間の満了時
から継続している入院は、この特約の有効中の入院とみなします。
6．被保険者が、この特約の責任開始時❷前に発生した原因によって責任開始時以後
に入院を開始した場合でも、次のときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に
発生したものとみなします。
ア．この特約の責任開始時の属する日から 2年を経過した後に入院を開始したとき
イ．この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を
知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

第 3条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

	第 2 条	 備考

❻　「入院日数」は、暦
こよみ

の上で
の日を単位として数えます。
たとえば、午前中に入院し当
日の夕方に退院した場合でも
1日として数えます。また、
入院の有無は、入院基本料の
支払いの有無などを参考にし
て判断します。

❼　入院給付金の受取人を被保
険者以外の者に変更すること
はできません。

❽　被保険者が、地震、噴火も
しくは津波または戦争その他
の変乱によって入院した場
合、その事由によって入院し
た被保険者の数の増加がこの
特約の計算の基礎に及ぼす影
響が少ないと当会社が認めた
ときには、当会社は、その影
響の程度に応じ、入院給付金
の全額を支払いまたはその金
額を削減して支払います。

❾　「薬物依存」とは、平成 6
年10月12日総務庁告示第75号
に基づく厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害お
よび死因統計分類提要ＩＣＤ－
10（2003年版）準拠」（平成
18年 1月 1日現在）に記載さ
れた分類のうち、Ｆ11.2、Ｆ
12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ
16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ
れる内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、
コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬などを含みます。

⓭は次のページにあります。

❷は前のページにあります。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

❿　被保険者が 2以上の疾病ま
たは傷害により入院した場合
で、 2以上の疾病または傷害
に悪性新生物・上皮内新生物
（別表 5）が含まれるときは、
悪性新生物・上皮内新生物
（別表 5）の治療を目的とす
る入院の期間に対する入院給
付金に限り、支払いの限度の
対象外とします。

⓫　第②項第 2号によって 1回
の入院とみなされる場合を含
みます。

⓬　「支払日数」は、入院給付
金を支払う日数をいいます。
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新・入院特約［総合保険用］特約条項 4

第 4条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発病した疾病❷ま
たは発生した傷害によって、こ
の特約の責任開始時から保険料
払込期間の満了時までに、身体
障害表（別表 1）の第 1級の障
害状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ
れに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

第 5条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

	第 4 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

	第 2 条	 備考

⓭　「医学上重要な関係」とは、
たとえば、高血圧症とそれに
起因する心臓疾患あるいは腎
臓疾患の関係や、胃がんと転
移した肝臓がんの関係をいい
ます。

❺は次のページにあります。
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新・入院特約［総合保険用］特約条項 5

第 6条 積立金の支払い

　当会社は、被保険者の死亡により「被保険者が死亡したときに保険金等を支払うこと
を規定している特約」について積立金を支払う場合、この特約の積立金❶があるときは
これを保険契約者に支払います。

第 7条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 8条 入院給付金日額の減額

　保険契約者は、この特約の入院給付金日額を減額することができます。ただし、当会
社は、減額後のこの特約の入院給付金日額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱
いません。

第 9条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第10条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成31年 4 月 2 日改正）

	第 6 条	 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

	第 4 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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終身入院特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　この特約は、重複して付加できます。
③　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総合保障保険普
通保険約款（以下、「普通保険約款」といいます。）の規定に
定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険用］特約条項に
定める中途付加日または終身保障変更特約［総合保険用］特
約条項に定める変更日

この特約の内容 病気・ケガによる入院に対する保障

給 付 金 の 種 類
保険料払込期間：有期 入院給付金・死亡給付金

保険料払込期間：終身 入院給付金

保 険 期 間 終身

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表 5

終身入院特約［総合保険用］特約条項
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終身入院特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 入院給付金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって入院給付金を支払います。

種
類

支払事由
（入院給付金を支払う場合） 給付金額

受
取
人

免責事由（「支払事由」に該当しても
入院給付金を支払わない場合）

入
院
給
付
金

被保険者が次のすべ
てを満たす入院❶を
したとき
1．この特約の責任
開始時❷以後に
発病した疾病❸

または発生した
傷害を直接の原
因とする入院で
あること

2．治療を目的とし
た入院❹である
こと

3．病院または診療
所❺への入院で
あること

4．入院日数❻が 1
日以上であるこ
と

入院 1回に
つき、

入院給付金
日額

×

入院日数❻

被
保
険
者
❼

次のいずれかの事由によって被保険者が
支払事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為または犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意ま
たは重大な過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因と
する事故

4．被保険者の泥酔の状態を原因とする
事故

5．被保険者が法令に定める運転資格を
持たないで運転している間に生じた
事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運
転またはこれに相当する運転をして
いる間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❽

8 ．戦争その他の変乱❽

9 ．被保険者の薬物依存❾

10．頸
けい

部
ぶ

症
しょう

候
こう

群
ぐん

（いわゆる「むちうち
症」）または腰痛でいずれも他覚所
見のないもの

	第 2 条	 備考

❶　「入院」とは、医師（柔道
整復師法に定める柔道整復師
を含みます。以下同じ。）に
よる治療（柔道整復師による
施術を含みます。以下同じ。）
が必要であり、かつ自宅等で
の治療が困難なため、備考❺
の病院または診療所に入り、
常に医師の管理下において治
療に専念することをいいます。

❷　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❸　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❹　美容上の処置、疾病を直接
の原因としない不妊手術、正
常な分娩（自然頭位分娩な
ど）、治療を伴わない人間
ドック検査などのための入院
は、「治療を目的とした入院」
には該当しません。

❺　「病院または診療所」とは、
次の各号のいずれかに該当し
たものとします。
　⑴　医療法に定める日本国内
にある病院または患者を入
院させるための施設を有す
る診療所（四肢における骨
折、脱臼、捻挫または打撲
に関し施術を受けるため、
柔道整復師法に定める施術
所に入院した場合には、そ
の施術所を含みます。）

　⑵　上記⑴の場合と同等の日
本国外にある医療施設

❻❼❽❾は次のページにありま
す。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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終身入院特約［総合保険用］特約条項 3

②　入院給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところに
よります。
1．入院給付金の支払いの限度は、次表のとおりとします。ただし、悪性新生物・上
皮内新生物（別表 5）の治療を目的とする入院の入院給付金は、支払いの限度の対
象外とします❿。

1 回の入院⓫についての限度 支払いを通算した限度
支払日数⓬　180日分 支払日数　1,095日分

2．被保険者が入院給付金の支払事由に該当する入院を 2回以上し、かつ、それぞれ
の入院を開始した直接の原因となった疾病または傷害が同一かまたは医学上重要	
な関係⓭があると当会社が認めたときは、それらの入院を 1回の入院とみなし、各
入院について支払われる支払日数を合算して第 1号に定める「 1回の入院について	
の限度」を適用します。
3．第 2号の規定にかかわらず、入院給付金が支払われることとなった前回の入院の
退院日の翌日から180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなし、	
第 1 号に定める「 1回の入院についての限度」の適用にあたっては、支払日数を合	
算する取扱いはしません。
4．当会社は、疾病または傷害が併発している期間について入院給付金を重複して支
払いません。
5．被保険者が、この特約の責任開始時❷前に発生した原因によって責任開始時以後
に入院を開始した場合でも、次のときは、その原因は責任開始時以後に発生したも
のとみなします。
ア．この特約の責任開始時の属する日から 2年を経過した後に入院を開始したとき
イ．この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を
知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

	第 2 条	 備考

❻　「入院日数」は、暦
こよみ

の上で
の日を単位として数えます。
たとえば、午前中に入院し当
日の夕方に退院した場合でも
1日として数えます。また、
入院の有無は、入院基本料の
支払いの有無などを参考にし
て判断します。

❽　被保険者が、地震、噴火も
しくは津波または戦争その他
の変乱によって入院した場
合、その事由によって入院し
た被保険者の数の増加がこの
特約の計算の基礎に及ぼす影
響が少ないと当会社が認めた
ときには、当会社は、その影
響の程度に応じ、入院給付金
の全額を支払いまたはその金
額を削減して支払います。

❼　入院給付金の受取人を被保
険者以外の者に変更すること
はできません。

❾　「薬物依存」とは、平成 6
年10月12日総務庁告示第75号
に基づく厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害お
よび死因統計分類提要ＩＣＤ－
10（2003年版）準拠」（平成
18年 1月 1日現在）に記載さ
れた分類のうち、Ｆ11.2、Ｆ
12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ
16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ
れる内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、
コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬などを含みます。

❿　被保険者が 2以上の疾病ま
たは傷害により入院した場合
で、 2以上の疾病または傷害
に悪性新生物・上皮内新生物
（別表 5）が含まれるときは、
悪性新生物・上皮内新生物
（別表 5）の治療を目的とす
る入院の期間に対する入院給
付金に限り、支払いの限度の
対象外とします。

⓫　第②項第 2号によって 1回
の入院とみなされる場合を含
みます。

⓬　「支払日数」は、入院給付
金を支払う日数をいいます。

⓭は次のページにあります。

❷は前のページにあります。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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終身入院特約［総合保険用］特約条項 4

第 3条 死亡給付金の支払い

①　当会社は、この特約の保険料払込期間が有期の場合、次表に定めるところによって
死亡給付金を支払います（この特約の保険料払込期間が終身の場合、死亡給付金はあ
りません。）。

種
類

支払事由
（死亡給付金を支払う場合） 給付金額

受
取
人

免責事由（「支払事由」に該当しても
死亡給付金を支払わない場合）

死
亡
給
付
金

被保険者が保険料払
込期間満了後に死亡
したとき❶

入院給付金
日額

×
10

死
亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかの事由によって被保険者が
支払事由に該当したとき
1．この特約の責任開始時❷の属する日
から、 3年以内における被保険者の
自殺

2．保険契約者または死亡保険金受取人
の故意

3．戦争その他の変乱❸

②　死亡給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところに
よります。
1．免責事由のうち、次のいずれかの事由によって死亡給付金を支払わない場合に	
は、当会社は、この特約の積立金❹を保険契約者に支払います。ただし、積立金の
額が死亡給付金額を超えるときには死亡給付金額を限度とします。
ア．責任開始時❷の属する日から、 3年以内における被保険者の自殺
イ．死亡保険金受取人の故意
ウ．戦争その他の変乱
2．被保険者が死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金
受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときには、以下のとおり取り扱います。
ア．その死亡保険金受取人には死亡給付金を支払いません。
イ．死亡給付金額の全額からアの支払われない死亡給付金額を差し引いた残額を他
の死亡保険金受取人に支払います。

ウ．アの支払われない死亡給付金の部分については、その死亡保険金受取人が保険
契約者と同一人である場合を除き、その積立金❹を保険契約者に支払います。

第 4条 死亡給付金の支払方法の選択

　保険契約者❶は、死亡給付金の一時支払いに代えて、当会社の定める取扱いの範囲内
で、死亡給付金について次のいずれかの支払方法を選択することができます。
1．年金支払い（確定年金・保証期間付終身年金）
2．すえ置き支払い

第 5条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、この特約の保険料払込期間を定
めることができます。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

	第 3 条	 備考

❶　被保険者の生死が不明の場
合でも、被保険者が死亡した
ものと当会社が認めたときを
含みます。

❷　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❸　被保険者が戦争その他の変
乱によって死亡した場合、そ
の事由によって死亡した被保
険者の数の増加がこの特約の
計算の基礎に及ぼす影響が少
ないと当会社が認めたときに
は、当会社は、その影響の程
度に応じ、死亡給付金の全額
を支払いまたはその金額を削
減して支払います。

❹　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

	第 4 条	 備考

❶　死亡給付金の支払事由発生
後は、死亡保険金受取人とし
ます。

	第 2 条	 備考

⓭　「医学上重要な関係」とは、
たとえば、高血圧症とそれに
起因する心臓疾患あるいは腎
臓疾患の関係や、胃がんと転
移した肝臓がんの関係をいい
ます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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終身入院特約［総合保険用］特約条項 5

第 6条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開始時❶

以後に発病した疾病❷または発生した
傷害によって、この特約の責任開始時
から保険料払込期間の満了時までに、
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害
状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込
免除事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開始時❶

以後に発生した不慮の事故（別表 2）
による傷害を直接の原因として、その
事故の日から180日以内に、かつ、こ
の特約の責任開始時から保険料払込期
間の満了時までに、身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の障害状態
に該当したとき❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込
免除事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする
事故

4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持た
ないで運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま
たはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

	第 6 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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終身入院特約［総合保険用］特約条項 6

第 7条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

第 8条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、次のとおりとします。

時期❶ 取扱い
保険料払込期間中 返戻金はありません。

保険料払込期間満了後
経過した年月数により計算します。ただし、返戻金の額は、
死亡給付金額を限度とします。

第 9条 入院給付金日額の減額

　保険契約者は、この特約の入院給付金日額を減額することができます。ただし、当会
社は、減額後のこの特約の入院給付金日額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱
いません。

第10条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第11条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成31年 4 月 2 日改正）

	第 8 条	 備考

❶　保険料払込期間満了後でも
未払込保険料がある場合は保
険料払込期間中として取り扱
います。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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入院治療保障特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総合保障保険普
通保険約款（以下、「普通保険約款」といいます。）の規定に
定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険用］特約条項に
定める中途付加日

入院治療保障特約［総合保険用］特約条項

この特約の内容 入院中に受けた療養に対する保障

給 付 金 の 種 類 入院治療給付金

保 険 期 間 有期

型 給付金額に応じて「Ⅰ型」、「Ⅱ型」、「Ⅲ型」があります。

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表14
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入院治療保障特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 入院治療給付金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって入院治療給付金を支払います。

種
類

支払事由
（入院治療給付金を

支払う場合）
型 給付金額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても

入院治療給付金を支払わない場合）

入
院
治
療
給
付
金

被保険者が次のすべてを
満たす入院❶をしたとき
1．この特約の責任開始
時❷以後に発病した
疾病❸または発生し
た傷害を直接の原因
とする入院であるこ
と

2．この特約の責任開始
時以後の入院である
こと

3．この特約の保険期間
の満了時までに開始
した入院であること

4．治療を目的とした入
院❹であること

5．病院または診療所❺

への入院であること
6．入院日数❻が 1日以
上であること

7．公的医療保険制度
（別表14）における
保険給付の対象とな
る入院であること

Ⅰ
型

入院中の
療養に係
る診療報
酬点数❼

×
1円

被
保
険
者
❽

次のいずれかの事由によって被保
険者が支払事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為または犯
罪行為

2．保険契約者または被保険者の
故意または重大な過失

3．被保険者の精神障害の状態を
原因とする事故

4．被保険者の泥酔の状態を原因
とする事故

5．被保険者が法令に定める運転
資格を持たないで運転してい
る間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気
帯び運転またはこれに相当す
る運転をしている間に生じた
事故

7．地震、噴火または津波❾

8 ．戦争その他の変乱❾

9 ．被保険者の薬物依存❿

10．頸
けい

部
ぶ

症
しょう

候
こう

群
ぐん

（いわゆる「む
ちうち症」）または腰痛でい
ずれも他覚所見のないもの

Ⅱ
型

入院中の
療養に係
る診療報
酬点数❼

×
2円

Ⅲ
型

入院中の
療養に係
る診療報
酬点数❼

×
3円

②　入院治療給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるとこ
ろによります。
1．被保険者が入院治療給付金の支払事由に該当する入院をしたにもかかわらず、診
療報酬点数が算定されないために入院治療給付金額が計算できないときの給付金	
額は、次表のとおりとします。

型 給付金額
Ⅰ型 入院日数❻×1,700円
Ⅱ型 入院日数×3,300円
Ⅲ型 入院日数×5,000円

2 ．入院治療給付金の支払いの限度は、次表のとおりとします。

型
支払いの限度

1回の入院⓫についての限度 支払いを通算した限度
Ⅰ型 30万円

600万円Ⅱ型 60万円
Ⅲ型 90万円

3．被保険者が入院治療給付金の支払事由に該当する入院を 2回以上し、かつ、それ
ぞれの入院を開始した直接の原因となった疾病または傷害が同一かまたは医学上	

	第 2 条	 備考

❶　「入院」とは、医師（柔道
整復師法に定める柔道整復師
を含みます。以下同じ。）に
よる治療（柔道整復師による
施術を含みます。以下同じ。）
が必要であり、かつ自宅等で
の治療が困難なため、備考❺
の病院または診療所に入り、
常に医師の管理下において治
療に専念することをいいます。

❷　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❸　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴ 　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵ 　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶ 　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❹　美容上の処置、疾病を直接
の原因としない不妊手術、正
常な分娩（自然頭位分娩な
ど）、治療を伴わない人間
ドック検査などのための入院
は、「治療を目的とした入院」
には該当しません。

❺　「病院または診療所」とは、
次の各号のいずれかに該当し
たものとします。
　⑴ 　医療法に定める日本国内
にある病院または患者を入
院させるための施設を有す
る診療所（四肢における骨
折、脱臼、捻挫または打撲
に関し施術を受けるため、
柔道整復師法に定める施術
所に入院した場合には、そ
の施術所を含みます。）

　⑵ 　上記⑴の場合と同等の日
本国外にある医療施設

❻❼❽❾❿⓫は次のページにあ
ります。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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入院治療保障特約［総合保険用］特約条項 3

重要な関係⓬があると当会社が認めたときは、それらの入院を 1回の入院とみな	
し、各入院について支払われる入院治療給付金額を合算して第 2号に定める「 1回
の入院についての限度」を適用します。
4．第 3号の規定にかかわらず、入院治療給付金が支払われることとなった前回の入
院の退院日の翌日から180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみな
し、第 2号に定める「 1回の入院についての限度」の適用にあたって、入院治療給
付金額を合算する取扱いはしません。
5．被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したときには、保険期間の満了時
から継続している入院は、この特約の有効中の入院とみなします。
6．被保険者が、この特約の責任開始時❷前に発生した原因によって責任開始時以後
に入院を開始した場合でも、次のときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に
発生したものとみなします。
ア．この特約の責任開始時の属する日から 2年を経過した後に入院を開始したとき
イ．この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を
知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

第 3条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

❼　「入院中の療養に係る診療
報酬点数」は、支払対象とな
る備考❶の入院の直接の原因
となった疾病または傷害に対
する療養に係る診療報酬点数
（厚生労働省告示に基づくも
の）とします。

❻　「入院日数」は、暦
こよみ

の上で
の日を単位として数えます。
たとえば、午前中に入院し当
日の夕方に退院した場合でも
1日として数えます。また、
入院の有無は、入院基本料の
支払いの有無などを参考にし
て判断します。

⓬　「医学上重要な関係」とは、
たとえば、高血圧症とそれに
起因する心臓疾患あるいは腎
臓疾患の関係や、胃がんと転
移した肝臓がんの関係をいい
ます。

❾　被保険者が、地震、噴火も
しくは津波または戦争その他
の変乱によって入院した場
合、その事由によって入院し
た被保険者の数の増加がこの
特約の計算の基礎に及ぼす影
響が少ないと当会社が認めた
ときには、当会社は、その影
響の程度に応じ、入院治療給
付金の全額を支払いまたはそ
の金額を削減して支払います。

❽　入院治療給付金の受取人を
被保険者以外の者に変更する
ことはできません。

⓫　第②項第 3号によって 1回
の入院とみなされる場合を含
みます。

❷は前のページにあります。

	第 2 条	 備考

❿　「薬物依存」とは、平成 6
年10月12日総務庁告示第75号
に基づく厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害お
よび死因統計分類提要ＩＣＤ－
10（2003年版）準拠」（平成
18年 1月 1日現在）に記載さ
れた分類のうち、Ｆ11.2、Ｆ
12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ
16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ
れる内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、
コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬などを含みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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入院治療保障特約［総合保険用］特約条項 4

第 4条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開始時❶

以後に発病した疾病❷または発生した
傷害によって、この特約の責任開始時
から保険料払込期間の満了時までに、
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害
状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込
免除事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開始時❶

以後に発生した不慮の事故（別表 2）
による傷害を直接の原因として、その
事故の日から180日以内に、かつ、こ
の特約の責任開始時から保険料払込期
間の満了時までに、身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の障害状態
に該当したとき❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込
免除事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする
事故

4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持た
ないで運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま
たはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。
③　この特約の特約保険料の払込みが免除された後は、第 8条（特約の型の変更）の規
定は適用しません。

第 5条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

	第 4 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴ 　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵ 　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶ 　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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入院治療保障特約［総合保険用］特約条項 5

第 6条 特約の消滅

①　入院治療給付金の支払いが、600万円の支払限度（第 2条第②項第 2号）に達した
時、この特約は消滅します。
②　当会社は、被保険者の死亡により「被保険者が死亡したときに保険金等を支払うこ
とを規定している特約」について積立金を支払う場合、この特約の積立金❶があると
きはこれを保険契約者に支払います。

第 7条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 8条 特約の型の変更

①　保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、当会社の承諾を得て、この特約
の型を次表のとおり変更することができます。ただし、この特約の特約保険料の払込
免除後は変更することはできません。

変更前 変更後 型の変更日（変更後の特約の
型による保障が開始する日） 変更の際の取扱い

Ⅰ型
Ⅱ型または
Ⅲ型

型の変更の際の告知が
あった日の属する月の翌
月における契約応当日

保険契約者は、当会社の定める
方法によって計算した金額を当
会社の指定した期日までに払い
込んでください。Ⅱ型 Ⅲ型

Ⅱ型 Ⅰ型
当会社の承諾した日

当会社は、当会社の定める方法
によって計算した金額を保険契
約者に支払います。

Ⅲ型
Ⅰ型または
Ⅱ型

②　第①項でⅡ型からⅠ型に、またはⅢ型からⅠ型もしくはⅡ型に変更する場合、当会
社は、「告知義務」に関する普通保険約款の規定にかかわらず、保険契約者および被	
保険者に対して、この特約の保険事故発生の可能性に関する告知を求めません。
③　特約の型が変更された場合、当会社の定める方法により、将来の特約保険料を変更
します。
④　保険契約者は、特約の型を変更する場合には、当会社の定める書類を提出してくだ
さい。

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

第 9条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第10条 法令等の改正に伴う特約条項の変更

　公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、当会社は、主務官庁の認可を得て、
この特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、当会社はそ
の旨を改正に関する法令の公布の日から 6カ月以内にあらかじめ保険契約者に通知しま
す。

	第 6 条	 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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入院治療保障特約［総合保険用］特約条項 6

第11条 普通保険約款の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

第12条 特約の内容変更等の効力

①　第 8条（特約の型の変更）に規定する手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の
通知を発した時から生じるものとします。
②　第 8条（特約の型の変更）に規定する手続きの請求は、請求後に保険契約者が死亡
し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合に
おいても、効力を有するものとします。

（平成26年 6 月 2 日実施令和 2年 3月 2日改正）
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入院時手術保障特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総
合保障保険普通保険約款（以下、「普通保険約
款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

この特約の内容 入院中に受けた手術または放射線治療に対する保障

給 付 金 の 種 類 入院時手術給付金、入院時放射線治療給付金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表14

入院時手術保障特約［総合保険用］特約条項
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入院時手術保障特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 入院時手術給付金および入院時放射線治療給付金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって入院時手術給付金および入院時放射線治療
給付金を支払います。

種
類

支払事由
（給付金を支払う場合） 給付金額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても
給付金を支払わない場合）

入
院
時
手
術
給
付
金

被保険者が次のすべてを満たす手術を
受けたとき
1．この特約の責任開始時❶以後に発
病した疾病❷または発生した傷害
を直接の原因とする手術であるこ
と

2．この特約の責任開始時から保険期
間の満了時までに受けた手術であ
ること

3．治療を直接の目的とした手術❸で
あること

4．病院または診療所❹における手術
であること

5．入院日数❺が 1日以上の入院❻中
に受けた手術であること

6．手術の直接の原因が入院の原因と
同一であること

7．公的医療保険制度（別表14）にお
ける保険給付の対象となる手術❼

であること

手術1回
につき、
基準給付
金額

被
保
険
者
❿

次のいずれかの事由に
よって被保険者が支払事
由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
または犯罪行為

2．保険契約者または被
保険者の故意または
重大な過失

3．被保険者の精神障害
の状態を原因とする
事故

4．被保険者の泥酔の状
態を原因とする事故

5．被保険者が法令に定
める運転資格を持た
ないで運転している
間に生じた事故

6．被保険者が法令に定
める酒気帯び運転ま
たはこれに相当する
運転をしている間に
生じた事故

7．地震、噴火または津
波⓫

8 ．戦争その他の変乱⓫

9 ．被保険者の薬物依
存⓬

入
院
時
放
射
線
治
療
給
付
金

被保険者が次のすべてを満たす放射線
治療を受けたとき
1．この特約の責任開始時❶以後に発
病した疾病❷または発生した傷害
を直接の原因とする放射線治療で
あること

2．この特約の責任開始時から保険期
間の満了時までに受けた放射線治
療であること

3．治療を直接の目的とした放射線治
療❽であること

4．病院または診療所❹における放射
線治療であること

5．入院日数❺が 1日以上の入院❻中
に受けた放射線治療であること

6．放射線治療の直接の原因が入院の
原因と同一であること

7．公的医療保険制度（別表14）にお
ける保険給付の対象となる放射線
治療❾であること

放射線治
療1回に
つき、基
準給付金
額

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　美容整形上の手術、疾病を
直接の原因としない不妊手
術、診断・検査のための手術
などは、「治療を直接の目的
とした手術」には該当しませ
ん。

❹　「病院または診療所」とは、
次の各号のいずれかに該当し
たものとします。
　⑴　医療法に定める日本国内
にある病院または入院させ
るための施設を有する診療
所

　⑵　上記⑴の場合と同等の日
本国外にある医療施設

❺　「入院日数」は、暦
こよみ

の上で
の日を単位として数えます。
たとえば、午前中に入院し当
日の夕方に退院した場合でも
1日として数えます。また、
入院の有無は、入院基本料の
支払いの有無などを参考にし
て判断します。

❻　「入院」とは、医師による
治療が必要であり、かつ自宅
等での治療が困難なため、備
考❹の病院または診療所に入
り、常に医師の管理下におい
て治療に専念することをいい
ます。

❼❽❾❿⓫⓬は次のページにあ
ります。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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入院時手術保障特約［総合保険用］特約条項 3

②　入院時手術給付金または入院時放射線治療給付金の支払いにあたっては、第①項の
規定によるほか、次に定めるところによります。
1．入院時手術給付金または入院時放射線治療給付金の支払いは、それぞれ施術の開
始日から60日の間に 1回の給付を限度とします。
2．診療報酬点数表に基づき、一連の治療過程に複数回の手術を受けた場合に手術料
が 1回のみ算定されるものとして定められている手術については、第 1回目の手術
のみを受けたものとします。
3．診療報酬点数表に基づき、一連の治療過程に複数回の放射線治療を受けた場合に
放射線治療料が 1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療につい	
ては、第 1回目の放射線治療のみを受けたものとします。
4．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に手術または放射線治療を受けた場合でも、次のときは、その原因はこの特約の責
任開始時以後に発生したものとみなします。
ア．この特約の責任開始時の属する日から 2年を経過した後に手術または放射線治
療を受けたとき

イ．この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を
知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

第 3条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

	第 2 条	 備考

❼　診療報酬点数表（手術を受
けた時点において、厚生労働
省告示に基づき定められてい
る診療報酬点数表をいいま
す。）によって手術料が算定
される手術をいいます。

❿　入院時手術給付金および入
院時放射線治療給付金の受取
人を被保険者以外の者に変更
することはできません。

⓫　被保険者が、地震、噴火も
しくは津波または戦争その他
の変乱によって手術または放
射線治療を受けた場合、その
事由によって手術または放射
線治療を受けた被保険者の数
の増加がこの特約の計算の基
礎に及ぼす影響が少ないと当
会社が認めたときには、当会
社は、その影響の程度に応
じ、入院時手術給付金もしく
は入院時放射線治療給付金の
全額を支払いまたはその金額
を削減して支払います。

⓬　「薬物依存」とは、平成 6
年10月12日総務庁告示第75号
に基づく厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害お
よび死因統計分類提要ＩＣＤ－
10（2003年版）準拠」（平成
18年 1月 1日現在）に記載さ
れた分類のうち、Ｆ11.2、Ｆ
12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ
16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ
れる内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、
コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬などを含みます。

❽　診断・検査のための放射線
治療などは、「治療を直接の
目的とした放射線治療」には
該当しません。

❾　診療報酬点数表（放射線治
療を受けた時点において、厚
生労働省告示に基づき定めら
れている診療報酬点数表をい
います。）によって放射線治
療料が算定される放射線治療
をいいます。

❶は前のページにあります。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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入院時手術保障特約［総合保険用］特約条項 4

第 4条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを

免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責
任開始時❶以後に発病した
疾病❷または発生した傷害
によって、この特約の責任
開始時から保険料払込期間
の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 1級の障
害状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事由
に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責
任開始時❶以後に発生した
不慮の事故（別表 2）によ
る傷害を直接の原因とし
て、その事故の日から180
日以内に、かつ、この特約
の責任開始時から保険料払
込期間の満了時までに、身
体障害表（別表 1）の第 2
級または第 3級の障害状態
に該当したとき❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事由
に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転
している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに
相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

第 5条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

	第 4 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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入院時手術保障特約［総合保険用］特約条項 5

第 6条 特約の消滅

①　入院時手術給付金および入院時放射線治療給付金が支払われた場合で、かつ、次の
いずれも満たすときには、その支払事由発生のいずれか遅い時にさかのぼって、この
特約は消滅します。
1．入院時手術給付金および入院時放射線治療給付金のそれぞれの支払事由発生日か
ら起算して60日以内に、この特約の保険期間が満了すること
2．この特約の保険期間が満了する日の翌日における被保険者の年齢が、この特約の
付加の際に定めた更新限度年齢を超えるため、この特約が更新されないことになる
こと

②　当会社は、第①項の場合、この特約の返戻金（第 7条）があるときはこれを給付金
の受取人に支払います。
③　当会社は、被保険者の死亡により「被保険者が死亡したときに保険金等を支払うこ
とを規定している特約」について積立金を支払う場合、この特約の積立金❶があると
きはこれを保険契約者に支払います。

第 7条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 8条 基準給付金額の減額

　保険契約者は、この特約の基準給付金額を減額することができます。ただし、当会社
は、減額後のこの特約の基準給付金額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いま
せん。

第 9条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第10条 法令等の改正に伴う特約条項の変更

　公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、当会社は、主務官庁の認可を得て、
この特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、当会社はそ
の旨を改正に関する法令の公布の日から 6カ月以内にあらかじめ保険契約者に通知しま
す。

第11条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）

	第 6 条	 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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外来時手術保障特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総合保障保険
普通保険約款（以下、「普通保険約款」といいます。）の規
定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険用］特約条項
に定める中途付加日

この特約の内容 外来時に受けた手術または放射線治療に対する保障

給 付 金 の 種 類 外来時手術給付金、外来時放射線治療給付金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表 5、別表14

外来時手術保障特約［総合保険用］特約条項
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外来時手術保障特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 外来時手術給付金および外来時放射線治療給付金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって外来時手術給付金および外来時放射線治療
給付金を支払います。

種
類

支払事由
（給付金を支払う場合）

給
付
金
額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても
給付金を支払わない場合）

外
来
時
手
術
給
付
金

被保険者が次のすべてを満たす手術を受
け、かつ、手術を受けた日の療養に係る
診療報酬点数❶の合計が2,000点以上で
あるとき
1．この特約の責任開始時❷以後に発病
した疾病❸または発生した傷害を直
接の原因とする手術であること

2．この特約の責任開始時から保険期間
の満了時までに受けた手術であるこ
と

3．治療を直接の目的とした手術❹（た
だし、悪性新生物・上皮内新生物
（別表 5）を直接の原因としない歯、
歯肉および歯槽骨の治療に伴う手術
を除く）であること

4．病院または診療所❺における手術で
あること

5．入院❻を伴わない手術❼であること
6．公的医療保険制度（別表14）におけ
る保険給付の対象となる手術❽であ
ること

手
術
1
回
に
つ
き
、
基
準
給
付
金
額

被
保
険
者
⓬

次のいずれかの事由によって
被保険者が支払事由に該当し
たとき
1．被保険者の自殺行為また
は犯罪行為

2．保険契約者または被保険
者の故意または重大な過
失

3．被保険者の精神障害の状
態を原因とする事故

4．被保険者の泥酔の状態を
原因とする事故

5．被保険者が法令に定める
運転資格を持たないで運
転している間に生じた事
故

6．被保険者が法令に定める
酒気帯び運転またはこれ
に相当する運転をしてい
る間に生じた事故

7．地震、噴火または津波⓭

8 ．戦争その他の変乱⓭

9 ．被保険者の薬物依存⓮

外
来
時
放
射
線
治
療
給
付
金

被保険者が次のすべてを満たす放射線治
療を受けたとき
1．この特約の責任開始時❷以後に発病
した疾病❸または発生した傷害を直
接の原因とする放射線治療であるこ
と

2．この特約の責任開始時から保険期間
の満了時までに受けた放射線治療で
あること

3．治療を直接の目的とした放射線治
療❾であること

4．病院または診療所❺における放射線
治療であること

5．入院❻を伴わない放射線治療❿であ
ること

6．公的医療保険制度（別表14）におけ
る保険給付の対象となる放射線治
療⓫であること

放
射
線
治
療
1
回
に
つ
き
、

基
準
給
付
金
額

×
2

	第 2 条	 備考

❶　「手術を受けた日の療養に
係る診療報酬点数」は、手術
の直接の原因となった疾病ま
たは傷害に対する手術を受け
た日の療養に係る診療報酬点
数（厚生労働省告示に基づく
もの）とします。

❷　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❸　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。

　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❹　美容整形上の手術、疾病を
直接の原因としない不妊手
術、診断・検査のための手術
などは、「治療を直接の目的
とした手術」には該当しませ
ん。

❺　「病院または診療所」とは、
次の各号のいずれかに該当し
たものとします。

　⑴　医療法に定める日本国内
にある病院または診療所

　⑵　上記⑴の場合と同等の日
本国外にある医療施設

❻　「入院」とは、医師による
治療が必要であり、かつ自宅
等での治療が困難なため、備
考❺の病院または診療所（た
だし、患者を入院させるため
の施設を有しないものは除き
ます。）に入り、常に医師の
管理下において治療に専念す
ることをいいます。また、入
院の有無は、入院基本料の支
払いの有無などを参考にして
判断します。

❼❽❾❿⓫⓬は次のページ、⓭ 
⓮は次の次のページにあります。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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外来時手術保障特約［総合保険用］特約条項 3

②　外来時手術給付金または外来時放射線治療給付金の支払いにあたっては、第①項の
規定によるほか、次に定めるところによります。
1．外来時手術給付金または外来時放射線治療給付金の支払いは、それぞれ施術の開
始日から60日の間に 1回の給付を限度とします。
2．診療報酬点数表に基づき、一連の治療過程に複数回の手術を受けた場合に手術料
が 1回のみ算定されるものとして定められている手術については、第 1回目の手術
のみを受けたものとします。
3．診療報酬点数表に基づき、一連の治療過程に複数回の放射線治療を受けた場合に
放射線治療料が 1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療につい	
ては、第 1回目の放射線治療のみを受けたものとします。
4．外来時手術給付金の支払いにあたって、被保険者が支払事由の 1から 6に該当し
た手術を受けたにもかかわらず、診療報酬点数が算定されないために支払事由に該
当しない場合でも、その手術が、診療報酬点数表（手術を受けた時点において、厚
生労働省告示に基づき定められている診療報酬点数表をいいます。）によって手術
料が1,000点以上算定される手術のときは、支払事由に該当したものとみなします。
5．被保険者が、この特約の責任開始時❷前に発生した原因によって責任開始時以後
に手術または放射線治療を受けた場合でも、次のときは、その原因はこの特約の責
任開始時以後に発生したものとみなします。
ア．この特約の責任開始時の属する日から 2年を経過した後に手術または放射線治
療を受けたとき

イ．この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を
知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

	第 2 条	 備考

❽　診療報酬点数表（手術を受
けた時点において、厚生労働
省告示に基づき定められてい
る診療報酬点数表をいいま
す。）によって手術料が算定
される手術をいいます。

⓬　外来時手術給付金および外
来時放射線治療給付金の受取
人を被保険者以外の者に変更
することはできません。

❾　診断・検査のための放射線
治療などは、「治療を直接の
目的とした放射線治療」には
該当しません。

⓫　診療報酬点数表（放射線治
療を受けた時点において、厚
生労働省告示に基づき定めら
れている診療報酬点数表をい
います。）によって放射線治
療料が算定される放射線治療
をいいます。

❷は前のページにあります。

❼　入院中に他の病院または診
療所で手術を受けた場合で、
手術を受けた病院または診療
所ではなく入院中の病院また
は診療所において診療報酬点
数表（手術を受けた時点にお
いて、厚生労働省告示に基づ
き定められている診療報酬点
数表をいいます。）によって
手術料が算定されるときはそ
の手術は除きます。

❿　入院中に他の病院または診
療所で放射線治療を受けた場
合で、放射線治療を受けた病
院または診療所ではなく入院
中の病院または診療所におい
て診療報酬点数表（放射線治
療を受けた時点において、厚
生労働省告示に基づき定めら
れている診療報酬点数表をい
います。）によって放射線治
療料が算定されるときはその
放射線治療は除きます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

271

外来時手術保障特約［総合保険用］特約条項 もくじ に戻る



外来時手術保障特約［総合保険用］特約条項 4

第 3条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

	第 2 条	 備考

⓭　被保険者が、地震、噴火も
しくは津波または戦争その他
の変乱によって手術または放
射線治療を受けた場合、その
事由によって手術または放射
線治療を受けた被保険者の数
の増加がこの特約の計算の基
礎に及ぼす影響が少ないと当
会社が認めたときには、当会
社は、その影響の程度に応
じ、外来時手術給付金もしく
は外来時放射線治療給付金の
全額を支払いまたはその金額
を削減して支払います。

⓮　「薬物依存」とは、平成 6
年10月12日総務庁告示第75号
に基づく厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害お
よび死因統計分類提要ＩＣＤ－
10（2003年版）準拠」（平成
18年 1月 1日現在）に記載さ
れた分類のうち、Ｆ11.2、Ｆ
12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ
16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ
れる内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、
コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬などを含みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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外来時手術保障特約［総合保険用］特約条項 5

第 4条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開始時❶

以後に発病した疾病❷または発生した
傷害によって、この特約の責任開始時
から保険料払込期間の満了時までに、
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害
状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込
免除事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開始時❶

以後に発生した不慮の事故（別表 2）
による傷害を直接の原因として、その
事故の日から180日以内に、かつ、こ
の特約の責任開始時から保険料払込期
間の満了時までに、身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の障害状態
に該当したとき❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込
免除事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする
事故

4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持た
ないで運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転ま
たはこれに相当する運転をしている間に
生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

第 5条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

	第 4 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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外来時手術保障特約［総合保険用］特約条項 6

第 6条 特約の消滅

①　外来時手術給付金および外来時放射線治療給付金が支払われた場合で、かつ、次の
いずれも満たすときには、その支払事由発生のいずれか遅い時にさかのぼって、この
特約は消滅します。
1．外来時手術給付金および外来時放射線治療給付金のそれぞれの支払事由発生日か
ら起算して60日以内に、この特約の保険期間が満了すること
2．この特約の保険期間が満了する日の翌日における被保険者の年齢が、この特約の
付加の際に定めた更新限度年齢を超えるため、この特約が更新されないことになる
こと

②　当会社は、第①項の場合、この特約の返戻金（第 7条）があるときはこれを給付金
の受取人に支払います。
③　当会社は、被保険者の死亡により「被保険者が死亡したときに保険金等を支払うこ
とを規定している特約」について積立金を支払う場合、この特約の積立金❶があると
きはこれを保険契約者に支払います。

第 7条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 8条 基準給付金額の減額

　保険契約者は、この特約の基準給付金額を減額することができます。ただし、当会社
は、減額後のこの特約の基準給付金額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いま
せん。

第 9条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第10条 法令等の改正に伴う特約条項の変更

　公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、当会社は、主務官庁の認可を得て、
この特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、当会社はそ
の旨を改正に関する法令の公布の日から 6カ月以内にあらかじめ保険契約者に通知しま
す。

第11条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成31年 4 月 2 日改正）

	第 6 条	 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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退院後通院治療保障特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 用語の定義

　この特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。

号 用語 定義

1 通院

医師（柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。）
による治療（柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。）が
必要であり、病院または診療所❶において、入院によらないで治
療を受けること（在宅医療❷を含みます。）をいいます。

2 対象入院

この特約の責任開始時❸以後に発病した疾病❹または発生した傷
害を直接の原因とした入院で、かつ、新・入院特約［総合保険用］
特約条項または終身入院特約［総合保険用］特約条項に規定する
入院給付金が支払われる入院のことをいいます❺。

3 支払対象期間

次の期間をいいます。
ア．対象入院を開始した直接の原因が悪性新生物・上皮内新生物
（別表 5）以外の場合

　　対象入院の退院時から、退院日の翌日を起算日として180日
が経過するまでの期間

イ．対象入院を開始した直接の原因が悪性新生物・上皮内新生物
（別表 5）の場合

　　対象入院の退院時から、退院日の翌日を起算日として730日
が経過するまでの期間

第 2条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。この場合、新・入院特約
［総合保険用］または終身入院特約［総合保険用］の付加を要します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立
総合保障保険普通保険約款（以下、「普通保
険約款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

	第 1 条	 備考

❶　「病院または診療所」とは、
次の各号のいずれかに該当し
たものとします。
　⑴　医療法に定める日本国内
にある病院または診療所
（四肢における骨折、脱臼、
捻挫または打撲に関し施術
を受けるため、柔道整復師
法に定める施術所で施術を
受ける場合に限り、その施
術所を含みます。）

　⑵　上記⑴の場合と同等の日
本国外にある医療施設

❷　医師による治療が必要であ
り、かつ、備考❶の病院また
は診療所における治療が困難
なため、医師または医師の指
示により病院または診療所か
ら訪問した者による治療を自
宅等で受けることをいいます。

❸　第 2条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
5年ごと配当付組立総合保障
保険普通保険約款の規定によ
り保障が開始する時をいいま
す。

この特約の内容 退院後の通院時に受けた療養に対する保障

給 付 金 の 種 類 通院治療給付金、通院治療一時金

保 険 期 間 有期

型 給付金額に応じて「Ⅰ型」、「Ⅱ型」、「Ⅲ型」があります。

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表 5、別表14

退院後通院治療保障特約［総合保険用］特約条項

❹❺は次のページにあります。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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退院後通院治療保障特約［総合保険用］特約条項 2

第 3条 通院治療給付金および通院治療一時金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって通院治療給付金および通院治療一時金を支
払います。

種
類

支払事由（給付金および
一時金を支払う場合） 型 給付金額

受
取
人

免責事由（「支払事由」に該当しても
給付金および一時金を支払わない場合）

通
院
治
療
給
付
金

被保険者がこの特約の責
任開始時❶から保険期間
の満了時までに、次のす
べてを満たす通院をした
とき
1．この特約の責任開始
時以後に発病した疾
病❷または発生した
傷害を直接の原因と
した入院で、かつ、
新・入院特約［総合
保険用］特約条項ま
たは終身入院特約
［総合保険用］特約
条項に規定する入院
給付金が支払われる
入院の直接の原因と
なった疾病または傷
害の治療を目的とし
た通院❸であること

2．支払対象期間中の通
院であること

3．公的医療保険制度
（別表14）における
保険給付の対象とな
る通院であること

Ⅰ
型

通院 1回
につき、

通院時の
療養に係
る診療報
酬点数❹

×
1円

被
保
険
者
❺

次のいずれかの事由によって被保
険者が支払事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為または犯
罪行為

2．保険契約者または被保険者の
故意または重大な過失

3．被保険者の精神障害の状態を
原因とする事故

4．被保険者の泥酔の状態を原因
とする事故

5．被保険者が法令に定める運転
資格を持たないで運転してい
る間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気
帯び運転またはこれに相当す
る運転をしている間に生じた
事故

7．地震、噴火または津波❻

8 ．戦争その他の変乱❻

9 ．被保険者の薬物依存❼

10．頸
けい

部
ぶ

症
しょう

候
こう

群
ぐん

（いわゆる「む
ちうち症」）または腰痛でい
ずれも他覚所見のないもの

Ⅱ
型

通院 1回
につき、

通院時の
療養に係
る診療報
酬点数❹

×
2円

Ⅲ
型

通院 1回
につき、

通院時の
療養に係
る診療報
酬点数❹

×
3円

通
院
治
療
一
時
金

被保険者が 1回の対象入
院の支払対象期間中に通
院治療給付金の支払われ
る初回の通院をしたとき

Ⅰ
型

1万円 ——Ⅱ
型

Ⅲ
型

	第 3 条	 備考

❶　第 2条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　美容上の処置、疾病を直接
の原因としない不妊手術、正
常な分娩（自然頭位分娩な
ど）、治療を伴わない人間
ドック検査、治療処置を伴わ
ない薬剤・治療材料の購入、
受取りのみの通院などは、
「治療を目的とした通院」に
は該当しません。

	第 1 条	 備考

❺　継続している入院において
入院給付金が支払われない期
間がある場合、入院給付金が
支払われない期間の入院を含
みます。

❹❺❻❼は次のページにありま
す。

❹　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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退院後通院治療保障特約［総合保険用］特約条項 3

②　通院治療給付金および通院治療一時金の支払いにあたっては、第①項の規定による
ほか、次に定めるところによります。
1．同一の日に 2回以上支払事由に該当する通院をしたときは、 1回の通院とみなし
て、本条の規定を適用します。この場合、それぞれの通院時の療養に係る診療報酬
点数を合計して通院治療給付金額を計算します。
2．次のいずれかの事由に該当したときは、 1回の通院における「通院時の療養に係
る診療報酬点数❹」を500点とみなして通院治療給付金額を計算します。
ア． 1回の通院における「通院時の療養に係る診療報酬点数」が500点未満のとき
イ． 1回の通院における「通院時の療養に係る診療報酬点数」が算定されないため
に通院治療給付金額が計算できないとき

3．通院治療給付金の支払いの限度は、次表のとおりとします。

型

支払いの限度
1回の対象入院の支払対象期間中の通院❽についての限度

支払いを
通算した限度

対象入院を開始した直接の
原因が悪性新生物・上皮内
新生物（別表 5）以外の場合

対象入院を開始した直接の
原因が悪性新生物・上皮内
新生物（別表 5）の場合

Ⅰ型 20万円 40万円
600万円Ⅱ型 40万円 80万円

Ⅲ型 60万円 120万円

4．被保険者が 2回以上の対象入院❾をし、かつ、それぞれの対象入院を開始した直
接の原因となった疾病もしくは傷害が同一かまたは医学上重要な関係❿があると当
会社が認めたときは、それぞれの対象入院の直接の原因となった疾病または傷害の
治療を目的とした通院で、かつ、支払事由に該当する通院を「 1回の対象入院の支
払対象期間中の通院」とみなして、それぞれの通院について支払われる通院治療給
付金を合算して第 3号の規定を適用します。この場合、通院治療一時金の支払いは
1回のみとします。　
5．被保険者が悪性新生物・上皮内新生物（別表 5）および悪性新生物・上皮内新生
物（別表 5）以外の疾病または傷害を直接の原因として 1回の対象入院をした場	
合、通院治療給付金および通院治療一時金の支払いにあたっては、入院日および退
院日をその対象入院の入院日および退院日と同一とする次のアおよびイの対象入	
院が、それぞれ別の 1回の対象入院として生じたものとみなします。
ア．悪性新生物・上皮内新生物（別表 5）を直接の原因として開始した対象入院⓫

イ．悪性新生物・上皮内新生物（別表 5）以外の疾病または傷害を直接の原因とし
て開始した対象入院⓬

6 ．被保険者が 2回以上の対象入院をした後、それぞれの対象入院の支払対象期間が
重複している期間中に、支払事由に重複して該当する通院をした場合、第 3号およ
び第 4号の規定の適用ならびに通院治療一時金の支払いにあたっては、その通院
を、次のアおよびイのいずれも満たす通院とみなします。ただし、直前の対象入	
院⓭が第 5号に定めるアおよびイの対象入院であるときは、第 5号アの入院を直前
の対象入院とします⓮。
ア．直前の対象入院の退院日に開始した支払対象期間中の通院
イ．直前の対象入院を開始した直接の原因となった疾病または傷害の治療を目的と
した通院

7．支払対象期間中にこの特約の保険期間が満了したときには、その支払対象期間中
の通院は、この特約の有効中の通院とみなします。
8．対象入院中にこの特約の保険期間が満了したときには、その対象入院の退院日に
開始する支払対象期間中の通院は、この特約の有効中の通院とみなします。
9．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に入院を開始した場合でも、次のときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に

	第 3 条	 備考

❻　被保険者が、地震、噴火も
しくは津波または戦争その他
の変乱によって通院した場
合、その事由によって通院し
た被保険者の数の増加がこの
特約の計算の基礎に及ぼす影
響が少ないと当会社が認めた
ときには、当会社は、その影
響の程度に応じ、通院治療給
付金の全額を支払いまたはそ
の金額を削減して支払います。

❼　「薬物依存」とは、平成 6
年10月12日総務庁告示第75号
に基づく厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害お
よび死因統計分類提要ＩＣＤ－
10（2003年版）準拠」（平成
18年 1月 1日現在）に記載さ
れた分類のうち、Ｆ11.2、Ｆ
12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ�
16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ
れる内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、
コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬などを含みます。

❽　第 4号によって「 1回の対
象入院の支払対象期間中の通
院」とみなされる場合を含み
ます。

❿　「医学上重要な関係」とは、
たとえば、高血圧症とそれに
起因する心臓疾患あるいは腎
臓疾患の関係や、胃がんと転
移した肝臓がんの関係をいい
ます。

❾　前回の対象入院の退院日の
翌日から180日経過後に開始
した対象入院は除きます。

⓫⓬⓭⓮は次のページにありま
す。

❶は前のページにあります。

❺　通院治療給付金および通院
治療一時金の受取人を被保険
者以外の者に変更することは
できません。

❹　「通院時の療養に係る診療
報酬点数」は、通院の直接の
原因となった疾病または傷害
に対する療養に係る診療報酬
点数（厚生労働省告示に基づ
くもの）とします。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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退院後通院治療保障特約［総合保険用］特約条項 4

発生したものとみなします。
ア．この特約の責任開始時の属する日から 2年を経過した後に入院を開始したとき
イ．この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を
知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

10．次のいずれかに該当する通院については、第 2号の規定にかかわらず、通院治療
給付金は支払いません。
ア．「通院時の療養に係る診療報酬点数❹」のすべてがその通院時ではなく別の通	
院時に算定される通院

イ．入院中における他の病院または診療所⓯への通院、かつ、その「通院時の療養
に係る診療報酬点数❹」のすべてが通院をした病院または診療所ではなく入院中
の病院または診療所で算定される通院

第 4条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

⓬　 2以上の悪性新生物・上皮
内新生物（別表 5）以外の疾
病または傷害の治療を目的と
した対象入院となる場合、対
象入院中に最初に治療を開始
した疾病または傷害を直接の
原因として対象入院を開始し
たものとします。

⓭　「直前の対象入院」とは、
通院の治療の目的となった疾
病または傷害を直接の原因と
する複数の対象入院（「 1回
の対象入院の支払対象期間中
の通院についての限度」に到
達した対象入院を除きます。）
のうち、通院の直前の対象入
院のことをいいます。

	第 3 条	 備考

⓮　第 5号アの入院が、「 1回
の対象入院の支払対象期間中
の通院についての限度」に到
達した場合は、第 5号イの入
院を直前の対象入院とします。

⓯　「病院または診療所」とは、
次の各号のいずれかに該当し
たものとします。
　⑴　医療法に定める日本国内
にある病院または診療所
（四肢における骨折、脱臼、
捻挫または打撲に関し施術
を受けるため、柔道整復師
法に定める施術所で施術を
受ける場合に限り、その施
術所を含みます。）

　⑵　上記⑴の場合と同等の日
本国外にある医療施設

⓫　 2以上の悪性新生物・上皮
内新生物（別表 5）の治療を
目的とした対象入院となる場
合、対象入院中に最初に治療
を開始した悪性新生物・上皮
内新生物（別表 5）を直接の
原因として対象入院を開始し
たものとします。

❹は前のページにあります。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

278

退院後通院治療保障特約［総合保険用］特約条項 もくじ に戻る



退院後通院治療保障特約［総合保険用］特約条項 5

第 5条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発病した疾病❷ま
たは発生した傷害によって、こ
の特約の責任開始時から保険料
払込期間の満了時までに、身体
障害表（別表 1）の第 1級の障
害状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ
れに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。
③　この特約の特約保険料の払込みが免除された後は、第 9条（特約の型の変更）の規
定は適用しません。

	第 5 条	 備考

❶　第 2条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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退院後通院治療保障特約［総合保険用］特約条項 6

第 6条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

第 7条 特約の消滅

①　次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1．新・入院特約［総合保険用］および終身入院特約［総合保険用］が解約または解
除されたとき
2．通院治療給付金の支払いが、600万円の支払限度（第 3条第②項第 3号）に達し	
たとき

②　当会社は、第①項第 1号の場合、この特約の返戻金（第 8条）があるときはこれを
保険契約者に支払います。
③　当会社は、被保険者の死亡により「被保険者が死亡したときに保険金等を支払うこ
とを規定している特約」について積立金を支払う場合、この特約の積立金❶があると
きはこれを保険契約者に支払います。

第 8条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 9条 特約の型の変更

①　保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、当会社の承諾を得て、この特約
の型を次表のとおり変更することができます。ただし、この特約の特約保険料の払込
免除後は変更することはできません。

変更前 変更後 型の変更日（変更後の特約の
型による保障が開始する日） 変更の際の取扱い

Ⅰ型
Ⅱ型または
Ⅲ型 型の変更の際の告知があった

日の属する月の翌月における
契約応当日

保険契約者は、当会社の定める
方法によって計算した金額を当
会社の指定した期日までに払い
込んでください。Ⅱ型 Ⅲ型

Ⅱ型 Ⅰ型
当会社の承諾した日

当会社は、当会社の定める方法
によって計算した金額を保険契
約者に支払います。Ⅲ型

Ⅰ型または
Ⅱ型

②　第①項でⅡ型からⅠ型に、またはⅢ型からⅠ型もしくはⅡ型に変更する場合、当会
社は、「告知義務」に関する普通保険約款の規定にかかわらず、保険契約者および被	
保険者に対して、この特約の保険事故発生の可能性に関する告知を求めません。
③　特約の型が変更された場合、当会社の定める方法により、将来の特約保険料を変更
します。
④　保険契約者は、特約の型を変更する場合には、当会社の定める書類を提出してくだ
さい。

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

	第 7 条	 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第10条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第11条 法令等の改正に伴う特約条項の変更

　公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、当会社は、主務官庁の認可を得て、
この特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、当会社はそ
の旨を改正に関する法令の公布の日から 6カ月以内にあらかじめ保険契約者に通知しま
す。

第12条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

第13条 特約の内容変更等の効力

①　第 9条（特約の型の変更）に規定する手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の
通知を発した時から生じるものとします。
②　第 9条（特約の型の変更）に規定する手続きの請求は、請求後に保険契約者が死亡
し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合に
おいても、効力を有するものとします。

（平成26年 6 月 2 日実施令和 2年 3月 2日改正）
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退院給付特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。この場合、新・入院特約
［総合保険用］または終身入院特約［総合保険用］の付加を要します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立
総合保障保険普通保険約款（以下、「普通保
険約款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

第 2条 退院給付金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって退院給付金を支払います。

種
類

支払事由
（退院給付金を支払う場合） 給付金額

受
取
人

退
院
給
付
金

被保険者が、この特約の責任開始時❶か
ら保険期間の満了時までに、この特約の
責任開始時以後に発病した疾病❷または
発生した傷害を直接の原因として新・入
院特約［総合保険用］特約条項または終
身入院特約［総合保険用］特約条項に規
定する入院給付金の支払われる継続した
5日以上の入院をしたのち生存して退院
したとき

入院 1回につき、

基準退院給付金額

×

下表に定める入院日数に
応ずる給付倍率

入院日数が継続して 5日
以上10日未満のとき

1倍

入院日数が継続して10日
以上20日未満のとき

2倍

入院日数が継続して20日
以上のとき

4倍

被
保
険
者
❸

②　退院給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところに
よります。
1．退院給付金の支払いは、給付倍率を通算して140倍をもって限度とします。

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　退院給付金の受取人を被保
険者以外の者に変更すること
はできません。

この特約の内容 入院後の退院に対する保障

給 付 金 の 種 類 退院給付金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2

退院給付特約［総合保険用］特約条項

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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2 ．被保険者が、新・入院特約［総合保険用］特約条項または終身入院特約［総合保
険用］特約条項に定める入院給付金の支払事由に該当する入院❹を 2回以上し、か
つ、それぞれの入院を開始した直接の原因となった疾病または傷害が同一かまたは
医学上重要な関係❺があると当会社が認めたときは、それらの入院を 1回の入院と
みなし、第①項の規定を適用します。
3．被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したときには、保険期間が満了し
た日の翌日から180日以内のその継続している入院の退院は、この特約の有効中の
退院とみなします。
4．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に入院を開始した場合でも、次のときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に
発生したものとみなします。
ア．責任開始時の属する日から 2年を経過した後に入院を開始したとき
イ．この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を
知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

第 3条 特約の保険期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

第 4条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発病した疾病❷ま
たは発生した傷害によって、こ
の特約の責任開始時から保険料
払込期間の満了時までに、身体
障害表（別表 1）の第 1級の障
害状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除
事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除
事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ
れに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

❹　入院給付金が支払われるこ
ととなった前回の入院の退院
日の翌日から180日経過後に
開始した入院は除きます。

❺　「医学上重要な関係」とは、
たとえば、高血圧症とそれに
起因する心臓疾患あるいは腎
臓疾患の関係や、胃がんと転
移した肝臓がんの関係をいい
ます。

	第 4 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

	第 2 条	 備考

❹❺は次のページにあります。

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

第 5条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

第 6条 特約の消滅

①　次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1．新・入院特約［総合保険用］および終身入院特約［総合保険用］が解約または解
除されたとき
2．退院給付金の支払いが、給付倍率を通算して140倍の支払限度（第 2条第②項第	
1 号）に達したとき

②　当会社は、第①項第 1号の場合、この特約の返戻金（第 7条）があるときはこれを
保険契約者に支払います。
③　当会社は、被保険者の死亡により「被保険者が死亡したときに保険金等を支払うこ
とを規定している特約」について積立金を支払う場合、この特約の積立金❶があると
きはこれを保険契約者に支払います。

第 7条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 8条 基準退院給付金額の減額

①　保険契約者は、この特約の基準退院給付金額を減額することができます。ただし、
当会社は、減額後のこの特約の基準退院給付金額が当会社の定める限度を下回る減額
は取り扱いません。
②　新・入院特約［総合保険用］または終身入院特約［総合保険用］の入院給付金日額
が減額された場合に、入院給付金日額に対するこの特約の基準退院給付金額の割合が
当会社の定める限度をこえるときには、当会社の定める方法により、この特約の基準
退院給付金額も同時に当会社の定める限度まで減額されます。

第 9条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定	
める特約の返戻金の合計額に含めます。

第10条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）

	第 6 条	 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

	第 4 条	 備考

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。
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第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総
合保障保険普通保険約款（以下、「普通保険約
款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

第 2条 先進医療給付金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって先進医療給付金を支払います。

種
類

支払事由
（先進医療給付金を

支払う場合）

給
付
金
額

受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても

先進医療給付金を支払わない場合）

先
進
医
療
給
付
金

被保険者が、この特約
の責任開始時❶以後に
発病した疾病❷または
発生した傷害を直接の
原因として、この特約
の責任開始時から保険
期間の満了時までに先
進医療（別表15）によ
る療養を受けたとき

先
進
医
療
の
技
術
に
係
る
費
用
❸
と
同
額

被
保
険
者
❹

次のいずれかの事由によって被保険者が支払事
由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為または犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重
大な過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事
故

4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たな
いで運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転また
はこれに相当する運転をしている間に生じ
た事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

9 ．被保険者の薬物依存❻

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　「先進医療の技術に係る費
用」には、次の費用などは含
みません。
　・公的医療保険制度（別表
14）の法律に基づき保険給
付の対象となる費用（自己
負担部分を含む）

　・先進医療以外の評価療養の
ための費用

　・選定療養のための費用
　・食事療養のための費用
　・生活療養のための費用

❹　先進医療給付金の受取人を
被保険者以外の者に変更する
ことはできません。

この特約の内容 先進医療の技術に係る費用に対する保障

給 付 金 の 種 類 先進医療給付金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表14、別表15

先進医療保障特約［総合保険用］特約条項

❺❻は次のページにあります。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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②　先進医療給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるとこ
ろによります。
1．先進医療給付金の支払いは、給付金額を通算して2,000万円を限度とします。
2．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に療養を受けた場合でも、次のときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に発
生したものとみなします。
ア．この特約の責任開始時の属する日から 2年を経過した後に療養を受けたとき
イ．この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を
知っていたとき、または過失によって知らなかったとき

第 3条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

第 4条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発病した疾病❷ま
たは発生した傷害によって、こ
の特約の責任開始時から保険料
払込期間の満了時までに、身体
障害表（別表 1）の第 1級の障
害状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除
事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除
事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ
れに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

	第 4 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❻　「薬物依存」とは、平成 6
年10月12日総務庁告示第75号
に基づく厚生労働省大臣官房
統計情報部編「疾病、傷害お
よび死因統計分類提要ＩＣＤ－
10（2003年版）準拠」（平成
18年 1月 1日現在）に記載さ
れた分類のうち、Ｆ11.2、Ｆ
12.2、Ｆ13.2、Ｆ14.2、Ｆ15.2、Ｆ
16.2、Ｆ18.2、Ｆ19.2に規定さ
れる内容によるものとし、薬
物には、モルヒネ、アヘン、
コカイン、大麻、精神刺激薬、
幻覚薬などを含みます。

❺　被保険者が、地震、噴火も
しくは津波または戦争その他
の変乱によって療養を受けた
場合でも、その事由によって
療養を受けた被保険者の数の
増加がこの特約の計算の基礎
に及ぼす影響が少ないと当会
社が認めたときには、当会社
は、その影響の程度に応じ、
先進医療給付金の全額を支払
いまたはその金額を削減して
支払います。

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❸❹❺は次のページにあります。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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先進医療保障特約［総合保険用］特約条項 3

第 5条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

第 6条 特約の消滅

①　先進医療給付金の支払いが、2,000万円の支払限度（第 2条第②項第 1号）に達した
時、この特約は消滅します。
②　当会社は、被保険者の死亡により「被保険者が死亡したときに保険金等を支払うこ
とを規定している特約」について積立金を支払う場合、この特約の積立金❶があると
きはこれを保険契約者に支払います。

第 7条 特約の返戻金

　この特約の返戻金は、この特約の特約保険料が払い込まれた年月数および経過した年
月数により計算します。

第 8条 保険料の自動振替貸付

　この特約の返戻金額は、「保険料の自動振替貸付」に関する普通保険約款の規定に定め
る特約の返戻金の合計額に含めます。

第 9条 法令等の改正に伴う特約条項の変更

　公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、当会社は、主務官庁の認可を得て、
この特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、当会社はそ
の旨を改正に関する法令の公布の日から 6カ月以内にあらかじめ保険契約者に通知しま
す。

第10条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

	第 4 条	 備考

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

	第 6 条	 備考

❶　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。
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特定損傷給付特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立
総合保障保険普通保険約款（以下、「普通保
険約款」といいます。）の規定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める中途付加日

この特約の内容 骨折、関節脱臼、腱の断裂、熱傷または永久歯の喪失の治療に対する保障

給 付 金 の 種 類 特定損傷給付金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 1、別表 2、別表16

特定損傷給付特約［総合保険用］特約条項
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特定損傷給付特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 特定損傷給付金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって特定損傷給付金を支払います。

種
類

支払事由
（特定損傷給付金を支払う場合） 給付金額

受
取
人

免責事由（「支払事由」に該当しても
特定損傷給付金を支払わない場合）

特
定
損
傷
給
付
金

被保険者が次のすべてを満たす
治療❶を受けたとき
1．この特約の責任開始時❷以
後に発生した不慮の事故
（別表 2）を直接の原因と
する次のいずれかの損傷
（以下「特定損傷」といい
ます。）に対する治療であ
ること
ａ．骨折（別表16）
ｂ．関節脱臼（別表16）
ｃ．腱の断裂（別表16）
ｄ．熱傷（別表16）
ｅ．永久歯の喪失（別表
16）

2 ．不慮の事故（別表 2）の日
から180日以内のこの特約
の責任開始時から保険期間
の満了時までの特定損傷に
対する治療であること

3．病院または診療所❸におけ
る特定損傷に対する治療で
あること

同一の不
慮の事故
（別表2）
による特
定損傷に
対する治
療 に つ
き、特定
損傷給付
金額

被
保
険
者
❹

次のいずれかの事由によって被
保険者が支払事由に該当したと
き
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者
の故意または重大な過失

3．被保険者の精神障害の状態
を原因とする事故

4．被保険者の泥酔の状態を原
因とする事故

5．被保険者が法令に定める運
転資格を持たないで運転し
ている間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒
気帯び運転またはこれに相
当する運転をしている間に
生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　特定損傷給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるとこ
ろによります。
1．特定損傷給付金の支払いは、給付金支払回数❻を通算して10回を限度とします。
2．被保険者が同一の不慮の事故（別表 2）を直接の原因として、次に該当する治療
を受けたとき、特定損傷給付金は重複して支払いません。
ア． 2回以上支払事由に該当する治療を受けたとき
イ．特定損傷の種類または損傷を受けた部位が 2以上の場合に、それぞれの損傷に
対して、治療を受けたとき

3．被保険者が、この特約の責任開始時❷前に発生した原因によって責任開始時以後
に治療を受けた場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社
が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、
その原因はこの特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

	第 2 条	 備考

❶　「治療」とは、医師または
歯科医師による治療のことを
いい、往診治療を含みます。
以下同じ。

❷　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❸　「病院または診療所」とは、
次の各号のいずれかに該当し
たものとします。
　⑴　医療法に定める日本国内
にある病院または診療所
（四肢における骨折、脱臼、
捻挫または打撲に関し施術
を受けるため、柔道整復師
法に定める施術所で施術を
受ける場合に限り、その施
術所を含みます。）

　⑵　上記⑴の場合と同等の日
本国外にある医療施設

❹　特定損傷給付金の受取人を
被保険者以外の者に変更する
ことはできません。

❺　被保険者が、地震、噴火も
しくは津波または戦争その他
の変乱によって特定損傷に対
する治療を受けた場合、その
事由によって特定損傷に対す
る治療を受けた被保険者の数
の増加がこの特約の計算の基
礎に及ぼす影響が少ないと当
会社が認めたときには、当会
社は、その影響の程度に応
じ、特定損傷給付金の全額を
支払いまたはその金額を削減
して支払います。

❻　特定損傷給付金を支払う回
数をいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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特定損傷給付特約［総合保険用］特約条項 3

第 3条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

第 4条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応
当日のこの特約の特約保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこ
の特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。

払込免除事由
（特約保険料の払込みを免除する場合）

「払込免除事由」に該当しても
特約保険料の払込みを免除できない場合

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発病した疾病❷ま
たは発生した傷害によって、こ
の特約の責任開始時から保険料
払込期間の満了時までに、身体
障害表（別表 1）の第 1級の障
害状態に該当したとき❸

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為
2．被保険者の犯罪行為
3．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

4．戦争その他の変乱❺

被保険者が、この特約の責任開
始時❶以後に発生した不慮の事
故（別表 2）による傷害を直接
の原因として、その事故の日か
ら180日以内に、かつ、この特
約の責任開始時から保険料払込
期間の満了時までに、身体障害
表（別表 1）の第 2級または第
3級の障害状態に該当したと
き❹

次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事
由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者または被保険者の故意または重大な
過失

3．被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4．被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5．被保険者が法令に定める運転資格を持たないで
運転している間に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこ
れに相当する運転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❺

8 ．戦争その他の変乱❺

②　被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後に
身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態または第 2級もしくは第 3級の障害状態に
該当した場合でも、この特約の付加または復活の際の告知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は
この特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。

第 5条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

第 6条 特約の消滅

　特定損傷給付金の支払いが、給付金支払回数10回の支払限度（第 2条第②項第 1号）
に達した時、この特約は消滅します。

	第 4 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　「発病した疾病」の発病は、
次の各号のいずれか早い時と
します。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その疾病の症状を自
覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その疾病に
ついて医師の診察を受けた
時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❸　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発病した疾病または発
生した傷害（責任開始時前に
すでに生じていた障害状態の
原因となった疾病または傷害
と因果関係のない疾病または
傷害に限ります。）を原因と
する障害状態が新たに加わっ
て身体障害表（別表 1）の第
1級の障害状態に該当したと
きを含みます。

❹　責任開始時前にすでに生じ
ていた障害状態に責任開始時
以後に発生した不慮の事故
（別表 2）による傷害を直接
の原因とする障害状態が新た
に加わって身体障害表（別表
1）の第 2級または第 3級の
障害状態に該当したときを含
みます。

❺　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって障害状態に該当
した場合、その事由によって
障害状態に該当した被保険者
の数の増加がこの特約の計算
の基礎に及ぼす影響が少ない
と当会社が認めたときには、
当会社は、この特約の特約保
険料の払込みを免除します。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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特定損傷給付特約［総合保険用］特約条項 4

第 7条 特約の返戻金

　この特約には返戻金はありません。

第 8条 特定損傷給付金額の減額

　保険契約者は、この特約の特定損傷給付金額を減額することができます。ただし、当
会社は、減額後のこの特約の特定損傷給付金額が当会社の定める限度を下回る減額は取
り扱いません。

第 9条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）

291

特定損傷給付特約［総合保険用］特約条項 もくじ に戻る



保険料充当原資積立特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 用語の定義

　この保険料充当原資積立特約［総合保険用］特約条項において使用される用語の定義
は、次のとおりとします。

用語 定義

基準保険料

「基準保険料」とは、この特約の付加の際、当会社の定める金額の範囲
内で、保険契約者の申出によって定めた金額とし、基準保険料を基準と
してこの特約の特約保険料を定めます。
ただし、この特約の付加後にその金額が変更されたときは、変更後の金
額をいいます。

第 2条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。この場合、更新特約［総
合保険用］特約条項に定める主特約の付加を要します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総合保障保険普
通保険約款（以下、「普通保険約款」といいます。）の規定に
定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険用］特約条項に
定める中途付加日

この特約の内容
将来の保険契約の保険料に充当するための充当原資を事前に積み立て、保険期
間満了時の保険料充当金を充当原資として保険料充当特約［総合保険用］に移
管し、その後の保険契約の保険料に充当することを目的としています。

給 付 金 の 種 類 保険料充当金、災害死亡給付金、死亡給付金

保 険 期 間 有期

対 応 す る 別 表 別表 2、別表12

保険料充当原資積立特約［総合保険用］特約条項
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保険料充当原資積立特約［総合保険用］特約条項 2

第 3条 保険料充当金の移管および支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって保険料充当金を保険料充当特約［総合保険
用］に移管し、または、支払います。

種
類

支払事由
（保険料充当金を支払う場合）

支
払
金
額

取扱い

保
険
料
充
当
金

被保険者がこの特約の
保険期間満了時に生存
しているとき

保
険
料
充
当
金
額
❶

この特約の保険期
間満了日の翌日に
更新特約［総合保
険用］特約条項に
定める主特約の全
部または一部が更
新されるとき

この特約の保険期間満了日の翌
日に保険料充当金を充当原資と
して保険料充当特約［総合保険
用］に移管します。ただし、保
険契約者からあらかじめ、当会
社の定める取扱いの範囲内で、
保険料充当金の全部または一部
について保険料充当特約［総合
保険用］に移管しない旨の申出
があったときは、移管しない保
険料充当金を保険契約者に支払
います。

この特約の保険期
間満了日の翌日に
更新特約［総合保
険用］特約条項に
定める主特約がい
ずれも更新されな
いとき

保険契約者に支払います。

②　第①項に基づき保険料充当特約［総合保険用］に移管された充当原資は、保険料充
当特約［総合保険用］特約条項によって取り扱います。

	第 3 条	 備考

❶　基準保険料、被保険者の年
齢およびこの特約の保険期間
によって定まります。ただ
し、保険契約の締結後にこの
特約を付加する場合（第13条
の規定によりこの特約を付加
する場合は除きます。）は、
基準保険料、被保険者の年齢
および中途付加日からこの特
約の保険期間満了日までの期
間に応じて定まります。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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保険料充当原資積立特約［総合保険用］特約条項 3

第 4条 災害死亡給付金または死亡給付金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって災害死亡給付金または死亡給付金を支払い
ます。

種
類

支払事由
（給付金を支払う場合） 給付金額

受
取
人

免責事由（「支払事由」に該当しても
給付金を支払わない場合）

災
害
死
亡
給
付
金

1 ．被保険者が、この特
約の責任開始時❶以
後に発生した不慮の
事故（別表 2）によ
る傷害を直接の原因
として、その事故の
日から180日以内に、
かつ、この特約の責
任開始時から保険期
間の満了時までに、
死亡したとき❷

2 ．被保険者が、この特
約の責任開始時❶以
後に発病した特定感
染症❸（別表12）を
直接の原因として、
この特約の責任開始
時から保険期間の満
了時までに死亡した
とき❷

被保険者が
死亡した日
の積立金❺

の1 . 1倍相
当額 死

亡
保
険
金
受
取
人

次のいずれかの事由によって被保険
者が支払事由に該当したとき
1．被保険者の犯罪行為
2．保険契約者、被保険者または死
亡保険金受取人の故意または重
大な過失

3．被保険者の精神障害の状態を原
因とする事故

4．被保険者の泥酔の状態を原因と
する事故

5．被保険者が法令に定める運転資
格を持たないで運転している間
に生じた事故

6．被保険者が法令に定める酒気帯
び運転またはこれに相当する運
転をしている間に生じた事故

7．地震、噴火または津波❻

8 ．戦争その他の変乱❻

死
亡
給
付
金

被保険者がこの特約の責
任開始時❶から保険期間
の満了時までに死亡した
場合❷で、かつ、災害死
亡給付金の支払事由に該
当しなかったとき❹

被保険者が
死亡した日
の積立金❺

相当額

次のいずれかの事由によって被保険
者が支払事由に該当したとき
1．この特約の責任開始時❶の属す
る日から、 3年以内における被
保険者の自殺

2．保険契約者または死亡保険金受
取人の故意

3．戦争その他の変乱❻

②　給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところにより
ます。
1．死亡保険金受取人が 2人以上いる場合で、アまたはイに該当するときには、それ
ぞれ以下のとおり取り扱います。
ア．災害死亡給付金または死亡給付金の支払事由に該当した場合で、かつ、死亡保
険金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたとき

ａ

災害死亡給付金または死亡給付金のう
ち、故意により被保険者を死亡させた
死亡保険金受取人（以下、本号におい
て、「故意により死亡させた受取人」と
いいます。）の受取割合分について

故意により死亡させた受取人には支払
いません。
また、故意により死亡させた受取人が
保険契約者と同一人である場合を除き、
その積立金❺を保険契約者に支払いま
す。

ｂ
災害死亡給付金または死亡給付金のう
ち、ａによって支払われない分を除いた
残額について

故意により死亡させた受取人以外の死
亡保険金受取人に、それぞれの受取割
合に応じて支払います。

	第 4 条	 備考

❶　第 2条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❷　被保険者の生死が不明の場
合でも、被保険者が死亡した
ものと当会社が認めたときを
含みます。

❸　「発病した特定感染症」の
発病は、次の各号のいずれか
早い時とします。
　⑴　被保険者または保険契約
者が、その特定感染症の症
状を自覚または認識した時

　⑵　被保険者が、その特定感
染症について医師の診察を
受けた時

　⑶　被保険者が、医師の診察
や健康診断等において異常
の指摘（要経過観察の指摘
を含みます。）を受けた時

❺　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❻　被保険者が地震、噴火もし
くは津波または戦争その他の
変乱によって死亡した場合、
その事由によって死亡した被
保険者の数の増加がこの特約
の計算の基礎に及ぼす影響が
少ないと当会社が認めたとき
には、当会社は、その程度に
応じ、給付金の全額を支払い
またはその金額を削減して支
払います。

❹　災害死亡給付金の支払事由
には該当したが、災害死亡給
付金の免責事由に該当したこ
とによって災害死亡給付金が
支払われなかった場合を含み
ます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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保険料充当原資積立特約［総合保険用］特約条項 4

イ．災害死亡給付金の支払事由に該当した場合で、かつ、死亡保険金受取人のうち
の一部の者が重大な過失により被保険者を死亡させたとき

a

災害死亡給付金のうち、重大な過失に
より被保険者を死亡させた死亡保険金
受取人（以下、本号において、「重過失
により死亡させた受取人」といいま
す。）の受取割合分について

重過失により死亡させた受取人には支
払いません❼。

ｂ
災害死亡給付金のうち、ａによって支払
われない分を除いた残額について

重過失により死亡させた受取人以外の
死亡保険金受取人に、それぞれの受取
割合に応じて支払います。

2．死亡給付金の免責事由のうち、次のいずれかの事由によって死亡給付金を支払わ
ない場合には、当会社は、この特約の積立金❺を保険契約者に支払います。
ア．責任開始時❶の属する日から、 3年以内における被保険者の自殺
イ．死亡保険金受取人❽の故意
ウ．戦争その他の変乱
3．被保険者が、この特約の責任開始時❶前に発生した原因によって責任開始時以後
に死亡した場合でも、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失に
よって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に発生したもの
とみなします。

第 5条 災害死亡給付金または死亡給付金の支払方法の選択

　保険契約者❶は、災害死亡給付金または死亡給付金の一時支払いに代えて、当会社の
定める取扱いの範囲内で、災害死亡給付金または死亡給付金について次のいずれかの支
払方法を選択することができます。
1．年金支払い（確定年金・保証期間付終身年金）
2．すえ置支払い

第 6条 特約の保険料払込期間および特約保険料の払込み

①　この特約の保険料払込期間はこの特約の保険期間と同一とします。
②　この特約の特約保険料は、この特約の保険料払込期間中、「保険料の払込み」およ	
び「保険料払込方法（経路）」に関する普通保険約款の規定により払い込まれるもの	
とします。

第 7条 特約の社員配当金

　普通保険約款に規定する保険契約の社員配当金とは別に、この特約の社員配当金を支
払うことがあります。

第 8条 特約の消滅等

①　次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1．更新特約［総合保険用］特約条項に定める主特約❶が保険金等の支払事由の発生
によってすべて消滅したとき
2．更新特約［総合保険用］特約条項に定める主特約が解約その他の事由によってす
べて消滅したとき
3．この特約以外のすべての特約の特約保険料の払込みを要しなくなったとき

②　第①項第 1号および第 3号の場合、この特約の積立金❷を、また、第①項第 2号の

❼　この場合、死亡給付金のう
ち重過失により死亡させた受
取人の受取割合分を当該受取
人に支払います。

❺　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶　第 2条（特約の付加および
保障の開始）の規定により保
障が開始する時をいいます。
復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❽　死亡保険金受取人が保険契
約者と同一人である場合を除
きます。

	第 5 条	 備考

❶　災害死亡給付金または死亡
給付金の支払事由発生後は、
死亡保険金受取人とします。

❶　生活サポート終身年金また
は高度障害年金を支払うこと
とした生活サポート終身年金
特約［総合保険用］または家
計保障年金特約［総合保険
用］は除きます。

❷　当会社の定める方法によっ
て計算されるこの特約に対す
る責任準備金のことをいいま
す。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

	第 4 条	 備考

	第 8 条	 備考
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保険料充当原資積立特約［総合保険用］特約条項 5

場合、この特約の返戻金を、当会社は、保険契約者❸に支払います。ただし、終身保
障変更特約［総合保険用］の付加により、第①項第 2号に該当したときは、この特約
の積立金を終身保障変更特約［総合保険用］特約条項に定める精算額に含めます。

第 9条 特約の返戻金の計算

　この特約の返戻金は、保険料が払い込まれた年月数および経過した年月数により計算
します。

第10条 基準保険料の減額

①　保険契約者は、この特約の基準保険料を減額することができます❶。ただし、当会
社は、減額後のこの特約の基準保険料が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱い
ません。
②　この特約の基準保険料が減額された場合、次のとおり取り扱います。
1．減額後の保険料充当金額は、この特約の付加時から減額後の基準保険料であった
ものとして計算します。
2．減額後の災害死亡給付金額および死亡給付金額は、この特約の付加時から減額後
の基準保険料を基準として定められたこの特約の特約保険料の払込みがあったも	
のとして計算します。

第11条 告知

　当会社は、「告知義務」に関する普通保険約款の規定にかかわらず、この特約の付加	
または復活の際、保険契約者および被保険者に対して、この特約の保険事故発生の可能
性に関する告知を求めません。

第12条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

第13条 この特約を更新特約［総合保険用］特約条項に定める主特約の更新
と同時に付加する場合の特則

①　この特約は、本条の定めるところにより、保険契約者の申出によって更新特約［総
合保険用］特約条項に定める主特約の更新と同時に保険契約に付加することができま
す。この場合、保険契約者は主特約の保険期間の満了日の 2カ月前までに申し出るこ
とを要します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障が開始する時（責任開始
時）は、第 2条（特約の付加および保障の開始）の規定にかかわらず、更新特約［総
合保険用］特約条項に定める主特約の更新日とします。
③　第②項の保障が開始する日を中途付加日とします。

（平成26年 6 月 2 日実施平成31年 4 月 2 日改正）

❸　保険金等を支払うときはそ
の保険金等の受取人とします。

	第10条	 備考

❶　この場合、「保険金額等の
減額」に関する普通保険約款
の規定を適用します。

	第 8 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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がん保険料払込免除特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および責任開始

①　この特約は、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組立総合保障保険契約（以
下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。この場合、免除対象特
約❶について、当会社の定める取扱いの範囲内で、この特約を適用します。ただし、免
除対象特約の一部についてこの特約を適用しないことを申し出ることはできません。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の責任開始時は、次のとおりと
します。

号 特約付加の時期 責任開始時

1 保険契約の締結時
「保障の開始」に関する 5年ごと配当付組立総合保障保険
普通保険約款（以下、「普通保険約款」といいます。）の規
定に定める時

2 保険契約の締結後
同時に付加される保障見直し特約［総合保険用］特約条項
に定める中途付加日

第 2条 特約保険料の払込免除

①　当会社は、被保険者が、「この特約の責任開始時❶の属する日からその日を含めて90
日を経過した日」以後に、悪性新生物（別表 4）と診断確定❷されたとき、その診断
確定された日後到来する契約応当日の免除対象特約の特約保険料の払込みを免除しま
す。
②　被保険者が、この特約の付加の際の責任開始時❸の属する日からその日を含めて90
日以内に悪性新生物（別表 4）と診断確定❷されたときは、特約保険料の払込みを免
除せず、この特約を無効とします。この場合、次の金額を保険契約者に払い戻します。

払い戻す金額
次の 1と 2の差額
1．すでに払い込まれた免除対象特約の特約保険料
2．上記1の特約保険料を第 5条に定める保険料率を適用しなかったものとして再計
算した金額

③　被保険者が、この特約の復活の際の責任開始時❹の属する日からその日を含めて90
日以内に悪性新生物（別表 4）と診断確定❷されたときは、特約保険料の払込みを免
除せず、この特約を無効とします。この場合、次の金額を保険契約者に払い戻します。

	第 1 条	 備考

❶　「免除対象特約」とは、 5
年ごと配当付組立総合保障保
険契約に付加された特約のう
ち、継続的に特約保険料の払
込みを要する特約（がん・上
皮内新生物保障特約［総合保
険用］および保険料充当原資
積立特約［総合保険用］を除
きます。）をいいます。以下
同じ。

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（特約の付加および
責任開始）第②項に定める責
任開始時をいいます。復活が
行なわれた場合は、「保険契
約の復活」に関する普通保険
約款の規定により保障が開始
する時（責任開始時）をいい
ます。

❷　「診断確定」は、病理組織
学的所見（生検）により医師
によってなされることを要し
ます。ただし、病理組織学的
所見（生検）が得られない場
合には、他の所見による診断
確定も認めることがあります。

❸　第 1条（特約の付加および
責任開始）第②項に定める責
任開始時をいいます。

❹　「保険契約の復活」に関す
る普通保険約款の規定により
保障が開始する時（責任開始
時）をいいます。

がん保険料払込免除特約［総合保険用］特約条項

この特約の内容 所定の悪性新生物（がん）と診断されたとき、以後の特約保険料の払込みを免
除します。

対 応 す る 別 表 別表 4

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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払い戻す金額
次の 1および 2の合計額
1．保険契約が効力を失った日❺における次のａとｂの差額
ａ．この特約を付加した場合の免除対象特約の返戻金
ｂ．この特約を付加しない場合の免除対象特約の返戻金
2．保険契約が効力を失った日以後の次のｃとｄの差額
ｃ．すでに払い込まれた免除対象特約の特約保険料
ｄ．上記ｃの特約保険料を第 5条に定める保険料率を適用しなかったものとして再
計算した金額

④　特約保険料の払込みが免除されたときには、以後払込期月の契約応当日ごとに免除
対象特約の特約保険料の払込みがあったものとして取り扱います。
⑤　普通保険約款に定める特約保険料の払込みが免除された後の取扱いについては、こ
の特約により特約保険料の払込みが免除された場合も同様とします。

第 3条 保険料の払込免除の請求手続き

　「保険金等の請求手続き」に関する普通保険約款の規定にかかわらず、がん保障特約
［総合保険用］が付加されている場合で、特約保険料の払込免除事由に該当し、かつ、	
がん保険金の請求があったときは、特約保険料の払込免除について保険契約者から請求
があったものとして取り扱います。

第 4条 保険料払込免除期間満了日

　第 2条の特約保険料の払込免除事由に該当した場合には、免除対象特約の保険料払込
期間満了日❶まで免除対象特約の特約保険料の払込みを免除します。

第 5条 保険料率

　この特約が付加された場合、免除対象特約には、それぞれの保険料払込免除期間満了
日および被保険者の年齢に応じたこの特約が付加される場合の当会社の定める保険料率
を適用します❶。

第 6条 特約の社員配当金

　この特約に対する社員配当金はありません。

第 7条 特約の告知義務違反による解除

　「告知義務違反による解除」に関する普通保険約款の規定により、この特約のみを解	
除した場合、当会社は、第11条第③項に定める差額があるときはこれを保険契約者に支
払います。

第 8条 特約の重大事由による解除

　「重大事由による解除」に関する普通保険約款の規定により、この特約のみを解除し	
た場合、当会社は、第11条第③項に定める差額があるときはこれを保険契約者に支払い
ます。

❺　「保険料の払込み」に関す
る普通保険約款における猶予
期間の満了日の翌日をいいま
す。

	第 4 条	 備考

❶　免除対象特約が更新される
場合には、被保険者の年齢が
免除対象特約の付加の際に定
めた更新限度年齢となる年単
位の契約応当日の前日としま
す。

	第 5 条	 備考

❶　この特約の特約保険料の払
込免除事由に該当した場合は
除きます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

	第 2 条	 備考
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第 9条 特約の解約

　「保険契約または特約の解約」に関する普通保険約款の規定にかかわらず、保険契約	
者は、特約保険料の払込免除事由発生前に限り、いつでも将来に向ってこの特約を解約
することができます。この場合、当会社は、第11条第③項に定める差額があるときはこ
れを保険契約者に支払います。

第10条 特約の消滅

　次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1．免除対象特約がすべて消滅したとき
2．普通保険約款および免除対象特約の各特約条項の規定により免除対象特約の特約
保険料の払込みを要しなくなったとき

第11条 特約の返戻金およびこの特約が付加された免除対象特約の返戻金

①　この特約には返戻金はありません。
②　この特約が付加された場合の免除対象特約の返戻金は、免除対象特約の各特約条項
の返戻金に関する規定にかかわらず、当会社の定める方法により計算します❶。
③　この特約のみが解除されまたは解約された場合、次の 1と 2の差額を保険契約者に
支払います。この場合、保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、この差額を
請求してください。
1．第②項に定める免除対象特約の返戻金
2．この特約を付加しない場合の免除対象特約の返戻金

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

第12条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施令和 2年 6月 2日改正）

	第11条	 備考

❶　この特約の特約保険料の払
込免除事由に該当した場合は
除きます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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リビング・ニーズ特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 用語の定義

　このリビング・ニーズ特約［総合保険用］特約条項において使用される用語の定義は、
それぞれ次のとおりとします。

用語 定義

請求日
5年ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款（以下、「普通保険
約款」といいます。）に定める請求書類が当会社に到達した日をい
います。

死亡保険金額

次の特約の死亡保険金額（家計保障年金特約［総合保険用］の場合
は換算保険金額とします。）の合計額のことをいいます。
1．定期保険特約［総合保険用］
2．終身保険特約［総合保険用］
3．家計保障年金特約［総合保険用］
4．生活サポート定期保険特約［総合保険用］

換算保険金額
被保険者が死亡した場合に第 1回の家計保障年金の支払事由発生日
において、支払うべき第 1回の家計保障年金年額と未払年金の現価
を合算した金額とします。

第 2条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組
立総合保障保険契約（以下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
この場合、定期保険特約［総合保険用］等❶の付加を要します。

②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）
1 保険契約の締結時 「保障の開始」に関する普通保険約款の規定に定める時

2 保険契約の締結後 当会社がこの特約の付加を承諾した時

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（用語の定義）の
「死亡保険金額」に定める定
期保険特約［総合保険用］等
のことをいいます。以下同じ。

リビング・ニーズ特約［総合保険用］特約条項

この特約の内容 被保険者の余命が 6カ月以内と判断されるときに、死亡保険金の全部または一
部を特約保険金として支払います。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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リビング・ニーズ特約［総合保険用］特約条項 2

第 3条 特約保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって特約保険金を支払います。

種
類

支払事由
（特約保険金を
支払う場合）

保険金額
受
取
人

免責事由
（「支払事由」に該当しても
特約保険金を支払わない場合）

特
約
保
険
金

被保険者の余
命が 6カ月以
内と判断され
るとき❶

特約保険金の請求日❷に
おける死亡保険金額のう
ち、当会社の定める取扱
いの範囲内で、被保険者
が指定した金額（以下
「指定保険金額」といい
ます。）

被
保
険
者
❸

次のいずれかの事由によって被保
険者が支払事由に該当したとき
1．被保険者の自殺行為または犯
罪行為

2．保険契約者または被保険者の
故意

3．戦争その他の変乱

②　第①項に定める指定保険金額は、当会社の定める方法により、定期保険特約［総合
保険用］等の死亡保険金額の割合に応じて、各特約の死亡保険金額から指定されたも
のとします。
③　第①項および第②項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日が定期保険特約［総
合保険用］等の保険期間の満了❹前 1年以内である場合は、その特約の死亡保険金額
については、指定保険金額として指定することはできません。
④　特約保険金の支払いにあたっては、第①項から第③項までの規定によるほか、次に
定めるところによります。
1．特約保険金の支払いに際しては、指定保険金額から、当会社の定める方法により、
特約保険金の請求日から 6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相	
当額を差し引くものとします。
2．特約保険金が支払われた場合、次表のとおり取り扱います。

特約保険金の支払い内容 取扱い

ア

死亡保険金額の全部が
指定保険金額として指
定され、特約保険金が
支払われた場合

定期保険特約［総合保険用］等は、特約保険金の請求日
にさかのぼって消滅するものとします。

イ

死亡保険金額の一部が
指定保険金額として指
定され、特約保険金が
支払われた場合

定期保険特約［総合保険用］等は、指定保険金額分だけ
特約保険金の請求日にさかのぼって「保険金額等の減
額」に関する普通保険約款の規定に基づいて減額された
ものとし、次のとおり取り扱います。
ａ．返戻金は支払いません。
ｂ．家計保障年金特約［総合保険用］の家計保障年金年
額は、特約保険金の請求日の 6カ月後の応当日にお
ける「換算保険金額」と「指定保険金額のうち家計
保障年金特約［総合保険用］について指定された金
額」の割合と同比率で減額されたものとします。ま
た、特約保険金が支払われた後に、第 1回の家計保
障年金または高度障害年金の支払事由が発生した場
合で、減額後の家計保障年金年額が当会社の定める
金額に満たないときは、第 1回の家計保障年金また
は高度障害年金の支払時に未払年金の全部について
一括払いの請求があったものとします。

3．「告知義務違反による解除」に関する普通保険約款の規定によって当会社が定期	
保険特約［総合保険用］等を解除する場合は、特約保険金の支払事由が発生した後

	第 3 条	 備考

❶　この判断は、医師の診断に
基づき、特約保険金の請求時
における被保険者の状態につ
いてなされるものとします。
次の場合などは「被保険者の
余命が 6カ月以内と判断され
るとき」に該当しません。
　⑴　被保険者の余命が 6カ月
以内と医師により診断され
た後、身体の状態が回復し
た等の理由によって、特約
保険金の請求時においては
余命が 6カ月以内ではなく
なったと判断される場合

　⑵　被保険者の余命が 6カ月
以内と医師により診断され
た後、特約保険金の請求の
前に被保険者が死亡した場
合

❷　家計保障年金特約［総合保
険用］が付加された保険契約
の場合には、特約保険金の請
求日の 6カ月後の応当日とし
ます。

❸　特約保険金の受取人を被保
険者以外の者に変更すること
はできません。

❹　更新特約［総合保険用］特
約条項の規定により定期保険
特約［総合保険用］等が更新
される場合は除きます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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においても、当会社は特約保険金を支払いません。また、すでに特約保険金を支
払っていたときにはその返還を求めます。ただし、保険契約者または被保険者が、
特約保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明	
したときには、特約保険金を支払います。
4．当会社は、特約保険金を支払う前に、定期保険特約［総合保険用］等の保険金等
について、定期保険特約［総合保険用］等の保険金等として請求を受け、これが支
払われるときは、この特約の特約保険金を支払いません。
5．普通保険約款および特約条項に規定する貸付金があるときは、支払うべき金額か
ら、その元利合計額を差し引きます。

第 4条 特約保険料の払込み

　この特約は特約保険料の払込みを要しません。

第 5条 社員配当金の特別支払い

　当会社は、第 3条（特約保険金の支払い）に定める特約保険金が支払われる場合、指
定保険金額分に対しては、「社員配当金の支払い」に関する普通保険約款および特約条	
項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日の直前の事業年度末に計算した社員配当金
を、特約保険金とともに特約保険金の受取人に現金で支払います。

第 6条 特約の消滅

　次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1．第 3条（特約保険金の支払い）に規定する特約保険金を支払ったとき
2．定期保険特約［総合保険用］等❶がすべて消滅したとき

第 7条 特約の返戻金

　この特約には返戻金はありません。

第 8条 告知

　当会社は、「告知義務」に関する普通保険約款の規定にかかわらず、この特約の付加	
または復活の際、保険契約者および被保険者に対して、この特約の保険事故発生の可能
性に関する告知を求めません。

第 9条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

第10条 特別条件特約［総合保険用］が付加された保険契約の場合の特則

　特別条件特約［総合保険用］特約条項の保険金の削減支払い条件が適用されている保
険契約の場合で、保険金削減期間中に特約保険金の請求があったときには、当会社は、
第 3条（特約保険金の支払い）第④項第 1号により支払われる金額に、特約保険金の請
求日における特別条件特約［総合保険用］特約条項に定める所定の割合を乗じた金額を
支払います。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）

	第 6 条	 備考

❶　高度障害年金を支払うこと
とした家計保障年金特約［総
合保険用］は除きます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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重度がん保険金前払特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 用語の定義

　この重度がん保険金前払特約［総合保険用］特約条項において使用される用語の定義
は、それぞれ次のとおりとします。

用語 定義

請求日
5年ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款（以下、「普通保
険約款」といいます。）に定める請求書類が当会社に到達した日
をいいます。

死亡保険金額

次の特約の死亡保険金額（家計保障年金特約［総合保険用］の場
合は換算保険金額とします。）の合計額のことをいいます。
1．定期保険特約［総合保険用］
2．終身保険特約［総合保険用］
3．家計保障年金特約［総合保険用］
4．生活サポート定期保険特約［総合保険用］

換算保険金額
被保険者が死亡した場合に第 1回の家計保障年金の支払事由発生
日において、支払うべき第 1回の家計保障年金年額と未払年金の
現価を合算した金額とします。

第 2条 特約の付加および保障の開始

①　この特約は、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出によって 5年ごと配当付組
立総合保障保険契約（以下、本条において「保険契約」といいます。）に付加します。
この場合、定期保険特約［総合保険用］等❶およびリビング・ニーズ特約［総合保険
用］の付加を要します。
②　当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。

号 特約付加の時期 保障が開始する時（責任開始時）
1 保険契約の締結時 「保障の開始」に関する普通保険約款の規定に定める時

2 保険契約の締結後 当会社がこの特約の付加を承諾した時

	第 2 条	 備考

❶　第 1条（用語の定義）の
「死亡保険金額」に定める定
期保険特約［総合保険用］等
のことをいいます。以下同じ。

重度がん保険金前払特約［総合保険用］特約条項

この特約の内容 被保険者が悪性新生物（がん）の治療を受けたが効果がなかった場合などに、
死亡保険金の全部または一部を特約保険金として支払います。

対 応 す る 別 表 別表 4

❶ ❷ ❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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重度がん保険金前払特約［総合保険用］特約条項 2

第 3条 特約保険金の支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって特約保険金を支払います。

種
類

支払事由
（特約保険金を支払う場合） 保険金額

受
取
人

特
約
保
険
金

被保険者が悪性新生物（別表 4）と診断確定❶され、
次のいずれかに該当すると判断されるとき❷

1 ．その悪性新生物に対する治療❸をすべて受けた
が、効果❹がなかった

2．被保険者の身体的状態では、その悪性新生物に
対するいかなる治療❸も受けられず、今後も受
けられる見込みがない

3．その悪性新生物に対して、効果❹が期待できる
治療❸がない（悪性新生物の増殖速度が遅い等
の理由により、治療が行なわれない場合は該当
しません。）

特約保険金の請求日❺

における死亡保険金額
のうち、当会社の定め
る取扱いの範囲内で、
被保険者が指定した金
額（以下「指定保険金
額」といいます。）

被
保
険
者
❻

②　第①項に定める指定保険金額は、当会社の定める方法により、定期保険特約［総合
保険用］等の死亡保険金額の割合に応じて、各特約の死亡保険金額から指定されたも
のとします。
③　第①項および第②項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日が定期保険特約［総
合保険用］等の保険期間の満了❼前 3年以内である場合は、その特約の死亡保険金額
については、指定保険金額として指定することはできません。
④　特約保険金の支払いにあたっては、第①項から第③項までの規定によるほか、次に
定めるところによります。
1．特約保険金の支払いに際しては、指定保険金額から、当会社の定める方法により、
特約保険金の請求日から 3年間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当	
額を差し引くものとします。

	第 3 条	 備考

❶　「診断確定」とは、病理組
織学的所見（生検）により医
師によってなされることを要
します。ただし、病理組織学
的所見（生検）が得られない
場合には、他の所見による診
断確定も認めることがありま
す。

❷　この判断は、医師の診断に
基づき、特約保険金の請求時
における被保険者の状態など
についてなされるものとしま
す。

❸　「治療」とは、「公的医療保
険制度」において保険給付の
対象となる、次の⑴または⑵
の治療をいいます。ただし、
対症療法を除きます。

　⑴　科学的根拠等に基づいて
作成され、一般に開示され
ている日本における標準的
な治療指針がある悪性新生
物の場合、その標準的な治
療指針に基づく治療

　⑵　⑴以外の悪性新生物の場
合、医師が医学的に有効と
認めた治療

　　なお、「公的医療保険制度」
とは、次のいずれかの法律に
基づく医療保険制度のことを
いいます。
　ア．健康保険法
　イ．国民健康保険法
　ウ．国家公務員共済組合法
　エ．地方公務員等共済組合

法
　オ．私立学校教職員共済法
　カ．船員保険法
　キ．高齢者の医療の確保に

関する法律

❹　腫瘍縮小効果をいいます。
ただし、腫瘍縮小効果以外の
評価方法で治療効果の判定が
できる場合には、他の評価方
法による効果も含みます。

❺　家計保障年金特約［総合保
険用］が付加された保険契約
の場合には、特約保険金の請
求日から 3年後の応当日とし
ます。

❻　特約保険金の受取人を被保
険者以外の者に変更すること
はできません。

❼は次のページにあります。❶ ❷ ❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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重度がん保険金前払特約［総合保険用］特約条項 3

2 ．特約保険金が支払われた場合、次表のとおり取り扱います。

特約保険金の支払い内容 取扱い

ア
死亡保険金額の全部が指定保
険金額として指定され、特約
保険金が支払われた場合

定期保険特約［総合保険用］等は、特約保険金の
請求日にさかのぼって消滅するものとします。

イ
死亡保険金額の一部が指定保
険金額として指定され、特約
保険金が支払われた場合

定期保険特約［総合保険用］等は、指定保険金額
分だけ特約保険金の請求日にさかのぼって「保険
金額等の減額」に関する普通保険約款の規定に基
づいて減額されたものとし、次のとおり取り扱い
ます。
ａ．返戻金は支払いません。
ｂ．家計保障年金特約［総合保険用］の家計保障
年金年額は、特約保険金の請求日の 3年後の
応当日における換算保険金額と指定保険金額
のうち家計保障年金特約［総合保険用］につ
いて指定された金額の割合と同比率で減額さ
れたものとします。また、特約保険金が支払
われた後に、第 1回の家計保障年金または高
度障害年金の支払事由が発生した場合で、減
額後の家計保障年金年額が当会社の定める金
額に満たないときは、第 1回の家計保障年金
または高度障害年金の支払時に未払年金の全
部について一括払いの請求があったものとし
ます。

3．「告知義務違反による解除」に関する普通保険約款の規定によって当会社が定期	
保険特約［総合保険用］等を解除する場合は、特約保険金の支払事由が発生した後
においても、当会社は特約保険金を支払いません。また、すでに特約保険金を支
払っていたときにはその返還を求めます。ただし、保険契約者または被保険者が、
特約保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明	
したときには、特約保険金を支払います。
4．当会社は、特約保険金を支払う前に、定期保険特約［総合保険用］等の保険金等
について、定期保険特約［総合保険用］等の保険金等またはリビング・ニーズ特約
［総合保険用］の特約保険金として請求を受け、これが支払われるときは、この特	
約の特約保険金を支払いません。
5．普通保険約款および特約条項に規定する貸付金があるときは、支払うべき金額か
ら、その元利合計額を差し引きます。

第 4条 特約保険料の払込み

　この特約は特約保険料の払込みを要しません。

第 5条 社員配当金の特別支払い

　当会社は、第 3条（特約保険金の支払い）に定める特約保険金が支払われる場合、指
定保険金額分に対しては、「社員配当金の支払い」に関する普通保険約款および特約条	
項の規定にかかわらず、特約保険金の請求日の直前の事業年度末に計算した社員配当金
を、特約保険金とともに特約保険金の受取人に現金で支払います。

	第 3 条	 備考

❼　更新特約［総合保険用］特
約条項の規定により定期保険
特約［総合保険用］等が更新
される場合は除きます。

❶ ❷ ❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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重度がん保険金前払特約［総合保険用］特約条項 4

第 6条 特約の消滅

　次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1．第 3条（特約保険金の支払い）に規定する特約保険金を支払ったとき
2．定期保険特約［総合保険用］等❶がすべて消滅したときまたはリビング・ニーズ
特約［総合保険用］が消滅したとき

第 7条 特約の返戻金

　この特約には返戻金はありません。

第 8条 告知

　当会社は、「告知義務」に関する普通保険約款の規定にかかわらず、この特約の付加	
または復活の際、保険契約者および被保険者に対して、この特約の保険事故発生の可能
性に関する告知を求めません。

第 9条 法令等の改正に伴う特約条項の変更

　公的医療保険制度の改正が行なわれた場合には、当会社は、主務官庁の認可を得て、
この特約の支払事由を変更することがあります。支払事由を変更する場合、当会社はそ
の旨を改正に関する法令の公布の日から 6カ月以内にあらかじめ保険契約者に通知しま
す。

第10条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

第11条 特別条件特約［総合保険用］が付加された保険契約の場合の特則

　特別条件特約［総合保険用］特約条項の保険金の削減支払い条件が適用されている保
険契約の場合で、保険金削減期間中に特約保険金の請求があったときには、当会社は、
第 3条（特約保険金の支払い）第④項第 1号により支払われる金額に、特約保険金の請
求日における特別条件特約［総合保険用］特約条項に定める所定の割合を乗じた金額を
支払います。

（平成26年 6 月 2 日実施平成30年 6 月 2 日改正）

	第 6 条	 備考

❶　高度障害年金を支払うこと
とした家計保障年金特約［総
合保険用］は除きます。

❶ ❷ ❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

306

重度がん保険金前払特約［総合保険用］特約条項 もくじ に戻る



健康サポート・キャッシュバック特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 用語の定義

　この特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。

号 用語 定義

1 保険年度
「保険年度」とは、契約日または年単位の契約応当日から次に到来す
る年単位の契約応当日の前日までの 1年間をいいます。

2 対象特約
「対象特約」とは、2019年 5 月 1 日以降に 5年ごと配当付組立総合保
障保険契約（以下、「保険契約」といいます。）に付加された特約のう
ち、当会社の定める特約のことをいいます。

3
基準支払
金額

「基準支払金額」とは、各保険年度末における次の金額をいいます。

保険料払込方法
（回数） 基準支払金額

新年掛 		対象特約の新年掛保険料❶❷の合計額×					
❸

新半年掛 		対象特約の新半年掛保険料❶❹の合計額×					
❸

月掛 対象特約の月掛保険料❶❹の合計額

ただし、次のいずれかに該当した対象特約がある場合は、その対象特
約の特約保険料❺を当該保険年度❻末の特約保険料に含めて基準支払
金額を計算します。
ア．保険金等の支払事由に該当したことにより消滅した対象特約
イ．年金の支払事由❼に該当したことにより特約保険料の払込みを要

しなくなった対象特約

	第 1 条	 備考

1
12

1
6

健康サポート・キャッシュバック特約［総合保険用］特約条項

❶　がん保険料払込免除特約
［総合保険用］が付加されて
いる場合、その特約条項の保
険料率に関する規定による保
険料率が適用される対象特約
については、その保険料率に
より計算した特約保険料とし
ます。また、特別条件特約
［総合保険用］が付加されて
いる場合、その特約条項で定
める特別保険料の払込みの特
別条件が適用される対象特約
については、特別保険料を含
めずに計算した特約保険料と
します。

❷　保険金額等が減額された場
合は、保険金額等が減額され
た後の保険料とします。

❹　各保険年度の最終の払込期
月に払い込むべき保険料とし
ます。ただし、保険金額等が
減額された場合は、保険金額
等が減額された後の保険料と
します。

❸　 1円未満は切り上げて計算
します。

❺　アまたはイのいずれかに該
当した時の特約保険料としま
す。

❻　アまたはイのいずれかに該
当した日を含む保険年度とし
ます。

❼　生活サポート終身年金特約
［総合保険用］における第 1
回の生活サポート終身年金ま
たは家計保障年金特約［総合
保険用］における第 1回の高
度障害年金の各支払事由をい
います。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

こ の 特 約の内容 毎年提出いただく健康診断の結果に応じて、健康サポート・キャッシュバック
をお支払いします。

対 応 す る 別 表 別表23
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健康サポート・キャッシュバック特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 特約の付加

　保険契約者は、この特約を、次のいずれかの時期に、被保険者の同意および当会社の
承諾を得て、保険契約に付加することができます。この場合、 1つ以上の対象特約の付
加を要します❶。
1．保険契約の締結時
2．保障見直し特約［総合保険用］特約条項に定める総合保障見直しによる見直後特
約の中途付加日
3．更新特約［総合保険用］特約条項に定める主特約の更新日

第 3条 健康サポート・キャッシュバックの支払い

①　当会社は、次表に定めるところによって健康サポート・キャッシュバックを支払い
ます。

種
類

支払事由
（健康サポート・キャッシュバック

を支払う場合）
キャッシュバック金額

受
取
人

健
康
サ
ポ
ー
ト
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク

次の各号のすべてを満たし、
「キャッシュバックランク（別表23
（表 1または表 4））」（①〜③）の
いずれかに該当したとき
1．この特約が付加された保険契
約の保険年度末において、次
のアからウをすべて満たすこ
と	
ア．被保険者が第②項第 1号に
定める基準を満たす健康診
断❶を受診していること❷

イ．対象特約の当該保険年度末
までの保険料が払い込まれ
ていること❸

ウ．当該保険年度末が、この特
約が保険契約に付加された
日の前日から 1年を経過し
ていること❹

2 ．第 1号アの健康診断の結果❺

が当会社に提出されること。
ただし、健康診断の受診日以
降、当該保険年度末の翌日か
ら起算して 3年を経過するま
での間に当会社に到達するこ
とを要します。

「キャッシュバックランク（別表23（表
1または表 4））」（①〜③）に応じて定
まる金額

キャッシュバック
ランク①

基準支払金額
× 1

キャッシュバック
ランク②

基準支払金額
×0.5

  
❻

キャッシュバック
ランク③

基準支払金額
×0.1

  
❻

保
険
契
約
者

②　健康サポート・キャッシュバックの支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、
次に定めるところによります。
1．次表に定める基準の両方を満たす被保険者の健康診断❶（本項において、以下「健
康診断」といいます。）の結果に基づき、当会社は健康サポート・キャッシュバック
を支払います。

	第 2 条	 備考

❶　保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める総合保
障見直しによる見直後特約の
中途付加日にこの特約を付加
する場合は、見直後特約に 1
つ以上の対象特約が含まれて
いることを要します。更新特
約［総合保険用］特約条項に
定める主特約の更新日にこの
特約を付加する場合は、更新
後の主特約に 1つ以上の対象
特約が含まれていることを要
します。

	第 3 条	 備考

❶　法令（労働安全衛生法等）
に基づく医師による健康診
断、自発的に受診した医師に
よる健康診断等をいい、人間
ドックや当会社があらかじめ
認めた検査機関で受診した検
査等も含みます。

❷　健康診断の受診日が保険年
度末経過後であったものの、
第②項第 1号アのただし書き
により本項第 1号アが満たさ
れた場合には、当該保険年度
末において本項第 1号アが満
たされたものとみなします。

❸　次のいずれかに該当した対
象特約については、その支払
事由が発生した時を含む保険
年度の末までの特約保険料が
払い込まれているものとみな
します。
　 1 �．保険金等の支払いにより

消滅した対象特約
　 2 �．年金の支払事由（生活サ

ポート終身年金特約［総合
保険用］における第 1回の
生活サポート終身年金また
は家計保障年金特約［総合
保険用］における第 1回の
高度障害年金の各支払事由
をいいます。）に該当した
ことにより特約保険料の払
込みを要しなくなった対象
特約

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

❹❺❻は次のページにあります。
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ア

健康診断の受診日が当該保険年度末の前12カ月以内であること。ただし、勤務先
の実施する健康診断の時期の変更等のやむを得ない理由により受診日がこの期間
外となったと当会社が認めた場合は、受診日が当該保険年度末の前12カ月以内で
ある健康診断とみなします。

イ
健康診断の項目の必須項目（別表23（表 2または表 5））をすべて受診している
こと

2．健康サポート・キャッシュバックの支払いは、保険年度ごとに 1回とし、健康診
断の結果が複数提出された場合は、当会社は、最も新しい受診日の結果に基づき、
当該保険年度の健康サポート・キャッシュバックを支払います。
　この場合、古い受診日の健康診断の結果（複数提出されていた場合はそのうちの
最も新しい受診日の結果とします。以下、本号において「提出済み健康診断の結果」
といいます。）に基づきすでに支払事由が発生していたとしても、その支払事由の発
生はなかったものとして取り扱います。
　ただし、提出済み健康診断の結果よりも新しい受診日の健康診断の結果が当会社
に到達した時が、次のアおよびイのいずれにも該当する場合は、当会社は当該保険
年度の健康サポート・キャッシュバックのキャッシュバック金額の変更は行ないま
せん。
ア．当該保険年度末を経過した後であるとき
イ．提出済み健康診断の結果に基づき「キャッシュバックランク（別表23（表 1ま
たは表 4））」（①〜③）のいずれかに該当したと当会社が判定した❼後であるとき

3．健康サポート・キャッシュバックは、支払事由が生じた日から当会社の定める利
率による利息を付けて積み立てられ、保険契約者から請求があったときにはその時
に積み立てられている元利合計額の全部または一部を、また、保険契約が消滅した
とき❽にはその時に積み立てられている元利合計額の全部を保険契約者に支払いま
す。ただし、保険金等の支払事由の発生により保険契約が消滅したときは保険金等
とともにその保険金等の受取人に支払います。
4．次のアおよびイのいずれにも該当した場合❾、その時に積み立てられている健康
サポート・キャッシュバックの元利合計額の全部を保険契約者に支払います。ただ
し、アに該当し、かつ、保険金等の支払事由の発生によりイに該当したときは、保
険金等とともにその保険金等の受取人に支払います。
ア．保険契約に付加されている次表に定める特約（以下、「次表の特約」といいま
す。）のすべてについて、次表の年金の支払事由が発生していること❿

イ．次表の特約以外には、保険金等の支払事由を定める特約が保険契約に付加され
ていないこと

特約 年金
生活サポート終身年金特約［総合保険用］ 第 1回の生活サポート終身年金

家計保障年金特約［総合保険用］ 第 1回の高度障害年金

介護サポート終身年金特約［総合保険用］ 第 1回の介護終身年金

　なお、上記アおよびイのいずれにも該当した場合、その時より後に支払事由が発
生した健康サポート・キャッシュバックは、積み立てずに次表の特約の年金の受取
人に支払います。
5．保険年度末において、対象特約の当該保険年度末までの保険料が払い込まれてい
ない（第①項第 1号イを満たしていない）場合で、その後対象特約の当該保険年度
末までの保険料が払い込まれたとき⓫⓬⓭には、この特約が消滅した後であったとし
ても、当該保険年度末に第①項第 1号イを満たしていたものとして取り扱います。
6．保険年度末において、第①項第 1号を満たしている⓮が、健康診断の結果❺が当会
社に到達していない（第①項第 2号を満たしていない）場合で、当該保険年度末を
経過した後に健康診断の結果が当会社に到達し第①項第 2号を満たしたときには、

❼　健康診断の結果が当会社に
到達した日の翌営業日からそ
の日を含めて10営業日以内に
判定するものとします。

❽　この特約が消滅した後に、
保険契約が消滅した場合も含
みます。

❾　この特約が消滅した後に、
アおよびイのいずれにも該当
した場合も含みます。

❿　支払事由が発生しても免責
事由の該当などにより年金が
支払われない場合を除きます。

⓫　「保険契約の復活」に関す
る普通保険約款の規定により
当会社が保険契約の復活を承
諾し、かつ、所定の期日まで
に延滞保険料およびその利息
が払い込まれたときは、対象
特約の当該保険年度末までの
保険料が払い込まれたものと
します。

	第 3 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

❺　健康診断の項目の必須項目
（別表23（表 2または表 5））
の結果がすべて記載されてい
ることを要します。

❻　 1円未満は切り上げて計算
します。

❹　保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める総合保
障見直しによる見直後特約の
中途付加日にこの特約を付加
した場合で、その総合保障見
直し前にも健康サポート・
キャッシュバック特約［総合
保険用］が付加されていた場
合には、総合保障見直しが行
なわれた保険年度末は、この
特約が保険契約に付加された
日の前日から 1年を経過して
いるものとみなします。

⓬⓭⓮は次のページにあります。
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この特約が消滅した後であったとしても、第①項第 2号を満たした時に支払事由が
発生したものとして、健康サポート・キャッシュバックを支払います。

	
「当会社の定める利率」
お取扱いの際の率によります

③　次の各号のいずれも満たすときは、 1回目の健康サポート・キャッシュバックの
キャッシュバック金額は、第①項の規定にかかわらず、次表のとおりとします。
1．保障見直し特約［総合保険用］特約条項に定める総合保障見直しによる見直後特
約の中途付加日⓯にこの特約が付加された場合⓰

2 ．第 1号の中途付加日の前日には健康サポート・キャッシュバック特約［総合保険
用］が付加されていなかったとき⓱

キャッシュバック金額
「キャッシュバックランク（別表23（表 1または表 4））」（①〜③）に応じて定まる金額

キャッシュバック
ランク①

（この特約の中途付加日の属する保険年度の基準支払金額
＋この特約の中途付加日の属する保険年度の翌保険年度の
基準支払金額）× 1

キャッシュバック
ランク②

（この特約の中途付加日の属する保険年度の基準支払金額
＋この特約の中途付加日の属する保険年度の翌保険年度の
基準支払金額）×0.5

  

❻

キャッシュバック
ランク③

（この特約の中途付加日の属する保険年度の基準支払金額
＋この特約の中途付加日の属する保険年度の翌保険年度の
基準支払金額）×0.1

  

❻

④　次の各号のいずれも満たすときは、 1回目の健康サポート・キャッシュバックの
キャッシュバック金額は、第①項の規定にかかわらず、次表のとおりとします。
1．保障見直し特約［総合保険用］特約条項に定める総合保障見直しによる見直後特
約の中途付加日⓯にこの特約が付加された場合⓰

2 ．第 1号の中途付加日の属する保険年度の前保険年度に保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める総合保障見直しが行なわれ、その総合保障見直しによる見直
後特約の中途付加日に健康サポート・キャッシュバック特約［総合保険用］が付加
された場合⓰で、かつ、その中途付加日の前日には健康サポート・キャッシュバッ
ク特約［総合保険用］が付加されていなかったとき

キャッシュバック金額
「キャッシュバックランク（別表23（表 1または表 4））」（①〜③）に応じて定まる金額

キャッシュバック
ランク①

（この特約の中途付加日の属する保険年度の基準支払金額
＋この特約の中途付加日の属する保険年度の前保険年度の
基準支払金額）×1

キャッシュバック
ランク②

（この特約の中途付加日の属する保険年度の基準支払金額
＋この特約の中途付加日の属する保険年度の前保険年度の
基準支払金額）×0.5

  

❻

キャッシュバック
ランク③

（この特約の中途付加日の属する保険年度の基準支払金額
＋この特約の中途付加日の属する保険年度の前保険年度の
基準支払金額）×0.1

  

❻

⓯　中途付加日と年単位の契約
応当日が一致するときは除き
ます。

⓰　第 2条第 2号に定める場合
をいいます。

	第 3 条	 備考

⓮　本項第 5号により第①項第
1号を満たしていたものとみ
なした場合も含みます。

⓭　保険料が払い込まれないま
ま保険金等の支払事由または
特約保険料の払込免除事由が
発生し、かつ、「保険料が払
い込まれない間に保険金等の
支払事由等が発生した場合の
取扱い」に関する普通保険約
款に規定する次のいずれかに
該当するときは、対象特約の
当該保険年度末までの保険料
が払い込まれたものとします。

　 1 ．保険金等からすでに到来
している保険料期間に対応
する未払込保険料が差し引
かれたとき

　 2 ．保険契約者がすでに到来
している保険料期間に対応
する未払込保険料を払い込
んだとき

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

⓬　「保険料の自動振替貸付」
に関する普通保険約款第13条
第①項の規定により貸付金が
対象特約の保険料の払込みに
充当され、かつ、次のいずれ
かに該当するときは、対象特
約の当該保険年度末までの保
険料が払い込まれたものとし
ます。

　 1 ．普通保険約款第13条第②
項に定める期間内に保険料
に充当した貸付金相当額が
払い込まれなかったとき

　 2 ．普通保険約款第13条第③
項に定める期間内に自動振
替貸付をしなかったものと
して取扱う手続き（「保険
契約または特約の解約」ま
たは「保険金額等の減額」）
がされなかったとき

⓱は次のページにあります。

❻は前のページにあります。
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第 4条 積み立てられた健康サポート・キャッシュバックの請求手続き、
支払いの場所と時期

①　保険契約者は、当会社の定める書類❶を提出して積み立てられた健康サポート・
キャッシュバックを請求してください。ただし、健康診断の結果が当会社に到達した
日から「キャッシュバックランク（別表23（表 1または表 4））」（①〜③）のいずれか
に該当したと当会社が判定する日までの期間❷は、その健康診断の結果に基づき積み
立てられる健康サポート・キャッシュバックを請求することはできません。
②　積み立てられた健康サポート・キャッシュバックの支払いの場所と時期について
は、「保険金等の支払いの場所と時期」に関する普通保険約款の規定を適用します。こ
の場合、「保険金等」とあるのは「積み立てられた健康サポート・キャッシュバック」
と読み替えます。

	
「当会社の定める書類」
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています

第 5条 特約保険料の払込み

　この特約は特約保険料の払込みを要しません。

第 6条 特約の消滅

①　次の各号に定める事由に該当した場合は、その時にこの特約は消滅します。
1．保障見直し特約［総合保険用］特約条項による総合保障見直しが行なわれるとき
2．更新特約［総合保険用］特約条項の規定により対象特約が更新されるとき
3．被保険者が死亡したとき
4．すべての対象特約が消滅したとき（ただし、第②項第 2号に該当する場合は除き
ます。）

②　次の各号に定める事由に該当し、かつ、保険契約がその直後に到来する保険年度末
をこえて継続した場合は、その直後に到来する保険年度末にこの特約は消滅します❶。
1．保険契約に付加されたいずれかの特約について特約条項に定める特約保険料の払
込免除事由が発生したとき❷

2 ．対象特約、および、対象特約以外の特約のうち保険金等の支払事由を定めている
特約が付加されている場合で、すべての対象特約が保険金等の支払事由の発生に
よって消滅したとき
3．保険契約に次表に定める特約のいずれかまたは両方が付加されており（次表に定
める特約のうち保険契約に付加された特約を本号において、以下「次表に定める特
約」といいます。）、かつ、「次表に定める特約」以外にも保険契約に付加された対象
特約がある場合で、次のアおよびイのいずれにも該当したとき。ただし、「次表に定
める特約」以外には保険契約に付加された対象特約がない場合は、アに該当したと
きとします。
ア．「次表に定める特約」のすべてについて、次表に定める年金の支払事由が発生
したこと❸

イ．「次表に定める特約」以外に保険契約に付加された対象特約のすべてが、保険
金等の支払事由の発生によって消滅したこと

特約 年金
生活サポート終身年金特約［総合保険用］ 第 1回の生活サポート終身年金

家計保障年金特約［総合保険用］ 第 1回の高度障害年金

	第 4 条	 備考

❶　当会社所定の健康サポー
ト・キャッシュバック請求書、
請求権者であることを証明す
る書類（保険契約者の印鑑証
明書等）、その他の請求手続
きに必要な書類のうち、当会
社が提出を求めるものとしま
す。

❷　健康診断の結果が当会社に
到達した日の翌営業日からそ
の日を含めて最大で10営業日
を経過する日までの期間とし
ます。

	第 6 条	 備考

❶　当該保険年度末における健
康サポート・キャッシュバッ
クの支払事由発生の有無にか
かわらず、この特約は消滅す
るものとします。

❷　特約条項に定める「払込免
除事由に該当しても特約保険
料の払込みを免除できない場
合」に該当したときを除きま
す。

❸　支払事由が発生しても免責
事由に該当した場合を除きま
す。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

⓱　当該中途付加日の属する保
険年度の翌保険年度の末まで
に、再度、保障見直し特約
［総合保険用］特約条項に定
める総合保障見直しが行なわ
れた場合は、その総合保障見
直しによる見直後特約の中途
付加日（中途付加日と年単位
の契約応当日が一致するとき
は除きます。）に改めてこの
特約が付加されることを要し
ます（第 2条第 2号）。この
場合、第④項の規定により健
康サポート・キャッシュバッ
クを支払います。

	第 3 条	 備考
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健康サポート・キャッシュバック特約［総合保険用］特約条項 6

第 7条 特約の消滅時の取扱い

①　第 6条第①項第 1号または第 2号に定める事由に該当し特約が消滅した場合に、当
会社がこの特約❶の付加を取り扱っているときは、保険契約者は、被保険者の同意お
よび当会社の承諾を得て、この特約を保険契約に再度付加することができます。この
場合、 1つ以上の対象特約が付加されていることを要します❷。

②　第 6条第①項第 3号もしくは第 4号または第②項に定める事由に該当し特約が消滅
した場合には、保険契約者は、この特約❶を保険契約に再度付加することはできませ
ん。

第 8条 特約の返戻金

　この特約には返戻金はありません。

第 9条 キャッシュバックランク（別表23）等の変更

　一般的に行なわれる健康診断の項目等❶が将来変更された場合には、当会社は、主務
官庁の認可を得て、この特約の「キャッシュバックランク（別表23（表 1および表 4））」
（①〜③）ならびに「キャッシュバックポイント判定基準（別表23（表 2および表 5））」
における健康診断の項目および健康診断の項目ごとの「キャッシュバックポイント」（30
〜 0 ）等を変更することがあります。この場合、当会社はその旨を遅滞なく保険契約者
に通知することとします。

第10条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成31年 4 月 2 日実施令和 2年 3月 2日改正）

	第 7 条	 備考

❶　当会社がこの特約の付加を
取り扱っていない場合で、こ
の特約に準じた特約として当
会社の定める他の特約がある
ときは、その特約とします。

❷　保障見直し特約［総合保険
用］特約条項に定める総合保
障見直しによる見直後特約の
中途付加日にこの特約を付加
する場合は、見直後特約に 1
つ以上の対象特約が含まれて
いることを要します。更新特
約［総合保険用］特約条項に
定める主特約の更新日にこの
特約を付加する場合は、更新
後の主特約に 1つ以上の対象
特約が含まれていることを要
します。

	第 9 条	 備考

❶　たとえば、労働安全衛生規
則に定められる健康診断の項
目をいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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更新特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加

　この特約は、 5年ごと配当付組立総合保障保険契約に付加される特約のうち、一定の
条件を満たす当会社の定める特約（以下「主特約」といいます。）を締結する際、保険	
契約者の申出によって主特約に付加します。

第 2条 更新後の主特約への特約の付加

　主特約が更新された場合、更新後の主特約に主特約の更新日におけるこの特約が付加
されるものとします。

第 3条 特約の中途付加

　主特約の付加後においても、保険契約者からの申出により、当会社の承諾を得て、こ
の特約を付加することができます。

第 4条 主特約の更新

①　この特約が付加された主特約について、次の条件をすべて満たす場合には、保険契
約者が更新前の主特約の保険期間の満了日の 2カ月前までに主特約を更新しない旨を
通知しない限り、主特約は、主特約の保険期間の満了日の翌日（以下「主特約の更新
日」といいます。）に更新されるものとします。
1．更新後の主特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が、主特約の
付加の際に定めた更新限度年齢以下であること
2．更新前の主特約の最終の特約保険料について自動振替貸付が行なわれていないこ
と
3．主特約の更新日に、当会社が主特約の付加を取り扱っていること
4．主特約の更新日の前日までの主特約の特約保険料が払い込まれていること

更新特約［総合保険用］特約条項

この特約の内容 5 年ごと配当付組立総合保障保険契約に付加される特約の更新の取扱いについ
て定めています。
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更新特約［総合保険用］特約条項 2

②　更新後の主特約については、次に定めるところによります。

更新後の主特約について 取扱い

保険金額等、型

更新前の主特約と同一とします。ただし、更新前の主特
約の保険期間の満了日の 2カ月前までに保険契約者から
当会社の定める書類による申出があれば、当会社の定め
る取扱いの範囲内で変更して更新することができます。

保険期間
更新前の主特約の保険期間と同一とします。ただし、主
特約は、当会社の定める方法により、保険期間を変更し
て更新されることがあります。

特約保険料
主特約の更新日における被保険者の年齢によって計算し
ます。

保険料払込方法（回数）、
保険料払込方法（経路）

更新前の主特約と同一とします。

次の各規定の適用
・保険金等の支払いの規定
・特約保険料の払込免除の
規定
・保険契約または特約を解
除できない場合の規定

更新前の主特約の保険期間と更新後の主特約の保険期間
とは継続した保険期間として取り扱い、更新後の主特約
の責任開始時は更新前の主特約の責任開始時❶とします。

給付金の支払限度の規定の
適用

更新前の主特約と更新後の主特約で支払われた支払日
数、給付金額、給付倍率、給付金支払回数または給付割
合を通算します。

特約条項および保険料率
主特約の更新日における主特約の特約条項および保険料
率を適用します。

③　更新後の主特約について、本条に定めがない事項は、その主特約の特約条項の規定
を適用します。
④　主特約の更新が行なわれた場合には、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。
⑤　主特約の更新日に当会社が主特約の付加を取り扱っていない場合には、主特約は、
本条の取扱いに準じて、主特約の更新日に当会社の定める他の特約へ変更されます。

第 5条 特約の解約

　この特約だけの解約はできません。

第 6条 主特約が家計保障年金特約［総合保険用］の場合の特則

　主特約が家計保障年金特約［総合保険用］の場合、更新後の主特約の年金支払対象期
間の満了日は更新前の主特約の年金支払対象期間の満了日と同一とします。

（平成26年 6 月 2 日実施）

❶　復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

	第 4 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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特別条件特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 特約の付加および保障の開始

①　保険契約の締結もしくは復活の際または保険契約の締結後に当会社の定める特約が
付加される際、被保険者の健康状態その他が当会社の定める標準に適合しないと認め
たときは、当会社は、保険契約者の承諾を得て、この特約を付加します。
②　当会社が特約に適用する特別条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、 5年
ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）ま	
たは特約条項による責任開始時から保険契約上または特約上の保障を開始します。
③　この特約を付加する場合、すでに特別条件特約［総合保険用］が付加されていると
きは（そのすでに付加されている特別条件特約［総合保険用］を以下「旧特約」とい
います。）、旧特約はこの特約の付加と同時に消滅し、特別条件の適用があった特約に
ついて、引き続きこの特約の特別条件❶を適用します。

	第 1 条	 備考

❶　旧特約で適用していた特別
条件に相当するこの特約中の
特別条件とします。

特別条件特約［総合保険用］特約条項

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

こ の 特 約の内容 5 年ごと配当付組立総合保障保険契約に特別条件が付加された場合の取扱いに
ついて定めています。

対 応 す る 別 表 別表 1、別表12、別表17
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特別条件特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 特別条件

　当会社が適用する特別条件は、次の条件とします（複数の条件を適用することもあり
ます。）。

特別条件 対象となる
保険金・給付金等 特別条件を適用した場合の取扱い

特別保険
料の払込
み

1．保険契約者は、特別条件が適用された特約の保険料
払込期間中、当会社の定めた特別保険料を払い込ん
でください。

2．特別条件が適用された特約の保険料払込期間中は、
特別保険料を含めたものを特別条件が適用された特
約の特約保険料とします。

3．特別条件が適用された特約の返戻金および積立金
は、特別保険料に対応する返戻金または積立金を含
めて計算します。

保険金の
削減支払
い

･死亡保険金
･死亡給付金❶

･ 高度障害保険
金
･家計保障年金
･高度障害年金
･生活サポート
保険金
･生活サポート
終身年金
･がん保険金
･がん・上皮内
新生物保険金
･ 6 大疾病保険
金
･介護保険金
･重度疾病保険
金
･介護終身年金
･重症化予防支
援保険金

所定の保険金削減期間中に被保険者が左の保険金等の支
払事由❷に該当し、その保険金等を支払う場合は、所定
の保険金額等に次表に定める割合を乗じた金額を保険金
額等の額とします。ただし、その原因が傷害または特定
感染症（別表12）であるときは、この取扱いをしません。

保険金
削減期間

経過期間❸

1 年の
とき

2年の
とき

3年の
とき

4年の
とき

5年の
とき

1 年以内❹ 5.0割 3.0割 2.5割 2.0割 1.5割
1 年超 2年以内 6.0割 5.0割 4.0割 3.0割
2 年超 3年以内 7.5割 6.0割 4.5割
3 年超 4年以内 8.0割 6.0割
4 年超 5年以内 8.0割

	第 2 条	 備考

❶　終身入院特約および介護サ
ポート終身年金特約の死亡給
付金は除きます。

❷　家計保障年金、高度障害年
金、生活サポート終身年金ま
たは介護終身年金については
第 1回の年金の支払事由とし
ます。

❸　契約日または復活日から被
保険者が保険金等の支払事由
に該当した時までの期間とし
ます。保険契約の締結後に当
会社の定める特約が付加され
る際にこの特約が付加された
場合は、中途付加日の直前の
年単位の契約応当日（中途付
加日と年単位の契約応当日が
一致するときは、中途付加日
とします。）から被保険者が
保険金等の支払事由に該当し
た時までの期間とします。

❹　保険契約の責任開始時の属
する日から契約日の前日まで
の間に保険金等の支払事由に
該当した場合も、経過期間
「 1年以内」の割合を適用し
ます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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特別条件特約［総合保険用］特約条項 3

特別条件 対象となる
保険金・給付金等 特別条件を適用した場合の取扱い

給付金の
削減支払
い

･入院給付金
･入院治療給付
金
･入院時手術給
付金
･入院時放射線
治療給付金
･外来時手術給
付金
･外来時放射線
治療給付金
･通院治療給付
金
･通院治療一時
金
･退院給付金
･先進医療給付
金

1．所定の給付金削減期間中に被保険者が次のア、イお
よびウのいずれかを直接の原因として、左の給付金
等の支払事由に該当し、その給付金等を支払う場合
は、下表のとおり取扱います。

ア．所定の給付金削減期間中に生じた疾病（特定感染
症（別表12）を除きます。）

イ．支払事由発生の原因となる疾病（特定感染症（別
表12）を除きます。）が、特約の責任開始時前に
発病していたが、対象となる保険金・給付金等の
支払事由または保険料の払込免除事由を定める各
特約条項に規定される支払事由等の原因の発生時
期に関する規定（以下、「支払事由等の原因の発
生時期に関する規定」といいます。）に基づいて、
責任開始時以後に発病したものとみなされた場
合❺の当該疾病

ウ．支払事由発生の原因となる傷害❻が、特約の責任
開始時前に発生していたが、支払事由等の原因の
発生時期に関する規定に基づいて、責任開始時以
後に発生したものとみなされた場合❺の当該傷害

給付金等 給付金の削減支払い 支払いの限度
･ 入院治療
給付金
･通院治療
給付金
･先進医療
給付金

特約条項に定める給付
金等の支払いの限度を
適用したあとの給付金
額等に当会社の定めた
割合を乗じた額を支払
います。

当会社の定め
た割合を乗じ
る前の給付金
額等を基準と
して特約条項
を適用します。

上記以外の
給付金等

所定の給付金額等に当
会社の定めた割合を乗
じた額を基準として給
付金等を支払います。

特約条項の定
めるところに
よります。

･給与・家計サ
ポート給付金

2．所定の給付金削減期間中に被保険者が給与・家計サ
ポート給付金の支払事由に該当し、その給与・家計
サポート給付金を支払う場合で、給与・家計サポー
ト給付金の支払事由に該当した日における入院また
は在宅療養の直接の原因が第 1号のア、イおよびウ
のいずれかのみであるときは、基準給付金月額に当
会社の定めた割合を乗じた額を基準として給与・家
計サポート給付金を支払います。

❺　たとえば、被保険者が、特
約の責任開始時前に発生した
原因によって責任開始時以後
に入院を開始したときで、特
約の付加または復活の際の告
知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていた場合
などをいいます。

❻　その傷害の後遺症および合
併症を含みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

	第 2 条	 備考
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特別条件特約［総合保険用］特約条項 4

特別条件 対象となる
保険金・給付金等 特別条件を適用した場合の取扱い

特定部位
不担保

･入院給付金
･入院治療給付
金
･入院時手術給
付金
･入院時放射線
治療給付金
･通院治療一時
金
･退院給付金
･給与・家計サ
ポート給付金

1．特定部位不担保期間❼中に、被保険者が、次のア、
イおよびウのいずれかを直接の原因として、左の給
付金等の支払事由に該当したときは、当会社は、給
付金等を支払いません。

ア．特定部位不担保期間中に特定部位❽に生じた疾病
（特定感染症（別表12）を除きます。）

イ．支払事由発生の原因となる特定部位に生じた疾病
（特定感染症（別表12）を除きます。）が、特約の
責任開始時前に発病していたが、支払事由等の原
因の発生時期に関する規定に基づいて、責任開始
時以後に発病したものとみなされた場合❺の当該
疾病

ウ．支払事由発生の原因となる特定部位に生じた傷害
が、特約の責任開始時前に発生していたが、支払
事由等の原因の発生時期に関する規定に基づい
て、責任開始時以後に発生したものとみなされた
場合❺の当該傷害❻

2 ．第 1号のア、イおよびウのいずれかを直接の原因と
した入院または在宅療養中に特定部位不担保期間❼

が満了した場合には、特定部位不担保期間満了の日
の翌日に入院または在宅療養を開始したものとみな
します。

･通院治療給付
金

3．特定部位不担保期間❼中に、被保険者が、第 1号の
ア、イおよびウのいずれかを直接の原因として、通
院治療給付金の支払事由に該当したときは、当会社
は、通院治療給付金を支払いません。

4．特定部位不担保期間❼中に第 1号のア、イおよびウ
のいずれかを直接の原因とした入院をして退院を
し、通院をしている間に特定部位不担保期間が満了
した場合には、当会社は、その通院❾を原因として
通院治療給付金を支払いません。

･外来時手術給
付金
･外来時放射線
治療給付金
･先進医療給付
金

5．特定部位不担保期間❼中に、被保険者が、第 1号の
ア、イおよびウのいずれかを直接の原因として、左
の給付金の支払事由に該当したときは、当会社は、
給付金を支払いません。

❼　当会社の定めた不担保期間
とします。

❽　特定部位不担保の条件によ
り不担保とする身体部位�（別
表17）のうち、当会社が指定
した身体部位をいいます。

❺　たとえば、被保険者が、特
約の責任開始時前に発生した
原因によって責任開始時以後
に入院を開始したときで、特
約の付加または復活の際の告
知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていた場合
などをいいます。

❻　その傷害の後遺症および合
併症を含みます。

❾　特定部位不担保期間満了後
の通院を含みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

	第 2 条	 備考
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特別条件特約［総合保険用］特約条項 5

特別条件 対象となる
保険金・給付金等 特別条件を適用した場合の取扱い

特定障害
状態不担
保

･高度障害保険
金
･高度障害年金
･特約保険料の
払込免除

被保険者が、次のア、イおよびウのいずれかを直接の原
因として身体障害表（別表 1）の第 1級の障害状態のう
ち、「 1．両眼の視力を全く永久に失ったもの」に該当
したときは、当会社は、左の保険金等を支払わずまたは
特約保険料の払込みを免除しません。
ア．眼球および眼球附属器に生じた疾病（特定感染症
（別表12）を除きます。）

イ．「両眼の視力を全く永久に失ったもの」に該当し
た原因となる眼球および眼球附属器に生じた疾病
（特定感染症（別表12）を除きます。）が、特約の
責任開始時前に発病していたが、支払事由等の原
因の発生時期に関する規定に基づいて、責任開始
時以後に発病したものとみなされた場合❺の当該
疾病

ウ．「両眼の視力を全く永久に失ったもの」に該当し
た原因となる眼球および眼球附属器に生じた傷害
が、特約の責任開始時前に発生していたが、支払
事由等の原因の発生時期に関する規定に基づい
て、責任開始時以後に発生したものとみなされた
場合❺の当該傷害❻

第 3条 特約の解約

　この特約のみの解約はできません。

第 4条 復活の制限

　この特約を付加した場合、保険契約が効力を失ったときは、保険契約の復活の請求は
失効後 2年以内に限ります。

第 5条 特約の消滅

　次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1．すべての特別条件が適用されなくなったとき
2．特別条件が適用された特約がすべて消滅したとき

第 6条 特別条件が適用された特約が更新される場合の特則

①　特別条件が適用された特約が更新される場合❶、更新後の特約に適用される特別条
件は、更新直前の保険年度の条件と同一とします。
②　第①項の場合、特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後の特約
の保険期間に基づいて計算します。

（平成26年 6 月 2 日実施令和 2年 6月 2日改正）

❺　たとえば、被保険者が、特
約の責任開始時前に発生した
原因によって責任開始時以後
に入院を開始したときで、特
約の付加または復活の際の告
知等により、当会社が、その
原因の発生を知っていた場合
などをいいます。

❻　その傷害の後遺症および合
併症を含みます。

	第 6 条	 備考

❶　更新後の特約がさらに更新
される場合を含みます。

	第 2 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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保険料充当特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 用語の定義

　この保険料充当特約［総合保険用］	特約条項において使用される用語の定義は、それ
ぞれ次のとおりとします。

用語 定義

充当原資

次の金額のことをいいます。
1．保険料充当原資積立特約［総合保険用］特約条項に定める保
険料充当金

2．保障見直し特約［総合保険用］特約条項に定める見直価格
3．終身保障変更特約［総合保険用］特約条項に定める変更価格
4．契約転換条項［総合保険用］または特別契約転換条項［総合
保険用］に定める転換価格

5．この特約を付加する際に消滅する保険料充当特約［総合保険
用］の充当原資残額

充当期間
当会社の定める方法により充当原資を分割して保険契約の保険料
に充当する期間をいいます。

充当原資残額
充当原資のうち、保険契約の保険料に充当されていない部分の元
利合計額❶をいいます。

第 2条 特約の付加

　この特約は、充当原資が移管される際、 5年ごと配当付組立総合保障保険契約に付加
します。

第 3条 充当原資の充当等

①　当会社は、当会社の定める充当期間中、保険料払込みのつど、当会社の定める方法
により充当原資を分割して保険契約の保険料に充当します。
②　充当期間中のこの保険契約の保険料は、充当原資に応じて当会社の定める金額とし
ます。
③　当会社は、充当原資残額を当会社の定める率の利息を付けて積み立てておきます。
④　この特約が付加された保険契約が転換後保険契約であり、転換前保険契約に 5年ご
と配当付終身入院保険❶または 5年ごと利差配当付医療保険等❷が含まれる場合、当
会社は、所定の期間にわたり、充当原資残額を当会社の定める方法により増加させま
す。
⑤　充当原資残額のうち、第④項の規定により増加した部分は、この特約が付加された
保険契約の保険料には充当しません。ただし、第①項の規定により保険契約の保険料
に充当する金額が変更される場合❸は、この限りではありません。

	
「当会社の定める率の利息」
お取扱いの際の率によります

	第 1 条	 備考

❶　第 3条第④項の規定により
増加した部分がある場合、そ
の部分を含みます。

	第 3 条	 備考

❶　低解約返戻金特則が適用さ
れる場合に限ります。

❷　 5年ごと利差配当付医療保
険、 5年ごと利差配当付新医
療保険および 5年ごと利差配
当付女性医療保険のことをい
います。

❸　保険契約の保険料払込方法
（回数）を変更する場合などが
該当します。

保険料充当特約［総合保険用］特約条項

この特約の内容 この特約に移管された充当原資を保険契約の保険料に充当する取扱いについて
定めています。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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保険料充当特約［総合保険用］特約条項 2

第 4条 充当原資残額の一部引出し

　この特約の充当原資残額の一部を引き出すことはできません。

第 5条 特約の解約

①　「保険契約または特約の解約」に関する 5年ごと配当付組立総合保障保険普通保険
約款（以下、「普通保険約款」といいます。）の規定に基づきこの特約が解約された場
合、当会社は、充当原資残額から当会社の定める方法により計算した金額を差し引い
た金額を保険契約者に支払います。
②　第①項の規定にかかわらず、この特約が付加された保険契約が転換後保険契約であ
り、転換前保険契約に 5年ごと配当付終身入院保険❶または 5年ごと利差配当付医療
保険等❷が含まれる場合で、普通保険約款の規定に基づきこの特約が解約されたとき
は、第①項の規定で保険契約者に支払うこととした金額から当会社の定める方法によ
り計算した金額を差し引いた金額を保険契約者に支払います。

	第 5 条	 備考

❶　低解約返戻金特則が適用さ
れる場合に限ります。

❷　 5年ごと利差配当付医療保
険、 5年ごと利差配当付新医
療保険および 5年ごと利差配
当付女性医療保険のことをい
います。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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保険料充当特約［総合保険用］特約条項 3

第 6条 特約の消滅

　次の各号に定める事由に該当した時、この特約は消滅し、充当原資残額等があるとき
は、その事由に応じて次表のとおり取り扱います。

号 消滅事由 充当原資残額等の取扱い

1
保障見直し特約［総合保険用］特約条項によ
る総合保障見直しが行なわれるとき

充当原資残額を保障見直し特約
［総合保険用］特約条項に定める
精算額に含めます。

2
終身保障変更特約［総合保険用］が付加され
るとき

充当原資残額を終身保障変更特約
［総合保険用］特約条項に定める
精算額に含めます。

3

保険料充当原資積立特約［総合保険用］の保
険期間満了日の翌日に更新特約［総合保険
用］特約条項に定める主特約の全部または一
部が更新されるとき❶

充当原資残額を他の充当原資と合
わせて新たに付加される保険料充
当特約［総合保険用］に移管しま
す。

4
保険金等の支払事由を定めているすべての特
約❷の保険期間が満了したとき（ただし、一
部の特約でも更新される場合は除きます。）

充当原資残額を保険契約者に支払
います。

5
保険金等の支払事由を定めているすべての特
約❷が保険金等の支払いまたは被保険者の死
亡によって消滅したとき

充当原資残額を保険契約者❺に支
払います。

6
保険金等の支払事由を定めているすべての特
約❷が第 5号以外の事由によって消滅したと
き

第 5条に定める金額を保険契約者
に支払います。

7

次表のアからウに定める特約の全部または一
部のみが付加されている保険契約❸で、その
付加されているすべての特約について次表に
定める年金の支払事由が発生したとき❹

特約 年金

ア
生活サポート終身年
金特約［総合保険用］

第１回の生活サ
ポート終身年金

イ
家計保障年金特約
［総合保険用］

第１回の家計保
障年金または高
度障害年金

ウ
介護サポート終身年
金特約［総合保険用］

第１回の介護終
身年金

充当原資残額を生活サポート終身
年金、家計保障年金、高度障害年
金または介護終身年金の受取人に
支払います。

第 7条 普通保険約款の規定の適用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、普通保険約款の規定によるものと
します。

（平成26年 6 月 2 日実施平成28年 6 月 2 日改正）

	第 6 条	 備考

❶　保険契約者からあらかじめ
保険料充当金の全部について
保険料充当特約［総合保険
用］に移管しない旨の申出が
あったときを除きます。

❷　生活サポート終身年金、高
度障害年金または介護終身年
金を支払うこととした生活サ
ポート終身年金特約［総合保
険用］、家計保障年金特約［総
合保険用］または介護サポー
ト終身年金特約［総合保険
用］は除きます。

❺　保険金等が支払われるとき
は、その保険金等の受取人と
します。

❸　保険金等の支払事由の発生
によって特約が消滅したこと
により、第 7号のアからウに
定める特約の全部または一部
のみが付加されていることに
なった保険契約を含みます。

❹　第 7号のアからウに定める
特約が 2つ以上付加されてい
る保険契約の場合は、第 1回
の年金の支払事由が最後に発
生した特約についての第 1回
の年金の支払事由が発生した
ときとします。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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保険料口座振替特約条項 1

第 1条 用語の定義

　この特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。

用語 定義
指定口座 保険契約者の指定する口座のことをいいます。

提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機
関等のことをいいます。（当会社が保険料の収納業務を
委託している機関の指定する金融機関等を含みます。）

主約款
この特約を付加した保険契約に適用される普通保険約款
のことをいいます。

振替日 払込期月中の当会社の定めた日のことをいいます。

第 2条 特約の付加

　この特約は、次の要件を満たす場合、保険契約者の申出によって保険契約（教育資金
付こども保険（型変更権有）Ⅱ型の場合は、それぞれの被保険者部分を別個の保険契約
とみなします。以下同じ。）に付加します。
1．指定口座が提携金融機関に設置してあること
2．保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座❶へ保険料の口座
振替を委任すること

第 3条 口座振替保険料率の適用

　この特約を付加した保険料払込方法（回数）が月掛の保険契約について、口座振替保
険料率を適用します。

第 4条 契約日の特例

①　保険契約の締結の際にこの特約を付加したときには、その契約日は、保障の開始に
関する主約款の規定にかかわらず、主約款に定める責任開始時の属する月の翌月 1日
とし、保険期間、保険料払込期間その他この特約を付加した保険契約における期間の
計算および年齢の計算は、この日を基準として行ないます。
②　当会社の責任開始時の属する日から第①項の契約日の前日までの間に、保険金もし
くは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、第①項の規
定にかかわらず、責任開始時の属する日を契約日とし、期間の計算および年齢の計算
は、この日を基準として行ないます。この場合、すでに払い込まれた保険料に超過分
があるときは、当会社は、これを保険契約者に払い戻します。また、不足分があると
きは、保険契約者は、当会社が指定した期日までにこれを当会社に払い込んでください。

第 5条 保険料の払込み

①　この特約を付加した保険契約の保険料は、主約款の規定にかかわらず、振替日❶に
指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い
込んでください。
②　第①項の規定により払い込まれた保険料は、その振替日に払込みがあったものとします。

	第 2 条	 備考

❶　当会社が保険料の収納業務
を外部の機関に委託する場合
は、その外部の機関の口座と
します。

	第 5 条	 備考

❶　振替日が提携金融機関の休
業日に該当する月の場合は翌
営業日とします。

保険料口座振替特約条項

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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保険料口座振替特約条項 2

③　同一の指定口座から 2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合、保険契約者
は、その振替順序を指定できないものとします。
④　保険契約者は、払込期月の振替日❶の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入
れておいてください。
⑤　この特約を付加した保険契約の保険料については、当会社は、領収証は発行しません。

第 6条 保険料口座振替ができなかった場合の取扱い

①　払込期月の振替日❶において指定口座の残高が保険料相当額に満たないなどの事由
により口座振替ができなかった場合には、保険料払込方法（回数）に応じて次表のと
おり取り扱います。

保険料払込方法（回数） 取扱い
年掛、新年掛、半年掛
または新半年掛

振替日の翌月の応当日❶に再度口座振替を行ないます。

月掛

翌月の振替日❶に翌月分と合わせて 2カ月分の保険料の口座
振替を行ないます。ただし、指定口座の残高が 2カ月分の保
険料相当額に満たないときには、払込期月の過ぎた 1カ月分
の保険料の口座振替を行ないます。

②　第①項の規定による保険料の口座振替ができなかった場合には、保険契約者は、払
込期月の過ぎた保険料を保険料払込みの猶予期間の満了する日までに当会社の本社ま
たは当会社の指定した場所に払い込んでください。

第 7条 諸変更

①　保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座または他の提携金融機関
の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ当会社および当該提携金融
機関に申し出てください。
②　保険契約者が口座振替の取扱いを停止する場合には、あらかじめ当会社および当該
提携金融機関に申し出て、口座振替扱い以外の保険料払込方法（経路）に変更してく
ださい。
③　提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会社は、その旨
を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関
の口座に変更するか、または保険料払込方法（経路）を口座振替扱い以外の方法に変
更してください。
④　当会社は、当会社または提携金融機関の止むを得ない事情により振替日を変更する
ことがあります。この場合、当会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。

第 8条 保険料の前納、自動振替貸付等

①　この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、保険料の前
納および一括払いは取り扱いません。
②　この特約を付加した保険契約について保険料の自動振替貸付または復活が行なわれ
る場合には、口座振替保険料率の適用されている保険契約についても、一般の保険料
率❶を基準として貸付金額または払い込むべき延滞保険料額を計算します。

第 9条 社員配当金の支払い

①　この特約を付加した保険契約の社員配当金の支払方法が現金で支払う方法の場合は、
当会社は、その社員配当金を指定口座に振り込むことによって保険契約者に支払います。

❶　振替日が提携金融機関の休
業日に該当する月の場合は翌
営業日とします。

	第 6 条	 備考

❶　その日が提携金融機関の休
業日に該当する月の場合は翌
営業日とします。

	第 8 条	 備考

❶　保険料払込方法（経路）が
店頭扱い、送金扱いまたは集
金扱いの場合に適用される保
険料率のことをいいます。

	第 5 条	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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②　保険契約者と指定口座の名義人が異なる場合でも、第①項の規定により指定口座に
振り込まれた社員配当金は、保険契約者が受け取ったものとします。

第10条 特約の消滅

　次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1．第 2条に定める要件を満たさなくなったとき
2．口座振替扱い以外の保険料払込方法（経路）に変更したとき
3．この特約を付加した保険契約が保険料の払込みを要しなくなったとき

第11条 主約款の準用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。

第12条 第 2回保険料から口座振替を行なう場合の特則

①　保険契約の締結の際、この特約を付加し、かつ、保険契約者から申出がある場合、
第 2回保険料から口座振替により保険料を払い込むこととすることができます。
②　第①項の場合、保険料払込方法（回数）が年掛、新年掛、半年掛または新半年掛の
保険契約のときには、第 4条（契約日の特例）の規定は適用せず、契約日は、主約款
の規定に定めるところによります。
③　第①項の場合、第 5条および第 6条の規定は、第 2回以後の保険料について適用し
ます。

第13条 ダイヤモンド保険ヤングもしくはダイヤモンド保険ユースの被保険者の変更を
する場合または生存給付金付定期保険の婚姻時の特別取扱いをする場合の特則

　この特約を付加したダイヤモンド保険ヤングもしくはダイヤモンド保険ユースについ
て被保険者の変更を当会社が承諾した場合、または生存給付金付定期保険について婚姻
時の特別取扱いを当会社が承諾した場合は、主約款の規定にかかわらず、夫に関する告
知のあった日の属する月の翌々月における契約応当日に被保険者の変更が行なわれたも
のとし、当会社は、その日から変更後の被保険者について責任を負います。

第14条 家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー
退院給付特約またはファミリー新退院給付特約の型の変更をする場合の特則

　この特約を付加した保険契約に家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー
保障特約、ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約が付加されている
場合、家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー退院
給付特約またはファミリー新退院給付特約の妻型もしくは子型から妻子型への変更を当
会社が承諾したときは、家族保障特約条項、ファミリー定期保険特約条項、ファミリー
保障特約条項、ファミリー退院給付特約条項またはファミリー新退院給付特約条項の規
定にかかわらず、子または妻に関する告知があった日の属する月の翌々月における契約
応当日に特約の型が変更されたものとし、当会社は、その日から変更後の特約の型によ
る責任を負います。

第15条 養育年金付こども保険の死亡給付金額の特則

　口座振替保険料率が適用されている養育年金付こども保険の場合、死亡給付金額の計
算の基準となる保険料は、一般の保険料率❶による保険料とします。

	第15条	 備考

❶　保険料払込方法（経路）が
店頭扱い、送金扱いまたは集
金扱いの場合に適用される保
険料率のことをいいます。❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第16条 保障付積立保険契約、生存給付金付終身保険契約、無配当災害保障
付積立保険契約または医療保障保険（個人型）契約の場合の特則

　第 3条（口座振替保険料率の適用）の規定にかかわらず、この特約を付加した保障付
積立保険契約、生存給付金付終身保険契約、無配当災害保障付積立保険契約または医療
保障保険（個人型）契約については口座振替保険料率はありません。

第17条 変額保険（有期型）または変額保険（終身型）に付加した場合の特則

　この特約を付加した変額保険（有期型）または変額保険（終身型）の場合には、次に
定めるところによります。
1．第 4条（契約日の特例）の規定は適用しません。
2．次の規定を読み替えます。

規定 読替前の字句 読替後の字句

第 8条 保険料の自動振替貸付

自動延長定期保険に変更後 3カ月以
内における、保険契約者からの延滞
保険料に当会社の定める率の利息を
付けた金額の支払いの申出

	
「当会社の定める率の利息」
お取扱いの際の率によります

第18条 保険料定期一括払特約が付加された保険契約の場合の特則

①　保険料定期一括払特約が付加された保険契約の場合、第 8条（保険料の前納、自動
振替貸付等）第①項の規定にかかわらず、保険料の一括払いを取り扱います。
②　第①項の場合、その払い込むべき保険料は、口座振替保険料率が適用される保険契
約についても、一般の保険料率❶を基準にして計算し、当会社の定める方法による割
引きをします。

第19条 3 年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険に付加した場合の特則

　この特約を付加した 3年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険の場合には、次に定
めるところによります。
1．主契約に付加された特約について、口座振替保険料率を適用します。
2．第 4条（契約日の特例）の規定は適用しません。
3．次の規定を読み替えます。

規定 読替前の字句 読替後の字句

第10条
3 ．この特約を付加した保険契約が
保険料の払込みを要しなくなった
とき

3．この特約を付加した保険契約の
保険料の払込みが終了したとき

第20条

5年ごと利差配当付こども保険（2012）、5年ごと配当付終身入院保険、
5年ごと配当付組立総合保障保険、5年ごと配当付終身医療保険	

（解約返戻金抑制型）、5年ごと配当付終身医療保険（解約返戻金抑制
型）［Ⅱ型］または無配当こども保険に付加した場合の特則

　この特約を付加した 5年ごと利差配当付こども保険（2012）、 5年ごと配当付終身入	
院保険、 5年ごと配当付組立総合保障保険、 5年ごと配当付終身医療保険（解約返戻金	

	第18条	 備考

❶　保険料払込方法（経路）が
店頭扱い、送金扱いまたは集
金扱いの場合に適用される保
険料率のことをいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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抑制型）、 5年ごと配当付終身医療保険（解約返戻金抑制型）［Ⅱ型］または無配当こど
も保険の場合には、第 4条（契約日の特例）の規定は適用しません。

第21条 5 年ごと配当付利率変動型積立終身保険（低解約返戻金型・指定通
貨建）に付加した場合の特則

　この特約を 5年ごと配当付利率変動型積立終身保険（低解約返戻金型・指定通貨建）
に付加した場合には、次に定めるところによります。
1．第 3条（口座振替保険料率の適用）の規定にかかわらず、口座振替保険料率はあ
りません。
2．第 4条（契約日の特例）の規定は適用しません。
3．第 6条を次のとおりに読み替えます。

第 6条 保険料口座振替ができなかった場合の取扱い

①　払込期月の振替日❶において指定口座の残高が保険料相当額に満たないなどの
事由により口座振替ができなかった場合には、保険料払込方法（回数）に応じて
次表のとおり取り扱います。

保険料払込方法
（回数） 取扱い

新年掛
振替日の翌月の応当日❶に再度口座振替を行ないます。振替日
の翌月の応当日にも口座振替ができなかった場合には、振替日
の翌々月の応当日❶に口座振替を行ないます。

月掛

翌月の振替日❶に翌月分と合わせて 2カ月分の保険料の口座振
替を行ないます。翌月の振替日にも口座振替ができなかった場
合には、翌々月の振替日❶に 3カ月分の保険料の口座振替を行
ないます。
ただし、指定口座の残高が 2カ月分または 3カ月分の保険料の
合計額に満たないときには、指定口座の残高内で口座振替可能
な月数分の保険料の口座振替を行ないます。その場合の口座振
替は、払込期月の過ぎた保険料のうち、払込期月の時期の早い
ものから順に行なうものとします。

②　第①項の規定による保険料の口座振替ができなかった場合には、保険契約者
は、払込期月の過ぎた保険料を保険料払込みの猶予期間の満了する日までに当会
社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。

第22条 保険料の収納業務を外部の機関に委託する場合の特則

　当会社が保険料の収納業務を外部の機関に委託する場合は、第 6条第①項所定の取扱
いとは異なる取扱いをすることがあります。

（昭和58年 4 月 2 日実施令和 2年 3月 2日改正）

	第 6 条（読み替え後）	 備考

❶　その日が提携金融機関の休
業日に該当する月の場合は翌
営業日とします。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第 1条 用語の定義

　この特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。

用語 定義
団体 会社、官公署等の団体（その事業所を含みます。）のことをいいます。

個別の保険契約
団体から給与（役員報酬を含みます。以下同じ。）の支払いを受け
る者を保険契約者とする保険契約のことをいいます。

団体の保険契約
団体を保険契約者とし、団体から給与の支払いを受ける者を被保険
者とする保険契約のことをいいます。

主約款
この特約を付加した保険契約に適用される普通保険約款のことをい
います。

取次代表者 団体の保険料取次に関する代表者のことをいいます。

第 2条 特約の付加

①　この特約は、次のいずれかの要件が満たされ、団体と当会社が集団扱いに関する契
約を締結している場合、保険契約者の申出によって保険契約（教育資金付こども保険
（型変更権有）Ⅱ型の場合は、それぞれの被保険者部分を別個の保険契約とみなしま
す。以下同じ。）に付加します。
1．個別の保険契約の保険契約者または被保険者が10人以上あること
2．団体の保険契約の被保険者が10人以上あること
3．個別の保険契約の保険契約者と団体の保険契約の被保険者を名寄せして10人以上
あること

②　第①項の人数については、保険料払込方法（回数）が年掛、新年掛、半年掛および
新半年掛の保険契約を合算して、または月掛の保険契約のみにより、その人数を満た
すことを要します。

第 3条 集団保険料率の適用

①　この特約を付加した保険料払込方法（回数）が年掛、新年掛、半年掛、新半年掛ま
たは月掛の保険契約について、次の各号の集団保険料率を適用します。

個別の保険契約の保険契約者の人数、
団体の保険契約の被保険者の人数または

両者を名寄せした人数
集団保険料率

20人以上 集団保険料率Ａ
20人未満 集団保険料率Ｂ

②　集団保険料率Ａの適用を受けた場合でも、第①項の人数がいずれも20人を欠きその
後 6カ月を経過しても補充できないときは、当会社は、適用する保険料率を集団保険
料率Ｂに変更します。
③　第 2条（特約の付加）第②項の規定は、本条の場合に準用します。

第 4条 契約日の特例

①　保険料払込方法（回数）が月掛の保険契約の場合、保険契約の締結の際にこの特約
を付加したときには、その契約日は、保障の開始に関する主約款の規定にかかわらず、
主約款に定める責任開始時の属する月の翌月 1日とし、保険期間、保険料払込期間そ

集団扱特約条項（Ａ）
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の他この特約を付加した保険契約における期間の計算および年齢の計算は、この日を
基準として行ないます。
②　当会社の責任開始時の属する日から第①項の契約日の前日までの間に、保険金もし
くは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、第①項の規
定にかかわらず、責任開始時の属する日を契約日とし、期間の計算および年齢の計算
は、この日を基準として行ないます。この場合、すでに払い込まれた保険料に超過分
があるときは、当会社は、これを保険契約者に払い戻します。また、不足分があると	
きは、保険契約者は、当会社が指定した期日までにこれを当会社に払い込んでください。

第 5条 保険料の払込み

①　この特約を付加した保険契約の第 2回以後の保険料は、払込期月内に、取次代表者
を経由して払い込んでください。
②　第①項の場合、取次代表者から当会社に払い込まれた時に、その保険料の払込みが
あったものとします。
③　取次代表者から保険料が払い込まれた場合には、保険料総額についての領収証を取
次代表者に対して発行し、個々の領収証は発行しません。

第 6条 保険料の前納、自動振替貸付等

①　この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、保険料の前
納および一括払いは取り扱いません。
②　この特約を付加した保険契約について保険料の自動振替貸付または復活が行なわれ
る場合には、集団保険料率の適用されている保険契約についても、一般の保険料率❶

を基準として貸付金額または払い込むべき延滞保険料額を計算します。

第 7条 社員配当金の支払い

　この特約を付加した保険契約に対する社員配当金の支払方法について、当会社と団体
との間に取りきめがあるときは、その方法によります。

第 8条 特約の消滅

　次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1．保険契約者が団体から脱退したとき
2．第 2条に定める人数がいずれも10人を欠き、その後 6カ月を経過してもなお補充
できないとき
3．当会社と団体との間に締結された集団扱いに関する契約が解除されたとき
4．他の保険料払込方法（経路）に変更したとき
5．この特約を付加した保険契約が保険料の払込みを要しなくなったとき

第 9条 主約款の規定の準用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。

第10条 保険料取次協定書による場合の特則

　団体に 2以上の事業所があり、集団扱いに関する契約が締結されている事業所につい
て第 3条第①項の集団保険料率Ａが適用される要件が満たされている場合には、当会社
と保険料の取次ぎに関する協定を締結した他の事業所に属する保険料払込方法（回数）

	第 6 条	 備考

❶　保険料払込方法（経路）が
店頭扱い、送金扱いまたは集
金扱いの場合に適用される保
険料率のことをいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください

329

集団扱特約条項（Ａ） もくじ に戻る



集団扱特約条項（Ａ） 3

が月掛の保険契約について、この特約による取扱いおよび集団保険料率Ａの適用を受け
ることができます。この場合、第 3条および第 8条第 2号の人数要件は適用しないもの
とし、また、次の規定を読み替えます。

規定 読替前の字句 読替後の字句
第 8条 集団扱いに関する契約 保険料取次ぎに関する協定

第11条
ダイヤモンド保険ヤングもしくはダイヤモンド保険ユースの
被保険者の変更をする場合または生存給付金付定期保険の
婚姻時の特別取扱いをする場合の特則

　この特約を付加したダイヤモンド保険ヤングもしくはダイヤモンド保険ユースについ
て被保険者の変更を当会社が承諾した場合、または生存給付金付定期保険について婚姻
時の特別取扱いを当会社が承諾した場合は、主約款の規定にかかわらず、夫に関する告	
知のあった日の属する月の翌々月における契約応当日に被保険者の変更が行なわれたも
のとし、当会社は、その日から変更後の被保険者について責任を負います。

第12条
家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、
ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約の型の
変更をする場合の特則

　この特約を付加した保険契約に家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー
保障特約、ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約が付加されている
場合、家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー退院
給付特約またはファミリー新退院給付特約の妻型もしくは子型から妻子型への変更を当
会社が承諾したときは、家族保障特約条項、ファミリー定期保険特約条項、ファミリー
保障特約条項、ファミリー退院給付特約条項またはファミリー新退院給付特約条項の規
定にかかわらず、子または妻に関する告知があった日の属する月の翌々月における契約
応当日に特約の型が変更されたものとし、当会社は、その日から変更後の特約の型によ
る責任を負います。

第13条 養育年金付こども保険の死亡給付金額の特則

　集団保険料率が適用されている養育年金付こども保険の場合、死亡給付金額の計算の
基準となる保険料は、一般の保険料率❶による保険料とします。

第14条 保障付積立保険契約、生存給付金付終身保険契約または
医療保障保険（個人型）契約の場合の特則

　この特約を付加した保障付積立保険契約、生存給付金付終身保険契約または医療保障
保険（個人型）契約については、保険契約者または被保険者を第 2条の集団扱いに関す
る契約の締結に際しての人数要件または第 3条の集団保険料率適用の際の人数要件の計
算に算入することができますが、集団保険料率はありません。

第15条 変額保険（有期型）または変額保険（終身型）に付加した場合の特則

　この特約を付加した変額保険（有期型）または変額保険（終身型）の場合には、次に
定めるところによります。
1．第 4条（契約日の特例）の規定は適用しません。
2．次の規定を読み替えます。

	第13条	 備考

❶　保険料払込方法（経路）が
店頭扱い、送金扱いまたは集
金扱いの場合に適用される保
険料率のことをいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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規定 読替前の字句 読替後の字句

第 6条 保険料の自動振替貸付

自動延長定期保険に変更後 3カ月以
内における、保険契約者からの延滞
保険料に当会社の定める率の利息を
付けた金額の支払いの申出

第16条 契約日が昭和56年 4 月 1 日以前の保険契約の場合の特則

　契約日が昭和56年 4 月 1 日以前の保険契約で、集団保険料率Ａが適用されている保険
料払込方法（回数）が半年掛または月掛の保険契約について、保険金または給付金等の
支払事由が発生したことにより保険契約が消滅したときに、保険金または給付金等の支
払事由が発生した日の属する保険年度の保険料に未払込分があれば、保険金または給付
金等から差し引きます。

第17条 保険料定期一括払特約が付加された保険契約の場合の特則

①　保険料定期一括払特約が付加された保険契約の場合、第 6条第①項の規定にかかわ
らず、保険料の一括払いを取り扱います。
②　第①項の場合、その払い込むべき保険料は、集団保険料率Ａが適用される保険契約
については集団保険料率Ａを基準にして計算し、集団保険料率Ｂが適用される保険契
約については一般の保険料率❶を基準にして計算し、当会社の定める方法による割引
きをします。

第18条 最終生存者終身保険契約の場合の特則

　この特約を付加した最終生存者終身保険契約については、第 2条の集団扱いに関する
契約の締結に際しての人数要件または第 3条の集団保険料率適用の際の人数要件の計算
にあたって被保険者は 1人として計算します。

第19条 3 年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険に付加した場合の特則

　この特約を付加した 3年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険の場合には、次に定
めるところによります。
1．主契約に付加された特約について、集団保険料率を適用します。
2．第 4条（契約日の特例）の規定は適用しません。
3．次の規定を読み替えます。

規定 読替前の字句 読替後の字句

第 8条
5．この特約を付加した保険契約が
保険料の払込みを要しなくなっ
たとき

5．この特約を付加した保険契約の
保険料の払込みが終了したとき

	第17条	 備考

❶　保険料払込方法（経路）が
店頭扱い、送金扱いまたは集
金扱いの場合に適用される保
険料率のことをいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第20条
5年ごと配当付終身入院保険、 5年ごと配当付組立総合保障保険、 5年
ごと配当付終身医療保険（解約返戻金抑制型）または 5年ごと配当付終
身医療保険（解約返戻金抑制型）［Ⅱ型］に付加した場合の特則

　この特約を付加した 5年ごと配当付終身入院保険、 5年ごと配当付組立総合保障保
険、 5年ごと配当付終身医療保険（解約返戻金抑制型）または 5年ごと配当付終身医療
保険（解約返戻金抑制型）［Ⅱ型］の場合には、第 4条（契約日の特例）の規定は適用し
ません。

（昭和46年 6 月 2 日実施令和 2年 3月 2日改正）
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第 1条 用語の定義

　この特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。

用語 定義
団体 組合、連合会、同業組合等の団体のことをいいます。
個別の保険契約 団体の加盟者を保険契約者とする保険契約のことをいいます。

団体の保険契約
団体を保険契約者とし、団体の加盟者を被保険者とする保険契約の
ことをいいます。

主約款
この特約を付加した保険契約に適用される普通保険約款のことをい
います。

取次代表者 団体の保険料取次に関する代表者のことをいいます。

第 2条 特約の付加

①　この特約は、次のいずれかの要件が満たされ、団体と当会社が集団扱いに関する契
約を締結している場合、保険契約者の申出によって保険契約（教育資金付こども保険
（型変更権有）Ⅱ型の場合は、それぞれの被保険者部分を別個の保険契約とみなしま
す。以下同じ。）に付加します。
1．個別の保険契約の保険契約者または被保険者が10人以上あること
2．団体の保険契約の被保険者が10人以上あること
3．個別の保険契約の保険契約者と団体の保険契約の被保険者を名寄せして10人以上
あること

②　第①項の人数については、保険料払込方法（回数）が年掛、新年掛、半年掛および
新半年掛の保険契約を合算して、または月掛の保険契約のみにより、その人数を満た
すことを要します。

第 3条 集団保険料率の適用

　この特約を付加した保険料払込方法（回数）が年掛、新年掛、半年掛、新半年掛また
は月掛の保険契約について、集団保険料率Ｂを適用します。

第 4条 契約日の特例

①　保険料払込方法（回数）が月掛の保険契約の場合、保険契約の締結の際にこの特約
を付加したときには、その契約日は、保障の開始に関する主約款の規定にかかわらず、
主約款に定める責任開始時の属する月の翌月 1日とし、保険期間、保険料払込期間そ
の他この特約を付加した保険契約における期間の計算および年齢の計算は、この日を
基準として行ないます。
②　当会社の責任開始時の属する日から第①項の契約日の前日までの間に、保険金もし
くは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、第①項の規
定にかかわらず、責任開始時の属する日を契約日とし、期間の計算および年齢の計算
は、この日を基準として行ないます。この場合、すでに払い込まれた保険料に超過分
があるときは、当会社は、これを保険契約者に払い戻します。また、不足分があると	
きは、保険契約者は、当会社が指定した期日までにこれを当会社に払い込んでください。

集団扱特約条項（Ｂ）
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第 5条 保険料の払込み

①　この特約を付加した保険契約の第 2回以後の保険料は、払込期月内に、取次代表者
を経由して払い込んでください。
②　第①項の場合、取次代表者から当会社に払い込まれた時に、その保険料の払込みが
あったものとします。
③　取次代表者から保険料が払い込まれた場合には、保険料総額についての領収証を取
次代表者に対して発行し、個々の領収証は発行しません。

第 6条 保険料の前納、自動振替貸付等

①　この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、保険料の前
納および一括払いは取り扱いません。
②　この特約を付加した保険契約について保険料の自動振替貸付または復活が行なわれ
る場合には、集団保険料率Ｂの適用されている保険契約についても、一般の保険料
率❶を基準として貸付金額または払い込むべき延滞保険料額を計算します。

第 7条 社員配当金の支払い

　この特約を付加した保険契約に対する社員配当金の支払方法について、当会社と団体
との間に取りきめがあるときは、その方法によります。

第 8条 特約の消滅

　次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1．保険契約者が団体から脱退したとき
2．第 2条に定める人数がいずれも10人を欠き、その後 6カ月を経過してもなお補充
できないとき
3．当会社と団体との間に締結された集団扱いに関する契約が解除されたとき
4．他の保険料払込方法（経路）に変更したとき
5．この特約を付加した保険契約が保険料の払込みを要しなくなったとき

第 9条 主約款の規定の準用

　この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。

第10条
ダイヤモンド保険ヤングもしくはダイヤモンド保険ユースの
被保険者の変更をする場合または生存給付金付定期保険の
婚姻時の特別取扱いをする場合の特則

　この特約を付加したダイヤモンド保険ヤングもしくはダイヤモンド保険ユースについ
て被保険者の変更を当会社が承諾した場合、または生存給付金付定期保険について婚姻
時の特別取扱いを当会社が承諾した場合は、主約款の規定にかかわらず、夫に関する告
知のあった日の属する月の翌々月における契約応当日に被保険者の変更が行なわれたも
のとし、当会社は、その日から変更後の被保険者について責任を負います。

	第 6 条	 備考

❶　保険料払込方法（経路）が
店頭扱い、送金扱いまたは集
金扱いの場合に適用される保
険料率のことをいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第11条
家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、
ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約の型の
変更をする場合の特則

　この特約を付加した保険契約に家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー
保障特約、ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約が付加されている
場合、家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー退院
給付特約またはファミリー新退院給付特約の妻型もしくは子型から妻子型への変更を当
会社が承諾したときは、家族保障特約条項、ファミリー定期保険特約条項、ファミリー
保障特約条項、ファミリー退院給付特約条項またはファミリー新退院給付特約条項の規
定にかかわらず、子または妻に関する告知があった日の属する月の翌々月における契約
応当日に特約の型が変更されたものとし、当会社は、その日から変更後の特約の型によ
る責任を負います。

第12条 養育年金付こども保険の死亡給付金額の特則

　集団保険料率Ｂが適用されている養育年金付こども保険の場合、死亡給付金額の計算
の基準となる保険料は、一般の保険料率❶による保険料とします。

第13条 保障付積立保険契約、生存給付金付終身保険契約または
医療保障保険（個人型）契約の場合の特則

　この特約を付加した保障付積立保険契約、生存給付金付終身保険契約または医療保障
保険（個人型）契約については、保険契約者または被保険者を第 2条の集団扱いに関す
る契約の締結に際しての人数要件の計算に算入することができますが、集団保険料率Ｂ
はありません。

第14条 変額保険（有期型）または変額保険（終身型）に付加した場合の特則

　この特約を付加した変額保険（有期型）または変額保険（終身型）の場合には、次に
定めるところによります。
1．第 4条（契約日の特例）の規定は適用しません。
2．次の規定を読み替えます。

規定 読替前の字句 読替後の字句

第 6条 保険料の自動振替貸付

自動延長定期保険に変更後 3カ月以
内における、保険契約者からの延滞
保険料に当会社の定める率の利息を
付けた金額の支払いの申出

第15条 保険料定期一括払特約が付加された保険契約の場合の特則

①　保険料定期一括払特約が付加された保険契約の場合、第 6条第①項の規定にかかわ
らず、保険料の一括払いを取り扱います。
②　第①項の場合、その払い込むべき保険料は、集団保険料率Ｂの適用される保険契約
についても、一般の保険料率❶を基準にして計算し、当会社の定める方法による割引
きをします。

	第12条	 備考

❶　保険料払込方法（経路）が
店頭扱い、送金扱いまたは集
金扱いの場合に適用される保
険料率のことをいいます。

	第15条	 備考

❶　保険料払込方法（経路）が
店頭扱い、送金扱いまたは集
金扱いの場合に適用される保
険料率のことをいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第16条 最終生存者終身保険契約の場合の特則

　この特約を付加した最終生存者終身保険契約については、第 2条の集団扱いに関する
契約の締結に際しての人数要件の計算にあたって被保険者は 1人として計算します。

第17条 3 年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険に付加した場合の特則

　この特約を付加した 3年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険の場合には、次に定
めるところによります。
1．主契約に付加された特約について、集団保険料率Ｂを適用します。
2．第 4条（契約日の特例）の規定は適用しません。
3．次の規定を読み替えます。

規定 読替前の字句 読替後の字句

第 8条
5．この特約を付加した保険契約が
保険料の払込みを要しなくなっ
たとき

5．この特約を付加した保険契約の
保険料の払込みが終了したとき

第18条
5年ごと配当付終身入院保険、 5年ごと配当付組立総合保障保険、 5年
ごと配当付終身医療保険（解約返戻金抑制型）または 5年ごと配当付終
身医療保険（解約返戻金抑制型）［Ⅱ型］に付加した場合の特則

　この特約を付加した 5年ごと配当付終身入院保険、 5年ごと配当付組立総合保障保
険、 5年ごと配当付終身医療保険（解約返戻金抑制型）または 5年ごと配当付終身医療
保険（解約返戻金抑制型）［Ⅱ型］の場合には、第 4条（契約日の特例）の規定は適用し
ません。

（昭和46年 6 月 2 日実施令和 2年 3月 2日改正）
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契約転換条項［総合保険用］ 1

第 1条 用語の定義

　この契約転換条項［総合保険用］において使用する用語の定義は、次のとおりとしま
す。

用語 定義
転換前保険契約 転換によって消滅する保険契約❶をいいます。

転換後保険契約 転換によって成立する保険契約をいいます。

転換日 転換後保険契約の契約日をいいます。

転換価格 転換基準額と転換差引額の差額をいいます。

転換基準額

転換前保険契約についての次の金額の合計額をいいます。
ア．責任準備金
イ．次の社員配当金の合計額
ａ．第 4条に定める社員配当金
ｂ．当会社に積み立てられた社員配当金の元利合計額
ｃ．転換前保険契約の普通保険約款に定める相殺または現金支払
前に転換をする場合には、支払われていない社員配当金

ウ．保険料の払い戻しがある場合はその額
エ．保険料の前納または一括払いが行なわれている場合はその残額
オ．すでに保険契約転換が行なわれ転換価格残額がある場合にはそ
の金額

カ．その他当会社に積み立てられた金額の元利合計額
キ．第 5条第①項に定める金額

転換差引額

転換前保険契約についての次の金額の合計額をいいます。
ア．保険料の自動振替貸付（保険料の振替貸付）または保険契約者
に対する貸付が行なわれている場合の元利合計額

イ．第 3条の規定による貸付金

第 2条 転換価格の移管

　当会社は、転換日に、転換前保険契約の転換価格を充当原資として保険料充当特約
［総合保険用］に移管します。保険料充当特約［総合保険用］に移管された充当原資は、
保険料充当特約［総合保険用］特約条項によって取り扱います。

	第 1 条	 備考

❶　教育資金付こども保険（型
変更権有）Ⅱ型の場合は、そ
れぞれの被保険者部分を別個
の保険契約とみなし、また、
付加されている特約がある場
合はその特約を含みます。

契約転換条項［総合保険用］

この特約の内容 すでに締結されている保険契約を、 5年ごと配当付組立総合保障保険契約に転
換する際の取扱いについて定めています。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第 3条 貸付による転換後保険契約の第 1回保険料充当

①　当会社は、転換の際に、保険契約者の申出があったときは、当会社の取扱いの範囲
内で、転換前保険契約の転換基準額❶を限度として、転換後保険契約の第 1回保険料
相当額を貸し付け、転換後保険契約の第 1回保険料に充当します。
②　第①項の貸付金に対する利息はありません。
③　本条の規定により充当された転換後保険契約の第 1回保険料については、当会社
は、領収証は発行しません。

第 4条 転換前保険契約の社員配当金の特別支払い

①　当会社は、転換前保険契約の普通保険約款に定める社員配当金とは別に、転換前保
険契約に対して、転換日の直前の事業年度末に計算した社員配当金を支払い、これを
転換基準額に含めます。ただし、転換前保険契約が次のいずれかの場合は除きます。
1．無配当の保険
2．教育資金付こども保険（型変更権有）
3．教育資金付こども保険（型変更権無）
4．保障付積立保険
5．個人定期保険集団扱特約が付加された個人定期保険
6．長期就業不能保障保険
7．就業不能保障保険

②　転換前保険契約が安田生命保険相互会社と締結された保険契約（その保険契約を更
新した後の保険契約を含みます。）の場合は、第①項の規定にかかわらず、転換前保	
険契約の普通保険約款の定めるところによります。

第 5条 転換前保険契約に契約通算特約が付加されている場合の取扱い

①　転換前保険契約に契約通算特約が付加されている場合は、転換日の直前の保険年度
末❶を基準日として、当会社が定める方法によって次の各号に基づき計算した金額を
支払い、これを転換基準額に含めます。
1．基準日におけるポイント
2．基準日における転換給付金の額
3．基準日以降、転換前保険契約において保険料が払い込まれた期間および転換日ま
での経過期間

②　転換日の前日が転換前保険契約の保険年度末の場合で、その年度末のポイントおよ
び転換給付金の額に基づいて当会社が定める方法によって計算した金額が第①項に
よって計算した金額を上回るときは、その差額を保険契約者に支払います。

第 6条 転換前保険契約の消滅

　転換前保険契約は、転換後保険契約の責任開始と同時に消滅するものとします。

第 7条 転換前保険契約に社員配当金特殊支払特則による
払済養老保険が付加されている場合の取扱い

　転換前保険契約が安田生命保険相互会社と締結された保険契約の場合、転換前保険契
約に付加されている払済養老保険は、転換前保険契約が転換されたときには消滅し、そ
の責任準備金を転換基準額に含めます。この場合、転換前保険契約の社員配当金特殊支
払特則に本条と異なる取扱いの規定（「基本保険が転換された場合」の規定）があると	
きでも、本条がその規定に優先するものとします。

	第 3 条	 備考

❶　保険料の自動振替貸付（保
険料の振替貸付）または保険
契約者に対する貸付が行なわ
れている場合は、その元利合
計額を差し引いた金額としま
す。

	第 5 条	 備考

❶　転換日の前日が転換前保険
契約の保険年度末の場合に
は、その 1年前の保険年度末
とします。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第 8条 転換後の特別取扱い

　次の各号のいずれかの場合であっても、転換前保険契約（それ以前の保険契約を含む
こともあります。）から継続して責任を負っている当会社の定める範囲については、当	
会社は免責・解除・無効・取消しの取扱いを行なわず、または保険金等を支払い、もし
くは特約保険料の払込みを免除します。ただし、この場合、転換後保険契約を当会社の
定める内容に変更することがあります。
1．被保険者が転換後保険契約の転換の際の責任開始時の属する日から、 3年以内に
自殺によって死亡し、転換後保険契約の免責事由に該当した場合
2．転換の際の告知義務違反により、転換後保険契約またはそのうちの特約の解除を
行なう場合
3．保険金等の支払事由の原因または特約保険料の払込免除事由の原因が転換の際の
責任開始時前に生じていたために、転換後保険契約の保険金等が支払われない場合
または特約保険料の払込みが免除されない場合
4．転換後保険契約またはそのうちの特約が無効となりまたは取消しとなった場合。
ただし、「詐欺による取消し、不法取得目的による無効」に関する 5年ごと配当付組
立総合保障保険普通保険約款の規定に該当する場合を除きます。

第 9条 転換前保険契約に5年ごと利差配当付医療保険等が含まれる場合の特則

①　転換前保険契約に、 5年ごと利差配当付医療保険等❶が含まれる場合で、次の 1お
よび 2に該当するときは、保険契約者は健康支援給付金を支払うための積立金❷相当
額を払い込んでください。
1．転換基準額に健康支援給付金を支払うための積立金が含まれるとき❸

2 ． 5 年ごと利差配当付医療保険等の契約日❹から転換後保険契約の責任開始時前ま
でに支払事由が発生していた入院給付金等❺について、転換後保険契約の責任開始
時以後に請求があり、当会社がこれを支払うこととしたとき

②　第①項の規定にかかわらず、健康支援給付金を支払うための積立金❷相当額が払い
込まれなかったときは、次のとおり取り扱います。

取扱い

入院給付金等❺の合計額が、健
康支援給付金を支払うための
積立金の金額を超えるとき

入院給付金等の合計額から健康支援給付金を支払う
ための積立金の金額を差し引いた金額のみを 5年ご
と利差配当付医療保険等❶の入院給付金等の受取人
に支払います。

入院給付金等❺の合計額が、健
康支援給付金を支払うための
積立金の金額以下のとき

入院給付金等は支払いません。

（平成26年 6 月 2 日実施令和 2年 3月 2日改正）

	第 9 条	 備考

❶　 5年ごと利差配当付医療保
険、 5年ごと利差配当付新医
療保険および 5年ごと利差配
当付女性医療保険のことをい
います。

❷　転換前保険契約において、
当会社の定める方法により計
算した健康支援給付金を支払
うための責任準備金をいいま
す。

❸　転換前保険契約に含まれる
5年ごと利差配当付医療保険
等の契約日（保険契約が更新
された場合は、更新日としま
す。）から転換後保険契約の
責任開始時前までに支払事由
が発生した入院給付金等の支
払いがないときをいいます。

❹　保険契約が更新された場合
は、更新日とします。

❺　入院給付金等とは、災害入
院給付金、疾病入院給付金、
女性特定疾病入院給付金およ
び手術給付金をいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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保障見直し特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 用語の定義

　この保障見直し特約［総合保険用］特約条項において使用される用語の定義は、それ
ぞれ次のとおりとします。

用語 定義

総合保障見直し
既に付加されている特約の全部❶または一部を消滅させて、
新たな特約を中途付加することをいいます。

追加保障見直し 新たな特約の中途付加のみを行なうことをいいます。

見直前特約

保障見直しにより、消滅する特約のことをいいます。（複数あ
る場合は、消滅する特約すべてを合わせたものをいい、特約
の減額により特約の一部が消滅する場合は、消滅する部分を
いいます。）

見直後特約
保障見直しにより、新たに付加される特約のことをいいます。
（複数ある場合は、新たに付加される特約すべてを合わせたも
のをいいます。）

精算額

次の金額の合計額❷をいいます。
1．見直前特約の責任準備金
2．保障見直し時に消滅する保険料充当特約［総合保険用］
の充当原資残額

3．保険料払込方法（回数）が新年掛または新半年掛の場合、
中途付加日後、最初に到来する年単位または半年単位の
契約応当日までの月数に対応する、当会社の定める方法
により計算した見直前特約❸の特約保険料❹

調整額

次の金額の合計額❷をいいます。
1．中途付加日の直前の年単位の契約応当日から中途付加日
までの期間に対応する見直後特約の責任準備金相当額❺

2 ．保険料払込方法（回数）が新年掛または新半年掛の場合、
中途付加日後、最初に到来する年単位または半年単位の
契約応当日までの月数に対応する、当会社の定める方法
により計算した見直後特約❸の特約保険料相当額❹

見直価格 精算額が調整額を超える場合の差額をいいます。

必要補充額 調整額が精算額を超える場合の差額をいいます。

第 2条 特約の付加

　この特約は、保障見直しにより見直後特約を中途付加する際、保険契約者の申出に
よって、 5年ごと配当付組立総合保障保険契約に付加します。

	第 1 条	 備考

❶　終身入院特約［総合保険
用］および介護サポート終身
年金特約［総合保険用］を除
きます。

❷　見直前特約または見直後特
約にがん保険料払込免除特約
［総合保険用］が含まれる場
合、中途付加日における消滅
しない特約の責任準備金を加
えます。

❸　見直前特約または見直後特
約にがん保険料払込免除特約
［総合保険用］が含まれる場
合、消滅しない特約を含みま
す。

❹　中途付加日と年単位または
半年単位の契約応当日が一致
するときはこの金額はありま
せん。

❺　中途付加日と年単位の契約
応当日が一致するときはこの
金額はありません。

保障見直し特約［総合保険用］特約条項

この特約の内容 5 年ごと配当付組立総合保障保険契約に付加されている特約を新たな特約に見
直す際の取扱いについて定めています。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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保障見直し特約［総合保険用］特約条項 2

第 3条 見直価格または必要補充額の取扱い

　保障見直しの際に、精算額および調整額により見直価格または必要補充額が発生する
ときは、次表のとおり取り扱います。

取扱い

見直価格が発生するとき

当会社は、第 4条に定める見直後特約の保障を開始する
日に、見直価格を充当原資として保険料充当特約［総合
保険用］に移管します。保険料充当特約［総合保険用］
に移管された充当原資は、保険料充当特約［総合保険
用］特約条項によって取り扱います。

必要補充額が発生するとき 保険契約者は、必要補充額を払い込んでください。

第 4条 見直後特約の責任開始時

①　当会社は、見直後特約の付加を承諾した場合、被保険者に関する告知の日および保
障見直しの申込のあった日❶に応じて、次表により定まる月単位の契約応当日（以下
「中途付加日」といいます。）から見直後特約の保障を開始するものとします。この場
合、見直後特約の保険期間は、中途付加日の直前の年単位の契約応当日❷から起算し
ます。

被保険者に関する告知の日および
保障見直しの申込のあった日のいずれか遅い日❶ 中途付加日

当月 1日から15日まで 翌月の月単位の契約応当日
当月16日から末日まで 翌々月の月単位の契約応当日

②　第①項の場合、見直前特約は見直後特約の保障の開始と同時に消滅するものとしま
す。
③　当会社は、見直後特約の付加を承諾したときには、書面によって通知します。

第 5条 保障見直し後の特別取扱い

　見直後特約について、次の各号のいずれかの場合であっても、見直前特約❶から継続
して責任を負っている当会社の定める範囲❷については、当会社は免責・解除・無効・
取消しの取扱いを行なわず、または保険金等を支払い、もしくは特約保険料の払込みを
免除します。ただし、この場合、見直後特約を当会社の定める内容に変更することがあ
ります。
1．被保険者が見直後特約の保障見直しの際の責任開始時の属する日から、 3年以内
に自殺によって死亡し、見直後特約の免責事由に該当した場合
2．見直後特約の保障見直しの際の告知義務違反により、見直後特約の解除を行なう
場合
3．保険金等の支払事由の原因または特約保険料の払込免除事由の原因が見直後特約
の保障見直しの際の責任開始時前に生じていたために、見直後特約の保険金等が支
払われない場合または特約保険料の払込みが免除されない場合
4．見直後特約が無効となりまたは取消しとなった場合。ただし、「詐欺による取消
し、不法取得目的による無効」に関する 5年ごと配当付組立総合保障保険普通保険
約款（以下「普通保険約款」といいます。）の規定に該当する場合を除きます。

	第 4 条	 備考

❶　追加保障見直しにより保険
料充当原資積立特約［総合保
険用］のみを付加する場合
は、保障見直しの申込のあっ
た日とします。

❷　中途付加日と年単位の契約
応当日が一致するときは、中
途付加日とします。

	第 5 条	 備考

❶　見直前特約の保障見直し前
に付加されていた特約を含み
ます。

❷　見直前特約の保障の範囲を
こえない当会社の定める保障
の範囲内をいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第 6条 告知義務違反に関する特別取扱い

　見直後特約の付加の際の告知義務違反がない場合であっても、見直前特約の付加の際
の告知義務違反により見直前特約が解除されるとき❶には、見直後特約についても見直
前特約の解除の効力が及びます。

第 7条 追加保障見直しの場合の特則

①　見直後特約が追加保障見直しにより付加されている場合で、保障見直し前にすでに
付加されている特約の特約保険料の払込みが免除され、見直後特約の特約保険料の払
込みが免除されなかったときは、見直後特約は消滅します。
②　第①項の場合には、当会社は、見直後特約の返戻金があるときはこれを保険契約者
に支払います。

第 8条 がん保険料払込免除特約［総合保険用］が付加された保険契約の場合の特則

　がん保険料払込免除特約［総合保険用］が付加されている保険契約に見直後特約を中
途付加する場合、次に定めるところによります。
1．当会社は、がん保険料払込免除特約［総合保険用］特約条項の規定にかかわらず、
見直後特約の保障見直しの際の責任開始時から、見直後特約についてのがん保険料
払込免除特約［総合保険用］上の責任を負います。
2．見直後特約が追加保障見直しにより付加されている場合で、がん保険料払込免除
特約［総合保険用］特約条項の規定により、保障見直し前にすでに付加されている
特約の特約保険料の払込みが免除され、見直後特約の特約保険料の払込みが免除さ
れなかったときは、見直後特約は消滅します。この場合には、当会社は、見直後特
約の返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
3．見直後特約が総合保障見直しにより付加されている場合で、被保険者が見直後特
約の責任開始時の属する日前または責任開始時の属する日から起算して90日以内	
に診断確定❶された悪性新生物によって、がん保険料払込免除特約［総合保険用］	
特約条項に定める保険料の払込免除事由に該当したときは、第 5条の規定を準用し
ます。

第 9条 見直後特約に介護サポート終身年金特約［総合保険用］が
含まれている場合の特則

　見直後特約に介護サポート終身年金特約［総合保険用］が含まれている場合、2016年
6 月 1 日以前に付加された生活サポート終身年金特約［総合保険用］、家計保障年金	
特約［総合保険用］または保険料充当特約［総合保険用］の各特約条項の適用にあたっ
ては、次に定めるところにより取り扱います。ただし、保障見直し前に終身保障変更特
約［総合保険用］特約条項に定める変更後特約に介護サポート終身年金特約［総合保険
用］が含まれる変更を行なった場合は、本条の規定は適用しません。
1．生活サポート終身年金特約［総合保険用］第 9条備考を次のとおり読み替えます。

第 9条（読み替え後）備考

❶　被保険者が死亡した場合は生活サポート終身年金の受取人の法定相続人としま
す。
❷　保険金等の支払事由の発生により他の特約が消滅したことによりこの特約のみ
が付加されていることになった場合を含みます。
❸　この特約以外に次の各号に定める特約の全部または一部が付加されている場合

	第 6 条	 備考

❶　見直前特約の付加前から継
続して責任を負っている当会
社の定める範囲について解除
の取扱いを行なわず、見直前
特約の一部が解除されるとき
を含みます。

	第 8 条	 備考

❶　「診断確定」は、病理組織
学的所見（生検）により医師
によってなされることを要し
ます。ただし、病理組織学的
所見（生検）が得られない場
合には、他の所見による診断
確定も認めることがあります。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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で、その付加されているすべての特約から、第 1回の生活サポート終身年金の支
払いと同時に年金を支払うべき保険契約を含みます。
⑴　家計保障年金特約［総合保険用］
⑵　介護サポート終身年金特約［総合保険用］
❹　高度障害年金を支払うこととした家計保障年金特約［総合保険用］および介護
終身年金を支払うこととした介護サポート終身年金特約［総合保険用］は除きま
す。
❺　一部の特約でも更新される場合は除きます。
❻　保険金等を支払うときにはその保険金等の受取人とします。

2．家計保障年金特約［総合保険用］第10条備考を次のとおり読み替えます。

第10条（読み替え後）備考

❶　保険金等の支払いまたは被保険者の死亡により他の特約が消滅したことにより
この特約のみが付加されていることになった場合を含みます。
❷　この特約以外に次の各号に定める特約の全部または一部が付加されている場合
で、その付加されているすべての特約から、第 1回の高度障害年金の支払いと同
時に年金を支払うべき保険契約を含みます。
⑴　生活サポート終身年金特約［総合保険用］
⑵　介護サポート終身年金特約［総合保険用］
❸　生活サポート終身年金を支払うこととした生活サポート終身年金特約［総合保
険用］および介護終身年金を支払うこととした介護サポート終身年金特約［総合
保険用］は除きます。
❹　一部の特約でも更新される場合は除きます。
❺　保険金等を支払うときにはその保険金等の受取人とします。
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3 ．保険料充当特約［総合保険用］第 6条を次のとおり読み替えます。

第 6条 特約の消滅

　次の各号に定める事由に該当した時、この特約は消滅し、充当原資残額等がある
ときは、その事由に応じて次表のとおり取り扱います。

号 消滅事由 充当原資残額等の取扱い

1
保障見直し特約［総合保険用］特約条項に
よる総合保障見直しが行なわれるとき

充当原資残額を保障見直し特約
［総合保険用］特約条項に定め
る精算額に含めます。

2
終身保障変更特約［総合保険用］が付加さ
れるとき

充当原資残額を終身保障変更特
約［総合保険用］特約条項に定
める精算額に含めます。

3

保険料充当原資積立特約［総合保険用］の
保険期間満了日の翌日に更新特約［総合保
険用］特約条項に定める主特約の全部また
は一部が更新されるとき❶

充当原資残額を他の充当原資と
合わせて新たに付加される保険
料充当特約［総合保険用］に移
管します。

4

保険金等の支払事由を定めているすべての
特約❷の保険期間が満了したとき（ただし、
一部の特約でも更新される場合は除きま
す。）

充当原資残額を保険契約者に支
払います。

5
保険金等の支払事由を定めているすべての
特約❷が保険金等の支払いまたは被保険者
の死亡によって消滅したとき

充当原資残額を保険契約者❺に
支払います。

6
保険金等の支払事由を定めているすべての
特約❷が第 5号以外の事由によって消滅し
たとき

第 5条に定める金額を保険契約
者に支払います。

7

次表のアからウに定める特約の全部または
一部のみが付加されている保険契約❸で、
その付加されているすべての特約について
次表に定める年金の支払事由が発生したと
き❹

特約 年金

ア
生活サポート終身
年金特約［総合保
険用］

第 1回の生活サ
ポート終身年金

イ
家計保障年金特約
［総合保険用］

第 1回の家計保
障年金または高
度障害年金

ウ
介護サポート終身
年金特約［総合保
険用］

第 1回の介護終
身年金

充当原資残額を生活サポート終
身年金、家計保障年金、高度障
害年金または介護終身年金の受
取人に支払います。

❶　保険契約者からあらかじめ
保険料充当金の全部について
保険料充当特約［総合保険
用］に移管しない旨の申出が
あったときを除きます。

❷　生活サポート終身年金、高
度障害年金または介護終身年
金を支払うこととした生活サ
ポート終身年金特約［総合保
険用］、家計保障年金特約［総
合保険用］または介護サポー
ト終身年金特約［総合保険
用］は除きます。

❸　保険金等の支払事由の発生
によって特約が消滅したこと
により、第 7号のアからウに
定める特約の全部または一部
のみが付加されていることに
なった保険契約を含みます。

❹　第 7号のアからウに定める
特約が 2つ以上付加されてい
る保険契約の場合は、第 1回
の年金の支払事由が最後に発
生した特約についての第 1回
の年金の支払事由が発生した
ときとします。

❺　保険金等が支払われるとき
は、その保険金等の受取人と
します。

	第 6 条（読み替え後）	 備考

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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第10条 見直後特約の中途付加日が2019年 5 月 1 日から2020年 4 月 1 日まで
の間となる保障見直しを行なう場合の特則

　契約日または見直前特約の中途付加日が2018年 5 月 1 日から2019年 4 月 1 日までの間
である保険契約の保障見直しを行なう場合で、見直後特約の中途付加日および見直後特
約の保障の範囲が次表を満たし、かつ、当会社が認めたとき❶は、次の各号のとおり取
り扱います。

見直後特約の
中途付加日

2019年 5 月 1 日から2020年 4 月 1 日までの間であること

見直後特約の
保障の範囲

見直前特約から継続して責任を負っている当会社の定める範囲内❷で
あること

1．見直後特約の中途付加の際、当会社は、「告知義務」に関する普通保険約款の規定
にかかわらず、保険契約者および被保険者❸に対して、見直後特約の特約条項に定
める保険金等の支払事由および特約保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する
重要な事項について告知を求めません。
2．第 4条（見直後特約の責任開始時）第①項を次のとおり読み替えます。

①　当会社は、見直後特約の付加を承諾した場合、保障見直しの申込のあった日に
応じて、次表により定まる月単位の契約応当日（以下「中途付加日」といいます。）
から見直後特約の保障を開始するものとします。この場合、見直後特約の保険期
間は、中途付加日の直前の年単位の契約応当日❹から起算します。

保障見直しの申込のあった日 中途付加日
当月 1日から15日まで 翌月の月単位の契約応当日
当月16日から末日まで 翌々月の月単位の契約応当日

3．第 1号の場合で見直前特約および見直後特約に重度疾病継続保障特約［総合保険
用］が含まれているときは、普通保険約款または重度疾病継続保障特約［総合保険
用］の特約条項に定める次の各規定の適用に際しては、見直前特約の保険期間と見
直後特約の保険期間とは継続した保険期間として取り扱い、見直後特約の責任開始
時は見直前特約の責任開始時❺とします。
ア．保険金等の支払いの規定❻

イ．特約保険料の払込免除の規定
ウ．保険契約または特約を解除できない場合の規定

（平成26年 6 月 2 日実施令和 2年 3月 2日改正）

	第10条	 備考

❶　特別条件特約［総合保険
用］が付加されている場合等
は除きます。

❷　見直前特約の保障の範囲を
こえない当会社の定める保障
の範囲内をいいます。

❸　満15歳未満のときはその親
権者を含みます。

❹　中途付加日と年単位の契約
応当日が一致するときは、中
途付加日とします。

❺　復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❻　重度疾病継続保障特約［総
合保険用］特約条項に定める
重度疾病保険金の支払いは、
「ａ．急性心筋梗塞」から
「ｇ．重度の慢性膵炎」まで
の支払事由ごとに、見直前特
約の保険期間および見直後特
約の責任開始時以後保険期間
の満了時までの期間を通じて
1回のみとします。たとえ
ば、見直前特約において「ａ．
急性心筋梗塞」の支払事由に
該当し重度疾病保険金が支払
われた場合、見直後特約にお
いて「ａ．急性心筋梗塞」の
支払事由に該当したときで
あっても、当会社は、重度疾
病保険金を支払いません。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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終身保障変更特約［総合保険用］特約条項 1

第 1条 用語の定義

　この終身保障変更特約［総合保険用］特約条項において使用される用語の定義は、そ
れぞれ次のとおりとします。

用語 定義

変更前特約

変更により消滅する次の特約のことをいいます❶。
1．定期保険特約［総合保険用］、家計保障年金特約［総合保険用］、生
活サポート定期保険特約［総合保険用］

2．新・入院特約［総合保険用］
3．生活サポート終身年金特約［総合保険用］

変更後特約

変更により新たに付加される次の特約のことをいいます。

号 変更後特約 対応する変更前特約

1
終身保険特約
［総合保険用］

定期保険特約［総合保険用］、
家計保障年金特約［総合保険用］、
生活サポート定期保険特約［総合保険用］

2
終身入院特約
［総合保険用］

新・入院特約［総合保険用］

3
介護サポート終身
年金特約
［総合保険用］

生活サポート終身年金特約［総合保険用］

精算額

次の金額の合計額をいいます。
1．変更前特約❷の責任準備金
2．変更時に消滅する保険料充当特約［総合保険用］の充当原資残額
3．変更前特約❷の特約保険料の払い戻しがある場合はその額

調整額

次の金額の合計額をいいます。
1．変更日の直前の年単位の契約応当日から変更日までの期間に対応す
る変更後特約の責任準備金相当額❸

2 ．保険料払込方法（回数）が新年掛または新半年掛の場合、変更日後、
最初に到来する年単位または半年単位の契約応当日までの月数に対
応する、当会社の定める方法により計算した変更後特約の特約保険
料相当額❹

変更価格 精算額が調整額を超える場合の差額をいいます。

必要補充額 調整額が精算額を超える場合の差額をいいます。

	第 1 条	 備考

❶　複数ある場合は、消滅する
特約すべてを合わせたものを
いい、変更により特約の一部
が消滅する場合は、消滅する
部分をいいます。

❷　変更時に消滅する保険料充
当原資積立特約［総合保険
用］を含みます。

❸　変更日と年単位の契約応当
日が一致するときはこの金額
はありません。

❹　変更日と年単位または半年
単位の契約応当日が一致する
ときはこの金額はありません。

終身保障変更特約［総合保険用］特約条項

この特約の内容 保険期間が有期である所定の特約の全部または一部に代えて、保険期間が終身
の所定の特約を付加することについて定めています。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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終身保障変更特約［総合保険用］特約条項 2

第 2条 特約の付加

①　この特約は、当会社の定める取扱いの範囲内で、変更前特約の各号に定める特約の
全部または一部に代えて変更後特約を付加する際、保険契約者の申出によって、 5年
ごと配当付組立総合保障保険契約に付加します。この場合、変更前特約の各号に定め
る特約の一部を変更するときは、保険契約者は、変更しない部分の死亡保険金額❶、	
入院給付金日額または生活サポート終身年金年額を指定することを要します。
②　変更後特約の死亡保険金額、入院給付金日額または介護終身年金年額は変更前特約
の死亡保険金額❷の合計額、入院給付金日額または生活サポート終身年金年額を上限
とします。
③　保険契約の保険料の払込みを要しなくなった後は、保険契約者は、この特約を付加
することはできません。

第 3条 変更価格または必要補充額の取扱い

　変更の際に、精算額および調整額により変更価格または必要補充額が発生するとき
は、次表のとおり取り扱います。

取扱い

変更価格が発生するとき

当会社は、第 4条に定める変更後特約の保障を開始する
日に、変更価格を充当原資として保険料充当特約［総合
保険用］に移管します。保険料充当特約［総合保険用］
に移管された充当原資は、保険料充当特約［総合保険用］
特約条項によって取り扱います。

必要補充額が発生するとき 保険契約者は、必要補充額を払い込んでください。

第 4条 変更後特約の責任開始時

①　当会社は、変更後特約の付加を承諾した場合、変更の申込のあった日に応じて、次
表により定まる月単位の契約応当日（以下「変更日」といいます。）から変更後特約	
の保障を開始するものとします。この場合、変更後特約の保険期間は、変更日の直前
の年単位の契約応当日❶から起算します。

変更の申込のあった日 変更日
当月 1日から15日まで 翌月の月単位の契約応当日

当月16日から末日まで 翌々月の月単位の契約応当日

②　第①項の場合、変更前特約は変更後特約の保障の開始と同時に消滅するものとしま
す。
③　当会社は、変更後特約の付加を承諾したときには、書面によって通知します。

第 5条 変更後特約の取扱い

　 5年ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）
または特約条項に定める次の各規定の適用に際しては、変更前特約の保険期間と変更後
特約の保険期間とは継続した保険期間として取り扱い、変更後特約の責任開始時は変更
前特約の責任開始時❶とします。この場合、入院給付金の支払限度に関しては、変更前
特約と変更後特約で支払われた支払日数を通算します。
1．保険金等の支払いの規定
2．特約保険料の払込免除の規定
3．保険契約または特約を解除できない場合の規定

	第 2 条	 備考

❶　家計保障年金特約［総合保
険用］は家計保障年金年額と
します。

❷　家計保障年金特約［総合保
険用］は家計保障年金年額の
5倍とします。

	第 4 条	 備考

❶　変更日と年単位の契約応当
日が一致するときは、変更日
とします。

	第 5 条	 備考

❶　復活が行なわれた場合は、
「保険契約の復活」に関する
普通保険約款の規定により保
障が開始する時をいいます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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終身保障変更特約［総合保険用］特約条項 3

第 6条 告知

　当会社は、「告知義務」に関する普通保険約款の規定にかかわらず、変更の際、保険	
契約者および被保険者に対して、変更後特約の保険事故発生の可能性に関する告知を求	
めません。

第 7条 告知義務違反に関する特別取扱い

　変更前特約の付加の際の告知義務違反により変更前特約が解除されるとき❶には、変
更後特約についても変更前特約の解除の効力が及びます。

第 8条 変更後特約に介護サポート終身年金特約［総合保険用］が含まれて
いる場合の特則

　変更後特約に介護サポート終身年金特約［総合保険用］が含まれている場合、平成28
年 6 月 1 日以前に付加された生活サポート終身年金特約［総合保険用］または家計保障
年金特約［総合保険用］の各特約条項の適用にあたっては、次に定めるところにより取
り扱います。ただし、変更前に保障見直し特約［総合保険用］特約条項に定める見直後
特約に介護サポート終身年金特約［総合保険用］が含まれる保障見直しを行なった場合
は、本条の規定は適用しません。
1．生活サポート終身年金特約［総合保険用］第 9条備考を次のとおり読み替えます。

第 9条（読み替え後）備考

❶　被保険者が死亡した場合は生活サポート終身年金の受取人の法定相続人としま
す。
❷　保険金等の支払事由の発生により他の特約が消滅したことによりこの特約のみ
が付加されていることになった場合を含みます。
❸　この特約以外に次の各号に定める特約の全部または一部が付加されている場合
で、その付加されているすべての特約から、第 1回の生活サポート終身年金の支
払いと同時に年金を支払うべき保険契約を含みます。
⑴　家計保障年金特約［総合保険用］
⑵　介護サポート終身年金特約［総合保険用］
❹　高度障害年金を支払うこととした家計保障年金特約［総合保険用］および介護
終身年金を支払うこととした介護サポート終身年金特約［総合保険用］は除きま
す。
❺　一部の特約でも更新される場合は除きます。
❻　保険金等を支払うときにはその保険金等の受取人とします。

2．家計保障年金特約［総合保険用］第10条備考を次のとおり読み替えます。

第10条（読み替え後）備考

❶　保険金等の支払いまたは被保険者の死亡により他の特約が消滅したことにより
この特約のみが付加されていることになった場合を含みます。
❷　この特約以外に次の各号に定める特約の全部または一部が付加されている場合
で、その付加されているすべての特約から、第 1回の高度障害年金の支払いと同
時に年金を支払うべき保険契約を含みます。
⑴　生活サポート終身年金特約［総合保険用］
⑵　介護サポート終身年金特約［総合保険用］

	第 7 条	 備考

❶　変更前特約の付加前から継
続して責任を負っている当会
社の定める範囲について解除
の取扱いを行なわず、変更前
特約の一部が解除されるとき
を含みます。

❶	❷	❸	…	の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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終身保障変更特約［総合保険用］特約条項 4

❸　生活サポート終身年金を支払うこととした生活サポート終身年金特約［総合保
険用］および介護終身年金を支払うこととした介護サポート終身年金特約［総合
保険用］は除きます。
❹　一部の特約でも更新される場合は除きます。
❺　保険金等を支払うときにはその保険金等の受取人とします。

（平成26年 6 月 2 日実施平成28年 6 月 2 日改正）
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ページ 351 353 355 359 360 362 363 364 365 367 368 372 373 374 375 376 378 379 380 381 383

5 年ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款

定 期 保 険 特 約 ○ ○

終 身 保 険 特 約 ○ ○

家 計 保 障 年 金 特 約 ○ ○

生 活 サ ポ ー ト 定 期 保 険 特 約 ○ ○ ○

生 活 サ ポ ー ト 終 身 年 金 特 約 ○ ○ ○

給 与 ・ 家 計 サ ポ ー ト 特 約 ○ ○

新 ・ 介 護 保 障 特 約 ○ ○ ○ ○ ○

介 護 サ ポ ー ト 終 身 年 金 特 約 ○ ○ ○ ○ ○

が ん 保 障 特 約 ○ ○ ○

が ん ・ 上 皮 内 新 生 物 保 障 特 約 ○ ○ ○

重 度 疾 病 継 続 保 障 特 約 ○ ○ ○ ○ ○ ○

傷 害 特 約 ○ ○ ○ ○

新 ・ 入 院 特 約 ○ ○ ○

終 身 入 院 特 約 ○ ○ ○

入 院 治 療 保 障 特 約 ○ ○ ○

入 院 時 手 術 保 障 特 約 ○ ○ ○

外 来 時 手 術 保 障 特 約 ○ ○ ○ ○

退 院 後 通 院 治 療 保 障 特 約 ○ ○ ○ ○

退 院 給 付 特 約 ○ ○

先 進 医 療 保 障 特 約 ○ ○ ○ ○

特 定 損 傷 給 付 特 約 ○ ○ ○

保 険 料 充 当 原 資 積 立 特 約 ○ ○

が ん 保 険 料 払 込 免 除 特 約 ○

リ ビ ン グ ・ ニ ー ズ 特 約

重 度 が ん 保 険 金 前 払 特 約 ○

健康サポート・キャッシュバック特約 ○

更 新 特 約

特 別 条 件 特 約 ○ ○ ○

保 険 料 充 当 特 約

保 険 料 口 座 振 替 特 約 条 項

集 団 扱 特 約 条 項 （ Ａ ）

集 団 扱 特 約 条 項 （ Ｂ ）

契 約 転 換 条 項

保 障 見 直 し 特 約

終 身 保 障 変 更 特 約

別表一覧 各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。

各別表に対応する特約は、以下をご確認ください。
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別表 1　　　身体障害表

等級 障害状態

第 1級

1．両眼の視力を全く永久に失ったもの
2．言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4．両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5．両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6． 1上肢を手関節以上で失い、かつ、 1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った
もの
7． 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、 1下肢を足関節以上で失ったもの

第 2級
・
第 3級

1．両耳の聴力を全く永久に失ったもの
2． 1眼の視力を全く永久に失ったもの
3． 1上肢を手関節以上で失ったかまたは 1上肢の用もしくは 1上肢の 3大関節中の 2関節の用を全く永
久に失ったもの
4． 1下肢を足関節以上で失ったかまたは 1下肢の用もしくは 1下肢の 3大関節中の 2関節の用を全く永
久に失ったもの
5． 1手の 5手指を失ったかまたは第 1指（母指）および第 2指（示指）を含んで 4手指を失ったもの
6．10手指の用を全く永久に失ったもの
7．10足指を失ったもの
8．脊

せき

柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

備　考
1．眼の障害（視力障害）
⑴　視力の測定は、万国式試視力表により、 1眼ずつ、矯正視力について測定します。
⑵　「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶　視野狭窄

さく
および眼瞼

けん
下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

2 ．言語またはそしゃくの障害
⑴　「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の 3つの場合をいいます。
①　語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋

がい
音、喉

こう
頭
とう
音の 4種のうち、 3種以上の発音が不能となり、その

回復の見込みがない場合
②　脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③　声帯全部の摘出により発音が不能な場合
⑵　「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込
みのない場合をいいます。

3 ．常に介護を要するもの
　「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴
のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。

4 ．上・下肢の障害
⑴　「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全に、上・下肢の運動機能を失ったものをいい、下表に定

対応する特約
定期保険特約 終身保険特約 家計保障年金特約 生活サポート定期保険特約
生活サポート終身年金特約 給与・家計サポート特約 新・介護保障特約 介護サポート終身年金特約
がん保障特約 がん・上皮内新生物保障特約 重度疾病継続保障特約 傷害特約
新・入院特約 終身入院特約 入院治療保障特約 入院時手術保障特約
外来時手術保障特約 退院後通院治療保障特約 退院給付特約 先進医療保障特約
特定損傷給付特約 特別条件特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。

別表 1を使用する特約は、以下のとおりです。
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	 身体部位略図

肩関節

ひじ関節

手関節

また関節

ひざ関節

足関節

第 2指（示指）

第 1指（母指）
遠位指節間関節

末節
近位指節間関節

指節間関節 中手指節関節

第 1指（母指）

末節
遠位指節間関節
（末関節）指節間関節

近位指節間関節
中足指節関節

上
肢
の
三
大
関
節

下
肢
の
三
大
関
節

下
肢

上
肢

める上・下肢の完全運動麻痺
ひ

、または上・下肢においてそれぞれ 3 大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節お
よび手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。

（表）　上・下肢の完全運動麻痺
ひ

上肢においては肩関節以下、下肢においてはまた関節以下の部分において、筋の収縮がみられないもの、ま
たは、筋の収縮は軽度にみられるものの運動はできないもの

⑵　「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合、または人工骨頭も
しくは人工関節を挿入置換した場合をいいます。

5 ．耳の障害（聴力障害）
⑴　聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
⑵　「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・ 1 ,000・ 2 ,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれ 

ａ・ｂ・ｃデシベルとしたとき
1/4（ａ＋ 2 ｂ＋ｃ）

の値が90デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解しえないもの）で回復の見込みのない場合をいいます。
6 ．脊

せき
柱の障害

⑴　「脊
せき

柱の著しい奇形」とは、脊
せき

柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のも
のをいいます。

⑵　「脊
せき

柱の著しい運動障害」とは、頸
けい

椎
つい

における完全強直の場合、または胸椎
つい

以下における前後屈、左右屈およ
び左右回旋の 3 種の運動のうち、 2 種以上の運動が生理的範囲の 2 分の 1 以下に制限された場合をいいます。

7 ．手指の障害
⑴　「手指を失ったもの」とは、第 1 指（母指）においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失っ

たものをいいます。
⑵　「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の 2 分の 1 以上を失った場合、または手指の中手指節

関節もしくは近位指節間関節（第 1 指（母指）においては指節間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の 2 分の 1
以下で回復の見込みのない場合をいいます。

8 ．足指の障害
 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。

補　足
　以上の障害に定める「回復の見込みのない」の判定に際しては、障害状態の様態により、障害状態に該当して
いる期間が180日以上であるなどの経過観察日数を設けて判断することがあります。
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	 身体部位略図

肩関節

ひじ関節

手関節

また関節

ひざ関節

足関節

第 2指（示指）

第 1指（母指）
遠位指節間関節

末節
近位指節間関節

指節間関節 中手指節関節
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遠位指節間関節
（末関節）指節間関節

近位指節間関節
中足指節関節

上
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三
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関
節

下
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三
大
関
節

下
肢

上
肢

める上・下肢の完全運動麻痺
ひ

、または上・下肢においてそれぞれ 3 大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節お
よび手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。

（表）　上・下肢の完全運動麻痺
ひ

上肢においては肩関節以下、下肢においてはまた関節以下の部分において、筋の収縮がみられないもの、ま
たは、筋の収縮は軽度にみられるものの運動はできないもの

⑵　「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合、または人工骨頭も
しくは人工関節を挿入置換した場合をいいます。

5 ．耳の障害（聴力障害）
⑴　聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
⑵　「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・ 1 ,000・ 2 ,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれ 

ａ・ｂ・ｃデシベルとしたとき
1/4（ａ＋ 2 ｂ＋ｃ）

の値が90デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解しえないもの）で回復の見込みのない場合をいいます。
6 ．脊

せき
柱の障害

⑴　「脊
せき

柱の著しい奇形」とは、脊
せき

柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のも
のをいいます。

⑵　「脊
せき

柱の著しい運動障害」とは、頸
けい

椎
つい

における完全強直の場合、または胸椎
つい

以下における前後屈、左右屈およ
び左右回旋の 3 種の運動のうち、 2 種以上の運動が生理的範囲の 2 分の 1 以下に制限された場合をいいます。

7 ．手指の障害
⑴　「手指を失ったもの」とは、第 1 指（母指）においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失っ

たものをいいます。
⑵　「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の 2 分の 1 以上を失った場合、または手指の中手指節

関節もしくは近位指節間関節（第 1 指（母指）においては指節間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の 2 分の 1
以下で回復の見込みのない場合をいいます。

8 ．足指の障害
 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。

補　足
　以上の障害に定める「回復の見込みのない」の判定に際しては、障害状態の様態により、障害状態に該当して
いる期間が180日以上であるなどの経過観察日数を設けて判断することがあります。

別表 2　　　対象となる不慮の事故

　対象となる不慮の事故とは、表 1 によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故（ただし、疾病または体質
的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発
的な外来の事故とみなしません。）で、かつ、平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計
情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD－10（2003年版）準拠」に記載された分類のうち表 2 に定めるも
のをいいます（ただし、表 2 の「除外するもの」欄にあるものを除きます。）。

表 1　　　急激、偶発、外来の定義

用語 定義
1 ．急激 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。（慢性、

反復性、持続性の強いものは該当しません。）

2 ．偶発 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいま
す。（被保険者の故意にもとづくものは該当しません。）

3 ．外来 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。（疾病や疾病に起因するも
の等身体の内部に原因があるものは該当しません。）

対応する特約
定期保険特約 終身保険特約 家計保障年金特約 生活サポート定期保険特約
生活サポート終身年金特約 給与・家計サポート特約 新・介護保障特約 介護サポート終身年金特約
がん保障特約 がん・上皮内新生物保障特約 重度疾病継続保障特約 傷害特約
新・入院特約 終身入院特約 入院治療保障特約 入院時手術保障特約
外来時手術保障特約 退院後通院治療保障特約 退院給付特約 先進医療保障特約
特定損傷給付特約 保険料充当原資積立特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。

別表 2 を使用する特約は、以下のとおりです。

353

別　表 もくじ に戻る



表 2　　　対象となる不慮の事故の分類項目（基本分類コード）

分類項目（基本分類コード） 除外するもの
1 ．交通事故（V01〜V99）
2 ．不慮の損傷のその他の外因（W00〜X59） ・飢餓・渇
・転倒・転落（W00〜W19）

・生物によらない機械的な力への曝
ばく

露
ろ
❶（W20〜W49）

・騒音への曝露（W42）
・振動への曝露（W43）

・生物による機械的な力への曝
ばく

露
ろ

（W50〜W64）
・不慮の溺

でき

死および溺
でき

水（W65〜W74）

・その他の不慮の窒息（W75〜W84）

・疾病による呼吸障害、嚥
えん

下
げ

障害、精神神経障害
の状態にある者の次の誤

ご

嚥
えん

〈吸引〉
胃内容物の誤嚥〈吸引〉（W78）
気道閉塞を生じた食物の誤嚥〈吸引〉（W79）
気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥〈吸引〉
（W80）

・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝
ばく

露
ろ

（W85〜W99）
・高圧、低圧および気圧の変化への曝露（W94）（高
山病など）

・煙、火および火炎への曝
ばく

露
ろ

（X00〜X09）
・熱および高温物質との接触（X10〜X19）
・有毒動植物との接触（X20〜X29）

・自然の力への曝
ばく

露
ろ

（X30〜X39）
・自然の過度の高温への曝露（X30）中の気象条件
によるもの（熱中症、日射病、熱射病など）

・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝
ばく

露
ろ

（X40〜X49）❷❸
・疾病の診断、治療を目的としたもの

・無理ながんばり、旅行および欠乏状態（X50〜X57）

・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性
の運動（X50）中の過度の肉体行使、レクリエー
ション、その他の活動における過度の運動

・旅行および移動（X51）（乗り物酔いなど）
・無重力環境への長期滞在（X52）

・その他および詳細不明の要因への不慮の曝
ばく

露
ろ

（X58
〜X59）

3 ．加害にもとづく傷害および死亡（X85〜Y09）
4 ．法的介入および戦争行為（Y35〜Y36） ・合法的処刑（Y35.5）
5 ．内科的および外科的ケアの合併症（Y40〜Y84） ・疾病の診断、治療を目的としたもの
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、
薬剤および生物学的製剤（Y40〜Y59）によるもの❸

・外科的および内科的ケア時における患者に対する医
療事故（Y60〜Y69）

・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器
具（Y70〜Y82）によるもの

・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的お
よびその他の医学的処置で、処置時には事故の記
載がないもの（Y83〜Y84）

備考
❶　「曝

ばく

露
ろ

」とは、その環境にさらされることをいいます。
❷　洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒
（ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒）およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃
腸炎、大腸炎は含まれません。
❸　外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。

354

別　表 もくじ に戻る



表 2　　　対象となる不慮の事故の分類項目（基本分類コード）

分類項目（基本分類コード） 除外するもの
1 ．交通事故（V01〜V99）
2 ．不慮の損傷のその他の外因（W00〜X59） ・飢餓・渇

・転倒・転落（W00〜W19）

・生物によらない機械的な力への曝
ばく

露
ろ
❶（W20〜W49）

・騒音への曝露（W42）
・振動への曝露（W43）

・生物による機械的な力への曝
ばく

露
ろ

（W50〜W64）
・不慮の溺

でき

死および溺
でき

水（W65〜W74）

・その他の不慮の窒息（W75〜W84）

・疾病による呼吸障害、嚥
えん

下
げ

障害、精神神経障害
の状態にある者の次の誤

ご

嚥
えん

〈吸引〉
胃内容物の誤嚥〈吸引〉（W78）
気道閉塞を生じた食物の誤嚥〈吸引〉（W79）
気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥〈吸引〉

（W80）
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝

ばく

露
ろ

（W85〜W99）
・高圧、低圧および気圧の変化への曝露（W94）（高

山病など）
・煙、火および火炎への曝

ばく

露
ろ

（X00〜X09）
・熱および高温物質との接触（X10〜X19）
・有毒動植物との接触（X20〜X29）

・自然の力への曝
ばく

露
ろ

（X30〜X39）
・自然の過度の高温への曝露（X30）中の気象条件

によるもの（熱中症、日射病、熱射病など）
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝

ばく

露
ろ

（X40〜X49）❷❸
・疾病の診断、治療を目的としたもの

・無理ながんばり、旅行および欠乏状態（X50〜X57）

・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性
の運動（X50）中の過度の肉体行使、レクリエー
ション、その他の活動における過度の運動

・旅行および移動（X51）（乗り物酔いなど）
・無重力環境への長期滞在（X52）

・その他および詳細不明の要因への不慮の曝
ばく

露
ろ

（X58
〜X59）

3 ．加害にもとづく傷害および死亡（X85〜Y09）
4 ．法的介入および戦争行為（Y35〜Y36） ・合法的処刑（Y35.5）
5 ．内科的および外科的ケアの合併症（Y40〜Y84） ・疾病の診断、治療を目的としたもの

・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、
薬剤および生物学的製剤（Y40〜Y59）によるもの❸

・外科的および内科的ケア時における患者に対する医
療事故（Y60〜Y69）

・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器
具（Y70〜Y82）によるもの

・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的お
よびその他の医学的処置で、処置時には事故の記
載がないもの（Y83〜Y84）

備考
❶　「曝

ばく

露
ろ

」とは、その環境にさらされることをいいます。
❷　洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒
（ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒）およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃
腸炎、大腸炎は含まれません。
❸　外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。

別表 3　　　対象となる日常生活制限状態

1 ．身体障害者障害程度等級表
の級別 1 級・ 2 級

肢体不自由もしくは胸腹部臓器の機能障害のいずれか（注）または障害の種類を問
わず複数の障害により身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）に基づき、身
体障害者障害程度等級の 1 級または 2 級の身体障害者手帳の交付を受けたもの

（注）身体障害者障害程度等級表で定める身体上の障害のうち、肢体不自由およ
び胸腹部臓器の機能障害以外の障害（視覚障害や聴覚障害など）は対象に
なりません。

2 ．公的介護保険制度の要介護
3 ・ 4 ・ 5

公的介護保険制度に基づき、要介護 3 、4 または 5 の状態に該当すると認定され、
その認定が効力を生じたもの

3 ．寝たきり 寝たきりによる要介護状態に該当し、その状態が該当した日から起算して継続し
て180日あると医師によって診断確定されたもの

4 ．認知症 認知症による要介護状態に該当し、その状態が該当した日から起算して継続して
180日あると医師によって診断確定されたもの

5 ．高度障害 身体障害表（別表 1 ）の第 1 級の障害状態に該当したもの
6 ．片側半身の障害 片側 1 上肢および 1 下肢の用を全く永久に失ったもの

 
「肢体不自由もしくは胸腹部臓器の機能障害」
この別表 3の末尾に掲載している「【参考】身体障害者障害程度等級表（抜粋）」をご参照ください

備　考
1．「 2．公的介護保険制度の要介護 3・ 4・ 5」

⑴　「公的介護保険制度」とは、次の法律に基づく介護保険制度をいいます。
　介護保険法（平成 9 年法律第123号）
⑵　「要介護 3 、 4 または 5 の状態」とは、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関

する省令（厚生省令第58号、平成11年 4 月30日現在）」第 1 条第 1 項に規定する次の状態をいいます。

要介護 3
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態（当該状態に相当すると認められな
いものを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

要介護 4
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態（当該状態に相当すると認められ
ないものを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

要介護 5
要介護認定等基準時間が110分以上である状態（当該状態に相当すると認められないもの
を除く。）又はこれに相当すると認められる状態

別表 3 を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
生活サポート定期保険特約 生活サポート終身年金特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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2 ．「 3．寝たきり」「 4．認知症」

寝たきりによる
要介護状態

常時寝たきり状態で、下表のａに該当し、かつ、下表のｂ〜ｅのうち 2項目以上に該当して
いること

認知症による
要介護状態

器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害が日常的かつ継続的
にあり、かつ、下表のｂ〜ｅのいずれかに該当していること

（表）
ａ．歩行（歩幅や速度は問わず立った状態から 5ｍ以上歩くこと）
杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしても、自分では歩行できず、他人が体を支える等
の直接的な介護を要する。

ｂ．衣服の着脱（用意された衣服を着たり、脱いだりすること。収納場所からの出し入れ等は含まない）
補助用具を使用したり、衣服を工夫したりしても、自分では衣服の着脱ができず、他人が衣服を着せる等の直
接的な介護を要する。

ｃ．入浴（浴槽を出入りすること。洗身や浴室への移動、衣服の着脱等は含まない）
補助用具を使用したり、浴槽を工夫したりしても、自分では入浴できず、他人が体を支える等の直接的な介護
を要する。

ｄ．食物の摂取（用意された食物を食べること。調理・配膳・後片付け等は含まない）
補助用具を使用したり、食物を選定・工夫したりしても、自分では食物の摂取ができず、他人が食物を口に運
ぶ等の直接的な介護を要する。

ｅ．排泄の後始末（大小便の排泄後の身体の汚れを拭き取ること）
補助用具を使用しても、自分では排泄の後始末ができず、他人が汚れを拭き取る等の直接的な介護を要する。

（注）上記について、時間帯や外的環境によって状況が異なる場合には、より頻回にみられる状況や日頃の状況
に基づくものとします。

なお、ここに、
Ａ．器質性認知症
ａ．「器質性認知症と診断確定」とは、次の①、②のすべてに該当する「器質性認知症」であることを、医師の
資格を持つ者により診断確定された場合をいいます。
①　脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
②　正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全
般的に低下したものであること

ｂ．前ａの「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、次のとおりとします。
①　「器質性認知症」
　「器質性認知症」とは、平成 6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾
病、傷害および死因統計分類提要ICD－10（2003年版）準拠」（平成18年 1 月 1 日現在）に記載された分類項
目中、次の基本分類番号に規定される内容によるものをいいます。

分類項目 基本分類番号
アルツハイマー病の認知症 Ｆ00
血管性認知症 Ｆ01
ピック病の認知症 Ｆ02.0
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 Ｆ02.1
ハンチントン病の認知症 Ｆ02.2
パーキンソン病の認知症 Ｆ02.3
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 Ｆ02.8
　平成 6年10月12日以後に改訂された厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、
傷害および死因統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場
合には、その疾病も含むものとします。

②　「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」
　「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた、画
像診断により直接証明される病変あるいは損傷、障害のことをいいます（画像診断が得られない場合には、
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2 ．「 3．寝たきり」「 4．認知症」

寝たきりによる
要介護状態

常時寝たきり状態で、下表のａに該当し、かつ、下表のｂ〜ｅのうち 2項目以上に該当して
いること

認知症による
要介護状態

器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害が日常的かつ継続的
にあり、かつ、下表のｂ〜ｅのいずれかに該当していること

（表）
ａ．歩行（歩幅や速度は問わず立った状態から 5ｍ以上歩くこと）
杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしても、自分では歩行できず、他人が体を支える等
の直接的な介護を要する。

ｂ．衣服の着脱（用意された衣服を着たり、脱いだりすること。収納場所からの出し入れ等は含まない）
補助用具を使用したり、衣服を工夫したりしても、自分では衣服の着脱ができず、他人が衣服を着せる等の直
接的な介護を要する。

ｃ．入浴（浴槽を出入りすること。洗身や浴室への移動、衣服の着脱等は含まない）
補助用具を使用したり、浴槽を工夫したりしても、自分では入浴できず、他人が体を支える等の直接的な介護
を要する。

ｄ．食物の摂取（用意された食物を食べること。調理・配膳・後片付け等は含まない）
補助用具を使用したり、食物を選定・工夫したりしても、自分では食物の摂取ができず、他人が食物を口に運
ぶ等の直接的な介護を要する。

ｅ．排泄の後始末（大小便の排泄後の身体の汚れを拭き取ること）
補助用具を使用しても、自分では排泄の後始末ができず、他人が汚れを拭き取る等の直接的な介護を要する。

（注）上記について、時間帯や外的環境によって状況が異なる場合には、より頻回にみられる状況や日頃の状況
に基づくものとします。

なお、ここに、
Ａ．器質性認知症
ａ．「器質性認知症と診断確定」とは、次の①、②のすべてに該当する「器質性認知症」であることを、医師の
資格を持つ者により診断確定された場合をいいます。
①　脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
②　正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全
般的に低下したものであること

ｂ．前ａの「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、次のとおりとします。
①　「器質性認知症」
　「器質性認知症」とは、平成 6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾
病、傷害および死因統計分類提要ICD－10（2003年版）準拠」（平成18年 1 月 1 日現在）に記載された分類項
目中、次の基本分類番号に規定される内容によるものをいいます。

分類項目 基本分類番号
アルツハイマー病の認知症 Ｆ00
血管性認知症 Ｆ01
ピック病の認知症 Ｆ02.0
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 Ｆ02.1
ハンチントン病の認知症 Ｆ02.2
パーキンソン病の認知症 Ｆ02.3
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 Ｆ02.8
　平成 6年10月12日以後に改訂された厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、
傷害および死因統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場
合には、その疾病も含むものとします。

②　「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」
　「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた、画
像診断により直接証明される病変あるいは損傷、障害のことをいいます（画像診断が得られない場合には、

他の所見による証明も認めることがあります）。
Ｂ．意識障害
　「意識障害」とは、次のようなものをいいます。
　通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を適確に受け取って反応することのできる状態を意識
がはっきりしているといいますが、この意識が障害された状態を意識障害といいます。
　意識障害は、通常大きく分けて意識混濁と意識変容とにわけられます。
　意識混濁とは意識が曇っている状態で、その障害の程度により、軽度の場合、傾眠（うとうとしているが、刺
激により覚醒する状態）、中度の場合、昏眠（覚醒させることはできないが、かなり強い刺激には、一時的に反
応する状態）、高度の場合、昏睡（精神活動は停止し、全ての刺激に反応性を失った状態）にわけられます。
　意識変容は、特殊な意識障害であり、これにはアメンチア（意識混濁は軽いが、応答は支離滅裂で、自分でも
困惑した状態）、せん妄（比較的高度の意識混濁－意識の程度は動揺しやすい－に加えて、錯覚・幻覚を伴い不安、
不穏、興奮などを示す状態）およびもうろう状態（意識混濁の程度は軽いが、意識の範囲が狭まり、外界を全般
的に把握することができない状態）などがあります。
Ｃ．見当識障害
　「見当識障害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

（a）　時間の見当識障害
　：季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。

（b）　場所の見当識障害
　：今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。

（c）　人物の見当識障害
　：日頃接している周囲の人の認識ができない。

3 ．「 6．片側半身の障害」
　「用を全く永久に失ったもの」とは、完全に、上・下肢の運動機能を失ったものをいい、下表に定める上・下
肢の完全運動麻痺

ひ
、または上・下肢においてそれぞれ 3大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、

下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。

（表）上・下肢の完全運動麻痺
ひ

上肢においては肩関節以下、下肢においてはまた関節以下の部分において、筋の収縮がみられないもの、また
は、筋の収縮は軽度にみられるものの運動はできないもの

補　足
　以上の障害に定める「回復の見込みのない」の判定に際しては、障害状態の様態により、障害状態に該当している
期間が180日以上であるなどの経過観察日数を設けて判断することがあります。
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【参考】　身体障害者障害程度等級表（抜粋）

級別
障害の種類

1級 2級

上肢
①　両上肢の機能を全廃したもの
②　両上肢を手関節以上で欠くもの

①　両上肢の機能の著しい障害
②　両上肢のすべての指を欠くもの
③　 1上肢を上腕の 2分の 1以上で欠くもの
④　 1上肢の機能を全廃したもの

下肢
①　両下肢の機能を全廃したもの
②　両下肢の大腿の 2分の 1以上で欠くもの

①　両下肢の機能の著しい障害
②　両下肢を下腿の 2分の 1以上で欠くもの

体幹
体幹の機能障害により坐っていることができ
ないもの

①　体幹の機能障害により坐位又は起立位を
保つことが困難なもの

②　体幹の機能障害により立ち上ることが困
難なもの

乳幼児期以前
の非進行性の
脳病変による
運動機能障害

上肢機能
不随意運動・失調等により上肢を使用する日
常生活動作がほとんど不可能なもの

不随意運動・失調等により上肢を使用する日
常生活動作が極度に制限されるもの

移動機能
不随意運動・失調等により歩行が不可能なも
の

不随意運動・失調等により歩行が極度に制限
されるもの

心臓機能障害
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生
活活動が極度に制限されるもの

じん臓機能障害
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常
生活活動が極度に制限されるもの

呼吸器機能障害
呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常
生活活動が極度に制限されるもの

ぼうこう又は
直腸の機能障害

ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の
身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

小腸機能障害
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生
活活動が極度に制限されるもの

肝臓機能障害
肝臓の機能の障害により日常生活活動がほと
んど不可能なもの

肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度
に制限されるもの

※「別表 3　対象となる日常生活制限状態」の「 1．身体障害者障害程度等級表の級別 1級・ 2級」の「肢体不自由もし
くは胸腹部臓器の機能障害」は、身体障害者福祉法の身体障害者障害程度等級表の 1級または 2級の障害をいいます。
2019年12月現在のこれらの障害は上表のとおりです。（身体障害者福祉法の抜粋。身体障害者福祉法が改正された場合は、
改正後の法によります。）
　なお、上表の場合では、「上肢」から「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」までが「肢体不自由」、「心
臓機能障害」から「肝臓機能障害」までが「胸腹部臓器の機能障害」にあたります。
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【参考】　身体障害者障害程度等級表（抜粋）

級別
障害の種類

1級 2級

上肢
①　両上肢の機能を全廃したもの
②　両上肢を手関節以上で欠くもの

①　両上肢の機能の著しい障害
②　両上肢のすべての指を欠くもの
③　 1上肢を上腕の 2分の 1以上で欠くもの
④　 1上肢の機能を全廃したもの

下肢
①　両下肢の機能を全廃したもの
②　両下肢の大腿の 2分の 1以上で欠くもの

①　両下肢の機能の著しい障害
②　両下肢を下腿の 2分の 1以上で欠くもの

体幹
体幹の機能障害により坐っていることができ
ないもの

①　体幹の機能障害により坐位又は起立位を
保つことが困難なもの

②　体幹の機能障害により立ち上ることが困
難なもの

乳幼児期以前
の非進行性の
脳病変による
運動機能障害

上肢機能
不随意運動・失調等により上肢を使用する日
常生活動作がほとんど不可能なもの

不随意運動・失調等により上肢を使用する日
常生活動作が極度に制限されるもの

移動機能
不随意運動・失調等により歩行が不可能なも
の

不随意運動・失調等により歩行が極度に制限
されるもの

心臓機能障害
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生
活活動が極度に制限されるもの

じん臓機能障害
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常
生活活動が極度に制限されるもの

呼吸器機能障害
呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常
生活活動が極度に制限されるもの

ぼうこう又は
直腸の機能障害

ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の
身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

小腸機能障害
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生
活活動が極度に制限されるもの

肝臓機能障害
肝臓の機能の障害により日常生活活動がほと
んど不可能なもの

肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度
に制限されるもの

※「別表 3　対象となる日常生活制限状態」の「 1．身体障害者障害程度等級表の級別 1級・ 2級」の「肢体不自由もし
くは胸腹部臓器の機能障害」は、身体障害者福祉法の身体障害者障害程度等級表の 1級または 2級の障害をいいます。
2019年12月現在のこれらの障害は上表のとおりです。（身体障害者福祉法の抜粋。身体障害者福祉法が改正された場合は、
改正後の法によります。）
　なお、上表の場合では、「上肢」から「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」までが「肢体不自由」、「心
臓機能障害」から「肝臓機能障害」までが「胸腹部臓器の機能障害」にあたります。

表 2　　　対象となる新生物の性状を表す第 5桁コード

新生物の性状を表す第 5桁コード
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
　　　　悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳

（注）以下は、対象となる悪性新生物に含みません。
・上皮内癌（乳房・膀胱・腎盂・尿管等の非浸潤癌・非侵襲癌、大腸の粘膜内癌等）および皮膚の悪性黒色腫以外
の皮膚癌
・国際対がん連合（ＵＩＣＣ）の「ＴＮＭ分類」が「Ｔ 0」のもの

別表 4　　　対象となる悪性新生物

　対象となる悪性新生物とは、平成 6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、
傷害および死因統計分類提要ICD－10（2003年版）準拠」（平成18年 1 月 1 日現在）に記載された分類項目中、表 1の
基本分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学　
第 3版」中、新生物の性状を表す第 5桁コードが表 2にあたるものをいいます。

表 1　　　対象となる悪性新生物の基本分類コード

分類項目 基本分類コード
口唇、口腔

くう

および咽頭の悪性新生物 Ｃ00－Ｃ14
消化器の悪性新生物 Ｃ15－Ｃ26
呼吸器および胸腔

くう

内臓器の悪性新生物 Ｃ30－Ｃ39
骨および関節軟骨の悪性新生物 Ｃ40－Ｃ41
皮膚の悪性黒色腫

しゅ

Ｃ43
中皮および軟部組織の悪性新生物 Ｃ45－Ｃ49
乳房の悪性新生物 Ｃ50
女性生殖器の悪性新生物 Ｃ51－Ｃ58
男性生殖器の悪性新生物 Ｃ60－Ｃ63
腎
じん

尿路の悪性新生物 Ｃ64－Ｃ68
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 Ｃ69－Ｃ72
甲状腺

せん

およびその他の内分泌腺
せん

の悪性新生物 Ｃ73－Ｃ75
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 Ｃ76－Ｃ80
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 Ｃ81－Ｃ96
独立した（原発性）多部位の悪性新生物 Ｃ97
性状不詳または不明の新生物❶ Ｄ37－Ｄ48
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害❷ Ｄ50－Ｄ89

備考
❶　たとえば、真正赤血球増加症＜多血症＞（Ｄ45）、骨髄異形成症候群（Ｄ46）、慢性骨髄増殖性疾患（Ｄ47.1）、
本態性（出血性）血小板血症（Ｄ47.3）です。
❷　たとえば、ランゲルハンス細胞組織球症（Ｄ76.0）です。

別表 4を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
がん保障特約 がん保険料払込免除特約 重度がん保険金前払特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表 5　　　対象となる悪性新生物・上皮内新生物

　対象となる悪性新生物・上皮内新生物とは、以下の 1および 2をいいます。

1．平成 6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類
提要ICD－10（2003年版）準拠」（平成18年 1 月 1 日現在）に記載された分類項目中、表 1の基本分類コードに規定
される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学　第 3版」中、新生物
の性状を表す第 5桁コードが表 2にあたるもの

表1　　　対象となる悪性新生物・上皮内新生物の基本分類コード

分類項目 基本分類コード
口唇、口腔

くう

および咽頭の悪性新生物 Ｃ00－Ｃ14
消化器の悪性新生物 Ｃ15－Ｃ26
呼吸器および胸腔

くう

内臓器の悪性新生物 Ｃ30－Ｃ39
骨および関節軟骨の悪性新生物 Ｃ40－Ｃ41
皮膚の黒色腫

しゅ

およびその他の皮膚の悪性新生物 Ｃ43－Ｃ44
中皮および軟部組織の悪性新生物 Ｃ45－Ｃ49
乳房の悪性新生物 Ｃ50
女性生殖器の悪性新生物 Ｃ51－Ｃ58
男性生殖器の悪性新生物 Ｃ60－Ｃ63
腎
じん

尿路の悪性新生物 Ｃ64－Ｃ68
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 Ｃ69－Ｃ72
甲状腺

せん

およびその他の内分泌腺
せん

の悪性新生物 Ｃ73－Ｃ75
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 Ｃ76－Ｃ80
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 Ｃ81－Ｃ96
独立した（原発性）多部位の悪性新生物 Ｃ97
上皮内新生物 Ｄ00－Ｄ09
性状不詳または不明の新生物❶ Ｄ37－Ｄ48
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害❷ Ｄ50－Ｄ89

備考
❶　たとえば、真正赤血球増加症＜多血症＞（Ｄ45）、骨髄異形成症候群（Ｄ46）、慢性骨髄増殖性疾患（Ｄ47.1）、
本態性（出血性）血小板血症（Ｄ47.3）です。
❷　たとえば、ランゲルハンス細胞組織球症（Ｄ76.0）です。

別表 5を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
がん・上皮内新生物保障特約 新・入院特約 終身入院特約
外来時手術保障特約 退院後通院治療保障特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表 5　　　対象となる悪性新生物・上皮内新生物

　対象となる悪性新生物・上皮内新生物とは、以下の 1および 2をいいます。

1．平成 6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類
提要ICD－10（2003年版）準拠」（平成18年 1 月 1 日現在）に記載された分類項目中、表 1の基本分類コードに規定
される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学　第 3版」中、新生物
の性状を表す第 5桁コードが表 2にあたるもの

表1　　　対象となる悪性新生物・上皮内新生物の基本分類コード

分類項目 基本分類コード
口唇、口腔

くう

および咽頭の悪性新生物 Ｃ00－Ｃ14
消化器の悪性新生物 Ｃ15－Ｃ26
呼吸器および胸腔

くう

内臓器の悪性新生物 Ｃ30－Ｃ39
骨および関節軟骨の悪性新生物 Ｃ40－Ｃ41
皮膚の黒色腫

しゅ

およびその他の皮膚の悪性新生物 Ｃ43－Ｃ44
中皮および軟部組織の悪性新生物 Ｃ45－Ｃ49
乳房の悪性新生物 Ｃ50
女性生殖器の悪性新生物 Ｃ51－Ｃ58
男性生殖器の悪性新生物 Ｃ60－Ｃ63
腎
じん

尿路の悪性新生物 Ｃ64－Ｃ68
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 Ｃ69－Ｃ72
甲状腺

せん

およびその他の内分泌腺
せん

の悪性新生物 Ｃ73－Ｃ75
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 Ｃ76－Ｃ80
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 Ｃ81－Ｃ96
独立した（原発性）多部位の悪性新生物 Ｃ97
上皮内新生物 Ｄ00－Ｄ09
性状不詳または不明の新生物❶ Ｄ37－Ｄ48
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害❷ Ｄ50－Ｄ89

備考
❶　たとえば、真正赤血球増加症＜多血症＞（Ｄ45）、骨髄異形成症候群（Ｄ46）、慢性骨髄増殖性疾患（Ｄ47.1）、
本態性（出血性）血小板血症（Ｄ47.3）です。
❷　たとえば、ランゲルハンス細胞組織球症（Ｄ76.0）です。

表 2　　　対象となる新生物の性状を表す第 5桁コード

新生物の性状を表す第 5桁コード
/2…上皮内癌
　　　　上皮内
　　　　非浸潤性
　　　　非侵襲性
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
　　　　悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳

2．平成31年 4 月 2 日以降に診断確定された子宮頸
けい

部、膣部、外陰部および肛門部の中等度異形成

（注）国際対がん連合（ＵＩＣＣ）の「ＴＮＭ分類」が「Ｔ 0」のものは、対象となる悪性新生物・上皮内新生物に
含みません。
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別表 8　　　キース・ワグナー分類（Keith-Wagener分類、KW分類）

眼底病名 キース・ワグナー分類 眼底所見
高血圧性眼底 1 群 細動脈に軽度の狭細と硬化を認め、眼底所見は軽微である。 

2 群 眼底は 1 群に比べて細動脈の変化が著明である。
高血圧性網膜症 3 群 細動脈に著明な緊張亢進と痙縮が認められ、硬化性変化を含む動脈系の

変化は広汎かつ明瞭であるが、これとともに軽度あるいは明白な血管痙
縮性網膜症（動脈の著しい狭細、口径不同、網膜浮腫、綿花状白斑、出血、
硬性白斑など）がある。

4 群 網膜細動脈の機能的、器質的狭細とともに、広範囲な血管痙縮性網膜症
が認められる。これとともに計測可能な程度以上の乳頭浮腫がある。

別表 8 を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
重度疾病継続保障特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表 8　　　キース・ワグナー分類（Keith-Wagener分類、KW分類）

眼底病名 キース・ワグナー分類 眼底所見
高血圧性眼底 1 群 細動脈に軽度の狭細と硬化を認め、眼底所見は軽微である。 

2 群 眼底は 1 群に比べて細動脈の変化が著明である。
高血圧性網膜症 3 群 細動脈に著明な緊張亢進と痙縮が認められ、硬化性変化を含む動脈系の

変化は広汎かつ明瞭であるが、これとともに軽度あるいは明白な血管痙
縮性網膜症（動脈の著しい狭細、口径不同、網膜浮腫、綿花状白斑、出血、
硬性白斑など）がある。

4 群 網膜細動脈の機能的、器質的狭細とともに、広範囲な血管痙縮性網膜症
が認められる。これとともに計測可能な程度以上の乳頭浮腫がある。

別表 9　　　公的介護保険制度

次の法律に基づく介護保険制度をいいます。
介護保険法（平成 9 年法律第123号）

別表 9 を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
新・介護保障特約 介護サポート終身年金特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表10　　　対象となる要介護 2以上の状態

　対象となる要介護 2以上の状態は、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省
令（厚生省令第58号、平成11年 4 月30日現在）」第 1条第 1項に規定する次の状態をいいます。

要介護 2
要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態（当該状態に相当すると認められないも
のを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

要介護 3
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態（当該状態に相当すると認められないも
のを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

要介護 4
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態（当該状態に相当すると認められない
ものを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

要介護 5
要介護認定等基準時間が110分以上である状態（当該状態に相当すると認められないものを除
く。）又はこれに相当すると認められる状態

別表10を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
新・介護保障特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表10　　　対象となる要介護 2以上の状態

　対象となる要介護 2以上の状態は、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省
令（厚生省令第58号、平成11年 4 月30日現在）」第 1条第 1項に規定する次の状態をいいます。

要介護 2
要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態（当該状態に相当すると認められないも
のを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

要介護 3
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態（当該状態に相当すると認められないも
のを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

要介護 4
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態（当該状態に相当すると認められない
ものを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

要介護 5
要介護認定等基準時間が110分以上である状態（当該状態に相当すると認められないものを除
く。）又はこれに相当すると認められる状態

別表11　　　対象となる歩行障害による要介護状態、認知症による要介護状態

歩行障害による
要介護状態

下表のａに該当し、かつ、下表のｂ〜ｅのうち 2項目以上に該当していること

認知症による
要介護状態

器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害が日常的かつ継続的に
あり、かつ、下表のｂ〜ｅのいずれかに該当していること

（表）
ａ．歩行（歩幅や速度は問わず立った状態から 5ｍ以上歩くこと）
次のいずれかに該当すること
①杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしなければ、自分では歩行できない。
②杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしても、自分では歩行できず、他人が体を支える等
の直接的な介護を要する。

ｂ．衣服の着脱（用意された衣服を着たり、脱いだりすること。収納場所からの出し入れ等は含まない）
補助用具を使用したり、衣服を工夫したりしても、自分では衣服の着脱ができず、他人が衣服を着せる等の直接
的な介護を要する。

ｃ．入浴（浴槽を出入りすること。洗身や浴室への移動、衣服の着脱等は含まない）
補助用具を使用したり、浴槽を工夫したりしても、自分では入浴できず、他人が体を支える等の直接的な介護を
要する。

ｄ．食物の摂取（用意された食物を食べること。調理・配膳・後片付け等は含まない）
補助用具を使用したり、食物を選定・工夫したりしても、自分では食物の摂取ができず、他人が食物を口に運ぶ
等の直接的な介護を要する。

ｅ．排泄の後始末（大小便の排泄後の身体の汚れを拭き取ること）
補助用具を使用しても、自分では排泄の後始末ができず、他人が汚れを拭き取る等の直接的な介護を要する。

（注）上記について、時間帯や外的環境によって状況が異なる場合には、より頻回にみられる状況や日頃の状況に
基づくものとします。

備　考
1．器質性認知症
ａ．「器質性認知症と診断確定」とは、次の⑴、⑵のすべてに該当する「器質性認知症」であることを、医師の資
格を持つ者により診断確定された場合をいいます。
⑴　脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
⑵　正常に成熟した脳が、⑴による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般
的に低下したものであること

別表11を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
新・介護保障特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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ｂ．前ａの「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、次のとおりとします。
⑴　「器質性認知症」
　「器質性認知症」とは、平成 6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾
病、傷害および死因統計分類提要ICD－10（2003年版）準拠」（平成18年 1 月 1 日現在）に記載された分類項目
中、次の基本分類番号に規定される内容によるものをいいます。

分類項目 基本分類番号
アルツハイマー病の認知症 Ｆ00
血管性認知症 Ｆ01
ピック病の認知症 Ｆ02.0
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 Ｆ02.1
ハンチントン病の認知症 Ｆ02.2
パーキンソン病の認知症 Ｆ02.3
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 Ｆ02.8
　平成 6年10月12日以後に改訂された厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、
傷害および死因統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場
合には、その疾病も含むものとします。

⑵　「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」
　「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた、画像
診断により直接証明される病変あるいは損傷、障害のことをいいます（画像診断が得られない場合には、他の
所見による証明も認めることがあります）。

2 ．意識障害
　「意識障害」とは、次のようなものをいいます。
　通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を適確にうけとって反応することのできる状態を意識
がはっきりしているといいますが、この意識が障害された状態を意識障害といいます。
　意識障害は、通常大きくわけて意識混濁と意識変容とにわけられます。
　意識混濁とは意識が曇っている状態で、その障害の程度により、軽度の場合、傾眠（うとうとしているが、刺
激により覚醒する状態）、中度の場合、昏眠（覚醒させることはできないが、かなり強い刺激には、一時的に反
応する状態）、高度の場合、昏睡（精神活動は停止し、全ての刺激に反応性を失った状態）にわけられます。
　意識変容は、特殊な意識障害であり、これにはアメンチア（意識混濁は軽いが、応答は支離滅裂で、自分でも
困惑した状態）、せん妄（比較的高度の意識混濁―意識の程度は動揺しやすい―に加えて、錯覚幻覚を伴い不安、
不穏、興奮などを示す状態）およびもうろう状態（意識混濁の程度は軽いが、意識の範囲が狭まり、外界を全般
的に把握することができない状態）などがあります。

3 ．見当識障害
　「見当識障害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

ａ．時間の見当識障害
　　：季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
ｂ．場所の見当識障害
　　：今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。
ｃ．人物の見当識障害
　　：日頃接している周囲の人の認識ができない。
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ｂ．前ａの「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、次のとおりとします。
⑴　「器質性認知症」

　「器質性認知症」とは、平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾
病、傷害および死因統計分類提要ICD－10（2003年版）準拠」（平成18年 1 月 1 日現在）に記載された分類項目
中、次の基本分類番号に規定される内容によるものをいいます。

分類項目 基本分類番号
アルツハイマー病の認知症 Ｆ00
血管性認知症 Ｆ01
ピック病の認知症 Ｆ02.0
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 Ｆ02.1
ハンチントン病の認知症 Ｆ02.2
パーキンソン病の認知症 Ｆ02.3
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 Ｆ02.8

　平成 6 年10月12日以後に改訂された厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、
傷害および死因統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場
合には、その疾病も含むものとします。

⑵　「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」
　「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた、画像
診断により直接証明される病変あるいは損傷、障害のことをいいます（画像診断が得られない場合には、他の
所見による証明も認めることがあります）。

2 ．意識障害
　「意識障害」とは、次のようなものをいいます。
　通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を適確にうけとって反応することのできる状態を意識
がはっきりしているといいますが、この意識が障害された状態を意識障害といいます。
　意識障害は、通常大きくわけて意識混濁と意識変容とにわけられます。
　意識混濁とは意識が曇っている状態で、その障害の程度により、軽度の場合、傾眠（うとうとしているが、刺
激により覚醒する状態）、中度の場合、昏眠（覚醒させることはできないが、かなり強い刺激には、一時的に反
応する状態）、高度の場合、昏睡（精神活動は停止し、全ての刺激に反応性を失った状態）にわけられます。
　意識変容は、特殊な意識障害であり、これにはアメンチア（意識混濁は軽いが、応答は支離滅裂で、自分でも
困惑した状態）、せん妄（比較的高度の意識混濁―意識の程度は動揺しやすい―に加えて、錯覚幻覚を伴い不安、
不穏、興奮などを示す状態）およびもうろう状態（意識混濁の程度は軽いが、意識の範囲が狭まり、外界を全般
的に把握することができない状態）などがあります。

3 ．見当識障害
　「見当識障害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

ａ．時間の見当識障害
　　：季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
ｂ．場所の見当識障害
　　：今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。
ｃ．人物の見当識障害
　　：日頃接している周囲の人の認識ができない。

別表12　　　対象となる特定感染症

　対象となる特定感染症とは、以下の 1 および 2 をいいます。

1 ．平成27年 2 月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のもの（分類項目の内容については厚生労働省
大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD－10（2013年版）準拠」によるものとします。）

分類項目 基本分類コード
コレラ Ａ00
腸チフス Ａ01.0
パラチフスＡ Ａ01.1
細菌性赤痢 Ａ03
腸管出血性大腸菌感染症 Ａ04.3
ペスト Ａ20
ジフテリア Ａ36
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 Ａ80
ラッサ熱 Ａ96.2
クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo〉出血熱 Ａ98.0
マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病 Ａ98.3
エボラ〈Ebola〉ウイルス病 Ａ98.4
痘瘡 Ｂ03
重症急性呼吸器症候群［SARS］
（ただし、病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限ります。）

Ｕ04

2 ．世界保健機関（WHO）による「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂（ICD－10）」（2019年版）に定
められた分類項目中下記のもの

分類項目 基本分類コード
COVID－19（注） Ｕ07.1

　（注） 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のSARS－CoV－ 2 であるものに限ります。）
をいいます。

別表12を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
傷害特約 保険料充当原資積立特約 特別条件特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表13　　　身体障害表（障害給付金の支払対象となる障害状態および給付割合）

等級 障害状態 給付割合

第 1級

1．両眼の視力を全く永久に失ったもの

10　割

2．言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を
要するもの
4．両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5．両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6． 1上肢を手関節以上で失い、かつ、 1下肢を足関節以上で失ったかまたは
その用を全く永久に失ったもの
7． 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、 1下肢を足関節以上で失ったもの

第 2級

8． 1上肢および 1下肢の用を全く永久に失ったもの

7　割

9．10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
10． 1 肢に第 3級の13から15までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の 1
肢に第 3級の13から15までまたは第 4級の21から25までのいずれかの身体障
害を生じたもの
11．両耳の聴力を全く永久に失ったもの

第 3級

12． 1 眼の視力を全く永久に失ったもの

5　割

13． 1 上肢を手関節以上で失ったかまたは 1上肢の用もしくは 1上肢の 3大関
節中の 2関節の用を全く永久に失ったもの
14． 1 下肢を足関節以上で失ったかまたは 1下肢の用もしくは 1下肢の 3大関
節中の 2関節の用を全く永久に失ったもの
15． 1 手の 5手指を失ったかまたは第 1指（母指）および第 2指（示指）を含
んで 4手指を失ったもの
16．10足指を失ったもの
17．脊

せき

柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

第 4級

18．両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの

3　割

19．言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
20．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生
活動作が著しく制限されるもの
21． 1 上肢の 3大関節中の 1関節の用を全く永久に失ったもの
22． 1 下肢の 3大関節中の 1関節の用を全く永久に失ったもの
23． 1 下肢が永久に 5センチ以上短縮したもの
24． 1 手の第 1指（母指）および第 2指（示指）を失ったかまたは第 1指（母
指）および第 2指（示指）のうち少なくとも 1手指を含んで 3手指以上を
失ったもの
25． 1 手の 5手指の用を全く永久に失ったかまたは第 1指（母指）および第 2
指（示指）を含んで 3手指以上の用を全く永久に失ったもの
26．10足指の用を全く永久に失ったもの
27． 1 足の 5足指を失ったもの

別表13を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
傷害特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表13　　　身体障害表（障害給付金の支払対象となる障害状態および給付割合）

等級 障害状態 給付割合

第 1級

1．両眼の視力を全く永久に失ったもの

10　割

2．言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を
要するもの
4．両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5．両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6． 1上肢を手関節以上で失い、かつ、 1下肢を足関節以上で失ったかまたは
その用を全く永久に失ったもの
7． 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、 1下肢を足関節以上で失ったもの

第 2級

8． 1上肢および 1下肢の用を全く永久に失ったもの

7　割

9．10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
10． 1 肢に第 3級の13から15までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の 1
肢に第 3級の13から15までまたは第 4級の21から25までのいずれかの身体障
害を生じたもの
11．両耳の聴力を全く永久に失ったもの

第 3級

12． 1 眼の視力を全く永久に失ったもの

5　割

13． 1 上肢を手関節以上で失ったかまたは 1上肢の用もしくは 1上肢の 3大関
節中の 2関節の用を全く永久に失ったもの
14． 1 下肢を足関節以上で失ったかまたは 1下肢の用もしくは 1下肢の 3大関
節中の 2関節の用を全く永久に失ったもの
15． 1 手の 5手指を失ったかまたは第 1指（母指）および第 2指（示指）を含
んで 4手指を失ったもの
16．10足指を失ったもの
17．脊

せき

柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

第 4級

18．両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの

3　割

19．言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
20．中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生
活動作が著しく制限されるもの
21． 1 上肢の 3大関節中の 1関節の用を全く永久に失ったもの
22． 1 下肢の 3大関節中の 1関節の用を全く永久に失ったもの
23． 1 下肢が永久に 5センチ以上短縮したもの
24． 1 手の第 1指（母指）および第 2指（示指）を失ったかまたは第 1指（母
指）および第 2指（示指）のうち少なくとも 1手指を含んで 3手指以上を
失ったもの
25． 1 手の 5手指の用を全く永久に失ったかまたは第 1指（母指）および第 2
指（示指）を含んで 3手指以上の用を全く永久に失ったもの
26．10足指の用を全く永久に失ったもの
27． 1 足の 5足指を失ったもの

等級 障害状態 給付割合

第 5級

28． 1 上肢の 3大関節中の 2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの

1.5　割

29． 1 下肢の 3大関節中の 2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
30． 1 手の第 1指（母指）もしくは第 2指（示指）を失ったか、第 1指（母指）
もしくは第 2指（示指）を含んで 2手指を失ったかまたは第 1指（母指）お
よび第 2指（示指）以外の 3手指を失ったもの
31． 1 手の第 1指（母指）および第 2指（示指）の用を全く永久に失ったもの
32． 1 足の 5足指の用を全く永久に失ったもの
33．両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
34． 1 耳の聴力を全く永久に失ったもの
35．鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの
36．脊

せき

柱（頸
けい

椎
つい

を除く）に運動障害を永久に残すもの

第 6級

37． 1 上肢の 3大関節中の 1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの

1　割

38． 1 下肢の 3大関節中の 1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
39． 1 下肢が永久に 3センチ以上短縮したもの
40．1 手の第 1指（母指）もしくは第 2指（示指）の用を全く永久に失ったか、
第 1指（母指）もしくは第 2指（示指）を含んで 2手指以上の用を全く永久
に失ったかまたは第 1指（母指）および第 2指（示指）以外の 2手指もしく
は 3手指の用を全く永久に失ったもの
41． 1 手の第 1指（母指）および第 2指（示指）以外の 1手指または 2手指を
失ったもの
42． 1 足の第 1指（母指）または他の 4足指を失ったもの
43． 1 足の第 1指（母指）を含んで 3足指以上の用を全く永久に失ったもの

障害給付金の計算に際して用いる給付割合は、次のとおりとします。
⑴　 1種目の障害状態に該当した場合
　　その障害状態が属する等級の給付割合
⑵　 2種目以上の障害状態に該当した場合
　　それぞれの障害状態が属する等級の給付割合の合計割合。ただし、それらの障害状態が身体の同一部
位に生じた場合には、最も上位の種目の障害状態が属する等級の給付割合
⑶　すでに障害状態のある身体の同一部位に加重して障害状態が生じた場合
　　加重の結果新たに生じた障害状態が属する等級の給付割合からすでにある障害状態が属する等級の給
付割合を差し引いて得た給付割合

備　考
1．眼の障害（視力障害）
⑴　視力の測定は、万国式試視力表により、 1眼ずつ、矯正視力について測定します。
⑵　「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶　「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が0.06以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑷　視野狭窄

さく
および眼瞼

けん
下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。

2 ．言語またはそしゃくの障害
⑴　「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の 3つの場合をいいます。
①　語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋

がい
音、喉

こう
頭
とう
音の 4種のうち、 3種以上の発音が不能となり、その

回復の見込みがない場合
②　脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場
合
③　声帯全部の摘出により発音が不能な場合
⑵　「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害
のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意志の疎通が困難となり、その回復の見込
みがない場合をいいます。
⑶　「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込
みがない場合をいいます。
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⑷　「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のもの
はとることができず、その回復の見込みがない場合をいいます。

3 ．常に介護を要するもの
　「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴
のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

4 ．日常生活動作が著しく制限されるもの
　「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・
歩行・入浴のほとんどが自力では困難で、その都度他人の介護を要する状態をいいます。

5 ．上・下肢の障害
⑴　「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全に上・下肢の運動機能を失ったものをいい、下表に定め

る上・下肢の完全運動麻痺
ひ

、または上・下肢においてそれぞれ 3 大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節およ
び手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。

（表）　上・下肢の完全運動麻痺
ひ

上肢においては肩関節以下、下肢においてはまた関節以下の部分において、筋の収縮がみられないもの、ま
たは、筋の収縮は軽度にみられるものの運動はできないもの

⑵　「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合、または人工骨頭も
しくは人工関節を挿入置換した場合をいいます。

⑶　「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、生理的運動範囲の 2 分の 1 以下で回
復の見込みのない場合をいいます。

6 ．耳の障害（聴力障害）
⑴　聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
⑵　「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・ 1 ,000・ 2 ,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれ 

ａ・ｂ・ｃデシベルとしたとき
　　　 1/4 （ａ＋ 2 ｂ＋ｃ）
の値が90デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解しえないもの）で回復の見込みのない場合をいいます。

⑶　「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記⑵の1/4（ａ＋ 2 ｂ＋ｃ）の値が、70デシベル以上（40㎝を超
えると話声語を理解しえないもの）で回復の見込みのない場合をいいます。

7 ．脊
せき
柱の障害

⑴　「脊
せき

柱の著しい奇形」とは、脊
せき

柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のも
のをいいます。

⑵　「脊
せき

柱の著しい運動障害」とは、頸
けい

椎
つい

における完全強直の場合、または胸椎
つい

以下における前後屈、左右屈およ
び左右回旋の 3 種の運動のうち 2 種以上の運動が生理的範囲の 2 分の 1 以下に制限された場合をいいます。

⑶　「脊
せき

柱（頸
けい

椎
つい

を除く）の運動障害」とは、胸椎
つい

以下における前後屈、左右屈および左右回旋の 3 種の運動のう
ち 2 種以上の運動が生理的範囲の 3 分の 2 以下に制限された場合をいいます。

8 ．手指の障害
⑴　手指の障害については、 5 手指をもって 1 手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこ

れを合わせることはありません。
⑵　「手指を失ったもの」とは、第 1 指（母指）においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失っ

たものをいいます。
⑶　「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の 2 分の 1 以上を失った場合、または手指の中手指節

関節もしくは近位指節間関節（第 1 指（母指）においては指節間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の 2 分の 1
以下で回復の見込みのない場合をいいます。

9 ．足指の障害
⑴　「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
⑵　「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第 1 指（母指）は末節の 2 分の 1 以上、その他の足指は遠位指節

間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節（第 1 指（母指）にあっては指節間関節）
が強直し、その回復の見込みがない場合をいいます。

10．鼻の障害
⑴　「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の 2 分の 1 以上を欠損した場合をいいます。
⑵　「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難または 嗅

きゅう
覚脱失で回復の見込みのない場合を

いいます。
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⑷　「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のもの
はとることができず、その回復の見込みがない場合をいいます。

3 ．常に介護を要するもの
　「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴
のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

4 ．日常生活動作が著しく制限されるもの
　「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・
歩行・入浴のほとんどが自力では困難で、その都度他人の介護を要する状態をいいます。

5 ．上・下肢の障害
⑴　「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全に上・下肢の運動機能を失ったものをいい、下表に定め

る上・下肢の完全運動麻痺
ひ

、または上・下肢においてそれぞれ 3 大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節およ
び手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。

（表）　上・下肢の完全運動麻痺
ひ

上肢においては肩関節以下、下肢においてはまた関節以下の部分において、筋の収縮がみられないもの、ま
たは、筋の収縮は軽度にみられるものの運動はできないもの

⑵　「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合、または人工骨頭も
しくは人工関節を挿入置換した場合をいいます。

⑶　「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、生理的運動範囲の 2 分の 1 以下で回
復の見込みのない場合をいいます。

6 ．耳の障害（聴力障害）
⑴　聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
⑵　「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・ 1 ,000・ 2 ,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれ 

ａ・ｂ・ｃデシベルとしたとき
　　　 1/4 （ａ＋ 2 ｂ＋ｃ）
の値が90デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解しえないもの）で回復の見込みのない場合をいいます。

⑶　「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記⑵の1/4（ａ＋ 2 ｂ＋ｃ）の値が、70デシベル以上（40㎝を超
えると話声語を理解しえないもの）で回復の見込みのない場合をいいます。

7 ．脊
せき
柱の障害

⑴　「脊
せき

柱の著しい奇形」とは、脊
せき

柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のも
のをいいます。

⑵　「脊
せき

柱の著しい運動障害」とは、頸
けい

椎
つい

における完全強直の場合、または胸椎
つい

以下における前後屈、左右屈およ
び左右回旋の 3 種の運動のうち 2 種以上の運動が生理的範囲の 2 分の 1 以下に制限された場合をいいます。

⑶　「脊
せき

柱（頸
けい

椎
つい

を除く）の運動障害」とは、胸椎
つい

以下における前後屈、左右屈および左右回旋の 3 種の運動のう
ち 2 種以上の運動が生理的範囲の 3 分の 2 以下に制限された場合をいいます。

8 ．手指の障害
⑴　手指の障害については、 5 手指をもって 1 手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこ

れを合わせることはありません。
⑵　「手指を失ったもの」とは、第 1 指（母指）においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失っ

たものをいいます。
⑶　「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の 2 分の 1 以上を失った場合、または手指の中手指節

関節もしくは近位指節間関節（第 1 指（母指）においては指節間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の 2 分の 1
以下で回復の見込みのない場合をいいます。

9 ．足指の障害
⑴　「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
⑵　「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第 1 指（母指）は末節の 2 分の 1 以上、その他の足指は遠位指節

間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節（第 1 指（母指）にあっては指節間関節）
が強直し、その回復の見込みがない場合をいいます。

10．鼻の障害
⑴　「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の 2 分の 1 以上を欠損した場合をいいます。
⑵　「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難または 嗅

きゅう
覚脱失で回復の見込みのない場合を

いいます。

11．同一部位
⑴　 1 上肢については、肩関節以下すべて同一部位とします。
⑵　 1 下肢については、また関節以下すべて同一部位とします。
⑶　眼については、両眼を同一部位とします。
⑷　耳については、両耳を同一部位とします。
⑸　脊

せき
柱については、頸

けい
椎
つい

以下すべて同一部位とします。
⑹　第 1 級の 4 、 5 、 6 もしくは 7 、第 2 級の 8 、 9 もしくは10、第 3 級の16または第 4 級の26の障害に該当する

場合には、両上肢、両下肢、 1 上肢と 1 下肢、10手指または10足指をそれぞれ同一部位とします。
補　足

　以上の障害に定める「回復の見込みのない」の判定に際しては、障害状態の様態により、障害状態に該当して
いる期間が180日以上であるなどの経過観察日数を設けて判断することがあります。
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別表14　　　公的医療保険制度

　「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
1．健康保険法
2．国民健康保険法
3．国家公務員共済組合法
4．地方公務員等共済組合法
5．私立学校教職員共済法
6．船員保険法
7．高齢者の医療の確保に関する法律

別表14を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
入院治療保障特約 入院時手術保障特約 外来時手術保障特約
退院後通院治療保障特約 先進医療保障特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表14　　　公的医療保険制度

　「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
1．健康保険法
2．国民健康保険法
3．国家公務員共済組合法
4．地方公務員等共済組合法
5．私立学校教職員共済法
6．船員保険法
7．高齢者の医療の確保に関する法律

別表15　　　先進医療

　「先進医療」とは、公的医療保険制度（別表14）の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める
先進医療として行なわれるもの（先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所に
おいて行なわれるものに限ります。）をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度（別表14）
の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。

別表15を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
先進医療保障特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表16　　　対象となる骨折、関節脱臼、腱の断裂、熱傷、永久歯の喪失

　対象となる骨折、関節脱臼、腱の断裂、熱傷、永久歯の喪失とは、次によって定義づけられる損傷をいいます。

損傷名 損傷の定義
1 ．骨折 骨組織の連絡が部分的あるいは完全に離断された状態をいう。

ただし、変形治癒、偽関節、病的または特発骨折を除く。

2．関節脱臼 関節面の生理的な相互関係が失われた状態をいう。ただし、先天性脱臼、病的脱臼、反復性脱臼
を除く。

3．腱の断裂 腱が断裂した状態のうち、ギプスもしくはシーネによる固定または腱形成術（腱の移植術、移行
術、交換術および縫合術を含む）を要するものをいう。ただし、疾病を原因とするものを除く。

4．熱傷 熱により生体の組織が損傷され、次のいずれかに該当する状態をいう。
⑴　深達性Ⅱ度熱傷
　　真皮層の深部まで障害された状態（直径 2㎝未満を除く）
⑵　Ⅲ度熱傷
　　皮膚全層ならびに皮下組織まで障害された状態（直径 2㎝未満を除く）

5．永久歯の
　　喪失

歯（第三大臼歯（親しらず）、過剰歯および乳歯を除く）の根元から全体を永久に喪失した状態（医
師の判断で行なわれた抜歯治療により永久に喪失した状態も含む）をいう。ただし、疾病または
そしゃく行為を原因とするものを除く。

別表16を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
特定損傷給付特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表16　　　対象となる骨折、関節脱臼、腱の断裂、熱傷、永久歯の喪失

　対象となる骨折、関節脱臼、腱の断裂、熱傷、永久歯の喪失とは、次によって定義づけられる損傷をいいます。

損傷名 損傷の定義
1 ．骨折 骨組織の連絡が部分的あるいは完全に離断された状態をいう。

ただし、変形治癒、偽関節、病的または特発骨折を除く。

2．関節脱臼 関節面の生理的な相互関係が失われた状態をいう。ただし、先天性脱臼、病的脱臼、反復性脱臼
を除く。

3．腱の断裂 腱が断裂した状態のうち、ギプスもしくはシーネによる固定または腱形成術（腱の移植術、移行
術、交換術および縫合術を含む）を要するものをいう。ただし、疾病を原因とするものを除く。

4．熱傷 熱により生体の組織が損傷され、次のいずれかに該当する状態をいう。
⑴　深達性Ⅱ度熱傷
　　真皮層の深部まで障害された状態（直径 2㎝未満を除く）
⑵　Ⅲ度熱傷
　　皮膚全層ならびに皮下組織まで障害された状態（直径 2㎝未満を除く）

5．永久歯の
　　喪失

歯（第三大臼歯（親しらず）、過剰歯および乳歯を除く）の根元から全体を永久に喪失した状態（医
師の判断で行なわれた抜歯治療により永久に喪失した状態も含む）をいう。ただし、疾病または
そしゃく行為を原因とするものを除く。

別表17　　　特定部位不担保の条件により不担保とする身体部位

部位番号 身体部位の名称
1 眼球および眼球附属器
2 耳（内耳、中耳、外耳、聴神経を含む）および乳様突起
3 鼻（副鼻腔を含む）
4 咽

いん

頭
とう

（扁桃を含む）および喉
こう

頭
とう

（声帯を含む）
5 口

こう

腔
くう

、歯、歯肉、舌、顎
がっ

下
か

腺
せん

、耳下腺、舌
ぜっ

下
か

腺
せん

、上顎骨、下顎骨および顎関節
6 甲状腺
7 食道
8 胃、十二指腸および空腸

9
小腸（十二指腸、空腸および回腸を含む）および大腸（盲腸（虫様突起を含む）、結腸および
直腸を含む）

10 盲腸（虫様突起を含む）
11 直腸および肛門
12 肝臓、胆

たん

囊
のう

および胆管
13 膵臓
14 肺臓、胸膜、気管、気管支および胸郭（肋骨および肋軟骨を含む）
15 腎臓および尿管
16 膀胱および尿道
17 前立腺、睾丸、副睾丸、精管、精索および精

せい

囊
のう

18
子宮、卵巣、卵管および子宮附属器
（異常妊娠もしくは異常分

ぶん

娩
べん

が生じた場合または帝王切開を受けた場合を除く）
19 乳房（乳腺を含む）
20 鼠

そ

径
けい

部（鼠径ヘルニア、陰
いん

囊
のう

ヘルニアまたは大腿ヘルニアに限る）
21 頸

けい

椎
つい

部（当該神経を含む）
22 胸椎部（当該神経を含む）
23 腰椎部（当該神経を含む）
24 仙

せん

骨
こつ

部および尾骨部（当該神経を含む）
25 左肩関節部、左鎖骨および左肩甲骨
26 右肩関節部、右鎖骨および右肩甲骨
27 左股関節部
28 右股関節部
29 左上肢（左肩関節部を除く）
30 右上肢（右肩関節部を除く）
31 左下肢（左股関節部を除く）
32 右下肢（右股関節部を除く）
33 妊娠子宮（異常妊娠もしくは異常分

ぶん

娩
べん

が生じた場合または帝王切開を受けた場合に限る）
34 脊

せき

椎
つい

（頸椎部、胸椎部、腰椎部、仙骨部および尾骨部を含む。また、各部の神経を含む）
35 皮膚（頭皮を含む）

別表17を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
特別条件特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表18　　　対象となる急性心筋梗
こう

塞
そく

、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変、	
慢性膵

すい

炎

　対象となる急性心筋梗
こう

塞
そく

、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵
すい

炎とは、表 1 によって定
義づけられる疾病とし、かつ、平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、
傷害および死因統計分類提要ICD－10（2003年版）準拠」（平成18年 1 月 1 日現在）に記載された分類項目中、表 2 の
基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

表 1　　　対象となる急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変、
　　　　　慢性膵炎の定義

疾病名 疾病の定義
1 ．急性心筋梗塞 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥っ

た疾病であり、原則として以下の 3 項目を満たす疾病 
⑴　典型的な胸部痛の病歴
⑵　新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
⑶　心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇

2 ．脳卒中 脳血管の異常（脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋
がい

外部からの塞栓が含まれる。）によ
り脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系
の脱落症状を引き起こした疾病

3 ．糖尿病 膵臓からのインスリン分泌不全または標的組織でのインスリン作用の減弱の結果、慢
性的な血液（または血漿）中のブドウ糖濃度の上昇が認められる疾病

4 ．高血圧性疾患 明らかな原因の有無にかかわらず、収縮期血圧あるいは拡張期血圧のいずれかまたは
両方が基準値を超えて高い値を持続した状態で、恒常的な血圧負荷の結果、小動脈・細
動脈および大血管に肥厚や硬化が起こり、さまざまな臓器障害が引き起こされる疾病

5 ．慢性腎不全 不可逆性の腎機能低下が数カ月以上持続し、体液の恒常性維持が不可能となった疾病
6 ．肝硬変 肝細胞壊死、再生の繰り返しの結果、肝全体におよぶ不可逆性の線維化と結節形成が

みられ正常な肝小葉構造が改築された疾病

7 ．慢性膵炎 膵臓の内部に不規則な線維化、細胞浸潤、実質の脱落、肉芽組織などの慢性変化が生じ、
進行すると膵外分泌・内分泌機能の低下を伴う疾病

別表18を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
重度疾病継続保障特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表18　　　対象となる急性心筋梗
こう

塞
そく

、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変、	
慢性膵

すい

炎

　対象となる急性心筋梗
こう

塞
そく

、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵
すい

炎とは、表 1 によって定
義づけられる疾病とし、かつ、平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、
傷害および死因統計分類提要ICD－10（2003年版）準拠」（平成18年 1 月 1 日現在）に記載された分類項目中、表 2 の
基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。

表 1　　　対象となる急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変、
　　　　　慢性膵炎の定義

疾病名 疾病の定義
1 ．急性心筋梗塞 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥っ

た疾病であり、原則として以下の 3 項目を満たす疾病 
⑴　典型的な胸部痛の病歴
⑵　新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
⑶　心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇

2 ．脳卒中 脳血管の異常（脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋
がい

外部からの塞栓が含まれる。）によ
り脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系
の脱落症状を引き起こした疾病

3 ．糖尿病 膵臓からのインスリン分泌不全または標的組織でのインスリン作用の減弱の結果、慢
性的な血液（または血漿）中のブドウ糖濃度の上昇が認められる疾病

4 ．高血圧性疾患 明らかな原因の有無にかかわらず、収縮期血圧あるいは拡張期血圧のいずれかまたは
両方が基準値を超えて高い値を持続した状態で、恒常的な血圧負荷の結果、小動脈・細
動脈および大血管に肥厚や硬化が起こり、さまざまな臓器障害が引き起こされる疾病

5 ．慢性腎不全 不可逆性の腎機能低下が数カ月以上持続し、体液の恒常性維持が不可能となった疾病
6 ．肝硬変 肝細胞壊死、再生の繰り返しの結果、肝全体におよぶ不可逆性の線維化と結節形成が

みられ正常な肝小葉構造が改築された疾病

7 ．慢性膵炎 膵臓の内部に不規則な線維化、細胞浸潤、実質の脱落、肉芽組織などの慢性変化が生じ、
進行すると膵外分泌・内分泌機能の低下を伴う疾病

表 2　　　対象となる急性心筋梗
こう

塞
そく

、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変、
慢性膵

すい

炎の基本分類コード

疾病名 分類項目 基本分類コード
1 ．急性心筋梗

こう

塞
そく

急性心筋梗塞 Ⅰ21
2 ．脳卒中 くも膜下出血 Ⅰ60

脳内出血 Ⅰ61
脳梗塞 Ⅰ63

3 ．糖尿病 糖尿病 Ｅ10－Ｅ14
4 ．高血圧性疾患 高血圧性疾患 Ⅰ10－Ⅰ15
5 ．慢性腎不全 慢性腎不全 Ｎ18

高血圧性腎疾患中の
・腎不全を伴う高血圧性腎疾患 Ⅰ12.0

6 ．肝硬変 アルコール性肝疾患中のアルコール性肝硬変 Ｋ70.3
肝線維症および肝硬変中の
・原発性胆汁性肝硬変
・続発性胆汁性肝硬変
・胆汁性肝硬変、詳細不明
・その他および詳細不明の肝硬変（注）

Ｋ74.3
Ｋ74.4
Ｋ74.5
Ｋ74.6

7 ．慢性膵
すい

炎 その他の膵疾患中の
・アルコール性慢性膵炎
・その他の慢性膵炎

Ｋ86.0
Ｋ86.1

　（注）ウイルス性肝硬変も含みます。
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別表19　　　急性心筋梗
こう

塞
そく

または脳卒中についての重度疾病保険金の支払対象となる手術

開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または血管カテーテル手術をいいます。吸引、穿
せん

刺
し

、洗浄など
の処置および神経ブロックは除きます。

別表19を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
重度疾病継続保障特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表19　　　急性心筋梗
こう

塞
そく

または脳卒中についての重度疾病保険金の支払対象となる手術

開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または血管カテーテル手術をいいます。吸引、穿
せん

刺
し

、洗浄など
の処置および神経ブロックは除きます。

別表20　　　慢性膵
すい

炎により特徴的な画像所見または組織所見が認められる状態

1 ．「特徴的な画像所見が認められる状態」とは、厚生労働省難治性膵
すい

疾患に関する調査研究班、日本膵臓学会、日
本消化器病学会による「慢性膵炎臨床診断基準2009」に規定する、以下の「確診所見」または「準確診所見」のい
ずれかが認められる状態をいいます。

確診所見：以下のいずれかが認められる。
ａ．膵管内の結石
ｂ．膵全体に分布する複数ないしび漫性の石灰化
ｃ．ERCP像で、膵全体に見られる主膵管の不整な拡張と不均等に分布する不均一かつ不規則な分枝膵管の拡
張
ｄ．ERCP像で、主膵管が膵石、蛋白栓などで閉塞または狭窄している時は、乳頭側の主膵管と分枝膵管の不
規則な拡張

準確診所見：以下のいずれかが認められる。
ａ．MRCPにおいて、主膵管の不整な拡張と共に膵全体に不均一に分布する分枝膵管の不規則な拡張
ｂ．ERCP像において、膵全体に分布するび漫性の分枝膵管の不規則な拡張、主膵管のみの不整な拡張、蛋白
栓のいずれか
ｃ．CTにおいて、主膵管の不規則なび漫性の拡張と共に膵辺縁が不規則な凹凸を示す膵の明らかな変形
ｄ．US（EUS）において、膵内の結石または蛋白栓と思われる高エコーまたは膵管の不整な拡張を伴う辺縁が
不規則な凹凸を示す膵の明らかな変形

2．「特徴的な組織所見が認められる状態」とは、厚生労働省難治性膵疾患に関する調査研究班、日本膵臓学会、日
本消化器病学会による「慢性膵炎臨床診断基準2009」に規定する、以下の「確診所見」または「準確診所見」のい
ずれかが認められる状態をいいます。

確診所見：膵実質の脱落と線維化が観察される。膵線維化は主に小葉間に観察され、小葉が結節状、いわゆる硬
変様をなす。

準確診所見：膵実質が脱落し、線維化が小葉間または小葉間・小葉内に観察される。

別表20を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
重度疾病継続保障特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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別表21　　　対象となる要介護 3以上の状態

　対象となる要介護 3以上の状態は、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省
令（厚生省令第58号、平成11年 4 月30日）」第 1条第 1項に規定する次の状態をいいます。

要介護 3
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態（当該状態に相当すると認められないも
のを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

要介護 4
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態（当該状態に相当すると認められない
ものを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

要介護 5
要介護認定等基準時間が110分以上である状態（当該状態に相当すると認められないものを除
く。）又はこれに相当すると認められる状態

別表21を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
介護サポート終身年金特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。

380

別　表 もくじ に戻る



別表21　　　対象となる要介護 3以上の状態

　対象となる要介護 3 以上の状態は、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省
令（厚生省令第58号、平成11年 4 月30日）」第 1 条第 1 項に規定する次の状態をいいます。

要介護 3
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態（当該状態に相当すると認められないも
のを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

要介護 4
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態（当該状態に相当すると認められない
ものを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

要介護 5
要介護認定等基準時間が110分以上である状態（当該状態に相当すると認められないものを除
く。）又はこれに相当すると認められる状態

別表22　　　対象となる寝たきりによる要介護状態または認知症による要介護状態

寝たきりによる
要介護状態

常時寝たきり状態で、下表のａに該当し、かつ、下表のｂ〜ｅのうち 2 項目以上に該当してい
ること

認知症による
要介護状態

器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害が日常的かつ継続的に
あり、かつ、下表のｂ〜ｅのいずれかに該当していること

（表）

ａ．歩行（歩幅や速度は問わず立った状態から 5 ｍ以上歩くこと）
杖、歩行器等の補助用具を使用したり、壁で手を支えたりしても、自分では歩行できず、他人が体を支える等の
直接的な介護を要する。

ｂ．衣服の着脱（用意された衣服を着たり、脱いだりすること。収納場所からの出し入れ等は含まない）
補助用具を使用したり、衣服を工夫したりしても、自分では衣服の着脱ができず、他人が衣服を着せる等の直接
的な介護を要する。

ｃ．入浴（浴槽を出入りすること。洗身や浴室への移動、衣服の着脱等は含まない）
補助用具を使用したり、浴槽を工夫したりしても、自分では入浴できず、他人が体を支える等の直接的な介護を
要する。

ｄ．食物の摂取（用意された食物を食べること。調理・配膳・後片付け等は含まない）
補助用具を使用したり、食物を選定・工夫したりしても、自分では食物の摂取ができず、他人が食物を口に運ぶ
等の直接的な介護を要する。

ｅ．排泄の後始末（大小便の排泄後の身体の汚れを拭き取ること）
補助用具を使用しても、自分では排泄の後始末ができず、他人が汚れを拭き取る等の直接的な介護を要する。

（注） 上記について、時間帯や外的環境によって状況が異なる場合には、より頻回にみられる状況や日頃の状況に
基づくものとします。

備　考
1．器質性認知症

ａ．「器質性認知症と診断確定」とは、次の⑴、⑵のすべてに該当する「器質性認知症」であることを、医師の資
格を持つ者により診断確定された場合をいいます。
⑴　脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
⑵　正常に成熟した脳が、⑴による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般

的に低下したものであること

別表22を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
介護サポート終身年金特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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ｂ．前ａの「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、次のとおりとします。
⑴　「器質性認知症」
　「器質性認知症」とは、平成 6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾
病、傷害および死因統計分類提要ICD－10（2003年版）準拠」（平成18年 1 月 1 日現在）に記載された分類項目
中、次の基本分類番号に規定される内容によるものをいいます。

分類項目 基本分類番号
アルツハイマー病の認知症 Ｆ00
血管性認知症 Ｆ01
ピック病の認知症 Ｆ02.0
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 Ｆ02.1
ハンチントン病の認知症 Ｆ02.2
パーキンソン病の認知症 Ｆ02.3
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 Ｆ02.8
　平成 6年10月12日以後に改訂された厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、
傷害および死因統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場
合には、その疾病も含むものとします。

⑵　「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」
　「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた、画像
診断により直接証明される病変あるいは損傷、障害のことをいいます（画像診断が得られない場合には、他の
所見による証明も認めることがあります）。

2 ．意識障害
　「意識障害」とは、次のようなものをいいます。
　通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を適確に受け取って反応することのできる状態を意識
がはっきりしているといいますが、この意識が障害された状態を意識障害といいます。
　意識障害は、通常大きくわけて意識混濁と意識変容とにわけられます。
　意識混濁とは意識が曇っている状態で、その障害の程度により、軽度の場合、傾眠（うとうとしているが、刺
激により覚醒する状態）、中度の場合、昏眠（覚醒させることはできないが、かなり強い刺激には、一時的に反
応する状態）、高度の場合、昏睡（精神活動は停止し、全ての刺激に反応性を失った状態）にわけられます。
　意識変容は、特殊な意識障害であり、これにはアメンチア（意識混濁は軽いが、応答は支離滅裂で、自分でも
困惑した状態）、せん妄（比較的高度の意識混濁—意識の程度は動揺しやすい—に加えて、錯覚幻覚を伴い不安、
不穏、興奮などを示す状態）およびもうろう状態（意識混濁の程度は軽いが、意識の範囲が狭まり、外界を全般
的に把握することができない状態）などがあります。

3 ．見当識障害
　「見当識障害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

ａ．時間の見当識障害
　　：季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
ｂ．場所の見当識障害
　　：今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。
ｃ．人物の見当識障害
　　：日頃接している周囲の人の認識ができない。
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ｂ．前ａの「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、次のとおりとします。
⑴　「器質性認知症」
　「器質性認知症」とは、平成 6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾
病、傷害および死因統計分類提要ICD－10（2003年版）準拠」（平成18年 1 月 1 日現在）に記載された分類項目
中、次の基本分類番号に規定される内容によるものをいいます。

分類項目 基本分類番号
アルツハイマー病の認知症 Ｆ00
血管性認知症 Ｆ01
ピック病の認知症 Ｆ02.0
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 Ｆ02.1
ハンチントン病の認知症 Ｆ02.2
パーキンソン病の認知症 Ｆ02.3
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 Ｆ02.8
　平成 6年10月12日以後に改訂された厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、
傷害および死因統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場
合には、その疾病も含むものとします。

⑵　「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」
　「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた、画像
診断により直接証明される病変あるいは損傷、障害のことをいいます（画像診断が得られない場合には、他の
所見による証明も認めることがあります）。

2 ．意識障害
　「意識障害」とは、次のようなものをいいます。
　通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を適確に受け取って反応することのできる状態を意識
がはっきりしているといいますが、この意識が障害された状態を意識障害といいます。
　意識障害は、通常大きくわけて意識混濁と意識変容とにわけられます。
　意識混濁とは意識が曇っている状態で、その障害の程度により、軽度の場合、傾眠（うとうとしているが、刺
激により覚醒する状態）、中度の場合、昏眠（覚醒させることはできないが、かなり強い刺激には、一時的に反
応する状態）、高度の場合、昏睡（精神活動は停止し、全ての刺激に反応性を失った状態）にわけられます。
　意識変容は、特殊な意識障害であり、これにはアメンチア（意識混濁は軽いが、応答は支離滅裂で、自分でも
困惑した状態）、せん妄（比較的高度の意識混濁—意識の程度は動揺しやすい—に加えて、錯覚幻覚を伴い不安、
不穏、興奮などを示す状態）およびもうろう状態（意識混濁の程度は軽いが、意識の範囲が狭まり、外界を全般
的に把握することができない状態）などがあります。

3 ．見当識障害
　「見当識障害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

ａ．時間の見当識障害
　　：季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
ｂ．場所の見当識障害
　　：今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。
ｃ．人物の見当識障害
　　：日頃接している周囲の人の認識ができない。

別表23　　　キャッシュバックランク

「キャッシュバックランク」（①〜③）は、次のとおり判定します。
1．提出された被保険者の健康診断❶の結果をもとに、「健診結果区分判定基準（表 3または表 6）」により、健康診
断の項目ごとの「健診結果区分」（Ａ〜Ｄ）を判定します。
2．健康診断の項目ごとの「健診結果区分」（Ａ〜Ｄ）をもとに、「キャッシュバックポイント判定基準（表 2または
表 5）」により、「キャッシュバックポイント」（30〜 0 ）を判定します。
3．健康診断の項目ごとの「キャッシュバックポイント」（30〜 0 ）を合計し、「キャッシュバックランク判定基準（表
1または表 4）」により、「キャッシュバックランク」（①〜③）を判定します。

【被保険者が満40歳未満❷の場合】

表 1　　　キャッシュバックランク判定基準
（単位：ポイント）

キャッシュバックランク キャッシュバックポイントの合計
① 120以上
② 110　　
③ 100以下

表 2　　　キャッシュバックポイント判定基準
（単位：ポイント）

キャッシュバックポイント
性別 男性 女性

健診結果区分
健康診断の項目

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

必
須
項
目

基
礎

ＢＭＩ❸ 30 20 0 0 30 20 10 0
血圧（収縮期・拡張期）❹ 30 20 10 0 30 10 0 0

尿
尿糖 30 0 － － 30 0 － －
尿蛋白 30 20 0 0 30 20 10 0

任
意
項
目

血
液

脂質（中性脂肪） 全て
Ａの場合
10

0
全て

Ａの場合
10

0肝機能（GPT（ALT）・
γ-GT（γ-GTP））❺

別表23を使用する特約は、以下のとおりです。

対応する特約
健康サポート・キャッシュバック特約

※各特約名称の［総合保険用］などを省略しています。
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【被保険者が満40歳以上❷の場合】

表 4　　　キャッシュバックランク判定基準
（単位：ポイント）

キャッシュバックランク キャッシュバックポイントの合計
① 170以上
② 150以上160以下
③ 140以下

表 5　　　キャッシュバックポイント判定基準
（単位：ポイント）

キャッシュバックポイント
性別 男性 女性

健診結果区分
健康診断の項目

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

必
須
項
目

基
礎

ＢＭＩ❸ 30 20 10 0 30 10 0 0
血圧（収縮期・拡張期）❹ 30 20 10 0 30 20 10 0

尿 尿蛋白 30 20 0 0 30 20 0 0

血
液

脂質（中性脂肪） 30 20 10 0 30 10 0 0
肝機能（GPT（ALT）・
γ-GT（γ-GTP））❺

30 20 10 0 30 10 0 0

糖代謝
（HbA1c・血糖）❻

30 10 0 0 30 20 0 0

表 3　　　健診結果区分判定基準

健康診断の項目
健診結果区分

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

基
礎

ＢＭＩ❸

＜kg/㎡＞
18.5－24.9

15.0－18.4
または
25.0－29.9

30.0－34.9
14.9以下
または
35.0以上

血圧❹
収縮期＜mmHg＞ 129以下 130－139 140－159 160以上
拡張期＜mmHg＞ 84以下 85－89 90－99 100以上

尿
尿糖 （－） （±）以上
尿蛋白 （－） （±） （＋） （ 2＋）以上

血
液

脂質（中性脂肪）
＜mg/dL＞

30－149 150－299 300－499
29以下
または
500以上

肝機能❺
GPT（ALT）＜U/L＞ 30以下 31－40 41－50 51以上

γ-GT（γ-GTP）＜U/L＞ 50以下 51－80 81－100 101以上
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【被保険者が満40歳以上❷の場合】

表 4　　　キャッシュバックランク判定基準
（単位：ポイント）

キャッシュバックランク キャッシュバックポイントの合計
① 170以上
② 150以上160以下
③ 140以下

表 5　　　キャッシュバックポイント判定基準
（単位：ポイント）

キャッシュバックポイント
性別 男性 女性

健診結果区分
健康診断の項目

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

必
須
項
目

基
礎

ＢＭＩ❸ 30 20 10 0 30 10 0 0
血圧（収縮期・拡張期）❹ 30 20 10 0 30 20 10 0

尿 尿蛋白 30 20 0 0 30 20 0 0

血
液

脂質（中性脂肪） 30 20 10 0 30 10 0 0
肝機能（GPT（ALT）・
γ-GT（γ-GTP））❺

30 20 10 0 30 10 0 0

糖代謝
（HbA1c・血糖）❻

30 10 0 0 30 20 0 0

表 3　　　健診結果区分判定基準

健康診断の項目
健診結果区分

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

基
礎

ＢＭＩ❸

＜kg/㎡＞
18.5－24.9

15.0－18.4
または
25.0－29.9

30.0－34.9
14.9以下
または
35.0以上

血圧❹
収縮期＜mmHg＞ 129以下 130－139 140－159 160以上
拡張期＜mmHg＞ 84以下 85－89 90－99 100以上

尿
尿糖 （－） （±）以上
尿蛋白 （－） （±） （＋） （ 2＋）以上

血
液

脂質（中性脂肪）
＜mg/dL＞

30－149 150－299 300－499
29以下
または
500以上

肝機能❺
GPT（ALT）＜U/L＞ 30以下 31－40 41－50 51以上

γ-GT（γ-GTP）＜U/L＞ 50以下 51－80 81－100 101以上

備考
❶　法令（労働安全衛生法等）に基づく医師による健康診断、自発的に受診した医師による健康診断等をいい、人

間ドックや当会社があらかじめ認めた検査機関で受診した検査等も含みます。
❷　被保険者が健康診断を受診した日を含む保険年度の契約日または年単位の契約応当日時点の被保険者の満年齢

によります。
❸　提出された健康診断の結果にＢＭＩの記載がない場合でも、体重および身長の記載があるときは、ＢＭＩは体

重＜kg＞÷（身長＜m＞）2で計算するものとします。小数点第二位以下の端数が生じる場合には、端数を四捨五
入します。
❹　収縮期血圧および拡張期血圧の両方の結果が提出されていることを要します。収縮期血圧と拡張期血圧が異な

る「健診結果区分」（Ａ〜Ｄ）となる場合は、「キャッシュバックポイント」（30〜 0 ）が低い方の「健診結果区分」（Ａ
〜Ｄ）とします。
❺　GPT（ALT）およびγ-GT（γ-GTP）の両方の結果が提出されていることを要します。GPT（ALT）とγ-GT（γ- 

GTP）が異なる「健診結果区分」（Ａ〜Ｄ）となる場合は、「キャッシュバックポイント」（30〜 0 ）が低い方の「健
診結果区分」（Ａ〜Ｄ）とします。
❻　HbA1cまたは血糖のいずれかの結果が提出されていることを要します。HbA1cと血糖の両方の結果が提出され

た場合は、HbA1cの結果により「健診結果区分」（Ａ〜Ｄ）および「キャッシュバックポイント」（30〜 0 ）を判定
します。

表 6　　　健診結果区分判定基準

健康診断の項目
健診結果区分

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

基
礎

ＢＭＩ❸

＜kg/㎡＞
18.5－24.9

15.0－18.4
または
25.0－29.9

30.0－34.9
14.9以下
または
35.0以上

血圧❹
収縮期＜mmHg＞ 129以下 130－139 140－159 160以上
拡張期＜mmHg＞ 84以下 85－89 90－99 100以上

尿 尿蛋白 （－） （±） （＋） （ 2＋）以上

血
液

脂質（中性脂肪）
＜mg/dL＞

30－149 150－299 300－499
29以下
または
500以上

肝機能❺
GPT（ALT）＜U/L＞ 30以下 31－40 41－50 51以上

γ-GT（γ-GTP）＜U/L＞ 50以下 51－80 81－100 101以上

糖代謝❻
HbA1c＜％＞ 5.5以下 5.6－5.9 6.0－6.4 6.5以上
血糖＜mg/dL＞ 99以下 100－109 110－125 126以上
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●太字の用語は他の項目で説明しています。　●➡の用語もご参照ください。

保 険 の こ と ば
～主な用語のご説明～

か
Ｃ給付金

【きゅうふきん】

➡［保険金／給付金］

Ａ契約応当日
【けいやくおうとうび】

契約日に対応する日のことで、年単位、半年単位、月
単位の 3つの契約応当日があります。
（例）契約日が2017年 5 月 1 日の保険契約の場合、
◦年単位の契約応当日：2018年以降毎年の 5 月 1 日
◦半年単位の契約応当日：2017年11月 1 日以降毎年の
5 月 1 日および11月 1 日

◦月単位の契約応当日：2017年 6 月 1 日以降の毎月 1
日

Ｄ契約日
【けいやくび】

保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢
の計算の基準日になります。
この保険の場合、責任開始日の属する月の翌月 1日が
契約日となります。

Ａ告知／告知義務／告知義務違反
【こくち／こくちぎむ／こくちぎむいはん】

被保険者の健康状態や職業、過去の傷病歴など、当社
がおたずねする重要なことがらについて、事実をあり
のままに報告していただくことを告知といいます。
保険契約の申込みなどの際、保険契約者および被保険
者にはこの告知を行う義務（告知義務）があります。
その際に事実が告げられなかったときには、当社は告
知義務違反として保険契約を解除したり、詐欺として
保険契約を取消したりすることがあります。

さ
　失効

【しっこう】

保険料のお払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払
込みがなかったために、保険契約の効力が失われるこ
とをいいます。
➡［払込期月］［復活］

Ａ支払事由
【しはらいじゆう】

保険金などが支払われる場合のことをいいます。被保
険者の死亡などがこれにあたります。
➡［免責事由］

　社員配当金
【しゃいんはいとうきん】

決算で生じた剰余金から保険契約者に分配されるお金
のことをいいます。

　充当原資
【じゅうとうげんし】

保険料充当特約に移管した金額のことをいいます。充
当期間中、充当原資を分割して毎回の保険料に充当し
ます。

　診査
【しんさ】

診査医扱いのご契約を申し込まれた場合に、当社の指
定する医師により問診、検診をすることをいいます。

　責任開始時／責任開始日
【せきにんかいしじ／せきにんかいしび】

保険契約上の保障が開始する時点を責任開始時とい
い、責任開始時が属する日を責任開始日といいます。
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Ａ責任準備金／積立金
【せきにんじゅんびきん／つみたてきん】

将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中
から必要な金額を積み立てています。この積立金のこ
とをいいます。

た
　第 1回保険料相当額
【だいいっかいほけんりょうそうとうがく】

保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいた
だくお金のことで、第 1回保険料充当金ともいいます。
保険契約が成立した場合には、第 1回保険料に充当さ
れます。

　定款
【ていかん】

当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めた
ものです。

Ｂ特約条項
【とくやくじょうこう】

➡［保険約款／普通保険約款／特約条項］

な
Ｂ年齢の計算
【ねんれいのけいさん】

ご契約時の被保険者の保険契約上の「年齢」は、満年
齢で計算し、 1年未満の端数は切り捨てます。ご契約
後の被保険者の「年齢」は、年単位の契約応当日ごと
に 1 歳を加えて計算します。

は
　配当金
【はいとうきん】

➡［社員配当金］

Ａ払込期月
【はらいこみきげつ】

保険料をお払込みいただく月のことをいいます。保険
料の払込回数に応じ、次の契約応当日が属する月の 1
日から末日までになります。
◦新年掛：年単位の契約応当日
◦新半年掛：半年単位の契約応当日
◦月掛：月単位の契約応当日

Ａ被保険者
【ひほけんしゃ】

保険の保障の対象となる人のことをいいます。その人
が死亡した場合などに保険金などが支払われます。

　普通保険約款
【ふつうほけんやっかん】

➡［保険約款／普通保険約款／特約条項］

Ｃ復活
【ふっかつ】

保険契約が失効した後、保険契約を有効な状態に戻す
ことをいいます。この場合、改めて告知をしていただ
きますが、健康状態などによっては復活できないこと
もあります。
この保険の場合、失効後、 3年が経過すると復活はで
きなくなります。

Ａ返戻金
【へんれいきん】

保険契約が解約された場合などに保険契約者にお払戻
しするお金のことをいいます。

　保険期間
【ほけんきかん】

保険契約上の保障を開始してから終了するまでの期間
のことをいいます。

Ｂ保険金受取人
【ほけんきんうけとりにん】

保険金を受け取る人のことをいい、死亡保険金受取人
は保険契約者が指定します。

Ａ保険金／給付金
【ほけんきん／きゅうふきん】

被保険者が死亡などの支払事由に該当したときにお支
払いするお金のことをいいます。

　保険契約者
【ほけんけいやくしゃ】

当社と保険契約を結び、保険契約上の権利（契約内容
変更の請求権など）と義務（保険料のお払込みなど）
を持つ人のことをいいます。

　保険証券
【ほけんしょうけん】

保険契約の成立や内容を証する重要なもので、保障の
額や保険期間などを記載しています。
各種手続きの際に必要となります。
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　保険年度
【ほけんねんど】

契約日から起算した 1 年ごとの期間のことをいいま
す。契約日からの最初の 1 年間を第 1保険年度とい
い、以後、第 2保険年度、第 3保険年度…といいます。

　保険約款／普通保険約款／特約条項
【ほけんやっかん／ふつうほけんやっかん／とくやくじょうこう】

保険約款は普通保険約款と特約条項により構成されま
す。普通保険約款には、ご契約に共通して適用される
基本的な事項を規定し、特約条項には特約ごとにお支
払いする場合など個別のお取扱いを規定しています。

Ａ保険料
【ほけんりょう】

保険金などの対価として保険契約者からお払込みいた
だくお金のことをいいます。

Ａ保険料の払込回数／保険料払込方法（回数）
【ほけんりょうのはらいこみかいすう／ほけんりょうはらいこみほうほう（かいすう）】

保険料の払込回数には、年に 1 回払い込む新年掛、半
年に 1 回払い込む新半年掛、毎月払い込む月掛があり
ます。
➡［払込期月］

Ａ保険料の払込経路／保険料払込方法（経路）
【ほけんりょうのはらいこみけいろ／ほけんりょうはらいこみほうほう（けいろ）】

保険料の払込経路には、口座振替によるお払込み、給
与引去りによるお払込みなどがあります。

ま
Ｃ免責事由
【めんせきじゆう】

被保険者が支払事由に該当された場合でも、契約後 3
年以内の自殺などのケースでは保険金などが支払われ
ないことがあります。この支払われない事由のことを
いいます。

や
Ａ猶予期間
【ゆうよきかん】

払込期月内に保険料のお払込みの都合がつかない場合
のために、お払込みの猶予期間を設けています。猶予
期間内に保険料のお払込みがないと保険契約は解除と
なりまたは失効します。

Ａ予定利率
【よていりりつ】

保険料は、将来見込まれる資産運用の収益をあらかじ
め割り引いて算出していますが、その際に用いる利率
のことを予定利率といいます。
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ご契約の商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」
では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受け
しております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。（ホームページアドレス 
https://www.seiho.or.jp/）
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1カ月
を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命
保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

お電話によるお問い合わせ窓口

コミュニケーションセンター
　 0120-662-332

明治安田生命カードの紛失・盗難のご連絡は24時間受け付けております

月曜～金曜（除く祝日・年末年始）9：00～18：00
　　　土曜（除く祝日・年末年始）9：00～17：00

コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させて
いただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについて
は、ホームページをご覧ください。

　この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認
のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
特に

● 保険契約のお申込みの撤回または解除（クーリング・オフ制度）  9
● 保険の特徴としくみ 14
● 健康状態や職業などの告知 30
● 保障の開始 32
● 保険金などをお支払いできない場合 102
● 保険料の払込回数など 114
● 保険料の払込経路 115
● 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い（解除、失効、復活） 116
● 解約と返戻金 131

などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、わかりにくい点がござい
ましたら下記にお問い合わせください。

しおりの
ページ

説明事項ご確認のお願い

2020.6.2  （2020・9）43250　   募Ⅰ 2000120 商品

本　社   〒100-0005  東京都千代田区丸の内2-1-1   電話  03-3283-8111（大代表）

明治安田生命 検索
明治安田生命ホームページ

https://www.meijiyasuda.co.jp/

お問い合わせは契約者ご本人さま、給付金・保険金のご請求は被保険者さままたは
受取人さまからお願いいたします

↑1810新QRコード

5 年ごと配当付組立総合保障保険

ご契約のしおり 定款・約款

月版2020年10
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